
評 価 書 

 

１．評価対象施策 

 

独占禁止法違反行為に対する措置等 

 企業結合の迅速かつ的確な審査 

 

２．担当課室 

経済取引局企業結合課 

 

３．評価の実施時期 

令和５年４月～７月 

 

４．施策の実施状況（政策評価を行う過程において使用した資料その他の情報） 

令和元年度から令和４年度までの各年度における企業結合関係届出の状

況及び主要な企業結合事例は別添資料のとおり。 

 

５．評価の観点、政策効果の把握の手法及びその結果 

行政事業レビュー（別紙）を活用し、各「アクティビティ」～「長期アウ

トカム」欄のとおりロジックモデルを用いて施策のアウトカム等を検証す

ることで、主に有効性の観点から評価を実施した。 

担当課室による点検結果及び改善の方向性は以下のとおり（別紙の「事業

所管部局による点検・改善結果」欄）。 

 

点検結果 ・別紙におけるアクティビティ①については、案件の軽

重等による影響を受けざるを得ず、平均審査日数は令

和元年度と比較して令和２年度に増加しているもの

の、それ以降は横ばいであり、令和４年度には僅かなが

ら減少している。 

・別紙におけるアクティビティ②については、事例集が

掲載されたウェブサイトページへのアクセス件数は、

年度によってばらつきがあるものの、おおむね堅調に

推移している。 

改善の方向性 別紙におけるアクティビティ①については、今後とも

より迅速かつ的確な企業結合審査を行うよう努める。 

別紙におけるアクティビティ②については、外部向け

講演会等を積極的に開催して公表事例を紹介し、企業
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結合事例集の認知度や関心を高めること（このことは、

公正取引委員会ウェブサイトにおける主要事例集掲載

ページの閲覧数の増加に寄与するものと期待される。）

を通じて、企業結合審査に係る理解の増進を推進する。 

 

６．第三者の知見の活用 

政策評価委員会における各委員の主な意見は以下のとおりである。 

全般的に本来の目的をそれなりに達成していると思う。

更に良い結果が数字に現れるよう今後も施策を進めてい

ただきたい。 

池谷委員 

企業結合審査においては、事前審査という特性ゆえ、判

断の妥当性と合わせて、迅速な判断が大事だということを

改めて認識した。審査日数など指標となる数値を見ても、

高い次元で業務を行っていると思う。 

多田委員 

施策を分かりやすく伝えていくために、例えばキーワー

ド検索等で関係しそうな事例を迅速に閲覧できればより

利便性は高いだろう。公正取引委員会としてどのような形

で情報発信していけば長期的な目標に資することになる

か、引き続き御検討いただきたい。 

中村委員 

ロジックモデルの描き方について、例えば、企業結合審

査に制度として組み込まれている排除措置命令について

も記載する、企業結合審査を所定の日程で完了させるとい

う本施策のポイントを明確化する、といったように、ロジ

ックモデルを分かりやすく表現していくことが大事であ

る。 

南島委員 

 

７．政策評価の結果 

本件取組は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとな

る企業結合を防止し、公正かつ自由な競争を維持・促進する上で有効な取組

であったと評価できる。 



事業番号 - - -

（ ）

　届出が行われた企業結合計画については、独占禁止法上、法定の期間内に①独占禁止法上問題がないと判断するか、②独占禁止法上問題があるものとして排除措置命令を行
うための手続に移行するかを判断しなければならない。また、企業結合を計画している事業者は、市場の状況や動向を勘案しながら、当該企業結合を実施する時機を計画してい
る。そのため、公正取引委員会としては、迅速かつ的確な企業結合審査を行う必要がある。

令和6年度要求

-

-

-

42

(目) 4

　

　

　

(目)

- -

▲ 0

-

-

4審査活動旅費

審査活動費

-

その他

当初予算＋補正予算に対する執行額
の割合（％）

=(G)/｛(A)+(B)｝
54%

主な増減理由（・要望額・予備費）

78%

令和6年度要求

-

事業概要URL
-

(項)

令和5・6年度
予算内訳

（単位：百万円）

歳出予算項・目 令和5年度当初予算

計（A) 46

- -

- -

38

69%

-

執行率（％）
=(G)/(F)

54% 78% 85%

公正取引委員会

2023 公取 新23 0001

公正取引委員会

政策 独占禁止法違反行為に対する措置等

事業の目的
（5行程度以内）

　企業結合（株式取得、合併、分割、共同株式移転及び事業譲受け等）について、届出に基づいて、迅速かつ的確な企業結合審査を行い、独占禁止法の規定に違反することが認
められた場合には適切に対応するとともに、主要な企業結合事例を公表することにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる企業結合を防止する。

企業結合課 横手　哲二

会計区分 一般会計

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

独占禁止法　第１条、第９条、第10条、第11条、第13条、第14条、第15
条、第15条の２、第15条の３、第16条、第17条、第17条の２、第18条

関係する
計画、通知等

-

事業名 企業結合の迅速かつ的確な審査 担当部局庁 経済取引局 作成責任者

事業開始年度

施策 企業結合の迅速かつ的確な審査

政策体系・評価書URL

主要経費 その他の事項経費

令和5年度行政事業レビューシート

https://www.jftc.go.jp/soshiki/kyotsukoukai/seisaku/index.html

-

不明
事業終了

（予定）年度
終了予定なし 担当課室

- -

補正予算（B) - - -

-

-

42

予備費等（E) - - ▲ 6 -

予算の
状況

前年度から繰越し（C)

当初予算（A) 13 32 32 46 42

- - -

-

-

補助率等

事業概要
（5行程度以内）

　企業結合（株式取得、合併、分割、共同株式移転及び事業譲受け等）について、迅速かつ的確な企業結合審査を行うとともに、主要な企業結合事例を公表することで、一定の取
引分野における競争を実質的に制限することとなる企業結合を防止することにより、公正かつ自由な競争を維持・促進する。

実施方法 直接実施、委託・請負

予算額・
執行額

（単位:百万円）
（インプット）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

執行額(G) 7 25 22

計(F)
=（A)+（B)+（C)+（D)+（E)

13 32 26 46

現状・課題
（5行程度以内）

- - -

- -

翌年度へ繰越し（D) - - - -

42

-

▲ 0

-

- - -

別紙



成果目標①-1の
設定理由

（アウトプット
からのつながり）↓

↓
成果目標①-2の

設定理由
（短期アウトカム
からのつながり）

-

-

アクティビティ①について定性的なアウトカムを設定している理由

当事会社の計画どおりの企業結合計画の実行及び競争を実質的に制限することとなる企業結合の未然防止の程度について、定量的に測定することは困難である
ため。

- - - -

目標値 - - - -

達成度 ％

-

↓

当事会社の計画どおりの企業結合計画
の実行及び競争を実質的に制限するこ
ととなる企業結合の防止

-

成果実績 - - -

-

　企業結合（株式取得、合併、分割、共同株式移転及び事業譲受け等）について、迅速かつ的確な企業結合審査を行う。
※なお、令和元年度の活動実績（１次審査における実際の平均審査日数）は14日である。

成果目標及び成果実績
①-3

（長期アウトカム）

成果目標 定量的な成果指標 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度

成果実績及び目標値の
根拠として用いた

統計・データ名（出典）
/定性的なアウトカムに

関する成果実績

迅速な企業結合審査により、おおむね、当事会社の企業結合計画が計画どおりに実行されたほか、的確な企業結合審査により、競争を実質的に制限することとな
る企業結合が防止されたことから、市場における公正かつ自由な競争と一般消費者の利益が確保されたものと考えらえる。

成果実績及び目標値の
根拠として用いた

統計・データ名（出典）
/定性的なアウトカムに

関する成果実績

-

活動目標及び活動実績
①

（アウトプット）
当初見込み -

- -

-

活動目標 活動指標

-

年度

- -

定量的な成果指標 単位

日 18

目標年度
令和4年度

↓

活動内容①
（アクティビティ）

迅速かつ的確な企業結合審査の実施
１次審査における実際の平均
審査日数

活動実績

-

-

定量的な成果指標

- 目標値 - - -

年度

市場における公正かつ自由な競争と一
般消費者の利益の確保

－

達成度

単位 令和2年度

-

- - -

-

成果実績 - -

目標最終年度

達成度 ％

-

成果実績及び目標値の
根拠として用いた

統計・データ名（出典）
/定性的なアウトカムに

関する成果実績

迅速な企業結合審査により、令和４年度に届出を受け審査を行った306件のうち、243件について禁止期間の短縮の申出がなされ、その全件で禁止期間の短縮が行われた（禁止期
間の短縮の申出への対応率100％）ことから、おおむね、当事会社の企業結合計画が計画どおりに実行されたと考えられる。また、企業結合審査の結果、当初の企業結合計画の
とおりに実行された場合には競争を実質的に制限することとなるおそれがあるが、一定の措置が講じられることを前提に独占禁止法上の問題がないと判断され、企業結合が実行さ
れたものについては、的確な企業結合審査により、競争を実質的に制限することとなる企業結合の防止が実現したと考えられる（令和４年度においては、当事会社が申し出た措置
を前提として独占禁止法上の問題はないものとして判断した事例として今治造船㈱及び日立造船㈱による大型船用エンジン事業に係る共同出資会社の設立がある。）。
※なお、一定の措置が講じられることを前提として独占禁止法上の問題がないと判断された企業結合の件数は令和元年度は４件、令和２年度は６件、令和３年度は３件、令和４年
度は１件である。

令和2年度 令和3年度

-

アウトカム設定について
の説明

令和3年度 令和4年度
5年度

活動見込
6年度

活動見込

18

令和2年度 令和3年度 令和4年度
- 年度

-

-

目標年度

-

当事会社の計画どおりの企業結合計画の実行及び競争を実質的に制限することとなる企業結合の防止によって、事業者の事業が円滑に実施され、競争を阻害す
る要因が減少することから、市場における公正かつ自由な競争と一般消費者の利益の確保につながると考えられる。

-

-％

-

目標値 - -

- -

成果目標及び成果実績
①-1

（短期アウトカム）

成果目標

17

迅速な企業結合審査を行うことで、企業結合計画の実行が禁止される期間（禁止期間）の短縮が可能となり、当事会社の計画どおりの企業結合計画の実行につな
がるほか、的確かつ精緻な企業結合審査を行うことで、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる企業結合の防止が図られるため。

アクティビティ①についてアウトカムが複数設定できない理由

-

-

-

-- -

成果目標①-3の
設定理由

（長期アウトカム
へのつながり）

-

成果実績

成果目標及び成果実績
①-2

（中期アウトカム）

成果目標 単位

- -



アウトカム設定について
の説明

アクティビティ②について定性的なアウトカムを設定している理由

株式取得等の企業結合審査の事例を公表することで、企業結合審査に係る透明性及び予見可能性が高まることにより、一定の取引分野における競争を実質的に
制限することこととなる企業結合を防止することを目的としているが、これらを定量的に測定することは困難であるため。

アクティビティ②についてアウトカムが複数設定できない理由

-

- - - -

目標値 － - - - -

達成度 ％ - - - -

成果実績 －

成果実績及び目標値の
根拠として用いた

統計・データ名（出典）
/定性的なアウトカムに

関する成果実績

企業結合審査に係る透明性及び予見可能性が高まったことで、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる企業結合の未然防止が、おおむね達
成されたものと考えられる。

- - - -

達成度 ％ - - - -

成果実績及び目標値の
根拠として用いた

統計・データ名（出典）
/定性的なアウトカムに

関する成果実績

実際の企業結合事例を具体的かつ詳細に記載した企業結合事例集を多くの事業者が閲覧したことによって、企業結合審査に係る透明性及び予見可能性が一定
程度向上したものと考えられる。
なお、企業結合事例集の事例１件当たりの頁数は、令和元年度7.5頁、令和2年度8.3頁、令和３年度14.6頁、令和4年度12.3頁である。

↓
成果目標②-3の

設定理由
（長期アウトカム
へのつながり）

企業結合審査に係る透明性及び予見可能性を高めることによって、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる企業結合の防止が期待できる。

成果目標及び成果実績
②-3

（長期アウトカム）

成果目標 定量的な成果指標 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度
目標最終年度

- 年度

一定の取引分野における競争を実質的
に制限することとなる企業結合の未然
の防止

－

- - - -

成果実績及び目標値の
根拠として用いた

統計・データ名（出典）
/定性的なアウトカムに

関する成果実績

※令和元年度のアクセス件数は6,403件

↓
成果目標②-2の

設定理由
（短期アウトカム
からのつながり）

公正取引委員会ウェブサイトに掲載する企業結合事例集は、実際の事例においてどのような考慮要素に基づいてどのような判断がなされたかを具体的に記載して
おり、これにより企業結合を計画する事業者の企業結合審査に対する理解が増進されるとともに、企業結合審査に係る透明性及び予見可能性もより高まると考え
られるため。
例えば、平成29年度の事例集に掲載された事例（※）では、垂直型及び混合型企業結合の考え方について詳細な記述を行っている（その後、令和元年の企業結合
ガイドラインの改定の際には、これらの考え方を同ガイドラインに盛り込んでいる。）。
※垂直型企業結合：日立金属㈱による㈱三徳の株式取得（平成29年度事例集：事例２）
　 混合型企業結合：ブロードコム・リミテッドによるブロケード・コミュニケーションズ・システムズ・インクの株式取得（平成29年度事例集：事例４）

成果目標及び成果実績
②-2

（中期アウトカム）

成果目標 定量的な成果指標 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度
目標年度

- 年度

企業結合審査に係る透明性及び予見
可能性を高める。

-

成果実績 － - - - -

目標値 －

↓
成果目標②-1の

設定理由
（アウトプット

からのつながり）

公正取引委員会ウェブサイトに掲載した企業結合事例集の閲覧数はおおむねアクセス件数で測ることができるところ、アクセス件数が多ければ、企業結合事例集
の公表が企業結合審査に対する理解の増進に資するものとなっていると考えられるため。

成果目標及び成果実績
②-1

（短期アウトカム）

成果目標 定量的な成果指標 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度
目標年度

6 年度

企業結合審査に対する理解の増進
公正取引委員会ウェブサイト
に掲載された企業結合事例集
へのアクセス件数

成果実績 件 7,655 5,978 8,287 -

目標値 件 - - - 8,000

達成度 ％

活動内容②
（アクティビティ）

　企業結合（株式取得、合併、分割、共同株式移転及び事業譲受け等）について、主要な企業結合事例を公表する。
　※なお、令和元年度の活動実績（「主要な企業結合事例集への掲載事例件数」）は10件である。

↓

活動目標及び活動実績
②

（アウトプット）

活動目標 活動指標 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度
5年度

活動見込
6年度

活動見込

主要な企業結合事例の公表
主要な企業結合事例集への
掲載事例件数

活動実績 件 10 10 10 9 10

当初見込み - - - - - -



成果実績及び目標値の
根拠として用いた

統計・データ名（出典）
/定性的なアウトカムに

関する成果実績

アウトカム設定について
の説明

アクティビティ③について定性的なアウトカムを設定している理由

アクティビティ③についてアウトカムが複数設定できない理由

成果目標及び成果実績
③-3

（長期アウトカム）

成果目標 定量的な成果指標 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度
目標最終年度

年度

成果実績

目標値

達成度 ％ - - - -

目標値

達成度 ％ - - - -

成果実績及び目標値の
根拠として用いた

統計・データ名（出典）
/定性的なアウトカムに

関する成果実績

↓
成果目標③-3の

設定理由
（長期アウトカム
へのつながり）

達成度 ％ - - - -

成果実績及び目標値の
根拠として用いた

統計・データ名（出典）
/定性的なアウトカムに

関する成果実績

↓
成果目標③-2の

設定理由
（短期アウトカム
からのつながり）

成果目標及び成果実績
③-2

（中期アウトカム）

成果目標 定量的な成果指標 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度
目標年度

年度

成果実績

↓
成果目標③-1の

設定理由
（アウトプット

からのつながり）

成果目標及び成果実績
③-1

（短期アウトカム）

成果目標 定量的な成果指標 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度
目標年度

年度

成果実績

目標値

活動内容③
（アクティビティ）

↓

活動目標及び活動実績
③

（アウトプット）

活動目標 活動指標 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度
5年度

活動見込
6年度

活動見込

活動実績

当初見込み



活動内容④
（アクティビティ）

↓

活動目標及び活動実績
④

（アウトプット）

活動目標 活動指標 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度
5年度

活動見込
6年度

活動見込

活動実績

当初見込み

↓
成果目標④-1の

設定理由
（アウトプット

からのつながり）

成果目標及び成果実績
④-1

（短期アウトカム）

成果目標 定量的な成果指標 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度
目標年度

年度

成果実績

目標値

達成度 ％ - - - -

成果実績及び目標値の
根拠として用いた

統計・データ名（出典）
/定性的なアウトカムに

関する成果実績

↓
成果目標④-2の

設定理由
（短期アウトカム
からのつながり）

成果目標及び成果実績
④-2

（中期アウトカム）

成果目標 定量的な成果指標 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度
目標年度

年度

成果実績

目標値

成果実績及び目標値の
根拠として用いた

統計・データ名（出典）
/定性的なアウトカムに

関する成果実績

達成度 ％ - - - -

成果実績及び目標値の
根拠として用いた

統計・データ名（出典）
/定性的なアウトカムに

関する成果実績

↓
成果目標④-3の

設定理由
（長期アウトカム
へのつながり）

成果目標及び成果実績
④-3

（長期アウトカム）

成果目標 定量的な成果指標 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度
目標最終年度

年度

目標値

達成度 ％ - - - -

成果実績

アウトカム設定について
の説明

アクティビティ④について定性的なアウトカムを設定している理由

アクティビティ④についてアウトカムが複数設定できない理由



アクティビティから長期アウトカムについて６つ以上記載が必要な場合はチェックの上【別紙１】に記載 チェック

当初見込み

目標値

活動内容⑤
（アクティビティ）

↓

活動目標及び活動実績
⑤

（アウトプット）

活動目標 活動指標 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度
5年度

活動見込
6年度

活動見込

活動実績

成果実績

↓
成果目標⑤-1の

設定理由
（アウトプット

からのつながり）

成果目標及び成果実績
⑤-1

（短期アウトカム）

成果目標 定量的な成果指標 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度
目標年度

年度

成果実績

成果実績及び目標値の
根拠として用いた

統計・データ名（出典）
/定性的なアウトカムに

関する成果実績

↓
成果目標⑤-3の

設定理由
（長期アウトカム
へのつながり）

達成度 ％ - - - -

成果実績及び目標値の
根拠として用いた

統計・データ名（出典）
/定性的なアウトカムに

関する成果実績

↓
成果目標⑤-2の

設定理由
（短期アウトカム
からのつながり）

成果目標及び成果実績
⑤-2

（中期アウトカム）

成果目標 定量的な成果指標 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度
目標年度

年度

達成度 ％ - - - -

目標値

達成度 ％ - - - -

成果実績及び目標値の
根拠として用いた

統計・データ名（出典）
/定性的なアウトカムに

関する成果実績

アウトカム設定について
の説明

アクティビティ⑤について定性的なアウトカムを設定している理由

アクティビティ⑤についてアウトカムが複数設定できない理由

成果目標及び成果実績
⑤-3

（長期アウトカム）

成果目標 定量的な成果指標 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度
目標最終年度

年度

成果実績

目標値



改善の
方向性

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

事業所管部局による点検・改善

-
事業に関連する

ＫＰＩが定められて
いる閣議決定等

名称

URL

該当箇所

平成26年度

備考

行政事業レビュー推進チームの所見に至る過程及び所見

平成24年度

平成25年度

公開プロセス・秋の年次公開検証（秋のレビュー）における取りまとめ

その他の指摘事項

・外部有識者の所見及び行政事業レビュー推進チームの所見のとおり、引き続き本事業を継続することとしたい。また、同所見を踏まえ、引き続きより効果的な情
報発信や効果測定の方法について検討することとしたい。

現状通り

現状通り

平成30年度

平成23年度

アクティビティ①については、今後ともより迅速かつ的確な企業結合審査を行うよう努める。
アクティビティ②については、外部向け講演会等を積極的に開催して公表事例を紹介し、企業結合事例集の認知度や関心を高めること（このことは、公正取引委員
会ウェブサイトにおける主要事例集掲載ページの閲覧数の増加に寄与するものと期待される。）を通じて、企業結合審査に係る理解の増進を推進する。

・令和５年度行政事業レビューにおいて、事業単位の見直しを行ったため、事業内容・予算額等に差異がある。

関連する過去のレビューシートの事業番号

令和元年度

平成28年度

平成29年度

令和3年度

平成27年度

令和2年度

令和4年度

上記への対応状況

-

上記への対応状況

-

過去に受けた指摘事項
と対応状況

-

-

目標年度における効果測定に関する評価（令和7年度実施)

点検結果

・アクティビティ①については、案件の軽重等による影響を受けざるを得ず、平均審査日数は
令和元年度と比較して令和２年度に増加しているものの、それ以降は横ばいであり、令和４
年度には僅かながら減少している。
・アクティビティ②については、事例集が掲載されたウェブサイトページへのアクセス件数は、
年度によってばらつきがあるものの、おおむね堅調に推移している。

-

-

・アクティビティ①の審査の迅速性に関して、平均審査日数だけでなく、禁止期間の短縮の申出に対する対応状況に言及してはどうかとの指摘があり、対応した。
・企業結合審査の効果測定方法を検討できないかとの指摘があった。

外部有識者の所見

令和５年度政策評価・行政事業レビュー外部有識者合同会合議事録のとおり（URL：https://www.jftc.go.jp/soshiki/kyotsukoukai/seisaku/hyokaiin.html）。



資金の流れ
（資金の受け取り先が
何を行っているかにつ
いて補足する）
（単位：百万円）

公正取引員会（企業結合課）
21.7百万円

A.民間事業者26者
20.3百万円

B.職員29名
1.3百万円

【一般競争契約 等】

※支出金額については、四捨五入をしているため内訳の数値などと整合しない。

報告書等の印刷製本
書籍等の購入 等

企業結合審査

ヒアリングのための出張 等



　

金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額

(百万円）

審査活動費 会社情報等のデータ購入 等 20.3 審査活動旅費 国内出張 1.3

C. D.

費目・使途
（「資金の流れ」において
ブロックごとに最大の金
額が支出されている者に
ついて記載する。費目と
使途の双方で実情が分

かるように記載）

A. B.

費　目 使　途

計 20.3 計 1.3

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 計

E. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 計

G. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 計

費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙2】に記載 チェック



支出先上位１０者リスト

A.

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

1
東京大学エコノミックコンサル
ティング株式会社

8010001211397 経済分析の外部委託 4.5
随意契約（少

額）
- - -

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数
（応募者数）

落札率

90％ -

4 株式会社東京商工リサーチ 5010001134287 事業者情報の購入 2.6
一般競争契約
（最低価格）

2 35.3％

- - -

3 株式会社翻訳センター 1120001089458 機械翻訳サービスの導入 3.1
一般競争契約
（最低価格）

2

2
INTERNATIONAL AIR
TRANSPORT ASSOCIATION

- データ関連サービスの調達 3.4
随意契約（その

他）

- - -

7
OAG AVIATION WORLDWIDE
PTE. LIMITED

- データ関連サービスの購入 1
随意契約（少

額）
-

6 株式会社メディア総合研究所 4011001041557 翻訳の外注 1
随意契約（少

額）

-

5 株式会社レコフデータ 4010001116550 データベースの調達 1.5
随意契約（少

額）
- - -

-

9
株式会社クロス・マーケティン
グ

9010001086351 ウェブアンケート業務委託 0.4
随意契約（少

額）
- - -

- -

8
Ｖｏｙａｇｅｒ　Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｐｔｅ．
Ｌｔｄ．

- データ関連サービスの購入 0.6
随意契約（少

額）
- -

12

- - -

11

10 株式会社ネオマーケティング 4011001046358 ウェブアンケート業務委託 0.3
随意契約（少

額）

15

14

13

17

16

20

19

18

23

22

21

25

24

28

27

26

30

29



B

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数
（応募者数）

-

2 個人B - 国内出張 0.2 その他 - - -

落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

1 個人A - 国内出張 0.2 その他 - -

- -

5 個人E - 国内出張 0.1 その他 - -

- - -

4 個人D - 国内出張 0.1 その他 -

3 個人C - 国内出張 0.2 その他

- - -

8 個人H - 国内出張 0.1 その他 -

7 個人G - 国内出張 0.1 その他

-

6 個人F - 国内出張 0.1 その他 - - -

-

10 個人J - 国内出張 0.1 その他 - - -

- -

9 個人I - 国内出張 0.1 その他 - -

13

12

11

16

15

14

18

17

21

20

19

24

23

22

26

25

29

28

27

30



C

入札者数
（応募者数）

落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

1

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等

3

2

6

5

4

9

8

7

11

10

14

13

12

17

16

15

19

18

22

21

20

25

24

23

27

26

30

29

28



D

2

1

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数
（応募者数）

落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

4

3

7

6

5

10

9

8

12

11

15

14

13

18

17

16

20

19

23

22

21

26

25

24

28

27

30

29



E

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数
（応募者数）

落札率

3

2

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

1

5

4

8

7

6

11

10

9

13

12

16

15

14

19

18

17

21

20

24

23

22

27

26

25

29

28

30



F

落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

1

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数
（応募者数）

4

3

2

6

5

9

8

7

12

11

10

14

13

17

16

15

20

19

18

22

21

25

24

23

28

27

26

30

29



G

2

入札者数
（応募者数）

落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

1

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等

5

4

3

7

6

10

9

8

13

12

11

15

14

18

17

16

21

20

19

23

22

26

25

24

29

28

27

30



H

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数
（応募者数）

落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

3

2

1

6

5

4

8

7

11

10

9

14

13

12

16

15

19

18

17

22

21

20

24

23

27

26

25

30

29

28

支出先上位10者リスト欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙3】に記載 チェック



国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト

契約方式
入札者数

（応募者数）
落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（契約額10億円以上）

1

ﾌﾞﾛｯｸ
名

契　約　先 法　人　番　号 業　務　概　要
契約額

（百万円）

3

2

5

4

7

6

9

8

11

10

13

12

15

14

17

16

20

19

18

23

22

21

25

27

24

26

30

29

28



令和元年度における企業結合関係届出の状況及び主要な企業結合事例について 

 

令和２年７月２２日 

公 正 取 引 委 員 会 

 

株式保有，役員兼任，合併，分割，共同株式移転又は事業譲受け等（以下「企業結合」

という。）が，一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合，その

企業結合は，独占禁止法に基づいて禁止される。一定の要件を満たす企業結合計画につ

いては，それを実行する前に公正取引委員会に届け出なければならない（事前届出の義

務）。公正取引委員会は，届出のあった企業結合計画等について，「企業結合審査に関

する独占禁止法の運用指針（企業結合ガイドライン）」（平成16年５月31日公正取引委

員会）に示された考え方に基づき，需要者にとって十分な選択肢が確保できなくなるよ

うな状況になるかどうか，つまり，競争が実質的に制限されることとなるかどうかとい

う観点から審査（企業結合審査）を行っている。仮に当初の企業結合計画では競争を実

質的に制限することとなると判断される場合であっても，当事会社が一定の適切な措置

を採ることを公正取引委員会に申し出，当事会社が当該措置を講じることにより，その

問題を解消することができる場合がある（詳細は，別添１を参照。）。 

 令和元年度における企業結合関係届出の状況と主要な企業結合事例の概要は，以下の

とおりである（詳細は，別添２及び別添３を参照。）。 

 

第１ 令和元年度における企業結合関係届出の状況（別添２） 

令和元年度において，企業結合計画の届出を受理した案件は310件（対前年度比

3.4％減）であり，このうち，「第１次審査の結果，独占禁止法上問題ないとして，

排除措置命令を行わない旨の通知をした案件」は300件，「より詳細な審査が必要で

あるとして，第２次審査に移行した案件」は１件，「第１次審査中に取下げがあっ

た案件」は９件であった。 

また，令和元年度に審査が終了した事例のうち，当事会社が申し出た措置を前提

として独占禁止法上の問題はないと判断したものは４事例，届出を要しない企業結

合計画に関するもの（当事会社からの相談があったもの又は公正取引委員会が審査

を開始したもの）は６事例であった。 

 

第２ 令和元年度における主要な企業結合事例（別添３） 

令和元年度に公正取引委員会が審査を終了した事例のうち，企業結合を計画して

いる事業者の参考に資すると思われる10事例について，その審査内容を別添３のと

おり，公表することとした。 

別添３に記載した10事例のうち，①当事会社が申し出た措置を前提として独占禁

止法上の問題はないと判断した事例は３事例（事例２，６及び８），②経済分析結

果を紹介している事例は２事例（事例３及び９）である。 

 
   問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課 

           電話 ０３－３５８１－３７１９（直通） 

   ホームページ http://www.jftc.go.jp/ 
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企業結合審査について 

 

 

企業結合（株式保有，役員兼任，合併，分割，共同株式移転，事業譲受け等）

によって競争が実質的に制限されることとなる場合には，①需要者の選択肢が狭

まり需要者が不利益を被るだけでなく，②需要に適切に対応しようとする当事会

社のインセンティブが失われ，その結果当事会社が更に成長する機会を逸するこ

ととなり，ひいては経済の活性化を妨げることとなる。 

このため，独占禁止法は，一定の取引分野における競争を実質的に制限するこ

ととなる企業結合を禁止し，公正取引委員会は，独占禁止法の規定に従って，企

業結合審査を行っている。 

 

１ 企業結合審査の流れ 

以下の表１のような一定の条件を満たす会社が企業結合を行う場合は，あらか

じめ公正取引委員会に届け出なければならない。 

公正取引委員会は，届出のあった企業結合について，届出受理の日から３０日

以内に，詳細な審査を行う必要がある事案であるかどうかを審査する。独占禁止

法の規定に照らして問題がないと判断された場合は，この期間内に審査が終了す

る（第一次審査）。 

詳細な審査を行う必要があると判断された場合は，届出会社から必要な報告等

を求める（第二次審査）。そして，全ての報告等を受理した日から９０日以内

に，この企業結合が独占禁止法の規定に照らして問題があるかどうかを判断

する。 

企業結合が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなると判

断された場合でも，当事会社が一定の適切な措置（問題解消措置）を講じること

で，その問題を解消することができる場合には，この企業結合は独占禁止法上問

題とならないと判断される（この企業結合を行うことができる）。 

 
  

別添１ 
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表１ 類型別の届出を要する場合の概要 

（注１）国内売上高合計額とは，企業結合集団（届出会社の「最終親会社」及びその子会社から成る集団）

内の会社等の国内売上高を合計した額をいう。 

（注２）議決権保有割合とは，企業結合集団に属する会社等が保有する議決権の割合をいう。 

 

表２ 企業結合審査のフローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

類型（関係法条） 届出を要する場合の概要 

株式取得（第１０条） 

① 国内売上高合計額（注１）２００億円超の会社が 
② 株式発行会社とその子会社の国内売上高を合計した額が５０億円超の

株式発行会社の株式を取得し 
③ 議決権保有割合（注２）が２０％又は５０％を超えることとなる場合 

合併（第１５条），  
共同株式移転（第１５条の３） 

① 国内売上高合計額２００億円超の会社と 
② 国内売上高合計額５０億円超の会社が  
③ 合併（又は共同株式移転）をする場合 

分割 
（第１５条の２） 

共同新設 
分割 

① 国内売上高合計額２００億円超の会社と 
② 国内売上高合計額５０億円超の会社が  
③ 共同新設分割により設立する会社に事業の全部を承継させる場合 等 

吸収分割 
① 国内売上高合計額２００億円超の会社が 
② 国内売上高合計額５０億円超の会社に  
③ その事業の全部を承継させる場合               等 

事業等譲受け（第１６条） 

① 国内売上高合計額２００億円超の会社が 
② 国内売上高３０億円超の会社から事業の全部の譲受けをする場合   
      又は           
① 国内売上高合計額２００億円超の会社が  

② 国内売上高３０億円超の事業の重要部分（又は事業上の固定資産の全部
若しくは重要部分）の譲受けをする場合 

※このほか，公正取引委員会が適当と判断した場合には，独占禁止法違反の疑いについ

て，当委員会と事業者（事業者団体等を含む。）との間の合意により自主的に解決する

ための独占禁止法第 48 条の２から第 48 条の９までに規定する手続（確約手続）に係

る独占禁止法第 48 条の２の規定による通知（確約手続通知）を行う場合がある。 
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２ 企業結合審査の基本的な考え方 

公正取引委員会が企業結合審査を行う際の考え方は，「企業結合審査に関する

独占禁止法の運用指針」（いわゆる「企業結合ガイドライン」）として公表されて

いる。 

まず，需要者がどの範囲の供給者から商品・役務を調達できるかという観点か

ら一定の取引分野（市場）の範囲を画定した上で，この企業結合によって競争が

実質的に制限されることとなるかどうか，つまり，需要者にとって十分な選択肢

が確保できなくなるような状況になるかどうかという観点から独占禁止法上問

題となるかどうかが検討される。 

 

(1) 一定の取引分野 

一定の取引分野は，企業結合により競争が制限されることとなるかどうかを

判断するための範囲（「商品範囲」と「地理的範囲」）を示すものである。 

この一定の取引分野は，基本的には，需要者にとっての代替性の観点から，

また，必要に応じて供給者にとっての代替性の観点から画定される。 

需要者にとっての代替性は，ある地域で，ある事業者が，ある商品・役務を

独占して供給しているという仮定の下で，その独占事業者が，利潤最大化を図

る目的で，「小幅ではあるが実質的かつ一時的ではない価格引上げ」をした場

合に，需要者がその商品・役務の購入を他の商品・役務や他の地域に振り替え

る程度を考慮して判断される。 

・ 一定の取引分野（市場）を画定する際の上記のような考え方は，SSNIP（ス

ニップ）（Small but Significant and Non-transitory Increase in Price）

テストと呼ばれている。 

・ SSNIP テストは，欧米においても用いられている考え方である。 

・ 「小幅ではあるが実質的かつ一時的ではない価格引上げ」とは，通常，引

上げの幅については５％～１０％程度，期間については１年程度のものを

指す。 

   

(2) 競争の実質的制限 

ア  セーフハーバー基準 

(ｱ) 水平型企業結合のセーフハーバー基準 

企業結合後のＨＨＩ（注３）が次の①から③のいずれかに該当する市場では，

水平型企業結合が一定の取引分野における競争を実質的に制限すること

となるとは通常考えられない（直ちに「白」と判断される）。 

① 企業結合後のＨＨＩが１，５００以下である場合 

② 企業結合後のＨＨＩが１，５００超２，５００以下であって，かつ，

ＨＨＩの増分（注４）が２５０以下である場合 

③ 企業結合後のＨＨＩが２，５００を超え，かつ，ＨＨＩの増分が１５ 

０以下である場合 

（注３）ＨＨＩは，この一定の取引分野での各事業者の市場シェアの２乗の総和によって算

出される。 

（注４）企業結合によるＨＨＩの増分は，当事会社が２社であった場合，当事会社のそれぞ

れの市場シェアを乗じたものを２倍することによって計算できる。 
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(ｲ) 垂直型企業結合と混合型企業結合のセーフハーバー基準 

企業結合後の当事会社グループが次の①又は②に該当する場合には，垂

直型企業結合や混合型企業結合が一定の取引分野における競争を実質的

に制限することとなるとは通常考えられない（直ちに「白」と判断される）。 

① 当事会社が関係する全ての一定の取引分野において，企業結合後の当

事会社グループの市場シェアが１０％以下である場合 

② 当事会社が関係する全ての一定の取引分野において，企業結合後のＨ

ＨＩが２，５００以下の場合であって，企業結合後の当事会社グループ

の市場シェアが２５％以下である場合 

 

イ  セーフハーバー基準に該当しない場合 

セーフハーバー基準に該当しない場合には，①当事会社グループの単独行

動により一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるかど

うか，また，②当事会社グループとその競争者が協調的行動を採ることによ

り一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるかどうかが

検討される。 

この検討では，①当事会社グループの単独行動による競争の実質的制限に

ついては，ヒアリングやアンケート調査などから判明した市場や取引の実態

に基づき，「当事会社の市場における地位が高まること等により，企業結合

後に当事会社グループによる価格引上げ等が容易になるかどうか」，当事会

社の価格引上げ等に対し，「競争者からの競争圧力が働くかどうか」，「輸入

品や参入者からの競争圧力が働くかどうか」，「需要者の対抗的な交渉力に基

づく競争圧力が働くかどうか」，「隣接市場の競合品からの競争圧力が働くか

どうか」等について検討の上判断される。 

同様に，②当事会社グループとその競争者の協調的行動による競争の実質

的制限についても，「企業結合後に当事会社グループと競争者が協調して価

格引上げ等を行いやすくなるかどうか」，当事会社グループと競争者の協調

的な価格引上げ等に対し，「輸入品や参入者からの競争圧力が働くかどうか」，

「需要者の対抗的な交渉力に基づく競争圧力が働くかどうか」，「隣接市場の

競合品からの競争圧力が働くかどうか」等について検討の上判断される。 

 

(3) 問題解消措置 

企業結合が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合

でも，当事会社が一定の適切な措置（問題解消措置）を講じることにより，そ

の問題を解消することができる場合がある。 

問題解消措置としてどのような措置が適切かは，個々の企業結合に応じて，

個別具体的に検討される。 

問題解消措置は，企業結合によって失われる競争を回復することができるも

のであることが基本であり，事業譲渡等構造的な措置が原則であるが，技術革

新等により市場構造の変動が激しい市場では，むしろ，一定の行動に関する措

置を採ることのほうが妥当な場合もある。 
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令和元年度における企業結合関係届出の状況 
 

令和２年７月２２日 

公 正 取 引 委 員 会 

 

 

第１ 株式取得等の届出受理及び審査の状況 

令和元年度において，企業結合計画の届出を受理した件数は 310 件（対前年度

比 3.4％減）であり，その内訳は，株式取得に係る届出が 264 件，合併に係る届

出が 12 件，分割に係る届出が 12 件，共同株式移転に係る届出が３件，事業譲受

け等に係る届出が 19 件であった。 

令和元年度に届出を受理した件数 310 件のうち，「第１次審査の結果，独占禁

止法上問題がないとして，排除措置命令を行わない旨の通知をした件数」は 300

件，「より詳細な審査が必要であるとして，第２次審査に移行した件数」は１件，

「第１次審査中に取下げがあった案件」は９件であった。 

また，令和元年度に審査を終了した事例のうち，当事会社が申し出た措置を前

提として独占禁止法上の問題はないと判断したものは４事例，届出を要しない企

業結合計画に関するもの（当事会社からの相談があったもの又は公正取引委員会

が審査を開始したもの）は６事例であった。 

 

過去３年度の届出受理及び審査の状況は第１表，第２表及び第３表のとおりで

ある。 

 

第１表 過去３年度に受理した届出の処理状況 

  平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

届出件数 306 321 310 

第１次審査で終了した案件（注１） 299 315 300 

うち禁止期間の短縮を行った案件 (193) (240) (217) 

第１次審査終了前に取下げがあった案件 6 4 9 

第２次審査に移行した案件 1 2 1 

（注１） 第１次審査の結果，独占禁止法上問題がないとして，排除措置命令を行わない旨の通知を

したもの。 

  

別添２ 
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第２表 過去３年度における第２次審査の処理状況 

  平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

第２次審査で終了した案件（注３） 1 3 0 

当事会社が申し出た措置を前提に問題なしとした案件 0 2 0 

排除措置命令を行った案件 0 0 0 

（注２） 当該年度に受理したか否かにかかわらず，当該年度において処理したものについて記載し

ている。 

（注３） 第２次審査の結果，独占禁止法上問題がないとして，排除措置命令を行わない旨の通知を

したもの。 

 

第３表 外国企業を当事会社に含む企業結合計画に係る届出の推移 

  平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

日本企業と外国企業の統合計画に係る届出 12 6 12 

外国企業同士の統合計画に係る届出 31 34 39 

合計 43 40 51 

 

第２ 行為類型別の件数 

１ 株式取得 

⑴ 国内売上高合計額別の件数（第４表） 

 

第４表 国内売上高合計額別株式取得届出受理件数 
株式発行会社の 

国内売上高 

合計額 

 

株式取得会社の 

国内売上高合計額 

50 億円以上 

200 億円未満 

200 億円以上 

500 億円未満 

500 億円以上 

1000 億円未満 

1000 億円以上 

5000 億円未満 
5000 億円以上 合計 

200 億円以上 

500 億円未満 33 6 1 0 0 40 
500 億円以上 
1000 億円未満 13 8 3 0 0 24 
1000 億円以上 
5000 億円未満 78 21 5 4 2 110 
5000 億円以上 

１兆円未満 19 9 2 3 0 33 
１兆円以上 
５兆円未満 19 5 2 4 2 32 

５兆円以上 
14 6 1 2 2 25 

合計 
176 55 14 13 6 264 
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⑵ 議決権取得割合別の件数（第５表） 

 

第５表 議決権取得割合別の株式取得届出受理件数 

20％超 
50％以下 

50％超 合 計 

66 198 264 

（注４） 議決権取得割合とは，株式発行会社の株式を取得しようとする場合において，届出会社
が取得の後において所有することとなる当該株式発行会社の株式に係る議決権の数と届出
会社の属する企業結合集団に属する当該届出会社以外の会社等が所有する当該株式発行会
社の株式に係る議決権の数とを合計した議決権の数の株式発行会社の総株主の議決権の数
に占める割合である。 

 

２ 合併 

⑴ 態様別の件数 

合併に係る届出を態様別にみると，吸収合併が 12 件であり，新設合併はな

かった。 

 

⑵ 国内売上高合計額別の件数（第６表） 

 

第６表 国内売上高合計額別合併届出受理件数 
消滅会社の 

国内売上高 

合計額 

存続会社の 

国内売上高合計額 

50 億円以上 

200 億円未満 

200 億円以上 

500 億円未満 

500 億円以上 

1000 億円未満 

1000 億円以上 

5000 億円未満 
5000 億円以上 合計 

50 億円以上 

200 億円未満 0 1 1 1 1 4 
200 億円以上 

500 億円未満 1 2 0 0 0 3 
500 億円以上 

1000 億円未満 1 0 1 2 0 4 
1000 億円以上 

5000 億円未満 0 0 0 0 0 0 
5000 億円以上 

１兆円未満 0 0 0 0 0 0 
１兆円以上 

５兆円未満 0 0 0 0 0 0 

５兆円以上 
0 0 0 0 1 1 

合計 
2 3 2 3 2 12 

（注５） ３社以上の合併，すなわち消滅会社が２社以上である場合には，国内売上高合計額が最も大
きい消滅会社を「消滅会社」とする。 
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３ 分割 

⑴ 態様別の件数 

分割に係る届出を態様別にみると，吸収分割が 12 件であり,共同新設分割は

なかった。 

 

⑵ 国内売上高合計額別の件数（第７表） 

 

第７表 国内売上高合計額別分割届出受理件数 
分割する会社の国内売 

上高合計額（又は 

分割対象部分に 

係る国内売 

上高） 

承継する会社の 

国内売上高合計額 

30 億円以上 

200 億円未満 

200 億円以上 

500 億円未満 

500 億円以上 

1000 億円未満 

1000 億円以上 

5000 億円未満 
5000 億円以上 合計 

50 億円以上 

200 億円未満 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 
200 億円以上 

500 億円未満 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 
500 億円以上 

1000 億円未満 0(3) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(3) 
1000 億円以上 

5000 億円未満 0(2) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) 
5000 億円以上 

１兆円未満 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 2(0) 2(1) 
１兆円以上 

５兆円未満 0(2) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) 

５兆円以上 
0(2) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) 

合計 
0(10) 0(0) 0(0) 0(0) 2(0) 2(10) 

（注６） 括弧外は事業の全部を承継する会社に係る国内売上高合計額による届出受理の件数であり，
括弧内は事業の重要部分を承継する会社の分割対象部分に係る国内売上高による届出受理の
件数である（内数ではない。）。 
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４ 共同株式移転の国内売上高合計額別の件数（第８表） 

 

第８表 国内売上高合計額別共同株式移転届出受理件数 
株式移転会社２の 

国内売上高 

合計額 

 

株式移転 

会社１の 

国内売上高合計額 

50 億円以上 

200 億円未満 

200 億円以上 

500 億円未満 

500 億円以上 

1000 億円未満 

1000 億円以上 

5000 億円未満 
5000 億円以上 合計 

200 億円以上 
500 億円未満 0 1 0 0 0 1 
500 億円以上 

1000 億円未満 1 0 0 0 0 1 
1000 億円以上 
5000 億円未満 0 0 0 0 0 0 
5000 億円以上 
１兆円未満 0 0 0 0 0 0 
１兆円以上 

５兆円未満 0 0 0 0 1 1 

５兆円以上 
0 0 0 0 0 0 

合計 
1 1 0 0 1 3 

（注７） 共同株式移転をする会社のうち，国内売上高合計額が最も大きい会社を「株式移転会社１」，
その次に大きい会社を「株式移転会社２」とした。 
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５ 事業譲受け等 

⑴ 態様別の件数 

事業譲受け等に係る届出を態様別にみると，事業譲受けが 17 件であり，事

業上の固定資産の譲受けが２件であった。 

 

⑵ 国内売上高合計額別の件数（第９表） 

 

第９表 国内売上高合計額別事業譲受け等届出受理件数 

譲受け対象部分 

に係る国内 

売上高 

譲受会社の 

国内売上高合計額 

30 億円以上 

200 億円未満 

200 億円以上 

500 億円未満 

500 億円以上 

1000 億円未満 

1000 億円以上 

5000 億円未満 
5000 億円以上 合計 

200 億円以上 

500 億円未満 4 0 0 0 0 4 
500 億円以上 

1000 億円未満 3 0 0 0 0 3 
1000 億円以上 

5000 億円未満 5 0 0 0 0 5 
5000 億円以上 

１兆円未満 2 0 0 0 0 2 
１兆円以上 

５兆円未満 2 0 1 0 0 3 

５兆円以上 
2 0 0 0 0 2 

合計 
18 0 1 0 0 19 

（注８） ２社以上からの事業譲受け等，すなわち譲渡会社が２社以上である場合には，譲受け対象部
分に係る国内売上高が最も大きい譲渡会社を基準とする。  
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第３ 業種別届出受理件数（第 10 表） 

１ 株式取得 

株式取得に係る届出 264 件のうち，「その他」を除けば，「製造業」が 50 件と

最も多く，以下，「卸・小売業」が 40 件，「運輸・通信・倉庫業」が 15 件と続い

ている。 

 

２ 合併 

合併に係る届出 12 件のうち，「製造業」及び「卸・小売業」が各４件と最も多

く，以下，「サービス業」が２件と続いている。 

 

３ 分割 

共同新設分割に係る届出はなかった。 

吸収分割に係る届出 12 件のうち，「卸・小売業」が５件と最も多く，以下，「サ

ービス業」が３件と続いている。 

 

４ 共同株式移転 

共同株式移転に係る届出３件は，「建設業」，「卸・小売業」及び「不動産業」が

各１件であった。 

 

５ 事業譲受け等 

事業譲受け等に係る届出 19 件のうち，「製造業」が８件と最も多く，「その他」

を除けば，以下，「運輸・通信・倉庫業」が３件と続いている。 
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第 10 表 業種別届出受理件数 

業 種 別 株式取得 合併 
共同新 
設分割 

吸収分割 
共同株 
式移転 

事業譲 
受け等 

合計 

農 林 ・ 水 産 業 0 0 0 0 0 0 0 

鉱 業 0 0 0 0 0 0 0 

建 設 業 8 0 0 1 1 0 9 

製 造 業 50 4 0 0 0 8 62 

卸 ・ 小 売 業 40 4 0 5 1 1 51 

不 動 産 業 8 0 0 0 1 0 9 

運輸・通信・倉庫業 15 0 0 1 0 3 19 

サ ー ビ ス 業 12 2 0 3 0 0 17 

金 融 ・ 保 険 業 11 0 0 1 0 1 13 

電 気 ・ ガ ス 
熱 供 給 ・ 水 道 業 

2 0 0 0 0 0 2 

そ の 他 118 2 0 2 0 6 128 

合  計 264 12 0 12 3 19 310 

（注９） 会社がどの業種に属するかは，株式取得においては株式取得会社の業種，合併においては合
併後の存続会社の業種，共同新設分割及び吸収分割においては事業を承継した会社の業種，
共同株式移転においては新設会社の業種，事業譲受け等においては事業等を譲り受けた会社
の業種による。 
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第４ 形態別届出受理件数（第 11 表） 

１ 株式取得 

株式取得に係る届出 264 件のうち，水平関係を含むものが 149 件と最も多く，

以下，垂直関係（後進）を含むものが 83 件，垂直関係（前進）を含むものが 77

件と続いている。 

（注 10） 形態別とは，次の分類による。以下同じ。 

（１）水平関係：当事会社グループ同士が同一の一定の取引分野において競争関係にあ

る場合 

（２）垂直関係：当事会社グループ同士が取引段階を異にする場合 

前  進：株式取得会社，存続会社，被承継会社又は譲受会社が最終需要者の

方向にある会社と企業結合を行う場合 

後  進：前進の反対方向にある会社と企業結合を行う場合 

（３）混合関係：水平・垂直のいずれにも該当しない場合 

地域拡大：同種の商品又は役務を異なる市場へ供給している場合 

商品拡大：生産あるいは販売面での関連性のある異種の商品又は役務を供給し

ている場合 

純  粋：上記のいずれにも該当しない場合 

（注 11） 形態別の件数については，複数の形態に該当する企業結合の場合，該当する形態を全
て集計している。そのため，件数の合計は，届出受理件数と必ずしも一致しない。以下同
じ。 

 

２ 合併 

合併に係る届出 12 件のうち，水平関係を含むものが 10 件と最も多く，以下，

混合関係（地域拡大）及び混合関係（商品拡大）を含むものが各１件と続いてい

る。 

 

３ 分割 

共同新設分割に係る届出はなかった。 

吸収分割に係る届出 12 件のうち，水平関係を含むものが９件と最も多く，以

下，垂直関係（後進）を含むものが６件，垂直関係（前進）を含むものが５件と

続いている。 

 

４ 共同株式移転 

共同株式移転に係る届出３件全てが水平関係であった。 

 

５ 事業譲受け等 

事業譲受け等に係る届出 19 件のうち，水平関係を含むものが 17 件と最も多

く，以下，混合関係（商品拡大）を含むものが４件,混合関係（地域拡大）を含む

ものが３件と続いている。 

 

 



 １０ 

 

第 11 表 形態別届出受理件数 

形 態 別 株式取得 合併 
共同新 
設分割 

吸収分割 
共同株 
式移転 

事業譲 
受け等 

水 平 関 係 149 10 0 9 3 17 

垂 直
関 係 

前 進 77 0 0 5 0 1 

後 進 83 0 0 6 0 1 

混 合
関 係 

地 域 拡 大 54 1 0 1 0 3 

商 品 拡 大 49 1 0 1 0 4 

純 粋 43 0 0 0 0 0 

届出受理件数 264 12 0 12 3 19 

（注 12） 形態別の件数については，複数の形態に該当する企業結合の場合，該当する形態を全て
集計している。そのため，形態別の件数の合計は，届出受理件数と必ずしも一致しない。 

 
 

第 12 表 過去３年度における水平型，垂直型及び混合型企業結合の届出の推移 

 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

水 平 型 企 業 結 合 179  (58%) 179  (56%) 187  (60%) 

垂 直 型 企 業 結 合 121  (40%) 129  (40%) 128  (41%) 

混 合 型 企 業 結 合 132  (43%) 105  (33%) 135  (44%) 

合計 306 (100%) 321 (100%) 310 (100%) 

（注 13） 複数の水平型，垂直型及び混合型に該当する企業結合の場合，該当するものを全て集計
している。そのため，合計は届出受理件数と必ずしも一致しない。 
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資料 企業結合関係の届出・報告件数の推移（注１）   

年  度 
第９条の  
事業報告書 
（注２） 

第９条の  
設立届出書
（注２） 

株式取得 
届出 

（注３） 

役員兼任 
届出 

（注４） 

会 社 以 外 の  
者 の株 式 所 有 

 報 告 書 
（注５） 

合併届出 
（注６） 

分割届出 
（注７） 

共同株式 
移転届出 
（注８） 

事業譲受 
け等届出 
（注９） 

昭和22   （2）  （0） （23）   （22） 

23   （31）  （0） （309）   （192） 

24   （13）  （0） （123）   （53） 

   2,373  0 448   143 

25   3,840  0 420   207 

26   4,546  0 331   182 

27   4,795  0 385   124 

28   3,863 268 0 344   126 

29   2,827 328 0 325   167 

30   3,033 268 0 338   143 

31   3,080 457 0 381   209 

32   3,069 375 0 398   140 

33   3,316 557 0 381   118 

34   3,170 466 0 413   139 

35   2,991 644 0 440   144 

36   3,211 675 1 591   162 

37   3,231 804 0 715   193 

38   3,844 758 0 997   223 

39   3,921 527 4 864   195 

40   4,534 487 1 894   202 

41   4,325 462 0 871   264 

42   4,075 458 2 995   299 

43   4,069 480 3 1,020   354 

44   4,907 647 0 1,163   391 

45   4,247 543 2 1,147   413 

46   5,832 552 0 1,178   449 

47   5,841 501 1 1,184   452 

48   6,002 874 0 1,028   443 

49   5,738 794 0 995   420 

50   5,108 754 9 957   429 

51   5,229 925 6 941   511 

52   5,085 916 1 1,011   646 

53   5,372 1,394 0 898   595 

54   5,359 3,365 0 871   611 

55   5,759 2,556 2 961   680 

56   5,505 2,958 1 1,044   771 

57   6,167 2,477 1 1,040   815 

58   6,033 3,389 4 1,020   702 

59   6,604 3,159 2 1,096   790 

60   6,640 3,504 6 1,113   807 

61   7,202 2,944 1 1,147   936 

62   7,573 3,776 1 1,215   1,084 

63   6,351 3,450 0 1,336   1,028 

平成元   8,193 4,420 0 1,450   988 

2   8,075 4,312 0 1,751   1,050 

3   8,034 6,124 2 2,091   1,266 

4   8,776 5,675 0 2,002   1,079 

5   8,036 6,330 3 1,917   1,153 

6   8,954 5,137 18 2,000   1,255 

7   8,281 5,897 1 2,520   1,467 

8   9,379 5,042 0 2,271   1,476 

9 0 0 8,615 5,955 7 2,174   1,546 

10 2 0 7,518 447 0 1,514   1,176 

11 1 1 1,029   151   179 

12 5 1 804   170   213 

13 7 7 898   127 20  195 

14 16 7 899   112 21  197 
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年  度 
第９条の  
事業報告書 
（注２） 

第９条の  
設立届出書
（注２） 

株式取得 
届出 

（注３） 

役員兼任 
届出 

（注４） 

会 社 以 外 の  
者 の株 式 所 有 

 報 告 書 
（注５） 

合併届出 
（注６） 

分割届出 
（注７） 

共同株式 
移転届出 
（注８） 

事業譲受 
け等届出 
（注９） 

15 76 4 959   103 21  175 

16 79 1 778   70 23  166 

17 80 5 825   88 17  141 

18 87 2 960   74 19  136 

19 93 2 1,052   76 33  123 

20 92 4 829   69 21  89 

21 93 5 840   48 15 3 79 

22 92 2 184   11 11 5 54 

23 100 0 224   15 10 6 20 

24 99 1 285   14 15 5 30 

25 
26 

100 
103 

0 
0 

218 
231 

  8 
12 

14 
20 

3 
7 

21 
19 

27 104 2 222   23 17 6 27 

28 108 2 250   26 16 3 24 

29 105 0 259   9 13 3 22 

30 107 2 259   16 15 2 29 

令和元 112 0 264   12 12 3 19 

 

（注１） 括弧内は認可件数である。 

 

（注２） 独占禁止法第９条の規定に基づく事業報告書の提出及び設立の届出制度は，平成９年独占

禁止法改正法により新設されたものであり，それ以前の件数はない。 

なお，平成 14 年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法では，一定の総資産額基準を

超える持株会社について事業報告及び設立の届出を行わなければならないこととされていた

が，改正後の独占禁止法では，持株会社に加え，一定の総資産額基準を超える金融会社及び一

般事業会社についても事業報告及び設立の届出を行わなければならないこととされた。 

 

（注３） 株式所有報告書の裾切り要件（総資産額）は次のとおり改正されている。 

 

改正年 裾切り要件（総資産額） 

昭和 24 500 万円超 

28 1 億円超 

40 5 億円超 

52 20 億円超 

 

平成10年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法では，総資産が20億円を超える国内

の会社（金融業を営む会社を除く。）又は外国会社（金融業を営む会社を除く。）は，国内の

会社の株式を所有する場合には，毎事業年度終了後３か月以内に株式所有報告書を提出しな

ければならないこととされていたが，改正後の独占禁止法では，総資産が20億円を超えかつ

総資産合計額が100億円を超える会社が，総資産が10億円を超える国内の会社又は国内売上

高が10億円を超える外国会社の株式を10％，25％又は50％を超えて取得し，又は所有するこ

ととなる場合には，株式所有報告書を提出しなければならないこととされた。 

また，平成21年独占禁止法改正法による改正によって届出基準が見直され，国内売上高合

計額が200億円を超える会社が，子会社の国内売上高を含む国内売上高が50億円超の会社の

株式を取得しようとする場合であって，議決権保有割合が20％，50％（２段階）を超えるも

のについて，合併等と同様にあらかじめ届け出なければならないこととされた。 

 

（注４） 平成 10 年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法では，会社の役員又は従業員は，国

内において競争関係にある国内の会社の役員の地位を兼ねる場合において，いずれか一方の

会社の総資産が 20 億円を超えるときは届け出なければならないこととされていたが，改正後

の独占禁止法では廃止された。 
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（注５） 平成 10 年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法では，会社以外の者は，国内におい

て相互に競争関係にある２以上の国内の会社の株式をそれぞれの発行済株式総数の 10％を超

えて所有することとなる場合には株式所有報告書を提出しなければならないこととされてい

たが，改正後の独占禁止法では廃止された。 

 

（注６） 平成 10 年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法では，会社が合併しようとする場合

には，全てあらかじめ届け出なければならないこととされていたが，改正後の独占禁止法で

は，当事会社の中に総資産合計額が 100 億円を超える会社と総資産合計額が 10 億円を超える

会社がある場合等に届け出なければならないこととされた。 

     また，平成 21 年独占禁止法改正法による改正によって届出基準が見直され，国内売上高合

計額が200億円超の会社と同 50億円超の会社の合併について届け出なければならないことと

された。 

 

（注７） 分割の届出は，平成 12 年商法改正に伴い新設されたものであり，平成 12 年度までの件数

はない。 

     また，平成 21 年独占禁止法改正法による改正によって届出基準が見直され，当事会社の中

に国内売上高合計額が 200 億円を超える全部承継会社（事業の全部を承継させようとする会

社をいう。）と国内売上高合計額が 50 億円を超える事業を承継しようとする会社がある場合

等には，分割に関する計画について届け出なければならないこととされた。 

 

（注８） 共同株式移転の届出は，平成 21 年独占禁止法改正法により新設されたものであり，平成 20

年度までの件数はない。 

 

（注９） 平成 10 年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法では，会社が事業の全部又は重要部

分の譲受け等をしようとする場合には，全てあらかじめ届け出なければならないこととされ

ていたが，改正後の独占禁止法では，総資産合計額が 100 億円を超える会社が，総資産額 10

億円超の国内会社の事業の全部を譲り受ける場合等に届け出なければならないこととされた。 

     また，平成 21 年独占禁止法改正法による改正によって届出基準が見直され，国内売上高合

計額が 200 億円を超える会社が，国内売上高 30 億円超の会社の事業の全部を譲り受ける場合

等に事業譲受け等に関する計画について届け出なければならないこととされた。 



 

 

令和元年度における主要な企業結合事例について 

 

 

令和２年７月２２日 

公 正 取 引 委 員 会 

 

 公正取引委員会は，企業結合審査の透明性を確保し，予見可能性の向上を図る観点

から，これまで，企業結合審査における独占禁止法の適用の考え方を「企業結合審査

に関する独占禁止法の運用指針」（平成１６年５月３１日公正取引委員会。以下「企

業結合ガイドライン」という。）として策定・公表するとともに，各年度における主

要な企業結合事例の審査結果を取りまとめ，公表してきたところである。 

 令和元年度についても主要な企業結合事例の審査結果を公表することとした。 

 

公正取引委員会は，企業結合を計画する会社が，企業結合ガイドラインとともに，

今回公表する主要な企業結合事例を併せて活用することを期待している。 

 

 

別添３ 



 

 

令和元年度における主要な企業結合事例 

 

番 

号 

事 例 

（主な検討分野） 

企業結合形態等 
頁 

水平 垂直 混合 
問題解 
消措置 

経済 
分析 

１ 

ブリストル・マイヤーズスクイブ・カンパニー

及びセルジーン・コーポレーションの統合（医

療用医薬品） 

○     １ 

２ 

ＴＤＫ㈱による昭和電工㈱のネオジム磁石合

金の研究開発事業の譲受け（ネオジム磁石合金

等） 

 ○  ○  11 

３ 

日本産業パートナーズ㈱による㈱コベルコマ

テリアル銅管及び古河電気工業㈱の銅管事業

の統合（銅管） 

○    ○ 19 

４ 

アプライド・マテリアルズ・インクによる㈱Ｋ

ＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣの株式取得

（半導体製造装置） 

  ○   25 

５ 

ダナハーコーポレーションによるゼネラル・エ

レクトリック・カンパニーのバイオ医薬品製造

機器等の製造販売事業の統合（バイオ医薬品製

造機器等） 

○  ○   31 

６ 

トヨタ自動車㈱及びパナソニック㈱による車

載用リチウムイオン電池事業等に係る共同出

資会社の設立（車載用リチウムイオン電池等） 

 ○  ○  38 

７ 

ヒューレット・パッカード・エンタープライズ・

カンパニー及びクレイ・インクの統合（高性能

計算システム） 

○ ○    50 

８ 

エムスリー㈱による㈱日本アルトマークの株

式取得（医薬品情報提供プラットフォーム運営

事業等）（令和元年１０月２４日公表） 

 ○ ○ ○  55 

９ 

㈱マツモトキヨシホールディングスによる㈱

ココカラファインの株式取得（ドラッグストア

業） 

○    ○ 70 

10 

㈱三菱ＵＦＪ銀行によるディーゼットバンク

エージーからの航空機ファイナンス事業の譲

受け（航空機ファイナンス事業） 

○     81 



 

 

 

（注１）事例の掲載順は，企業結合審査の対象となった商品・役務に係る事業の日本

標準産業分類上の順序による。 

（注２）各事例では，当事会社に関する秘密情報や競争事業者名等を伏せている。競

争事業者については，任意のアルファベットを用いている。 

（注３）各事例に記載している市場シェア，行為後のＨＨＩ（ハーフィンダール・ハ

ーシュマン指数をいう。以下同じ。）の水準，行為によるＨＨＩの増分等の計数

は，当事会社から提出された資料等に基づいて算出したものを，公正取引委員

会において概数として表記している。その際，市場シェアについては，例えば

３７．５％以上４２．５％未満を「約４０％」とするなど，原則として５％単

位で表記している。このため合計値は必ずしも１００になるとは限らない。 

（注４）各事例において，水平型企業結合とは，同一の一定の取引分野において競争

関係にある会社間の企業結合をいい，垂直型企業結合とは，例えば，メーカー

とその商品の販売業者との間の合併など取引段階を異にする会社間の企業結

合をいい，混合型企業結合とは，例えば，異業種に属する会社間の合併，一定

の取引分野の地理的範囲を異にする会社間の株式保有など水平型企業結合又

は垂直型企業結合のいずれにも該当しない企業結合をいう。 



 

 

１ 

事例１ ブリストル・マイヤーズスクイブ・カンパニー及びセルジーン・コーポ

レーションの統合 

 

第１  当事会社 

ブリストル・マイヤーズスクイブ・カンパニー（本社米国）及びセルジー

ン・コーポレーション（本社米国）は，いずれも主に医療用医薬品の製造販

売業を営む会社である。 

以下，ブリストル・マイヤーズスクイブ・カンパニーを「ＢＭＳ」といい，

同社と既に結合関係が形成されている企業の集団を「ＢＭＳグループ」とい

う。また，セルジーン・コーポレーションを「セルジーン」といい，同社と

既に結合関係が形成されている企業の集団を「セルジーングループ」という。

さらに，ＢＭＳとセルジーンを併せて「当事会社」，ＢＭＳグループとセル

ジーングループを併せて「当事会社グループ」という。 

 

第２  本件の概要及び関係法条 

本件は，ＢＭＳの子会社とセルジーンが，セルジーンを存続会社として合

併した後，ＢＭＳがセルジーンの株式に係る議決権の全部を取得すること

（以下「本件行為」という。）を計画したものである。 

関係法条は，独占禁止法第１０条及び第１５条である。 

 

（参考）海外当局との連絡調整 

本件については，海外当局も審査を行っており，当委員会は，欧

州委員会及び米国連邦取引委員会との間で情報交換を行いつつ審

査を進めた。 

 

第３  一定の取引分野 

 商品範囲 

(1) 医療用医薬品 

医療用医薬品（以下「医薬品」という。）については，需要者である医

師，医療機関等からみて医薬品の機能・効用が同種であるものごとに商品

範囲を画定することが適当である。 

当事会社が製造販売する医薬品は複数存在するが，本件行為が競争に与

える影響が比較的大きいと考えられるものは，がん治療薬及び免疫調整に

係る医薬品である。 

がん治療薬や免疫調整に係る医薬品のように，同一の医薬品が異なる複



 

 

２ 

数の疾患に用いられたり，作用機序1が全く異なる医薬品が同一の疾患に用

いられたりする場合は，需要者からみた機能・効用が同じであるといえる

かどうかという観点から，適応症ごとに競合する商品の範囲を検討するこ

とが必要となるところ，以下では，これらの医薬品について適応症ごとに

みて商品範囲の検討を行った。 

なお，医薬品の分類方法としては，欧州医薬品市場調査協会（ＥｐｈＭ

ＲＡ）が設定するＡＴＣ分類法2があるところ，需要者からみた機能・効用

に基づく商品範囲とＡＴＣ分類法による分類とが一致する場合には，ＡＴ

Ｃ分類法による分類を商品範囲として用いることもある。 

医薬品については，商品ごとに厚生労働大臣の製造販売承認が必要であ

り，臨床試験の開始から製造販売までに長期間掛かることから，通常，各

商品間に供給の代替性は認められない。 

 

(2) がん治療薬 

 がんの治療方法 

がんの治療には，主に，手術，放射線療法及び薬物療法があり，これ

らが単独で又は併用して用いられる。 

薬物療法には，主に，化学療法，分子標的療法及び免疫療法がある。

化学療法においては増殖する細胞を殺傷する抗がん剤，分子標的療法に

おいては特定のがんに特有の変異分子に働きかける分子標的薬，免疫療

法においては免疫抑制機能を阻害する免疫チェックポイント阻害剤，免

疫を活性化させる医薬品等が用いられる。 

医師は，診療ガイドライン3及び患者の年齢，全身状態，他の疾患等の

状況に基づいて，がんの種類，がんの進行度を示す「ステージ」等と呼

ばれる臨床病期（以下「ステージ」という。）等を考慮して治療方法・治

療薬を選択している。 

 

 当事会社グループが競合する商品 

がん治療薬について，当事会社グループが競合する商品は多数存在す

るが，このうち，当事会社グループの市場シェアが比較的高い又は上市

後に市場シェアが比較的高くなる可能性があり，競争に与える影響が大

                                                      
1 薬理学の用語で，薬物が生体に何らかの効果を及ぼす仕組み・メカニズムなどを意味する。 
2 「Anatomical Therapeutic Chemical Classification System」の略。分類基準は，医薬

品の解剖学上の作用部位，適応症及び用途並びに科学的組成及び作用機序となっている。同

分類法では，医薬品にレベル１からレベル４までの記号を付して分類されている。 
3 医療現場において適切な診断と治療を補助することを目的として，根拠に基づく治療

（Evidence-based Medicine:ＥＢＭ）の手法を利用して，疾患ごとに各専門学会において推

奨される治療法（標準治療）を系統的にまとめた指針。 



 

 

３ 

きいと考えられる商品は，下表の４剤である。 

 

事業者 商品名 療法 作用機序に基づく分類 

ＢＭＳ タキソール 
化学療法 抗がん剤のうち微小管阻害剤 

セルジーン アブラキサン 

ＢＭＳ オプジーボ 
免疫療法 

免疫チェックポイント阻害剤 

のうちＰＤ１阻害剤 セルジーン ＢＧＢ－Ａ３１７ 

 

ＢＭＳグループのオプジーボは，非小細胞肺癌，胃癌等の複数のがん

を適応症として厚生労働大臣の承認を受けて上市しているが，本件審査

時点において，さらに複数の種類のがんを適応症とする第Ⅲ相臨床試験

の段階4にあった。また，セルジーンのＢＧＢ－Ａ３１７は，本件審査時

点において，いずれの適応症についても承認を受けておらず，複数の種

類のがんを適応症とする第Ⅲ相臨床試験の段階にあった。 

上表の４剤は，いずれも複数の種類のがんを適応症として上市済み又

は臨床試験中のものであり，本件審査においては，当事会社グループの

商品で同じ適応症のものについて検討を行った。このうち，以下におい

ては，当該４剤ともに適応症とされている非小細胞肺癌の治療薬を代表

例として取り上げ，詳述する。 

  

 非小細胞肺癌治療薬 

 概要 

非小細胞肺癌の治療は，肺癌診療ガイドラインに基づいて，癌のス

テージに応じた一定の順序（以下「治療ライン」という。）で行われる

ことが一般的であり，治療ラインに従って，化学療法，分子標的療法

又は免疫療法の医薬品が用いられている。当事会社グループは，前記

イのとおり，化学療法又は免疫療法で用いる４剤を上市又は開発して

いる。 

 

 商品範囲の検討 

 化学療法，分子標的療法及び免疫療法 

非小細胞肺癌の薬物療法は，基本的に化学療法が中心である。分子

標的療法は，非小細胞肺癌のうちの一部の種類の癌について，遺伝

子検査の結果，癌の増殖に係る特定の遺伝子変異が陽性の場合又は

                                                      
4 医薬品の開発段階には，第Ⅰ相臨床試験から第Ⅲ相臨床試験の３段階があり，第Ⅱ相臨床

試験以前では製品化の可能性が低く，また，上市までに長期間を要することから，本件審査

では，基本的に第Ⅲ相臨床試験の段階にある医薬品について検討を行っている。 



 

 

４ 

患者に特定の遺伝子があると判明した場合に限って，化学療法に優

先して用いられる。また，免疫療法は，分子標的療法が用いられる

場合と同じ状況において，分子標的薬が使用できない患者又は効果

がみられない患者に用いられる。 

以上のことから，薬物療法のうち化学療法，分子標的療法及び免疫

療法の医薬品は，それぞれ機能・効用が異なり，使い分けられてい

ることから，需要の代替性は認められない。 

 

 化学療法 

非小細胞肺癌の化学療法は，白金製剤5とその他の化学療法薬の２

剤併用が基本となっている。白金製剤と併用される化学療法薬には，

作用機序により，主に，代謝拮抗剤，アルキル化剤，抗がん性抗生

物質及び微小管阻害剤があり6，このうち，当事会社グループが製造

販売している商品は微小管阻害剤に当たる。微小管阻害剤とその他

の化学療法に用いられる医薬品は，いずれも増殖中のがん細胞を攻

撃して増殖を抑制するものであるが，特徴や副作用等が異なること

から使い分けられており，患者への投与や医師の判断等の実務に照

らして，同種の機能・効用があるとはいえない。したがって，微小

管阻害剤と他の種類の医薬品は需要の代替性が認められず，異なる

商品範囲を構成するものと認められる。 

 

 免疫療法 

非小細胞肺癌を適応症として承認されている免疫療法の治療薬は，

免疫チェックポイント阻害剤のうちのＰＤ１阻害剤及びＰＤＬ１阻

害剤7のみである。ＰＤ１阻害剤とＰＤＬ１阻害剤は，基本的な作用

機序は同じであり，また，患者への投与や医師の判断等の実務に照

らして同種の機能・効用を持つものといえることから，需要の代替

性が認められる。 

 

                                                      
5 白金製剤は，ＤＮＡに結合することでＤＮＡ複製阻害やがん細胞の自滅を誘導する抗がん

剤であり，薬剤の構造中に白金（プラチナ）を含むため白金製剤と呼ばれている。 
6 代謝拮抗剤は，細胞分裂の際に必要となる代謝物質の類似物質であり，代謝物質の代わり

に取り込まれることによりがん細胞の増殖を抑え込む作用を持つ。アルキル化剤は，細胞分

裂の際にＤＮＡを損傷させることによりがん細胞の増殖を抑え込む作用を持つ。抗がん性

抗生物質は，がん細胞を死滅させる効果を持つよう化学構造を変化させた抗生物質である。

微小管阻害剤は細胞の分裂に重要な微小管の働きを止めることによりがん細胞を死滅させ

る作用を持つ。 
7 ＰＤ１阻害剤とＰＤＬ１阻害剤は，免疫抑制機能を持つ細胞であるＰＤ１又はＰＤＬ１に

結合することにより，がん細胞に対する免疫反応を持続させる作用を持つ。 



 

 

５ 

 小括 

以上のことから，「非小細胞肺癌向けの微小管阻害剤」及び「非小細

胞肺癌向けのＰＤ１阻害剤・ＰＤＬ１阻害剤」を商品範囲として画定

した。 

 

(3) 尋常性乾癬
かんせん

治療薬 

 概要 

尋常性乾癬は，免疫機能の異常に伴う免疫性の疾患であり，炎症性皮

膚疾患である。ＢＳＡやＰＡＳＩ8と呼ばれる評価基準により重症度が数

値化され，数値によって軽症，中等症又は重症に分けられる。治療方法

は重症度に応じて分けられ，治療ラインが定められている。軽症の患者

に対してはステロイド等の塗り薬を用いた局所的な外用療法や紫外線

を照射する光線療法，中等症以上の患者に対しては経口の低分子医薬品
9による内服療法，内服療法で効果が不十分な重症の患者に対しては点滴

静注又は皮下注射のバイオ医薬品10による療法が選択される。 

 本件審査時点において，セルジーングループは内服療法薬である「オ

テズラ」を上市しており，ＢＭＳは「ＴＹＫ２」と呼ばれる内服療法薬

を開発中であり，第Ⅲ相臨床試験段階にあった。 

 

 商品範囲の検討 

前記アのとおり，外用療法薬，内服療法薬及びバイオ医薬品は，それ

ぞれ異なる重症度の患者に対して異なる順序で用いられるものである

ことから，患者への投与や医師の判断等の実務に照らして，同種の機能・

効用があるとはいえず需要の代替性が認められないため，異なる商品範

囲を構成するものと認められる。 

ＢＭＳが開発中のＴＹＫ２は，オテズラと同じ経口の低分子医薬品で

あるが，作用機序は他の低分子医薬品と大きく異なり，ヤヌスキナーゼ

阻害薬11という強い抗炎症効果を持つ作用機序の医薬品に分類される。

そのため，ＴＹＫ２は重症の患者に用いられるバイオ医薬品に近い機

                                                      
8 ＢＳＡ（Body Surface Area）は，皮疹の出ている面積が全身の皮膚面積の何％に当たる

かを計算したものであり，ＰＡＳＩ（Psoriasis Area and Severity Index）は，皮膚所見

の程度，罹患部位の面積及び部位による加重を算出し，スコア化したものである。 
9 自然に存在しない組成の低分子化合物を化学合成した医薬品。 
10 化学的に合成したものではなく，生物が合成する物質を応用して作られた医薬品。 
11 ヤヌスキナーゼ阻害薬は，細胞内シグナル伝達経路におけるヤヌスキナーゼ（サイトカ

インが受容体に結合することにより活性化する非受容体型チロシンキナーゼ。「ＪＡＫ」と

略される。）を遮断することにより，炎症を抑える作用を持つ。ヤヌスキナーゼには，ＪＡ

Ｋ１，ＪＡＫ２，ＪＡＫ３及びＴＹＫ２の４種類があり，ＢＭＳが開発中なのは，このうち

ＴＹＫ２を阻害するヤヌスキナーゼ阻害薬である。 
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能・効用を持つ医薬品として承認を受ける可能性がある。 

これについて検討を行ったところ，ＴＹＫ２は，オテズラとは効果や

安全性の程度に差異がある医薬品になる可能性があることから，オテズ

ラとは使い分けられる可能性があり，他方，バイオ医薬品とも効果や安

全性の程度に差異がある医薬品となる可能性があり，また，投与方法（注

射・経口）にも違いがあることから，バイオ医薬品とも使い分けられる

可能性があることが認められた。 

しかしながら，ＴＹＫ２は，第Ⅲ相臨床試験が開始されたばかりであ

り，本件審査時点においては効果や安全性の程度が不明確であったこと

から，本件においては，より慎重に検討を行う観点から，オテズラとＴ

ＹＫ２は競合関係にある，すなわち両者を同じ商品範囲を構成するもの

として検討を行うこととした。 

以上のことから，「尋常性乾癬の中等症以上の患者に用いる経口医薬

品」を商品範囲として画定した。 

 

 地理的範囲 

前記１(2)及び(3)のいずれの商品についても，各メーカーは，日本全国に

医薬品を供給できる仕組み・能力を有しており，需要者である医療機関等は，

日本全国のメーカーから同等の価格で商品を調達することが可能である。ま

た，日本において医薬品を販売するには，厚生労働大臣の承認が必要となる。

以上のことから，「日本全国」を地理的範囲として画定した。 

 

第４  本件行為が競争に与える影響 

 非小細胞肺癌向け微小管阻害剤 

(1) 当事会社の地位及び競争事業者の状況 

本件行為後の非小細胞肺癌向け微小管阻害剤における市場シェアは，下

表のとおりであり，本件行為後のＨＨＩは約３，５００，ＨＨＩの増分は

約１８０であることから，水平型企業結合のセーフハーバー基準に該当し

ない。 

なお，セルジーングループのシェアはアブラキサンに係るものであるが，

日本においては，セルジーングループには属さない競争事業者であるＧ社

がセルジーングループからライセンスを取得してアブラキサンの製造販

売を行っている。この点，Ｇ社は，セルジーングループとは独立した事業

主体であるものの，セルジーングループが自らアブラキサンの製造販売を

行う可能性があることから，より慎重に検討する観点から，水平型企業結

合のセーフハーバー基準に該当するか否かの判断に当たっては，アブラキ

サンに係るシェアはセルジーングループのものであるとした上で，Ｇ社が
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アブラキサンのライセンスを取得して製造販売を行っている点について

は後記(2)において検討を行った。 

 

【平成３０年における非小細胞肺癌向け微小管阻害剤の市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ セルジーングループ 約５５％ 

２ Ａ社 約１５％ 

３ Ｂ社 約１５％ 

４ Ｃ社 約５％ 

５ Ｄ社 約５％ 

６ Ｅ社 約５％ 

７ Ｆ社 ０－５％ 

８ ＢＭＳグループ ０－５％ 

－ その他７社 ０－５％ 

合計 １００％ 

合算市場シェア・順位：約５５％・第１位 

 

本件行為後における当事会社の市場シェアは約５５％（第１位）となる

が，有力な競争事業者として市場シェア約１５％のＡ社及びＢ社が存在す

る。 

したがって，競争事業者からの競争圧力が認められる。 

 

(2) その他 

前記（1）のとおり，セルジーングループが製造販売しているアブラキサ

ンは，日本においては第三者であるＧ社がセルジーングループからライセ

ンスを取得して製造販売を行っているが，Ｇ社とセルジーングループのラ

イセンス契約の内容に鑑みれば，Ｇ社が引き続きセルジーングループから

ライセンスを取得し，当事会社グループとは独立してアブラキサンの製造

販売を行う可能性が高く，このことを前提とすれば，本件行為によって競

争状況に変化が生じる可能性は低いと認められる。 

 

(3) 小括 

以上のことから，本件行為により，当事会社グループの単独行動又は協

調的行動により，非小細胞肺癌向け微小管阻害剤における競争を実質的に

制限することとはならないと認められる。 
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 非小細胞肺癌向けＰＤ１阻害剤・ＰＤＬ１阻害剤 

(1) 当事会社の地位及び競争事業者の状況 

セルジーングループの商品は上市されていないことから，本件行為後の

非小細胞肺癌向けＰＤ１阻害剤・ＰＤＬ１阻害剤における当事会社グルー

プの地位は不明である。 

なお，国内において上市されている非小細胞肺癌向けＰＤ１阻害剤・Ｐ

ＤＬ１阻害剤の市場シェアは下表のとおりである。 

 

【平成３０年における非小細胞肺癌向けＰＤ１阻害剤・ＰＤＬ１阻害剤市場シ

ェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ ＢＭＳグループ 約５５％ 

２ Ｈ社 約４０％ 

３ Ｉ社 ０－５％ 

４ Ｊ社 ０－５％ 

合計 １００％ 

 

ＢＭＳグループの市場シェアは約５５％（第１位）であるが，有力な競

争事業者として市場シェア約４０％（第２位）のＨ社が存在する。 

 

(2) その他 

セルジーンのＢＧＢ－Ａ３１７は，第三者であるＫ社が基礎研究を行い

開発したものであり，セルジーンは，平成２９年にＫ社とライセンス契約

を結び，日本，米国及び欧州における開発及び製造販売に関する独占権の

付与を受けていた。しかしながら，本件審査が終了する前に，セルジーン

とＫ社は当該ライセンス契約の解除について合意し，当該合意は即日発効

した。これにより，セルジーンはＢＧＢ－Ａ３１７の開発及び製造販売に

関与する権限を失った。当該ライセンス契約の解除についての合意の内容

に鑑みれば，今後，改めてセルジーンがＢＧＢ－Ａ３１７の開発及び製造

販売に関与する可能性は低いと認められる。 

上記の事実を踏まえれば，非小細胞肺癌向けＰＤ１阻害剤・ＰＤＬ１阻

害剤について，セルジーンとＢＭＳが将来において競合する可能性は低い

と認められる。 

 

(3) 小括 

以上のことから，本件行為により，当事会社グループの単独行動又は協

調的行動により，非小細胞肺癌向けＰＤ１阻害剤・ＰＤＬ１阻害剤におけ
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る競争を実質的に制限することとはならないと認められる。 

 

 尋常性乾癬の中等症以上の患者に用いる経口医薬品 

(1) 当事会社グループの地位及び競争事業者の状況 

ＢＭＳグループのＴＹＫ２は上市されていないことから，本件行為後の

尋常性乾癬の中等症以上の患者に用いる経口医薬品における当事会社グ

ループの地位は不明である。 

なお，国内において上市されている尋常性乾癬の中等症以上の患者に用

いる経口医薬品の市場シェアは下表のとおりである。 

 

【平成３０年における尋常性乾癬の中等症以上の患者に用いる経口医薬品の市

場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ Ｌ社 約５０％ 

２ セルジーングループ 約３５％ 

３ Ｍ社 約５％ 

４ Ｎ社 約５％ 

５ Ｏ社 ０－５％ 

－ その他７社 ０－５％ 

合計 １００％ 

 

セルジーングループの市場シェアは約３５％（第２位）であるが，有力

な競争事業者である市場シェア約５０％（第１位）のＬ社等が存在する。 

したがって，競争事業者からの競争圧力が認められる。 

 

(2) 隣接市場からの競争圧力 

前記第３の１(3)イのとおり，ＢＭＳのＴＹＫ２は，重症の患者に用いら

れるバイオ医薬品に近い機能・効用を持つ医薬品となる可能性があり，仮

にＴＹＫ２が高い価格に設定された場合は，需要者は，ＴＹＫ２ではなく

バイオ医薬品の使用を選択する可能性がある。この点，日本国内において

は，尋常性乾癬を適応症として複数のバイオ医薬品が上市されている。 

したがって，隣接市場からの競争圧力が一定程度認められる。 

 

(3) 小括 

以上のことから，本件行為により，当事会社グループの単独行動又は協

調的行動により，尋常性乾癬の中等症以上の患者に用いる経口医薬品にお
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ける競争を実質的に制限することとはならないと認められる12。 

 

第５  結論 

本件行為により，一定の取引分野における競争を実質的に制限すること

とはならないと判断した。 

                                                      
12 なお，本件行為について，米国連邦取引委員会では，セルジーングループのオテズラの製

造販売業の譲渡を内容とする問題解消措置を講じること前提とすれば問題とならないとの

判断が行われている（米国においては，日本に比べ尋常性乾癬の中等症以上の患者に用いる

経口医薬品についての当事会社のシェアがより高い等，日本と市場の状況が異なってい

た。）。一方，欧州委員会においては，日本と同様，特段の問題解消措置を前提とせずに問題

とならない旨の判断がなされている。 
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事例２ ＴＤＫ㈱による昭和電工㈱のネオジム磁石合金の研究開発事業の譲受

け 

 

第１  当事会社 

ＴＤＫ株式会社（法人番号7010001034849）（以下「ＴＤＫ」という。）は，

ネオジム磁石等の製造販売業を営む会社である。 

昭和電工株式会社（法人番号9010401014548）（以下「昭和電工」という。）

は，ネオジム磁石合金等の製造販売業を営む会社である。 

以下，ＴＤＫと既に結合関係が形成されている企業の集団を「ＴＤＫグル

ープ」という。また，ＴＤＫと昭和電工を併せて「当事会社」といい，ＴＤ

Ｋグループと昭和電工を併せて「当事会社グループ」という。 

 

第２  本件の概要及び関係法条 

本件は，ＴＤＫが昭和電工から，ネオジム磁石合金の研究開発事業を譲り

受けること（以下「本件行為」という。）を計画したものである。本件行為

後，ＴＤＫは，ネオジム磁石合金の製造設備を構築して同合金の製造を開始

し，昭和電工のネオジム磁石合金の製造業を実質的に引き継ぐこととなるた

め，ＴＤＫと昭和電工のネオジム磁石合金製造事業が一体となるという観点

から審査を行った。 

関係法条は，独占禁止法第１６条である。 

 

第３  一定の取引分野 

 商品の概要 

(1) ネオジム磁石合金 

ネオジム磁石合金は，レア・アースと呼ばれる希土類元素であるネオジ

ム（Ｎｄ），プラセオジム（Ｐｒ）及びジスプロシウム（Ｄｙ）に鉄等を

加えた合金であり，ネオジム磁石の材料として使用されている。 

ネオジム磁石合金は，主にストリップキャスト法（以下「ＳＣ法」とい

う。）と呼ばれる方法により製造される。ＳＣ法は金属を溶解させ，その

溶湯を急冷凝固させる鋳造方法をいう。 

ネオジム磁石合金の製造販売業者（以下「合金メーカー」という。）は，

ネオジム磁石の製造販売業者（以下「磁石メーカー」という。）から希土

類の配合比率や冷却温度等について指示を受け，当該指示に基づいて合金

製造を行っている。他方，鋳造条件によって合金の組織の大きさや不純物

の量といった組成が異なるため，合金メーカー側も製造方法についてノウ

ハウを有しており，当該ノウハウは各社の機密事項になっている。 
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(2) ネオジム磁石 

ネオジム磁石は，希土類を原材料として製造される永久磁石であり，現

在製造される磁石の中で最も磁力が強い磁石である。その磁力の強さから，

自動車駆動用モーター，ハードディスクドライブ，エアコンのモーター，

エレベーターの巻上機等に用いられている。 

ネオジム磁石は，ネオジム焼結磁石（以下「焼結磁石」という。）とネ

オジムボンド磁石（以下「ボンド磁石」という。）に大別される。 

焼結磁石は，ＳＣ法により製造されたネオジム磁石合金を粉砕し，強磁

場をかけて成型し，焼結，熱処理を行うことにより製造する磁石である。

一方，ボンド磁石は，ネオジム磁石合金を磁粉状にし，樹脂等と混合した

後に成型固化するものである。一般的に，樹脂と混合する分，焼結磁石よ

りボンド磁石の方が磁力が弱く，耐熱性が低くなる一方，成型加工が容易

であり，価格が低いという違いがある。 

 

 商品範囲 

(1) ネオジム磁石合金 

ネオジム磁石合金は，ネオジム磁石の原料としてのみ用いられるもので

ある。ネオジム磁石の原料として他に代替することができる合金は存在し

ないことから，他の合金との間に需要の代替性は認められない。また，ネ

オジム磁石合金と他の合金とでは，製造設備・工程が異なり，他の合金か

らネオジム磁石合金の製造に切り替えるためには，多額の設備投資費用を

要することに加え，製造に当たってのノウハウも必要となることから，他

の合金からネオジム磁石合金に製造を切り替えることは容易ではなく，他

の合金との間に供給の代替性も認められない。 

次に，ネオジム磁石合金には，ＳＣ法による合金（以下「ＳＣ合金」と

いう。）と，遠心鋳造法等，ＳＣ法以外の製造方法の合金（以下「他製法

合金」という。）があり，昭和電工及び競争事業者が主に製造するのはＳ

Ｃ合金である。この点，他製法合金とＳＣ合金とでは品質に違いがあり，

最終需要者からネオジム磁石合金の製法について，ＳＣ合金か他製法合金

かを指定されることもある。よって，ＳＣ合金と他製法合金とでは需要の

代替性は限定的である。また，ＳＣ合金と他製法合金では製造設備や必要

となる特許等が異なり，製造の切替えも容易ではないことから，供給の代

替性も認められない。 

以上のことから，商品範囲を「ＳＣ合金」として画定した（以下，ＳＣ

合金を単に「ネオジム磁石合金」と記載する。）。 
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(2) ネオジム磁石 

永久磁石には，ネオジム磁石以外の磁石も存在するが，ネオジム磁石と

同程度の磁力を有する磁石は存在せず，他の磁石との間に需要の代替性は

認められない。また，他の磁石とネオジム磁石とでは，製造のノウハウ等

が異なり，製造の切替えも容易ではないことから，供給の代替性も認めら

れない。 

次に，焼結磁石とボンド磁石は品質や価格が異なっているが，最終需要

者は両者を分けて仕様を指定することはなく，最終需要者の必要とする品

質基準（磁束密度，保磁力等）を満たせばいずれも使用されていることか

ら，焼結磁石とボンド磁石との間には一定の需要の代替性が認められる。 

以上のことから，商品範囲を「ネオジム磁石」として画定した。 

 

 地理的範囲 

ネオジム磁石合金について，日本国内において輸送上の制約はなく，地域

によって価格が異なることもない。また，合金メーカーは，日本全国におい

て，需要者である磁石メーカーに対してネオジム磁石合金を販売しており，

磁石メーカーも合金メーカーを地理的に区別することなく調達を行ってい

る。この点，ネオジム磁石についても同様である。 

したがって，ネオジム磁石合金及びネオジム磁石それぞれについて，地理

的範囲を「日本全国」として画定した。 

 

第４  本件行為が競争に与える影響 

昭和電工はネオジム磁石合金を製造販売しており，ＴＤＫグループはそれ

を用いてネオジム磁石の製造販売を行っていることから，本件はネオジム磁

石合金を川上市場，ネオジム磁石を川下市場とする垂直型企業結合に該当す

る。 

 

 当事会社グループの地位及び競争事業者の状況 

(1) 川上市場 

ネオジム磁石合金の製造販売業に関する当事会社グループ及び競争事

業者の市場シェアは下表のとおりであり，ＨＨＩは約５，５００，当事会

社グループの市場シェアは約３０％であることから，垂直型企業結合のセ

ーフハーバー基準に該当しない。 

昭和電工以外にネオジム磁石合金を外販している有力な競争事業者と

しては，市場シェア約６５％の株式会社三徳（以下「三徳」という。）が

存在する。 

 



 

 

１４ 

【平成２９年度におけるネオジム磁石合金の市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ 三徳 約６５％ 

２ 昭和電工 約３０％ 

 輸入  ０－５％ 

合計 １００％ 

 

(2) 川下市場 

ネオジム磁石の製造販売業に関する当事会社グループ及び競争事業者

の市場シェアは下表のとおりであり，ＨＨＩは約３，６００，当事会社グ

ループの市場シェアは約１５％であることから，垂直型企業結合のセーフ

ハーバー基準に該当しない。 

ＴＤＫグループ以外に，有力な競争事業者として市場シェア約５０％の

Ｂ社及び約３０％の日立金属株式会社（以下「日立金属」という。）等が

存在する。 

なお，日立金属は前記(1)の三徳を子会社としており（以下，この企業結

合を「日立金属－三徳統合」という1。），Ｂ社は自社が必要とする量のネ

オジム磁石合金を内製し，自己消費している磁石メーカーである。また，

Ｂ社は，自社で消費する分のネオジム磁石合金を製造する能力のみを有し

ており，ネオジム磁石合金を外販することはできない。 

 

【平成２９年度におけるネオジム磁石の市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ Ｂ社 約５０％ 

２ 日立金属 約３０％ 

３ ＴＤＫグループ 約１５％ 

 その他 約５％ 

 輸入 ０－５％ 

合計 １００％ 

 

 ネオジム磁石合金の供給拒否等 

本件行為後，当事会社が，ＴＤＫグループ以外のネオジム磁石の製造販売

業者に対して，ネオジム磁石合金の供給拒否等を行うことにより，ネオジム

磁石市場において投入物閉鎖の問題が生じる可能性について検討する。 

この点，日立金属は，日立金属－三徳統合の件における問題解消措置に基

                                                      
1 「平成２９年度における主要な企業結合事例について」（平成３０年６月６日公正取引委

員会）の事例２「日立金属㈱による㈱三徳の株式取得」参照。 



 

 

１５ 

づき，平成３０年４月から平成３１年３月までの１年間，昭和電工からネオ

ジム磁石合金の供給を受けていたが，問題解消措置期間の経過した後である

本件審査時点においては，昭和電工からネオジム磁石合金の供給を受けてい

るのはＴＤＫのみであり，昭和電工は川下市場のＴＤＫの競争事業者へのネ

オジム磁石合金の供給を行っていない。 

したがって，当事会社グループは投入物閉鎖を行う能力を有していないこ

とから，市場の閉鎖性・排他性の問題は生じないと認められる。 

 

 
 

 ネオジム磁石合金の購入拒否等 

ＴＤＫグループが，当事会社以外のネオジム磁石合金の製造販売業者に対

して，ネオジム磁石合金の購入拒否等を行うことにより，ネオジム磁石合金

市場において顧客閉鎖の問題が生じる可能性について検討する。 

この点，三徳は，日立金属－三徳統合の件における問題解消措置の一部で

ある５年間の取引継続に係る措置に基づき，本件審査時点においてＴＤＫに

ネオジム磁石合金の供給を継続して行っているが，本件行為後，ＴＤＫが三

徳に対して購入拒否等を行う可能性がある。しかしながら，ネオジム磁石合

金は，磁石メーカーからの仕様に基づき，オーダーメイドで製造される製品

であり，ＴＤＫは，一部の需要者向けのネオジム磁石に用いる一定数量のネ

オジム磁石合金については，三徳からの購入を一定期間継続する必要がある。

そのため，本件審査時点において三徳がＴＤＫに供給している数量のうち，

ＴＤＫが購入先を一定期間のうちに三徳から昭和電工に切り替える可能性

がある数量は，三徳が川下市場に供給するネオジム磁石合金の供給量の一部

に限定されている。さらに，ネオジム磁石の需要が増加傾向にあることに鑑

みれば，仮にＴＤＫが三徳から昭和電工へ切り替え可能な数量について購入

拒否等を行ったとしても，三徳は，当該数量に相当するネオジム磁石合金に

ついて，自社の親会社である日立金属を供給先とすることが可能であると考



 

 

１６ 

えられる。 

したがって，当事会社グループは顧客閉鎖を行う能力を有していないこと

から，市場の閉鎖性・排他性の問題は生じないと認められる。 

 

 
 

 当事会社グループ内で競争事業者の秘密情報が共有されることによる市

場への影響 

(1) ＴＤＫの合金部門が三徳の秘密情報を入手することによる川上市場へ

の影響 

本件行為後，ＴＤＫの合金部門はＴＤＫのネオジム磁石の製造販売部門

（以下「磁石部門」という。）を通じて，三徳の合金販売価格，数量，組

成等の競争上センシティブな情報（秘密情報）を入手し得る。そして，Ｔ

ＤＫの合金部門が当該秘密情報を自己に有利に用いることにより，三徳が

不利な立場に置かれ，市場の閉鎖性・排他性の問題が生じる可能性があり，

この点については競争事業者からも意見が寄せられた。 
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(2) ＴＤＫの磁石部門が磁石メーカーの秘密情報を入手することによる川

下市場への影響 

昭和電工は，本件の審査開始の直前まで日立金属にネオジム磁石合金を

販売していたことから，日立金属のネオジム磁石合金の調達価格，数量，

組成等の秘密情報を保有している2。そして，本件行為によって，当該秘密

情報がＴＤＫグループに共有され，ＴＤＫの磁石部門がこれを自己に有利

に用いることにより，日立金属が不利な立場に置かれ，市場の閉鎖性・排

他性の問題が生じる可能性があり，この点については競争事業者からも意

見が寄せられた3。 

 

 
 

第５  当事会社による問題解消措置の申出4 

本件行為により，市場の閉鎖性・排他性の問題が生じる可能性があり，競

争事業者からも意見が寄せられている旨を当事会社に対して伝えたところ，

当事会社から，大要以下の問題解消措置（以下「本件問題解消措置」という。）

を採る旨の申出を受けた。 

 

                                                      
2 近年，昭和電工はＴＤＫ及び日立金属以外の磁石メーカーにネオジム磁石合金を供給した

ことはない。 
3 日立金属のほか，その他のネオジム磁石製造販売業者についても，理論上，同様の問題が

生じる可能性があると考えられる。 
4 本件では，ＴＤＫによる三徳からのネオジム磁石合金の調達を継続する旨の申出は行われ

ていない。一方で，日立金属－三徳統合においては，三徳がＴＤＫを含む磁石メーカーに対

してネオジム磁石合金の供給を継続する旨の申出が行われ，当委員会は当該申出も踏まえ

て判断している。この点につき，日立金属－三徳統合の当事会社からの問題解消措置の変更

の申出を受けて，本件の当事会社からの意見も確認した上で，ＴＤＫは三徳から原材料の供

給を受ける必要がなくなることを前提に，一定期間経過後，三徳のネオジム磁石合金の供給

を継続する措置の対象からＴＤＫを外すこととした。 



 

 

１８ 

 当事会社における情報遮断措置 

(1) 組織上の遮断及び情報へのアクセス制限 

当事会社は，①ＴＤＫの磁石部門が，昭和電工が有する日立金属のネオ

ジム磁石に関する競争上の秘密情報に，②ＴＤＫの合金部門が，ＴＤＫの

磁石部門が有する三徳のネオジム磁石合金に関する競争上の秘密情報に，

それぞれアクセスできないようにする措置を講じる。 

 

(2) 異動制限 

ＴＤＫの合金部門における特定の従業員が，本件行為から５年間，ＴＤ

Ｋの磁石部門に異動することを制限する。 

 

(3) 誓約書の取得 

当事会社は，前記(2)の特定の従業員に対し，日立金属のネオジム磁石に

関する競争上の秘密情報をＴＤＫの磁石部門の役職員に開示しないよう

周知し，かつ，本件問題解消措置を遵守すること，及び万一これに違反し

た場合には就業規則等に基づき懲戒処分の対象になり得ることを了解す

る旨の誓約書を提出させる。 

 

 定期報告の実施 

当事会社は，前記１の情報遮断措置の遵守状況について，本件行為実行日

から原則として５年間，１年に１度，公正取引委員会に対して報告する。 

 

第６  本件問題解消措置に対する評価 

競争事業者へのヒアリングの結果も踏まえると，前記第５の１の情報遮断

措置が採られた場合，競争事業者の製品に係る情報が当事会社グループ内で

共有されることはなく，川上市場又は川下市場において，市場の閉鎖性・排

他性の問題が生じないと考えられることから，当該措置は適切なものである

と評価できる。 

さらに，履行監視の観点から，定期報告は有効な措置であると認められる。 

以上のことから，本件問題解消措置により，市場の閉鎖性・排他性の問題

は生じないと認められる。 

 

第７  結論 

当事会社が本件問題解消措置を講じることを前提とすれば，本件行為によ

り，一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと判

断した。 



 

 

１９ 

事例３ 日本産業パートナーズ㈱による㈱コベルコマテリアル銅管及び古河電

気工業㈱の銅管事業の統合 

 

第１  当事会社 

日本産業パートナーズ株式会社（法人番号 8010001094082）（以下「日本

産業パートナーズ」という。）は投資業を営む会社である。 

株式会社コベルコマテリアル銅管（法人番号 8011101037039）（以下「コ

ベルコマテリアル銅管」という。）は銅管の製造販売業を営む会社である。 

古河電気工業株式会社（法人番号 5010001008796）（以下「古河電気工業」

という。）は，銅管の製造販売業を営む子会社２社を擁する会社である。 

以下，古河電気工業と既に結合関係が形成されている企業の集団を「古河

電気工業グループ」という。また，日本産業パートナーズ，コベルコマテリ

アル銅管及び古河電気工業グループを併せて「当事会社」という。 

  

第２  本件の概要及び関係法条 

本件は，日本産業パートナーズが出資する会社を通じて， 

① コベルコマテリアル銅管の株式に係る議決権の５０％を超えて，  

② 銅管の製造販売業を営む古河電気工業の子会社２社のうち，一方の株

式に係る議決権の２０％を超えて，また，もう一方の株式に係る議決権

の５０％を超えて， 

それぞれ取得することを計画したものである（以下「本件行為」という。）。 

関係法条は，独占禁止法第１０条である。 

本件行為は，日本産業パートナーズが，コベルコマテリアル銅管と古河電

気工業グループの銅管事業を統合するものであるため，以下では，コベルコ

マテリアル銅管と古河電気工業グループの間に競合関係のある銅管の製造

販売業の水平型企業結合について検討する。 

 

第３  一定の取引分野 

 商品範囲 

銅管は，銅を主原料とする管であって，他の金属を用いた管に比べて，導

電率，熱伝導性，展延性及び耐食性が高いという特徴を有しており，主にエ

アコンや冷蔵・冷凍機の熱交換器，給湯器等に用いられている。 

銅管は，原材料の違いによって純銅管と銅合金管に大別できる。 

(1) 需要の代替性 

純銅管とは，純度が９９．９０％以上の銅（純銅）を用いて製造される

銅管であり，原材料とする純銅の種類によって，りん脱酸銅管，無酸素銅

管等の種類が存在する。 



 

 

２０ 

一方，銅合金管とは，銅を主成分として亜鉛やすず等の他の物質を添加

することによってできる合金を用いて製造される銅管であり，添加する物

質の成分やその比率によって，黄銅管，丹銅管等の種類が存在する。また，

銅以外に配合する金属の成分やその比率を変えて耐食性や高強度性を改

良した合金を用いて製造される特殊銅合金管が存在する。 

需要者は，その特性に応じてこれらの種類の異なる銅管を使い分けてい

ることから，純銅管と銅合金管の間及びそれぞれのうちの各種類の間のい

ずれにおいても，需要の代替性は限定的である。 

 

(2) 供給の代替性 

銅管の製造販売業者は，純銅管及び銅合金管について，製造に特殊な設

備が必要となる黄銅管を除けば，いずれの種類についても原材料となるビ

レット（金属片）を第三者から調達するなどして同一の設備で製造するこ

とが可能である。そのため，黄銅管を除けば，各種の純銅管及び銅合金管

の間の供給の代替性は認められる。 

 

(3) 小括 

以上のことから，「黄銅管」と「純銅管及び銅合金管（黄銅管以外）」

はそれぞれ異なる商品範囲を構成し，本件審査においては，コベルコマテ

リアル銅管及び古河電気工業グループが製造販売する「純銅管及び銅合金

管（黄銅管以外）」を商品範囲として画定した。以下では，「純銅管及び

銅合金管（黄銅管以外）」を「銅管（黄銅管以外）」という。 

 

 地理的範囲 

銅管（黄銅管以外）は，日本国内の輸送に関し，輸送の難易性や輸送の費

用の点から制約があるわけではなく，当事会社及び競争事業者は日本全国に

おいて販売を行っており，地域によって販売価格が異なるといった事情は認

められない。 

したがって，本件では，「日本全国」を地理的範囲として画定した。 

 

第４  本件行為が競争に与える影響 

コベルコマテリアル銅管及び古河電気工業グループがいずれも日本全国

において銅管（黄銅管以外）の製造販売業を営んでいることから，本件行為

は，水平型企業結合に該当する。 

 単独行動による競争の実質的制限 

(1) 当事会社の地位及び競争事業者の状況 

銅管（黄銅管以外）の市場シェアは下表のとおりであり，ＨＨＩは約４，



 

 

２１ 

０００，ＨＨＩの増分は約５００であることから，水平型企業結合のセー

フハーバー基準に該当しない。 

 

【平成３０年度における銅管（黄銅管以外）の市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ コベルコマテリアル銅管 約４５％ 

２ Ａ社 約３５％ 

３ 古河電気工業グループ 約５％ 

 輸入 約１５％ 

合計  １００％ 

合算市場シェア・順位：約５０％・第１位 

 

本件行為後も有力な競争事業者として，一定程度の供給余力を有する市

場シェア約３５％のＡ社が存在しており，競争事業者からの競争圧力が認

められる。 

加えて，古河電気工業グループは，平成２３年度末に生産規模を縮小し

て，付加価値の高い特殊な用途向け製品の製造販売に特化するよう方針転

換しているため，当事会社間の競合の程度は限定的である。 

 

(2) 輸入 

銅管の販売価格は，国内品も輸入品も同様に「銅地金価格＋ロールマー

ジン（加工賃）」によって決定されている。 

このうち，銅地金価格については，国際指標に基づいて国内指標が決定

されるため，国内品と輸入品で大きな差はない。他方，ロールマージンに

ついては，輸入品は国内品よりも２割程度安いものの，輸入に当たっては，

輸送費との関係で購入ロット数を多くする必要があること，品質管理への

迅速な対応が困難であることなどを総合的に勘案すると，輸入品と国内品

の販売価格の間に大きな差異は認められない。 

実際に，需要者は国内の銅管（黄銅管以外）の製造販売業者に対する価

格引上げに対する牽制力として輸入品を取り扱っている又は取扱いを検

討しており，前記(1)のとおり，輸入品は銅管（黄銅管以外）市場の約１

５％のシェアを占めていることから，輸入圧力が認められる。 

 

(3) 参入 

国内の銅管（黄銅管以外）市場においては，事業撤退によって競争単位

が減少している。そのため，参入圧力は認められない。 

 



 

 

２２ 

(4) 隣接市場からの競争圧力 

アルミ管，ステンレス管及び鉄管が銅管（黄銅管以外）の代替品として

使用されている場合がある。 

しかし，最終需要者であるエアコンメーカー等にとって，アルミやステ

ンレスは銅よりも地金価格は安いが，最終製品の製造における加工の困難

性が伴うこと，代替素材を用いた最終製品の製造設備を一から用意するに

は多大な時間と費用を要すること等から，総合的にみると銅管を購入する

場合よりもコストメリットが低く，限定的な使用にとどまっている。 

このため，隣接市場からの競争圧力は限定的である。 

 

(5) 需要者からの競争圧力 

銅管（黄銅管以外）の需要者であるエアコンメーカー等は最終製品市場

において活発に価格競争を行っており，銅管（黄銅管以外）を含めた原材

料の価格の低減に関し強いインセンティブを有している。このため，国内

外の銅管（黄銅管以外）の製造販売業者から複数購買した上で，銅管（黄

銅管以外）の製造販売業者からの提示価格に応じて購入数量の割合を変動

させたり，調達先を切り替えたりすることによって，銅管（黄銅管以外）

の調達金額の低減を図っている。 

したがって，需要者からの競争圧力が一定程度認められる。 

 

(6) 小括 

以上のことから，当事会社間の競合の程度が限定的であること，競争事

業者からの競争圧力及び輸入圧力が認められること，需要者からの競争圧

力が一定程度認められることから，単独行動により，一定の取引分野にお

ける競争を実質的に制限することとはならないと認められる。 

 

 協調的行動による競争の実質的制限 

前記１(1)のとおり，古河電気工業グループは，付加価値の高い特殊な用

途向け製品の製造販売に特化するよう方針転換しているために当事会社間

の競合の程度が限定的であり，我が国の需要者や競争事業者も，銅管（黄銅

管以外）の取引において，古河電気工業グループの製品が市場における競争

を促していたとは認識しておらず，本件行為後もその状況に変わりはない。 

また，前記１(2)のとおり輸入圧力が認められ，同(5)のとおり需要者から

の競争圧力が一定程度認められることから，それぞれ協調的行動に対する牽

制力が働いていると認められる。 

したがって，本件行為により，国内の銅管（黄銅管以外）の製造販売業者

の協調的行動により，一定の取引分野における競争を実質的に制限すること
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とはならないと認められる。 

 

第５  経済分析 

本件審査においては，銅管（黄銅管以外）と黄銅管を同一の取引分野とみ

なし得るか否か，銅管（黄銅管以外）の製造販売業者間の国内における競合

状況は需要者や競争事業者の認識と一致しているか否か，輸入品が競争圧力

となり得るか否か1という観点から，公表データや当事会社の販売実績デー

タ等を用いて価格相関分析を行った。価格相関分析を行うに当たっては，銅

管価格をそのまま用いると，銅地金価格という各製品共通の価格変動要因に

よって相関係数の値が極めて高くなる「見せかけの相関」と呼ばれる現象が

生じる可能性が高いことから，銅管価格から銅地金価格を取り除いたロール

マージンを用いて相関分析を行った2。 

まず，経済産業省が公表する生産動態統計から取得可能なデータ，ＪＸ金

属株式会社が公表する国内電気銅建値等を用いて計算した，銅管（黄銅管以

外）3及び黄銅管に係るロールマージンの相関分析を行った。その結果，相関

係数は 0.1785 と低い値となり，銅管（黄銅管以外）と黄銅管の間の供給の

代替性は低いという，前記第４の１(2)の定性的な分析結果を裏付ける結果

が得られた。 

続いて，当事会社から取得した銅管（黄銅管以外）の販売実績データ等を

用いて，銅管（黄銅管以外）の製造販売業者の主要製品間に係るロールマー

ジンの相関分析を行った。その結果，コベルコマテリアル銅管とＡ社のロー

ルマージンの相関係数は 0.8730 と極めて高くなった一方で，コベルコマテ

リアル銅管と古河電気工業及びＡ社と古河電気工業のロールマージンの相

関係数はそれぞれ 0.3298，0.3397 と相対的に低い値にとどまった。これは

前記第４の２記載の古河電気工業グループの製品が市場における競争を促

していないという需要者等の認識とある程度は整合的な結果といえる。 

また，当該販売実績データ，財務省が公表する貿易統計による中国から輸

                                                      
1 なお，「企業結合審査における輸入圧力等の評価に係る事後検証」（平成２８年６月２８日

公正取引委員会競争政策研究センター共同研究報告書）において，平成２５年の古河スカイ

㈱と住友軽金属工業㈱の合併（以下「平成２５年統合」という。）に関する企業結合審査の

事後評価が行われており，公表データを用いた分析により，輸入圧力を評価し得る旨の結果

が報告されている（ただし，同共同研究においては，平成２５年統合以降の銅管〔黄銅管以

外〕）の国内製造販売業者による東南アジアの自社工場からの輸入増大の影響等が踏まえら

れていない。 
2 「見せかけの相関」を取り除くほかの方法としては，銅管価格を銅地金価格に回帰させる

ことを通じて得た残差を用いる手法があるところ，当該手法を用いてもおおむね同じ結果

が得られた。 
3 生産動態統計における「銅製品 管」という品目を用いたところ，この中に黄銅管以外の

銅合金管は含まれている。 
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入された銅管（黄銅管以外）4のデータ等を用いて，主要な国内品と輸入品に

係るロールマージンの相関分析を行った5。その結果，データが得られた 2015

年以降のうち，2017 年１月以降に期間を限定すれば，統計的に有意な結果が

得られ，特にコベルコマテリアル銅管と輸入品及びＡ社と輸入品について，

相関係数はそれぞれ 0.4731，0.3494 となり，一定程度の高さになった。そ

のため，データの制約から限定的な評価が必要ではあるものの，輸入品の競

争圧力が一定程度は認められ得ることが示唆された。 

 以上のことから，経済分析からも定性的分析を一定程度裏付ける結果が得

られた。 

 

第６  結論 

本件行為により，当事会社の単独行動又は競争事業者との協調的行動によ

って，一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと

判断した。 

                                                      
4 中国からの銅管（黄銅管以外）にデータを限定した理由としては，①銅管（黄銅管以外）

の国内の製造販売業者の中には東南アジアの自社工場から国内向けに輸入をしている者も

おり，貿易統計のうち全世界からの輸入を用いると，国内の銅管製造販売業者による東南ア

ジアの自社工場からの国内向け輸入がデータに含まれてしまい輸入圧力を評価するのに適

切ではないこと及び②銅管（黄銅管以外）の需要者は輸入に当たって主に中国から購入して

いることが挙げられる。 
5 銅管（黄銅管以外）の製造販売業者は，銅建値の変動をリスクヘッジして銅地金を調達し

ているところ，本分析のロールマージンの計算に当たっては，ＪＸ金属株式会社が公表する

国内電気銅建値ではなく当事会社の一方から提出されたデータに含まれていたリスクヘッ

ジ後の銅地金価格を用いた。 
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事例４ アプライド・マテリアルズ・インクによる㈱ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥ

ＣＴＲＩＣの株式取得 

 

第１  当事会社 

アプライド・マテリアルズ・インク（本社米国。以下「ＡＭＡＴ」という。）

と株式会社ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ（法人番号 4010003024801）

（以下「ＫＯＫＵＳＡＩ」という。）は，いずれも半導体製造装置の製造販

売業を営む会社である。 

以下，ＡＭＡＴと既に結合関係が形成されている企業の集団を「ＡＭＡＴ

グループ」と，ＫＯＫＵＳＡＩと既に結合関係が形成されている企業の集団

を「ＫＯＫＵＳＡＩグループ」といい，また，ＡＭＡＴとＫＯＫＵＳＡＩを

併せて「当事会社」，ＡＭＡＴグループとＫＯＫＵＳＡＩグループを併せて

「当事会社グループ」という。 

 

第２  本件の概要及び関係法条 

本件は，ＡＭＡＴがＫＯＫＵＳＡＩの株式に係る議決権の全部を取得する

こと（以下「本件行為」という。）を計画したものである。 

関係法条は，独占禁止法第１０条である。 

なお，ＡＭＡＴグループ及びＫＯＫＵＳＡＩグループはいずれも半導体製

造装置の製造販売業を営む会社であり，当事会社グループが製造販売する商

品は多数存在するが，以下では，本件行為が競争に与える影響が比較的大き

いと考えられたＡＬＤ装置，エピタキシャル装置及びプラズマ処理装置につ

いて詳述する。 

 

第３  一定の取引分野 

 商品の概要 

(1) 半導体製造装置 

半導体製造装置とは，シリコン・ウェハ1（以下「ウェハ」という。）を

加工してＩＣ2を製造するための装置である。ＩＣが製造されるまでには，

成膜3，露光4，エッチング5，熱処理6などの工程が数百回繰り返し行われる

                                                      
1 円柱状のケイ素の単結晶を約１ミリの薄さで切断し，研磨，洗浄した円盤状の薄板。 
2 情報保存，数値計算，論理演算など半導体の性質を利用した処理機能を持った電子回路を

約１センチ四方の基盤上に形成した電子部品。 
3 トランジスタの基礎となる半導体膜，配線の基礎になる金属膜，それらを絶縁する絶縁膜

などの薄膜をウェハ上に形成する工程。 
4 回路パターンを，写真の原理でウェハ上に転写する工程。 
5 ウェハ上に転写された回路パターンに従って，薬液やガスで薄膜を選択的に除去する工程。 
6 ウェハを加熱し，その電気的特性を変化させる工程。 
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が，これらの各工程においては，機能や用途が異なる様々な種類の多数の

半導体製造装置が使用されている。ＡＬＤ装置及びエピタキシャル装置は

成膜工程において使用され，プラズマ処理装置は熱処理工程において使用

される。 

 

(2) ＡＬＤ装置 

ＡＬＤ（Ａｔｏｍｉｃ Ｌａｙｅｒ Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）装置は，

二種類のガスを交互に反応室（以下「チャンバー」という。）に流し，熱

又はプラズマのエネルギーを利用して化学反応を起こすことで，ウェハ上

に原子層を堆積させて薄膜を形成する装置であり，成膜工程で使用される

他の装置と比べて非常に薄い膜を形成することができる点に特徴がある。 

ＡＬＤ装置は，ウェハの処理方式に応じて，枚葉式とバッチ式に大別さ

れる。枚葉式は一つのチャンバー内でウェハを１枚ずつ処理するため，加

熱する際の温度の調整が容易であるなどウェハ処理の制御性が高く，質の

高い薄膜を形成することが可能である点に特徴がある。バッチ式はファー

ネスと呼ばれる縦型の炉内で５０～１５０枚のウェハを同時に処理するた

め，ウェハ１枚当たりの処理コストが低く，生産性が高い点に特徴がある。 

 

(3) エピタキシャル装置 

エピタキシャル装置は，ウェハの導電性を高めるため，ウェハ表面に単

結晶構造の基層（以下「エピタキシャル層」という。）を形成する装置で

ある。ＩＣの製造工程の最初の工程などにおいて，ウェハ表面に欠陥のな

いエピタキシャル層を形成することで，質の高いＩＣの製造が可能となる。 

 

(4) プラズマ処理装置 

プラズマ処理装置は，熱とプラズマの組合せを用いて，ウェハの電気的

特性を変化させる装置であり，典型的には，ウェハ表面上の物質とプラズ

マを反応させることでウェハ表面を酸化又は窒化するために使用される。 

プラズマ処理装置には，プラズマ処理のチャンバーと急速熱処理（以下

「ＲＴＰ」7という。）のチャンバーが統合されている統合型と，ＲＴＰの

チャンバーが統合されていない非統合型の２種類がある。統合型は，プラ

ズマ処理のチャンバーとＲＴＰのチャンバーが同一のプラットフォーム上

で統合しているため，プラズマ処理を行ったウェハについて真空状態を維

持したまま，ＲＴＰを行うことが可能である。 

 

                                                      
7 Rapid Thermal Processing 
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 商品範囲 

(1) ＡＬＤ装置 

前記１(2)のとおり，ＡＬＤ装置は，ウェハの処理方式（枚数）に応じて

枚葉式とバッチ式に大別することができる。 

この点，需要者である半導体製造業者は，微細な技術が求められる工程

では枚葉式ＡＬＤ装置を使用し，各工程におけるウェハ１枚当たりの処理

速度やコストを優先する工程はバッチ式ＡＬＤ装置を使用するなど，製造

工程や使用する目的等に応じて特徴の異なる枚葉式とバッチ式を使い分

けていることから，両者の間に需要の代替性は認められない。 

また，枚葉式とバッチ式では，装置の構造が全く異なり，製造技術及び

ノウハウも異なるため，多大な追加的費用やリスクを負うことなく，短期

間のうちに製造を切り替えることは困難であることから，両者の間に供給

の代替性も認められない。 

以上のことから，「枚葉式ＡＬＤ装置」及び「バッチ式ＡＬＤ装置」を

それぞれ商品範囲として画定した。 

 

(2) エピタキシャル装置 

成膜装置のうち，エピタキシャル装置と同様の機能を持ったものはない

ことから，エピタキシャル装置とその他の成膜装置の間に需要の代替性は

認められない。 

また，エピタキシャル装置は，ウェハ表面に微細な膜を形成するための

装置であり，製造に専門の高度な技術を要するため，その他の成膜装置の

メーカーが，多大な追加的費用やリスクを負うことなく，短期間のうちに

製造を切り替えることは困難であることから，供給の代替性も認められな

い。 

以上のことから，「エピタキシャル装置」を商品範囲として画定した。 

 

(3) プラズマ処理装置 

前記１(4)のとおり，プラズマ処理装置は，プラズマ処理とＲＴＰのチャ

ンバーが統合されている統合型プラズマ処理装置と，プラズマ処理とＲＴ

Ｐのチャンバーが統合されていない非統合型プラズマ処理装置に分類さ

れる。 

この点，統合型プラズマ処理装置は，プラズマ処理とＲＴＰの連続する

複数のプロセスを真空状態を維持したままで実行できるという統合型の

特徴に応じてウェハ表面の窒化など微細な技術が求められる用途に使用

される一方，非統合型プラズマ処理装置は，主にウェハ表面の酸化に使用

されるなど，両者は用途が異なるため，需要の代替性は認められない。 
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また，統合型プラズマ処理装置と非統合型プラズマ処理装置では，装置

の構造や製造技術及びノウハウが異なるため，多大な追加的費用やリスク

を負うことなく，短期間のうちに製造を切り替えることは困難であること

から，両者の間に供給の代替性も認められない。 

以上のことから，「統合型プラズマ処理装置」及び「非統合型プラズマ

処理装置」としてそれぞれ商品範囲を画定した。 

 

 地理的範囲 

前記２で画定したいずれの商品についても，輸送費，関税等がほとんど掛

からず，世界中で同一水準の価格で販売されている。また，需要者である半

導体製造業者は国内外の供給者を差別することなく取引しており，供給者も

需要者の所在する国を問わず取引している。このため，「世界全体」を地理

的範囲として画定した。 

 

第４  本件行為が競争に与える影響 

本件行為は，ＡＭＡＴグループが製造販売する枚葉式ＡＬＤ装置，エピタ

キシャル装置及び統合型プラズマ処理装置とＫＯＫＵＳＡＩグループが製

造販売するバッチ式ＡＬＤ装置及び非統合型プラズマ処理装置が共通の需

要者に販売されていることから，混合型企業結合に該当する。 

 

 当事会社の地位 

エピタキシャル装置のＨＨＩは約５，８００，当事会社の市場シェアは７

５％であり，統合型プラズマ処理装置のＨＨＩは１０，０００，当事会社の

市場シェアは１００％であり，非統合型プラズマ処理装置のＨＨＩは３，５

００，当事会社の市場シェアは約４０％である。また，枚葉式ＡＬＤ装置及

びバッチ式ＡＬＤ装置については，正確な市場シェアは不明である。このた

め，混合型企業結合のセーフハーバー基準に該当しないものとして検討する。 

 

【平成２９年度におけるエピタキシャル装置の市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ ＡＭＡＴグループ 約７５％ 

２ Ａ社 約１５％ 

３ Ｂ社 約５％ 

 その他  約５％ 

合計 １００％ 
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【平成２９年度における統合型プラズマ処理装置の市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ ＡＭＡＴグループ １００％ 

合計 １００％ 

 

【平成２９年度における非統合型プラズマ処理装置の市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ ＫＯＫＵＳＡＩグループ 約４０％ 

２ Ｃ社 約３５％ 

３ Ｄ社 約２５％ 

合計 １００％ 

 

 市場の閉鎖性・排他性の検討 

本件行為後，一方当事会社が製造販売を行っている半導体製造装置を他方

当事会社が製造販売を行っている他の半導体製造装置と組み合わせて需要

者に供給したり，一方当事会社の他の半導体製造装置をそれぞれ単独で供給

したりする場合の価格の合計額よりも一括して供給する価格を低い水準に

設定し供給すること（以下「組合せ供給」という。）により，各半導体製造

装置の市場において閉鎖性・排他性の問題が生じる可能性について検討する。 

 

 
 

(1) 市場閉鎖を行う能力 

需要者である半導体製造業者は，前記第３の１(1)のとおり，製造する

ＩＣの機能に応じて，成膜 ，露光 ，エッチング，熱処理などの工程で使

用する各種の半導体製造装置が最善の組合せとなるよう独自の製造ライ

ンを組み上げ，当該製造ラインに最も合致する半導体製造装置を工程ごと

に個別に性能等の評価を行って選定しているため，半導体製造装置の製造
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販売業者が組合せ供給を行う機会そのものが限られている状況にある。こ

うした取引実態を踏まえれば，当事会社が組合せ供給を行うことは困難な

状況にあると認められる。また，実際にも，組合せ供給に関して需要者か

ら特段の懸念も示されなかった。 

また，需要者である半導体製造業者は，半導体市場における活発な競争

に晒されている上，前記第３の１(1)のとおり様々な工程において多数の

種類の半導体製造装置を購入する大口取引先であることから，需要者から

の競争圧力が認められる。 

さらに，エピタキシャル装置及び非統合プラズマ処理装置の市場につい

ては ，有力な競争事業者が存在するため，当事会社による組合せ供給が

行われたとしても，需要者は当該競争事業者からの購入を選択できる。 

したがって，当事会社には混合型市場閉鎖を行う能力は認められない。 

 

(2) 小括 

以上のことから，本件行為により，市場の閉鎖性・排他性の問題が生じ

ることとはならないと認められる。 

 

第５  結論 

本件行為により，一定の取引分野における競争を実質的に制限することと

はならないと判断した。 



 

 

３１ 

事例５ ダナハーコーポレーションによるゼネラル・エレクトリック・カンパ

ニーのバイオ医薬品製造機器等の製造販売事業の統合について 

 

第１  当事会社 

ダナハーコーポレーション（本社米国。以下「ダナハー」という。）は，

ライフサイエンス事業，医療用診断事業等を営む会社である。 

ゼネラル・エレクトリック・カンパニー（本社米国。以下「ＧＥ」という。）

は，電力事業，航空事業等を営む会社である。 

以下，ダナハーと既に結合関係が形成されている企業の集団を「ダナハー

グループ」，ＧＥと既に結合関係が形成されている企業の集団を「ＧＥグル

ープ」，ダナハーグループとＧＥグループを併せて「当事会社グループ」と

いう。 

 

第２  本件の概要及び関係法条 

本件は，ダナハーがＧＥのバイオ医薬品製造機器等（バイオ医薬品の研究，

分析，製造等を行うための機器及び材料をいう。以下同じ。）の製造販売業

の取得を計画したことに伴い，ダナハーの子会社であって日本国内で事業を

営む会社が，ＧＥの子会社であって日本国内で事業を営む会社の株式に係る

議決権の全部を取得すること（以下「本件行為」という。）を計画したもの

である。 

関係法条は，独占禁止法第１０条である。 

なお，当事会社グループが製造販売する商品は複数存在するが，以下では，

本件行為が競争に与える影響が比較的大きいと考えられたハイコンテント

スクリーニングシステム（以下「ＨＣＳシステム」という。），プロテイン

Ａレジン及び製造用カラムについて詳述する。 

 

第３  一定の取引分野 

 商品の概要 

(1) ＨＣＳシステム 

ＨＣＳシステムは，顕微鏡に画像解析及び数値解析を行うソフトウェア

を付加した装置であり，高速で細胞を解析することができる。ＨＣＳシス

テムは，解析の方式によりワイドフィールドＨＣＳシステムとコンフォー

カルＨＣＳシステムに大別される。 

ワイドフィールドＨＣＳシステムは２次元画像を取得し解析するのに

対して，コンフォーカルＨＣＳシステムは３次元画像を取得し解析するこ

とが可能であり，このような性能の違いから両者の価格差は大きい。 
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(2) レジン 

レジンは，クロマトグラフィー（細胞の分子を分離精製する工程をいう。

以下同じ。）で使用されるゲル状の樹脂であり，樹脂の表面に必要な分子

を吸着することで当該分子を分離精製することができ，カラムと呼ばれる

容器に充填して使用される。一般的に，バイオ医薬品の製造工程では様々

なレジンを用いて複数回のクロマトグラフィーを行う。レジンは分離精製

方法の違いに応じてアフィニティレジン，イオン交換レジン，疎水性レジ

ン等が存在する。このうちバイオ医薬品の製造工程で使用されるレジンは，

主にアフィニティレジンとイオン交換レジンである。 

アフィニティレジンは分子間の相互作用を利用してウイルス，酵素，抗

体等の分子を吸着し分離精製するレジンであり，吸着する分子の種類や性

質に応じて多数存在する。多数存在するアフィニティレジンのうち，抗体

を吸着するアフィニティレジンをプロテインＡレジンという。現在のバイ

オ医薬品は抗体を利用した抗体医薬品が主流であるため，抗体を吸着する

プロテインＡレジンはバイオ医薬品の製造には欠かせないレジンとなっ

ている。 

イオン交換レジンは電荷の違いを利用して分子を分離精製するレジン

であり，吸着する分子の種類や性質に応じて多数存在する。 

 

(3) カラム 

カラムは，筒状の容器であり，レジンを充填し保持するために使用され

る。目的に応じて容量や材質が異なり，研究用カラムと製造用カラムに大

別される。 

研究用カラムは，主に研究や開発段階において，溶液の詳細な分析，少

量の溶液の分離精製などに利用される。研究用カラムは内径が１ｃｍから

５ｃｍ程度，容量が０．５Ｌまでと小容量であり，ガラス製又はプラスチ

ック製であり，卓上型の分離精製用の装置に取り付けて使用される。 

製造用カラムは，主に治験薬や承認薬の製造段階において，大量の溶液

の分離精製に利用され，内径が５ｃｍから２００ｃｍ程度，容量が１０Ｌ

から２００Ｌまでである。また，材質はステンレス鋼又はアクリルガラス

であり，研究用カラムより耐圧・耐久性能が高く，据置型の分離精製用の

装置に取り付けて使用される。 

 

 商品範囲 

(1) ＨＣＳシステム 

ワイドフィールドＨＣＳシステムとコンフォーカルＨＣＳシステムで

は，後者は前者より幅広い用途において使用が可能であるものの，両者の
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間には大きな価格差があることも踏まえ，需要者である製薬会社，大学，

研究機関等（以下「製薬会社等」という。）は目的に応じてどちらの方式

のＨＣＳシステムを利用するか選択している状況にある。 

したがって，ワイドフィールドＨＣＳシステムとコンフォーカルＨＣＳ

システム間の需要の代替性は限定的である。 

他方，これらＨＣＳシステムについては，多大な追加的費用やリスクを

負うことなく，短期間のうちに製造ラインを切替えることができ，いずれ

か一方を製造する事業者は他方の装置を容易に製造することが可能であ

る。 

したがって，ワイドフィールドＨＣＳシステムとコンフォーカルＨＣＳ

システムの間に供給の代替性が認められる。 

以上のことから，当事会社グループが製造販売する「ＨＣＳシステム」

を商品範囲として画定した。 

 

(2) レジン 

需要者である製薬会社等は，目的に応じて最適な分離精製方法を選択し，

それに最も適したレジンを選択している。したがって，異なる分離精製方

法に用いられるレジン間に需要の代替性は認められない。 

また，製薬会社等は，分離する分子の種類や性質に応じて，最も効率的

に分離精製を行うことができるレジンを選択している。したがって，同一

の分離精製方法に用いられるレジンであっても，異なる種類のレジン間に

需要の代替性は認められない。 

一方，各種の分離精製方法に用いられるレジンごとに製造に必要な技術，

ノウハウ等が異なるため，供給者は，特定の分離精製方法に用いられるレ

ジンの製造から他の分離精製法に用いられるレジンの製造へと容易に転

換することはできない。したがって，異なる分離精製方法に用いられるレ

ジン間に供給の代替性は認められない。 

他方，同一の分離精製方法に用いられるレジンであれば，通常，供給者

は多数の種類のレジンを製造することが可能である。 

しかし，アフィニティレジンのうちプロテインＡレジンは，他のアフィ

ニティレジンと比べて製造に当たり異なる技術が必要であり，プロテイン

Ａレジンと他のアフィニティレジンとでは供給者の顔ぶれも異なってい

る。 

したがって，プロテインＡレジンと他のアフィニティレジンとの間に供

給の代替性は認められない。 

以上のことから，本件では，「プロテインＡレジン」を商品範囲として

画定した。当事会社グループのうち，ＧＥグループが当該商品を製造販売
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している。 

 

(3) カラム 

研究用カラムと製造用カラムは，材質，形状及び大きさが異なり，かつ，

求められる耐圧・耐久性能が異なるため，需要者である製薬会社等は，目

的に応じて適切な容量及び材質のカラムを選択している。  

したがって，研究用カラムと製造用カラムの間に需要の代替性は認めら

れない。 

さらに，研究用カラムと製造用カラムは，材質，形状及び大きさが異な

り，かつ，求められる耐圧・耐久性能が異なるため，製造に必要な設備及

び技術が異なる。また，研究用カラムと製造用カラムでは供給者の顔ぶれ

も異なっている。 

したがって，研究用カラムと製造用カラムの間に供給の代替性は認めら

れない。 

以上のことから，本件では，「研究用カラム」と「製造用カラム」をそ

れぞれ商品範囲として画定した。当事会社グループのうち，ダナハーグル

ープが「製造用カラム」を製造販売している。 

 

 地理的範囲 

需要者である製薬会社等は，「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質

管理の基準に関する省令」（平成 16 年厚生労働省令第 179 号）1に準拠して

バイオ医薬品を製造販売する必要があるため，物理的にバイオ医薬品製造機

器等を購入するのみではなく，供給者であるバイオ医薬品製造機器等の製造

販売業者に対して継続的なサポート体制を求めるなど，継続的な保守管理を

行えるような体制（日本法人，販売代理店等）を日本国内に有している製造

販売業者の商品を購入する傾向がある。 

前記２で画定したいずれの商品も，供給者は，日本国内だけでなく世界中

に商品を供給しているが，上記の理由から，日本国内の需要者は必ずしも世

界中の供給者から等しくバイオ医薬品製造機器等を購入している状況には

ない。 

以上のことから，本件では，「日本全国」として地理的範囲を画定した。 

 

                                                      
1 治験薬や承認薬の製造に当たり原材料の入庫から，製品の製造・加工，梱包，出荷に至る

までの全ての過程で，製品が適切かつ安全に作られ，一定の品質が保証されるように，医薬

品製造販売業者が遵守する基準であり，ＧＭＰ（Good Manufacturing Practice）省令と呼

ばれている。バイオ医薬品製造機器等の製造販売業者は，治験薬や承認薬の製造に使用され

る商品についてはＧＭＰ省令に準拠したものを提供している。 
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第４  本件行為が競争に与える影響 

本件行為は，ダナハーグループ及びＧＥグループが共にＨＣＳシステムを

製造販売していることから，水平型企業結合に該当する。 

また，ＧＥグループが製造販売するプロテインＡレジンとダナハーグルー

プが製造販売する製造用カラムは，共通の需要者である製薬会社等によって

補完的に使用されるものであることから，混合型企業結合にも該当する。 

 

 水平型企業結合 

(1) 当事会社の地位 

ＨＣＳシステムの市場シェアは下表のとおりであり，本件行為後のＨＨ

Ｉは約３，０００，ＨＨＩの増分は約４００であることから，水平型企業

結合のセーフハーバー基準に該当しない。 

 

【平成２９年度におけるＨＣＳシステムの市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ Ａ社 約３５％ 

２ Ｂ社 約３０％ 

３ ＧＥグループ 約２０％ 

４ ダナハーグループ 約１０％ 

 その他  約５％ 

合計 １００％ 

合算市場シェア・順位：約３０％・第３位 

 

(2) 競争事業者の状況 

本件行為後の当事会社グループの市場シェアは約３０％となるが，有力

な競争事業者として約３５％の市場シェアを有するＡ社及び約３０％の市

場シェアを有するＢ社が存在する。 

また，競争事業者が保有する工場の生産能力には余剰があり，競争事業

者は供給余力を有している。 

したがって，競争事業者からの競争圧力が認められる。 

 

(3) 参入 

ＨＣＳシステムについて，制度上の参入障壁は存在しないものの，近年，

新たに参入した事業者はなく，また，今後，新規参入を予定している事業

者も認められない。 

したがって，参入圧力が認められない。 
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(4) 需要者からの競争圧力 

バイオ医薬品は，薬価の改定に伴い価格が下がる傾向にあるため，需要

者である製薬会社は，コスト削減の意識が高く，バイオ医薬品製造機器等

の購入に当たっては見積り合わせなどの方法により購入先を決定している。 

また，需要者である大学や研究機関も，バイオ医薬品製造機器等の購入

に当たっては，価格を重視し，入札や見積り合わせなどの方法により購入

先を決定している。 

したがって，需要者からの競争圧力が認められる。 

 

(5) 小括 

以上のことから，本件行為により，当事会社の単独行動又は競争事業者

との協調的行動により，ＨＣＳシステムの取引分野における競争を実質的

に制限することとはならないと認められる。 

 

 混合型企業結合 

(1) 当事会社の地位 

プロテインＡレジンの市場シェアは下表のとおりであり，ＨＨＩは約７，

０００，当事会社の市場シェアは約８０％である。また，製造用カラムに

ついては，正確な市場シェアは不明である。このため，混合型企業結合の

セーフハーバー基準に該当しないものとして検討する。 

 

【平成２９年度におけるプロテインＡレジンの市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ ＧＥグループ 約８０％ 

２ Ｃ社 約５％ 

３ Ｄ社 約０－５％ 

 その他  約１０％ 

合計 １００％ 

 

(2) 市場の閉鎖性・排他性の検討 

当事会社が，本件行為により，製薬会社等に対してプロテインＡレジン

と併せて当事会社の製造用カラムを組み合わせて供給する，又はプロテイ

ンＡレジンと当事会社の製造用カラムをそれぞれ単独で供給する場合の価

格の合計額よりも一括して供給する場合の価格を低い水準に設定して供給

することにより，プロテインＡレジン市場又は製造用カラム市場において

市場の閉鎖性・排他性の問題が生じる可能性について検討する。 

プロテインＡレジンと製造用カラムは補完性の高い商品であるものの，
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需要者は，プロテインＡレジン及び製造用カラムを含め，バイオ医薬品製

造機器等の購入に当たっては，一つ一つの機器等の性能評価を行った上で，

商品ごとに見積り合わせを行うなどして購入する機器等を決定しており，

価格交渉力も強い。 

また，プロテインＡレジンは洗浄，滅菌後に再利用されるとはいえ大量

に使用される消耗品であり購入頻度が高い一方で，製造用カラムは耐用年

数が長く，基本的には故障等が生じない限り買い替えは行われない。この

ため，ＧＥグループのプロテインＡレジンとダナハーグループの製造用カ

ラムとは同時に購入される機会が乏しいものと考えられえる。 

したがって，当事会社はプロテインＡレジン市場又は製造用カラム市場

を閉鎖する能力を有しているとは認められない。 

 

 
 

(3) 小括 

以上のことから，本件行為により，プロテインＡレジン市場又は製造用

カラム市場における閉鎖性・排他性の問題は生じないと認められる。 

 

第５  結論 

本件行為により，一定の取引分野における競争を実質的に制限することと

はならないと判断した。 
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事例６ トヨタ自動車㈱及びパナソニック㈱による車載用リチウムイオン電池

事業等に係る共同出資会社の設立 

 

第１  当事会社 

トヨタ自動車株式会社（法人番号 1180301018771）（以下「トヨタ」とい

う。）は，主に自動車の製造販売業を営む会社である。 

パナソニック株式会社（法人番号 5120001158218）（以下「パナソニック」

という。）は，主に電気・電子機器等の製造販売業を営む会社である。 

プライムプラネットエナジー＆ソリューションズ株式会社（法人番号

3120001225985）は，同社の株式に係る議決権をトヨタが５１％，パナソニッ

クが４９％それぞれ保有する共同出資会社（以下「本件共同出資会社」とい

う。）であり，車載用リチウムイオン電池等の製造販売業を営む予定の会社
1である。 

以下，トヨタと既に結合関係が形成されている企業の集団を「トヨタグル

ープ」といい，パナソニックと既に結合関係が形成されている企業の集団を

「パナソニックグループ」という。また，トヨタグループ，パナソニックグ

ループ及び本件共同出資会社を併せて「当事会社グループ」という。 

 

第２  本件の概要及び関係法条 

本件は，トヨタ及びパナソニックが本件共同出資会社の設立を計画したも

のであり，具体的には，パナソニックグループに属する会社が完全子会社を

設立し，当該会社に対し，パナソニックグループに属する別の会社が営む車

載用リチウムイオン電池の研究開発・製造部門及びトヨタの車載用リチウム

イオン電池等の研究開発部門等を移管するとともに，トヨタが当該会社の株

式の議決権の５１％を取得すること（以下「本件行為」という。）を計画し

たものである。 

関係法条は，独占禁止法第１０条である。 

なお，当事会社グループが製造販売する特定の商品間で取引関係にあるも

のは複数存在するが，以下では，競争に与える影響が比較的大きいと考えら

れた車載用リチウムイオン電池及び電動車について検討した。 

 

（参考）海外競争当局との連絡調整 

本件については，海外競争当局も審査を行っており，当委員会は，

欧州委員会との間で情報交換を行いつつ審査を進めた。 

 

                                                      
1 令和２年４月１日事業開始。 
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第３  一定の取引分野 

 商品範囲 

(1) 車載用リチウムイオン電池 

 車載用とその他の用途との代替性 

リチウムイオン電池とは，電極の正極と負極の間をリチウムイオンが

移動することによって充放電を行う電池であり，繰り返し使用可能な二

次電池の一種である。正極にはコバルト酸リチウム，ニッケル酸リチウ

ム等の金属酸化化合物，負極にはカーボンやシリコン系化合物が使われ，

電解液に有機溶媒（非水電解質）が使われており，他の二次電池（ニッ

ケル水素電池等）に比べて小型化が可能，メモリー効果2がない，自己放

電3が少ないといった特徴がある。 

リチウムイオン電池は携帯電話，ノートパソコン，自動車といった様々

な用途に用いられる。このうち，ハイブリッド車などの自動車に搭載さ

れ，駆動用のモーターの電源として用いられるリチウムイオン電池（以

下「車載用リチウムイオン電池」という。）は，他の用途に用いられる

リチウムイオン電池に比して高容量，振動や高温・低温への耐久性，長

寿命性といった特性が求められることから，両者の間の需要の代替性は

限定的である。また，当該特性を備えるリチウムイオン電池を製造する

には一定の技術，ノウハウ等が必要となることから，他のリチウムイオ

ン電池の製造から車載用リチウムイオン電池の製造へ容易に転換でき

るとは認められないため，両者の間の供給の代替性も限定的である。 

 

 異なる特性間の代替性 

車載用リチウムイオン電池が搭載される自動車は，電気のみ又は電気

及びガソリン等を動力源として使用する自動車（以下「電動車」という。）

である。電動車はその構造の違いによってハイブリッド車，プラグイン

ハイブリッド車，電気自動車及び燃料電池車に分かれ，電動車の種類に

よって，搭載される車載用リチウムイオン電池に求められる特性が異な

る。特性には，瞬間的に充放電可能な電気の量をより重視した「高出力

タイプ」（ハイブリッド車に搭載）と，長距離走行が可能となる容量の

大きさをより重視した「高容量タイプ」（プラグインハイブリッド車，

電気自動車及び燃料電池車に搭載）があり，両者の間に需要の代替性は

                                                      
2 電池容量が十分に残った状態で継ぎ足し充電を繰り返すことで，電池が「短時間だけの使

用」を記憶してしまい，次回使用時に，電池容量が十分にあるにもかかわらず電池電圧が低

下する現象をいう。 
3 電池に蓄えられている電気の量が，電池を使用していないにもかかわらず，時間の経過と

共に徐々に減少する現象をいう。 
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認められない。また，高出力タイプと高容量タイプとでは，製造に要す

る技術，ノウハウ等が異なり，一方の製造から他方の製造へ容易に転換

できるとは認められないため，両者の間に供給の代替性も認められない。 

したがって，「高出力タイプ」及び「高容量タイプ」はそれぞれ異な

る商品範囲に属し，本件共同出資会社はいずれのタイプも製造する予定

である。 

 

 異なる形状間の代替性 

車載用リチウムイオン電池は，複数のものを組み合わせモジュールと

呼ばれる状態にした上で，必要な出力・容量を満たすよう複数のモジュ

ール同士を繋ぐなどしてパックと呼ばれる状態にして車両に搭載され

る。電池の形状には角形，ラミネート形及び円筒形の３種類があり，角

形及びラミネート形は車両への定置に当たり比較的狭いスペースで足

りることから効率が良く，必要とするスペースはいずれも同程度である

のに対し，円筒形はより広いスペースを必要とする。需要者である自動

車メーカーは，同等の性能を有する電池パックを車両に定置するために

どの程度のスペースを必要とするかを重視しており，角形の車載用リチ

ウムイオン電池とラミネート形の同電池はある程度代替的に使用する

ことが可能であるのに対し，円筒形の同電池はその他の形状の同電池と

代替的に使用することが困難である。また，形状の異なる電池を製造す

るために要する技術やノウハウ等は異なり，特定の形状の車載用リチウ

ムイオン電池の製造から別の形状の同電池の製造へ容易に転換できる

とは認められないため，異なる形状の同電池間の供給の代替性も限定的

である。 

したがって，「角形及びラミネート形」（以下「角形等」という。）

と「円筒形」は，それぞれ異なる商品範囲に属し，本件共同出資会社は

「角形」のみを製造する予定である。 

 

 小括 

したがって，本件共同出資会社が製造販売する予定である「車載用リ

チウムイオン電池（高出力・角形等）」及び「車載用リチウムイオン電

池（高容量・角形等）」を，それぞれ商品範囲として画定した。 

 

(2) 電動車 

 電動車とガソリン車等との代替性 

自動車には，ガソリン等の化石燃料を動力源として使用する自動車（以

下「ガソリン車等」という。）と，電気のみ又は電気及びガソリン等を
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動力源として使用する電動車がある。電動車は，現在普及しているガソ

リン車等よりも燃費に優れ，環境負荷が低いという特徴がある一方，電

動車の種類によっては，電気や水素の補給を必要とせずガソリン等の補

給のみで走行が可能であり，ガソリン車等との共通点が認められるとい

う特徴もある。このような事情を踏まえると，ガソリン車等と電動車を

代替的に選択する需要者の存在は否定できないものの，昨今の環境意識

の高まりなどから両者を代替的とは認識しない需要者が一定程度存在

すると考えられることから，電動車とガソリン車等との間の需要の代替

性は限定的と認められる。 

また，電動車とガソリン車等とでは，製造に要する技術やノウハウ等

が異なり，一方の製造から他方の製造へ容易に転換できるとは認められ

ないため，両者の間に供給の代替性も認められない。 

 

 電動車の種類間の代替性 

前記(1)イのとおり，電動車は，その構造の違いによってハイブリッド

車，プラグインハイブリッド車，電気自動車及び燃料電池車に分類され

る。ハイブリッド車は，エンジン及びモーターを搭載して走行する自動

車であり，ガソリン等の補給のみを必要とし外部充電を必要としない。

プラグインハイブリッド車は，ハイブリッド車に外部充電機能を付与し

た自動車であり，モーターのみで走行可能な距離がハイブリッド車より

長い。電気自動車は，モーターのみを搭載して走行する自動車であり，

外部充電機能を有する。燃料電池車は，モーターのみを搭載して走行す

る自動車であり，電気を発生させるために水素の補給を必要とする。こ

のように，電動車はその種類によって動力源が異なり，環境負荷の程度

に差異があることに加え，各種動力源の供給拠点（ガソリンスタンド，

電気ステーション及び水素ステーション）がどの程度普及しているかに

おいても差異がある。また，電動車の種類の違いに応じて価格帯も異な

る。電動車の需要者は，上記のような違いを踏まえいずれかの種類の電

動車を選択しており，異なる種類の電動車の間における需要の代替性は

限定的である。 

また，種類の異なる電動車は，その製造に要する技術，ノウハウ等が

それぞれ異なり，特定の種類の製造から別の種類の製造へ容易に転換で

きるとは認められないため，両者の間に供給の代替性も認められない。 

なお，自動車は，乗用車又は商用車，四輪車又は二輪車といった違い

に応じて分類されるほか，ボディサイズや排気量等の違いに応じて分類

されたり，ボディタイプ（セダン，ミニバン，コンパクトカー等）の違

いに応じて分類されることもあり，この点は電動車においても同様であ
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る。しかしながら，後記第４の２及び３において検討する要素について，

上記の用途等の違いに基づく厳密な市場画定をする必要性は認められ

ない。 

 

 小括 

したがって，「ハイブリッド車」，「プラグインハイブリッド車」，

「電気自動車」及び「燃料電池車」を商品範囲としてそれぞれ画定した。 

なお，トヨタは上記４種類のうち「ハイブリッド車」，「プラグイン

ハイブリッド車」及び「燃料電池車」の製造販売を行っている。 

 

 地理的範囲 

(1) 車載用リチウムイオン電池 

車載用リチウムイオン電池（高出力・角形等）及び同電池（高容量・角

形等）は，日本国内での輸送に関し，輸送の難易性や輸送費用の点から制

約があるわけではなく，供給者は日本全国において販売を行っている。ま

た，地域により販売価格が異なるといった事情も認められない。 

したがって，「日本全国」を地理的範囲としてそれぞれ画定した。 

 

(2) ハイブリッド車，プラグインハイブリッド車，電気自動車及び燃料電池

車 

ハイブリッド車，プラグインハイブリッド車，電気自動車及び燃料電池

車は，日本国内での輸送に関し，輸送の難易性や輸送費用の点から制約が

あるわけではなく，供給者は日本全国において販売を行っている。また，

地域により販売価格が異なるといった事情も認められない。 

したがって，「日本全国」を地理的範囲として画定した。 

 

第４  本件行為が競争に与える影響 

本件行為後，トヨタの子会社である本件共同出資会社は車載用リチウムイ

オン電池（高出力・角形等）及び同電池（高容量・角形等）を製造するとと

もに，自社の株主であるパナソニックを通じてトヨタ等の自動車メーカーへ

それらを販売することを予定している。このような実態に鑑みると，当事会

社グループは一体となって車載用リチウムイオン電池（高出力・角形等）及

び同電池（高容量・角形等）を自動車メーカーへ供給する，とみるのが適切

である。 

当事会社グループのうちトヨタグループは，車載用リチウムイオン電池

（高出力・角形等）及び同電池（高容量・角形等）を購入し各種電動車の製

造販売を行っていることから，本件は車載用リチウムイオン電池（高出力・
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角形等）又は車載用リチウムイオン電池（高容量・角形等）を川上市場，各

種電動車を川下市場とする垂直型企業結合に該当する。 

 

 当事会社グループの地位及び競争事業者の状況 

(1) 川上市場 

 車載用リチウムイオン電池（高出力・角形等） 

車載用リチウムイオン電池（高出力・角形等）の製造販売業に関する

市場シェアは下表のとおりであり，ＨＨＩは約４，０００，当事会社グ

ループの市場シェアは約４５％であることから，垂直型企業結合のセー

フハーバー基準に該当しない。 

有力な競争事業者として，市場シェア約４５％のＡ社が存在する。 

 

【平成２９年度における車載用リチウムイオン電池（高出力・角形等）の製造販

売業の市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ 当事会社グループ 約４５％ 

２ Ａ社 約４５％ 

３ Ｂ社 約１０％ 

４ Ｃ社 ０－５％ 

 輸入 ０－５％ 

合計 １００％ 

 

 車載用リチウムイオン電池（高容量・角形等） 

車載用リチウムイオン電池（高容量・角形等）の製造販売業に関する

市場シェアは下表のとおりであり，ＨＨＩは約２，８００，当事会社グ

ループの市場シェアは約４０％であることから，垂直型企業結合のセー

フハーバー基準に該当しない。 

有力な競争事業者として，市場シェア約１５％のＤ社及びＥ社が存在

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

４４ 

【平成２９年度における車載用リチウムイオン電池（高容量・角形等）の製造販

売業の市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ 当事会社グループ 約４０％ 

２ Ｄ社 約１５％ 

３ Ｅ社 約１５％ 

 その他 ０－５％ 

 輸入 約３０％ 

合計 １００％ 

 

(2) 川下市場 

 ハイブリッド車 

ハイブリッド車の製造販売業に関する市場シェアは下表のとおりであ

り，ＨＨＩ約３，１００，当事会社の市場シェアは約４５％であること

から，垂直型企業結合のセーフハーバー基準に該当しない。 

 

【平成２９年度におけるハイブリッド車の製造販売業の市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ トヨタグループ 約４５％ 

２ Ｆ社 約２５％ 

３ Ｇ社 約１５％ 

４ Ｈ社 約１５％ 
 その他 ０－５％ 

合計 １００％ 

 

 プラグインハイブリッド車 

プラグインハイブリッド車の製造販売業に関する市場シェアは下表の

とおりであり，ＨＨＩ約５，８００，当事会社の市場シェアは約７５％

であることから，垂直型企業結合のセーフハーバー基準に該当しない。 

【平成２９年度におけるプラグインハイブリッド車の製造販売業の市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ トヨタグループ 約７５％ 

２ Ｉ社 約１５％ 

３ Ｊ社 約５％ 
 その他 約５％ 

合計 １００％ 
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 燃料電池車 

燃料電池車の製造販売業に関する市場シェアは下表のとおりであり，

ＨＨＩ約８，２００，当事会社の市場シェアは約９０％であることから，

垂直型企業結合のセーフハーバー基準に該当しない。 

 

【平成２９年度における燃料電池車の製造販売業の市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ トヨタグループ 約９０％ 

２ Ｋ社 約１０％ 

合計 １００％ 

 

 

 車載用リチウムイオン電池（高出力・角形等）又は同電池（高容量・角形

等）の供給拒否等 

当事会社グループが，トヨタグループの競争事業者に対して，車載用リチ

ウムイオン電池（高出力・角形等）又は同電池（高容量・角形等）の供給拒

否等を行うことにより，市場の閉鎖性・排他性の問題が生じる可能性につい

て検討する。 
 

 

(1) 車載用リチウムイオン電池（高出力・角形等） 

前記１(1)アのとおり当事会社グループは川上市場において約４５％の

市場シェアを有する。川上市場における当事会社グループの競争事業者は，

現状，必ずしも十分な供給余力を有しているとはいえないものの，市場シ
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ェア約４５％のＡ社を含め，いずれの競争事業者も今後の需要の増加を見

越して生産設備の増強を計画している。また，現状，輸入の量は少ないも

のの，国内の価格が上昇した場合には輸入の量が増えると見込まれる。以

上のことから，仮に当事会社グループが供給拒否等を行ったとしても，ト

ヨタグループ以外の自動車メーカーはこれら競争事業者から供給を受け

ることが可能である。 

したがって，当事会社グループが車載用リチウムイオン電池（高出力・

角形等）の供給拒否等を行うことによる市場の閉鎖性・排他性の問題は生

じないと認められる。 

 

(2) 車載用リチウムイオン電池（高容量・角形等） 

いずれの川下市場（プラグインハイブリッド車又は燃料電池車）につい

ても検討内容は同じであるため，以下，まとめて記載する。 

前記１(1)イのとおり当事会社グループは川上市場において約４０％の

市場シェアを有する。川上市場には有力な競争事業者としてＤ社及びＥ社

が存在し，いずれも現状，必ずしも十分な供給余力を有しているとはいえ

ないものの，Ｅ社は生産設備の増強を計画している。また，川上市場にお

ける輸入の市場シェアは約３０％と高く，日本に輸出している事業者は十

分な供給余力を有している。以上のことから，仮に当事会社グループが供

給拒否等を行ったとしても，トヨタグループ以外の自動車メーカーはこれ

ら競争事業者から供給を受けることが可能である。 

したがって，当事会社グループが車載用リチウムイオン電池（高容量・

角形等）の供給拒否等を行うことによる市場の閉鎖性・排他性の問題は生

じないと認められる。 

 

 車載用リチウムイオン電池（高出力・角形等）又は同電池（高容量・角形

等）の購入拒否等 

トヨタグループが，当事会社グループの競争事業者（車載用リチウムイオ

ン電池メーカー）に対して，車載用リチウムイオン電池（高出力・角形等）

又は同電池（高容量・角形等）の購入拒否等を行うことにより，車載用リチ

ウムイオン電池（高出力・角形等）の製造販売業又は同電池（高容量・角形

等）の製造販売業において市場の閉鎖性・排他性の問題が生じる可能性があ

る。 

しかしながら，トヨタグループは，当事会社グループの競争事業者との間

で車載用リチウムイオン電池（高出力・角形等）及び同電池（高容量・角形

等）のいずれについても取引していないことから，購入拒否等は行い得ない。 

したがって，トヨタグループが車載用リチウムイオン電池（高出力・角形
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等）又は同電池（高容量・角形等）の購入拒否等を行うことによる市場の閉

鎖性・排他性の問題は生じないと認められる。 

 

 当事会社グループ内で競争事業者の秘密情報が共有されることによる市

場への影響 

本件行為後，トヨタグループは本件共同出資会社を通じて，トヨタグルー

プ以外の自動車メーカーに係る競争上センシティブな情報（事業戦略，技術・

開発，取引内容等に関する情報。以下「秘密情報」という。）を入手し得る。

トヨタグループが，当該秘密情報を自己に有利に用いれば，トヨタグループ

以外の自動車メーカーが電動車の競争上不利な立場に置かれ，現在又は将来

のハイブリッド車，プラグインハイブリッド車，電気自動車若しくは燃料電

池車といったいずれかの種類の電動車の市場又はそれらについて用途等の

違いに応じて画定した市場において市場の閉鎖性・排他性の問題が生じる可

能性がある点について当事会社グループに指摘を行ったところ，当事会社グ

ループから後記(1)の問題解消措置（以下「本件問題解消措置」という。）を

講じる旨の申出があったことから，当該問題解消措置の内容を踏まえて独占

禁止法上の評価を行った。 

 

 
 

(1) 当事会社による本件問題解消措置の申出 

当事会社から，以下の問題解消措置を採る旨の申出があった。 
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 情報遮断措置 

当事会社は，本件共同出資会社の全従業員を対象として，同社がその

事業活動において入手する各自動車メーカーの秘密情報を，秘密情報の

対象となる自動車メーカーの承諾なく，他の自動車メーカーに対して開

示・漏洩することを禁止し，これに関する社内の情報管理ルールを定め

て周知徹底する。具体的には，秘密情報が保存されているサーバーへの

アクセス権を必要な範囲のみに付与するとともに，秘密情報を含むデー

タにパスワードを設定し，必要な範囲のみにパスワードを付与する等の

ルールを定める。 

また，秘密情報に接する者については，３年間，トヨタグループの電

動車の車両の企画・開発・調達業務及び車載用電池の開発・生産技術業

務を行う部門への異動制限を行う。 

なお，トヨタ兼務者（本件共同出資会社の役員及び従業員のうち，ト

ヨタグループに属する会社の役員及び従業員を兼任する者）及びトヨタ

研修生（トヨタグループに属する会社の従業員で，当該会社に籍を保有

したまま，常駐場所を本件共同出資会社として研修を受ける者）につい

ては秘密情報の取得・利用を行わせず（トヨタ研修生においては，トヨ

タ以外の自動車メーカーの電池の開発・製造・販売には一切不関与とし），

本件共同出資会社の部署のうちパナソニックの販売部門と本件共同出

資会社の生産開発部門をつなぐ部署に属する従業員については，秘密情

報の取扱いに関するルールを順守する旨及び当該ルールに違反した際

には懲戒処分の対象となる旨を書面にて誓約させる。 

 

 取引先への周知 

トヨタ及びパナソニックは，パナソニックから本件共同出資会社へ移

管される事業の取引先である自動車メーカー及び，本件共同出資会社と

新たに取引する自動車メーカーに対し，前記アの情報遮断措置が採られ

ている旨を書面にて通知する。 

 

 公正取引委員会への報告 

トヨタは，本件共同出資会社設立時に，情報遮断措置等が実施されて

いることを公正取引委員会へ報告する。 

 

(2) 本件問題解消措置に対する評価 

当事会社グループが本件問題解消措置を講じることを前提とすれば，ト

ヨタグループは本件行為後に秘密情報を入手することはできず，仮に秘密

情報を入手できたとしても当該情報を自己に有利に用いることはできず，
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川下市場の閉鎖性・排他性の問題が生じないと認められることから，本件

措置は適切なものと認められる。 

 

第５  結論 

当事会社グループが本件問題解消措置を講じることを前提とすれば，本件

行為により，一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはなら

ないと判断した4。 

                                                      
4 なお，欧州においては，本件行為により特定の市場において閉鎖性・排他性の問題が生じ

る可能性がなかったことから，欧州委員会では，特段の問題解消措置を前提とせずに問題と

ならない旨の判断がなされている。 
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事例７ ヒューレット・パッカード・エンタープライズ・カンパニー及びクレ

イ・インクの統合 

 

第１  当事会社 

ヒューレット・パッカード・エンタープライズ・カンパニー（本社米国）

（以下「ＨＰＥ」という。）は，主に情報技術製品の製造販売業を営む会社

である。 

クレイ・インク（本社米国）（以下「Ｃｒａｙ」という。）は高性能計算

システム（以下「ＨＰＣ1システム」という。）の製造販売業を営む会社であ

る。 

以下，ＨＰＥと既に結合関係が形成されている企業の集団を「ＨＰＥグル

ープ」と，Ｃｒａｙと既に結合関係が形成されている企業の集団を「Ｃｒａ

ｙグループ」と，ＨＰＥグループとＣｒａｙグループを併せて「当事会社」

という。 

 

第２  本件の概要及び関係法条 

本件は，ＨＰＥとＣｒａｙが，ＨＰＥが新たに設立した子会社を消滅会社，

Ｃｒａｙを存続会社として合併した後，ＨＰＥがＣｒａｙの株式に係る議決

権の全部を取得すること（以下「本件行為」という。）を計画したものであ

る。 

関係法条は，独占禁止法第１０条及び第１５条である。 

以下では，当事会社間に競合関係及び取引関係のあるＨＰＣシステム及び

ＨＰＣシステム用ストレージについて検討する。 

 

第３  一定の取引分野 

 商品範囲 

(1) ＨＰＣシステム 

 ＨＰＣシステムとパソコンの代替性 

ＨＰＣシステムは一般的に「スーパーコンピューター」の名称で知ら

れており，高い演算処理能力を有し，膨大なデータを高速で処理できる

製品である。ＨＰＣシステムは，用途に応じてカスタマイズされること

も多く，これまでの需要者は政府機関や研究機関等に限られていたが，

最近では，ＨＰＣシステムが汎用品化して価格も低下したことから，自

動車メーカーや医薬品メーカー等が人工知能による演算やビッグデー

タの解析に使用するなど，需要者の幅が広がっている。 

                                                      
1 High Performance Computing の略。 
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一方，パソコンは単一ユーザー用の汎用コンピューターシステムであ

り，演算処理能力を有している点において，ＨＰＣシステムとパソコン

は共通している。 

しかしながら，ＨＰＣシステムもパソコンも，主にデータを保存する

ハードディスクなどのストレージ，計算のためにデータを一時的に記録

するメモリ及び計算を行うＣＰＵ（中央演算処理装置）から構成される

点は同じであるものの，ＨＰＣシステムはこれらの装置をいくつも繋ぎ

合わせて高い演算処理能力を持たせたものである点がパソコンと異な

る。また，ＨＰＣシステムの価格は１０００万円以上であることが一般

的であるのに対し，パソコンの価格は数万円から数十万円程度であり，

両者の価格帯は全く異なっている。 

このため，ＨＰＣシステムとパソコンとの間には需要の代替性は認め

られない。  

加えて，ＨＰＣシステムを構成するＣＰＵやメモリなどの装置はパソ

コンに使用されるものより高性能であり，データ処理の高速化を図るた

めにこれらの装置同士の接続の仕方を工夫する必要がある。そのため，

ＨＰＣシステムはパソコンよりも，その製造に当たって非常に高度な技

術が必要とされるとともに，需要者からの要望に応じたカスタマイズに

も対応する必要がある。 

このため，ＨＰＣシステムとパソコンとの間には供給の代替性も認め

られない。 

したがって，本件行為においては「ＨＰＣシステム」について検討す

る。 

 

 ＨＰＣシステムの汎用性の程度及び性能の違いによる代替性 

ＨＰＣシステムには，様々な用途に利用することが可能な汎用性の高

い製品のほか，需要者ごとにカスタマイズされ，特定の用途に用いられ

る汎用性の低い製品が存在し，その汎用性の程度は様々である。また，

ＨＰＣシステムの演算処理の性能も様々であり，性能が非常に高い製品

もあれば，性能がある程度抑えられた製品も存在する。ＨＰＣシステム

は汎用性の程度と性能に応じて価格が異なり，需要者は用途に見合った

仕様及び価格のＨＰＣシステムを選択していることから，汎用性の程度

及び性能が異なる製品間の需要の代替性は限定的である。 

この点，ＨＰＣシステムの製造販売業者には，汎用性の程度及び性能

の異なる製品を幅広く製造販売している事業者が存在する一方，得意と

する製品群に絞って製造販売している事業者も存在する。例えば，Ｃｒ

ａｙグループは汎用性の低い製品を得意としており，ＨＰＥグループは
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汎用性の高い製品を得意としている。しかし，ＨＰＣシステムはサーバ

ー，ストレージ等の装置で構成されているため，ＨＰＣシステムの製造

販売業者は，個々の装置の組合せを変えることでＨＰＣシステムの汎用

性の程度や性能を変更して供給することが可能であり，自社で通常製造

していない装置を組み合わせる必要がある場合にも，他社から当該装置

を調達することで対応することが可能である。実際に，Ｃｒａｙグルー

プは汎用性の低い製品を得意とするものの，他社からサーバー等の装置

を調達して汎用性の高い製品も製造販売しており，ＨＰＥグループも，

ＨＰＣシステムの汎用性の程度や性能を変更して，通常得意としない仕

様のＨＰＣシステムも製造販売している。 

このように，汎用性の程度及び性能が異なるＨＰＣシステムの製品間

の供給の代替性は認められる。 

 

 小括 

以上のことから，本件では，「ＨＰＣシステム」を商品範囲として画

定した。 

 

(2) ＨＰＣシステム用ストレージ 

ＨＰＣシステム用ストレージとは，ＨＰＣシステムを構成する装置の一

つであり，データを保管・保存する機能を有するものである。 

前記(1)アのとおり，ＨＰＣシステムは，高い演算処理能力によって膨大

なデータを高速で処理するものであり，このような能力を発揮させるため，

ＨＰＣシステム用のサーバー，ストレージ，ネットワーク，アプリケーシ

ョン等の各装置自体がパソコン等の他の用途に用いられる装置よりも高

性能かつ大容量であり，さらに各装置は連動して作用するように統合して

設計される必要がある。そのため，ＨＰＣシステム用ストレージと，パソ

コン等の他の用途に用いられるストレージとの間に需要の代替性は認め

られない。 

また，ＨＰＣシステム用ストレージには高い演算処理能力によって高速

で処理された膨大なデータの保存が求められることから，同ストレージを

供給するためには，パソコン等の他の用途とは異なる高性能かつ大容量な

ストレージの製造，単体のＨＰＣシステム用ストレージ同士やサーバー等

の幾つもの他のＨＰＣシステム用の各装置との接続，需要者からの要望に

応じたカスタマイズといった高度な技術やノウハウが必要となる。したが

って，ＨＰＣシステム用ストレージとパソコン等の他の用途に用いられる

ストレージとの間には供給の代替性も認められない。 

以上のことから，本件では，「ＨＰＣシステム用ストレージ」を商品範
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囲として画定した。 

 

 地理的範囲 

前記１で画定した各商品について，供給者は世界全体に商品を供給できる

仕組み・能力を有しており，これらの製品を国内に供給するに当たり日本特

有の障壁もなく，輸送費，関税等も低い。 

また，需要者は，世界各地の供給者から同等の価格で商品を調達すること

が可能である。 

したがって，本件では「世界全体」を地理的範囲として画定した。 

 

第４  本件行為が競争に与える影響 

本件行為は，当事会社が共にＨＰＣシステムを製造販売していることから

水平型企業結合に該当する。 

また，ＣｒａｙグループがＨＰＣシステム用ストレージをＨＰＣシステム

の製造販売業者に対して販売しているため，ＨＰＣシステム用ストレージを

川上市場，ＨＰＣシステムを川下市場とする垂直型企業結合にも該当する。  

 

 水平型企業結合及び垂直型企業結合（川下市場） 

ＨＰＣシステムの製造販売業における市場シェアは下表のとおりであり，

ＨＨＩは約１，５００，ＨＨＩ増分は約１００であることから，水平型企業

結合のセーフハーバー基準に該当する。 

また，当事会社の市場シェアは約２０％であることから，垂直型企業結合

のセーフハーバー基準に該当する。 

 

【平成３０年度におけるＨＰＣシステムの市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ Ａ社 約２５％ 

２ ＨＰＥグループ 約２０％ 

３ Ｂ社 約１０％ 

４ Ｃ社 約１０％ 

５ Ｄ社 約５％ 

６  Ｅ社 ０－５％ 

７ Ｃｒａｙグループ ０－５％ 

 その他  約２５％ 

合計 １００％ 

合算市場シェア・順位：約２０％・第２位 
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 垂直型企業結合（川上市場） 

ＨＰＣシステム用ストレージの製造販売業における市場シェアは下表の

とおりであり，Ｃｒａｙグループの市場シェアは０－５％であることから，

垂直型企業結合のセーフハーバー基準に該当する。 

 

【平成３０年度におけるＨＰＣシステム用ストレージ市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

不明 Ｃｒａｙグループ ０－５％ 

 

第５  結論 

本件行為により，一定の取引分野における競争を実質的に制限することと

はならないと判断した。 
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事例８ エムスリー株式会社による株式会社日本アルトマークの株式取得 

 

第１  当事会社 

エムスリー株式会社（以下「エムスリー」といい，同社と既に結合関係が

形成されている企業の集団（株式会社日本アルトマーク（以下「日本アルト

マーク」という。）を除く。）を「エムスリーグループ」という。）は，医

薬品情報提供プラットフォームを運営・管理する事業（以下「医薬品情報提

供プラットフォーム運営事業」という。）を営む会社である（以下，当該事

業を営む事業者を「医薬品情報提供プラットフォーム運営事業者」という。）。

医薬品情報提供プラットフォームとは，医療用医薬品の適正使用等に係る情

報や広告（以下「医薬品情報」という。）を医師1に提供するインターネット

上のプラットフォームを指す。 

また，日本アルトマークは医療情報データベースを提供する事業（以下「医

療情報データベース提供事業」という。）を営む会社である。医療情報デー

タベースとは，医療機関及びそれら施設に勤務する医師等の情報（データ）

を整理・集積したもの（データベース化したもの）を指す。 

以下，エムスリーグループ及び日本アルトマークを併せて「当事会社」と

いう。 

 

第２  本件の概要及び関係法条 

本件は，エムスリーが日本アルトマークの株式に係る議決権の全部を取得

すること（以下「本件行為」という。）を計画し実行したものである。本件

行為は，届出要件を満たさないが，本件行為により競争が制限される懸念が

あったことから，公正取引委員会は，本件行為に係る企業結合審査を行った。 

関係法条は，独占禁止法第１０条である。 

 

第３  審査結果の概要 

公正取引委員会は，当事会社が取引関係等に立つ複数の取引分野について，

当事会社の競争事業者等の関係者からヒアリングを行いつつ審査を行った。

その結果，競争を実質的に制限することとなると判断された，製薬会社を需

要者とした／医師を需要者とした医薬品情報提供プラットフォーム運営事

業について，当事会社が当委員会に申し出た問題解消措置を講じることを前

提とすれば，本件行為が競争を実質的に制限することとはならないと判断し

た。本件行為についての審査では，医療情報データベース提供事業及び医薬

                                                      
1 医薬品情報の提供は，医師のほか，薬剤師等の医薬品に関連のある医療関係者にも一部提

供されているが，そのほとんどが医師をターゲットとしているので，医薬品情報提供の対象

者は医師として論じる。 



 

 

５６ 

品情報提供プラットフォーム運営事業に係る垂直型企業結合及び混合型企

業結合の検討が中心となったため，以下では，当該市場に係る影響について

詳述する。 

 

第４  医療情報データベース提供事業 

 概要 

日本アルトマークは「メディカルデータベース（以下「ＭＤＢ」という。）

提供事業」と称する医療情報データベース提供事業を行っている。ＭＤＢ提

供事業とは，全国の医療機関及びそれら施設に勤務する医師等のデータをＭ

ＤＢと総称される各マスターファイル（基本情報ファイル）にデータベース

化し，医療・福祉・保健等の分野の企業や団体に限定して当該データベース

を有料で提供する事業である。 

また，ＭＤＢ提供事業は，会員による「共同メンテナンス」と呼ばれる仕

組みを導入している。具体的には，ＭＤＢの提供を受けた企業や団体が会員
2となり，会員が医師等に係る新たな情報を入手すると，会員は当該情報を

日本アルトマークにフィードバックし，日本アルトマークは適宜ＭＤＢの内

容を更新している。そのため，ＭＤＢを日々最新の情報に更新することが可

能となっている。 

 

 ＭＤＢの種類 

ＭＤＢの種類として，日本国内の医療施設に関するデータベースや日本国

内の医師等に関するデータベース等が存在している。日本アルトマークは，

提供するデータベースごとに料金を設定している。 

 

 ＭＤＢの重要な特徴 

ＭＤＢの提供を受ける主要な事業者は，製薬会社や医薬品情報提供プラッ

トフォーム運営事業者である。製薬会社や医薬品情報提供プラットフォーム

運営事業者の間では，ＭＤＢが言わば事実上の標準のデータベースと認識さ

れている。ＭＤＢが製薬会社や医薬品情報提供プラットフォーム運営事業者

からこのように評価されているのは，他のデータベースにはない以下の３つ

の重要な特徴を備えているためである。 

① ＤＣＦ（ドクターコンピューターファイル）コード3が付されているこ

                                                      
2 日本アルトマークによれば，医薬品情報提供プラットフォーム運営事業者や製薬会社等２

４７社が会員企業として加入している（平成３１年３月１日現在）。 
3 ＭＤＢに登録されている日本全国の医師及び医療施設には，それぞれ「ＤＣＦコード」と

呼ばれる固有番号が付されている。製薬会社が医薬品情報提供プラットフォームを利用し

て，一定の条件に合致する医師をターゲットに絞った医薬品情報提供を行う場合，製薬会社

は，どの医師に対して医薬品情報提供を行うのかを医薬品情報提供プラットフォーム運営



 

 

５７ 

と 

② データベースに登録された医師について，医師資格保有者であること

の確認が取れていること 

③ 会員が共同メンテナンスを行っているため，情報が新しいこと 

 

第５  医薬品情報提供プラットフォーム運営事業 

 エムスリーの事業概要 

(1) エムスリーは「ｍ３.ｃｏｍ」と称する医療関係者向けポータルサイト

を運営している。ｍ３.ｃｏｍに会員登録できる者は，医師や薬剤師等の

医療関係者である。ｍ３.ｃｏｍは，会員である医療関係者に対して，各

種医療情報の提供や医療関係者同士の情報交換の場を提供するなどして

いる。ｍ３.ｃｏｍは無料で会員登録でき，会員はサイトを無料で利用で

きる。平成２８年における我が国の医師数は３１．９万人であり，このう

ち２８万人以上がｍ３.ｃｏｍの会員であるため，我が国の医師の約８

５％以上がｍ３.ｃｏｍの会員であることになる。医師がｍ３.ｃｏｍの

会員に新規登録する際には，エムスリーはＭＤＢと照合する等の方法で，

医師であることを確認している。 

 

(2) また，エムスリーは，ｍ３.ｃｏｍの事業の一環として，「ＭＲ君」と

称する医薬品情報提供プラットフォーム運営事業を展開している。ＭＲ

君とは，製薬会社のＭＲ4がｍ３.ｃｏｍサイト上のサービスであるＭＲ君

を通して，毎日の診療に役立つ最新の医薬品情報等をｍ３.ｃｏｍの会員

である医師に無料で提供するサービスである。ＭＲ君は，従来ＭＲが直接

病院を訪問することで実施してきた医薬品情報の提供・情報交換をイン

ターネット上で行うことを可能とするもので，製薬会社による医師に対

する医薬品情報の提供支援サービスとしての側面を有している。製薬会

社は一定の対価をエムスリーに支払うことによって，製薬会社の個別製

品のマーケティング戦略を的確に反映させられるように，情報提供の対

象となる医師についてターゲティングを行い，一定の条件で絞り込んだ

ｍ３.ｃｏｍの会員である医師にダイレクトに医薬品情報を届けること

が可能となり，効率的かつ効果的な医薬品情報の提供が可能となる。 

  

                                                      
事業者に対して指示を出すが，この指示はＤＣＦコードを使って行われている。 
4 「medical representative」の略。医薬品の適正な使用に資するために，医療関係者を訪

問すること等により医薬品等の品質，有効性及び安全性に関する事項その他医薬品等の適

正な使用のために必要な情報を収集し，提供することを主な業務として行う者を指す。 
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【図１】ｍ３．ｃｏｍとＭＲ君のビジネスモデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，「医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する

法律」，「医薬品等適正広告基準」（平成２９年９月２９日付け厚生労働省

医薬・生活衛生局長通知）等（以下，これらを併せて「医機法等」という。）

に係る規制により，医薬関係者以外に対する医療用医薬品の広告や情報提供

は禁止されているため，一般人が目にするサイト上で，医療用医薬品に係る

広告等を行うことはできない。この点，ｍ３.ｃｏｍの会員である医師は，

日本アルトマークのＭＤＢに登録された医師又はエムスリーが独自に調査

して，医師であることを確認している医師であるため，製薬会社はＭＲ君を

利用すれば同規制に違反することなく医薬品の情報提供を行うことができ

る。 

 

 エムスリー以外の医薬品情報提供プラットフォーム運営事業者 

医薬品情報提供プラットフォームを利用する製薬会社は，医薬品情報提供

プラットフォーム運営事業者の選択基準として，次の①～③の条件を重視し

ている。 

① インターネット技術を用いて医薬品情報提供を行っていること 

② ＭＤＢに登録された医師を会員としており，ＭＤＢと連携したサービ

スであること 

③ 相当数の医師を会員としていること 

エムスリーの医薬品情報提供プラットフォーム運営事業（ＭＲ君）は，上

記①～③の条件を備えている。エムスリーのほかに上記①～③の条件を備え

ている競争事業者は数社存在する5。 

                                                      
5 日本アルトマークも医薬品情報提供プラットフォーム運営事業を行っているが，同社の同

事業に係る売上高は極めて僅少である。そのため，水平型企業結合に係る審査結果は記載し

ていない。 

医療関係者向けサイト 

「ｍ３．ｃｏｍ」 

製
薬
会
社 

医
師
会
員
（
２
８
万
人
以
上
） 

医薬品情報提供 

プラットフォーム

「ＭＲ君」 

医薬品情報 

提供支援 

サービス 

（有料） 

医薬品 

情報の提供 

（無料） 
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第６  一定の取引分野 

 二面市場の場合の一定の取引分野の画定について 

医薬品情報提供プラットフォーム運営事業は，製薬会社と医師という異な

る二つの需要者層を有している。そのため，一定の取引分野の画定に際して

は，それぞれの需要者層について需要の代替性と供給の代替性をそれぞれ検

討した上で，それぞれの需要者層について役務範囲及び地理的範囲を画定す

る。 

 

 役務範囲 

(1) 医薬品情報提供プラットフォーム運営事業 

 製薬会社を需要者とした医薬品情報提供プラットフォーム運営事業 

 需要の代替性 

医薬品情報提供プラットフォーム運営事業は，医薬品情報を医師に

提供するインターネット上のプラットフォームを運営・管理する事業

であり，製薬会社は医師への医薬品情報の提供支援サービスを受ける

側の需要者である。製薬会社にとって，医薬品情報提供プラットフォ

ーム運営事業に類似する役務は存在しない。 

 

 供給の代替性 

医薬品情報提供プラットフォーム運営事業者が，製薬会社の依頼に

より行う医薬品情報の提供はターゲティング広告の一種である。すな

わち，製品の広告等をしたいと考える企業と情報提供の対象となる第

三者の間を仲介し，効果的かつ効率的な情報提供をインターネット上

で実現するという点で，医薬品情報提供プラットフォーム運営事業と

一般的なインターネット広告代理店業は類似している。 

医療用医薬品については医機法等に係る広告規制があるため，医薬

品情報提供プラットフォーム運営事業者が行う医薬品情報の提供は，

その対象が医薬関係者に限定される必要がある。この点について，医

薬品情報提供プラットフォーム運営事業者は，ＭＤＢを活用した医薬

品情報提供を行うことにより，医師に対するターゲティング広告等を

実現させている。そのため，インターネット広告代理店等が，医薬品

情報提供プラットフォーム運営事業を開始する場合には，ＭＤＢを利

用するなど医機法等に係る広告規制に対応するための新たな対応が必

要となるため，多大な追加的費用やリスクを負うことなく，短期間の

うちに，医薬品情報提供プラットフォーム運営事業を開始することは

困難であり，供給の代替性は認められない。 
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 小括 

以上のことから，役務範囲を「製薬会社を需要者とした医薬品情報

提供プラットフォーム運営事業」と画定した。 

 

 医師を需要者とした医薬品情報提供プラットフォーム運営事業 

 需要の代替性 

医薬品情報提供プラットフォーム運営事業は，医薬品情報を医師に

提供するインターネット上のプラットフォームを運営・管理する事業

であり，医師は医薬品情報の提供を受ける側の需要者である。 

医師にとって，医薬品情報提供プラットフォーム運営事業に類似す

る役務は存在しない。 

 

 供給の代替性 

上記ア(ｲ)と同様の理由で，インターネット広告代理店等が，多大な

追加的費用やリスクを負うことなく，短期間のうちに，医薬品情報提

供プラットフォーム運営事業を開始することは困難であり，供給の代

替性は認められない。 

 

 小括 

以上のことから，役務範囲を「医師を需要者とした医薬品情報提供

プラットフォーム運営事業」と画定した。 

 

(2) 医療情報データベース提供事業 

 需要の代替性  

医薬品情報提供プラットフォーム運営事業者や製薬会社にとって，医

療情報データベース提供事業に類似する役務は存在しない。 

 

 供給の代替性 

多大な追加的費用やリスクを負うことなく，短期間のうちに，医療情

報データベース提供事業を開始できるような，医療情報データベース提

供事業に類似する事業は存在しない。 

 

 小括 

以上のことから，役務範囲を「医療情報データベース提供事業」と画

定した。 
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(3) 地理的範囲 

 製薬会社を需要者とした医薬品情報提供プラットフォーム運営事業 

医薬品情報提供プラットフォームは，日本国内で事業活動を行う製薬

会社に利用されており，これらの者は日本全国のどこであっても医薬品

情報提供プラットフォームを利用することができる。また，地域によっ

て医薬品情報提供プラットフォームの利用料が大きく異なるといった

特段の事情も認められない。 

したがって，地理的範囲を「日本全国」と画定した。 

 

 医師を需要者とした医薬品情報提供プラットフォーム運営事業 

医薬品情報提供プラットフォームは，日本国内の医師に利用されてお

り，これらの者は日本全国のどこであっても医薬品情報提供プラットフ

ォームを利用することができる。また，医師はいずれの地域でも無料で

医薬品情報提供プラットフォームを利用することができる。 

したがって，地理的範囲を「日本全国」と画定した。 

 

 医療情報データベース提供事業 

医療情報データベースの提供を受けているのは，日本国内に所在する

製薬会社や，日本国内に所在する医薬品情報提供プラットフォーム運営

事業者である。また，地域によって，医療情報データベースの料金が大

きく異なるといった特段の事情も認められない。 

したがって，地理的範囲を「日本全国」と画定した。 

 

第７  競争の実質的制限の検討 

 本件行為に係る企業結合行為形態 

本件行為では，①垂直型企業結合（川上市場：医療情報データベース提供

事業，川下市場：製薬会社を需要者とした／医師を需要者とした医薬品情報

提供プラットフォーム運営事業）及び②混合型企業結合（医療情報データベ

ース提供事業，製薬会社を需要者とした／医師を需要者とした医薬品情報提

供プラットフォーム運営事業）の２点が主に問題となるため，以下検討する。 
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 垂直型企業結合（川上市場：医療情報データベース提供事業，川下市場：

医師及び製薬会社を需要者とした医薬品情報提供プラットフォーム運営事

業）による市場の閉鎖性・排他性 

(1) 当事会社の地位及び競争者の状況 

 医療情報データベース提供事業（川上市場） 

医療情報データベース提供事業において，前記第４の３のような特徴

を有したデータベースはＭＤＢ以外に存在しない。 

 

 医薬品情報提供プラットフォーム運営事業（川下市場） 

 製薬会社を需要者とした医薬品情報提供プラットフォーム運営事業 

医薬品情報提供プラットフォーム運営事業の市場シェアは下表のと

おりであり，エムスリーのシェアは約７５％（第１位）である。他方，

競争事業者のシェアは多くとも約１０％であり，エムスリーとの格差

は大きい。 

 

 

【図２】本件行為に係る概要図 
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【平成２９年における製薬会社を需要者とした医薬品情報提供プラットフォー

ム運営事業の市場シェア（売上高ベース）】 

順位 事業者名 市場シェア6 

１ エムスリー 約７５％ 

２ Ａ社 約１０％ 

３ Ｂ社 約１０％ 

４ Ｃ社 約５％ 

５ その他 約０－５％ 

合計 １００％ 

市場シェア・順位：約７５％・第１位 

 

 医師を需要者とした医薬品情報提供プラットフォーム運営事業 

医薬品情報提供プラットフォーム運営事業は医師と製薬会社の仲介

的存在であり，前記第５の２③に記載のとおり，医薬品情報提供プラ

ットフォームを利用する製薬会社は，医薬品情報提供プラットフォー

ム運営事業者の選択基準として，特に医師会員の多さを重視している。

そのため，医薬品情報提供プラットフォーム運営事業者は，良質かつ

充実した情報提供を行うことなどにより，多くの医師会員を獲得する

べく競争を行っていると考えられる。よって，医師会員数の多さは本

件市場における競争状況を示す重要な一つの指標となると考えられる

が，エムスリーは医師総数の約８５％を会員として有している一方，

それ以外の競争事業者は医師総数の約３０～５０％にとどまっており，

エムスリーは同市場においても高い地位を有している。 

 

(2) 投入物閉鎖 

 投入物閉鎖を行う能力 

医療情報データベース提供事業（川上市場）を営む日本アルトマーク

が，医薬品情報提供プラットフォーム運営事業（川下市場）を営む当事

会社の競争事業者に対して，医療情報データベースの提供を拒否する又

は当事会社への提供内容と比較して不利な条件で提供する（以下「提供

拒否等」という。）ことにより，川下市場の製薬会社を需要者とした／

医師を需要者とした医薬品情報提供プラットフォーム運営事業におい

て，市場の閉鎖性・排他性の問題が生じる可能性について検討する7。 

医薬品情報提供プラットフォーム運営事業（川下市場）では，日本ア

                                                      
6 ７２．５％以上７７．５％未満を「約７５％」とするなど，５％単位で記載している。そ

のため，合計値は必ずしも１００になるとは限らない。 
7 市場の閉鎖性・排他性の問題をもたらす提供拒否等を「投入物閉鎖」という。 
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ルトマークのＭＤＢを利用することによって医機法等の規制に違反し

ないことが担保されているほか，ＭＤＢを利用することによって，個々

の医師の属性を踏まえて，ターゲットを絞った医薬品情報提供が可能と

なることから，需要者である製薬会社は，医薬品情報提供プラットフォ

ームがＭＤＢと連携されている点を取引先の選定基準として重視して

いる。また，医療情報データベース提供事業は，医薬品情報提供プラッ

トフォーム運営事業者が事業を行う上で必要不可欠なものであるが，日

本アルトマークのＭＤＢと同水準のデータベースを提供できる事業者

は存在せず，主要な医薬品情報提供プラットフォーム運営事業者の中で

日本アルトマークのＭＤＢの提供を受けていない事業者は存在しない。

そのため，日本アルトマークが医薬品情報提供プラットフォーム運営事

業を営む当事会社の競争事業者に対して提供拒否等を行えば，当該競争

事業者の競争力が減退したり，当該競争事業者が医薬品情報提供プラッ

トフォーム運営事業から排除される可能性が高く，また，医薬品情報提

供プラットフォーム運営事業への新規参入が困難となる可能性が高い。 

したがって，当事会社は投入物閉鎖を行う能力を有する。 

 

 投入物閉鎖を行うインセンティブ 

前記アのとおり，当事会社は投入物閉鎖を行う能力があり，医薬品情

報提供プラットフォーム運営事業を営む当事会社の競争事業者の競争

力が減退したり，当該競争事業者が医薬品情報提供プラットフォーム運

営事業から排除されること等によって，利益を増加させることができる。 

したがって，当事会社は投入物閉鎖を行うインセンティブがある。 

 

(3) 当事会社間で競争事業者の秘密情報が共有されることによる市場への

影響 

日本アルトマークと取引をしている医薬品情報提供プラットフォーム

運営事業者は，ＭＤＢを利用して医薬品情報提供プラットフォーム運営事

業を行う場合に，日本アルトマークとの間で事業上の秘密情報を共有して

いる。そのため，エムスリーが，日本アルトマークを通じて，自己の競争

事業者の事業上の秘密情報を入手し，これを自己に有利に用いれば，当該

競争事業者は競争上不利な立場に置かれる可能性がある。 

例えば，当事会社の競争事業者である医薬品情報提供プラットフォーム

運営事業者は，ＭＤＢを利用した新規の医薬品情報提供プラットフォーム

運営事業を開始する際に，当該新規事業の概要をあらかじめ日本アルトマ

ークに報告した上で，日本アルトマークからＭＤＢの利用許諾を受ける必

要がある。このような情報をエムスリーが日本アルトマークを通じて入手
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し，当該競争事業者の当該新規事業に対抗するサービスの検討に利用する

場合には，当該競争事業者は競争上不利な立場に置かれることとなる。 

また，日本アルトマークは，ＭＤＢの提供に際し，医薬品情報提供プラ

ットフォーム運営事業者との間で秘密保持契約を締結しているが，本契約

自体を当事会社に有利に変更することが可能であることや，エムスリーが

同社の役員若しくは従業員を日本アルトマークに出向させる又は日本ア

ルトマークの役員若しくは従業員と兼任させることによって当該役員若

しくは従業員が他の医薬品情報提供プラットフォーム運営事業者に係る

秘密情報を入手し，それを利用する形でエムスリーが営む医薬品情報提供

プラットフォーム運営事業の業務の中で競争に影響を与えるような判断・

決定をすることは可能である。 

したがって，当事会社の間で競争事業者の秘密情報が共有されることに

よって，市場の閉鎖性・排他性の問題が生じる可能性がある。 

 

 混合型企業結合（医療情報データベース提供事業，医師及び製薬会社を需

要者とした医薬品情報提供プラットフォーム運営事業）による市場の閉鎖

性・排他性 

(1) 当事会社の地位及び競争者の状況 

前記２(1)と同様である。 

 

(2) 混合型市場閉鎖 

 混合型市場閉鎖を行う能力 

日本アルトマークのＭＤＢ提供事業と当事会社の医薬品情報提供プ

ラットフォーム運営事業は，いずれも製薬会社が需要者となっている。 

前記第４の３の脚注３に記載のとおり，製薬会社が医薬品情報提供プ

ラットフォームを利用して，一定の条件に合致する医師をターゲットに

絞った医薬品情報提供を行う場合，製薬会社は，どの医師に対して医薬

品情報提供を行うのかを医薬品情報提供プラットフォーム運営事業者

に対して指示を出すが，この指示はＭＤＢに付されているＤＣＦコード

を使って行われている。そのため，当事会社が製薬会社に対して，ＭＤ

Ｂの提供に併せて当事会社の医薬品情報提供プラットフォームを利用

させたり，他社の医薬品情報提供プラットフォームを利用させないとい

う条件を付けることや，当事会社の医薬品情報提供プラットフォームを

利用することを条件にＭＤＢの提供価格を値引きすること等（以下「本

件組合せ提供等」という。）が考えられる。 

そこで，医療情報データベース提供事業を営む日本アルトマークが，

医薬品情報提供プラットフォーム運営事業を営む当事会社の競争事業
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者に対して，本件組合せ提供等を行うことにより，製薬会社を需要者と

した／医師を需要者とした医薬品情報提供プラットフォーム運営事業

において，市場の閉鎖性・排他性の問題が生じる可能性について検討す

る8。 

製薬業界においては，ＭＤＢが事実上の標準のように利用されており，

日本アルトマークのＭＤＢと同水準のデータベースを提供できる事業

者は存在しないことを踏まえれば，製薬会社にとってＭＤＢは必要不可

欠なものであり，当事会社が本件組合せ提供等に及べば，製薬会社はこ

れを受け入れざるを得ないと考えられる。そのため，本件組合せ提供等

により，当事会社と競争関係にある医薬品情報提供プラットフォーム運

営事業者は市場から排除される可能性が高い。 

したがって，当事会社は混合型市場閉鎖を行う能力がある。 

 

 混合型市場閉鎖のインセンティブ 

上記アのとおり，当事会社は混合型市場閉鎖を行う能力があり，自己

の競争事業者を排除することによって，利益を増加させることができる。 

したがって，当事会社は混合型市場閉鎖を行うインセンティブがある。 

 

 医薬品情報提供プラットフォーム運営事業における参入圧力等 

製薬会社を需要者とした／医師を需要者とした医薬品情報提供プラット

フォーム運営事業には，参入圧力は働いていない。また，製薬会社が医師に

対し医薬品情報を提供する方法としては，①「自社のＭＲによって医薬品情

報を提供する」又は②「自社が運営するサイトを利用して医薬品情報を提供

する」という方法があるが，これらの方法では主に製薬会社の自社製品の医

薬品情報しか提供されないなど，医師にとって利便性が悪く，医薬品情報提

供プラットフォーム運営事業への競争圧力となっているとは認められない。 

 

 独占禁止法上の評価 

以上のことから，本件行為後，①投入物閉鎖，②秘密情報の共有及び③混

合型市場閉鎖によって，製薬会社を需要者とした／医師を需要者とした医

薬品情報提供プラットフォーム運営事業において，市場の閉鎖性・排他性が

生じるおそれがある。また，製薬会社を需要者とした／医師を需要者とした

医薬品情報提供プラットフォーム運営事業への参入圧力等は存在しない。

したがって，本件行為により，製薬会社を需要者とした／医師を需要者とし

た医薬品情報提供プラットフォーム運営事業における競争が実質的に制限

                                                      
8 市場の閉鎖性・排他性の問題をもたらす組合せ提供等を「混合型市場閉鎖」という。 
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されることとなる。 

 

第８  当事会社による問題解消措置の申出 

当事会社に対し，前記第７の５のとおり，本件行為により，製薬会社を需

要者とした／医師を需要者とした医薬品情報提供プラットフォーム運営事

業における競争が実質的に制限されることとなる旨の指摘を行ったところ，

当事会社から，以下の問題解消措置（以下「本件問題解消措置」という。）

の申出があった。 

 

 垂直型企業結合（投入物閉鎖）に対する対応 

(1) 供給継続義務 

当事会社は，本件行為の実行日以降期間の定めなく，医薬品情報提供プ

ラットフォーム運営事業における競争事業者（新規事業者も含む。）（以

下単に「競争事業者」という。）へのＭＤＢ等9の提供を拒絶しない。 

 

(2) ＭＤＢ等の提供価格及び提供価格以外の取引条件に係る差別的取扱い

の禁止 

当事会社は，本件行為の実行日以降期間の定めなく，競争事業者に対し

て提供するＭＤＢ等の価格，内容，品質等の取引条件について，差別的な

取扱いは行わない。 

 

 垂直型企業結合（秘密情報の共有）に対する対応 

当事会社は，本件行為の実行日以降期間の定めなく，ＭＤＢ等を利用した

競争事業者の事業に関する非公知の情報をエムスリーの役員及び従業員（こ

れらのうちエムスリーからアルトマークへの出向者であって上記の非公知

情報に関与又はアクセスする必要がある者は除く。）に開示しないよう日本

アルトマークの役員及び従業員に周知する。また，万一これに違反した場合

には就業規則等に基づき懲戒処分の対象になり得ることを了解する旨の誓

約書を当該役員等から提出させる。 

さらに，当事会社は，当該非公知情報に関与又はアクセスする必要がない

当事会社の役員及び従業員が当該非公知情報にアクセスできないようにす

る措置を講じる。 

そして，エムスリーから日本アルトマークに派遣された役員又は従業員が

エムスリーの役員又は従業員を兼任しており，上記の非公知情報に関与又は

アクセスできる場合には，非公知情報を利用して競争に影響を与え得るエム

                                                      
9 ＭＤＢ及びＭＤＢと同種ないし類似の医療施設・医療従事者の基本情報に関するデータベ

ースを指す。以下同じ。 
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スリーの業務には従事させないこととする。 

 

 混合型企業結合（混合型市場閉鎖）に対する対応 

当事会社は，本件行為の実行日以降期間の定めなく，ＭＤＢ等の提供に併

せて，当事会社の各種サービスを利用することや他社サービスを利用しない

ことを条件にせず，当事会社の各種サービスの提供に併せて，ＭＤＢ等の価

格を値引きしたり，ＭＤＢ等の内容，品質等の提供条件等を有利に設定しな

い。 

 

 定期報告等 

当事会社は，本件行為後５年間，１年に１回，法務グループが本件問題解

消措置の遵守状況を監査する。また，当事会社は公正取引委員会に５年間の

定期報告を行う。さらに，公正取引委員会からの情報提出要請について，特

に期限を設けず対応する。 

 

第９  本件問題解消措置に対する評価 

 垂直型企業結合（投入物閉鎖）に対する対応 

当事会社は，競争事業者に対して，本件行為の実行日以降期間の定めなく

①ＭＤＢ等の提供継続義務を負うとともに，②ＭＤＢ等の価格等に係る差別

的取扱いの禁止の義務を負うこととなるため，本件問題解消措置により投入

物閉鎖は解消されるものと評価できる。 

 

 垂直型企業結合（秘密情報の共有）に対する対応 

当事会社は，本件行為の実行日以降期間の定めなく，エムスリーの役員等

が競争事業者の非公知情報を利用することができないような対応及び措置

を講ずることとなるため，競争事業者の非公知情報を取得すること等により，

当事会社が不当に有利になることを防止する観点から，本件問題解消措置は

適切であると評価できる。 

 

 混合型企業結合（混合型市場閉鎖）に対する対応 

当事会社は，本件行為の実行日以降期間の定めなく，本件組合せ提供等を

行うことが禁止されることとなるため，本件問題解消措置により混合型市場

閉鎖は解消されるものと評価できる。 

 

 定期報告等 

当事会社は内部監査及び定期報告を５年間行うとともに，当委員会からの

情報提供要請については期限の定めなく対応することを踏まえれば，これら
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の対応は本件問題解消措置の実効性担保の観点から，適切であると評価でき

る。 

 

 小括 

以上のことから，当事会社が本件問題解消措置を講じることを前提とすれ

ば，本件行為による市場の閉鎖性・排他性の問題は生じないと評価できるこ

とから，本件行為により，製薬会社を需要者とした／医師を需要者とした医

薬品情報提供プラットフォーム運営事業における競争を実質的に制限する

こととはならないと認められる。 

 

第１０  結論 

当事会社が本件問題解消措置を講じることを前提とすれば，本件行為が一

定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと判断し

た。 
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事例９ ㈱マツモトキヨシホールディングスによる㈱ココカラファインの株式

取得 

 

第１  当事会社 

株式会社マツモトキヨシホールディングス（法人番号2040001040238）（以

下「マツモトキヨシ」という。）及び株式会社ココカラファイン（法人番号

9010801018108）（以下「ココカラファイン」という。）は，いずれもドラ

ッグストア業を営む会社の最終親会社である。 

以下，マツモトキヨシと既に結合関係が形成されている企業の集団を「マ

ツモトキヨシグループ」といい，ココカラファインと既に結合関係が形成さ

れている企業の集団を「ココカラファイングループ」という。また，マツモ

トキヨシグループとココカラファイングループを併せて「当事会社グルー

プ」という。 

 

第２  本件の概要及び関係法条 

本件は，ドラッグストア業を営む子会社を有するマツモトキヨシが，同様

にドラッグストア業を営む子会社を有するココカラファインの株式に係る

議決権の２０％を超えて取得すること（以下「本件行為」という。）を計画

したものである。 

関係法条は，独占禁止法第１０条である。 

 

第３  一定の取引分野 

 役務の概要 

ドラッグストアは，一般用医薬品及び要指導医薬品1（以下「一般用医薬品

等」という。）や化粧品のほか，家庭用品，飲食料品等を取り扱い，これら

のカテゴリーの商品を消費者向けに販売する業態の小売業の店舗である。 

ドラッグストアと同様のカテゴリーの商品を取り扱っている他の業態（以

下「他業態」という。）の店舗として，調剤薬局，化粧品店といった各種専

門店，スーパーマーケット，ディスカウントストア等がある。ドラッグスト

アと他業態の店舗が共通して取り扱っている商品カテゴリーとしては，下表

のようなものが存在する。 

 

 

                                                      
1 いずれも消費者がドラッグストア等で処方箋なしに購入することができる医薬品である

が，一般用医薬品は，薬剤師又は登録販売者からの情報提供に基づいて購入するものである

のに対し，要指導医薬品は，薬剤師の対面による情報提供等が必要とされている。 
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商品カテゴリー 具体的商品例 取り扱う他業態の店舗 

一般用医薬品等 かぜ薬，胃腸薬など  調剤薬局，スーパーマーケ

ット，ディスカウントスト

アなど 

化粧品 口紅，化粧水など 化粧品店，スーパーマーケ

ット，ディスカウントスト

アなど 

家庭用品 バス・トイレ・キッチン用

品，住居用洗剤など 

スーパーマーケット，ディ

スカウントストア，ホーム

センターなど 

飲食料品 加工食品，飲料，健康食品

など 

同上 

 

 役務範囲 

(1) ドラッグストアと調剤薬局との代替性  

ドラッグストアと調剤薬局とは，いずれも一般用医薬品等を取り扱うも

のの，調剤薬局は医師の処方箋を必要とする処方箋医薬品の取扱いを主と

するのに対し，ドラッグストアは，規制上，処方箋医薬品の取扱いはでき

ず，一般用医薬品等を主として取り扱うほか，化粧品，家庭用品，飲食料

品といった様々なカテゴリーの商品を取り扱っている。そのため，両者の

間の需要の代替性は限定的である。 

また，供給面においても，ドラッグストアでは処方箋医薬品を販売する

ことができない一方，調剤薬局では化粧品，飲食料品等の多様な商品を陳

列するための店舗スペースや陳列等に係るノウハウの確保が困難であり，

両者の間の供給の代替性は限定的である。 

 

(2) ドラッグストアと他業態の小売店舗との代替性  

ドラッグストアが主に取り扱う商品カテゴリーである一般用医薬品等

及び化粧品については，それぞれ，調剤薬局及び化粧品店においても取扱

いがある一方で，これらの他業態の専門店におけるその他のカテゴリーの

商品の取扱いは限定的である。一方，スーパーマーケット，ディスカウン

トストア等においては，幅広いカテゴリーの商品を取り扱うものの，一般

用医薬品等及び化粧品の取扱いは限定的である。これらのことから消費者

はドラッグストアと他業態の店舗とを目的に応じて使い分けており，両者

の間の需要の代替性は限定的である。 

また，供給面においても，ドラッグストアが主に取り扱う商品カテゴリ

ーである一般用医薬品等を取り扱うには薬剤師等の有資格者の確保が必
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要であり，これは，他業態との大きな違いであることから，両者の間の供

給の代替性は限定的である。 

 

(3) ドラックストア業とインターネット通信販売業との代替性  

ドラッグストアで取扱いのある一般用医薬品を含めた多様なカテゴリ

ーの商品は，インターネット通信販売によっても消費者に販売されている。

ドラッグストアには，店舗で実際に商品を手に取って即時に購入でき，ま

た，商品によっては試用できるほか，薬剤師等に対して対面で相談できる

といった特徴がある。一方，インターネット通信販売には，地理的又は時

間的な制約なく購入が可能であるといった特徴がある。このように，ドラ

ッグストアとインターネット通信販売にはそれぞれの特徴があり，消費者

は，これらの特徴を踏まえて，購入する商品に応じて，いずれかのうち自

らのニーズに合った方を選択しているが，とりわけドラッグストアが主に

取り扱う商品カテゴリーである一般用医薬品については，インターネット

通信販売を通じた商品の購入は相当程度限られるものと考えられる。した

がって，両者の間の需要の代替性は限定的である。  

また，ドラッグストア業を営むには，店舗スペースの確保に加え，商品

の陳列等に係るノウハウが必要であるのに対し，インターネット通信販売

業を営むには，商品を保管するための倉庫の設置，注文の受付等に係るノ

ウハウが必要であることから，両者の間の供給の代替性は限定的である。 

 

(4) 小括 

以上のことから，本件では，「ドラッグストア業」を役務範囲として画

定した。 

 

 地理的範囲 

ドラッグストア業を営む事業者間の競争は店舗ごとに行われていると認

められるところ，その商圏は一律に定まるものではなく，立地状況（都市部

か郊外か），周辺施設，人口，隣接道路の交通量，店舗の規模等によって店

舗ごとに異なる。 

本件では，当事会社グループの店舗が競合する地域が都市部にとどまらず，

郊外にもあることを踏まえ，立地状況等に応じて，各店舗の商圏と考えられ

る「店舗から半径５００ｍから２ｋｍ」の範囲を地理的範囲として画定した。 

 

第４  本件行為が競争に与える影響 

当事会社グループはいずれもドラッグストア業を営んでいることから，本

件行為は，ドラッグストア業における水平型企業結合に該当する。 
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 ドラッグストアにおける競争 

ドラッグストアは，各グループ（以下「ドラッグストアグループ」という。）

の傘下の店舗においては，ドラッグストアグループの本部が決定した立地場

所において，取扱商品，販売価格の設定方法，共通のポイントカードの導入

等に関する指示を受けながら，周辺の競合店との競争に応じて販売価格を変

動させるなどして競争を行っている。 

 

 競争事業者の状況 

前記第３の３で画定した地理的範囲内にマツモトキヨシグループ及びコ

コカラファイングループのドラッグストアがいずれも存在する地域は，全国

に２９５地域存在する2。 

前記１のとおり，同一のドラッグストアグループに属するドラッグストア

は，商品の品ぞろえ，販売価格等に関して各ドラッグストアグループの本部

からの指示を受けていることから，同一ドラッグストアグループ内の各店舗

間の競争は限定的であり，各地理的範囲内に所在するドラッグストアは，ド

ラッグストアグループ単位で競争しているものと考えられる。このため，上

記２９５地域においては，本件行為により，競合関係にあるドラッグストア

グループの数が一つずつ減少することとなる。 

このうち，本件行為後もドラッグストアグループの数が３以上となる地域

（２１０地域）及び本件行為によりドラッグストアグループの数が３から２

に減少する地域であっても，当事会社グループ以外のドラッグストアグルー

プ（以下「競合ドラッグストアグループ」という。）の店舗数が当事会社グ

ループの店舗数を上回っている地域（１地域）に関しては，引き続き活発な

競争が行われると認められる。 

他方，残りの８４地域については，本件行為により，ドラッグストアグル

ープの数が２から１になる地域（３３地域）又はドラッグストアグループの

数が３から２に減少する地域であって，当事会社グループの店舗数が競合ド

ラッグストアグループの店舗数と同数又はこれを上回っている地域（５１地

域）であり，これらの地域においては，本件行為が商品の販売価格等をめぐ

る競争に与える影響が比較的大きいと考えられる。そこで，以下では，これ

らの８４地域（以下，当該８４地域を単に「８４地域」という。）について，

本件行為により一定の取引分野における競争を実質的に制限することとな

るか否かについて検討した。 

 

                                                      
2 この項に記載した地域の数は，審査時点において出店予定であったものが含まれる。 
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 ８４地域に係る競争の実質的制限に関する検討 

(1) 競合ドラッグストアグループからの競争圧力 

８４地域のうち３１地域については，ドラッグストアグループの数が３

から２に減少する地域であるものの，競合ドラッグストアグループの店舗

が当事会社グループの店舗の一方に近接している等の立地状況からみて，

当該競合ドラッグストアグループの店舗からの競争圧力が働いていると

認められる。さらに，これらの地域においては，後記(3)の隣接市場からの

競争圧力と同様の競争圧力も一定程度働いていると認められる。したがっ

て，当該３１地域については，本件行為が競争に及ぼす影響は限定的であ

ると認められる。 

 

(2) 当事会社グループの店舗間の従来の競争の状況 

８４地域から前記（1）の３１地域を除いた地域のうち，３４地域につい

ては，ドラッグストアグループの数が２から１になる地域（２２地域）又

はドラッグストアグループの数が３から２に減少する地域（１２地域）で

あるものの，当事会社グループの店舗の最寄駅が異なる等の立地状況から

みて，一方の店舗と他方の店舗との競合の度合いが低く，従来から当事会

社グループの店舗間での競争は不活発であったと推測される。さらに，こ

れらの地域においては，後記(3)の隣接市場からの競争圧力と同様の競争

圧力も一定程度働いていると認められる。したがって，当該３４地域につ

いては，本件行為が競争に及ぼす影響は限定的であると認められる。 

 

(3) 隣接市場からの競争圧力 

 地理的隣接市場からの競争圧力 

ドラッグストアに来店する消費者は，実際には，道路状況等により，

前記第３の３で画定した地理的範囲を越えた地域に所在するドラッグ

ストアを利用することもある。８４地域から前記(1)及び前記(2)の計６

５地域を除いた地域のうち，１２地域については，ドラッグストアグル

ープの数が２から１になる地域（５地域）又はドラッグストアグループ

の数が３から２に減少する地域（７地域）であり，前記(1)又は(2)の競

争圧力等と同様の競争圧力等は認められないものの，隣接する地域には，

競合ドラッグストアグループの店舗がそれぞれ複数存在しており，当事

会社グループの店舗とこれら隣接地域に所在する競合ドラッグストア

グループの店舗との間でも価格競争やサービス競争が行われ，地理的隣

接市場からの競争圧力が働いていると認められる。さらに，これらの地

域においては，後記イの他業態からの競争圧力と同様の競争圧力も一定

程度働いていると認められる。したがって，当該１２地域については，



 

 

７５ 

本件行為が競争に及ぼす影響は限定的であると認められる。 

 

 他業態（スーパーマーケット等）からの競争圧力   

前記第３の１のとおり，ドラッグストアが取り扱っているカテゴリー

の商品については，他業態の店舗でも取り扱っているものもある。この

ため，ドラッグストアの近隣に他業態の店舗がある地域に関しては，こ

うした共通して取り扱われるカテゴリーの商品について，価格競争やサ

ービス競争が行われていると認められ，ドラッグストアに対し，他業態

の店舗からの競争圧力が一定程度働いていると認められる。 

８４地域から前記(1)及び前記(2)の計６５地域を除いた地域のうち，

７地域については，ドラッグストアグループの数が２から１になる地域

（６地域）又はドラッグストアグループの数が３から２に減少する地域

（１地域）であり，前記(1)又は(2)の競争圧力等と同様の競争圧力等は

認められないものの，スーパーマーケット等の他業態の店舗が存在して

いる状況にあることから，当該７地域において，これら他業態の店舗ご

とに，当事会社グループの店舗と共通して取り扱われているカテゴリー

の商品については，競争圧力が働いていると認められる。さらに，これ

らの地域においては，前記アの地理的隣接市場からの競争圧力と同様の

競争圧力も一定程度働いていると認められる。したがって，当該７地域

については，本件行為が競争に及ぼす影響は限定的であると認められる。 

 

 小括 

以上のことから，８４地域のいずれにおいても，本件行為が競争に及ぼす

影響は限定的であると認められる。 

 

第５  経済分析 

① 本件行為により，当事会社グループの店舗が存在する地理的範囲にお

けるドラッグストアグループの数が減少する結果として，当事会社グル

ープが価格競争等を行わなくなり，店舗の粗利益率が増加することにな

るか否か，及び 

② スーパーマーケットやディスカウントストア等他業態の店舗が当事

会社グループの競争圧力として働き，当事会社グループの店舗の粗利益

率を引き下げているか否か 

を評価することを主な目的として，経済分析を実施した。 

 

 データ及び代表的モデル 

分析に当たって，当事会社グループの一方（以下「Ａ社」という。）につ
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いては，平成２７年４月から平成３１年３月までの，店舗別の損益計算書や

商品カテゴリー別の売価原価を含む売上データ，出退店情報を含む店舗別の

競争事業者リスト3等，調剤薬局を除いた約７００店舗分のデータを用いた

（以下，Ａ社提出データを用いた分析を「Ａ社分析」という。）4。当事会社

グループのもう一方（以下「Ｂ社」という。）については，平成３０年の店

舗別の損益計算書や商品カテゴリー別の売価原価を含む売上データ，令和元

年５月時点の店舗別の競争事業者リスト5等，調剤薬局を除いた約１０００

店舗分のデータを用いた（以下，Ｂ社提出データを用いた分析を「Ｂ社分析」

という。）6 7。 

分析に当たっては，回帰分析を用いたところ，Ａ社分析で用いた基本モデ

ルは次のとおりである8。 

 

粗利益 ,  = α + β × 半径500m以内競合ドラッグストアグループ数 ,  
 ＋β × 半径500m〜2km競合ドラッグストアグループ数 ,      ＋β × 半径500m以内スーパーマーケット数 ,      ＋β × 半径500m以内ディスカウントストア数 ,  +γ × 年ダミー＋δ × 月ダミー＋店舗固定効果 + ϵ ,  

式

（１） 

 

式（１）に含まれる「半径５００ｍ以内競合ドラッグストアグループ数」

は，各店舗について，該当する年月時点において，店舗から半径５００ｍ以

                                                      
3 Ａ社の競争事業者リストには，Ａ社の店舗を中心とした商圏の中に所在する競合ドラッグ

ストアグループや他業態の店舗が含まれているところ，商圏の範囲は店舗ごとに大きく異

なっており，遠方に所在する競合ドラッグストアグループの一部や，商圏内に存在する他業

態の店舗の多くが，データに含まれていない。 
4 Ａ社分析においては，商圏内の出退店情報が入手できた店舗に限定して，パネルデータ（分

析対象店舗の複数時点におけるデータ）を構築した。 
5 Ｂ社の競争事業者リストには，Ｂ社の店舗を中心とした一律の距離内に所在する競合ドラ

ッグストアグループや他業態の店舗が，おおむね全て含まれている。 
6 Ｂ社分析においては，Ｂ社店舗の商圏内の出退店情報が入手できなかったことから，クロ

スセクションデータ（ある時点における，複数店舗に係る情報を集めたデータ）を構築した。 
7 Ｂ社について，競争事業者リストに係るデータは令和元年５月時点である一方，粗利益率

等の他のデータは平成３０年のものであり，期間にずれが生じている。１年程度の期間で劇

的に商圏内の競争環境が変わった市場はごく一部であると予想されることから，平成３０

年の粗利益率を用いた分析も，競争環境への影響を捉えるのに十分信頼性があると考えら

れる。 
8 Ｂ社分析で用いたモデルもおおむね同じであるが，Ｂ社分析で用いたデータは平成３０年

のクロスセクションデータであることから，年ダミー，月ダミー及び店舗固定効果を含める

ことができない。そのため，店舗の特徴をコントロールする変数として，店舗面積の自然対

数やＢ社が用いている地域分類及び店舗類型の固定効果を含めた。 



 

 

７７ 

内に存在する競合ドラッグストアグループの数である9。iは店舗，ｔは観察

値が観測された年月を意味する。同様に，「半径５００ｍ〜２ｋｍ競合ドラ

ッグストアグループ数」は，各店舗について，該当する年月時点において，

店舗から半径５００ｍ〜２ｋｍに存在する競合ドラッグストアグループの

数であり，「半径５００ｍ以内スーパーマーケット数」及び「半径５００ｍ

以内ディスカウントストア数」は，それぞれ，各店舗について，該当する年

月時点において，店舗から半径５００ｍ以内に存在するスーパーマーケット

又はディスカウントストアの数である。また，「年ダミー」は観察値が観測

された年に係るダミー変数であり，粗利益率のトレンドをコントロールする。

「月ダミー」は観察値が観測された月に係るダミー変数で，粗利益率の季節

性をコントロールする。「店舗固定効果」は，店舗特有の事情による粗利益

率の差をコントロールする目的で含まれている。ϵは誤差項である。 

 

 分析結果及び解釈 

前記１記載のモデル等を用いた分析の結果は以下のとおりである。 

(1) 半径５００ｍ以内に所在する競合ドラッグストアグループからの競争

圧力10 

まず，Ａ社分析及びＢ社分析のいずれからも，本件行為により，店舗か

ら半径５００ｍ以内に存在する競合ドラッグストアグループの数が減少

すると，たとえ他の競争事業者が地理的範囲内に存在していたとしても当

事会社グループの店舗の粗利益率をおおむね全ての商品カテゴリーで引

き上げる効果，すなわち，全ての商品カテゴリーにおいて商品の販売価格

を引き上げる効果が生じ得るといえることが分かった。しかしながら，競

合ドラッグストアグループ数が１社減少することによる店舗全体の粗利

益率の平均上昇幅は，Ａ社分析では０.４パーセントポイント，Ｂ社分析

では０.１パーセントポイント程度であり，高い値とまではいえないもの

であった。 

上記の結果から，地理的に比較的近接した競合ドラッグストアグループ

の数の増減が当事会社グループの粗利益率に影響を及ぼすことが確認さ

                                                      
9 推定結果の頑健性を確認するため，半径５００ｍ以内競合ドラッグストアグループ数の代

わりに，半径５００ｍ以内競合ドラッグストアグループ数をダミー変数化した場合のモデ

ル等も分析したところ，おおむね同じ結果が得られた。 
10 推計に当たっては，データのサンプル数よりも説明変数が多いことによって生じる過剰

適合（overfitting）の問題に対処する必要があることなどから，２（１）の半径５００ｍ

以内に所在する競合ドラッグストアグループの店舗からの競争圧力の分析では，式（１）の

説明変数のうち５００ｍ以内ドラッグストアグループ数，年ダミー，月ダミー，店舗固定効

果に説明変数を限って推計を行った結果を記載している。 

なお，全ての説明変数を入れた場合でも結果はおおむね同じであった。 
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れ，競合ドラッグストアグループの数により競争上問題となり得る地域を

絞り込む手法の妥当性を支持する結果が得られた。ただし，競合ドラッグ

ストアグループの数の減少による粗利益率の上昇幅はそれほど大きくは

なく，隣接市場からの競争圧力など他の考慮要素が十分に働けば，競争を

実質的に制限することとはならない可能性が高い。このことから，競合ド

ラッグストアグループ数の減少の影響が大きいと考えられる地理的範囲

について,競合ドラッグストアグループの数により検討の対象とする地域

を絞り込んだ上で，各地域について他の考慮要素を踏まえた個別の実態判

断を行うという前記第４で行った定性的分析の分析手法を支持する結果

が得られたといえる。 

 

(2) 半径５００ｍよりも遠方に所在する競合ドラッグストアグループから

の競争圧力11 

Ａ社分析では，半径５００ｍ以内で独占となっている店舗に限定すれば，

店舗から半径５００ｍよりも遠方に所在する競合ドラッグストアグルー

プの存在が，Ａ社の店舗の粗利益率を引き下げる効果を有するという分析

結果が得られた。他方，Ｂ社分析からは，住宅街や郊外に立地する店舗に

ついて，店舗から半径５００ｍよりも遠方に所在する競合ドラッグストア

グループが，Ｂ社の店舗の粗利益率を引き下げる効果を有するという結果

は得られなかった。この分析結果の違いは，Ｂ社分析で用いたデータには

各店舗から一律の距離に存在する競合ドラッグストアグループの店舗が

全て含まれているのに対し，Ａ社分析で用いたデータには店舗ごとに把握

されている競合ドラッグストアグループの店舗の範囲にバラつきがある，

という脚注３ないし６に記載したデータの違いに起因するものと思われ

る。 

本分析結果を踏まえると，たとえ店舗が住宅街や郊外に立地する場合の

ように，都市部に比べて競争が行われる地理的範囲が広いと考えられる場

合であっても，店舗から比較的近い距離における競合ドラッグストアグル

ープとの競争状況を優先的に評価することが望ましく，また，より遠方の

                                                      
11 近くに競合ドラッグストアグループが存在する場合には，遠方に所在する競合ドラッグ

ストアグループの影響が確認できない可能性が考えられるため，分析対象を半径５００ｍ

以内で独占となる店舗（半径５００m以内に競合ドラッグストアグループの店舗が存在しな

い店舗）に絞った。また，Ａ社については，半径５００ｍ以内で独占となる店舗全てを分析

対象としたが，Ｂ社のデータは，商圏が半径５００ｍ以内と設定されている店舗については，

半径５００ｍよりも遠方に所在する競合ドラッグストアグループに関する情報がなかった

ため，商圏が半径５００ｍよりも広い店舗のみを分析の対象とした。その上で， 半径５０

０ｍ以内の競合ドラッグストアグループ数，年ダミー，月ダミー，店舗固定効果の影響をコ

ントロールした上で，店舗から半径５００ｍ〜２ｋｍ以内に所在するドラッグストアグル

ープ数の効果を推計した。 
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競合ドラッグストアグループについては競争圧力となり得るのかを実態

を踏まえて判断する方が望ましい可能性があることが示唆されたといえ

る。この点，前記第４において，各地理的範囲内における当事会社グルー

プ同士の競合状況について立地状況など実態を踏まえた検討を行い（前記

第４の３(2)），また，地理的な隣接市場からの競争圧力に関する評価に際

しては，当事会社グループの店舗から一定程度離れた隣接市場に立地する

競合ドラッグストアグループの店舗について実態を踏まえた検討を行っ

た（前記第４の３(3)ア）という定性的分析に係る分析手法を支持する結

果が得られたといえる。 

 

(3) 半径５００ｍ以内に所在する他業態からの競争圧力12 

他業態のうち，スーパーマーケットについて，競合状況にかかわらず商

圏内に存在するスーパーマーケットがおおむね全てデータに含まれてい

るＢ社分析の結果からは，スーパーマーケットが商圏内に存在した場合，

Ｂ社の店舗で取り扱う商品カテゴリーのうち飲食料品については粗利益

率を引き下げる影響を及ぼし得る結果が得られたものの，店舗全体や他の

商品カテゴリーに対しては粗利益率を引き下げるという一貫した結果は

得らなかった。 

他方，商圏内に存在するスーパーマーケットのうちＡ社が競争事業者と

して認識している特定のスーパーマーケットのみがデータに含まれてい

るＡ社分析の結果からは，当該特定のスーパーマーケットが商圏内に存在

することによって，Ａ社店舗で取り扱う大半の商品カテゴリー及び店舗全

体の粗利益率を引き下げる効果が確認された。 

これらの結果から，地理的範囲内に所在するスーパーマーケットを直ち

に競争圧力として評価することはできず，実態を踏まえて評価すべきこと

が示唆された。この点，前記第４の３(3)イにおいて，地理的範囲内に存在

するスーパーマーケットごとに，当事会社の店舗と共通して取り扱われる

商品カテゴリーを検討した上で評価することにより，個別の競合状況の実

態を踏まえた定性的分析を行ったことを支持する結果が得られたといえ

る13。 

                                                      
12 本分析では， 店舗から半径５００ｍ以内のドラッグストアグループ数，年ダミー，月ダ

ミー，店舗固定効果の影響をコントロールした上で，店舗から半径５００ｍ以内のスーパー

マーケットの数の効果を推計した。 
13 他方，本分析では，ディスカウントストアの存在の影響についても分析しているところ，

当事会社グループいずれのデータを用いた分析においても，ディスカウントストアが商圏

内に存在することで店舗全体や多くの商品カテゴリーにおける粗利益率が低下するという

一貫した結果は得られず，商圏内におけるディスカウントストアは，当事会社グループに対

する競争圧力とはなっていない可能性が示唆された。  
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 小括 

経済分析の結果，第４で述べた定性的分析を一定程度以上裏付ける結果が

得られた。 

 

第６  結論 

本件行為により，一定の取引分野における競争を実質的に制限することと

はならないと判断した。 

 

                                                      
この点は，ドラッグストアとディスカウントストアが取り扱っている商品カテゴリーの

一般的な重複等から推測される結果に反するものとなっている。ディスカウントストアが

ドラッグストアの売上高のみに影響を与え，粗利益率には影響を与えないという可能性は

否定されないものの，データの質の改善や分析の精緻化，他の分析手法等により異なる結論

が得られる可能性もあるため，本件審査の評価においては，参考にするにとどめている。 
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事例１０ ㈱三菱ＵＦＪ銀行によるディーゼットバンクエージーからの航空機

ファイナンス事業の譲受け 

 

第１  当事会社 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行（法人番号5010001008846）（以下「三菱ＵＦＪ銀

行」という。）は，銀行業を営む会社である。 

ディーブイビーバンクエスイー（本社ドイツ。以下「ＤＶＢバンク」とい

う。）及びディーブイビートランスポートファイナンスリミテッド（法人番

号9700150000051）（本社イギリス。以下「ＤＶＢトランスポート」という。）

は，いずれも金融業を営む会社である。 

以下，三菱ＵＦＪ銀行の最終親会社である株式会社三菱ＵＦＪフィナンシ

ャル・グループ（法人番号4010001073486）と既に結合関係が形成されてい

る企業の集団を「三菱ＵＦＪグループ」という。また，ＤＶＢバンク及びＤ

ＶＢトランスポートの最終親会社であるディーゼットバンクエージー（本社

ドイツ）と既に結合関係が形成されている企業の集団を「ＤＺ ＢＡＮＫグ

ループ」という。 

 

第２  本件の概要及び関係法条 

本件は，三菱ＵＦＪ銀行が，ＤＺ ＢＡＮＫグループに属するＤＶＢバン

ク及びＤＶＢトランスポートの両社が営む航空機ファイナンス事業を譲り

受けること（以下「本件行為」という。）を計画したものである。 

関係法条は，独占禁止法第１６条である。 

 

第３  一定の取引分野 

 役務の概要 

航空機ファイナンス事業とは，巨額の設備投資を必要とする事業者を対象

とした事業性貸出しの一種であり，需要者である航空会社や航空機リース会

社に対し，商用航空機の購入に必要な資金又は，商用航空機の購入に係る既

存の借入れの借換えに必要な資金の貸出しを行う事業である。主に，銀行，

リース会社等の金融機関によって営まれている。 

 

 役務範囲 

(1) 需要の代替性 

巨額の設備投資を必要とする事業者を対象とした事業性貸出しには，航

空機ファイナンス事業のほかに，船舶，不動産，インフラ等の購入等を必

要とする事業者を対象とした各種事業性貸出し（以下「その他のファイナ

ンス事業」という。）がある。航空機ファイナンス事業の需要者である航
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空会社や航空機リース業者は，商用航空機の購入等に必要な資金の借入れ

を目的としているのに対し，その他のファイナンス事業の需要者は，それ

ぞれ，異なる目的で資金を調達しているため，航空機ファイナンス事業と

その他のファイナンス事業は需要者が異なるとともに用途が異なる。 

したがって，航空機ファイナンス事業とその他のファイナンス事業の間

に需要の代替性は認められない。 

 

(2) 供給の代替性 

航空機ファイナンス事業を営むに当たっては，航空機の機種ごとの需要

及び供給の動向，航空会社の経営の動向，その他グローバルな航空市況の

全般的な動向等に関する高度に専門的な知識等が必要である。必要となる

専門的なノウハウ等の内容は貸出しの対象となる需要者が購入等する商

品によって異なり，例えば，その他のファイナンス事業のうち船舶に係る

ものを営む者が航空機ファイナンス事業に必要な専門的なノウハウ等を

取得することは容易でないため，その他のファイナンス事業を営む者が航

空機ファイナンス事業へ容易に転換できるとは認められない。したがって，

航空機ファイナンス事業とその他のファイナンス事業の間の供給の代替

性は限定的である。 

 

(3) 小括 

以上のことから，「航空機ファイナンス事業」を役務範囲として画定し

た。 

 

 地理的範囲 

航空機ファイナンス事業の需要者は，借入可能額や金利等を考慮してより

有利な条件を提示した金融機関から借入れを行うことが通常であり，国内外

の航空機ファイナンス事業者を差別することなく取引している。また，航空

機ファイナンス事業者は，需要者の所在する国を問わず取引している。 

したがって，「世界全体」を地理的範囲として画定した。 

 

第４  本件行為が競争に与える影響 

航空機ファイナンス事業の市場シェアは下表のとおりであり，本件行為後

のＨＨＩ増分は約１０であることから，水平型企業結合のセーフハーバー基

準に該当する。 
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【平成２９年における航空機ファイナンス事業における市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

- 三菱ＵＦＪグループ ０－５％ 

- ＤＺ ＢＡＮＫグループ ０－５％ 

- その他 約９５％ 

合計 １００％ 

 

第５  結論 

本件行為により，一定の取引分野における競争を実質的に制限することと

はならないと判断した。 

 



令和２年度における企業結合関係届出の状況及び主要な企業結合事例について 

 

令 和 ３ 年 ７ 月 ７ 日 

公 正 取 引 委 員 会 

 

株式保有，役員兼任，合併，分割，共同株式移転又は事業譲受け等（以下「企業結合」

という。）が，一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合，その

企業結合は，独占禁止法に基づいて禁止される。一定の要件を満たす企業結合計画につ

いては，それを実行する前に公正取引委員会に届け出なければならない（事前届出の義

務）。公正取引委員会は，届出のあった企業結合計画等について，「企業結合審査に関

する独占禁止法の運用指針（企業結合ガイドライン）」（平成16年５月31日公正取引委

員会）に示された考え方に基づき，需要者にとって十分な選択肢が確保できなくなるよ

うな状況になるかどうか，つまり，競争が実質的に制限されることとなるかどうかとい

う観点から審査（企業結合審査）を行っている。仮に当初の企業結合計画では競争を実

質的に制限することとなると判断される場合であっても，当事会社が一定の適切な措置

を採ることを公正取引委員会に申し出，当事会社が当該措置を講ずることにより，その

問題を解消することができる場合がある。 

令和２年度における企業結合関係届出の状況と主要な企業結合事例の概要は，以下の

とおりである（詳細は，別添１及び別添２を参照。）。 

 

第１ 令和２年度における企業結合関係届出の状況（別添１） 

令和２年度において，企業結合計画の届出を受理した案件は266件（対前年度比

14.2％減）であり，このうち，「第１次審査の結果，独占禁止法上問題ないとして，

排除措置命令を行わない旨の通知をした案件」は258件，「より詳細な審査が必要で

あるとして，第２次審査に移行した案件」は１件，「第１次審査中に取下げがあっ

た案件」は７件であった。 

また，令和２年度において，届出を要しない企業結合計画（当事会社からの相談

があったもの又は公正取引委員会が審査を開始したもの）に関して審査を終了した

案件は，９件であった。 

以上の令和２年度において審査が行われた案件のうち，当事会社が申し出た措置

を前提として独占禁止法上の問題がないと判断したものは６件であった。 

 

 

 

 

   問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課 

           電話 ０３－３５８１－３７１９（直通） 

   ホームページ http://www.jftc.go.jp/ 



第２ 令和２年度における主要な企業結合事例（別添２） 

令和２年度に公正取引委員会が審査を終了した事例のうち，企業結合を計画して

いる事業者の参考に資すると思われる９事例，及び令和２年度に公正取引委員会が

審査を行い令和３年度に審査を終了したものである１事例について，その審査内容

を別添２のとおり，公表することとした。 

別添２に記載した10事例のうち，①当事会社が申し出た措置を前提として独占禁

止法上の問題はないと判断した事例は４事例（事例３，４，６及び10），②経済分

析結果を紹介している事例は４事例（事例２，３，６及び10），③届出を要しない

企業結合計画に関して審査を終了した事例は１事例（事例６）である。 



令和２年度における企業結合関係届出の状況 
 

令 和 ３ 年 ７ 月 ７ 日 

公 正 取 引 委 員 会 

 

 

第１ 株式取得等の届出受理及び審査の状況 

令和２年度において，企業結合計画の届出を受理した件数は 266 件（対前年度

比 14.2％減）であり，その内訳は，株式取得に係る届出が 223 件，合併に係る届

出が 16 件，分割に係る届出が７件，共同株式移転に係る届出が０件，事業譲受

け等に係る届出が 20 件であった。 

令和２年度に届出を受理した件数 266 件のうち，「第１次審査の結果，独占禁

止法上問題がないとして，排除措置命令を行わない旨の通知をした件数」は 258

件，「より詳細な審査が必要であるとして，第２次審査に移行した件数」は１件，

「第１次審査中に取下げがあった案件」は７件であった。 

また，令和２年度に審査を終了した事例のうち，当事会社が申し出た措置を前

提として独占禁止法上の問題はないと判断したものは６事例，届出を要しない企

業結合計画に関するもの（当事会社からの相談があったもの又は公正取引委員会

が審査を開始したもの）は９事例であった。 

 

過去３年度の届出受理及び審査の状況は第１表，第２表及び第３表のとおりで

ある。 

 

第１表 過去３年度に受理した届出の処理状況 

  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

届出件数 321 310 266 

第１次審査で終了した案件（注１） 315 300 258 

うち禁止期間の短縮を行った案件 (240) (217) (199) 

第１次審査終了前に取下げがあった案件 4 9 7 

第２次審査に移行した案件 2 1 1 

（注１） 第１次審査の結果，独占禁止法上問題がないとして，排除措置命令を行わない旨の通知を

したもの。 

  

別添１ 
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第２表 過去３年度における第２次審査の処理状況 

  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

第２次審査で終了した案件（注３） 3 0 1 

当事会社が申し出た措置を前提に問題なしとした案件 2 0 1 

排除措置命令を行った案件 0 0 0 

（注２） 当該年度に受理したか否かにかかわらず，当該年度において処理したものについて記載し

ている。 

（注３） 第２次審査の結果，独占禁止法上問題がないとして，排除措置命令を行わない旨の通知を

したもの。 

 

第３表 外国企業を当事会社に含む企業結合計画に係る届出の推移 

  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

日本企業と外国企業の統合計画に係る届出 6 12 6 

外国企業同士の統合計画に係る届出 34 39 14 

合計 40 51 20 

 

第２ 行為類型別の件数 

１ 株式取得 

⑴ 国内売上高合計額別の件数（第４表） 

 

第４表 国内売上高合計額別株式取得届出受理件数 
株式発行会社の 

国内売上高 

合計額 

 

株式取得会社の 

国内売上高合計額 

50 億円以上 

200 億円未満 

200 億円以上 

500 億円未満 

500 億円以上 

1000 億円未満 

1000 億円以上 

5000 億円未満 
5000 億円以上 合計 

200 億円以上 

500 億円未満 17 7 2 0 0 26 
500 億円以上 
1000 億円未満 17 7 2 2 0 28 
1000 億円以上 
5000 億円未満 54 16 9 7 2 88 
5000 億円以上 

１兆円未満 17 9 0 8 0 34 
１兆円以上 
５兆円未満 15 9 10 5 2 41 

５兆円以上 
2 0 0 3 1 6 

合計 
122 48 23 25 5 223 
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⑵ 議決権取得割合別の件数（第５表） 

 

第５表 議決権取得割合別の株式取得届出受理件数 

20％超 
50％以下 

50％超 合 計 

47 176 223 

（注４） 議決権取得割合とは，株式発行会社の株式を取得しようとする場合において，届出会社
が取得の後において所有することとなる当該株式発行会社の株式に係る議決権の数と届出
会社の属する企業結合集団に属する当該届出会社以外の会社等が所有する当該株式発行会
社の株式に係る議決権の数とを合計した議決権の数の株式発行会社の総株主の議決権の数
に占める割合である。 

 

２ 合併 

⑴ 態様別の件数 

合併に係る届出を態様別にみると，吸収合併が 16 件であり，新設合併はな

かった。 

 

⑵ 国内売上高合計額別の件数（第６表） 

 

第６表 国内売上高合計額別合併届出受理件数 
消滅会社の 

国内売上高 

合計額 

存続会社の 

国内売上高合計額 

50 億円以上 

200 億円未満 

200 億円以上 

500 億円未満 

500 億円以上 

1000 億円未満 

1000 億円以上 

5000 億円未満 
5000 億円以上 合計 

50 億円以上 

200 億円未満 0 0 0 0 0 0 
200 億円以上 

500 億円未満 1 0 2 1 0 4 
500 億円以上 

1000 億円未満 0 0 1 1 1 3 
1000 億円以上 

5000 億円未満 0 1 0 0 1 2 
5000 億円以上 

１兆円未満 0 0 0 1 1 2 
１兆円以上 

５兆円未満 1 0 0 0 3 4 

５兆円以上 
1 0 0 0 0 1 

合計 
3 1 3 3 6 16 

（注５） ３社以上の合併，すなわち消滅会社が２社以上である場合には，国内売上高合計額が最も大
きい消滅会社を「消滅会社」とする。 
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３ 分割 

⑴ 態様別の件数 

分割に係る届出を態様別にみると，吸収分割が７件であり,共同新設分割は

なかった。 

 

⑵ 国内売上高合計額別の件数（第７表） 

 

第７表 国内売上高合計額別分割届出受理件数 
分割する会社の国内売 

上高合計額（又は 

分割対象部分に 

係る国内売 

上高） 

承継する会社の 

国内売上高合計額 

30 億円以上 

200 億円未満 

200 億円以上 

500 億円未満 

500 億円以上 

1000 億円未満 

1000 億円以上 

5000 億円未満 
5000 億円以上 合計 

50 億円以上 

200 億円未満 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 
200 億円以上 

500 億円未満 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 
500 億円以上 

1000 億円未満 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 
1000 億円以上 

5000 億円未満 0(2) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(3) 
5000 億円以上 

１兆円未満 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 
１兆円以上 

５兆円未満 0(0) 0(0) 0(2) 0(0) 0(0) 0(2) 

５兆円以上 
0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 

合計 
0(4) 0(0) 0(2) 0(1) 0(0) 0(7) 

（注６） 括弧外は事業の全部を承継する会社に係る国内売上高合計額による届出受理の件数であり，
括弧内は事業の重要部分を承継する会社の分割対象部分に係る国内売上高による届出受理の
件数である（内数ではない。）。 
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４ 共同株式移転 

共同株式移転に係る届出はなかった。 
 
５ 事業譲受け等 

⑴ 態様別の件数 

事業譲受け等に係る届出を態様別にみると，事業譲受けが 20 件であり，事

業上の固定資産の譲受けが３件であった。 

 

⑵ 国内売上高合計額別の件数（第８表） 

 

第８表 国内売上高合計額別事業譲受け等届出受理件数 

譲受け対象部分 

に係る国内 

売上高 

譲受会社の 

国内売上高合計額 

30 億円以上 

200 億円未満 

200 億円以上 

500 億円未満 

500 億円以上 

1000 億円未満 

1000 億円以上 

5000 億円未満 
5000 億円以上 合計 

200 億円以上 

500 億円未満 4 0 0 0 0 4 
500 億円以上 

1000 億円未満 5 1 0 0 0 6 
1000 億円以上 

5000 億円未満 2 2 0 0 0 4 
5000 億円以上 

１兆円未満 3 1 0 0 0 4 
１兆円以上 

５兆円未満 2 0 0 0 0 2 

５兆円以上 
0 0 0 0 0 0 

合計 
16 4 0 0 0 20 

（注７） ２社以上からの事業譲受け等，すなわち譲渡会社が２社以上である場合には，譲受け対象部
分に係る国内売上高が最も大きい譲渡会社を基準とする。  
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第３ 業種別届出受理件数（第９表） 

１ 株式取得 

株式取得に係る届出 223 件のうち，「その他」を除けば，「製造業」が 52 件と

最も多く，以下，「卸・小売業」が 36 件，「運輸・通信・倉庫業」が 13 件と続い

ている。 

 

２ 合併 

合併に係る届出 16 件のうち，「その他」を除けば，「製造業」及び「卸・小売

業」が各４件と最も多く，以下，「運輸・通信・倉庫業」が２件と続いている。 

 

３ 分割 

共同新設分割に係る届出はなかった。 

吸収分割に係る届出７件のうち，「製造業」，「卸・小売業」，「運輸・通信・倉庫

業」，「サービス業」及び「電気・ガス・熱供給・水道業」が各１件であった。 

 

４ 共同株式移転 

共同株式移転に係る届出はなかった。 

 

５ 事業譲受け等 

事業譲受け等に係る届出 20 件のうち，「製造業」が 11 件と最も多く，以下，

「卸・小売業」が５件，「運輸・通信・倉庫業」が２件と続いている。 
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第９表 業種別届出受理件数 

業 種 別 株式取得 合併 
共同新 
設分割 

吸収分割 
共同株 
式移転 

事業譲 
受け等 

合計 

農 林 ・ 水 産 業 0 0 0 0 0 0 0 

鉱 業 0 0 0 0 0 0 0 

建 設 業 4 0 0 0 0 0 4 

製 造 業 52 4 0 1 0 11 68 

卸 ・ 小 売 業 36 4 0 1 0 5 46 

不 動 産 業 7 0 0 0 0 0 7 

運輸・通信・倉庫業 13 2 0 1 0 2 18 

サ ー ビ ス 業 12 1 0 1 0 1 15 

金 融 ・ 保 険 業 6 0 0 0 0 0 6 

電 気 ・ ガ ス 
熱 供 給 ・ 水 道 業 

3 0 0 1 0 0 4 

そ の 他 90 5 0 2 0 1 98 

合  計 223 16 0 7 0 20 266 

（注８） 会社がどの業種に属するかは，株式取得においては株式取得会社の業種，合併においては合
併後の存続会社の業種，共同新設分割及び吸収分割においては事業を承継した会社の業種，
共同株式移転においては新設会社の業種，事業譲受け等においては事業等を譲り受けた会社
の業種による。 
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第４ 形態別届出受理件数（第 10 表） 

１ 株式取得 

株式取得に係る届出 223 件のうち，水平関係を含むものが 141 件と最も多く，

以下，垂直関係（前進）を含むものが 75 件,垂直関係（後進）を含むものが 57 件

と続いている。 

（注９） 形態別とは，次の分類による。以下同じ。 

（１）水平関係：当事会社グループ同士が同一の一定の取引分野において競争関係にあ

る場合 

（２）垂直関係：当事会社グループ同士が取引段階を異にする場合 

前  進：株式取得会社，存続会社，被承継会社又は譲受会社が最終需要者の

方向にある会社と企業結合を行う場合 

後  進：前進の反対方向にある会社と企業結合を行う場合 

（３）混合関係：水平・垂直のいずれにも該当しない場合 

地域拡大：同種の商品又は役務を異なる市場へ供給している場合 

商品拡大：生産あるいは販売面での関連性のある異種の商品又は役務を供給し

ている場合 

純  粋：上記のいずれにも該当しない場合 

（注 10） 形態別の件数については，複数の形態に該当する企業結合の場合，該当する形態を全
て集計している。そのため，件数の合計は，届出受理件数と必ずしも一致しない。以下同
じ。 

 

２ 合併 

合併に係る届出 16 件のうち，水平関係を含むものが 14 件と最も多く，以下，

垂直関係（後進）を含むものが６件，混合関係（商品拡大）を含むものが４件と

続いている。 

 

３ 分割 

共同新設分割に係る届出はなかった。 

吸収分割に係る届出７件のうち，水平関係を含むものが６件と最も多く，以下，

垂直関係（前進）を含むものが３件，混合関係（商品拡大）を含むものが１件と

続いている。 

 

４ 共同株式移転 

共同株式移転に係る届出はなかった。 

 

５ 事業譲受け等 

事業譲受け等に係る届出 20 件のうち，水平関係を含むものが 15 件と最も多

く，以下，垂直関係（後進）を含むものが４件,混合関係（地域拡大）を含むもの

が２件と続いている。 
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第 10 表 形態別届出受理件数 

形 態 別 株式取得 合併 
共同新 
設分割 

吸収分割 
共同株 
式移転 

事業譲 
受け等 

水 平 関 係 141 14 0 6 0 15 

垂 直
関 係 

前 進 75 2 0 3 0 0 

後 進 57 6 0 0 0 4 

混 合
関 係 

地 域 拡 大 46 1 0 0 0 2 

商 品 拡 大 40 4 0 1 0 1 

純 粋 41 0 0 0 0 1 

届出受理件数 223 16 0 7 0 20 

（注 11） 形態別の件数については，複数の形態に該当する企業結合の場合，該当する形態を全て
集計している。そのため，形態別の件数の合計は，届出受理件数と必ずしも一致しない。 

 
 

第 11 表 過去３年度における水平型，垂直型及び混合型企業結合の届出の推移 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

水 平 型 企 業 結 合 179  (56%) 187  (60%) 176  (66%) 

垂 直 型 企 業 結 合 129  (40%) 128  (41%) 118  (44%) 

混 合 型 企 業 結 合 105  (33%) 135  (44%) 125  (47%) 

合計 321 (100%) 310 (100%) 266 (100%) 

（注 12） 複数の水平型，垂直型及び混合型に該当する企業結合の場合，該当するものを全て集計
している。そのため，割合の合計は 100％とならず，また合計は届出受理件数と必ずしも一
致しない。 
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資料 企業結合関係の届出・報告件数の推移（注１）   

年  度 
第９条の  
事業報告書 
（注２） 

第９条の  
設立届出書
（注２） 

株式取得 
届出 

（注３） 

役員兼任 
届出 

（注４） 

会 社 以 外 の  
者 の株 式 所 有 

 報 告 書 
（注５） 

合併届出 
（注６） 

分割届出 
（注７） 

共同株式 
移転届出 
（注８） 

事業譲受 
け等届出 
（注９） 

昭和22   （2）  （0） （23）   （22） 

23   （31）  （0） （309）   （192） 

24   （13）  （0） （123）   （53） 

   2,373  0 448   143 

25   3,840  0 420   207 

26   4,546  0 331   182 

27   4,795  0 385   124 

28   3,863 268 0 344   126 

29   2,827 328 0 325   167 

30   3,033 268 0 338   143 

31   3,080 457 0 381   209 

32   3,069 375 0 398   140 

33   3,316 557 0 381   118 

34   3,170 466 0 413   139 

35   2,991 644 0 440   144 

36   3,211 675 1 591   162 

37   3,231 804 0 715   193 

38   3,844 758 0 997   223 

39   3,921 527 4 864   195 

40   4,534 487 1 894   202 

41   4,325 462 0 871   264 

42   4,075 458 2 995   299 

43   4,069 480 3 1,020   354 

44   4,907 647 0 1,163   391 

45   4,247 543 2 1,147   413 

46   5,832 552 0 1,178   449 

47   5,841 501 1 1,184   452 

48   6,002 874 0 1,028   443 

49   5,738 794 0 995   420 

50   5,108 754 9 957   429 

51   5,229 925 6 941   511 

52   5,085 916 1 1,011   646 

53   5,372 1,394 0 898   595 

54   5,359 3,365 0 871   611 

55   5,759 2,556 2 961   680 

56   5,505 2,958 1 1,044   771 

57   6,167 2,477 1 1,040   815 

58   6,033 3,389 4 1,020   702 

59   6,604 3,159 2 1,096   790 

60   6,640 3,504 6 1,113   807 

61   7,202 2,944 1 1,147   936 

62   7,573 3,776 1 1,215   1,084 

63   6,351 3,450 0 1,336   1,028 

平成元   8,193 4,420 0 1,450   988 

2   8,075 4,312 0 1,751   1,050 

3   8,034 6,124 2 2,091   1,266 

4   8,776 5,675 0 2,002   1,079 

5   8,036 6,330 3 1,917   1,153 

6   8,954 5,137 18 2,000   1,255 

7   8,281 5,897 1 2,520   1,467 

8   9,379 5,042 0 2,271   1,476 

9 0 0 8,615 5,955 7 2,174   1,546 

10 2 0 7,518 447 0 1,514   1,176 

11 1 1 1,029   151   179 

12 5 1 804   170   213 

13 7 7 898   127 20  195 

14 16 7 899   112 21  197 
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年  度 
第９条の  
事業報告書 
（注２） 

第９条の  
設立届出書
（注２） 

株式取得 
届出 

（注３） 

役員兼任 
届出 

（注４） 

会 社 以 外 の  
者 の株 式 所 有 

 報 告 書 
（注５） 

合併届出 
（注６） 

分割届出 
（注７） 

共同株式 
移転届出 
（注８） 

事業譲受 
け等届出 
（注９） 

15 76 4 959   103 21  175 

16 79 1 778   70 23  166 

17 80 5 825   88 17  141 

18 87 2 960   74 19  136 

19 93 2 1,052   76 33  123 

20 92 4 829   69 21  89 

21 93 5 840   48 15 3 79 

22 92 2 184   11 11 5 54 

23 100 0 224   15 10 6 20 

24 99 1 285   14 15 5 30 

25 
26 

100 
103 

0 
0 

218 
231 

  8 
12 

14 
20 

3 
7 

21 
19 

27 104 2 222   23 17 6 27 

28 108 2 250   26 16 3 24 

29 105 0 259   9 13 3 22 

30 107 2 259   16 15 2 29 

令和元 112 0 264   12 12 3 19 

２ 114 1 223   16 7 0 20 

 

（注１） 括弧内は認可件数である。 

 

（注２） 独占禁止法第９条の規定に基づく事業報告書の提出及び設立の届出制度は，平成９年独占

禁止法改正法により新設されたものであり，それ以前の件数はない。 

なお，平成 14 年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法では，一定の総資産額基準を

超える持株会社について事業報告及び設立の届出を行わなければならないこととされていた

が，改正後の独占禁止法では，持株会社に加え，一定の総資産額基準を超える金融会社及び一

般事業会社についても事業報告及び設立の届出を行わなければならないこととされた。 

 

（注３） 株式所有報告書の裾切り要件（総資産額）は次のとおり改正されている。 

 

改正年 裾切り要件（総資産額） 

昭和 24 500 万円超 

28 1 億円超 

40 5 億円超 

52 20 億円超 

 

平成10年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法では，総資産が20億円を超える国内

の会社（金融業を営む会社を除く。）又は外国会社（金融業を営む会社を除く。）は，国内の

会社の株式を所有する場合には，毎事業年度終了後３か月以内に株式所有報告書を提出しな

ければならないこととされていたが，改正後の独占禁止法では，総資産が20億円を超えかつ

総資産合計額が100億円を超える会社が，総資産が10億円を超える国内の会社又は国内売上

高が10億円を超える外国会社の株式を10％，25％又は50％を超えて取得し，又は所有するこ

ととなる場合には，株式所有報告書を提出しなければならないこととされた。 

また，平成21年独占禁止法改正法による改正によって届出基準が見直され，国内売上高合

計額が200億円を超える会社が，子会社の国内売上高を含む国内売上高が50億円超の会社の

株式を取得しようとする場合であって，議決権保有割合が20％，50％（２段階）を超えるも

のについて，合併等と同様にあらかじめ届け出なければならないこととされた。 

 

（注４） 平成 10 年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法では，会社の役員又は従業員は，国

内において競争関係にある国内の会社の役員の地位を兼ねる場合において，いずれか一方の

会社の総資産が 20 億円を超えるときは届け出なければならないこととされていたが，改正後
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の独占禁止法では廃止された。 

 

（注５） 平成 10 年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法では，会社以外の者は，国内におい

て相互に競争関係にある２以上の国内の会社の株式をそれぞれの発行済株式総数の 10％を超

えて所有することとなる場合には株式所有報告書を提出しなければならないこととされてい

たが，改正後の独占禁止法では廃止された。 

 

（注６） 平成 10 年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法では，会社が合併しようとする場合

には，全てあらかじめ届け出なければならないこととされていたが，改正後の独占禁止法で

は，当事会社の中に総資産合計額が 100 億円を超える会社と総資産合計額が 10 億円を超える

会社がある場合等に届け出なければならないこととされた。 

     また，平成 21 年独占禁止法改正法による改正によって届出基準が見直され，国内売上高合

計額が200億円超の会社と同 50億円超の会社の合併について届け出なければならないことと

された。 

 

（注７） 分割の届出は，平成 12 年商法改正に伴い新設されたものであり，平成 12 年度までの件数

はない。 

     また，平成 21 年独占禁止法改正法による改正によって届出基準が見直され，当事会社の中

に国内売上高合計額が 200 億円を超える全部承継会社（事業の全部を承継させようとする会

社をいう。）と国内売上高合計額が 50 億円を超える事業を承継しようとする会社がある場合

等には，分割に関する計画について届け出なければならないこととされた。 

 

（注８） 共同株式移転の届出は，平成 21 年独占禁止法改正法により新設されたものであり，平成 20

年度までの件数はない。 

 

（注９） 平成 10 年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法では，会社が事業の全部又は重要部

分の譲受け等をしようとする場合には，全てあらかじめ届け出なければならないこととされ

ていたが，改正後の独占禁止法では，総資産合計額が 100 億円を超える会社が，総資産額 10

億円超の国内会社の事業の全部を譲り受ける場合等に届け出なければならないこととされた。 

     また，平成 21 年独占禁止法改正法による改正によって届出基準が見直され，国内売上高合

計額が 200 億円を超える会社が，国内売上高 30 億円超の会社の事業の全部を譲り受ける場合

等に事業譲受け等に関する計画について届け出なければならないこととされた。 
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企業結合審査について 

 

 

企業結合（株式保有，役員兼任，合併，分割，共同株式移転，事業譲受け等）

によって競争が実質的に制限されることとなる場合には，①需要者の選択肢が狭

まり需要者が不利益を被るだけでなく，②需要に適切に対応しようとする当事会

社のインセンティブが失われ，その結果当事会社が更に成長する機会を逸するこ

ととなり，ひいては経済の活性化を妨げることとなる。 

このため，独占禁止法は，一定の取引分野における競争を実質的に制限するこ

ととなる企業結合を禁止し，公正取引委員会は，独占禁止法の規定に従って，企

業結合審査を行っている。 

 

１ 企業結合審査の流れ 

(1) 届出を要する企業結合計画 

以下の表１のような一定の条件を満たす会社が企業結合を行う場合は，あら

かじめ公正取引委員会に届出を行わなければならない。 

届出のあった企業結合について，公正取引委員会が届出受理の日から３０日

以内に独占禁止法の規定に照らして問題がないと判断した場合は，この期間内

に審査が終了する（第一次審査）。 

また，公正取引委員会が詳細な審査を行う必要があると判断した場合は，届

出会社に対して必要な報告等を求める（第二次審査）。そして，全ての報告等

を受理した日から９０日以内に，この企業結合が独占禁止法の規定に照ら

して問題があるかどうかを判断する。 

企業結合が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなると

判断された場合でも，当事会社が一定の適切な措置（問題解消措置）を講ずる

ことで，その問題を解消することができる場合には，この企業結合は独占禁止

法上問題とならないと判断される（この企業結合を行うことができる）。 

 

(2) 届出を要しない企業結合計画 

届出を要しない企業結合を計画している会社から，公正取引委員会に対し，

当該企業結合計画に関して，具体的な計画内容を示して相談があった場合には，

（参考） 
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公正取引委員会は，届出を要する企業結合計画について届出が行われた場合に

準じて対応する。 

また，当事会社のうち実質的に買収される会社の国内売上高等に係る金額の

みが届出基準に満たさないために届出を要しない企業結合計画のうち，買収に

係る対価の総額が大きく，かつ，国内の需要者に影響を与えると見込まれる場

合には，公正取引委員会は，当事会社に資料等の提出を求め，企業結合審査を

行う。 
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表１ 類型別の届出を要する場合の概要 

（注１）国内売上高合計額とは，企業結合集団（届出会社の「最終親会社」及びその子会社から成る集団）

内の会社等の国内売上高を合計した額をいう。 

（注２）議決権保有割合とは，企業結合集団に属する会社等が保有する議決権の割合をいう。 

 

表２ 企業結合審査のフローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

類型（関係法条） 届出を要する場合の概要 

株式取得（第１０条） 

① 国内売上高合計額（注１）２００億円超の会社が 
② 株式発行会社とその子会社の国内売上高を合計した額が５０億円超の

株式発行会社の株式を取得し 
③ 議決権保有割合（注２）が２０％又は５０％を超えることとなる場合 

合併（第１５条），  
共同株式移転（第１５条の３） 

① 国内売上高合計額２００億円超の会社と 
② 国内売上高合計額５０億円超の会社が  
③ 合併（又は共同株式移転）をする場合 

分割 
（第１５条の２） 

共同新設 
分割 

① 国内売上高合計額２００億円超の会社と 
② 国内売上高合計額５０億円超の会社が  
③ 共同新設分割により設立する会社に事業の全部を承継させる場合 等 

吸収分割 
① 国内売上高合計額２００億円超の会社が 
② 国内売上高合計額５０億円超の会社に  
③ その事業の全部を承継させる場合               等 

事業等譲受け（第１６条） 

① 国内売上高合計額２００億円超の会社が 
② 国内売上高３０億円超の会社から事業の全部の譲受けをする場合   
      又は           
① 国内売上高合計額２００億円超の会社が  

② 国内売上高３０億円超の事業の重要部分（又は事業上の固定資産の全部
若しくは重要部分）の譲受けをする場合 

※このほか，公正取引委員会が適当と判断した場合には，独占禁止法違反の疑いについ

て，当委員会と事業者（事業者団体等を含む。）との間の合意により自主的に解決する

ための独占禁止法第 48 条の２から第 48 条の９までに規定する手続（確約手続）に係

る独占禁止法第 48 条の２の規定による通知（確約手続通知）を行う場合がある。 
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２ 企業結合審査の基本的な考え方 

公正取引委員会が企業結合審査を行う際の考え方は，「企業結合審査に関する

独占禁止法の運用指針」（いわゆる「企業結合ガイドライン」）として公表されて

いる。 

まず，需要者がどの範囲の供給者から商品・役務を調達できるかという観点か

ら一定の取引分野（市場）の範囲を画定した上で，この企業結合によって競争が

実質的に制限されることとなるかどうか，つまり，需要者にとって十分な選択肢

が確保できなくなるような状況になるかどうかという観点から独占禁止法上問

題となるかどうかが検討される。 

 

(1) 一定の取引分野は，企業結合により競争が制限されることとなるかどうかを

判断するための範囲（「商品範囲」と「地理的範囲」）を示すものである。 

この一定の取引分野は，基本的には，需要者にとっての代替性の観点から，

また，必要に応じて供給者にとっての代替性の観点から画定される。 

需要者にとっての代替性は，ある地域で，ある事業者が，ある商品・役務を

独占して供給しているという仮定の下で，その独占事業者が，利潤最大化を図

る目的で，「小幅ではあるが実質的かつ一時的ではない価格引上げ」をした場

合に，需要者がその商品・役務の購入を他の商品・役務や他の地域に振り替え

る程度を考慮して判断される。 

・ 一定の取引分野（市場）を画定する際の上記のような考え方は，SSNIP（ス

ニップ）（Small but Significant and Non-transitory Increase in Price）

テストと呼ばれている。 

・ SSNIP テストは，欧米においても用いられている考え方である。 

・ 「小幅ではあるが実質的かつ一時的ではない価格引上げ」とは，通常，引

上げの幅については５％～１０％程度，期間については１年程度のものを

指す。 

   

(2) 競争の実質的制限 

ア セーフハーバー基準 

(ｱ) 水平型企業結合のセーフハーバー基準 
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企業結合後のＨＨＩ（注３）が次の①から③のいずれかに該当する市場で

は，水平型企業結合が一定の取引分野における競争を実質的に制限するこ

ととなるとは通常考えられない（直ちに「白」と判断される）。 

① 企業結合後のＨＨＩが１，５００以下である場合 

② 企業結合後のＨＨＩが１，５００超２，５００以下であって，かつ，

ＨＨＩの増分（注４）が２５０以下である場合 

③ 企業結合後のＨＨＩが２，５００を超え，かつ，ＨＨＩの増分が

１５ ０以下である場合 

（注３）ＨＨＩは，この一定の取引分野での各事業者の市場シェアの２乗の総和によって算

出される。 

（注４）企業結合によるＨＨＩの増分は，当事会社が２社であった場合，当事会社のそれぞ

れの市場シェアを乗じたものを２倍することによって計算できる。 

 

(ｲ) 垂直型企業結合と混合型企業結合のセーフハーバー基準 

企業結合後の当事会社グループが次の①又は②に該当する場合には，垂

直型企業結合や混合型企業結合が一定の取引分野における競争を実質的

に制限することとなるとは通常考えられない（直ちに「白」と判断される）。 

① 当事会社が関係する全ての一定の取引分野において，企業結合後の当

事会社グループの市場シェアが１０％以下である場合 

② 当事会社が関係する全ての一定の取引分野において，企業結合後のＨ

ＨＩが２，５００以下の場合であって，企業結合後の当事会社グループ

の市場シェアが２５％以下である場合 

 

イ セーフハーバー基準に該当しない場合 

セーフハーバー基準に該当しない場合には，①当事会社グループの単独行

動により一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるかど

うか，また，②当事会社グループとその競争者が協調的行動を採ることによ

り一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるかどうかが

検討される。 

この検討では，①当事会社グループの単独行動による競争の実質的制限に

ついては，ヒアリングやアンケート調査などから判明した市場や取引の実態
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に基づき，「当事会社の市場における地位が高まること等により，企業結合

後に当事会社グループによる価格引上げ等が容易になるかどうか」，当事会

社の価格引上げ等に対し，「競争者からの競争圧力が働くかどうか」，「輸入

品や参入者からの競争圧力が働くかどうか」，「需要者の対抗的な交渉力に基

づく競争圧力が働くかどうか」，「隣接市場の競合品からの競争圧力が働くか

どうか」等について検討の上判断される。 

同様に，②当事会社グループとその競争者の協調的行動による競争の実質

的制限についても，「企業結合後に当事会社グループと競争者が協調して価

格引上げ等を行いやすくなるかどうか」，当事会社グループと競争者の協調

的な価格引上げ等に対し，「輸入品や参入者からの競争圧力が働くかどうか」，

「需要者の対抗的な交渉力に基づく競争圧力が働くかどうか」，「隣接市場の

競合品からの競争圧力が働くかどうか」等について検討の上判断される。 

 

(3) 問題解消措置 

企業結合が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合

でも，当事会社が一定の適切な措置（問題解消措置）を講じることにより，そ

の問題を解消することができる場合がある。 

問題解消措置としてどのような措置が適切かは，個々の企業結合に応じて，

個別具体的に検討される。 

問題解消措置は，企業結合によって失われる競争を回復することができるも

のであることが基本であり，事業譲渡等構造的な措置が原則であるが，技術革

新等により市場構造の変動が激しい市場では，むしろ，一定の行動に関する措

置を採ることのほうが妥当な場合もある。 

 



  

 

 

 

令和２年度における主要な企業結合事例について 

 

 

令 和 ３ 年 ７ 月 ７ 日 

公 正 取 引 委 員 会 

 

 公正取引委員会は，企業結合審査の透明性を確保し，予見可能性の向上を図る観点

から，これまで，企業結合審査における独占禁止法の適用の考え方を「企業結合審査

に関する独占禁止法の運用指針」（平成１６年５月３１日公正取引委員会。以下「企

業結合ガイドライン」という。）として策定・公表するとともに，各年度における主

要な企業結合事例の審査結果を取りまとめ，公表してきたところである。 

 令和２年度についても主要な企業結合事例の審査結果を公表することとした。 

公正取引委員会は，企業結合を計画する会社が，企業結合ガイドラインとともに，

今回公表する主要な企業結合事例を併せて活用することを期待している。 

 

 

別添２ 



  

 

令和２年度における主要な企業結合事例 

 

番 

号 

事 例 

（主な検討分野） 

企業結合形態等 

頁 
水平 垂直 混合 

問題解 
消措置 

経済 
分析 

海外

当局

との

情報

交換 

１ 
三井製糖㈱による大日本明治製糖㈱の株式取得（分

蜜糖） 
○      1 

２ 
昭和産業㈱によるサンエイ糖化㈱の株式取得（結晶

ぶどう糖） 
○    ○  7 

３ 

ＤＩＣ㈱によるＢＡＳＦカラー＆エフェクトジャ

パン㈱の株式取得（有機顔料）（令和２年 12 月 24

日公表） 

○   ○ ○ ○ 15 

４ 

富士フイルム㈱による㈱日立製作所の画像診断事

業及びヘルスケアＩＴ事業の統合（超音波内視鏡

等） 

  ○ ○  ○ 23 

５ 

アナログ・デバイセズ・インクによるマキシム・イ

ンテグレーテッド・プロダクツ・インクの株式取得

（汎用アナログＩＣ） 

○      30 

６ 

グーグル・エルエルシー及びフィットビット・イン

クの統合（腕時計型ウェアラブル端末等）（令和３

年１月 14日公表） 

 ○ ○ ○ ○ ○ 38 

７ 
いすゞ自動車㈱によるＵＤトラックス㈱の株式取

得（大型及び中型トラック） 
○      65 

８ 

今治造船㈱及びジャパンマリンユナイテッド㈱に

よる商船の設計及び販売に係る共同出資会社の設

立等（コンテナ船） 

○      71 

９ 
㈱福井銀行による㈱福邦銀行の株式取得（中小企業

向け貸出し）（令和３年６月 16日公表） 
○      78 

10 
Ｚホールディングス㈱及びＬＩＮＥ㈱の経営統合

（コード決済事業等）（令和２年８月４日公表） 
○   ○ ○  99 

 （参考）企業結合審査について  147 

 

（注１）事例の掲載順は，企業結合審査の対象となった商品・役務に係る事業の日本標準産業分

類上の順序による。 

（注２）各事例では，当事会社に関する秘密情報や競争事業者名等を伏せている。競争事業者に

ついては，任意のアルファベットを用いている。 

（注３）各事例に記載している市場シェア，行為後のＨＨＩ（ハーフィンダール・ハーシュマン



  

 

指数をいう。以下同じ。）の水準，行為によるＨＨＩの増分等の計数は，当事会社から提出

された資料等に基づいて算出したものを，公正取引委員会において概数として表記してい

る。その際，市場シェアについては，例えば３７．５％以上４２．５％未満を「約４０％」

とするなど，原則として５％単位で表記している。このため合計値は必ずしも１００にな

るとは限らない。 

（注４）各事例において，水平型企業結合とは，同一の一定の取引分野において競争関係にある

会社間の企業結合をいい，垂直型企業結合とは，例えば，メーカーとその商品の販売業者

との間の合併など取引段階を異にする会社間の企業結合をいい，混合型企業結合とは，例

えば，異業種に属する会社間の合併，一定の取引分野の地理的範囲を異にする会社間の株

式保有など水平型企業結合又は垂直型企業結合のいずれにも該当しない企業結合をいう。
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事例１ 三井製糖㈱による大日本明治製糖㈱の株式取得 

 

第１  当事会社 

三井製糖株式会社（法人番号1010001034929）（以下「三井製糖」という。）

及び大日本明治製糖株式会社（法人番号1010001049134）（以下「大日本明

治製糖」という。）は，いずれも主に砂糖の製造販売業を営む会社である。 

以下，三井製糖と既に結合関係が形成されている企業の集団を「三井製糖

グループ」といい，大日本明治製糖と既に結合関係が形成されている企業の

集団を「大日本明治製糖グループ」という。また，三井製糖グループ及び大

日本明治製糖グループを併せて「当事会社グループ」という。 

 

第２  本件の概要及び関係法条 

本件は，三井製糖が，大日本明治製糖の株式に係る議決権の全部を取得す

ること（以下「本件行為1」という。）を計画したものである。 

関係法条は，独占禁止法第１０条である。 

なお，当事会社グループが製造販売する商品等の間で競合又は取引関係

にあるものは多数存在するところ，これらについて検討したもののうち，以

下は，競争に与える影響が比較的大きいと考えられた分蜜糖（加工糖以外）

の製造販売業の水平型企業結合について詳述したものである。 

 

第３  商品の概要等 

 砂糖の概要 

砂糖は，さとうきび又はてん菜2を原材料として製造される甘味料であり，

食品・菓子，飲料等の製造に用いられており，分蜜糖と含蜜糖に大別される。 

分蜜糖は，原材料から抽出した糖液を煮詰めたものを遠心分離によって

結晶である原料糖と蜜に分け，原料糖の結晶化を更に繰り返すことなどに

よって製造される。一方，含蜜糖は，結晶と蜜を分けずに，原材料から抽出

した糖液をそのまま煮詰めるなどして製造される。一般的には，分蜜糖は白

色3，含蜜糖は茶褐色であり，含蜜糖は分蜜糖に比べて独特の風味を有する。 

 

 原料糖の概要 

                                                      
1 本件は，本件行為と同時に，三菱商事株式会社（法人番号 5010001008771）が三井製糖の

株式に係る議決権の２０％を超えて取得することを計画したものであったことから，三井

製糖と既に結合関係が形成されている三井物産株式会社（法人番号 1010001008767）と大日

本明治製糖と既に結合関係が形成されている三菱商事株式会社との間で三井製糖を通じた

間接的な結合関係が生じ得るという観点からも本件行為と併せて検討を行った。 
2 国内では北海道で栽培されるヒユ科の植物であり，根の部分に糖分を蓄積する。 
3 一部の種類で黄褐色のものが存在する。 
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原料糖は，さとうきび又はてん菜の糖液を結晶化させたものであり，これ

を原材料として分蜜糖が製造される。分蜜糖の製造販売業者は，分蜜糖の製

造に必要な原料糖を，国内の原料糖の製造販売業者から調達又は海外から

輸入しているところ，国内で使用される原料糖は，海外からの輸入が大部分

を占めている。 

 

 糖価調整制度の概要 

我が国では，「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律」（昭和四十年法

律第百九号）（以下「糖価調整法」という。）に基づき，さとうきび及びて

ん菜や，これらを原材料とする国内産の原料糖の製造事業，さらに国内産の

原料糖と輸入原料糖を原材料とする分蜜糖製造事業が成り立つようにし，

砂糖の安定供給を確保していく仕組みが採られている。具体的には，国は，

糖価調整法に基づき，原料糖を輸入する分蜜糖の製造販売業者から調整金

を徴収することにより，輸入原料糖の価格を引き上げる一方，国内産の原料

糖の製造販売業者に対し当該調整金等を原資とした交付金を交付すること

により国内産の原料糖の価格を引き下げるとともに，原料糖の輸入数量の

調整を行っている4。 

 

第４  一定の取引分野 

 商品範囲 

分蜜糖と含蜜糖とでは，価格が大きく異なること，分蜜糖が白色であるの

に対し，含蜜糖は茶褐色であり独特の風味を有することから，砂糖の主な需

要者である食品・菓子，飲料メーカー等は両製品を，価格や色，風味等の特

徴に応じて一定程度使い分けており，両製品の間の需要の代替性は限定的で

ある。また，前記第３の１のとおり，両製品の製造工程が異なり，これに伴

って製造設備も異なるところ，大量生産を前提とする分蜜糖の製造には大規

模な設備が必要であること，含蜜糖はさとうきびの生産地近くで製造するこ

とがほとんどであること5から，両製品の製造を切り替えることは容易では

なく，分蜜糖と含蜜糖とでは供給者の顔ぶれが異なっている。したがって，

両製品の間に供給の代替性は認められない。 

さらに，分蜜糖の中には，分蜜糖を特定の用途に適した形状（角砂糖，粉

砂糖，氷砂糖等）に加工した加工糖があるものの，加工糖と加工糖以外の分

蜜糖とでは，価格が大きく異なること，加工糖は特定の用途に用いられるも

のであることから，加工糖以外の分蜜糖とは使い分けられており，両製品の

                                                      
4 調整金の徴収業務等は，国の行政機関が所管する独立行政法人が行っている。 
5 収穫後のさとうきびは長期間の保存が難しく，収穫後直ちに含蜜糖又は原料糖に加工する

必要がある。 
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間における需要の代替性は限定的である。また，加工糖と比べて，加工糖以

外の分蜜糖の製造には大量生産を前提とする大規模な設備が必要であるこ

と，加工糖を製造する事業者は分蜜糖を購入して特定の形状に加工するため

の設備により加工していることから，加工糖と加工糖以外の分蜜糖の製造を

切り替えることは容易ではなく，加工糖と加工糖以外の分蜜糖とでは供給者

の顔ぶれが異なっている。したがって，両製品の間に供給の代替性は認めら

れない。 

以上のことから，「分蜜糖（加工糖以外）」，「加工糖」及び「含蜜糖」

はそれぞれ異なる商品範囲を構成するものとして画定し検討したところ，以

下，商品範囲を「分蜜糖（加工糖以外）」として画定したものについて詳述

する。 

なお，砂糖以外の甘味料（異性化糖6，加糖調製品7等）は，原材料，製造

工程，製造設備等が分蜜糖（加工糖以外）と全く異なり，供給の代替性が認

められないことから，分蜜糖（加工糖以外）とは別の商品範囲に属する。も

っとも，これらの甘味料は，分蜜糖（加工糖以外）の代替品として使用され

ており，分蜜糖よりも安価であることから，需要の代替性が一定程度認めら

れるため，後記第５の４において，分蜜糖（加工糖以外）の隣接市場として

検討した。 

 

 地理的範囲 

分蜜糖（加工糖以外）は，常温で保存することが可能であることに加え，

賞味期限がなく，地域によって価格が異なるといった事情は認められない。

また，当事会社グループ及び競争事業者は，日本全国において販売を行って

おり，需要者も，分蜜糖（加工糖以外）の製造販売業者を地理的に区別する

ことなく分蜜糖（加工糖以外）を調達している。 

以上のことから，地理的範囲を「日本全国」として画定した。 

 

第５  本件行為が競争に与える影響 

当事会社グループは，いずれも分蜜糖（加工糖以外）の製造販売業を営ん

でいることから，本件行為は，分蜜糖（加工糖以外）の製造販売業における

水平型企業結合に該当する。 

 

 当事会社グループの地位及び競争事業者の状況 

                                                      
6 とうもろこし等から生成されたでん粉を加水分解して得られた糖を異性化して製造され

る糖化製品であり，飲料，調味料等の製造に使用される。 
7 砂糖と，ココアや粉乳等の砂糖以外の食品素材とを混ぜ合わせたものであり，主に韓国，

中国，シンガポール等から輸入され，食品・菓子，飲料等の製造に使用される。 
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分蜜糖（加工糖以外）の市場シェアは下表のとおりであり，ＨＨＩは約１，

９００，ＨＨＩの増分は約６００であることから，水平型企業結合のセーフ

ハーバー基準に該当しない。 

 

【平成３０年度における分蜜糖（加工糖以外）の市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ 三井製糖グループ 約２５％ 

２ Ａ社 約１５％ 

３ 大日本明治製糖グループ 約１０％ 

４ Ｂ社 約１０％ 

５ Ｃ社 約１０％ 

６ Ｄ社 約５％ 

７ Ｅ社 約５％ 

８ Ｆ社 ０－５％ 

９ Ｇ社 ０－５％ 

１０ Ｈ社 ０－５％ 

 その他 ０－５％ 

合計 １００％ 

合算市場シェア・順位：約３５％・第１位 

 

本件行為後における当事会社グループの市場シェアは約３５％（第１位）

となるが，有力な競争事業者として市場シェア約１５％のＡ社，市場シェア

約１０％のＢ社及びＣ社が存在する。 

分蜜糖（加工糖以外）は，単一の原材料の結晶化を繰り返すという製造方

法上，製造販売業者による品質差は生じにくく，各社が製造する分蜜糖（加

工糖以外）は同質である。 

供給余力について，競争事業者の分蜜糖（加工糖以外）の生産設備には十

分な供給余力がある。もっとも，当事会社グループ及び競争事業者は，分蜜

糖（加工糖以外）の原材料である原料糖の多くを輸入により調達していると

ころ，国が定めて各事業者に通知する輸入原料糖の数量（以下「通知数量」

という。）は，各社の生産能力を下回っており，原料糖を追加で調達できな

い限り，生産設備の供給余力を活用して供給量を増やすことは難しい状況

にある。また，原料糖を追加で調達するために通知数量を超えて原料糖を輸

入する場合には追加の調整金が徴収されるため8，原料糖の輸入量を増加さ

                                                      
8 各事業者が，自社の通知数量の範囲内で輸入する場合にも調整金が徴収されるが，通知数

量を超えて原料糖を輸入する場合には，更に追加の調整金が徴収される。 
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せるには制約がある。しかしながら，競争事業者からのヒアリングによると，

調整金を納付することにより原料糖の輸入量を一定程度増やすことは可能

であり，実際に複数の競争事業者が，調整金を納付することにより通知数量

を超えて原料糖を輸入した実績を有する。 

以上のことから，競争事業者からの競争圧力が一定程度認められる。 

 

 輸入 

分蜜糖（加工糖以外）を輸入する場合に要する関税等の輸入コストは，原

料糖や加糖調製品と比べて高水準となっており，輸入は極めて限られてい

ることから，輸入圧力は認められない。 

 

 参入 

分蜜糖（加工糖以外）の需要は長期的に減少傾向にある上，分蜜糖（加工

糖以外）の製造には前記第４の１のとおり，大規模な設備が必要であり，新

規参入は困難であることから，参入圧力は認められない。 

 

 隣接市場からの競争圧力 

砂糖のうち，含蜜糖及び加工糖は，前記第４の１のとおり，いずれも分蜜

糖（加工糖以外）とは使い分けの程度及び価格差が大きいことなどから，分

蜜糖（加工糖以外）の代替品として用いられることはほとんどない。一方で，

砂糖以外にも多様な甘味料が存在しているところ，分蜜糖（加工糖以外）の

代替品としては，特に異性化糖及び加糖調製品が用いられている。 

異性化糖は，果糖を含む糖化製品であり，飲料，調味料等の製造に使用さ

れている。 

加糖調製品は，砂糖と，ココア，粉乳等の砂糖以外の食品素材とを混ぜ合

わせたもので，砂糖を原材料としていることから，砂糖との同質性が高く，

食品・菓子，飲料等，幅広い範囲の製品の製造に使用されている。加糖調製

品は，主に海外で製造されているところ，加糖調製品を輸入する場合に要す

る関税等の輸入コストは，砂糖より低水準であることから，加糖調製品の輸

入は広く行われている。 

分蜜糖（加工糖以外）の主な需要者である食品・菓子，飲料メーカー等は，

製造原価の低減等を目的として，幅広い範囲の製品において，分蜜糖（加工

糖以外）よりも安価である異性化糖，加糖調製品等をその代替品として積極

的に用いており，低価格を理由に分蜜糖（加工糖以外）から異性化糖，加糖

調製品等への切替えが行われている。実際に，国内の分蜜糖（加工糖以外）

の消費量は長期的に減少傾向にある一方，異性化糖の消費量及び加糖調製

品の輸入量は増加傾向にあることから，分蜜糖（加工糖以外）から，主に価
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格面での優位性から異性化糖，加糖調製品等への切替えが進んでいる。また，

一部の需要者は，分蜜糖（加工糖以外）が値上がりした場合には，分蜜糖（加

工糖以外）から異性化糖，加糖調製品等への切替えを積極的に行うとしてい

る。 

以上のことから，隣接市場からの競争圧力が認められる。 

 

 需要者からの競争圧力 

分蜜糖（加工糖以外）は，単一の原材料の結晶化を繰り返すという製造方

法上，製造販売業者による品質差が生じにくい。需要者からのアンケートに

おいても，製造販売業者による品質の差はないことから，需要者は，価格競

争力を維持するために，複数の分蜜糖（加工糖以外）の製造販売業者からの

提示価格に応じて，各社からの購入数量の割合を変動させたり，調達先を切

り替えたりすることによって，分蜜糖（加工糖以外）の調達価格の低減を図

っている状況が認められた。また,一般消費者の低甘味嗜好の影響等により，

国内の分蜜糖（加工糖以外）の消費量は長期的に減少傾向にある。 

以上のことから，需要者からの競争圧力が一定程度認められる。 

 

 小括 

以上のことから，競争事業者からの競争圧力が一定程度認められること，

隣接市場からの競争圧力が認められること及び需要者からの競争圧力が一

定程度認められることから，本件行為により，当事会社グループの単独行動

又は競争事業者との協調的行動により，分蜜糖（加工糖以外）の製造販売業

における競争を実質的に制限することとはならないと認められる。 

 

第６  結論 

本件行為により，一定の取引分野における競争を実質的に制限すること

とはならないと判断した。  
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事例２ 昭和産業㈱によるサンエイ糖化㈱の株式取得 

 

第１  当事会社 

昭和産業株式会社（法人番号3010001008690）（以下「昭和産業」という。）

及びサンエイ糖化株式会社（法人番号7180001094703）（以下「サンエイ糖

化」という。）は，いずれも糖化製品の製造販売業を営む会社である。  

以下，昭和産業と既に結合関係が形成されている企業の集団を「昭和産業

グループ」といい，昭和産業グループとサンエイ糖化を併せて「当事会社グ

ループ」という。 

 

第２  本件の概要及び関係法条 

本件は，昭和産業が，サンエイ糖化の株式に係る議決権の５０％を超えて

取得すること（以下「本件行為」という。）を計画したものである。 

関係法条は，独占禁止法第１０条である。 

なお，当事会社グループが製造販売する糖化製品について競合又は取引

関係にあるものが複数存在するところ，これらについて検討したもののう

ち，以下は，当事会社グループの市場シェアがいずれも高く，競争に与える

影響が比較的大きいと考えられた結晶ぶどう糖の製造販売業の水平型企業

結合について詳述したものである。 

 

第３  一定の取引分野 

 商品概要 

糖化製品とは，とうもろこしを原材料とするコーンスターチ等のでん粉

をアミラーゼ等の酵素又は酸により加水分解して製造する糖1の総称であり，

でん粉からの加水分解の度合いによって，あめ，ぶどう糖及び異性化糖に分

類される。 

そのうち，ぶどう糖2は，でん粉を分子単位まで加水分解した単糖製品で

ある。ぶどう糖は砂糖よりも甘味度が低い爽やかな甘味を有し，水に溶けや

すく，消化吸収が早いなどの特性を有し，主に菓子，パン，調味料，医薬品

等の製造に使用される。 

  

                                                      
1 糖化製品は甘味料として利用されるところ，代表的な甘味料として砂糖がある。糖化製

品と砂糖は，原材料（砂糖はさとうきび又はてん菜を原材料として製造される。）及び製造

方法が異なり，製品の糖度及び性質も異なることから，需要者である食品製造販売業者等は

これらの甘味料を目的に応じて使い分けている。 
2 ぶどう糖には他に全糖ぶどう糖等もあるが，当事会社グループがいずれも製造する結晶
ぶどう糖を検討の対象としている。 
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 商品範囲 

ぶどう糖には，液状ぶどう糖と粉体のぶどう糖がある。水分量の少ない最

終製品に使用する場合には液状ぶどう糖は適さず，また粉体のぶどう糖を

製造するには水分を除去する工程が必要となることから，粉体のぶどう糖

は液状ぶどう糖と用途及び製造工程が異なっている。 

粉体のぶどう糖のうち，当事会社グループがいずれも製造する結晶ぶど

う糖には，含水結晶ぶどう糖と無水結晶ぶどう糖がある。無水結晶ぶどう糖

は，含水結晶ぶどう糖に比べて含水量が低く，使用時に素早く水に溶けるこ

とから，例えば粉末飲料のような水溶性の粉末製品に適しており，また，含

水結晶ぶどう糖との価格差も大きい。需要者はこのような特性及び価格に

応じて，含水結晶ぶどう糖と無水結晶ぶどう糖を使い分けていることから，

これらの間の需要の代替性は限定的である。 

また，含水結晶ぶどう糖と無水結晶ぶどう糖は，結晶化させて結晶ぶどう

糖を製造するための製造設備が異なり，他方に製造を切り替えるためには

高額の設備投資が必要となるため供給の代替性もない。  

以上のことから，本件では，「液状ぶどう糖」，「含水結晶ぶどう糖」及

び「無水結晶ぶどう糖」はそれぞれ異なる商品範囲を構成するものとして画

定し，以下では「含水結晶ぶどう糖」及び「無水結晶ぶどう糖」について検

討した。 

 

 地理的範囲 

含水結晶ぶどう糖及び無水結晶ぶどう糖のいずれについても，日本国内

での輸送上の制約等の特段の事情がなく，地域によって価格が異なること

もない。いずれの製造業者も，日本全国を事業地域としており，直接又は流

通業者経由で，日本全国の需要者に対して販売している。 

また，需要者も日本全国の製造業者等から調達していることから，地理的

範囲を「日本全国」として画定した。 

 

第４  本件行為が競争に与える影響 

当事会社グループがいずれも日本全国において含水結晶ぶどう糖及び無

水結晶ぶどう糖の製造販売業を営んでいることから，本件行為は，水平型企

業結合に該当する。 

 

 含水結晶ぶどう糖 

(1) 単独行動による競争の実質的制限 

 当事会社グループの地位及び競争事業者の状況 

含水結晶ぶどう糖における市場シェアは下表のとおりであり，本件
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行為後のＨＨＩは約３，１００，ＨＨＩの増分は約１，１００であるこ

とから，水平型企業結合のセーフハーバー基準に該当しない。 

 

【令和元年度における含水結晶ぶどう糖の市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ サンエイ糖化 約３０％ 

２ Ａ社 約２０％ 

３ 昭和産業グループ 約２０％ 

４ Ｂ社 約１０％ 

５ Ｃ社 約１０％ 

 輸入3 約１５％ 

合計 １００％ 

合算市場シェア・順位：約５０％・第１位 

 

本件行為後も競争事業者として，市場シェア約２０％のＡ社並びに市

場シェア約１０％のＢ社及びＣ社が存在するものの，これらの競争事業

者の含水結晶ぶどう糖の供給余力は十分にあるとは認められないことか

ら，競争事業者からの競争圧力は限定的である4。 

 

 輸入 

 輸入の状況等 

日本に輸入されている結晶ぶどう糖は平成１２年頃までは僅少で

                                                      
3 財務省貿易統計において，含水結晶ぶどう糖及び無水結晶ぶどう糖は同一統計番号

（1702.30－221）に分類されており，両製品の数量内訳が不明であることから，それぞれの

国内合計生産量の数量比で按分することにより輸入量を推計した。 
4 当事会社グループから粗利率に関するデータが提出されたことから，粗利率及び市場シェ

アを用いて計算した転換率（A 社が微小な値上げを行った場合における，A 社の販売数量の

減少分に占める B 社の販売数量の増加分の割合をいう。また，当該転換率は，A 社が価格引

上げによって失う販売数量の全てが市場内の他社に転換すること及び市場内の企業が全て

同程度に近い競争関係であることを前提としている。）及び当事会社グループの価格を用い

て，GUPPI（Gross Upward Pricing Pressure Index の略称であり，企業結合による当事会

社グループの価格引上げのインセンティブの有無とその程度を評価するために用いられる

指標である。）を計算した。GUPPI の計算式は以下のとおりであるところ， 

A 社から B社への GUPPI =転換率×B社の利益率×B社の価格／A 社の価格 

当該計算結果として，含水結晶ぶどう糖と無水結晶ぶどう糖の GUPPI はそれぞれ 4.8%と

4.6%となり，比較的高い値であったことから，本件株式取得後の当事会社グループの価格引

上げのインセンティブが一定程度あることが示唆された。ただし，このような経済分析の実

施に当たっては，労務費を変動費として整理するなど経済学で想定される費用概念に基づ

いて算定された利益を用いるのがふさわしいところ，本件では利益率の代理変数として会

計上の費用に基づいて算定された粗利率を用いざるを得なかったことから，本分析結果は

参考にとどめている。 
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あったものの，その後は増加傾向にあり，結晶ぶどう糖の過去１０年

間における輸入数量は合計約８,０００トンから約１２,０００トン

で推移している。主に中国，ドイツ及び韓国から，複数の海外メーカ

ーの製品が輸入されており，為替の影響等による増減はあるものの，

総じて増加傾向にある。 

需要者等からのヒアリングによると，実際に結晶ぶどう糖を食品

の原材料等に用いる需要者の中には，国内品から輸入品に切り替え

た経験を有する者，輸入品への切替えを具体的に検討している者，国

内品についての価格交渉の際に輸入品への切替えを示唆したことの

ある者が存在する。このことから，輸入品については，国内品に代替

し得るものとして国内の需要者による使用が広まっており，国内品

の価格引上げに対する牽制力となっていることがうかがえる。 

 

 制度上の障壁の程度 

関税が掛かる以外には，制度上の特段の輸入障壁はない。後記のと

おり，関税を考慮しても輸入品には一定の価格競争力があることか

ら，含水結晶ぶどう糖の輸入において関税制度が障壁となっている

程度は限定的であると認められる。 

 

 輸入に係る流通上の問題の有無 

需要者からのヒアリングによると，輸入に係る流通上の問題は存

在せず，国内の流通業者による輸入品の取扱いが広がっており，国内

の需要者が，その事業内容・規模にかかわらず輸入品を購入できる実

態にあると認められる。 

 

 輸入品と当事会社グループの商品との代替性の程度 

含水結晶ぶどう糖は，でん粉を分子単位まで加水分解した単糖製

品であり，その品質に大きな差は生じにくいことから，国内品には製

造業者の違いによる大きな差はない。需要者からのヒアリングによ

ると，輸入品と国内品の間で基本的には品質に差異はなく，仮に製造

過程において焦げ等が混入することで品質に差が生じることがあり

得る場合，需要者は，含水結晶ぶどう糖の輸入品の品質を確認した上

で輸入品を使用している。以上から，総じて，国内品と輸入品とは品

質面において代替性があると認められる。 

また，価格についても，国内流通価格は輸入品の方が国内品よりも

おおむね安く，輸入品は国内品に対して価格競争力を有し，価格の面

からも輸入品は国内品に対して代替性があると認められる。 
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 海外の供給可能性の程度 

日本に輸入されている結晶ぶどう糖は平成１２年頃までは僅少で

あったものの，その後は増加傾向にあり，国内において輸入品の使用

が拡大する傾向にある。現在輸入されている結晶ぶどう糖の約６割

は中国からの輸入品であり，品質の向上により特に近年，増加してい

る。原材料であるとうもろこしの入手が容易であること等から，中国

を中心として世界的には結晶ぶどう糖の供給余力が相当程度あり，

当事会社グループが商品の価格を引き上げた場合の輸入増加の可能

性があると認められる。 

 

 小括 

前記のとおり，含水結晶ぶどう糖の輸入品については，関税を除き

制度上・流通上の輸入障壁が存在せず，関税を含めても価格競争力が

あること，品質面でも国内品との間で代替性があること，輸入品の使

用が拡大する傾向にあり中国からの輸入品を中心として供給余力も

十分にあること，需要者においては，実際に国内品から輸入品に切り

替えたり，国内品の価格交渉の際に輸入品への切替えを示唆したりす

るなどしていることから，輸入品が国内品の価格引上げに対する牽制

力となっていることがうかがえるほどの輸入圧力が認められる。 

 

 参入 

競争事業者からのヒアリングによると，糖化製品の製造業者であっ

ても，含水結晶ぶどう糖の製造に必要な設備を導入するには高額な費

用を要し，近年，新たに参入した事業者はなく，また，今後，新規参入

を予定している事業者もない。したがって，参入圧力は認められない。 

 

 隣接市場からの競争圧力 

甘味料には，含水結晶ぶどう糖以外にも，砂糖を始めとする製品が多

数存在しており，含水結晶ぶどう糖を使用している食品，飲料等に他

の甘味料を使用することは，必ずしも不可能ではないと考えられる。

実際に，同じ種類の食品等であっても，含水結晶ぶどう糖とは異なる

甘味料を使用している状況が認められる。 

他方，前記第３の１及び２のとおり，需要者からのヒアリングによる

と，需要者である食品等製造販売業者は，含水結晶ぶどう糖を含む各

種甘味料を，それぞれの性質に応じて使い分けている。また，含水結晶

ぶどう糖の需要者が，既に含水結晶ぶどう糖を用いて製造している食

品については，開発時に定めた原材料に含まれる含水結晶ぶどう糖の
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甘味，機能性，価格等から，他の甘味料への切替えが困難な状況が認め

られる。 

したがって，隣接市場からの競争圧力は限定的である。 

 

 需要者からの競争圧力 

需要者からのヒアリングによると，特に大口の需要者については，安

定供給を確保する観点から複数の国内メーカーから調達した例や，国

内メーカーの供給余力が限定されていること等を背景として輸入品に

切り替えた例もあるものの，現状では国内メーカーの供給余力が十分

にあるとはいえないことから，需要者の立場から取引先を変更するこ

とが容易な状況にないため，当事会社グループに対する需要者からの

競争圧力は限定的である。 

 

 小括 

以上のとおり，競争業者，隣接市場及び需要者からの競争圧力は限定

的であり，参入圧力は認められないものの，複数の海外メーカーの製品

が輸入され輸入品の使用が拡大傾向にあり，輸入品が国内品の価格引

上げに対する牽制力となっていることがうかがえるほどの輸入圧力が

認められることから，単独行動により一定の取引分野における競争を

実質的に制限することとはならないと認められる。 

 

(2) 協調的行動による競争の実質的制限 

前記(1)イのとおり，輸入品については国内品とは費用条件等の競争条

件が異なっており，需要者においては，実際に国内品から輸入品に切り替

えたり，国内品の価格交渉の際に輸入品への切り替えを示唆したりする

などしていることなどから，輸入圧力が十分な牽制力となり協調的行動

を妨げる要因となると考えられる。 

したがって，本件行為により，国内の含水結晶ぶどう糖の製造販売業者

の協調的行動により，一定の取引分野における競争を実質的に制限する

こととはならないと認められる。 

 

 無水結晶ぶどう糖 

(1) 単独行動による競争の実質的制限 

 当事会社グループの地位及び競争事業者の状況 

無水結晶ぶどう糖における市場シェアは下表のとおりであり，本件

行為後のＨＨＩは約４，６００，ＨＨＩの増分は約１，２００であるこ

とから，水平型企業結合のセーフハーバー基準に該当しない。 
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【令和元年度における無水結晶ぶどう糖の市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ サンエイ糖化 約５０％ 

２ Ｄ社 約２５％ 

３ 昭和産業グループ 約１０％ 

 輸入 約１５％ 

合計 １００％ 

合算市場シェア・順位：約６０％・第１位 

 

約２５％の市場シェアを有する競争事業者であるＤ社が存在するもの

の，十分な供給余力を有している状況にあるとは認められず，当事会社グ

ル－プが値上げを行った場合に競争事業者が供給量を増加させることに

よる牽制力は限定的であることから，競争事業者からの競争圧力は限定

的である。 

 

 輸入 

輸入品の状況は前記１(1)イと同様であり，無水結晶ぶどう糖につい

ても，輸入圧力が認められる。 

 

 参入 

競争事業者からのヒアリングによると，糖化製品の製造業者であっ

ても，無水結晶ぶどう糖の製造に必要な設備を導入するには高額な費

用を要し，近年，新たに参入した事業者はなく，また，今後，新規参入

を予定している事業者もない。したがって，参入圧力は認められない。

  

 隣接市場からの競争圧力 

需要者からのヒアリングによると，無水結晶ぶどう糖の含水量が低

いという機能を他の甘味料で代替することは困難であり，隣接市場か

らの競争圧力は限定的である。 

 

 需要者からの競争圧力 

需要者からのヒアリングによると，特に大口の需要者は，安定供給を

確保する観点から複数のメーカーから調達したり，国内メーカーの供

給余力が十分でないことを背景として輸入品に切り替えたりした例も

あるものの，現状では国内無水結晶ぶどう糖メーカーの供給余力が十

分にあるとはいえないことから，需要者の立場から取引先を変更する



  昭和産業㈱／サンエイ糖化㈱ 

 

１４ 

ことが容易な状況にないため，当事会社グループに対する需要者から

の競争圧力は限定的である。 

 

 小括 

以上のとおり，複数の海外メーカーの製品が輸入され輸入品の使用

が拡大傾向にあり，輸入圧力が認められることから，単独行動により一

定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと認

められる。 

 

(2) 協調的行動による競争の実質的制限 

前記(1)イのとおり，輸入圧力が認められ，また，輸入品については国

内品とは費用条件等の競争条件が異なることから，輸入圧力が十分な牽

制力となり協調的行動を妨げる要因となると考えられる。 

したがって，本件行為により，国内の無水結晶ぶどう糖の製造販売業者

の協調的行動により，一定の取引分野における競争を実質的に制限する

こととはならないと考えられる。 

 

第５  結論 

本件行為により，一定の取引分野における競争を実質的に制限することと

はならないと判断した。 
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事例３ ＤＩＣ㈱によるＢＡＳＦカラー＆エフェクトジャパン㈱の株式取得 

 

第１ 当事会社 

ＤＩＣ株式会社（法人番号7011401003807）は，主に顔料の製造販売業を

営む会社であり，ＢＡＳＦカラー＆エフェクトジャパン株式会社（法人番号

5010401124061）は，主に顔料の販売業を営む会社である。  

以下，ＤＩＣ株式会社を「ＤＩＣ」といい，ＤＩＣと既に結合関係が形成

されている企業の集団を「ＤＩＣグループ」という。また，ＢＡＳＦカラー

＆エフェクトジャパン株式会社を「ＢＣＥ」といい，ＢＣＥと既に結合関係

が形成されている企業の集団1を「ＢＣＥグループ」という。 

さらに，ＤＩＣグループとＢＣＥグループを併せて「当事会社グループ」

という。 

 

第２ 本件の概要及び関係法条 

本件は，ＤＩＣがＢＣＥの株式に係る議決権の全部を取得すること（以下

「本件行為」という。）を計画したものである。 

関係法条は，独占禁止法第１０条である。 

 

（参考）海外競争当局との連絡調整 

本件については，海外競争当局も審査を行っており，当委員会

は，欧州委員会及び米国連邦取引委員会との間で情報交換を行い

つつ審査を進めた。 

 

第３ 審査結果の概要 

公正取引委員会は，当事会社グループが競合する各取引分野のうち，競争

に与える影響が比較的大きいと考えられたカラーインデックス2がPigment 

Red １７９3（以下「Ｐ.Ｒ.１７９」という。），Pigment Violet ２９4（以

下「Ｐ.Ｖ.２９」という。），Pigment Red １２２5（以下「Ｐ.Ｒ.１２２」

                                                      
1 ＤＩＣグループは，ＢＣＥの最終親会社であるビーエーエスエフ・エスイー（本社ドイツ）
の傘下において顔料の製造販売業を営む全ての事業者を対象として発行済みの株式の全部を取
得する計画であり，本件行為はその計画の一部をなすものである。本件では，ＢＣＥを含むビー
エーエスエフ・エスイーの傘下において顔料の製造販売業を営む事業者をＢＣＥグループに含
めて審査を行った。 
2 英国染料染色協会と米国繊維化学技術・染色技術協会が共同で管理するデータベースに登録
された色にそれぞれ付された呼称をいう（例えば，「P.R.179（Pigment Red 179）」は，「顔料」
の「赤」の「179 番」の色に付された呼称である。）。 
3 自動車用塗料等に用いられる赤色顔料。 
4 自動車用塗料，カーペット用の繊維等に用いられる紫色顔料。 
5 インキ等に用いられる赤色顔料。 
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という。），Pigment Red ２０２6（以下「Ｐ.Ｒ.２０２」という。）及び

Pigment Violet １９7（以下「Ｐ.Ｖ.１９」という。）の顔料（以下「５顔

料」という。）に係る取引分野を中心に審査を行った。そのうち，自動車用

塗料等に使用されることから高い品質が求められるＰ.Ｒ.１７９，Ｐ.Ｖ.

２９及びＰ.Ｒ.２０２の顔料（以下「３顔料」という。）に係る取引分野に

ついては，後記第４から第８までのとおり，当事会社グループが当委員会に

申し出た問題解消措置が講じられることを前提とすれば，本件行為が競争

を実質的に制限することとはならないと判断した。 

また，３顔料に係る取引分野以外の各取引分野については，いずれも本件

行為により一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはなら

ないと判断した。 

 

第４ 一定の取引分野 

１ 商品の概要 

(1) 顔料 

顔料とは，物質に色を付ける着色剤であり，インキや塗料になる前段階

の粉状の商品である。 

顔料は，主に石油を原料として化学的に合成した有機顔料と，金属の化

学反応等によって得られる無機顔料に分類される。これらの顔料は，化学

構造の違いによって分類され，さらに，それぞれの化学構造は，細部構造

の違いによってカラーインデックスごとに分類される。 

 

 

                          P.R.179 

                ペリレン      P.V.29 

       有機顔料     キナクリドン    P.R.178 

 顔料             アゾ 等      P.R.149 等 

       無機顔料               P.R.122   

                          P.R.202   

P.V.19  等 

 

２ 商品範囲 

(1) 有機顔料と無機顔料 

有機顔料と無機顔料は，カラーバリエーションの豊富さ，着色性，色の

鮮やかさといった特性が異なることから，同じ色に属するものであって

                                                      
6 自動車用塗料，インキ等に用いられる赤色顔料。 
7 塗料，インキ等に用いられる紫色顔料。 

（化学構造） （カラーインデックス） 
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も，需要の代替性は限定的である。また，有機顔料と無機顔料は，原材料，

製造方法，製造設備等が異なり，製造を転換することは容易でないことか

ら，供給の代替性は認められない。 

したがって，有機顔料と無機顔料は，商品範囲が異なる。 

 

(2) 異なる化学構造の有機顔料 

有機顔料は，化学構造によって耐候性や耐熱性といった特性が異なる

ことから，需要者において，異なる化学構造の有機顔料を代替的に使用で

きない場合も多い。また，異なる化学構造の有機顔料は，原材料，製造方

法，製造設備等が一定程度異なるため，供給の代替性は限定的である。 

したがって，異なる化学構造の有機顔料は，商品範囲が異なる。 

 

(3) 同一化学構造における異なるカラーインデックスの有機顔料 

需要者ヒアリングにおいては，カラーインデックスごとに色味や透明

性等の特性が異なるため，通常，異なるカラーインデックスの有機顔料を

代替的に用いることはないとの意見があった。需要者の中には，あるカラ

ーインデックスの有機顔料の代替品を検討する際には，まずは同じカラ

ーインデックスの有機顔料の他メーカー品を検討しており，異なるカラ

ーインデックスの有機顔料については検討対象にならない場合があると

述べる者もいた。したがって，異なるカラーインデックスの有機顔料間の

需要の代替性は限定的である。 

また，異なるカラーインデックスの有機顔料は，同じ化学構造であった

としても細部構造が異なっており，それによって，原材料，製造方法，製

造設備等が一定程度異なるため，供給の代替性は限定的である。 

 

(4) 経済分析 

当委員会は，当事会社グループが競合する取引分野のうち，５顔料の間

で，価格水準がどの程度異なるのか，価格及び価格比が同一の商品範囲と

いえるような推移をしているのかを確認する目的で，当事会社グループ

が提出した日本の需要者向けの販売実績データ（平成２８年１月～令和

元年１２月）を用いて価格相関分析8，定常分析9等の価格分析を行った10。 

                                                      
8 市場画定における価格相関分析とは，分析の対象とする二つの商品の価格について相関係数
を求め，両者に高い相関関係が観測される場合，市場の一体性が強いと判断する分析手法である。 
9 市場画定における定常分析とは，分析の対象とする二つの商品の価格比を用いて，両商品の
価格比の定常性の有無（ある商品の価格が一時的に他方の商品からかい離したとしても，長期的
には同一の価格水準に収れんするという関係がみられるか否か）を確認し，定常性が存在する場
合，市場の一体性が強いと判断する分析手法である。 
10 当事会社グループの販売実績データに含まれる欧州及び米国の需要者向けの販売実績デー
タそれぞれを用いた価格分析でもおおむね同様の結果が得られている。ただし，為替レートの変
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まず，５顔料の間では，月次の平均販売価格が一定程度以上異なる水準

で推移していることが確認された11。続いて，月次の平均販売価格を用い

た価格相関分析については，異なる化学構造のカラーインデックスの有

機顔料間では，一部，相関係数が一定程度以上高い値となり有意性も確認

された12が，対数差分を用いた価格相関分析も併せて行った13ところ，頑

健性までは確認されなかった14。その他の組合せについては，相関係数は

低い値となり，また，対数差分を用いた価格相関分析においても低い値と

なったことから，その頑健性も確認された15。以上から，異なる化学構造

の有機顔料が同一の商品範囲に属する可能性は低いという結果となった。 

他方，同一の化学構造のカラーインデックスの有機顔料間では，相関係

数の値は，それほど高くはないものの有意性及び頑健性が確認された16た

め，これらの組合せについては，Augmented Dickey-Fuller（ＡＤＦ）検

定17により定常分析を実施した。その結果，月次の平均販売価格の価格比

が定常であると結論付けられるだけの頑健性を確認できなかった18こと

                                                      
動が極めて大きい可能性が高いことが販売実績データから見て取れたため，日本，欧州及び米国
の需要者向けの販売実績データを同一の通貨単位に統一した上で合算することによって算定さ
れる，全世界の月次の平均販売価格を用いた価格分析は実施していない。 
11 特にＰ.Ｖ.２９については，他のカラーインデックスの有機顔料と比較して約１．９～３．
６倍ほどであり，価格水準が極めて高かった。 
12 有意性とは，統計上，推定結果が偶然とは考えにくく，意味があると考えられることをいい，
ここでは，二つの商品の価格について統計的に無相関（相関係数がゼロ）ではなく，相関関係が
あるといえることを指す。 
13 対数差分とは,ある値x ，x について自然対数の差分ln x − ln x を採ることをいう。変化率が
十分に小さい場合には対数差分は変化率の近似値であることが知られている（g をある値x からx への変化率，つまり，g = (x − x ) x⁄ とすると，ln x − ln x = ln (x x⁄ ) = ln(1 + g ) = g と
なる。）ことから，対数差分による価格相関分析は月次の平均販売価格の変化率を用いた価格相
関分析といえる。 
14 頑健性とは，条件や仮定を多少変更したとしても，推定結果に大きな違いが生じないことを
いう。頑健性が確認されなかった組合せは，「Ｐ.Ｖ.２９とＰ.Ｒ.１２２」及び「Ｐ.Ｖ.２９と
Ｐ.Ｖ.１９」で，相関係数は０．６６９〔０．１８３〕及び０．３４１〔０．０１７〕となった
（〔 〕は，対数差分を用いた場合の相関係数）。また，Ｐ.Ｖ.２９については，脚注１１のとお
り，価格水準も極めて高い。 
15 相関係数は－０．１４２〔－０．２０６〕～０．２６０〔０．００９〕であった。 
16 「Ｐ.Ｒ.１７９とＰ.Ｖ.２９」，「Ｐ.Ｒ.１２２とＰ.Ｒ.２０２」及び「Ｐ.Ｒ.１２２とＰ.Ｖ.
１９」で，相関係数はそれぞれ０．４９２〔０．３７２〕，０．３１５〔０．３５６〕及び０．
３８３〔０.３２７〕であった。 
なお，二つの商品に共通する原材料の価格変化により相関係数が高くなる「見せかけの相関」

が発生する可能性があるところ，相関係数の値が高くないことから「見せかけの相関」への対処
は行っていない。 
17 ＡＤＦ検定は，定常性の有無を統計的に判定するための標準的な方法として知られている。 
18 ＡＤＦ検定に当たり，ラグ次数（例えば，１次のラグ次数とは，価格比Ｐt とＰt-1 の差ΔＰt

の１期前の値であるＰt-1 とＰt-2 の差ΔＰt-1 のことをいい，誤差項の系列相関の解消のために用
いられる。）は１次から１２次（１か月から１２か月）までを使用している。観測数が少ないこ
とに留意する必要はあるものの，ＡＤＦ検定を行った組合せのうち「Ｐ.Ｒ.１２２とＰ.Ｒ.２０
２」（いずれもキナクリドン）の価格比については，ラグ次数が１次から４次までの場合に限っ
て定常性が確認され，その他の組合せについては４次よりも小さいラグ次数に限って定常性が
確認されたことから，定常性があるという結果は頑健性があるとはいえず，誤差項の系列相関に
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から，異なるカラーインデックスの有機顔料は異なる商品範囲に属する

可能性が高いことが示唆された。 

以上のとおり，経済分析からも前記⑵及び⑶の定性的分析を裏付ける

結果が得られた。 

 

(5) 小括 

以上のとおり，本件では，有機顔料の商品範囲をカラーインデックスご

とに画定し，５顔料をそれぞれ独立した商品範囲として画定した。 

 

３ 地理的範囲 

顔料は，輸入に係る輸送費用の点から制約があるわけではない。  

また，供給者は需要者の所在する国を問わず取引しており，需要者も国内

外の供給者を差別することなく取引している19。 

したがって，地理的範囲を「世界全体」として画定する。 

 

第５ 本件行為が競争に与える影響 

１ 当事会社グループの地位及び競争状況 

当事会社グループは，いずれも５顔料を製造販売していることから，本件

は，水平型企業結合に該当する。  

５顔料のうち，３顔料の市場シェアの状況は下表のとおりであり，本件行

為後における各市場について，Ｐ.Ｒ.１７９のＨＨＩは約２，８００，ＨＨ

Ｉの増分は約９００，当事会社グループの市場シェアは約４０％（第１位），

Ｐ.Ｖ.２９のＨＨＩは約３，３００，ＨＨＩの増分は約３００，当事会社グ

ループの市場シェアは約３５％（第１位），Ｐ.Ｒ.２０２のＨＨＩは約３，

５００，ＨＨＩの増分は約２００，当事会社グループの市場シェアは約２

０％（第３位）となり，いずれも，水平型企業結合のセーフハーバー基準に

は該当しない。 

  

                                                      
よって定常性が確認されていた可能性がある。 
19 地理的範囲の画定には，日本，欧州及び米国の需要者向けの販売実績データを同一の通貨単
位に統一した上で，各地域における価格の推移を比較する価格分析の実施を検討した。しかし，
脚注１０に記載のとおり，為替レートの変動による影響が極めて大きい可能性が高いことが販
売実績データから見て取れたため，Bishop, S. and M. Walker (2002) “The Economics of EC 
Competition Law – Concepts ， Application and Measurement,” London Sweet & 
Maxwell,Chapter11 に倣い，地域間での比較分析は行わなかった。 
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【令和元年におけるP.R.179の市場シェア】【令和元年におけるP.V.29の市場シェ

ア】 

順位 会社名 市場シェア20  順位 会社名 市場シェア 

１ 
ＢＣＥグル

ープ 約２５％ 

 
１ Ｄ社 

約３５％ 

２ Ａ社 約２０％  ２ Ｅ社 約３５％ 

３ Ｂ社 
約２０％ 

 
３ 

ＤＩＣグル

ープ 約３０％ 

４ 
ＤＩＣグル

ープ 約２０％ 

 
４ 

ＢＣＥグル

ープ ０－５％ 

５ Ｃ社 約１５％  ５ Ｆ社 ０－５％ 

－ その他 ０－５％  合計 １００％ 

合計 １００％   

 

【令和元年におけるP.R.202の市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ Ｇ社 約５０％ 

２ Ｈ社 約２５％ 

３ 
ＢＣＥグル

ープ 約１５％ 

４ 
ＤＩＣグル

ープ 約５％ 

－ その他 ０－５％ 

合計 １００％ 

 

一方で，３顔料以外の本件行為後における各市場については，Ｐ.Ｒ.１２

２のＨＨＩは約１，２００，ＨＨＩの増分は約１００，Ｐ.Ｖ.１９のＨＨＩ

は約１，４００，ＨＨＩの増分は約４００となり，いずれも水平型企業結合

のセーフハーバー基準に該当する。 

 

２ 独占禁止法上の評価 

前記１のとおり，３顔料については，水平型企業結合のセーフハーバー基

準に該当しない。また，需要者ヒアリングによれば，３顔料については，自

                                                      
20 ２２．５％以上２７．５％未満を「約２５％」とするなど，５％単位で記載している。その
ため，合計値は必ずしも１００になるとは限らない。以下同じ。 
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動車用塗料等に使用されることから高い品質を求められ，前記１の市場シ

ェア表に挙げられている当事会社グループ以外の競争事業者は，品質や供

給安定性の面に不安があることから，当事会社グループ以外に選択肢が無

いなどと述べる者もいた。 

しかしながら，本件行為については，第２次審査開始後，当事会社グルー

プから公正取引委員会に対して，ＤＩＣグループの顔料事業の一部を第三

者に譲渡する予定であるとの申出があった。これを受けて，当委員会が審査

を進めた結果，最終的には当事会社グループから，後記第６のとおり問題解

消措置の申出があったことから，その内容を踏まえて独占禁止法上の評価

を行うこととした。 

 

第６ 当事会社グループによる問題解消措置の申出 

当事会社グループから，問題解消措置として次の①～④の申出があった。 

① ＤＩＣグループのブッシーパーク工場（米国サウスカロライナ州）で

行われている顔料の製造販売事業を当事会社グループ以外の他の事業

者に譲渡する（以下，譲渡対象となっている事業を「本件譲渡対象事

業」という。）。本件譲渡対象事業には，ブッシーパーク工場で製造さ

れている顔料に係る有形資産（製造資産，建物等），無形資産（技術，

研究開発成果等），従業員等が含まれる。 

② 譲渡先は，顔料分野における十分な経験及び能力を有し，当事会社グ

ループから独立した資本上無関係な事業者であり，かつ，本件譲渡対

象事業を維持し発展させるための財源，専門性及びインセンティブを

有することなどを基準に選定し，具体的な譲渡先については，公正取

引委員会に報告し，同意を得る。 

③ 当事会社グループは，本件措置の完了までの間，DICグループが行う

他の事業から本件譲渡対象事業を切り離し，販売に適した事業として

管理されることを確保する。また，これらの点の実効性について，独立

した第三者（監視受託者21）が監視する。 

④ 当事会社グループが６か月以内に譲渡先との契約締結に至らなかっ

た場合，独立した第三者（事業処分受託者22）が当委員会の同意を得た

上で譲渡先を指定し，当事会社グループは指定された相手方に本件譲

渡対象事業を譲渡する。  

現在，ＤＩＣグループは，Ｐ.Ｒ.１７９をブッシーパーク工場でしか製造

                                                      
21 当事会社グループから独立した第三者として，事業譲渡が行われるまでの間，当事会社グル
ープが譲渡対象事業の価値を毀損せずに適切に業務を行っているかを監視する者をいう。 
22 一定期間の間に譲渡先が見つからないような場合，当事会社グループは独立した第三者であ
る事業処分受託者を指名し，事業処分受託者の指名の効力発生後は，事業処分受託者のみが譲渡
対象事業を売却する権限を有することになる。 
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しておらず，Ｐ.Ｖ.２９及びＰ.Ｒ.２０２については，そのほとんどをブッ

シーパーク工場で製造している。したがって，ＤＩＣグループは，ブッシー

パーク工場を譲渡することにより，同グループのＰ.Ｒ.１７９の製造販売

事業の全て並びにＰ.Ｖ.２９及びＰ.Ｒ.２０２の製造販売事業のほとんど

を譲渡することとなる。 

 

第７ 問題解消措置に対する評価 

前記第６の問題解消措置が履行された場合，３顔料のうちＰ.Ｒ.１７９

の取引分野において，当事会社グループの一方であるＤＩＣグループの製

造販売事業がそのまま当事会社グループ以外の他の事業者に譲渡されるこ

とから，本件行為により当事会社グループの市場シェアが増加することは

ない。また，Ｐ.Ｖ.２９及びＰ.Ｒ.２０２の取引分野についても，ＤＩＣグ

ループのほとんどの市場シェアに相当する事業が譲渡されることから，本

件行為による当事会社グループの市場シェアの増加は僅かとなる。 

本件譲渡対象事業の内容については，前記第６の①のとおり，ブッシーパ

ーク工場で製造に関与していた従業員も含め，これまでにＤＩＣグループ

が行ってきた３顔料を含む本件譲渡対象事業をそのまま切り離して譲渡す

るものであり，譲渡の内容としては十分なものであると考えられる。 

さらに，譲渡先については，前記第６の②の各要件を満たしていれば，３

顔料の製造販売市場における独立した有力な競争事業者になると考えられ

るところ，実際の譲渡先が当該要件を満たしているかについては，当事会社

グループからの報告を受けた後，当委員会において判断することとなる。 

加えて，前記第６の③のとおり，事業譲渡の実効性及び譲渡までの競争力

等の確保のために，第三者（監視受託者）を関与させるとしており，また，

前記第６の④のとおり，本件行為後に事業譲渡が行われる場合であっても，

最長でも６か月以内に事業譲渡を実行することとされており，仮にそれま

でに譲渡先との契約締結に至らなかった場合，独立した第三者（事業処分受

託者）が当委員会の同意を得た上で本件譲渡対象事業の譲渡先を指定する

こととされていることから，問題解消措置の実行期限は適切かつ明確に定

められている。  

上記のことから，当事会社グループから提出された本件問題解消措置は

適切なものであると評価した。 

 

第８ 結論 

当事会社グループが本件問題解消措置を講ずることを前提とすれば，本 

件行為が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならな

いと判断した。 
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事例４ 富士フイルム㈱による㈱日立製作所の画像診断事業及びヘルスケアＩ

Ｔ事業の統合 

 

第１  当事会社 

富士フイルム株式会社（法人番号2010401064789）（以下「富士フイルム」

という。）は，主に医療機器製造販売業等を営む会社である。 

株式会社日立製作所（法人番号7010001008844）（以下「日立製作所」と

いう。）は，主に情報・通信システムの製造販売業等を営む会社である。 

以下，富士フイルムと既に結合関係が形成されている企業の集団を「富士

フイルムグループ」といい，日立製作所と既に結合関係が形成されている企

業の集団を「日立製作所グループ」という。また，富士フイルムグループ及

び日立製作所グループを併せて「当事会社グループ」という。 

 

第２ 本件の概要及び関係法条 

本件は，富士フイルムが，日立製作所から分割される画像診断事業及びヘ

ルスケアＩＴ事業の一部を承継した株式会社富士フイルムヘルスケア（法

人番号5040001112100）の株式に係る議決権の全部を取得すること（以下「本

件行為」という。）を計画したものである。 

関係法条は，独占禁止法第１０条である。 

なお，当事会社グループが製造販売する商品等の間で競合又は取引関係

にあるものは多数存在するところ，これらについて検討したもののうち，以

下は，競争に与える影響が比較的大きいと考えられた超音波内視鏡及び超

音波観測装置について詳述したものである。 

 

（参考）海外競争当局との連絡調整 

本件については，海外競争当局も審査を行っており，当委員会は，オース

トリア連邦競争庁，中国市場監督管理総局，ドイツ連邦カルテル庁及び米国

連邦取引委員会等との間で情報交換を行いつつ審査を進めた。 

 

第３ 一定の取引分野 

１ 商品の概要 

(1) 超音波内視鏡 

超音波内視鏡は，内視鏡の先端に超音波内視鏡用プローブ1が組み込ま

れたものであり，超音波観測装置と接続して使用される。 

超音波内視鏡による検査においては，内視鏡を口から挿入し，食道，胃，

                                                      
1 超音波を受発信する装置。 
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十二指腸を通って肝臓，膵臓，脾臓などの臓器付近まで内視鏡を前進させ，

管腔内において，先端のプローブから超音波を発信し，対象からの反射波

を受信することにより，精密な画像を描出することができる。 

 

(2) 超音波観測装置 

超音波観測装置は，超音波内視鏡の先端のプローブで受信した超音波

を分析する装置である。 

超音波観測装置は，需要者において体表用のプローブ（体の表面に直接

当て，超音波の送受信を行う装置）を付け替えることができないボックス

型と体表用のプローブを付け替えることができる据置型がある。 

ボックス型超音波観測装置は，ボックス型超音波内視鏡システムの一

部を構成する装置であり，ボックス型超音波内視鏡システムメーカーは，

ボックス型超音波観測装置を自社のボックス型超音波内視鏡システムに

組み込んで販売しており，ボックス型超音波観測装置単体で他社には販

売されていない。 

据置型超音波観測装置は，医療機関等において，超音波内視鏡と別々に

購入され，組み合わせて使用されている。据置型超音波観測装置は，ボッ

クス型超音波観測装置に比べて機能の豊富さや画質の点で高機能である

ことから，大学病院，がんセンターといった専門性の高い医療機関や研究

機関において使用されている。 

 

２ 商品範囲 

(1) 超音波内視鏡 

内視鏡には超音波内視鏡のほか，超音波機能を持たない内視鏡がある。

超音波内視鏡は，超音波機能を持たない内視鏡とは用途及び目的が異な

り，需要者であるボックス型超音波内視鏡システムメーカー及び医療機

関等は超音波機能を持たない内視鏡を超音波内視鏡と代替的に使用する

ことはできないことから，需要の代替性はない。 

また，超音波内視鏡は，その開発及び製造に超音波機能を持たない内視

鏡にはない超音波技術が必要となり，超音波機能を持たない内視鏡のメ

ーカーが短期間のうちに多大なコストを掛けることなく製造販売するこ

とは困難であることから，超音波内視鏡と超音波機能を持たない内視鏡

との供給の代替性もない。 

以上のことから，本件では，「超音波内視鏡」を商品範囲として画定し

た。 
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(2) 据置型超音波観測装置 

前記１(2)のとおりボックス型超音波観測装置は，ボックス型超音波内

視鏡システムに組み込んで医療機関に対して販売されており，それ単体

で販売されていない。据置型超音波観測装置は医療機関等に対して販売

されている。 

また，超音波観測装置メーカーがそれぞれ別のタイプの超音波観測装

置を短期間で開発して製造販売することは困難であることから，ボック

ス型超音波観測装置と据置型超音波観測装置の供給の代替性は限定的で

ある。 

以上のことから，「据置型超音波観測装置」を商品範囲として画定した。 

 

３ 地理的範囲 

前記２で商品範囲を画定したいずれの商品も，各商品の需要者は日本全

国のメーカーからこれらの商品を購入している。 

また，これらの商品のメーカーは，日本全国において販売していることに

加え，地域によって価格が異なる事情もない。 

以上のことから，前記２で画定した各商品について，「日本全国」として

地理的範囲を画定した。 

 

第４ 本件行為が競争に与える影響 

富士フイルムグループは，現在，自社で製造販売するボックス型超音波内

視鏡システム用に超音波内視鏡を内製しているものの，据置型超音波観測

装置と接続可能な超音波内視鏡を製造販売していない。しかし，本件行為後，

富士フイルムグループは，同グループが内製している超音波内視鏡の仕様

を変更するなどして，日立製作所グループ（本件行為後は富士フイルムグル

ープ）の製造販売する据置型超音波観測装置との接続性を確保した超音波

内視鏡を製造販売することが想定される。このため，超音波内視鏡及び据置

型超音波観測装置は，共通の需要者である医療機関等に販売されているこ

とから，本件は超音波内視鏡及び据置型超音波観測装置の製造販売業の混

合型企業結合に該当する。 
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１ 当事会社の地位及び競争事業者の状況 

(1) 超音波内視鏡 

超音波内視鏡を製造販売している事業者はＡ社以外には存在しない。 

 

【令和元年度における超音波内視鏡の市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ Ａ社 １００％ 

合計 １００％ 

 

(2) 据置型超音波観測装置 

据置型超音波観測装置を製造販売しているのは日立製作所グループ以

外には存在しない。 

 

【令和元年度における据置型超音波観測装置の市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ 日立製作所グループ １００％ 

合計 １００％ 

 

２ 超音波内視鏡市場における市場の閉鎖性・排他性 

富士フイルムグループは，本件統合の目的の一つとして，当事会社グルー

プの事業は補完的な関係にあり，統合後の富士フイルムグループは，幅広い

ラインナップによるトータルソリューションの提供が可能となるとしてい

る。 

本件行為後，富士フイルムグループが，本件行為前に日立製作所グループ

が製造販売していて，本件行為後に富士フイルムグループが製造販売する

こととなる据置型超音波観測装置と接続性のある超音波内視鏡の製造販売

を開始することが考えられる。本件行為後の富士フイルムグループが，同社

の据置型超音波観測装置とＡ社が製造販売する超音波内視鏡との接続性の

程度を，富士フイルムグループが製造販売する超音波内視鏡との接続性の

程度よりも低下させる，又は本件行為後の富士フイルムグループが需要者

に提供する据置型超音波観測装置に係る各種サービスについて，富士フイ

ルムグループの需要者に対するものよりも不利にする等，Ａ社を富士フイ

ルムグループと差別的に取り扱うことにより，Ａ社を競争上不利な立場に

置き，超音波内視鏡市場における市場の閉鎖性・排他性の問題が生じる可能

性があることから，以下検討する。 
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(1) 市場閉鎖を行う能力 

据置型超音波観測装置を製造販売しているのは，日立製作所グループ

のみである。 

したがって，当事会社グループは，市場閉鎖を行う能力はあると認めら

れる。 

 

(2) 市場閉鎖を行うインセンティブ 

本件行為後の富士フイルムグループが，据置型超音波観測装置と超音

波内視鏡との接続性に関し，富士フイルムグループの競争事業者である

Ａ社の超音波内視鏡を，富士フイルムグループの超音波内視鏡よりも新

製品の開発等において不利に扱う，又は，本件行為後の富士フイルムグル

ープが需要者に提供するアフターサービス等の各種サービスについて，

富士フイルムグループの需要者に対するものに比してＡ社の需要者に対

するものを不利にするなど，Ａ社を競争上不利な立場に置き，排除するこ

とにより，富士フイルムグループの超音波内視鏡の売上げを増加させ，そ

の結果，富士フイルムグループの超音波内視鏡の利益を増加させる可能

性があると考えられる。 

以上のことから，当事会社グループは，市場閉鎖を行うインセンティブ

があると認められる。 
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３ 据置型超音波観測装置市場における市場の閉鎖性・排他性 

据置型超音波観測装置は，日立製作所グループのみが製造販売している

ことから，据置型超音波観測装置市場の閉鎖性・排他性の問題は生じない。 

 

４ 秘密情報の共有 

Ａ社が超音波内視鏡を開発する際には，日立製作所グループの据置型超

音波観測装置との接続性を確保するため，それらの開発に係る情報など，競

争上の秘密情報が日立製作所グループと共有されている。 

本件行為により，富士フイルムグループは，Ａ社の製品開発，営業情報等

の競争上の秘密情報を入手し，当該情報を自己に有利に用いることにより，

Ａ社が競争上不利な立場におかれ，超音波内視鏡市場における市場の閉鎖

性・排他性の問題が生じる可能性が考えられる。 

 

５ 小括 

以上のことから，超音波内視鏡市場において市場の閉鎖性・排他性の問題

が生じる蓋然性が認められる。 

 

第５ 当事会社による問題解消措置の申出 

本件行為により，市場の閉鎖性・排他性の問題が生じる可能性がある旨，

当事会社に対して伝えたところ，当事会社から，以下の問題解消措置（以下

「本件問題解消措置」という。）を採る旨の申出があった。 

 

１ 据置型超音波観測装置と超音波内視鏡との接続性の確保等 

日立製作所グループが製造販売する据置型超音波観測装置とＡ社の超音

波内視鏡との接続性の確保等を継続するとともに，不当に差別的に取り扱

わない。 

 

２ 情報遮断措置 

Ａ社の競争上の秘密情報へのアクセスが可能な者を定め，アクセス権限

のない者によるアクセスを制限するためのパスワードを設定するなどの措

置を講じる。 

また，当該秘密情報に接する者は，一定期間，富士フイルムグループの超

音波内視鏡事業に関与させない。 

加えて，当該秘密情報に接する者は，当該秘密情報の取扱いについての守

秘義務を定め，当該義務に違反した場合には処分を受けることとなる旨の

誓約書を作成し，記載事項を遵守する。 
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３ 定期報告 

当事会社は，前記１及び２の遵守状況について，本件行為日から３年間，

１年に１度，公正取引委員会に対して報告する。 

 

第６ 本件問題解消措置に対する評価 

当事会社により前記第４の１に記載の据置型超音波観測装置及び超音波

内視鏡の接続性の確保等の継続の措置が採られた場合，当該措置が継続す

る間，超音波内視鏡市場における市場閉鎖を行うことはできないと考えら

れる。 

また，前記第４の２に記載の情報遮断措置が採られた場合には，Ａ社の競

争上の秘密情報が当事会社グループ内において共有されることはなく，Ａ

社の競争上の秘密情報の入手による市場の閉鎖性・排他性の問題は生じな

いと考えられる。 

さらに，履行監視の観点から，前記第４の３に記載の定期報告は有効な措

置であると認められる。 

以上のことから，本件問題解消措置により，超音波内視鏡市場における市

場の閉鎖性・排他性の問題は生じないと認められる。 

 

第７ 結論 

当事会社が本件問題解消措置を講ずることを前提とすれば，本件行為に

より，一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならない

と判断した。 
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事例５ アナログ・デバイセズ・インクによるマキシム・インテグレーテッド・

プロダクツ・インクの株式取得 

 

第１ 当事会社 

 アナログ・デバイセズ・インク（本社米国。以下「ＡＤＩ」という。）と

マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ・インク（本社米国。以下「マ

キシム」という。）は，いずれも半導体製品の製造販売業を営む会社であ

る。 

以下，ＡＤＩと既に結合関係が形成されている企業の集団を「ＡＤＩグル

ープ」と，マキシムと既に結合関係が形成されている企業の集団を「マキシ

ムグループ」といい，また，ＡＤＩグループとマキシムグループを併せて「当

事会社グループ」という。 

 

第２ 本件の概要及び関係法条等 

本件は，ＡＤＩがマキシムの株式に係る議決権の全部を取得すること（以

下「本件行為」という。）を計画したものである。 

関係法条は，独占禁止法第１０条である。  

   なお，当事会社グループが製造販売する商品等の間で競合関係にあるも

のは複数存在するところ，これらについて検討したもののうち，以下は，競

争に与える影響が比較的大きいと考えられた汎用アナログＩＣの製造販売

業の水平型企業結合について詳述したものである。 

 

第３ 一定の取引分野 

１ 商品の概要 

(1) 集積回路（ＩＣ） 

集積回路は，一つのシリコン半導体基盤の上に，トランジスタ，電気抵

抗，コンデンサ等の複数の機能を持つ素子を多数搭載した半導体製品で

あり，ＩＣともいう。ＩＣは，機能，性能等に応じてアナログＩＣとデジ

タルＩＣに分類される。 

 

(2) アナログＩＣ 

アナログＩＣは，電圧，音，光，温度等のアナログ入力の信号をデジタ

ル出力する機能を有するＩＣであり，用途を問わず使用することが可能な

「汎用アナログＩＣ」と，特定の機能や目的に特化して使用される「特定

用途用アナログＩＣ」に大別される。 

 

(3) 汎用アナログＩＣ 
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汎用アナログＩＣは，単一機能のみを搭載することにより，用途を限定

せずに汎用的に使用することができるアナログＩＣである。汎用アナロ

グＩＣには，機能別にアンプ，コンパレータ，シグナルコンバージョン，

インターフェース，アイソレータ及びパワー・マネジメントＩＣという６

種類の商品があり，機能及び構造によって「アンプ及びコンパレータ」，

「シグナルコンバージョン」，「インターフェース及びアイソレータ」及

び「パワー・マネジメントＩＣ」の４つに分けられる1。 

 

ア アンプ及びコンパレータ 

アンプ及びコンパレータは，入力されたアナログ信号の調整，処理及

び修正を行う機能を有している。アンプは，入力されたアナログ信号

（電圧又は電流）を増幅又は減衰させる機能を有しているのに対し，コ

ンパレータは，入力された２つのアナログ信号の大きさを比較し，その

結果によって出力する信号を切り替える機能を有している。 

なお，アンプは，コンパレータの機能も包含しているため，アンプを

コンパレータの代用品として使用する場合がある2。 

 

イ シグナルコンバージョン 

シグナルコンバージョンは，データや信号等をある形式から別の形

式へ変換する機能を有している。シグナルコンバージョンには，アナロ

グ信号をデジタル信号に変換するＡＤＣ（アナログ-デジタル・コンバ

ータ）及びその逆を行うＤＡＣ（デジタル-アナログ・コンバータ）が

存在する。 

 

ウ インターフェース及びアイソレータ 

インターフェースは，ワイヤー，ケーブル，導波管等の物理的媒体を

介して一定の距離を伝送する信号の完全性を保証するために，信号を

修正又は整形する機能を有している。一方，アイソレータは，信号チェ

ーン3内の特定のアナログ信号又はデジタル信号を電気的に絶縁し，特

                                                      
1 世界半導体市場統計（World Semiconductor Trade Statistics）においても４つに分類

されている。 

 WSTS による分類は，半導体業界において最も一般的とされており，多くの半導体メーカ

ーによる売上高の算出や市場調査を行う事業者による調査・分析データの作成において基

準にされている。 
2 コンパレータをアンプの代用品として使用することは技術的に可能であるが，アンプ及

びコンパレータがそれぞれ生成する信号の特徴に差があることから，コンパレータをアン

プとして使用する際に最適な性能となることを保証することは困難である。 
3 アナログ信号をデジタル信号に変換するまでの一連の信号の流れを意味する。 
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半導体製品

ディスクリート
（個別半導体）

IC（集積回路）

アナログIC

汎用アナログIC

特定用途用アナロ
グIC

デジタルIC

ロジックIC

メモリIC

マイコン

センサー

その他

定の信号のみを伝送できるようにする機能を有している。インターフ

ェース及びアイソレータは，いずれも電子システムの内部又は電子シ

ステム間におけるデジタル信号の伝送を仲介する機能を有する点で共

通している。 

なお，インターフェースには，絶縁型と非絶縁型が存在する。絶縁

型インターフェースは，アイソレータの機能も包含している。 

 

エ パワー・マネジメントＩＣ 

パワー・マネジメントＩＣは，直流電力を変換，制御及び分配する機

能を有しており，当該機能ごとにそれぞれ異なる種類が存在する。具体

的な機能として，デバイス又はシステムにおいて，常に一定の電圧を維

持し，電源供給を安定化させる機能やバッテリーの充電状態を測定す

るなど，バッテリーの状態を監視及び管理する機能等が存在する。 

 

(4) 特定用途用アナログＩＣ 

特定用途用アナログＩＣは，特定の用途に特化して設計されたアナロ

グＩＣであり，用途別に，「自動車用」，「通信機器用」，「コンピュー

ター用」，「民生用」及び「産業用」に分類される。特定用途用アナログ

ＩＣは，用途によっては，顧客が要求する品質等の水準が異なり，特定用

途用アナログＩＣの製造販売業者は，当該品質を保証するために外部機

関から認証等を取得することもある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 商品範囲 

(1) 汎用アナログＩＣ 

ア 汎用アナログＩＣと特定用途用アナログＩＣの代替性 

汎用アナログＩＣと特定用途用アナログＩＣは，機能が類似してい

る汎用アナログＩＣと特定用途用アナログＩＣも存在するが基本的に
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それぞれ用途や機能が異なっていることから，需要の代替性は限定的

である。 

他方，特定用途用アナログＩＣは，用途によっては顧客が要求する品

質等の水準が高い場合があり，当該水準を保証するために商品ごとに

安全水準に係る外部機関の認証を要したり，用途ごとに品質管理に係

る外部機関の認証を要したりすることがあることから，汎用アナログ

ＩＣとの供給の代替性は限定的である。 

 

イ 汎用アナログＩＣの商品間の代替性 

汎用アナログＩＣには，６種類の商品があり，アンプ及びコンパレー

タ，インターフェース及びアイソレータのように，共通又は類似の機能

を有する商品も存在するが，基本的には商品ごとに機能は異なってい

ることから，汎用アナログＩＣの商品間の需要の代替性は限定的であ

る。 

汎用アナログＩＣは，いずれの商品も基礎的な回路設計やノウハウを

用いて製造されるため，ほとんどのアナログＩＣの製造販売業者は，い

ずれの商品も各社の既存の技術やノウハウを用いておおむね１年以内

に製造可能である。そのため，汎用アナログＩＣの商品間には，供給の

代替性が一定程度あると考えられる。一方で，全種類の汎用アナログＩ

Ｃを製造販売している事業者は数社であり，汎用アナログＩＣの機能

及び構造によって「アンプ及びコンパレータ」，「シグナルコンバージ

ョン」，「インターフェース及びアイソレータ」，「パワー・マネジメ

ントＩＣ」と分類される分類ごとに競争事業者の顔ぶれが異なってい

るという競争の状況が認められる。 

 

(2) 小括 

以上のことから，本件では「アンプ及びコンパレータ」，「シグナルコ

ンバージョン」，「インターフェース及びアイソレータ」，「パワー・マ

ネジメントＩＣ」を商品範囲として画定した。 

 

３ 地理的範囲 

前記２(2)で画定した商品は，いずれも製品価格に占める輸送費及び関税

の割合が低いことから，国内外で価格差がほとんどみられず，いずれの販売

地域においても実質的に同等の価格で取引されている。また，需要者は国内

外の供給者を差別することなく取引しており，供給者は世界中に向けて製品

を供給できる体制を整えている。 

以上のことから，「世界全体」を地理的範囲として画定した。 
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第４ 本件行為が競争に与える影響 

本件行為は，当事会社グループがいずれも世界市場において，「アンプ及

びコンパレータ」，「シグナルコンバージョン」，「インターフェース及び

アイソレータ」及び「パワー・マネジメントＩＣ」を含む半導体製品の製造

販売業を営んでいることから，水平型企業結合に該当する。 

 

 １ 単独行動による競争の実質的制限 

「アンプ及びコンパレータ」，「シグナルコンバージョン」，「インター

フェース及びアイソレータ」及び「パワー・マネジメントＩＣ」の市場シェ

アは，それぞれ下表のとおりである。 

 

【令和元年におけるアンプ及びコンパレータの市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ Ａ社 約３０％ 

２ ＡＤＩグループ 約２５％ 

３ マキシムグループ ０－５％ 

４ Ｂ社 ０－５％ 

５ Ｃ社 ０－５％ 

 その他 約３５％ 

合計 １００％ 

合算市場シェア・順位：約３０％・第２位 

 

【令和元年におけるシグナルコンバージョンの市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ ＡＤＩグループ 約４０％ 

２ Ｄ社 約３５％ 

３ マキシムグループ 約５％ 

４ Ｅ社 ０－５％ 

５ Ｆ社 ０－５％ 

 その他 約２０％ 

合計 １００％ 

合算市場シェア・順位：約４５％・第１位 
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 【令和元年におけるインターフェース及びアイソレータの市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ Ｇ社 約３０％ 

２ ＡＤＩグループ 約１５％ 

３ マキシムグループ 約１０％ 

４ Ｈ社 約１０％ 

５ Ｉ社 ０－５％ 

 その他 約３５％ 

合計 １００％ 

合算市場シェア・順位：約２０％・第２位 

 

 【令和元年におけるパワー・マネジメントＩＣの市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ Ｊ社 約３０％ 

２ ＡＤＩグループ 約１０％ 

３ Ｋ社 約１０％ 

４ Ｌ社 約１０％ 

５ Ｍ社 約５％ 

６ Ｎ社 ０－５％ 

７ Ｏ社 ０－５％ 

８ マキシムグループ ０－５％ 

 その他 約３５％ 

合計 １００％ 

合算市場シェア・順位：約１０％・第２位 

 

汎用アナログＩＣのうち，アンプ及びコンパレータのＨＨＩは約１，８０

０，ＨＨＩ増分は約２００，インターフェース及びアイソレータのＨＨＩは

約１，５００，ＨＨＩ増分は約２００，パワー・マネジメントＩＣのＨＨＩ

は約１，３００，ＨＨＩ増分は約１００であり，水平型企業結合のセーフハ

ーバー基準に該当する。 

「シグナルコンバージョン」については，ＨＨＩは約３，５００，ＨＨＩ

増分は約５００，当事会社グループの市場シェアは約４５％（第１位）であ

り，水平型企業結合のセーフハーバー基準に該当しない。 

以下では，「シグナルコンバージョン」について検討する。 
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(1) 当事会社グループの地位 

本件行為後，当事会社グループの市場シェアの合計は約４５％となり，

順位は第１位となるが，本件行為前のマキシムグループの市場シェアは

最大５％である。 

したがって，本件行為によって，当事会社グループの競争上の地位が大

きく高まることにはならない。 

 

(2) 競争事業者の状況 

本件行為後においても有力な競争事業者として，市場シェア約３５％

のＤ社が存在する。 

また，近年，半導体製品の需要が高まっていることに伴い，Ｄ社を含め，

多数の事業者がシグナルコンバージョンの製造販売業への技術投資を活

発に行っているため，今後，当事会社グループと競争事業者間の価格競争

が活発化していくことが見込まれる。 

以上のことから，競争事業者からの競争圧力が認められる。 

 

(3) 参入 

シグナルコンバージョンは，技術面や制度面における参入障壁がない

ことに加え，前記(2)のとおり，現在も多数の事業者による技術投資が活

発であることに鑑みれば，今後，多数の事業者がシグナルコンバージョン

の製造販売業に参入することが見込まれる。 

したがって，参入圧力が一定程度認められる。 

 

(4) 小括 

以上のことから，本件行為によって，当事会社グループの競争上の地位

が大きく高まることにはならないこと，競争事業者からの競争圧力が認

められること，参入圧力が一定程度認められることから，単独行動により，

一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと認

められる。 

 

 ２ 協調的行動による競争の実質的制限 

   本件行為により，競争単位の数が減少するが，前記１(2)のとおり，近年，

半導体製品の需要が高まっており，現在も多数の事業者がシグナルコンバ

ージョンへの技術投資を活発に行っていることから，シグナルコンバージ

ョンの取引分野に多数の事業者が参入することが見込まれる。これらのこ

とから，協調的行動により，一定の取引分野における競争を実質的に制限す

ることとはならないと認められる。 
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第５ 結論 

本件行為により，一定の取引分野における競争を実質的に制限すること

とはならないと判断した。 
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事例６ グーグル・エルエルシー及びフィットビット・インクの統合 

 

第１  当事会社 

グーグル・エルエルシー（法人番号3700150072195）（以下「Google」と

いい，Googleの最終親会社であるアルファベット・インク〔本社米国〕と既

に結合関係を有する企業の集団を「Googleグループ」という。）は米国に本

社を置き，Googleグループは，主にデジタル広告事業，インターネット検索

事業，クラウドサービス事業，ソフトウェア提供事業及びハードウェア提供

事業を営んでいる。 

フィットビット・インク（以下「Fitbit」といい，Fitbitと既に結合関係

を有する企業の集団を「Fitbitグループ」という。さらに，Googleグループ

とFitbitグループを併せて「当事会社グループ」という。）は米国に本社を

置き，主に腕時計型ウェアラブル端末の製造販売業を営んでいる。 

 

第２ 本件の概要及び関係法条 

本件は，GoogleとFitbitが，①Googleが新たに子会社を設立し，②当該子

会社を消滅会社，Fitbitを存続会社として合併した後，③②の対価として

GoogleがFitbitの株式に係る議決権の全部を取得することを計画したもの

である。 

関係法条は，独占禁止法第10条及び第15条である。 

 

第３ 本件審査の経緯等 

１ 本件審査の経緯 

当事会社グループは，令和元年11月１日に，本件行為の計画について公表

した。本件行為は，Fitbitグループの国内売上高合計額が50億円を超えない

ため，独占禁止法第10条第２項及び第15条第２項に規定する届出要件を満

たさないが，本件行為はGoogleグループがFitbitグループを実質的に買収

するものであり，本件行為に係る対価の総額が400億円を超えると見込まれ，

かつ，本件行為が国内の需要者に影響を与えると見込まれたことから，公正

取引委員会は，本件行為に対する企業結合審査を行うこととし，当事会社グ

ループに説明を求めた1。 

それ以降，当事会社グループは，本件行為に係る具体的な計画並びに本件

行為が競争を実質的に制限することとなるとはいえないと考える旨の意見

                                                      
1 公正取引委員会は，令和元年 12 月 17 日に「企業結合審査の手続に関する対応方針」（平

成 23年６月 14日公正取引委員会）を改定し，届出基準を満たさない（届出を要しない）企

業結合計画であっても，買収に係る対価の総額が大きく，かつ，国内の需要者に影響を与え

ると見込まれる場合には，企業結合審査を行う旨を公表している。 
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書及び資料を，自主的に当委員会に順次提出した。また，当委員会は，当事

会社グループとの間で数次にわたり，意見交換を行った。当委員会は，当事

会社グループから提出された本件行為に係る具体的な計画，意見，資料等の

ほか，競争事業者等の関係者からのヒアリング等を踏まえて，届出を要する

企業結合の審査手続に準じて審査を行った。 

また，本件行為については，欧州委員会，オーストラリア競争・消費者委

員会，南アフリカ競争委員会等の海外競争当局も審査を行っており，当委員

会は，これら海外競争当局との間で情報交換を行いつつ審査を進めた。 

 

２ 本件に係る企業結合審査の視点 

当事会社グループのうち，特にGoogleグループの事業は多岐にわたると

ころ，公正取引委員会は，本件行為により競争上の懸念が生じ得る企業結

合の形態として，当事会社グループが取引関係等に立つ以下の４形態につ

いて検討を行った。 

なお，それぞれの商品，役務等の具体的内容については，後記第４にお

いて詳述する。 

  

(1) 腕時計型ウェアラブル端末用OS提供事業（Googleグループの事業）及

び腕時計型ウェアラブル端末製造販売業（Fitbitグループの事業） 

腕時計型ウェアラブル端末を機能させるためには，腕時計型ウェアラブ

ル端末用に開発されたOS（腕時計型ウェアラブル端末用OS）が必要となる。

現在，Fitbitグループは自社の腕時計型ウェアラブル端末について，

Googleグループから腕時計型ウェアラブル端末用OSの提供を受けていな

いが，本件審査に当たっては，Googleグループ及びFitbitグループが潜在

的な取引関係に立つものとして，垂直型企業結合の観点から市場の閉鎖

性・排他性の問題が生じないか検討した。 

 

(2) スマートフォン用OS提供事業（Googleグループの事業）及び腕時計型

ウェアラブル端末製造販売業（Fitbitグループの事業） 

 腕時計型ウェアラブル端末のユーザーは，同端末をスマートフォンと接

続することによって，両端末間のデータ送受信などの様々なサービスの利

用が可能となる。現在，Fitbitグループは自社の腕時計型ウェアラブル端

末について，GoogleグループからAndroid API2の提供を受けて，自社の腕

時計型ウェアラブル端末とGoogleグループがライセンスするスマートフ

ォン用OSであるAndroid OSを搭載したスマートフォン（以下「Androidス

                                                      
2 Android API とは，他のソフトウェアが Android スマートフォンと接続する方法を確立す

る手段である。Android API については，後記第４の４(1)で詳述する。 
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マートフォン」という。）を接続できるようにしている。 

この点について，FitbitグループはGoogleグループから，Android APIを

通じて，Android OSとの接続性を確保するための機能の提供を受けている

ことから，垂直型企業結合に該当する。この点については，当事会社グル

ープから，後記第６の３(4)アのとおり問題解消措置の申出があったこと

から，その内容を踏まえて独占禁止法上の評価を行うこととした。 

 

(3) 健康関連データベース提供事業（当事会社グループの事業）及び健康

関連アプリ提供事業（当事会社グループの事業） 

ユーザーが腕時計型ウェアラブル端末や健康関連アプリがインストー

ルされたスマートフォンを使用すると，これらの端末を通じてユーザーの

健康関連データが収集され，データベース化されることとなる。現在，当

事会社グループは，自社の健康関連データベース（Google Fitプラットフ

ォーム及びFitbitプラットフォーム）について，Web API3を通じて，健康

関連アプリ提供事業を行う事業者が接続できるようにしている。 

この点について，当事会社グループは共に健康関連アプリ提供事業も行

っているところ，相互に，Web APIを通じて，健康関連アプリの提供に利用

するための健康関連データベースの提供を受け得ることから，垂直型企業

結合に該当する。この点については，当事会社グループから，後記第６の

４(3)アのとおり問題解消措置の申出があったことから，その内容を踏ま

えて独占禁止法上の評価を行うこととした。 

 

(4) 健康関連データベース提供事業（当事会社グループの事業）及びデジ

タル広告関連事業（Googleグループの事業) 

 健康関連データベースに収集されたユーザーの健康関連データは，デジ

タル広告関連事業を行うに当たって有用な投入物となり得る。 

現在，Googleグループは，自社のGoogle Fitユーザーの健康関連データ

を自社のデジタル広告関連事業に利用しておらず，また，同社のプライバ

シーポリシーにおいて，健康関連データを広告に使用しないこととされて

いる。しかし，本件行為後において，Googleグループが，自社の健康関連

データ及びFitbitグループが収集した健康関連データを自社のデジタル

広告関連事業に利用する可能性はある。そのため，この点についても公正

取引委員会は審査を行った。 

Fitbitグループは自らデジタル広告関連事業を行っておらず，また，デ

ジタル広告関連事業に用いるために健康関連データを他者に販売するこ

                                                      
3 Web API とは，一般的に，API 提供者と API 利用者とのやりとりをインターネット経由で

可能にする手段である。Web API については，後記第４の４(2)で詳述する。 
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とも行っていないため，当事会社グループ間に競合や取引関係はないので，

水平型企業結合又は垂直型企業結合のいずれにも該当しないことから混

合型企業結合に該当する。 

この点については，当事会社グループから，後記第６の５(3)アのとおり

問題解消措置の申出があったことから，その内容を踏まえて独占禁止法上

の評価を行うこととした。 

 

第４ 商品役務の概要等 

１ 腕時計型ウェアラブル端末 

(1) 腕時計型ウェアラブル端末の概要 

Fitbitグループは，腕時計型ウェアラブル端末の製造販売業を営んで

いる。ウェアラブル端末とは，身体に装着して利用するICT（Information 

& Communications Technology）端末であり，端末に搭載されたセンサー

を通じて装着している人の心拍等の生体情報を取得する機能等を有する。

ウェアラブル端末にはその装着形態に応じて腕時計型，耳装着型，眼鏡型

等がある。腕時計型ウェアラブル端末は，「スマートウォッチ」や「フィ

ットネス・トラッカー」とも呼ばれている。 

また，我が国の需要者の多くは，腕時計型ウェアラブル端末メーカー等

の日本語サイトでのインターネット販売や，日本国内の家電量販店とい

った実店舗での販売を利用して，腕時計型ウェアラブル端末を購入して

いる。 

 

(2) スマートフォンとの接続 

需要者である一般消費者は，腕時計型ウェアラブル端末をスマートフォ

ンと接続することによって，Bluetooth4を介したデータ送受信などの様々

なサービスの利用が可能になる。腕時計型ウェアラブル端末メーカーは，

そのような接続を可能とするための機能を備えた腕時計型ウェアラブル

端末用OS（後記２(2)参照）を自社の腕時計型ウェアラブル端末に搭載し，

また，自社の腕時計型ウェアラブル端末とスマートフォンとの接続を可能

とする「コンパニオンアプリ」と呼ばれるアプリを需要者である一般消費

者に提供している。 

 

２ OS 

(1) OSの概要 

OS（Operating System）は「基本ソフトウェア」とも呼ばれ，多くのア

                                                      
4 Bluetooth は，近距離において無線データ通信を行う通信規格である。 
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プリケーションソフトが共通して利用する基本的な機能を提供し，コンピ

ュータシステム全体を管理するソフトウェアである。 

当事会社グループは，共に腕時計型ウェアラブル端末用OSを開発してい

るところ，Googleグループは，腕時計型ウェアラブル端末メーカーに自社

開発の腕時計型ウェアラブル端末用OSをライセンスしており，Fitbitグル

ープは，自社開発の腕時計型ウェアラブル端末用OSを自社の腕時計型ウェ

アラブル端末にのみ搭載している。また，当事会社グループのうちGoogle

グループは，スマートフォン用OSであるAndroid OSも開発し，他社に公開

し無償でライセンスしている。 

 

(2) 腕時計型ウェアラブル端末用OS 

腕時計型ウェアラブル端末用OSは，腕時計型ウェアラブル端末用に開発

され，腕時計型ウェアラブル端末に搭載されて使用されるOSである。 

Googleグループは，「Wear OS by Google」（以下「Wear OS」という。）

を開発し，無償で腕時計型ウェアラブル端末メーカーにライセンスしてい

る。他方，Fitbitグループは，自社製のOSを自社の腕時計型ウェアラブル

端末に搭載しているが，他の腕時計型ウェアラブル端末メーカーにライセ

ンスしていない。 

なお，Googleグループ以外にも，腕時計型ウェアラブル端末用OSを無償

で腕時計型ウェアラブル端末メーカーにライセンスする事業者が存在す

る。 

 

(3) スマートフォン用OS 

スマートフォン用OSは，スマートフォン用に開発され，スマートフォン

に搭載されて使用されるOSである。スマートフォン用OSとしては，Google

グループが提供しているAndroid OSのほか，アップル・インクが開発し同

社のスマートフォンであるiPhoneに搭載しているiOS等がある。 

Googleグループは，Android OSを，AOSP（Android Open Source Project）

において「オープンソース」として公開し，スマートフォンメーカー等の

事業者に無償でライセンスしている。オープンソースとは，世界中の誰も

が，オンライン上で公開されている情報に無償でアクセスして利用する

ことができ，自ら改良及び公開することも可能とされているものをいう。 

 

３ アプリ 

(1) アプリの概要 

アプリとは「アプリケーションソフトウェア」の略称であり，需要者で

ある一般消費者が端末上でウェブコンテンツやサービスにアクセスする



  グーグル・エルエルシー／フィットビット・インク

 

４３ 

ためのソフトウェアである。アプリは，用途（通信，地図＆ナビ等），使

用される端末のタイプ（PC向け，タブレット向け，スマートフォン向け，

腕時計型ウェアラブル端末向け，ゲーム機向け等）及び動作するOS

（Microsoft Windows，Mac OS，Android OS，iOS等）によって分類が可能

である。 

 

ア アプリの用途による分類 

各アプリは独自の機能を有し，各機能を必要とする需要者に訴求し

ている。アプリはその用途に照らし，メッセージ，チャット等の機能を

有する「通信」アプリ，GPS，地図及び交通ツールの機能を有する「地

図＆ナビ」アプリ，歩数や運動量の記録，フィットネス目標の提案，燃

焼カロリーの計算，睡眠サイクル，栄養やダイエット目標，月経周期の

モニタリング等の機能を提供する「健康関連アプリ」等に分類できる。

当事会社グループの提供している健康関連アプリ等については，後記

(2)のとおりである。 

 

イ 使用される端末のタイプによる分類 

アプリは使用される端末に最適化されるように開発されるため，当

該アプリが提供される端末のタイプによって分類することができる。

例えば，スマートフォン向けのアプリは，スマートフォンの画面サイ

ズ，タッチパネル機能及び処理能力といった特性に合わせて開発され

る。 

 

ウ 動作するOSによる分類 

前記イの各タイプの端末には，それぞれ複数のOSが存在し，OSごと

にアプリ開発環境5・開発方法及び機能が異なることから，アプリは動

作するOSによっても分類することができる。 

 

(2)  当事会社グループが提供するアプリ 

ア Googleグループ 

(ｱ) 健康関連アプリ（Google Fitアプリ） 

Googleグループは，健康関連アプリとしてGoogle Fitアプリを無

料で提供しており，スマートフォン及び腕時計型ウェアラブル端末

で利用可能である。Google Fitアプリで扱う健康関連データ（後記５

(1)参照）は，心拍数，歩数，体温，睡眠，身長，体重，食事の記録，

                                                      
5 例えば，スマートフォン用 OSには，主に Android OS 及び iOS が存在するところ，Android 

OS 向けアプリの開発には Android Studio 等の開発環境が必要となる。 
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アクティビティを行った位置情報等である。 

 

(ｲ) Googleグループが提供するその他のアプリ 

Googleグループは，前記(ｱ)以外にも，数多くのサービスに関連した

アプリを提供している。例として，検索エンジン機能を提供する

「Google Search」，動画配信サービスを提供する「YouTube」，ウェ

ブブラウザ機能を提供する「Google Chrome」，メール機能を提供する

「Gmail」及び地図機能を提供する「Google Maps」に関連したアプリ，

Wear OSを搭載した腕時計型ウェアラブル端末（以下「Wear OS端末」

という。）とスマートフォンとの接続を可能にするコンパニオンアプ

リ（「Wear OS by Google」モバイルアプリ）等が挙げられる。 

 

イ Fitbitグループ 

(ｱ) 健康関連アプリ（Fitbitモバイルアプリ） 

Fitbitグループは，Fitbitモバイルアプリを無料で提供しており，

スマートフォン上で利用可能である。Fitbitモバイルアプリは，Fitbit

グループが製造販売する腕時計型ウェアラブル端末（以下「Fitbit端

末」という。）とスマートフォンを接続・同期し，Fitbit端末を通じ

て収集した健康関連データ（後記５(1)参照）及びその分析結果をスマ

ートフォン上で閲覧可能とする。また，同アプリは，Fitbit端末とス

マートフォンとの接続を可能にするコンパニオンアプリとしての機能

も有している。 

 

(ｲ) Fitbitグループが提供するその他のアプリ 

Fitbitグループは，エクササイズアプリ，タイマーアプリ等，腕時

計型ウェアラブル端末上で動作するアプリを複数提供している。 

 

４ API 

API（Application Programming Interface）とは，あるソフトウェアの機

能，データ等を他のソフトウェアからでも利用可能にするための手段である。

API利用者は，規約に従って必要な機能の関数を入力することでAPIを利用で

きることから，自らプログラミングすることなく当該機能を利用したソフト

ウェアを作成することが可能となる。 

本件行為により接続性の確保に懸念が生じるのは，Googleグループの提供

するAndroid API及び当事会社グループの提供するWeb APIである。 

 

(1) Android API 
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Googleグループは，Android OSとのペアリング，接続及び同期をする腕

時計型ウェアラブル端末のメーカーやAndroid OS上で作動するアプリの

提供者に対し，前記２(3)のAOSP等の一環として，APIを提供している6。こ

れを「Android API」という。腕時計型ウェアラブル端末メーカーやアプリ

提供者は，腕時計型ウェアラブル端末用OS，コンパニオンアプリ又は自社

の腕時計型ウェアラブル端末用アプリをプログラミングする際に，

Android APIを組み込んでいる。現状，Android APIによるアクセスは無料

となっている7。 

Androidスマートフォンと腕時計型ウェアラブル端末の相互接続性を担

保するために最低限必要な機能としては，Bluetooth機能，通知機能8等が

挙げられる。 

 

(2) Web API 

API提供者とAPI利用者との間でソフトウェアの機能，データ等をインタ

ーネット経由で利用可能にする手段を，一般的にWeb APIという。Web API

は，Webブラウザでも利用でき，異なるプログラミング言語で開発されたア

プリ間を連携させることが可能となる。当事会社グループが提供するWeb 

APIについては，後記５(3)イで詳述する。 

 

 健康関連データベース提供事業 

(1) 健康関連データの概要  

腕時計型ウェアラブル端末や健康関連アプリがインストールされたス

マートフォンを需要者である一般消費者が使用すると，腕時計型ウェアラ

ブル端末やスマートフォンのセンサーにより自動的に，又は需要者である

一般消費者自身が手動入力することにより，需要者である一般消費者の同

意を条件として，需要者である一般消費者のデータが収集される。また，

需要者である一般消費者のデータは，前記４(2)のWeb APIを経由してサー

ドパーティアプリ（自社以外の事業者〔以下「サードパーティ」という。〕

が作成したアプリをいう。以下同じ。）等と同期することによっても収集

される。 

                                                      
6 AOSP の API は，一般に公開されており，所定の手続を踏めば誰もが自由に利用すること

ができる。 
7 ただし，これらの API を通じて提供される追加的サービスの中には料金が課されるものも

ある。 
8 Bluetooth 機能は，スマートフォンと腕時計型ウェアラブル端末の接続を可能にするもの

である。通知機能は，コンパニオンアプリを通じ，スマートフォンへの通知（電話，SMS の

着信等），カレンダーに登録されたイベント等について，腕時計型ウェアラブル端末上に表

示させる（メッセージ等への返信操作を含む。）ものである。 
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健康に関連するものとして収集されるデータとしては，心拍数，歩数，

体温，睡眠，身長，体重，食事の記録，アクティビティを行った位置情報

等がある（以下，これらのデータを「健康関連データ」という。また，健

康関連データを収集・整理・保存・共有するためにデータベース化したも

のを「健康関連データベース」という。）。 

当事会社グループを含め，複数の腕時計型ウェアラブル端末メーカーや

アプリ提供者は，自社のアプリがインストールされた腕時計型ウェアラブ

ル端末若しくはスマートフォン又はサードパーティアプリを通じて，需要

者である一般消費者の健康関連データを収集しており，各社の健康関連デ

ータベース上に集約される状況にある。また，後記(3)のとおり，そのよう

な事業者は，他のサードパーティアプリ提供者との間で，Web APIを経由

して自社の健康関連データベース上の健康関連データを共有している。 

 

(2) 当事会社グループによる健康関連データの収集・整理・保存 

 Googleグループ 

Googleグループは，「Google Fitプラットフォーム」という健康関連

データベースを有しており，同データベースにはGoogle Fitアプリがイ

ンストールされたスマートフォンのセンサー等から取得した健康関連

データが収集・整理・保存されている。 

なお，健康関連データの収集・保存については，需要者である一般消

費者の同意が必要とされている（後記イのFitbitグループの収集・保存

データも同様である。）。 

 

 Fitbitグループ 

Fitbitグループは，「Fitbitプラットフォーム」という健康関連デー

タベースを有しており，同データベースにはFitbitモバイルアプリがイ

ンストールされたFitbit端末のセンサー等から取得した健康関連デー

タが収集・整理・保存されている。 

 

(3) 健康関連データのサードパーティアプリ提供者との共有 

 概要 

当事会社グループは，需要者である一般消費者の同意を条件として，

サードパーティアプリ提供者に対し，Google Fitプラットフォーム及び

Fitbitプラットフォームの健康関連データベース上の一定の健康関連

データを共有している。当事会社グループは，このように健康関連デー

タを共有することにより，サードパーティアプリ提供者にWear OS端末

及びFitbit端末と接続可能なもののほか，質の高いアプリを数多く開発
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してもらうことが期待でき，また，間接ネットワーク効果によってWear 

OS端末やFitbit端末の販売促進及びアクティブユーザー9数の維持・増

加が期待できるとしている。 

 

 Web APIによるデータ共有 

前記アのデータ共有は，当事会社グループが提供するWeb APIを介し

て行われる。当事会社グループにおいては，それぞれのデータベースへ

のアクセスを可能にするため，GoogleグループはGoogle Fit APIを，

FitbitグループはFitbit Web APIを公開している。 

 

 デジタル広告関連事業 

(1) 概要 

広告に用いられる媒体は複数存在するところ，インターネットサービス

（検索ポータルサイト，動画共有サイト，ソーシャル・ネットワーキング・

サービス，ブログ等）上で提供される広告を「デジタル広告」という。デ

ジタル広告に係る広告枠を販売する事業を「デジタル広告事業」，デジタ

ル広告に係る広告枠販売を仲介する事業を「デジタル広告仲介事業」とい

い，両者を併せて「デジタル広告関連事業」という。 

 

 デジタル広告事業 

デジタル広告事業とは，デジタル広告媒体を有する媒体社が自社の広

告媒体上に表示される広告枠を広告主・広告代理店に販売する事業であ

る。 

デジタル広告は，その広告の表示方法・表示形態等に応じて，「検索

連動型広告」10，「ディスプレイ広告」11等がある。 

 

 デジタル広告仲介事業（アドプラットフォーム事業） 

デジタル広告仲介事業とは，広告主・広告代理店と媒体社との間でデ

ジタル広告枠の販売の仲介を行う事業のことである。デジタル広告仲介

サービスは，特にディスプレイ広告を中心に，広告主・広告代理店及び

媒体社の双方向を対象にして提供されている。また，デジタル広告仲介

事業者は，仲介プロセスを単独で又は複数のサービスを組み合わせて提

                                                      
9 ある期間内に１回以上のサービス利用があったユーザーのことを指す。 
10 広告主・広告代理店が事前に登録した特定の検索ワードを閲覧者が検索エンジンで検索

した場合に，検索結果とともに表示される検索ワードに関連した広告のこと。 
11 検索連動型広告以外の広告であって，PC，スマートフォン等で消費者がウェブサイトを

閲覧し又はアプリを使用する際に表示される画面上の一部に表示される広告のこと。 
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供している。 

      

(2) Googleグループの提供するサービス 

 デジタル広告事業 

Googleグループは，「Google検索」といった検索ポータルサイト，

「YouTube」といった動画共有サイト等に設定された広告枠を広告主・広

告代理店に販売しており，「検索連動型広告」及び「ディスプレイ広告」

を提供している。 

     

 デジタル広告仲介事業 

Googleグループは，デジタル広告仲介サービスを広告主・広告代理店

及び媒体社の双方に対して提供している。また，Googleグループは，自

社のデジタル広告枠に広告を出稿するためのサービスとしてもデジタ

ル広告仲介サービスを提供している。 

 

第５ 一定の取引分野の画定 

１ 腕時計型ウェアラブル端末 

(1) 商品役務範囲 

ウェアラブル端末は，装着形態により腕時計型，耳装着型，眼鏡型等に

分類される。これらは機能・効用が異なり，需要者は用途に応じて使い分

けていると考えられるため，装着形態の異なるウェアラブル端末間に需要

の代替性は認められない。 

また，装着形態の異なる様々なウェアラブル端末を製造している事業者

も存在するものの，装着形態の異なるウェアラブル端末は，その製造に要

する技術，ノウハウ等がそれぞれ異なり，特定の装着形態のウェアラブル

端末の製造から別の装着形態のウェアラブル端末の製造に容易に転換で

きるものではない。よって，装着形態の異なるウェアラブル端末間に供給

の代替性は認められない。 

以上から，商品役務範囲を「腕時計型ウェアラブル端末」として画定す

る。 

 

(2) 地理的範囲 

国内の需要者の多くは，腕時計型ウェアラブル端末メーカー等の日本語

サイトでのインターネット販売や，日本国内の家電量販店といった実店舗

での販売を利用して，腕時計型ウェアラブル端末を購入している。よって，

腕時計型ウェアラブル端末について，日本の需要者が買い回る範囲は基本

的に日本国内であると考えられる。 
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以上から，腕時計型ウェアラブル端末の地理的範囲を「日本全国」と画

定する。 

 

２ OS 

(1) 商品役務範囲 

ア 腕時計型ウェアラブル端末用OS 

前記第４の２(2)のとおり，腕時計型ウェアラブル端末用OSは，腕時計

型ウェアラブル端末専用に開発され，腕時計型ウェアラブル端末に搭載

されるものである。よって，需要者である腕時計型ウェアラブル端末メ

ーカーにとって，腕時計型ウェアラブル端末用OSとPCやスマートフォン

のような異なるタイプの端末用OSとの間に需要の代替性は認められな

い。 

また，腕時計型ウェアラブル端末は，PC，スマートフォン等の異なる

タイプの端末に比して小型である上，異なる種類のセンサーを搭載して

いる。そのため，腕時計型ウェアラブル端末用OSの開発に当たっては，

PC，スマートフォン等の異なるタイプの端末用OSとは異なる技術やノウ

ハウが必要となる。よって，腕時計型ウェアラブル端末用OSとPC，スマ

ートフォン等の異なるタイプの端末用OSとの間に供給の代替性は認め

られない。 

以上から，商品役務範囲を「腕時計型ウェアラブル端末用OS」として

画定する。 

 

イ スマートフォン用OS 

スマートフォン用OSの需要者としては，スマートフォン用OSをスマー

トフォンに搭載するという関係から，スマートフォンメーカーが考えら

れる。他方，前記第４の４(1)のとおり，腕時計型ウェアラブル端末メー

カーは，Android OSとの相互接続性を確保するための機能を持たせるた

め，腕時計型ウェアラブル端末用OS，コンパニオンアプリ又は腕時計型

ウェアラブル端末用アプリをプログラミングする際に，スマートフォン

用OSとの相互接続性を確保するためのAPIを組み込んでいる（Googleグ

ループが提供しているのはAndroid APIである。）。このため，ここで

は，需要者を腕時計型ウェアラブル端末メーカーとして，商品役務範囲

を検討する。 

需要者である腕時計型ウェアラブル端末メーカーは，各社が提供する

スマートフォン用OSとの相互接続性を確保するために，各社が提供する

スマートフォン用OS向けのAPIを自らが製造販売する端末で利用するこ

とは容易であることから，各社が提供するスマートフォン用OS間の需要
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の代替性は認められる。 

そのため，商品役務範囲を「スマートフォン用OS」として画定し，本

件においてはGoogleグループが提供している「Android OS」について，

以下検討する。 

 

(2) 地理的範囲 

前記(1)で画定した「腕時計型ウェアラブル端末用OS」及び「スマートフ

ォン用OS」は，全世界で供給されており，世界中の需要者は，腕時計型ウ

ェアラブル端末用OS及びスマートフォン用OSを世界中の供給者から無差

別に調達している。また，OSという商品役務の性質上，輸送費等も掛から

ず，ライセンス状況も国内外で変わらない。 

以上から，いずれのOSについても，地理的範囲を「世界全体」と画定す

る。 

 

３ 健康関連アプリ 

(1) 商品役務範囲 

ア 用途の異なるアプリ間の代替性 

アプリの需要者である一般消費者は，自身の用途に適したアプリを選

択していることから，用途の異なるアプリ間に需要の代替性は認められ

ない。また，アプリ提供者は，アプリ開発自体のノウハウは一度習得す

れば他の用途のアプリ開発に応用可能ではあるものの，アプリの開発に

必要なデータ及び各用途に関する専門知識の習得には，時間と費用を要

することから，用途の異なるアプリ間の供給の代替性は限定的であると

認められる。 

よって，アプリはその用途別に市場が画定される。本件行為の当事会

社グループはいずれも「健康関連アプリ」という特定の用途のアプリを

提供していることから，以下では当該アプリについて，異なるタイプの

端末向け及び各OS向けアプリ間の代替性について検討する。  

 

イ 異なるタイプの端末（PC，タブレット，スマートフォン，腕時計型ウ

ェアラブル端末等）向けアプリ間の代替性 

アプリの需要者である一般消費者は，自らが所有する端末で利用す

ることができるアプリを選択することから，異なるタイプの端末向け

アプリ間の需要の代替性は認められない。 

また，異なるタイプの端末向けアプリの開発は，使用されるプログラ

ミング言語，開発ツール及び開発に必要なノウハウが異なる。例えば，

スマートフォン向けアプリのみを提供している事業者が，PCや腕時計
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型ウェアラブル端末用アプリを開発するためには専門のエンジニアが

必要であり，エンジニア確保のために時間と費用を要する。よって，異

なるタイプの端末向けアプリ間の供給の代替性は認められない。 

以上から，「スマートフォン用アプリ」，「腕時計型ウェアラブル端

末用アプリ」等，異なるタイプの端末向けアプリはそれぞれ異なる商品

役務範囲を構成する。 

 

ウ 異なるOS（Android OS，iOS等）向けアプリ間の代替性 

スマートフォン用及び腕時計型ウェアラブル端末用アプリの需要者

である一般消費者は，自らが所有する端末に搭載されたOSで利用する

ことができるアプリを選択することから，異なるOS向けアプリ間の需

要の代替性は認められない。 

一方，異なるOS向けアプリの開発は，使用されるプログラミング言

語，開発ツール，各端末用OSに係るアプリストアの審査基準等が異な

るものの，スマートフォン用及び腕時計型ウェアラブル端末用アプリ

提供者の多くは，複数のOS用アプリの開発環境を整え，実際に開発を

行っていることから，多大な追加的時間及び費用を掛けることなく異

なるOS向けのアプリ開発を行うことが可能である。よって，異なるOS

向けアプリ間の供給の代替性は認められる。 

 

エ 小括 

以上から，「腕時計型ウェアラブル端末用健康関連アプリ」及び「ス

マートフォン用健康関連アプリ」を商品役務範囲として画定する。 

 

(2) 地理的範囲 

健康関連アプリは，需要者の所在する国ごとに言語等を調整する必要

はあるものの，提供される機能自体は多くの国で共通であるため，需要者

は特段，所在地を意識することなくアプリストアを通じて入手すること

ができる。また，多くの健康関連アプリは，法規制等の事情から特定の国

で提供できないといった事情もない12。 

したがって，地理的範囲を「世界全体」とすることも考えられるが，上

記のとおり需要者の所在国に応じた対応の必要があること，健康関連デ

                                                      
12 例えば，競争事業者の腕時計型ウェアラブル端末及びそのコンパニオンアプリにおいて

提供される心電図機能等，医療機器に該当し得る機能を有するアプリについては，各国の法

規制によって提供できない場合もある（現に，上記心電図機能は日本では提供されていな

い。）。ただし，健康関連アプリは，その収集するデータの内容（前記第４の５(1)参照）及

び精度に照らして医療機器に該当しない場合が多いと考えられる。 
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ータの取扱いに関して国ごとに一定の法規制への対応が必要となる場合

もあること13から，慎重に検討する観点から地理的範囲を「日本全国」と

して画定する。 

 

 健康関連データベース提供事業 

当事会社グループは，APIを経由して，サードパーティアプリ提供者に対

し，健康関連データの共有のために，健康関連データベースを提供している

（以下，APIを経由して，健康関連データベースを提供する事業を「健康関

連データベース提供事業」という。）。 

 

(1) 商品役務範囲 

腕時計型ウェアラブル端末メーカーやアプリ提供者の各社が健康関連

データベース上に保有し，共有する健康関連データの種類，量，収集頻度

等には特段の差異はないため，各社の健康関連データベース間には需要の

代替性は認められる。以上から，各社の健康関連データベース提供事業は

同一市場と考えられる。 

 

(2) 地理的範囲 

健康関連データベースの需要者であるサードパーティアプリ提供者は，

インターネットを通じて，地理的な制約を受けることなく内外の健康関

連データベース提供事業者から健康関連データを共有されている。また，

供給側としても，Web APIを通じて，原則として地理的な制限なく健康関

連データベースを提供することができる。実際，当事会社グループのいず

れも，基本的にサードパーティアプリ提供者がどの国に拠点を有するか

によって異なる取扱いをしていない。 

したがって，地理的範囲を「世界全体」とすることも考えられるが，一

部の国においてはWeb APIを利用できない場合があること，また，健康関

連データベース提供事業者はサードパーティアプリ提供者が需要者であ

る一般消費者のデータにアクセスする際には当該需要者から同意を取得

する必要があるところ，前記３(2)と同様，健康関連データの取扱いにつ

いては国ごとに一定の法規制への対応が必要となる場合があることから，

慎重に検討する観点から地理的範囲を「日本全国」として画定する。 

                                                      
13 例えば，欧州の一般データ保護規則（GDPR）等に見られるように，各国・地域の個人情報

保護法制によっては，健康関連データの取得や利用に係る需要者である一般消費者からの

同意について，その取得方法やプロセスに関するルールが他の国・地域よりも厳格となる場

合がある。既に厳格な同意取得プロセスをグローバルに適用している企業にとっては，こう

した厳格な手続が健康関連アプリの提供に当たって制約となることはないが，アプリ提供

者によっては個別に国・地域ごとの対応が必要となる場合も考えられる。 
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 デジタル広告関連事業 

(1) 商品役務範囲 

前記第４の６のとおり，Googleグループは自社の保有する広告媒体を販

売するデジタル広告事業並びに広告主・広告代理店及び媒体社を仲介する

デジタル広告仲介事業を行っており，代替性の観点から，デジタル広告事

業とデジタル広告仲介事業はそれぞれ異なる商品役務範囲を構成する又

は更に細分化された商品役務範囲を構成するとも考えられる。 

もっとも，競争事業者に対するヒアリング結果等によれば，デジタル広

告関連事業の少なくともいくつかの分類において，Googleグループは有力

な地位にあると合理的に考えられるところ，後記第６の５(3)アのとおり，

Googleグループが広告関連事業全体に係る問題解消措置を提示している

ことを踏まえれば，本件ではデジタル広告関連事業全体について検討すれ

ば足り，それ以上詳細に一定の取引分野の画定を行う必要はないと考えら

れる。 

以上から，商品役務範囲を「デジタル広告関連事業」として画定する。 

 

(2) 地理的範囲 

デジタル広告関連事業を提供する事業者は，需要者である広告主・広告

代理店及び媒体社の所在地にかかわらず供給を行うことが可能であり，地

域による価格差はない。 

また，デジタル広告関連事業は，インターネットサービスによる広告枠

の販売及び仲介を行う事業であることから，世界中のどこからでも取引が

行われる可能性はあるものの，広告に使用される言語上の制約からも基本

的に日本国内の一般消費者向けに広告を展開している。 

以上から，本件のデジタル広告関連事業の地理的範囲は「日本全国」と

して画定する。 

 

第６ 本件行為が競争に与える影響 

１ 概要 

前記第３の２のとおり，公正取引委員会は，本件行為により競争上の懸念

が生じ得る企業結合の形態として，当事会社グループが取引関係等に立つ４

形態について検討を行った。これらの４形態について，当事会社グループと

論点等に関し議論を行い，海外競争当局と情報交換を行いつつ審査を進めて

いたところ，当事会社グループから当委員会に対して下表１の「問題解消措

置」の欄記載の問題解消措置（以下「本件問題解消措置」という。当委員会

に対する定期報告に係る申出を含む。）の申出があった（４つの企業結合の
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形態との対応関係は，下表１のとおり。）。そこで，本件問題解消措置の効

果が及ぶものについては当該効果を踏まえ，競争に与える影響を検討するこ

ととした。 

 

【表１】企業結合形態と本件問題解消措置の対応関係 

 川上市場 川下市場 問題解消措置 

垂

直

型

企

業

結

合 

１ 
腕時計型ウェアラブル

端末用OS提供事業(Ｇ) 

腕時計型ウェアラブル

端末製造販売業(Ｆ) 
－ 

２ 
スマートフォン用OS提

供事業(Ｇ) 

腕時計型ウェアラブル

端末製造販売業(Ｆ) 

Android APIの

提供拒否等14に

関するもの 

３ 
健康関連データベース

提供事業(Ｇ，Ｆ) 

健康関連アプリ提供事

業（腕時計型ウェアラ

ブル端末用，スマート

フォン用）(Ｇ，Ｆ) 

Web APIの提供

拒否等に関する

もの 

     

混合型

企業結

合 

健康関連データベース

提供事業(Ｇ，Ｆ) 

デジタル広告関連事業

(Ｇ) 

デジタル広告へ

のデータ利用に

関するもの 

 ※(Ｇ)はGoogleグループ, (Ｆ)はFitbitグループが行う事業 

 

２ 腕時計型ウェアラブル端末用OS提供事業を川上市場，腕時計型ウェアラ

ブル端末製造販売業を川下市場とする垂直型企業結合（表１中「垂直型企

業結合１」） 

(1) 当事会社グループの地位 

「腕時計型ウェアラブル端末製造販売業」の当事会社グループの市場

シェアは下表２のとおりであり，垂直型企業結合のセーフハーバー基準

に該当しない。また，本件行為後の「腕時計型ウェアラブル端末用OS提供

事業」については市場シェアが不明であるため，垂直型企業結合のセーフ

ハーバー基準に該当しないものとして検討する。 

 

 

 

 

                                                      
14 「提供拒否等」には，サービスの提供を拒否するだけでなく，企業結合がなかった場合の

取引と比較して競争上不利な条件での取引を行うことも含まれる。 
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【表２】腕時計型ウェアラブル端末製造販売業 令和元年 日本市場（台数ベ

ース） 

順位 会社名 市場シェア15 

１ Ａ社 約５５％ 

２ Ｂ社 約２０％ 

３ Fitbitグループ 約１０％ 

４ Ｃ社 約５％ 

５～11 Ｄ～Ｊ社 ０－５％ 

 その他 ０－５％ 

合計 １００％ 

 

(2)  提供拒否等 

Googleグループが，Fitbitグループ以外の腕時計型ウェアラブル端末

メーカーに対して，腕時計型ウェアラブル端末用OSの提供拒否等を行う

ことにより，川下市場において市場の閉鎖性・排他性の問題が生じる可

能性がある。 

川上市場には，当事会社グループ以外に腕時計型ウェアラブル端末用

OSの提供者が存在しており，当該OSはGoogleグループが提供する腕時計

型ウェアラブル端末用OS同様，無償でライセンスされている。腕時計型

ウェアラブル端末用OSの性質上，提供余力が不足することは考え難いこ

とも踏まえると，仮にGoogleグループが提供拒否等を行ったとしても，

Fitbitグループ以外の腕時計型ウェアラブル端末メーカーが，腕時計型

ウェアラブル端末用OSの調達先を失うことはない。よって，Googleグル

ープが腕時計型ウェアラブル端末用OSの提供拒否等を行うことによる

市場の閉鎖性・排他性の問題は生じないと認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
15 ５２.５％以上５７.５％未満を「約５５％」とするなど，５％単位で記載している。その

ため，合計値は必ずしも 100 になるとは限らない。 
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【図１】 

 
 

(3) 利用拒否等 

Fitbitグループが，Googleグループの競争事業者に対して，腕時計型ウ

ェアラブル端末用OSの利用拒否等を行うことにより，川上市場において市

場の閉鎖性・排他性の問題が生じる可能性がある。 

現在，Fitbitグループは自社以外から腕時計型ウェアブル端末用OSの提

供を受けておらず，自社で開発した腕時計型ウェアラブル端末用OSを自社

の腕時計型ウェアラブル端末に搭載して販売していることから，利用拒否

等による市場の閉鎖性・排他性の問題は生じない。 

 

３ スマートフォン用OS提供事業を川上市場，腕時計型ウェアラブル端末製

造販売業を川下市場とする垂直型企業結合（表１中「垂直型企業結合２」） 

(1) 当事会社グループの地位 

「腕時計型ウェアラブル端末製造販売業」の当事会社グループの市場

シェアは前記２(1)のとおりであり，垂直型企業結合のセーフハーバー基

準に該当しない。また，本件行為後の「スマートフォン用OS提供事業」に

ついては市場シェアが不明であるため，セーブハーバー基準に該当しな

いものとして検討する。 

 

(2)  提供拒否等 

本件行為後，Googleグループが，Androidスマートフォンと腕時計型ウ

ェアラブル端末をペアリング，接続及び同期するためのAndroid APIを通
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じ，他の腕時計型ウェアラブル端末メーカーが製造販売する腕時計型ウ

ェアラブル端末との相互接続性を確保しないこと，又は相互接続性の程

度を，Fitbitグループに対するそれよりも不利にすることで，他の腕時

計型ウェアラブル端末メーカーをFitbitグループと差別的に取り扱う可

能性がある。 

この点に関し，腕時計型ウェアラブル端末メーカーからは，本件行為に

よりGoogleグループがAndroidスマートフォンとの相互接続性，全ての

Android APIへのアクセス，技術的サポート等について，差別的取扱いを

するのではとの懸念が示された。 

 

【図２】 

 
 

(3) 経済分析の結果及び評価 

公正取引委員会は，当事会社グループに対して，Android API等を通じ

たAndroidスマートフォンと腕時計型ウェアラブル端末との間の相互接続

性を低下させるインセンティブが無いことを示す定量的な証拠の提出を

求めたところ，当事会社グループは，令和元年の日本市場に関する社内デ

ータ，公表データ等を用いて，垂直計算16という手法に基づく経済分析を

提出したことから，当委員会において，当該経済分析についての評価・検

                                                      
16 垂直計算とは，「市場閉鎖によって得られる利益」と「市場閉鎖によって失うことになる

利益」をそれぞれ算定して比較を行うことによって，当事会社に市場閉鎖を行うインセンテ

ィブがあるか否かを評価するという，垂直型企業結合における主要な経済分析手法の一つ

である。 



  グーグル・エルエルシー／フィットビット・インク

 

５８ 

証を行った。 

当事会社グループは，この垂直計算において，「相互接続性の低下によ

る利益17」と「相互接続性の低下によって失うことになる利益18」をそれぞ

れ算定した。その上で，相互接続性の低下を契機に，Androidスマートフォ

ンを使用する腕時計型ウェアラブル端末の需要者である一般消費者の一

部が，AndroidスマートフォンをiPhoneに切り替えることや，当事会社グル

ープによる相互接続性の低下を回避可能と思われる他のAndroidスマート

フォンへ切り替えること（以下「iPhone等への切替え」という。）が生じ

得るとし，そのことを踏まえつつ，比較分析を行った。そして，Fitbitへ

の切替えに対するiPhone等への切替えの割合が一定程度以上になれば，当

事会社グループは利益を得られず相互接続性を低下させるインセンティ

ブを失うところ，その閾値は非常に小さく，相互接続性を低下させるイン

センティブが生じない可能性が高いことを主張した。しかし，仮にその算

定が正しいとしても，当該閾値の大小を判断するための基準や根拠は何ら

示されておらず，「非常に小さい」と述べるに留まっている19。 

また，相互接続性の低下による利益については，いわゆる粘着性

（Stickiness）20を踏まえ，将来にわたって生じる利益の総和を割引現在

価値21によって評価している。しかしながら，当該利益は，相互接続性の

低下によって需要者である一般消費者にとって腕時計型ウェアラブル端

末の選択肢が少なくなり，Fitbitグループに対する需要者である一般消費

者の粘着性が高まる可能性があるのにもかかわらずそれを考慮に入れて

いないことなどにより，過小評価されている可能性が高い。 

さらに，この垂直計算で用いたデータは，基本的には日本のものを用い

ているものの，当事会社グループにおいて日本のデータを直ちに入手でき

ないことを理由として，世界全体のもので代用しているものもある。この

うちの一部については，世界全体と日本の実態が大きく乖離している可能

                                                      
17 相互接続性の低下の影響を受けた腕時計型ウェアラブル端末を使用する需要者である一

般消費者が Fitbit 端末に切り替える際の端末の販売利益等。 
18 iPhone 等への切替えを行う需要者である一般消費者からもたらされていた Google グル

ープの役務の利用によって生じる利益，Google グループが製造販売するスマートフォンで

ある Pixel の販売によって生じる利益等。 
19 iPhone 等への切替えは，スマートフォンやいわゆるエコシステムの切替えを伴うことか

ら，需要者である一般消費者にとってはスイッチングコストが高いと思われ，相互接続性の

低下による iPhone 等への切替えは，比較的生じにくいものと考えられる。 
20 ここでいう粘着性とは，あるメーカーから製品を購入した後，将来の買換えなどの際に，

再び同じメーカーから製品を購入する傾向のことをいう。 
21 割引現在価値とは，例えば，１年後の１万円は，利子率を踏まえて現在の価値に直すと現

在の１万円よりも小さい価値となる（利子率を rとすると１／（１＋ｒ）万円が現在の価値

である。）ように，将来の利益等の値を，利子率等を踏まえて現在の価値に直して評価した

値のことをいう。 



  グーグル・エルエルシー／フィットビット・インク

 

５９ 

性が高く，この影響により相互接続性の低下によって失うことになる利益

を構成する一部の値は，過小評価されている可能性も過大評価されている

可能性もある。 

以上のように修正等を行うべきと考えられる点がいくつか存在するた

め，追加分析を実施するのが望ましく，現時点では相互接続性を低下させ

るインセンティブがないことを示す根拠として採用するべきではないと

判断した22。 

 

(4) Android APIの提供拒否等に関する問題解消措置 

ア 当事会社グループが申し出た問題解消措置 

Googleグループは，次の(i)及び(ii)について，腕時計型ウェアラブル

端末メーカーに対し，本件行為実行日から10年間継続する。 

(i) アクセス料無料で，AOSPの一環として提供するその他全ての

Android APIに適用されるものと同一のライセンス条件により，か

つ，当事会社グループと非差別的に23，一定のAndroid API（コア相

互運用性API24）を提供すること。また，当事会社グループと比較し

て，Android APIの機能を低下することなく提供すること。 

(ii) 他のAndroidスマートフォン用アプリ開発者に対し，Androidスマ

ートフォン用アプリでの利用を目的として一般に提供するAndroid 

APIの機能について，腕時計型ウェアラブル端末メーカーによるア

クセスを留保，拒否又は遅延することにより，腕時計型ウェアラブ

ル端末メーカーを差別しないこと。 

 

イ 評価 

前記ア(i)のとおり，Googleグループは，一定のAndroid API（コア相

互運用性API）へのアクセスを，アクセス料無料で，AOSPの一環として

提供するその他全てのAndroid APIに適用されるものと同一のライセ

ンス条件により，かつ，当事会社グループと非差別的に，本件行為実行

日から10年間，維持するとしている。 

                                                      
22 ただし，後記（4）で述べるとおり，当事会社グループから Android API に関する問題解

消措置の申出がなされたことから，当事会社グループに対して追加分析の提出は求めてい

ない。 
23 当事会社グループによれば，当事会社グループの腕時計型ウェアラブル端末やコンパニ

オンアプリによるアクセスか，サードパーティの腕時計型ウェアラブル端末やコンパニオ

ンアプリによるアクセスかによって，その利用可能性や機能を差別化しないこととのこと

である。 
24 Android API の提供拒否等に関する問題解消措置（i）においては，Android スマートフ

ォン端末と腕時計型ウェアラブル端末との相互接続性を最低限担保する Android API の機

能を指す。Bluetooth 機能，電話への応答機能等が挙げられる。 
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加えて，前記ア(ii)のとおり，他のAndroidスマートフォン用アプリ

開発者に対し，Androidスマートフォン用アプリでの利用を目的として

一般に提供するAndroid APIの機能について，腕時計型ウェアラブル端

末メーカーによるアクセスを留保，拒否又は遅延することにより，腕時

計型ウェアラブル端末メーカーを差別しないこととしている。これに

より，腕時計型ウェアラブル端末メーカーが配信するコンパニオンア

プリ等についても，相互接続性が引き続き担保されることとなる。 

以上から，当事会社グループから提示された本件問題解消措置は適

切なものであると評価できる。 

 

４ 健康関連データベース提供事業を川上市場，腕時計型ウェアラブル端末

用健康関連アプリ及びスマートフォン用健康関連アプリをそれぞれ川下市

場とする垂直型企業結合（表１中「垂直型企業結合３」） 

(1) 当事会社グループの地位 

「健康関連データベース提供事業」，「腕時計型ウェアラブル端末用健

康関連アプリ」及び「スマートフォン用健康関連アプリ」については市場

シェアが不明であるため，垂直型企業結合のセーブハーバー基準に該当

しないものとして検討する。 

 

(2) 提供拒否等 

本件行為後，当事会社グループが，健康関連データベース提供事業に関

し，当事会社グループ以外の健康関連アプリ提供者へのWeb APIを通じた

アクセスを停止する，又はアクセス条件を不利にすることで，当事会社グ

ループと他の健康関連アプリ提供者を差別的に取り扱う可能性がある。 

Fitbit Web APIの利用者であるアプリ提供者からは，本件行為により

Fitbit Web APIへのアクセスの有料化等，現在と異なる条件でFitbit Web 

APIを利用することになるおそれがあるとの懸念が示された。 
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【図３】川下市場が腕時計型ウェアラブル端末用健康関連アプリの場合 

 
 

【図４】川下市場がスマートフォン用健康関連アプリの場合 

 

 
 

(3) Web APIの提供拒否等に関する問題解消措置 

ア 当事会社グループが申し出た問題解消措置 

Googleグループは，当事会社グループが提供するWeb APIを通じた

Googleグループ以外の健康関連アプリ提供者に対する一定の健康関連

データ（サポート対象測定身体データ25）の提供を，需要者である一般消

                                                      
25 Web API の提供拒否等に関する問題解消措置において，本件行為実行日現在，Fitbit Web 
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費者の同意を条件とし，問題解消措置に示した規約26に基づき，無料で，

本件行為実行日から10年間維持する。 

 

イ 評価 

前記アのとおり，当事会社グループは，本件行為実行日から10年間，

Fitbit Web APIを通じたアクセスを無料で維持するとしている。さら

に，本件行為後のGoogle Fit APIへのアクセスについては，当委員会の

ヒアリングにおいて健康関連アプリ提供者から懸念は示されなかった。 

よって，当事会社グループから提示された本件問題解消措置は適切

なものであると評価できる。 

 

５ 健康関連データベース提供事業とデジタル広告関連事業の混合型企業結

合 

(1) 当事会社グループの地位 

「健康関連データベース提供事業」及び「デジタル広告関連事業」につ

いては市場シェアが不明であるため，混合型企業結合のセーブハーバー

基準に該当しないものとして検討する。 

 

(2) 市場に与える影響 

現在，Fitbitグループはデジタル広告関連事業者に対し健康関連データ

を提供しておらず，また，Googleグループも自身が保有する健康関連デー

タをデジタル広告関連事業に使用していない。 

さらに，Googleグループは，本件行為後，Fitbitの健康関連データを

Googleのデジタル広告関連事業に使用することは，同グループが事業を行

う上で採り得る選択肢ではなく，この点は，Google Fitユーザーから収集

している健康関連データをいわゆるターゲティング広告に現在使用して

いないことからも明らかであると主張している。加えて，データ保護関連

の法令により，健康関連データをデジタル広告関連事業に使用することが

規制されていることからしても，Googleグループが健康関連データをデジ

タル広告関連事業に使用するインセンティブは強まらないとも主張して

いる。 

しかしながら，公正取引委員会としては，プライバシーポリシーの変更

                                                      
API を通じてサードパーティに提供される健康関連データを指す。ただし，対象期間中に，

監視受託者により，当該健康関連データの範囲が追加される場合もある。 
26 Fitbit プラットフォーム利用規約，https://www.developers.google.com/fit 又はその

後継サイトに掲載されている関連 Google API の利用に適用される利用規約及びサービス・

ユーザーデータポリシー。 
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及び個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）に基づいた対応

を行えば， Googleグループが自身の保有する健康関連データをデジタル

広告関連事業に使用することも可能であると考える。そして，本件行為後，

Googleグループが，自身が保有する健康関連データ及びFitbitグループか

ら提供を受ける健康関連データをデジタル広告関連事業に使用した場合

には，デジタル広告配信時のターゲティングの精度の向上を通じ，現在も

有力であるGoogleグループのデジタル広告関連事業における地位が更に

強化され，市場の閉鎖性・排他性の問題が生じる可能性がある。 

 

【図５】 

 
 

(3) デジタル広告へのデータ利用に関する問題解消措置 

ア 当事会社グループが申し出た問題解消措置 

Googleグループは，次の(i)及び(ii)について，本件行為実行日から10

年間継続する。また，この期間は，問題解消措置の規定に従い，延長（最

長で更に10年間）され得る。 

(i) 一定の健康関連データ（測定身体データ及び健康・フィットネス活

動位置データ27）をGoogleグループのデジタル広告関連事業において

使用しないこと。 

(ii) 前記(i)の健康関連データについて，Googleグループ内の他のデー

タセットからの分離を維持すること。 

                                                      
27 これらのデータについては，デジタル広告へのデータ利用に関する問題解消措置におい

て，当事会社グループが提供する腕時計型ウェアラブル端末，健康関連アプリ等から収集さ

れる，日本の需要者に関する健康関連データを指す。ただし，対象期間中に，監視受託者に

より，当該健康関連データの範囲が追加される場合もある。 
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イ 評価 

前記アのとおり，Googleグループは，前記ア(i)の健康関連データを

Googleグループのデジタル広告関連事業に使用しない等としているこ

とからすれば，当事会社グループから提示された本件問題解消措置は

適切なものであると評価できる。 

 

６ その他の本件問題解消措置 

(1) 公正取引委員会に対する定期報告 

当事会社グループは，本件行為実行日から10年間，公正取引委員会に対

して，半年に一度，独立した第三者（監視受託者）が前記３(4)ア，４(3)

ア及び５(3)アの遵守状況を監視した結果を報告する。 

 

(2) 評価 

本件行為実行日から10年間，半年に一度，独立した第三者が前記３(4)

ア，４(3)ア及び５(3)アの遵守状況を監視した結果を当委員会に報告する

ことは，本件問題解消措置の履行監視の観点から適切な措置であると認め

られる。 

 

第７ 結論 

当事会社グループが本件問題解消措置を講ずることを前提とすれば，本件

行為が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならない

と判断した。 
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事例７ いすゞ自動車㈱によるＵＤトラックス㈱の株式取得 

 

第１  当事会社 

いすゞ自動車株式会社（法人番号 5010701000904）（以下「いすゞ」とい

う。）及びＵＤトラックス株式会社（法人番号 8030001043599）（以下「Ｕ

Ｄ」という。）は，いずれもトラックの製造販売業を営む会社である。 

以下，いすゞと既に結合関係が形成されている企業の集団を「いすゞグル

ープ」，ＵＤと既に結合関係が形成されている企業の集団を「ＵＤグループ」，

いすゞグループとＵＤグループを併せて「当事会社グループ」という。 

 

第２  本件の概要及び関係法条 

本件は，いすゞがＵＤの株式に係る議決権の全部を取得すること（以下「本

件行為」という。）を計画したものである。 

関係法条は，独占禁止法第１０条である。 

なお，当事会社グループが製造販売する商品等の間で競合又は取引関係に

あるものは多数存在するところ，これらについて検討したもののうち，以下

は，競争に与える影響が比較的大きいと考えられた大型トラック及び中型ト

ラックの製造販売業について詳述したものである。 

 

第３  一定の取引分野 

 商品範囲 

(1) 乗用車と商用車の代替性 

自動車は，用途によって分類すると，乗用目的の乗用車と貨物の輸送目

的のトラック等の商用車に大きく分けられるところ，貨物等の輸送のため

に商用車を購入する需要者が，商用車に代えて乗用車を用いることはでき

ず，また，乗用目的で自動車を購入する需要者が商用車を購入することは

一般的ではないことから，需要の代替性は認められない。 

また，乗用車と商用車では，車体構造やその製造に必要な技術等に違い

があり，商用車の一部の小型の車種を除けば，メーカーの顔ぶれも異なっ

ており，供給の代替性も認められない。 

 

(2) 各種トラックの代替性 

トラックメーカーは，貨物積載量や車体の大きさの異なる様々な種類の

トラックを販売しているが，それらは大型トラック（最大積載量がおおむ

ね６トン以上），中型トラック（最大積載量がおおむね４トン以上６トン

未満）及び小型トラック（最大積載量がおおむね４トン未満）の３つの区

分に大別される。 
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需要者は，各種のトラックの中から自らの輸送ニーズに応じたものを選

択して調達している。貨物積載量に違いがあっても，その差が小さければ

代替的に利用することは可能であると考えられるが，区分が異なると最大

積載量が相当程度異なり，対応する輸送ニーズも異なる。また，区分が異

なると，車体の大きさが異なることから，車両の取り回しやすさに影響す

るほか，価格帯や燃費等にも大きな違いが認められる。これらの違いは需

要者の商品選択に影響することから，区分が異なるトラック間の需要の代

替性は限定的と考えられる。 

一方，大型トラックと中型トラックは同一の製造ラインで製造されてい

る場合もあることなどから，供給の代替性が一定程度認められると考えら

れるが，当事会社グループ間の競争の状況をより慎重に検討する観点から，

「大型トラック」と「中型トラック」を分けて商品範囲を画定した。 

また，トラックメーカーは，シャシ部分と荷台部分が一体となっている

一般的な「トラック」以外に，シャシ部分と自走できない荷台部分（トレ

ーラー）を切り離すことができる「トラクタ」も製造している。トラクタ

は，大型トラックでも運べない重量物の輸送が可能であるほか，海上コン

テナ等をトレーラーに乗せて連結することにより，貨物を積み替えること

なく輸送できるといった特徴があり，大型貨物や大量輸送を行う場合に使

われることが多い。このため，トラクタの貨物積載量は，上記３区分の大

型トラックに相当するものがほとんどである。したがって，トラックとト

ラクタの代替性について検討すると，トラクタは，トラックでは対応が難

しい重量物や海上コンテナ等の輸送に用いられることからすれば，トラク

タとトラックの間の需要の代替性は限定的と考えられる。他方で，トラッ

クとトラクタは，車体の長さやトレーラーを連結するため牽引装置が装着

されている点で異なるだけで，車両としての構造は大きく変わらず，トラ

ックメーカーは，大型トラックと同一ラインでトラクタを製造している。

このため，大型トラックとトラクタの間には，供給の代替性を認めること

ができることから，大型トラックと併せて商品範囲を画定することが適当

である。 

以上のことから，大型トラックとトラクタを併せた「大型トラック」及

び「中型トラック」を商品範囲として画定した。 

 

 地理的範囲 

トラックは，トラックの販売会社の全国各地の営業所等を通じて需要者

に販売されているため，需要者はトラックメーカーの製造拠点の所在地が

どこであるかを問わず，トラックを選定することが可能であり，トラックメ

ーカー間の競争は地域を限定することなく，全国の需要者を対象に行われ
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ている。 

以上のことから，「日本全国」を地理的範囲として画定した。 

 

第４  本件行為が競争に与える影響 

本件行為は，いすゞグループ及びＵＤグループがいずれも「大型トラック」

を製造販売及び「中型トラック」を販売していることから，水平型企業結合

に該当する。 

 

 大型トラック 

(1) 単独行動による競争の実質的制限 

 当事会社の地位 

大型トラックの市場シェアは下表のとおりであり，本件行為後のＨＨ

Ｉは約３，６００，ＨＨＩの増分は約９００であることから，水平型企

業結合のセーフハーバー基準に該当しない。 

 

【令和元年度における大型トラックの市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ Ａ社 約３５％ 

２ いすゞグループ 約２５％ 

３ Ｂ社 約２０％ 

４ ＵＤグループ 約１５％ 

合計 １００％ 

合算市場シェア・順位：約４０％・第１位 

 

 競争事業者の状況 

トラックの市場においては，近年，自動運転技術などの研究・開発が

活発化しており，このような状況に対応するために，業務提携，資本提

携などを通じて，国際的にも系列化が進んでいる。 

本件行為後の当事会社グループの市場シェアは約４０％となるが，有

力な競争事業者として約３５％の市場シェアを有するＡ社及び約２０％

の市場シェアを有するＢ社が存在する。競争事業者からのヒアリングに

よれば，競争事業者の生産能力は，現在の生産数量を上回る水準と認め

られる。加えて，業界団体の需要予測によれば，国内トラック市場の需

要は，２０２５年度には減少すると予想されていることから，今後，ト

ラックメーカーの供給余力は更に拡大することが見込まれる。 

このように，競争事業者は，需要者による購入先の振替に対応できる

供給余力を有していることからすれば，当事会社の価格引上げに対する
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牽制力を有していると認められる。 

また，平成２６年度からの大型トラックの市場シェアの推移をみると，

Ａ社の市場シェアは５％程度増加している一方で，いすゞグループ，Ｕ

Ｄグループ及びＢ社の市場シェアはいずれも１～数％減少しており，こ

のようなシェア推移からは，いすゞグループとＵＤグループの間よりも，

Ａ社といすゞグループ（又はＵＤグループ，Ｂ社）の間の競争の方が相

対的に活発に行われてきたことがうかがわれる。 

以上のことから，競争事業者からの競争圧力が認められる。 

 

 需要者からの競争圧力 

大型トラックの主な需要者である運送会社等は，大型トラックを事業

用途で用いる関係上，調達コストをできるだけ抑えることを重視してい

る。大型トラックは運航距離が長くなる傾向があるため，積載能力や取

り回し性，燃費等も重要な要素ではあるが，既に一定の技術水準に達し

ているトラックメーカー間において，この点で大きな差別化を図ること

は難しい。また，乗用車の場合，デザイン性や車両コンセプトなども需

要者（一般消費者）が車両を選定する際の大きな考慮要素になっている

と考えられるが，実用性が重視される大型トラックの場合，デザイン性

が影響する度合いは小さい。 

このため，需要者の価格に対する要求は高い。届出会社によると，大

型トラックの購入に当たり，需要者のほとんどは複数のトラックメーカ

ーからの見積り合わせ等の方法で大型トラックを購入しており，特に大

手運送会社や工事車両等の大手レンタル業者等の大口需要者の場合，数

十から百数十台単位の取引となるため，受注獲得のために需要者からの

値下げ要求に応じているとのことである。大型トラックの需要者（当事

会社グループの上位取引先）からのヒアリングにおいても，需要者が，

大型トラックの購入に当たり，複数のトラックメーカーからの見積り合

わせ等を行い，さらに，競合トラックメーカーの価格や過去の納入価格

を材料に価格交渉を行って一層の価格引下げを図っている実態が認めら

れた。また，大型トラックの需要者（当事会社グループの上位取引先）

に対するヒアリングにおいて，本件行為について競争上の懸念を指摘す

る意見は聞かれなかった。これらの事実によれば，当事会社を含むトラ

ックメーカーに対して，需要者から強い値下げ圧力がかかっていると認

められる。また，前記イのとおり，大型トラックの需要は今後減少する

ことが予測されており，トラックメーカーにおいては，販売台数を維持

するために価格競争で需要者との取引を巡る競争を行うインセンティブ

が，これまでよりも強く働くものと考えられる。以上のことから，需要
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者からの競争圧力が認められる。 

 小括 

以上のとおり，競争事業者からの競争圧力及び需要者からの競争圧力

が認められることから，単独行動により，一定の取引分野における競争

を実質的に制限することとはならないと認められる。 

 

(2)  協調的行動による競争の実質的制限 

当事会社グループを含むトラックメーカー各社には十分な供給余力が

あり，受注量を増やして売上げを拡大するインセンティブを有している

ことに加え，需要者は相見積りを取った上で，見積価格を基に価格の引下

げ交渉を行って，その結果により購入先を選定するなどしており，需要者

からの競争圧力が働いていることから，他の事業者との協調的行動によ

り，一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならない

と考えられる。 

 

  中型トラック 

(1)  単独行動による競争の実質的制限 

 当事会社の地位 

中型トラックの市場シェアは下表のとおりであり，本件行為後のＨＨ 

Ｉは約４，０００，ＨＨＩの増分は約２００であることから，水平型企

業結合のセーフハーバー基準に該当しない。 

 

【令和元年度における中型トラックの市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ いすゞグループ 約４５％ 

２ Ｃ社 約４０％ 

３ Ｄ社 約１５％ 

４ ＵＤグループ ０－５％ 

合計 １００％ 

合算市場シェア・順位：約４５％・第１位 

しかしながら，ＵＤグループの市場シェアは０－５％にすぎず，また，

ＵＤグループの市場シェアは減少傾向にある。 

 

 競争事業者の状況 

本件行為後の当事会社グループの市場シェアは約４５％となるが，有

力な競争事業者として約４０％の市場シェアを有するＣ社及び約１５％

の市場シェアを有するＤ社が存在する。また，競争事業者からのヒアリ
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ングによれば，競争事業者の生産能力は，現在の生産数量を上回る水準

と認められる。加えて，前記１(1)イのとおり，今後，トラックメーカー

の供給余力は更に拡大することが見込まれる。 

このように，競争事業者は，需要者による購入先の振替に対応できる

供給余力を有していることからすれば，当事会社の価格引上げに対する

牽制力を有していると認められる。 

以上のことから，競争事業者からの競争圧力が認められる。 

 

 需要者からの競争圧力 

前記１(1)ウと同様である。 

 

 小括 

前記アのとおり本件による市場シェアの増分は僅かであるほか，競争

事業者からの競争圧力及び需要者からの競争圧力が認められることから，

単独行動により，一定の取引分野における競争を実質的に制限すること

とはならないと認められる。 

 

(2) 協調的行動による競争の実質的制限 

前記(1)アのとおり本件による市場シェアの増分は僅かであるほか，当

事会社グループを含むトラックメーカー各社には十分な供給余力があり，

受注量を増やして売上げを拡大するインセンティブを有している。また，

需要者は相見積りによる見積価格を基に価格の引下げ交渉を行い，その

結果購入先を選定するなどしており，需要者からの競争圧力が働いてい

る。 

したがって，他の事業者との協調的行動により，一定の取引分野におけ

る競争を実質的に制限することとはならないと考えられる。 

 

第５  結論 

本件行為により，一定の取引分野における競争を実質的に制限することと

はならないと判断した。 
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事例８ 今治造船㈱及びジャパンマリンユナイテッド㈱による商船の設計及び

販売に係る共同出資会社の設立等 

 

第１  当事会社 

今治造船株式会社（法人番号 7500001011179）（以下「今治造船」という。）

は，主に商船の製造販売業を営む会社である。 

ジャパンマリンユナイテッド株式会社（法人番号 8020001076641）（以

下「ＪＭＵ」という。）は，主に商船・艦艇・海洋浮体構造物1等の製造販売

業を営む会社である。 

以下，今治造船と既に結合関係が形成されている企業の集団を「今治造船

グループ」といい，ＪＭＵと既に結合関係が形成されている企業の集団を「Ｊ

ＭＵグループ」という。また，今治造船グループとＪＭＵグループを併せて

「当事会社グループ」という。 

 

第２  本件の概要及び関係法条 

本件は，今治造船及びＪＭＵが，今治造船によるＪＭＵの株式の議決権の

３０％の取得並びにＬＮＧ運搬船（後記第３の１(2)参照）を除く商船及び

海洋浮体構造物の設計及び販売に係る事業に係る共同出資会社の設立（以下，

併せて「本件行為」という。）を計画したものである。 

上記共同出資会社の設立は，ＪＭＵが設立した完全子会社に，ＪＭＵが営

む商船（ＬＮＧ運搬船を除く。）及び海洋浮体構造物の設計及び販売に係る

事業と，今治造船が営む商船（ＬＮＧ運搬船を除く。）の設計及び販売に係

る事業を，それぞれ吸収分割の方法により承継させ，今治造船は吸収分割の

対価として，当該会社の株式に係る議決権の５１％を取得することによって

行う。 

関係法条は，独占禁止法第１０条及び第１５条の２である。 

なお，当事会社グループが製造販売する商品等で競合関係にあるものは複

数存在するところ，これらについて検討したもののうち，以下は，競争に与

える影響が比較的大きいと考えられた商船の製造販売業について詳述した

ものである。 

 

第３  一定の取引分野 

 商品の概要 

                                                      
1  海洋開発に使用される構造物のうち，構造物が海洋に浮いているものをいう。ＪＭＵは，

石油やガスの生産・貯蔵・積出設備，洋上風力関連設備などの海洋浮体構造物を製造販売

しているが，本件共同出資会社に承継されるのは浮体式の洋上風力関連設備に関する事業

に限られる。 
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(1) 外航船と内航船 

商船には，外国航路に就航する外航船と，国内航路に就航する内航船が

ある。外洋を航行する外航船は，船舶の構造及び設備が，国際海事機関で

作成された国際条約に適合したものでなければならないのに対し，内航船

は航行水域が限定されており，国際条約に適合する構造を必要としないた

め，外航船と内航船は船体構造などが異なっている。また，外航船は，輸

送距離が長く，１航海でできるだけ多くの貨物を輸送することが重視され

るために大型であるのに対し，国内の貨物輸送のみに使用される内航船は，

外航船に比べて小型である。 

外航船を建造するのは国内外の大手造船会社であるのに対し，内航船を

建造するのは国内の中小造船会社であり，当事会社グループがいずれも手

掛けているのも，外航船が中心である。 

したがって，以下では外航船について検討する。 

 

(2) 商船の種類 

旅客や貨物の輸送に当たる商船には，輸送する貨物の種類や輸送方法 

に応じて多様な種類（船種）がある。 

過去５年間で当事会社グループがいずれも建造実績を有している外航

商船は，以下の４船種である。 

① 鉄鉱石や石炭，穀物等の様々な資源を，包装せずに大量にそのまま輸

送する「バルク船」 

② 貨物を収納した国際規格のコンテナを，船内の貨物倉や甲板の上に積

載して輸送する「コンテナ船」 

③ 天然ガスを低温で液化した液化天然ガス（ＬＮＧ）を特殊な材質のタ

ンクで貯蔵して輸送する「ＬＮＧ運搬船」 

④ 船内が立体駐車場のように何層ものデッキ構造になっており，自動車

や建設機械など，自走できる貨物を輸送する「自動車専用船」 

 

(3) 商船の大きさ 

商船は，同一の船種でも様々な大きさ（船型）の船が建造されており，

輸送する貨物の量や，寄港地の設備規模などに合わせた船が使用されてい

る。 

海運業界では，船型を示すものとして，航路の制約や役割などに由来し

た呼称が用いられているが，呼称や船型の範囲について，明確な定義が置

かれているわけではない。 

例えば，コンテナ船の一般的な船型の呼称や範囲等は下表のとおりであ

る。 
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呼 称 範囲 特 徴 

ポストパナマックス 15,000TEU2以上 
パナマ運河を通航できない

大型船 

ネオパナマック

ス 

大型 
12,000TEU以上 

15,000TEU未満 

2016年の拡張工事以降のパ

ナマ運河を通航できる船 

小型 
8,000TEU以上 

12,000TEU未満 

2016年の拡張工事以降のパ

ナマ運河を通航できる船 

パナマックス 
3,000TEU以上 

8,000TEU未満 

従前のパナマ運河を通航で

きる船 

フィーダー 3,000TEU未満 

世界各地の基幹港湾（ハブ）

と地方港湾を結ぶフィーダ

ー路線に使用される小型船 

 

 商品範囲 

(1) 需要の代替性 

商船には，輸送する貨物の種類や輸送方法に応じて，多様な船種がある。

それぞれの船種は，積荷の化学的・物理的特性や積付け形態などが異なる

ため，船体に取り付ける設備に違いがあり，需要者は，輸送する貨物に合

わせて船種を選択しており，船種間に需要の代替性はない。 

また，商船には，様々な船型があるが，需要者は，必要な積載量や航路

上の設備面の制約に応じた大きさの船を選定しており，船型間の需要の代

替性も限定的である。 

 

(2) 供給の代替性 

 船の建造工程 

商船は，船体をいくつかのブロックに分けて製造し，「ドック」と呼

ばれる設備でブロックを組み立てて（船殻工事）船体を完成させた後，

進水させて岸壁に係留し，船としての機能を発揮するための装置や設備

を装備するための工事（艤装工事）を施して製造される。 

どの船種・船型の船も上記の工程で建造されており，主要な生産設備

はブロックの製造・組立てを行う船殻工場，ドック及び岸壁である。 

 

 船種・船型間の代替性 

                                                      
2  ＴＥＵ（Twenty-foot Equivalent Unit）は，コンテナ船の積載能力やコンテナターミナルの

貨物取扱数などを示す際に使われる単位で，20 フィートコンテナに換算した貨物の量を表す。 
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船種によって船体の構造や船体内部の構造が異なるため3，船種が異な

る船を建造するには当該船種に応じた設計図面を作成する技術が必要

であり，当該技術の獲得にはおおむね数年の準備期間を要する。また，

船種によって船体を構成するブロックの形状，必要な装置や設備が異な

るため，船種ごとにブロックの製造や艤装工程に要する作業内容，作業

量，所要期間等が異なる。 

また，船型についてみると，造船会社はドックでブロックを組み立て

て船体を製造するため，製造できる船の大きさは，自らのドックの規模

に制約される。また，船型が異なると，建造に要する作業量や期間など

に違いが生じるため，様々な船型を作り分けると工程管理が複雑化する。 

上記のような事情のため，造船会社は，自らが得意とする船種・船型

を連続して受注することで，設計書面の共通化等を通じて効率的な生産

により製造コストを下げ，競争力のある船価にできるようにしている。

複数の船種を製造している造船会社であっても，複数のドックを有し，

ドックごとに製造する船種・船型をある程度固定化していることが多い。 

このため，造船会社にとって，これまで受注実績がない船種・船型を

建造することは，容易でない場合が多い。 

したがって，各船種・船型間の供給の代替性も限定的と考えられる。 

なお，前記１(3)に掲げたコンテナ船の船型区分について，「パナマッ

クス」より大きい船で，拡張工事以降のパナマ運河を通航可能な船は，

一般的に「ネオパナマックス」と呼ばれるが，前記(1)のとおり，需要者

は，必要な積載量や寄港地を含めた航路上の設備面の制約に応じた大き

さの船を選定しており，ネオパナマックスに該当する船は，パナマ運河

を通航できる限界の大きさの船だけではなく，比較的小型の船も建造さ

れている。小型のネオパナマックスと，2016年の拡張工事以降のパナマ

運河を通れる大型のネオパナマックスとでは，船体の大きさに相当の差

があり，ドックの規模の制約から，前者の製造は可能であっても，後者

は製造できない場合もあり得る。 

 

(3) 小括 

以上から，商船の製造販売分野においては，船種・船型ごとに異なる

商品範囲が画定される。また，供給の代替性について慎重に検討する観

点から，コンテナ船の船型区分に関し，ネオパナマックスについては，

                                                      
3 例えば，定期航路に使われるコンテナ船は，寄港スケジュールを維持するため，大型であ

っても高速での運航が求められることから，高速化することで増大する造波抵抗に対応す

る船体形状が必要になる。また，タンカーの場合は，事故の場合でも液体貨物が船外に漏

れにくい二重構造が必要になる。 
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2016年の拡張工事以降のパナマ運河を通れる最大クラスの船が該当す

る「大型」と，それよりも小さい船が該当する「小型」の２つに分類す

る。 

当事会社グループが製造販売する船種・船型は複数存在するが，以下

では，本件行為が競争に与える影響が比較的大きいと考えられた「コン

テナ船（大型のネオパナマックス）」について検討する。 

 

  地理的範囲 

コンテナ船（大型のネオパナマックス）を建造する主要な造船会社は，日

本，韓国及び中国の３か国に集中している。それら内外の造船会社は，世界

中を販売地域とし，世界全体の販売地域において実質的に同一の価格でコン

テナ船（大型のネオパナマックス）を販売している。コンテナ船（大型のネ

オパナマックス）に係る内外の需要者は，当該船舶を発注する際，造船会社

の所在国がいずれであるかにかかわらず，それら内外の造船会社から見積り

を取り，発注先となる造船会社を選定しており，国内外の造船会社を区別す

ることなく取引している。 

したがって，本件では，「世界全体」を地理的範囲として画定した。 

 

第４  本件行為が競争に与える影響 

本件行為は，当事会社グループがいずれも「コンテナ船（大型のネオパナ

マックス）」を製造販売していることから，水平型企業結合に該当する。 

 

  単独行動による競争の実質的制限 

(1) 当事会社の地位及び競争事業者の状況 

コンテナ船（大型のネオパナマックス）の市場シェアは下表のとおりで

あり，ＨＨＩは約２，７００，ＨＨＩの増分は約６００であることから，

水平型企業結合のセーフハーバー基準に該当しない。 

 

【２０１４年から２０１８年までの５年間の受注量4合計ベースの市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ Ａ社 約３５％ 

２ 今治造船グループ 約１５％ 

                                                      
4 受注量は，船の建造工事量を表す指標である「標準貨物船換算トン数」（Compensated 

Gross Tonnage：CGT）ベースの数値。建造する船の容積が同じでも，船種や大きさ，仕様

が異なると，造船所での建造工事量は異なる。このため，造船会社の仕事量を表す指標と

して，船の容積を表す「総トン数」（Gross Tonnage:GT（総トン数））に船種や大きさによ

って決定される CGT 係数を乗じて算出される CGT が使われている。 
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３ ＪＭＵグループ 約１５％ 

４ Ｂ社 約１０％ 

５ Ｃ社 約５％ 

 その他 約１５％ 

合計 １００％ 

合算市場シェア・順位：約３５％・第２位 

 

本件行為後の当事会社グループのシェアは約３５％（第２位）となるが，

有力な競争事業者として約３５％の市場シェアを有するＡ社及び約１

０％のシェアを有するＢ社が存在するほか，複数の競争事業者が存在して

いる。 

また，造船業界は，リーマンショック以降は新造船の発注量が減少する

中，供給能力が過剰な状態にあり，コンテナ船（大型のネオパナマックス）

について，各競争事業者は十分な供給余力を有している。 

したがって，競争事業者からの競争圧力が認められる。 

 

(2) 需要者からの競争圧力 

需要者である海運業者や船主会社は，不安定な海運市況でも収益が挙げ

られるよう，運航コストの引下げに手を尽くしており，船舶の調達に際し

ても，できるだけ低い価格で船舶を調達しようとしている。 

このため，需要者は，造船会社に対して対抗的な交渉力を持つべく，発

注先の選定に，見積り合わせを行い造船会社を競わせて調達先を選定する

などしている。また，日本に所在する商船の需要者に対するアンケートに

おいて，本件行為により自らの船舶調達への影響が懸念されるかを尋ねた

ところ，懸念はないとする回答が多数を占めた。日本に所在するコンテナ

船の需要者に対するヒアリングにおいても，本件行為について競争上の懸

念を指摘する意見はなかった。 

これらの事実によれば，当事会社グループを含む造船会社に対して，需

要者から強い値下げ圧力がかかっており，そのような需要者との取引を巡

って競争関係にある造船会社間には競争のインセンティブが強く働いて

いる状況にある。 

したがって，需要者からの競争圧力が認められる。 

 

(3) 小括 

以上のように，競争事業者からの競争圧力及び需要者からの競争圧力が

認められることから，単独行動により，一定の取引分野における競争を実

質的に制限することとはならないと認められる。 
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  協調的行動による競争の実質的制限 

本件株式取得により市場シェア10％を超える有力な競争事業者が４社か

ら３社に減少することから，特に協調的行動による競争の実質的制限が問題

となる。 

しかし，前記１(1)のとおり，コンテナ船（大型のネオパナマックス）の

取引分野には，多数の競争事業者が存在している。特に，有力な競争事業者

であるＡ社及びＢ社に加えて，Ｃ社はポストパナマックスのコンテナ船の取

引分野で２０％を超える市場シェアを有する第２位の事業者であり，その他

の競争事業者の中にも，ポストパナマックスの受注量が大型のネオパナマッ

クスの２倍以上ある事業者が含まれている。 

また，造船業界は供給能力が過剰な状態にあり，上述の競争事業者もそれ

ぞれ十分な供給余力を有している。さらに，コンテナ船の取引は，１回に複

数隻を発注するロット発注が一般的であるところ，造船所の稼働率を高める

ことが経営上の重要課題である造船会社にとって，一度に複数隻が発注され

るコンテナ船の受注は，売上高の確保と作業量の確保の両面で有意であり，

とりわけ，パナマ運河を通れる船型の中でも最大クラスの大型のネオパナマ

ックスはコンテナ船の主力船型であるから，造船会社の受注のインセンティ

ブは高いと考えられる。 

このような状況において，前記１(2)のとおり，需要者は，見積り合わせ

など競争業者の価格を競わせる発注方法を採用しており，造船会社間には競

争のインセンティブが強く働いていると考えられる。 

以上のことから，コンテナ船（大型のネオパナマックス）の製造販売業者

の協調的行動により，一定の取引分野における競争を実質的に制限すること

とはならないと認められる。 

 

第５  結論 

本件行為により，一定の取引分野における競争を実質的に制限することと

はならないと判断した。 
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事例９ ㈱福井銀行による㈱福邦銀行の株式取得 

 

第１  当事会社等 

株式会社福井銀行（法人番号9210001003641）は地方銀行，株式会社福邦

銀行（法人番号8210001003262）は第二地方銀行であり，いずれも，福井県

内に本店を置き，主に同県内で銀行業を営んでいる。 

以下，株式会社福井銀行を「福井銀行」，株式会社福邦銀行を「福邦銀行」，

福井銀行及び福邦銀行を併せて「当事会社」という。また，福井銀行と結合

関係のある企業の集団及び福邦銀行と結合関係のある企業の集団を併せて

「当事会社グループ」という。 

 

第２  本件の概要及び関係法条 

本件は，福井銀行が，福邦銀行の株式に係る議決権を５０％を超えて取得

すること（以下「本件株式取得」という。）を計画しているものである。 

関係法条は，独占禁止法第１０条である。 

 

第３  本件審査の経緯等 

 本件審査の経緯 

当事会社グループは，令和２年６月，福井銀行による福邦銀行の株式取得

の計画があることについて自主的に公正取引委員会に説明し，以降，当委員

会は，当事会社グループから当該計画について口頭又は資料提出により説

明を受けた。 

その後，当事会社グループは，令和３年１月１４日，福井銀行による福邦

銀行の株式取得に係る基本合意を行うとともに，その旨を公表した。本件株

式取得は，福井県に本店を置く有力な銀行同士が結合するものであり，同県

内における競争に影響を与える可能性があるとみられたことから，当委員

会は，引き続き当事会社グループに事実関係等について説明を求めるとと

もに，競争事業者及び需要者に対し，資料提供依頼又はヒアリングを行って

必要な事実を確認した。 

その後，令和３年５月１７日に，当事会社グループから，独占禁止法の規

定に基づき本件株式取得に関する計画届出書が提出されたため，当委員会

はこれを受理し，当該計画届出書，当事会社グループから提出された資料等

のほか，競争事業者及び需要者からのヒアリング結果等を踏まえて，本件株

式取得が競争に与える影響について審査した。 

 

 審査結果の概要 

公正取引委員会は，当事会社グループが競合する各取引分野のうち，本件
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株式取得による競争への影響が比較的大きいと考えられる事業性貸出しに

係る取引分野については，本件株式取得により，中小企業を始めとする需要

者にとって当事会社に代わる借入先の十分な選択肢がなくなり，当事会社

が金利その他の取引条件をある程度自由に左右することが可能となるか否

かという観点から，重点的に審査を行った。その結果，後記第６のとおり，

福井県内のいずれの地域においても，競争事業者が複数存在し，十分な牽制

力を有すると認められることなどから，本件株式取得により，一定の取引分

野における競争を実質的に制限することとはならないと判断した。 

また，当事会社グループが競合するその他の取引分野である，非事業性貸

出し（後記第４の２(2)参照），預金，為替，投資信託販売，公共債販売，

保険代理店及びクレジットカードに係る各取引分野についても，競争事業

者の牽制力が十分あると認められることなどから，いずれも本件株式取得

により一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならない

と判断した。 

以下，事業性貸出しに係る取引分野についての審査結果について詳述す

る。 

 

第４  金融機関及び貸出業務の概要並びに役務範囲 

 金融機関の概要 

 事業性貸出しを行う金融機関としては，銀行，協同組織金融機関及び政府

系金融機関がある。 

 

(1) 銀行 

銀行は，都市銀行，地方銀行及び第二地方銀行に大別される。都市銀行

及び地方銀行については，それぞれ複数の者が福井県内に店舗を置き事業

を営んでいる。これに対し，福井県内に店舗を置く第二地方銀行は，福邦

銀行のみである。 

また，福井県内には店舗がないが，福井県に隣接する他府県に店舗を置

く都市銀行及び地方銀行も，福井県内の一部の需要者と取引を行っている。 

銀行の貸出先については，基本的に，法令上の制限はない。 

 

(2) 協同組織金融機関 

福井県内に店舗を置く協同組織金融機関としては，信用金庫，信用組合，

農業協同組合（以下「農協」という。），信用漁業協同組合連合会（以下

「信漁連」という。）等がある。 
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このうち，信用金庫は，貸出先は原則としてその会員であり1，会員資格

を有する者は，法人の場合，常時使用する従業員数が３００人以下又は資

本金の額等が９億円以下の者に限られる2。 

信用組合は，原則として組合員を貸出しの対象とし3，組合員資格を有す

る者は，事業者の場合，基本的に，資本金の額等が３億円（卸売業は１億

円，小売業及びサービス業は５０００万円）以下の法人又は常時使用する

従業員数が３００人（卸売業は１００人，小売業は５０人，サービス業は

１００人）以下の者に限られる4。 

農協及び信漁連の貸出先は，原則として組合員（信漁連についてはその

会員たる漁業協同組合の組合員）である5。農協の組合員資格を有する者は，

主として農業者であり，法人については，従業員数が３００人以下又は資

本金等の額が３億円以下の者に限られる6。また，漁業協同組合の組合員資

格を有する者は，主として漁業者であり，法人については，従業者の数が

３００人以下であるなどの要件を満たす者に限られる7。 

 

(3) 政府系金融機関 

政府系金融機関としては，株式会社商工組合中央金庫（以下「商工中金」

という。）及び株式会社日本政策金融公庫（以下「日本公庫」という。）

が，福井県内に店舗を置き事業を営んでいる。 

商工中金は，中小企業団体及びその構成員に対する金融の円滑化を図る

ことを目的とする8金融機関である。貸出先は，商工中金の株主（中小企業

等協同組合等），その組合員等に限られ，基本的に中小企業9に対して貸出

                                                      
1 ただし，相手方が地方公共団体である場合などには会員以外への貸出しも可能である

（信用金庫法第５３条第２項及び信用金庫法施行令第８条）。 
2 信用金庫法第１０条第１項及び信用金庫法施行令第４条。 
3 ただし，相手方が地方公共団体である場合などには例外的に会員以外への貸出しも可能

である（中小企業等協同組合法第９条の８第２項第５号及び中小企業等協同組合法施行令

第１４条第１項）。 
4 中小企業等協同組合法第９条の８第１項１号，第８条第４項及び第７条第１項第１号。 
5 農業協同組合法第１０条第１項第２号及び水産業協同組合法第１１条第１項第３号。た

だし，相手方が地方公共団体である場合などには例外的に組合員以外への貸出しも可能で

ある（農業協同組合法第１０条第２０項，水産業協同組合法第１１条第１０項，水産業協

同組合法施行令第２条第１項等）。 
6 農業協同組合法第２条第１項及び第１２条。 
7 水産業協同組合法第１８条。 
8 株式会社商工組合中央金庫法第１条。 
9 製造業等については資本金の額等が３億円以下又は従業員数が３００人以下，卸売業に

ついては資本金の額等が１億円以下又は従業員数が１００人以下，サービス業については

資本金の額等が５０００万円以下又は従業員数が１００人以下，小売業については資本金

の額等が５０００万円以下又は従業員数が５０人以下の会社等（中小企業基本法第２条第

１項）。 
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しが行われている。 

日本公庫は，一般の金融機関が行う金融を補完することなどを目的とす

る10政府全額出資の金融機関である。日本公庫の事業は，国民生活事業，

中小企業事業及び農林水産事業に分けられるところ，国民生活事業につい

ては小規模事業者及び個人事業者を，中小企業事業については中小企業を，

農林水産事業については農林漁業者を，それぞれ主な貸出し対象としてい

る。一部の例外を除き，融資制度ごとに詳細な貸出要件が定められており，

要件を満たした者しか貸出しを受けることはできない11。また，貸出対象，

貸出限度額，貸出期間，利率等の貸出条件は，主務大臣の認可を受けてあ

らかじめ定められている。 

 

 貸出し業務の概要 

金融機関の行う貸出業務は，事業者等を対象とする「事業性貸出し」と，

一般消費者を対象とする「非事業性貸出し」に大別される。 

 

(1) 事業性貸出し 

事業性貸出しは，事業者又は地方公共団体に対して資金を貸し出す業務

である。 

 以下では，まず事業者への貸出しについて記載し（後記アないしオ），

次に地方公共団体への貸出しについて記載する（後記カ）。 

 

 取引開始の契機等 

金融機関及び需要者からのヒアリングによれば，福井県内の事業者へ

の貸出しは，金融機関の各店舗に勤務する営業担当者が，需要者を定期

的に訪問して資金需要を把握し，貸出しの提案をすることを契機として

行われることが多い。 

需要者が借入先金融機関を選択するに当たっては，金利水準のほか，

固定金利又は変動金利の別，担保や保証の要否及び内容，返済に係る期

間その他の返済条件を考慮する。また，後記エのように複数行取引を行

う需要者の場合，各金融機関からバランスよく借り入れるため，その時

点で取引依存度が低い金融機関を選択する場合もある。 

 

 取引条件等 

金融機関は，事業者への定期訪問により情報を収集し，決算書等によ

って財務状況を確認し事業者の信用格付けを行う，投資計画等の収益性

                                                      
10 株式会社日本政策金融公庫法第１条。 
11 日本公庫ウェブサイト（https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/index.html）。 
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を評価するなどして，貸出しに関する審査を行う。 

取引条件は，貸出し案件ごとに，金融機関と需要者との間の相対交渉

により決定され，金利は，金融機関がコスト等の状況を踏まえて提案す

る（金融機関が金利水準を検討する際の考慮要素については後記オ参

照）。 

 

 契約後の訪問 

金融機関は，貸出し契約の締結後についても，貸し出した資金の全額

が予定どおり返済されるよう与信管理を行うなどの目的で，定期的に，

又は不定期に繰り返し，事業者を訪問することが多い。 

事業性貸出しでは，取引獲得のための営業活動だけでなく，このよう

な貸出し後の需要者への継続的訪問にも人員が必要となるため，貸出し

を行う上では，そのための営業人員や拠点となる店舗といった体制面の

整備が必要となる。 

 

 需要者の取引先金融機関数等 

金融機関及び需要者からのヒアリング等によれば，福井県においては，

需要者は，資金の安定調達やリスク分散を図るためなどの理由で，複数

の金融機関と取引をする「複数行取引」を行うことが多いが，単一の金

融機関のみと取引をする「一行取引」を行う事業者もいる。事業者が取

引を行う金融機関の数は，事業規模や借入金額が大きいほど増える傾向

にある。 

事業者は，取引を行っている金融機関のうち，借入残高が最も多い金

融機関又は長期的な取引関係が持続している金融機関をメインバンク

と認識している。ただし，金融機関及び需要者からのヒアリングによれ

ば，福井県の需要者は，メインバンク以外の金融機関であっても金利等

の条件が良ければ借入れを行う傾向にあり，また，メインバンクと同等

あるいはそれを超える金額を借り入れている金融機関が他に複数ある

需要者もおり，メインバンクが存在することにより取引先金融機関の選

択が制約されているという状況は確認できなかった。 

 

 金利の決定要因等 

金融機関からのヒアリングによれば，事業性貸出しの貸出金利は，①

調達コスト，②銀行経費，③信用コスト，④利益を基に，他の金融機関

との競争状況，担保及び保証の状況，返済期間，需要者とのその他の（当

該貸出案件以外の）取引状況等を勘案して決定される。 

①調達コストは，銀行が資金調達に要する費用である。銀行は，預金
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又はインターバンクと呼ばれる金融機関相互の資金市場から貸出しの

原資となる資金を調達しており，当該調達に要する金利が調達コストと

なる。 

②銀行経費は，貸出業務に係る人件費，店舗等の物件費，事務経費等

である。 

③信用コストは，貸出先が返済不能になった場合に負担することにな

る損失をあらかじめ見積もったものである。 

④利益は，金融機関にとっての利益部分である。 

金融機関は，通常，上記①ないし④を勘案して，貸出先の経営状況や

融資期間ごとに標準的な金利を定めている。金融機関は，需要者に提示

する金利を，上記の標準的な金利を基に，貸出し案件に係る他の金融機

関との競合状況，貸出先需要者とのその他の取引状況等を勘案して決定

する。 

上記のうち，特に②ないし④は，金融機関により異なる。②の銀行経

費は，店舗網の密度や事務処理の効率性のほか，営業にどの程度の人手

をかけるかによっても異なる。例えば，同じ区域内に多数の店舗を設置

し，一需要者当たりの融資金額が少なく，各営業担当者が比較的少数の

需要者を担当し各需要者への訪問に時間をかけている金融機関は，銀行

経費が高くなる。また，③の信用コストについては，需要者や貸出し案

件についてどの程度情報収集ができているかや，それをどのように評価

するかが金融機関により異なる。以上のことから，各金融機関は，他の

金融機関のコスト水準を把握し難い状況にある。 

競争事業者からのヒアリングによると，福井県においては，複数の金

融機関が個々の取引について競合する場合，需要者に対し，コストを下

回る水準の金利を提示することも珍しくない。 

 

 地方公共団体等への貸出し 

      地方公共団体は，一般の事業者と異なり，地方自治法等に基づき地

方債又は一時借入金により金融機関から貸出しを受けている。 

地方公共団体への貸出しは，法令上，いずれの金融機関でも行える。

金融機関及び地方公共団体からのヒアリング等によれば，福井県におけ

る地方公共団体は，基本的に，指名競争入札その他の方法（以下「入札

等」という。）により，最も低い金利で借入れできる金融機関と契約し

ている。福井県内の地方公共団体向けの貸出しに係る入札等に参加する

者は，都市銀行，地方銀行，第二地方銀行及び信用金庫のほか，農協，

信漁連等である。 

以上のように，地方公共団体への貸出しは，一般の事業者に対する貸
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出しとは取引の方法や内容が異なる。 

 

(2) 非事業性貸出し 

非事業性貸出しは，一般消費者に対して資金を貸し出す業務である。非

事業性貸出しは，資金の使用目的別（多目的のものを含む。）に，住宅ロ

ーン，教育ローン，オートローン，フリーローン及びカードローンに大別

される。 

取引は，住宅ローンにおける住宅メーカーなど資金需要の基となるサー

ビスを提供する事業者の紹介，金融機関の店舗やローンセンター等への需

要者の訪問，インターネットによる申込み等を通じて行われることが一般

的である。 

非事業性貸出しについては，金融機関は，目的別に金利等の貸出条件を

定めた定型の貸出商品を用意しており，基本的には，個別の取引ごとに貸

出条件を変更することはない。金利等の貸出条件は，各金融機関のウェブ

サイト等で公表されており，一般消費者がこれらを比較することは容易で

ある。 

 

第５  一定の取引分野の画定 

 役務範囲 

(1) 事業性貸出し及び非事業性貸出し 

 需要の代替性 

事業性貸出しの需要者が事業者及び地方公共団体であるのに対し，非

事業性貸出しの需要者は一般消費者であり（前記第４の２），需要者自

体が異なる。さらに，金融機関は，事業性貸出しに当たって用途を確認

しており，借入金を異なる用途に使うことは認めていない。また，非事

業性貸出しは，通常，事業性貸出しよりも貸出金額が少額であり，事業

性貸出しの代わりにはならない。以上のことから，両者は需要者にとっ

て代替的な関係になく，需要の代替性は認められない。 

 

 供給の代替性 

事業性貸出しでは，個々の需要者の事業や財務の状況等に応じて貸出

条件を設定する必要があるため（前記第４の２(1)），金融機関には，定

期的に事業者を訪問するなどして信用状況等を把握又は評価し，貸出条

件に反映させるための専門性や経験が必要となり，これらの獲得には，

相当程度の費用及び期間が必要となる。また，事業者への定期的な訪問

を行うためには，その拠点となる店舗と相応の数の営業人員が必要とな

る。 
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一方，非事業性貸出しは，個々の消費者の信用状況等に限らず，貸出

条件が一定である（前記第４の２(2)）。また，貸出審査についても，保

証会社の審査に依拠することが可能である。このため，事業性貸出しに

求められるような専門性及び経験並びに店舗及び人員までは必要とな

らない。 

したがって，事業性貸出しと非事業性貸出しでは，必要となる店舗，

人員数，専門性及び経験が異なり，特に非事業性貸出しから事業性貸出

しへの切替えは容易ではないことから，事業性貸出し及び非事業性貸出

しの間の供給の代替性は限定的である。 

 

 小括 

以上のことから，事業性貸出し及び非事業性貸出しは，それぞれ異な

る役務範囲として，競争の実質的制限についての検討を行った。 

 

(2) 需要者ごとの検討 

当事会社は，大企業・中堅企業，中小企業12及び地方公共団体に対して

事業性貸出しを行っている。 

この点，大企業・中堅企業，中小企業及び地方公共団体は，それぞれ事

業規模や事業を展開する範囲，事業の性質等が異なり，借入金額，取引方

法等が異なる。また，借入先である金融機関の業態によって貸出対象者に

係る制限等が異なる（前記第４の１）ことから，大企業・中堅企業，中小

企業及び地方公共団体は，それぞれ取引を行う金融機関が異なる。 

以上のことから，「大企業・中堅企業向け貸出し」，「中小企業向け貸

出し」及び「地方公共団体向け貸出し」を，それぞれ異なる役務範囲とし

て画定した。 

各役務範囲における競争事業者の範囲については以下のとおり検討し

た。 

 

 大企業・中堅企業向け貸出し 

大企業・中堅企業は，事業規模が大きく，多額の資金を必要とし，借

入金額が大きい傾向にある。 

この点，銀行は，法令上，貸出対象者の規模，業種等に関する制限が

なく（前記第４の１(1)），貸出限度額も大きい。このため，大企業・中

堅企業は，各銀行を代替的な借入先とすることが可能である。 

信用金庫，信用組合及び商工中金は，法令等により貸出対象者が基本

                                                      
12 中小企業基本法第２条第１項の要件を満たす者（前掲注８参照）を「中小企業」，これ

に該当しない者を「大企業・中堅企業」とした。 
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的に中小企業に限られている（前記第４の１(2)）。また，日本公庫は，

中小企業等を主な貸出先としている（同(3)）。このため，大企業・中堅

企業が，これらの金融機関を代替的な借入先とすることができる場合は

限られる。 

農協等は，基本的に貸出対象者が農業者等に限られる上，貸出先は原

則として組合員であるところ，大企業・中堅企業は組合員資格を有しな

い（前記第４の１(2)）。 

以上のことから，大企業・中堅企業向け貸出しにおける競争事業者の

範囲は銀行であるとして検討を行った。 

 

 中小企業向け貸出し 

 中小企業は，事業規模及び借入金額が比較的小さい傾向にあるところ，

銀行は，中小企業の資金需要に応えることが十分可能であるため，中小

企業は，各銀行を代替的な借入先とすることができる。 

 信用金庫及び信用組合については，貸出対象者の規模に係る制限があ

るが，中小企業は全て対象となる（前記第４の１(2)）。また，法令で定

められた貸出限度額は，中小企業が借入れを行う上での制約とならず13，

中小企業は，信用金庫及び信用組合を代替的な借入先とすることが可能

である。 

 農協等については，基本的には貸出対象者が農業者等に限られている

（前記第４の１(2)）。商工中金及び日本公庫は，基本的に民業補完の観

点から民間金融機関から借り入れることが困難な事業者を貸出対象と

している。また，商工中金は，貸出先が株主とその組合員等に限られ，

日本公庫は，一部の例外を除き融資制度ごとに定められた詳細な貸出要

件を満たす者への貸出しを行っている（同(3)）。このため，中小企業が，

農協等，商工中金及び日本公庫を代替的な借入先とすることができる場

合は限られている。 

 したがって，中小企業向け貸出しにおける競争事業者の範囲は銀行，

信用金庫及び信用組合とし，農協等，商工中金及び日本公庫については，

必要に応じて，隣接市場からの競争圧力として検討することとした14。 

 

 地方公共団体向け貸出し 

                                                      
13 金融機関等からのヒアリングによると，中小企業について，法令上の貸出限度額が制約

となって資金需要を満たすことができない場合はほとんどない。 
14 後記第６の２のとおり，中小企業向け貸出しについては，隣接市場からの競争圧力以外

の要素により競争の実質的制限に係る判断が可能であったことから，本件では，隣接市場

からの競争圧力について検討する必要は生じなかった。 
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 前記第４の２(1)カのとおり，福井県における地方公共団体は，基本的

に入札等の方法により最も金利の低い金融機関を借入先としている。金

利以外の取引条件については，地方公共団体が定めているため当事会社

が左右することはできず，金利については，当事会社が高い金利を提示

すれば契約を獲得できないこととなる。 

 また，地方公共団体からのヒアリングによれば，入札等には銀行，信

用金庫等のほかに農協及び信漁連も参加しており，特に農協は福井県内

の全ての市町に店舗を有しているところ，これらの競争事業者は，資金

面で十分な供給余力を有していると認められる。 

 以上のことから，地方公共団体向け貸出しについては，詳細に検討す

るまでもなく，本件株式取得により，一定の取引分野における競争を実

質的に制限することとはならないと判断した。 

 

 小括 

 前記アないしウから，「大企業・中堅企業向け貸出し」及び「中小企

業向け貸出し」について，更に検討した（後記２以下）。 

 

 大企業・中堅企業向け貸出し及び中小企業向け貸出しにおける地理的範

囲 

当事会社は，地理的範囲について，大企業・中堅企業向け貸出しと中小企

業向け貸出しのいずれについても，下表の７つの経済圏（以下，単に「経済

圏」という。）の範囲で競争していると説明した。 

経済圏 含まれる市町 

嶺北（れいほく）地区 坂井市，あわら市 

福井地区 福井市 

高志・奥越（こし・おくえつ）地区 大野市，勝山市，永平寺町 

鯖江地区 鯖江市，越前町 

武生（たけふ）地区 越前市，南越前町，池田町 

敦賀（つるが）地区 敦賀市，美浜町，若狭町 

若狭地区 小浜市，高浜町，おおい町 
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この点についての検討結果等は以下のとおりである。 

 

(1) 背景事情等 

金融機関及び需要者からのヒアリングによれば，福井県における金融

機関と需要者との取引においては，金融機関が需要者を訪問することが

多く，需要者が金融機関の店舗に赴くことは少ない。このため，需要者は，

金融機関の店舗が遠隔地にあることは取引を行う上で特に障害とはなら

ないとしている。これに対し，金融機関は，貸出しを行った後にも営業担

当者が継続して需要者を訪問するところ，店舗の遠隔地に所在する需要

者への貸出しは，当該訪問のコストが高いことから現実的には困難であ

るとしている。 

以上のことから，本件の大企業・中堅企業向け貸出し及び中小企業向け

貸出しにおける地理的範囲の画定においては，金融機関の各店舗から営

業担当者が現実的に訪問可能な範囲が主たる問題となる。 

また，金融機関からのヒアリングによれば，大企業・中堅企業向け貸出

しについては，需要者の事業規模や貸出金額が大きい傾向にあるため，訪

（参考：福井県地図） 
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問のコストが高くてもそれを上回る利益が得やすく，需要者が中小企業

である場合よりも各店舗から訪問可能な地理的範囲は広い。 

 

(2) 大企業・中堅企業向け貸出し 

当事会社はいずれも，主として福井県内に所在する需要者に対して貸出

しを行っていることから，本件については基本的に福井県内の需要者への

影響が問題となるところ，福井県内の大企業・中堅企業に対する貸出しは，

金額ベースでほとんど全てが銀行により行われている。 

金融機関からのヒアリングによれば，前記(1)のとおり，大企業・中堅企

業向け貸出しについては，各店舗の遠隔地に所在する需要者であっても利

益が得やすいことから訪問可能な地理的範囲は広く，これらの銀行は，お

おむね，福井県内に所在する大企業・中堅企業については，所在する市町

を問わず，特に問題なく貸出しを行うことができると認められる。 

 以上のことから，大企業・中堅企業向け貸出しについては，「福井県」

を地理的範囲とし，福井県内に所在する需要者に事業性貸出しを行う金融

機関を同じ市場に属する競争事業者として検討した。 

 

(3) 中小企業向け貸出し 

金融機関からのヒアリング及び提出資料によれば，福井県内で中小企業

向け貸出しを行う各金融機関の営業先又は貸出先の地理的分布は，経済圏

の範囲とおおむね一致するか，それよりも広い状況にある。 

また，金融機関からのヒアリングによると，前記(1)のとおり，中小企業

向けの貸出しは大企業・中堅企業向けの貸出しに比べて利益が出にくく現

実的に訪問可能な範囲が狭いこともあって，金融機関が中小企業向けに事

業性貸出しを行える地域は，基本的に店舗から自動車で１時間以内で移動

可能な範囲とする者が多い。そして，当該範囲は，各経済圏の範囲よりも

広い。 

これらのことから，中小企業向け貸出しの地理的範囲は，経済圏の範囲

と一致する又はそれよりも広いと考えられる。 

 以上を踏まえ，中小企業向け貸出しについては，より慎重に審査する観

点から，各経済圏を地理的範囲として画定し，各経済圏に所在する需要者

に事業性貸出しを行う金融機関をそれぞれ同じ市場に属する競争事業者

として検討した。 

 

第６  事業性貸出しに係る競争の実質的制限についての検討 

 大企業・中堅企業向け貸出し 

 令和２年３月末時点の福井県における大企業・中堅企業向け貸出しの市
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場シェア15の状況等は，下表のとおりである。「企業結合審査に関する独

占禁止法の運用指針」（平成１６年５月３１日公正取引委員会。以下「企

業結合ガイドライン」という。）においては，①企業結合後のハーフィン

ダール・ハーシュマン指数（以下「ＨＨＩ」という。）16が１，５００以下

である場合，②企業結合後のＨＨＩが１，５００超２，５００以下であっ

て，かつ，ＨＨＩの増分が２５０以下である場合，又は③企業結合後のＨ

ＨＩが２，５００を超え，かつ，ＨＨＩの増分が１５０以下である場合の

いずれかに該当する場合には，水平型企業結合が一定の取引分野における

競争を実質的に制限することとなるとは通常考えられないとしている17

（このような基準を「セーフハーバー基準」と呼んでいる。以下同じ。）。

下表に掲げる大企業・中堅企業向け貸出しの市場シェアによれば，本件株

式取得後のＨＨＩの値及びその増分は上記②の場合に該当することから，

水平型企業結合のセーフハーバー基準に該当する。 

 

【大企業・中堅企業向け貸出しの市場シェア等】 

順位 金融機関 
１ 福井銀行 約３５％ 
２ Ａ 約１５％ 
３ Ｂ 約１５％ 
４ Ｃ 約１０％ 
５ Ｄ 約５％ 
６ Ｅ 約５％ 
７ 福邦銀行 ０－５％ 
 その他 ０－５％ 

合計 １００％ 
合算市場シェア・順位：約４０％・第１位 
統合後のＨＨＩ：約２，３００ 
HHIの増分：約２３０ 

 

また，企業結合ガイドラインにおいては，水平型企業結合が上記①ないし

③のいずれかに該当する場合であっても，一定の場合には，その他各般の判

断要素に関する検討が必要となることがあるとするが，福井県における大企

業・中堅企業向け貸出しについて，当該検討を必要とする事情は認められな

い。 

 このため，大企業・中堅企業向け貸出しについては，本件株式取得により，

一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと認め

                                                      
15 市場シェアは貸出残高ベースで算出した。以下同じ。 
16 市場の集中度を表す指標で，一定の取引分野における各事業者の市場シェアの二乗の総

和によって算出される。 
17 企業結合ガイドライン 第４の１(3) 
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られる。 

 なお，ＡないしＥは全て銀行（都市銀行又は地方銀行）である。 

 

 中小企業向け貸出し 

中小企業向け貸出しについては，まず，従来の福井県内での全般的な競争

状況等を記載し（後記(1)），その後，競争の実質的制限に係る検討結果に

ついて記載する。 

検討結果の記載に当たっては，若狭地区以外の６つの経済圏（以下「６経

済圏」という）については状況が類似していることからまとめて述べ（後記

(2)），若狭地区のみ状況が異なることから別に述べる（後記(3)）。 

 

(1) 中小企業向け貸出しに係る従来の競争状況等 

福井銀行は地方銀行，福邦銀行は第二地方銀行であるところ，元々個人

向けの金融機関であった無尽を起源とする第二地方銀行は，一般に，地域

に密着した比較的小規模な銀行が多いとされており18，地方銀行と比べて

中小企業に対する貸出しの割合が高く19，また，地方銀行よりも小口の貸

出しが多いと考えられる。このことは，福井銀行及び福邦銀行における中

小企業向け貸出しの状況にも当てはまる。 

金融機関及び需要者からのヒアリングや，金融機関からの提出資料に

よると，中小企業向け貸出しについて，当事会社それぞれの主たる貸出先

の規模は異なり，両者の取引先需要者の重複は比較的少ない。また，個々

の需要者との取引について現に当事会社間で具体的競合が生じている例

は比較的少ないことがうかがわれる。そして，金融機関及び需要者からの

ヒアリングによれば，福井銀行と比較的強い競争関係にあるのは，中小企

業の中でも比較的大規模な需要者に対する貸出しについては地方銀行で

あり，比較的小規模な需要者に対する貸出しについては各地域の信用金

庫であるとみられている。これに対し，福邦銀行は小規模な需要者を主な

貸出先としており，同行と比較的強い競争関係にあるとみられているの

は，各地域の信用金庫であった。 

これらのことから，当事会社間の競争関係の程度は，当事会社それぞれ

の各競争事業者との競争関係の程度と比べて，比較的弱いことがうかが

                                                      
18 令和２年１０月２８日開催の銀行制度等ワーキング・グループ（金融審議会）会議にお

ける第二地方銀行協会提出資料。 
19  法人向け貸出しに占める中小企業向け貸出しの割合は，地方銀行においては７２．２％

である（「地方銀行２０１９年度決算の概要」（令和２年６月１７日一般社団法人全国地方銀

行協会））のに対し，第二地方銀行においては９８．６％となっている（「加盟地方銀行の２

０２０年３月末現在の業況」（一般社団法人第二地方銀行協会ウェブサイト（〔https://www.

dainichiginkyo.or.jp/membership/conditions.html〕）。 
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われ，少なくとも，特に強いとは認められなかった。 

また，当事会社及び競争事業者の中には，他の金融機関の取引先需要者

に対して低い金利を提示して借換えを提案する者が複数おり，また，過去

数年以内に福井県内に新たな支店を開設して取引拡大を図っている者が

いるなど，中小企業向け貸出しについて，ある程度活発な競争が行われて

いると認められる。 

 

(2) ６経済圏 

 市場シェア等 

６経済圏それぞれについて，令和２年３月末時点の中小企業向け貸

出しの市場シェア等は次の各表のとおりであり，いずれも水平型企業

結合のセーフハーバー基準に該当しない。 

 

【嶺北地区】               【福井地区】 

順位 金融機関名 市場シェア  順位 金融機関名 市場シェア 

１ Ｆ 約３０％  １ 福井銀行 約３５％ 

２ 福井銀行 約２５％  ２ Ｉ 約２５％ 

３ Ｇ 約２０％  ３ Ｊ 約１５％ 

４ 福邦銀行 約１０％  ４ 福邦銀行 約１５％ 

５ Ｈ 約５％  ５ Ｋ 約５％ 

 その他 ０－５％   その他 約５％ 

合計 １００％  合計 １００％ 

合算市場シェア・順位：約４０％・第１

位 

 合算市場シェア・順位：約５０％・第１

位 

統合後のＨＨＩ：約３，０００  統合後のＨＨＩ：約３，２００ 

ＨＨＩの増分：約６００  ＨＨＩの増分：約９００ 

 

【高志・奥越地区】              【鯖江地区】 

順位 金融機関名 市場シェア  順位 金融機関名 市場シェア 

１ 福井銀行 約３０％  １ Ｏ 約２５％ 

２ Ｌ 約３０％  ２ Ｐ 約２５％ 

３ Ｍ 約２０％  ３ 福井銀行 約２５％ 

４ 福邦銀行 約５％  ４ 福邦銀行 約１０％ 

５ Ｎ 約５％  ５ Ｑ 約５％ 

 その他 約５％   その他 約１０％ 

合計 １００％  合計 １００％ 

合算市場シェア・順位：約４０％・第１

位 

 合算市場シェア・順位：約３５％・第１

位 

統合後のＨＨＩ：約２，８００  統合後のＨＨＩ：約２，４００ 

ＨＨＩの増分：約５００  ＨＨＩの増分：約４００ 
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【武生地区】              【敦賀地区】 

順位 金融機関名 市場シェア  順位 金融機関名 市場シェア 

１ Ｒ 約３５％  １ Ｕ 約３５％ 

２ 福井銀行 約３０％  ２ 福井銀行 約２５％ 

３ Ｓ 約１５％  ３ Ｖ 約２５％ 

４ 福邦銀行 約１０％  ４ 福邦銀行 約１０％ 

５ Ｔ 約１０％  ５ Ｗ ０－５％ 

 その他 ０－５％   その他 ０－５％ 

合計 １００％  合計 １００％ 

合算市場シェア・順位：約４０％・第１

位 

 合算市場シェア・順位：約３５％・第１

位 

統合後のＨＨＩ：約３，０００  統合後のＨＨＩ：約３，１００ 

ＨＨＩの増分：約６００  ＨＨＩの増分：約５００ 

 

当事会社グループの合算市場シェアは約３５％ないし約５０％であ

り，いずれの経済圏でも第１位となる。一方，いずれの経済圏において

も，シェア約１５％以上の競争事業者が２以上存在している。また，い

ずれの経済圏でも，当事会社の合算市場シェアと有力な競争事業者の

シェアの格差は必ずしも大きいとはいえない。 

ＦないしＷは，いずれも，福井県内に店舗を置く地方銀行又は信用金

庫である。 

 

 競争事業者の供給余力 

競争事業者が複数存在する場合であっても，当該競争事業者の供給

余力が十分でない場合には，当事会社グループに対する牽制力が働か

ないことがある。このため，競争事業者の供給余力が十分でない場合に

は，本件株式取得後の当事会社グループの市場シェアと競争事業者の

市場シェアとの格差がさほど大きくないときであっても，本件株式取

得が競争に及ぼす影響は小さいとはいえないことがある20。そして，金

融機関における事業性貸出しに係る供給余力には，大きく分けて，資金

面での供給余力と体制面での供給余力がある。 

 

 資金面での供給余力 

 ６経済圏のそれぞれにおける競争事業者の資金面での供給余力につ

いては，各競争事業者について，①預金残高と貸出残高の差や，②自

己資本比率規制の下で貸出可能な上限額を考慮して検討した。 

 銀行については，福井県における当事会社２社の事業性貸出し残高

の合計（大企業・中堅企業向けを含む。）を上記①及び②がそれぞれ

                                                      
20 企業結合ガイドライン 第 4の 2(1)オ 
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上回るなど，いずれも，資金面で十分な供給余力を有していると認め

られる。 

 また，信用金庫についても，各信用金庫の主な営業範囲たる経済圏

における当事会社２社の中小企業向け事業性貸出し残高の合計を，上

記①及び②がそれぞれ上回っており，いずれも，資金面で十分な供給

余力を有していると認められる。 

 

 体制面での供給余力 

６経済圏のそれぞれにおける競争事業者の体制面での供給余力につ

いては，まず，審査時点における各競争事業者の貸出先需要者数，営

業担当者数及び各担当者の担当需要者数，営業担当者の増員の現実的

可能性，貸出し後の需要者への訪問に要する時間等を踏まえて，各競

争事業者が新規に貸出しを行うことが可能な需要者数を確認した。 

また，競争事業者からのヒアリングによれば，競争事業者にとって，

従来取引がなかった新規の需要者に貸出しを開始する場合には，営業

担当者の訪問先需要者数が増える一方，既存の貸出先への貸出金額又

は貸出案件数が増加する場合には，訪問すべき需要者数が増加するこ

とはないため，営業担当者数の不足が制約となって貸出しが困難とな

ることはないと認められる。そして，当事会社の貸出先需要者のうち，

競争事業者からも貸出しを受けている者は，競争事業者にとっては既

存の貸出先となる。 

以上を踏まえ，当事会社の貸出先需要者数と，各競争事業者が追加

的に貸出しを行うことが可能な需要者数の合算値とを比較したところ，

６経済圏のそれぞれにおいて，競争事業者は，全体としてみれば，当

事会社の貸出先需要者の多くに当事会社に代わって貸し出しを行うこ

とが可能な状況にあり，体制面で十分な供給余力を有していると認め

られる。 

 

 単独行動に係る競争の実質的制限について 

６経済圏については，いずれも，有力な競争事業者が複数存在し，競

争事業者は資金面及び体制面で十分な供給余力を有すること（前記ア

及びイ）から，競争事業者は十分な牽制力を有すると認められる。また，

前記(1)のとおり，当事会社間の従来の競争関係の程度は，当事会社そ

れぞれの各競争事業者との競争関係の程度と比べて，特に強いとは認

められない。 

このため，本件株式取得により，６経済圏における中小企業向け貸出

しに係る競争が実質的に制限され，当事会社が単独で金利その他の取
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引条件をある程度自由に左右することのできる状態が生じることとは

ならないと認められる。 

 

 協調的行動に係る競争の実質的制限について 

福井県内の中小企業向け事業性貸出しの取引条件は，貸出し案件ご

とに，金融機関と需要者との相対交渉により決定され（前記第４の２

(1)イ），その内容は非公表である。取引条件としては，金利水準のほ

かに，固定金利又は変動金利の別，担保や保証の要否及び内容，返済期

限等があり（前記第４の２(1)ア），これらの条件について様々な組合

せがあり得る。また，金融機関は貸出しのコストを勘案して金利水準を

検討するところ，コストの水準は金融機関によって異なり，金融機関が

他の金融機関のコスト水準を把握することは困難である（前記第４の

２(1)オ）。 

以上のことから，６経済圏の中小企業向け事業性貸出しについては，

協調的行動の前提となる供給者間での共通認識の成立や相互予測が容

易でなく，協調的行動からの逸脱の監視も容易でないと認められる。 

このため，本件株式取得により，６経済圏における中小企業向け貸出

しに係る競争が実質的に制限され，当事会社と競争事業者が協調して

金利その他の取引条件をある程度自由に左右することのできる状態が

生じることとはならないと認められる。 

 

(3) 若狭地区 

 市場シェア等 

若狭地区における，令和２年３月末時点の中小企業向け貸出しの市

場シェア等は下表のとおりであり，水平型企業結合のセーフハーバー

基準に該当しない。 
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【若狭地区における中小企業向け貸出しの市場シェア等】 

順位 金融機関 
１ Ｘ 約３５％ 
２ 福井銀行 約３０％ 
３ 福邦銀行 約２０％ 
４ Ｙ 約５％ 
５ Ｚ 約５％ 
６ ＡＡ ０－５％ 
７ ＢＢ ０－５％ 
８ ＣＣ ０－５％ 
９ ＤＤ ０－５％ 
 その他 ０－５％ 

合算市場シェア・順位：約５０％・第１位 
統合後のＨＨＩ：約３，８００ 
ＨＨＩの増分：約１，２００ 

 

当事会社グループの合算市場シェアは約５０％で第１位となる。一

方，本件株式取得前の各当事会社のシェアを上回る約３５％の市場シ

ェアを有する競争事業者Ｘが存在している。 

ＸないしＤＤは，銀行又は信用金庫である。 

  

 店舗網及び営業範囲 

当事会社の若狭地区内の実質的な店舗数21は，福井銀行が４（小浜市

２，おおい町１，高浜町１），福邦銀行が２（小浜市１，高浜町１）で

ある。 

これに対し，競争事業者は，前記アの表に記載された７名のうち２名

が若狭地区内に店舗を置いており，競争事業者の店舗数は合計で７（小

浜市４，おおい町１，高浜町２）である。また，競争事業者及び需要者

からのヒアリングによると，若狭地区内に店舗が無い競争事業者のうち

３名は，福井県内の他の経済圏又は福井県に隣接する府県に置く店舗か

ら，若狭地区の全域又は一部地域の需要者を日常的に訪問し，取引を獲

得することが可能であると認められる。その他の競争事業者は，競争事

業者からのヒアリング等によると，最寄りの店舗が遠隔地にあることな

どから，若狭地区の需要者から広く取引を獲得することは困難である22。 

                                                      
21 ある支店内に別の支店（支店内支店）がある場合は両者を併せて１店舗とした。 
22 これらの競争事業者は，当該地域の需要者に対する貸出残高を有している。しかし，競

争事業者からのヒアリングによると，その理由は，競争事業者の営業範囲内に所在する当

該需要者の親会社等に営業活動を行って取引を獲得した，営業範囲内に所在していた需要

者が返済期間中に当該地域に移転したなどの事情によるものである。このため，これらの

競争事業者は，当該地域で広く他の需要者向けの取引を獲得できる状況にはない。 
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以上のことから，若狭地区において，本件株式取得後の当事会社に対

する実質的な牽制力となり得る競争事業者は，前記２名及び３名の計５

名であると認められる。 

 

 競争事業者の供給余力 

 資金面での供給余力 

 若狭地区において本件株式取得後の当事会社に対する実質的な牽制

力となり得る前記アの５名の競争事業者の資金面での供給余力につい

ては，前記(2)イ(ｱ)と同様，各競争事業者について，①預金残高と貸

出残高の差や，②自己資本比率規制の下で貸出可能な上限額を考慮し

て検討した。 

 そのうち，銀行については，いずれも，福井県における当事会社の

事業性貸出し残高（大企業・中堅企業向けを含む総額）を上記①及び

②が大きく上回っており，資金面で十分な供給余力を有していると認

められる。 

 また，信用金庫についても，いずれも，若狭地区における当事会社

の中小企業向け貸出残高の総額を，上記①及び②が上回っており，資

金面で十分な供給余力を有していると認められる。 

 

 体制面での供給余力 

前記アの５名の競争事業者の体制面での供給余力については，前記

(2)イ(ｲ)と同様に，まず，各競争事業者が新規に貸出しを行うことが

可能な需要者数を確認した。 

また，前記(2)イ(ｲ)のとおり，競争事業者が既存の貸出先への貸出

金額又は貸出案件数を増加させる場合には，訪問すべき需要者数が増

加することはないため，営業担当者の不足が制約となって貸出しが困

難となることはない。そして，当事会社の貸出先需要者のうち，競争

事業者からも貸出しを受けている者は，競争事業者にとっては既存の

貸出先となる。 

以上を踏まえ，当事会社の貸出先需要者数と，前記アの５名の競争

事業者が追加的に貸出しを行うことが可能な需要者数の合計値とを比

較したところ，競争事業者は，全体としてみれば，当事会社の貸出先

需要者の多くに当事会社に代わって貸し出しを行うことが可能な状況

にあり，体制面で十分な供給余力を有していると認められる。 

 

 単独行動に係る競争の実質的制限について 

若狭地区については，競争事業者が複数存在し，競争事業者は，資金
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面及び体制面で十分な供給余力を有すること（前記アないしウ）から，

十分な牽制力を有すると認められる。また，前記(1)のとおり，当事会

社間の従来の競争関係の程度は，当事会社それぞれの各競争事業者と

の競争関係の程度と比べて，特に強いとは認められない。 

このため，本件株式取得により，若狭地区における中小企業向け貸出

しに係る競争が実質的に制限され，当事会社が単独で金利その他の取

引条件をある程度自由に左右することのできる状態が生じることとは

ならないと認められる。 

 

 協調的行動に係る競争の実質的制限について 

若狭地区の中小企業向け事業性貸出しについては，前記(2)オと同様，

協調的行動の前提となる供給者間での共通認識の成立や相互予測が容

易でなく，協調的行動からの逸脱の監視も容易でないと認められる。 

このため，本件株式取得により，若狭地区における中小企業向け貸出

しに係る競争が実質的に制限され，当事会社と競争事業者が協調して

金利その他の取引条件をある程度自由に左右することのできる状態が

生じることとはならないと認められる。 

 

第７  結論 

本件株式取得が一定の取引分野における競争を実質的に制限することと

はならないと判断した。 
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事例１０ Ｚホールディングス㈱及びＬＩＮＥ㈱の経営統合 

 

第１  当事会社グループ 

Ｚホールディングス株式会社（法人番号4010401039979）は子会社の経営

管理等を行う会社である。また，Ｚホールディングス株式会社の子会社であ

るヤフー株式会社は主にＥコマース事業等を営む会社である。ＬＩＮＥ株

式会社（法人番号7010701019678）は，主に広告事業等を営む会社である。

両社は，オンライン・ショッピング・モールやコンテンツ（電子書籍等）配

信サービス等を提供するいわゆるデジタルプラットフォーム事業者である。

以降は下記表の左欄の用語は右欄のとおり記載することとする。 

 

左欄 右欄 

ソフトバンク株式会社 ソフトバンク 

Ｚホールディングス株式会社 ＺＨＤ 

ソフトバンクの最終親会社であるソフトバンクグループ株

式会社と既に結合関係が形成されている企業の集団 

ＳＢＫ・ＺＨＤグル

ープ 

ＺＨＤを最終親会社として既に結合関係が形成されている

企業の集団 

ＺＨＤグループ 

ソフトバンクグループ株式会社と既に結合関係が形成され

ている企業の集団であって，ＺＨＤグループを除いたもの 

ＳＢＫグループ 

ＮＡＶＥＲ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ ＮＡＶＥＲ 

ＬＩＮＥ株式会社 ＬＩＮＥ 

ＮＡＶＥＲと既に結合関係が形成されている企業の集団 ＮＡＶＥＲ・ＬＩＮ

Ｅグループ 

ＬＩＮＥ株式会社を最終親会社として既に結合関係が形成

されている企業の集団 

ＬＩＮＥグループ 

ＮＡＶＥＲと既に結合関係が形成されている企業の集団で

あって，ＬＩＮＥグループを除いたもの 

ＮＡＶＥＲグルー

プ 

ＳＢＫ・ＺＨＤグループ及びＮＡＶＥＲ・ＬＩＮＥグルー

プを併せたもの 

当事会社グループ 

 

第２  本件の概要及び関係法条 

本件は，当事会社グループが，株式取得等によってＺＨＤ及びＬＩＮＥの

経営統合（以下「本件行為」という。）を計画しているものである。 

関係法条は，独占禁止法第１０条及び第１５条である。 
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第３  本件審査の経緯等 

 本件審査の経緯 

ＺＨＤ及びＬＩＮＥは，令和元年１１月１８日に，本件行為の計画につい

て公表し，同日以降，本件行為が競争を実質的に制限することとなるとはい

えないと考える旨の意見書及び資料を自主的に公正取引委員会に順次提出

し，当委員会は，当事会社グループの求めに応じて，当事会社グループとの

間で数次にわたり，意見交換を行った。 

当委員会は，当該意見書の内容や資料を精査したほか，競争事業者等に対

するヒアリングを実施した。さらに，当委員会から当事会社グループに対し

提出を求めた取締役会や経営会議等の各種会議資料・議事録や役員及び従

業員のメール等の内部資料についても精査した。 

その後，令和２年７月１４日に，当事会社グループから，独占禁止法の規

定に基づき本件行為に関する計画届出書が提出されたため，当委員会はこ

れを受理し，第１次審査を開始した。当委員会は，上記計画届出書及びその

他の当事会社グループから提出された意見や資料等のほか，競争事業者等

に対するヒアリング，経済分析の結果等を踏まえて，本件行為が競争に与え

る影響について審査を進めた。 

 

 審査結果の概要 

公正取引委員会は，当事会社グループが競合又は取引関係に立つ取引分

野のうち，特に本件行為による影響を大きく受けると考えられる「ニュース

配信事業」，「広告関連事業」及び「コード決済事業」を中心に重点的に審

査を行った1。 

ニュース配信事業及び広告関連事業は，後記第４及び第５に記載のとお

り，本件行為が競争を実質的に制限することとなるとはいえないと判断し

た。 

また，コード決済事業については，後記第６に記載のとおり，当事会社グ

ループが当委員会に申し出た措置を前提とすれば，本件行為が競争を実質

的に制限することとなるとはいえないと判断した。 

 

第４  ニュース配信事業 

 概要 

ニュース配信とは，一般的に新聞社等の報道機関（以下「メディア」とい

う。）や，メディアからニュースを仕入れた事業者が，消費者に対し，イン

                                                      
1 なお，「ニュース配信事業」，「広告関連事業」及び「コード決済事業」以外の各取引分野につ
いては，競争事業者からの競争圧力が認められる等の事情があることから，いずれも本件行為
により一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるとはいえないと判断した。 
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ターネットを介してニュースを配信することをいう。ニュース配信サービ

スには，主にパソコンを利用して記事を閲覧する需要者（消費者）に向けた

ニュース配信と，主にスマートフォン等のモバイル機器を利用して記事を

閲覧する需要者（消費者）に向けたニュース配信（以下「モバイル向けニュ

ース配信」という。）がある。後記(3)のとおり，当事会社グループが主に

競合するのはモバイル向けニュース配信に係る事業である。このため，以下

ではモバイル向けニュース配信に係る事業について検討する。 

モバイル向けニュース配信の配信方法には，ウェブサイトによる配信（消

費者が，モバイル機器においてウェブブラウザを起動しポータルサイト等

にアクセスして閲覧するものをいう。以下同じ。）とモバイルアプリによる

配信（消費者が，モバイル機器において専用アプリ等を起動して閲覧するも

のをいう。以下同じ。）がある。 

また，モバイル向けニュース配信事業（以下単に「ニュース配信事業」と

いう。）を行う事業者は，消費者に対し，有料又は無料で自社のウェブサイ

トやモバイルアプリによって，ニュースを配信している（以下，有料で行う

ニュース配信事業を「有料ニュース配信事業」，同事業を行う事業者を「有

料ニュース配信事業者」といい，無料で行うニュース配信事業を「無料ニュ

ース配信事業」，同事業を行う事業者を「無料ニュース配信事業者」とい

う。）。 

 

(1) 有料ニュース配信事業 

有料ニュース配信事業は，主にニュース記事を制作するメディア自身

により営まれている。有料ニュース配信事業者は，自社で制作したニュー

ス記事を，自社のウェブサイト又はモバイルアプリにより，有料会員登録

をした消費者に対して配信している。 

有料ニュース配信事業者は，有料会員登録をした消費者から一定額の

購読料を徴収することにより収入を得ているほか，自社のウェブサイト

やモバイルアプリに広告枠を設けることによって，広告収入を得ている。 

なお，有料ニュース配信事業者においても，必ずしも配信する記事の全

てを有料としているわけではなく，一定の限度を付した上で消費者が無

料でニュースを閲覧することもできるようにしている場合もある。 

 

(2) 無料ニュース配信事業 

無料ニュース配信事業者は，通常，自らニュース記事を制作するのでは

なく，メディアからニュースを仕入れて（ニュース記事を購入して），自

社のウェブサイト又はモバイルアプリにより消費者に配信している。 

無料ニュース配信事業者は，ニュースを閲覧する消費者から購読料を
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徴収するのではなく，自社のウェブサイトやモバイルアプリに広告枠を

設けることによって得られる広告収入を主な収益源としている。 

また，無料ニュース配信事業者がメディアからニュース記事を仕入れ

るに当たってメディアへ対価を支払う方法には，主に 

① 月額や年額で一定額を支払う方法， 

② 無料ニュース配信事業者が得られる広告収入の一部を支払う方法

（レベニューシェア）， 

③ 無料ニュース配信事業者のウェブサイトやモバイルアプリを介して，

ニュース記事の提供元であるメディアのウェブサイトやモバイルアプ

リにユーザーが遷移する（トラフィックバック）ようリンクを付けるこ

とによって，メディア自身の広告収入増加につなげる方法 

の３つがあり，契約内容によっては，上記①～③を組み合わせている場

合もある。 

 

(3) 当事会社グループが提供するニュース配信事業 

ＳＢＫ・ＺＨＤグループは主に「Ｙａｈｏｏ！ニュース」，ＬＩＮＥグ

ループは主に「ＬＩＮＥ ＮＥＷＳ」というサービス名でそれぞれニュー

ス配信事業を行っている。当事会社グループはいずれのサービスにおいて

も無料で消費者にニュースを配信しており，主要な収益源は広告収入とな

っている。 

当事会社グループが行う無料ニュース配信事業のうち，「Ｙａｈｏｏ！

ニュース」はウェブサイトとモバイルアプリの両方で配信されており，

「ＬＩＮＥ ＮＥＷＳ」はモバイルアプリでのみ配信されている。 

 

 一定の取引分野 

(1) 役務範囲 

前記１のとおり，ニュース配信事業には，無料ニュース配信事業と有料

ニュース配信事業とがある。また，配信方法には，ウェブサイトによるも

のとモバイルアプリによるものがある。 

以下では，無料ニュース配信事業と有料ニュース配信事業との間の代

替性，及びウェブサイトによる配信とモバイルアプリによる配信との間

の代替性について，それぞれ検討する。 

 

 無料ニュース配信事業と有料ニュース配信事業との間の代替性 

 需要の代替性 

無料ニュース配信事業を利用する需要者は，無料でニュースを閲

覧することができ，また，基本的に様々なメディアが制作したニュー
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スを閲覧することができる。 

一方，有料ニュース配信事業者が運営するウェブサイト又はモバ

イルアプリを利用する場合，需要者は，例えば毎月数本まで等，限定

的に無料でニュースを閲覧することができるものの，その限度を超

えて当該ウェブサイト又はモバイルアプリにおいてニュースを閲覧

するためには，一定額の購読料を支払う必要がある。また，需要者は，

基本的には，当該有料ニュース配信サービスを運営するメディアが

制作したニュースしか閲覧することができないという点にも違いが

ある。 

そのため，需要者は，一定程度，両サービスを使い分けていると考

えられる。したがって，需要者にとって，無料ニュース配信事業と有

料ニュース配信事業が代替的に選択されているとはいえず，「無料ニ

ュース配信事業」と「有料ニュース配信事業」との間の需要の代替性

は限定的であると考えられる。 

 

 供給の代替性 

無料ニュース配信事業者（又は有料ニュース配信事業者）がサービ

スを有料配信（又は無料配信）に転換する場合には，大きくビジネス

モデルを変更する必要がある。特に，有料ニュース配信事業者は，基

本的には自社で制作したニュース記事を配信しているところ，自ら

ニュース記事の制作事業を行っていないことが多い無料ニュース配

信事業者が多大な追加的コストやリスクを負うことなく有料ニュー

ス配信事業に切り替えることは困難と考えられる。 

また，前記１(1)のとおり，有料ニュース配信事業者は，一定の限

度を付した上で，無料によるニュース記事の配信も行っているが，有

料ニュース配信事業者が，全てのニュースを無料配信に転換する場

合には，大きくビジネスモデルを変更する必要があり，そのための多

大なコストやリスクを負うことなく無料ニュース配信事業に切り替

えることは困難と考えられる。 

そのため，「無料ニュース配信事業」と「有料ニュース配信事業」

との間の供給の代替性は認められない。 

 

 小括 

以上のことから，「無料ニュース配信事業」と「有料ニュース配信

事業」を異なる役務範囲として画定した。 

 

 ウェブサイトによる配信とモバイルアプリによる配信との間の需要
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の代替性 

ニュースの配信方法には，ウェブサイトによる配信とモバイルアプ

リによる配信がある。需要者は，スマートフォン等のモバイル機器から

ウェブサイトを通じてニュース記事を閲覧することはいつでも可能で

ある。また，専用のニュースアプリで閲覧する場合でも，需要者は当該

モバイルアプリを自らのモバイル機器にインストールしてしまえば，

当該モバイルアプリを利用して容易にニュースを閲覧することが可能

である。 

そのため，需要者にとっては，ウェブサイトによる配信とモバイルア

プリによる配信の需要の代替性は認められる。 

したがって，本件の役務範囲は「ウェブサイトによる配信」と「モバ

イルアプリによる配信」によって区別されない。 

 

 以上のことから，本件の役務範囲を「無料ニュース配信事業」として

画定した。 

なお，「有料ニュース配信事業」においても，一部無料のニュース記

事等は存在していることから，当該部分については隣接市場からの競

争圧力として評価することとした。 

 

(2) 地理的範囲 

無料ニュース配信事業は，インターネットを介してニュースを配信す

る事業であることから，無料ニュース配信事業者は，自ら又は需要者の所

在地にかかわらず，日本全国においてニュース記事を配信することが可

能であり，需要者においても，地理的制限を受けることなく日本全国にお

いて無料でサービスを利用することが可能である。したがって，本件の地

理的範囲を「日本全国」として画定した。 

 

 一定の取引分野におけるセーフハーバー基準の該当性 

当事会社グループはいずれも無料ニュース配信事業を営んでおり，競争

関係にあることから，本件は，水平型企業結合に該当する。 

当事会社グループがそれぞれ行う無料ニュース配信事業に係る市場シェ

ア等の正確な値は不明であるため，水平型企業結合のセーフハーバー基準

に該当しないものとして，本件行為が競争を実質的に制限することとなる

かを後記４において検討する。 

 

 競争の実質的制限についての検討 

当事会社グループ及び競争事業者の地位等 
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当事会社グループのニュース配信サービスの利用率は，当事会社グループ

のいずれのサービスも日本国内におけるニュース配信サービスの月間利用

者数（月に１回以上モバイル機器でニュース配信サービスを利用するユーザ

ー。以下同じ。）の約６０～７５％に達すると考えられるため，当事会社グ

ループはともに同市場において非常に高い地位を有している。一方，月間利

用者数の約１０～２０％の利用者を有している有力な競争事業者も複数存

在している。 

 

 小括 

以上のことから，本件行為により，当事会社グループが，単独行動又は協

調的行動によって，無料ニュース配信事業における競争を実質的に制限す

ることとなるとはいえないと考えられる。 

 

第５  広告関連事業 

 概要 

(1) 広告事業の概要 

広告事業とは，テレビ，新聞・雑誌，インターネットサービス（ポータ

ルサイト，動画共有サイト，ソーシャル・ネットワーキング・サービス〔以

下「ＳＮＳ」という。〕，ブログ）等の広告媒体を有する媒体社2が自社の

広告媒体上に表示される広告枠を広告主・広告代理店に販売する事業であ

る。 

そして，インターネット上で提供される広告（以下「デジタル広告」と

いう。）は，その広告の表示方法・表示形態等に応じて，「検索連動型広

告3」，「ディスプレイ広告4（運用型5）」及び「ディスプレイ広告（予約

型6）」7等に大きく分類される。また，インターネットを利用した広告と

                                                      
2 「媒体社」とは，テレビ，新聞や雑誌，インターネットサービス等の広告媒体に広告枠を設け
た上で広告主・広告代理店に当該広告枠を販売し，広告を掲載している事業者のことである。 
3 「検索連動型広告」とは，広告主・広告代理店が事前に登録した特定の検索ワードを閲覧者
が検索エンジンで検索した場合に，検索結果画面に検索結果とともに表示される検索ワードに
関連した広告のことである。 
4 「ディスプレイ広告」とは，検索連動型広告以外の広告であって，パソコン，スマートフォ
ン，ガラケー（フィーチャーフォン）等で消費者がウェブサイトを閲覧し又はアプリを使用する
際に表示される画面上の一部に表示される広告のことである（動画広告，バナー広告，テキスト
広告等といった種類がある。）。 
5 「ディスプレイ広告（運用型）」とは，ディスプレイ広告のうち，広告を閲覧する消費者の属
性（性別，居住地域，興味関心等）に基づき，当該消費者をターゲットとして表示する広告のこ
とである。 
6 「ディスプレイ広告（予約型）」とは，ディスプレイ広告のうち，広告枠を期間や時間帯など
一定の条件で事前に買い切る形で，不特定多数の消費者に対して表示する広告のことである。 
7 「ディスプレイ広告（予約型）」の中にも，一定のユーザーに対してのみ表示させることを条
件とするなど，ある種の「ターゲティング」を行うものが存在する。また，逆に「ディスプレイ
広告（運用型）」の中にも「ターゲティング」を行っていないものも存在する。 
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しては，メッセージやメールの形で，消費者個人に対して直接配信するサ

ービス方法も存在する。ＬＩＮＥグループでは，「アカウント広告」と称

して，広告主が公式のＬＩＮＥアカウントを作成し，当該アカウントを「Ｌ

ＩＮＥ」上で「友だち」として登録したユーザーに直接メッセージ（自社

の事業や製品の最新情報，クーポンやセール情報等）を届ける等の広告サ

ービス等を提供しており，「アカウント広告」がＬＩＮＥグループの行う

広告事業に係る売上高の多くを占めている。このような広告配信方法は，

消費者が「友だち」登録することで当該企業の広告に積極的に興味を示す

点やアカウントを利用して広告を消費者に直接配信する点など，通常の

「検索連動型広告」，「ディスプレイ広告（運用型）」及び「ディスプレ

イ広告（予約型）」とは異なる特徴を有している。このような特徴がメー

ルでの広告配信と類似していることを踏まえ，以下では，このようなメッ

セージやメールの形で消費者個人に対して直接配信される広告を「メッセ

ージ型広告」という。 

 

(2) デジタル広告仲介事業の概要 

デジタル広告仲介事業とは，広告主・広告代理店と媒体社との間でデジ

タル広告枠の販売の仲介を行う事業のことである。デジタル広告仲介サー

ビスは，特にディスプレイ広告（運用型）を中心に広告主・広告代理店及

び媒体社の双方向を対象にして提供されており，各種のアドテクノロジ

ー・サービス8を単独で又は複数のサービスを組み合わせて提供している。 

そして，当事会社グループや一部の主要な媒体社は，基本的には自社（媒

体社）のデジタル広告枠に広告を出稿するためのサービスとして，複数の

アドテクノロジー・サービスを組み合わせて広告主・広告代理店と媒体社

との仲介を単独で完結して行うことのできるサービスを提供している（以

下，このようなサービスを「特定デジタル広告仲介事業」という。）。こ

れに対し，その他のデジタル広告仲介事業は，基本的には広告主・広告代

理店と媒体社との間の仲介サービスの一部を担うものであり，複数の事業

者が提供するデジタル広告仲介サービスと組み合わされることによって

仲介が完結することが多い。また，特定デジタル広告仲介事業者の中には

自社が保有するデジタル広告枠との仲介を自社の特定デジタル広告仲介

サービスを介してしか提供しない者も存在し，この場合，その他のデジタ

ル広告仲介事業者は当該デジタル広告枠との仲介サービスを提供するこ

とが困難であるという現状がある。 

 

                                                      
8 アドネットワーク，デマンドサイドプラットフォーム（ＤＳＰ）やサプライサイドプラット
フォーム（ＳＳＰ）等のサービスが存在する。 
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(3) 当事会社グループの提供するサービス 

 デジタル広告事業 

ＺＨＤグループは，「Ｙａｈｏｏ！ＪＡＰＡＮ」といったポータルサ

イト，「Ｙａｈｏｏ！ニュース」や「Ｙａｈｏｏ！天気・災害」等の各

コンテンツメディアに設定された広告枠を，また，ＳＢＫグループは，

アイティメディア株式会社の「ＩＴｍｅｄｉａ」というポータルサイト

等に設定された広告枠を広告主・広告代理店に販売している。さらに，

ＬＩＮＥグループは，「ＬＩＮＥ」というメッセンジャーアプリ等に設

定された広告枠を広告主・広告代理店に販売している。 

なお，当事会社グループは，テレビ広告，新聞・雑誌広告等の広告事

業を営んでいない。 

 

 特定デジタル広告仲介事業 

ＺＨＤグループ，ＳＢＫグループ及びＬＩＮＥグループは，いずれも

特定デジタル広告仲介サービスを媒体社及び広告主・広告代理店の双方

に提供している。 

 

 一定の取引分野 

(1) 広告事業 

 役務範囲 

 「デジタル広告事業」と「デジタル広告事業以外の広告事業（テレ

ビ広告・新聞雑誌等の広告事業）」との代替性 

 需要の代替性 

需要者である広告主・広告代理店に対するヒアリングによれば，

デジタル広告は，「デジタル広告以外の広告（テレビ広告・新聞雑

誌等の広告）と比較して，ユーザー情報や検索キーワードに基づく

ターゲティングが容易であり，また，消費者に広告が表示された回

数や消費者が広告をクリックした回数，消費者が成約（コンバージ

ョン）に至った件数等を測定できるという点が異なる」とのことで

あった。このような事情を踏まえると，広告主・広告代理店は，「デ

ジタル広告」を「テレビ広告・新聞広告等のその他の広告」とは異

なる用途・目的を有するものと認識してある程度使い分けていると

考えられる。 

したがって，「デジタル広告事業」と「デジタル広告事業以外の広

告事業（テレビ広告・新聞雑誌等の広告事業）」との間の需要の代

替性は限定的である。 
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 供給の代替性 

供給者である媒体社は，例えば，テレビ広告枠を販売しているの

はテレビ放送事業者，新聞広告枠を販売しているのは新聞事業者な

ど，その広告媒体ごとに事業者の種類が異なる。また，事業者の中

には複数の広告媒体を有している媒体社も存在するものの，デジタ

ル広告事業又はデジタル広告事業以外の広告事業を中心に行ってい

る事業者が，他方の広告事業に転換するためには，大きくビジネス

モデルを変更する必要があり，そのための多大な追加的コストやリ

スクを負うことなく，他方の事業に切り替えることは困難である。 

したがって，「デジタル広告事業」と「デジタル広告事業以外の広

告事業（テレビ広告・新聞雑誌等の広告事業）」との間の供給の代

替性は認められない。 

 

 小括 

以上のことから，本件では「デジタル広告事業」と「デジタル広

告事業以外の広告事業（テレビ広告・新聞雑誌等の広告事業）」を

異なる役務範囲として画定した。 

 

 「検索連動型広告事業」と「検索連動型広告以外のデジタル広告事

業（ディスプレイ広告（運用型）事業，ディスプレイ広告（予約型）

事業及びメッセージ型広告事業等）」との代替性 

 需要の代替性 

検索連動型広告は，前記１(1)のとおり，消費者が検索エンジンで

特定の検索ワードを検索した場合にその検索結果画面に表示される

広告である。需要者である広告主・広告代理店に対するヒアリング

によれば，「消費者は，その検索結果に関心を有しているため，そ

の検索結果画面に表示される広告にも関心を持ちやすく広告の対象

である商品や役務を購入しやすい傾向にある。そのため，検索連動

型広告を消費者の関心に沿った商品・役務を紹介するために利用し

ている」とのことであった。 

他方で，検索連動型広告以外のデジタル広告（ディスプレイ広告

（運用型），ディスプレイ広告（予約型）及びメッセージ型広告等

を指す。以下「非検索連動型広告」という。）については，需要者で

ある広告主・広告代理店に対するヒアリングによれば，「消費者は，

その表示される画面に関心を有して閲覧する場合もあるが，受動的

に画面を閲覧する場合もある。そのため，非検索連動型広告を，新

商品の宣伝といった消費者への認知を広めるために利用している」
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とのことであった。 

このように，広告主・広告代理店は，検索連動型広告を購入を促

すための広告として認識している一方，非検索連動型広告を商品を

認知させるための広告として認識している点を踏まえると，「検索

連動型広告」を「非検索連動型広告」とは異なる用途・目的を有す

るものと認識してある程度使い分けていると考えられる。 

したがって，「検索連動型広告事業」と「非検索連動型広告事業」

との間の需要の代替性は限定的である。 

 

 供給の代替性 

検索連動型広告事業においては，検索連動型広告システムを保有

している者又は検索連動型広告システム保有者からライセンスを受

けて当該システムを利用して広告枠を販売している者が媒体社とな

り得る。そのため，供給者としての媒体社は，「非検索連動型広告

事業」から「検索連動型広告事業」に事業を転換するためには検索

連動型広告システムを構築する又はライセンスを受けるための多大

なコストが必要となる。 

したがって，「検索連動型広告事業」と「非検索連動型広告事業」

との間の供給の代替性は認められない。 

 

 小括 

以上のことから，「検索連動型広告事業」と「非検索連動型広告

事業」を異なる役務範囲として画定した。 

 

 「非検索連動型広告事業」のうち，「ディスプレイ広告（運用型）

事業」，「ディスプレイ広告（予約型）事業」及び「メッセージ型広

告事業」の間における代替性 

 需要の代替性 

ディスプレイ広告（運用型）は，広告媒体を閲覧する消費者の属

性（性別，居住地域，興味関心等）に基づき，当該消費者をターゲッ

トとして広告を表示できる。また，ディスプレイ広告（予約型）は，

一般的には，広告媒体を閲覧した消費者の属性に関係なく，不特定

多数の消費者に対して広告が表示される。しかし，需要者である広

告主は，ディスプレイ広告（予約型）であっても，特定の業界に強

い広告代理店を通じて広告を出稿することによって，ある程度特定

の消費者層にターゲティングをすることも可能である。 

さらに，メッセージ型広告は，配信されるメールの本文やヘッダ
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ー等に広告を挿入する「メールマガジン」形態や，メールアドレス

やメッセージアプリ上に開設したアカウントを有している消費者に

対して直接メッセージを送付する「ダイレクトメール」形態がある。

需要者である広告主・広告代理店に対するヒアリングによれば，「消

費者は，メールの配信について事前に会員登録をしたり，ある商品・

サービス等のアカウントをフォローしたりなどしている。そのため，

いずれの形態でも，広告の内容にある程度の関心を持つ消費者に対

して広告を表示することができる」とのことであった。 

そのため，ディスプレイ広告（運用型），ディスプレイ広告（予約

型）及びメッセージ型広告は一定の層に属する消費者に対して効率

的に商品やサービスの広告を展開できる点では同じような効用を得

ることが可能となる。 

したがって，「ディスプレイ広告（運用型）事業」，「ディスプレ

イ広告（予約型）事業」及び「メッセージ型広告事業」の間には需要

の代替性が一定程度認められる。 

 

 供給の代替性 

「ディスプレイ広告（運用型）」，「ディスプレイ広告（予約型）」

を供給している媒体社は，自社のウェブサイトを設立した上で，そ

のウェブサイト上で表示される広告枠を販売している。他方で，「メ

ッセージ型広告」を供給している媒体社は，消費者間で相互にコミ

ュニケーションを取ることができるメッセージアプリやメール配信

システムを構築した上で，そのメールやメッセージ上で表示される

広告枠を販売している。そのため，供給者としての媒体社は，「デ

ィスプレイ広告（運用型）事業」，「ディスプレイ広告（予約型）事

業」及び「メッセージ型広告事業」間でそれぞれ事業を転換するた

めには，広告枠を販売できるような集客力の高いウェブサイトを構

築するコスト・ノウハウやメッセージを配信するシステムを構築す

るコストが必要となる。 

したがって，少なくとも，「ディスプレイ広告（運用型）事業」及

び「ディスプレイ広告（予約型）事業」と「メッセージ型広告事業」

の間における供給の代替性は限定的である。 

 

 小括 

以上のとおり，「ディスプレイ広告（運用型）事業」，「ディスプ

レイ広告（予約型）事業」，「メッセージ型広告事業」の間において

は需要の代替性が一定程度認められるものの，供給の代替性が限定



  Ｚホールディングス㈱／ＬＩＮＥ㈱ 

 

１１１ 

的であり，これらの事業を異なる役務範囲と画定することも可能で

ある。 

しかしながら，ＬＩＮＥグループにおいては，デジタル広告事業

に係る売上高のうちメッセージ型広告事業が主要なサービスの一つ

となっている。他方で，ＺＨＤグループ及びＳＢＫグループのうち

デジタル広告事業は主にＺＨＤグループが展開しているところ，Ｚ

ＨＤグループのメッセージ型広告事業の売上高は僅少であって，「デ

ィスプレイ広告（運用型）」，「ディスプレイ広告（予約型）」が主

要なサービスの一つとなっている。これらの当事会社グループの主

要なサービスを競合するものとして慎重な審査を行うために，「デ

ィスプレイ広告（運用型）事業」，「ディスプレイ広告（予約型）事

業」と「メッセージ型広告事業」を同じ役務範囲（「非検索連動型広

告事業」）として画定した。 

 

 以上のことから，本件の役務範囲を「非検索連動型広告事業」とし

て画定した。 

 

 地理的範囲 

「非検索連動型広告事業」は，インターネットサービスに表示される

広告枠を販売する事業である。そのため，媒体社は，広告主・広告代理

店の所在地にかかわらず，日本全国において広告枠を販売することが可

能であり，また，地域による価格差もない。したがって，本件の地理的

範囲を「日本全国」として画定した9。 

 

(2) デジタル広告仲介事業 

デジタル広告仲介サービスを提供する事業者は，広告主・広告代理店と

媒体社という２つの異なる需要者層に対してサービスを提供しており，そ

の役務範囲については，広告主・広告代理店を需要者とする役務範囲及び

媒体社を需要者とする役務範囲の両方の画定及び検討が必要となる。 

 

 役務範囲 

 広告主・広告代理店を需要者とする「特定デジタル広告仲介事業」

と「特定デジタル広告仲介事業以外のデジタル広告仲介事業」との間

の代替性 

                                                      
9 インターネットサービスにより表示される広告枠の販売であることから，世界中のどこから
でも取引がなされる可能性はあるが，広告に使用される言語上の制約を踏まえると，本件にお
いて世界市場を観念する必要はないと考えられる。 
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 需要の代替性 

前記１(2)のとおり，需要者である広告主・広告代理店にとって，

特定デジタル広告仲介事業は広告主・広告代理店と媒体社の仲介を

単独で完結して行うことができる。他方で，その他のデジタル広告仲

介事業は，単独では特定デジタル広告仲介事業のサービスの一部を

担うことができるにすぎず，また，特定デジタル広告仲介事業者の中

には自社が保有する広告媒体との仲介を自社の特定デジタル広告仲

介サービスを介してしか提供しない者も存在することから，需要の

代替性は限定的である。 

 

 供給の代替性 

前記１(2)のとおり，特定デジタル広告仲介事業以外のデジタル広

告仲介事業は，単独では特定デジタル広告仲介事業の一部を担うこ

とができるにすぎないため，多大な追加的コストやリスクを負うこ

となくその事業を特定デジタル広告仲介事業に切り替えることは困

難と考えられることから，供給の代替性は限定的である。 

 

 小括 

以上のとおり，広告主・広告代理店を需要者とする場合，「特定デ

ジタル広告仲介事業」と「特定デジタル広告仲介事業以外のデジタル

広告仲介事業」との間には需要及び供給の代替性が限定的であるこ

とから，本件の役務範囲を「特定デジタル広告仲介事業」と画定した。 

 

 媒体社を需要者とする「特定デジタル広告仲介事業」と「特定デジ

タル広告仲介事業以外のデジタル広告仲介事業」との代替性 

 需要の代替性 

前記(ｱ)aと同様に，需要者である媒体社にとって，「特定デジタ

ル広告仲介事業」と「特定デジタル広告仲介事業以外のデジタル広

告仲介事業」との間の需要の代替性は限定的である。 

 

 供給の代替性 

前記(ｱ)bと同様に，供給者であるデジタル広告仲介事業者にとっ

て，「特定デジタル広告仲介事業」と「特定デジタル広告仲介事業

以外のデジタル広告仲介事業」との間の供給の代替性は限定的であ

る。 
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 小括 

以上のとおり，媒体社を需要者とする場合，「特定デジタル広告

仲介事業」と「特定デジタル広告仲介事業以外のデジタル広告仲介

事業」との間には需要及び供給の代替性が限定的であることから，

本件の役務範囲を「特定デジタル広告仲介事業」と画定した。 

 

 地理的範囲 

特定デジタル広告仲介事業者は，需要者である広告主・広告代理店及

び媒体社の所在地にかかわらず，日本全国においてデジタル広告枠の仲

介を行うことが可能であり，地域による価格差もない。したがって，本

件の特定デジタル広告仲介事業の地理的範囲をそれぞれ「日本全国」と

して画定した10。 

 

 一定の取引分野におけるセーフハーバー基準の該当性 

(1) 企業結合の類型 

当事会社グループがいずれも非検索連動型広告事業を営んでおり，競争

関係にあることから，本件は，非検索連動型広告事業において水平型企業

結合に該当する。 

また，当事会社グループは，いずれも広告主・広告代理店及び媒体社の

双方を需要者とした特定デジタル広告仲介事業を営んでおり，競争関係に

あることから，本件は，水平型企業結合に該当する11。 

 

(2) 水平型企業結合のセーフハーバー基準の該当性 

 非検索連動型広告事業 

非検索連動型広告事業に係る市場規模を把握できないため，非検索連

動型広告事業における当事会社グループのシェアは不明である。したが

って，セーフハーバー基準に該当しないものとして，本件行為が競争を

実質的に制限することとなるかを後記４で検討する。 

  

                                                      
10 前記(1)イの非検索連動型広告事業と同様，広告に使用される言語上の制約を踏まえると，本
件において世界市場を観念する必要はないと考えられる。 
11 なお，本件は，媒体社を需要者とする特定デジタル広告仲介事業を川上市場，非検索連動型
広告事業を川下市場とする垂直型企業結合にも該当する。しかし，後記４で検討するように，ど
ちらの市場にも，有力な競争事業者が存在すること，特定デジタル広告仲介事業の統合後の当事
会社グループの売上高の増分が僅少であることなどから，本件行為によって，投入物閉鎖及び顧
客閉鎖が生ずるおそれはないと考えられる。そのため，詳細な検討を省略する。 
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 特定デジタル広告仲介事業 

非検索連動型広告事業と同様に，広告主・広告代理店及び媒体社を需

要者とした特定デジタル広告仲介事業における市場規模をそれぞれで

把握することができないため，当該特定デジタル広告仲介事業における

当事会社グループのシェアはそれぞれ不明である。したがって，セーフ

ハーバー基準に該当しないものとして，本件行為が競争を実質的に制限

することとなるかを後記４で検討する。 

 

 競争の実質的制限の検討 

(1) 当事会社グループ及び競争事業者の地位等 

 非検索連動型広告事業 

非検索連動型広告事業に係る市場規模は不明であるものの，株式会社

電通等が作成した「２０１８年 日本の広告費 インターネット広告媒

体費 詳細分析」のうち検索連動型広告を除外したインターネット広告

媒体費の市場シェアを勘案する上での一つの参考としても，本件一定の

取引分野での当事会社グループの合算シェアが高いとはいえない。 

また，非検索連動型広告事業には，当事会社グループの他に有力な競

争事業者が存在する。特に，一部の競争事業者は，消費者に認知度の高

い動画共有サイトやＳＮＳサイト，写真投稿サイトなど様々な非検索連

動型広告媒体を有している。そして，需要者である広告主・広告代理店

へのヒアリングによれば，「当事会社グループ以外の競争事業者の有す

る広告枠にデジタル広告を出稿する取引割合が多い」とのことであった。 

さらに，非検索連動型広告事業においては，製造業と異なり，サービ

ス提供に当たって設備能力に大きく依存することはなく，デジタル広告

枠を細分化したり，デジタル広告媒体自体を増加させたりすることが比

較的容易である。また，そのデジタル広告枠の上限も存在しない。その

ため，仮に本件行為によって当事会社グループがデジタル広告枠の値上

げを実施したとしても，需要者である広告主・広告代理店は，十分な供

給余力を有している他の有力な競争事業者と取引を行うことができる。 

 

 広告主・広告代理店及び媒体社の双方を需要者とする特定デジタル

広告仲介事業 

非検索連動型広告事業と同様に，特定デジタル広告仲介事業において

も，当事会社グループの他に有力な競争事業者が複数存在する。需要者

である広告主・広告代理店及び媒体社へのヒアリングによれば，消費者

に認知度の高い広告媒体を有する事業者が特定デジタル広告仲介サー

ビスも提供する場合，需要者である広告主・広告代理店や媒体社の多く



  Ｚホールディングス㈱／ＬＩＮＥ㈱ 

 

１１５ 

は，当該特定デジタル広告仲介サービスを利用することになるため，デ

ジタル広告仲介事業においてもその事業者は高い地位にあるといわれ

ている。 

また，当事会社グループの特定デジタル広告仲介事業に係る平成３０

年度の売上規模を加味すれば，本件行為による当事会社グループのシェ

アの増分は僅少となると考えられる。 

さらに，特定デジタル広告仲介事業は，製造業と異なり，サービス提

供に当たって設備能力に大きく依存することはない。また，特定デジタ

ル広告仲介事業者は，広告主・広告代理店数又は媒体社数が増加した場

合を想定したシステムのメンテナンスを行っている。そのため，仮に本

件行為によって当事会社グループがデジタル広告仲介サービスの手数

料の値上げを実施したとしても，需要者である広告主・広告代理店又は

媒体社は，十分な供給余力を有している他の有力な競争事業者と取引を

行うことができる。 

 

(2) 当事会社グループの有するデータの競争上の評価について12 

当事会社グループが行うデジタル広告事業及び特定デジタル広告仲介

事業においては，当事会社グループそれぞれが提供するプラットフォーム

サービスの共通ＩＤに係る情報（性別，電話番号等13）や，当事会社グル

ープの検索事業やＥコマース事業等の他の事業活動を通じて得た消費者

の検索履歴や購買行動に関する情報等のデータが用いられることがある。

この点に関し，競争事業者へのヒアリングにおいて，本件行為後，当事会

社グループがこれらの共通ＩＤに係る情報や他の事業活動を通じて得た

データをデジタル広告事業及び特定デジタル広告仲介事業に利用するこ

とが可能となることにより，当事会社グループの事業能力が向上するので

はないかという懸念が寄せられた。 

 

 当事会社グループが入手するデータの種類について 

前記のとおり，当事会社グループがデジタル広告事業及び特定デジタ

ル広告仲介事業以外の事業活動を通じて入手することのできるデータ

（以下「他事業データ」という。）には，共通ＩＤに係る情報，検索履

歴，Ｅコマース利用者のショッピング履歴等がある。しかしながら，こ

                                                      
12 デジタル広告事業は，デジタル広告枠を販売する事業であり，データの集積による事業能力
の向上の問題としては，ターゲティング広告の運用を行っている特定デジタル広告仲介事業を
中心として検討することも可能であるが，当事会社グループが販売する広告枠への広告の出稿
は，通常，当事会社グループが行う特定デジタル広告仲介事業を介して行われることが多いこ
とから，デジタル広告事業及び特定デジタル広告仲介事業を併せて評価することとした。 
13 ユーザーが任意で提供する場合も含む。以下同じ。 
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れらの他事業データについては，デジタル広告事業及び特定デジタル広

告仲介事業における有力な競争事業者が入手することのできる他事業

データ（例えば，大手検索ポータルサイトにおける検索履歴，ＳＮＳに

おけるユーザープロフィール，大手ショッピングモールにおけるショッ

ピング履歴等）と比較した場合に，当事会社グループの提供するサービ

スの利用を通じてでなければ入手することのできない特異性のあるデ

ータであると認められず，また，デジタル広告事業及び特定デジタル広

告仲介事業における競争に大きな影響を与えるようなデータであると

は認められない。 

 

 当事会社グループが入手するデータの量・範囲について 

当事会社グループが入手することのできる他事業データの量ないし

範囲について，これを定量的に把握することは困難であるが，当事会社

グループがデジタル広告事業及び特定デジタル広告仲介事業以外の各

事業の分野において有する地位と競争事業者がデジタル広告事業及び

特定デジタル広告仲介事業以外の各事業（例えば，検索事業や動画共有

サイト運営事業，ＳＮＳサイト運営や写真投稿サイト運営事業等）の分

野において有する地位をともに勘案すれば，当事会社グループが入手す

ることのできる他事業データの量ないし範囲が，競争事業者が入手する

ことのできる他事業データの量ないし範囲と比べて，当事会社グループ

に競争上優位な立場をもたらすほど量が多い又は範囲が広いものであ

るとは考えられない。 

また，本件では，特に，当事会社グループの「Ｙａｈｏｏ！ＪＡＰＡ

Ｎ」及び「ＬＩＮＥ」のコンテンツを利用する利用者が日本国内で多数

存在することから，これらの共通ＩＤに係る情報を集積することで事業

能力を大幅に向上させることが可能となるのではないかという懸念が

挙げられる。 

しかし，①前記アのとおり，共通ＩＤに係る情報は性別や電話番号等

の基本情報であって，当事会社グループが入手するデータの種類として

は，当事会社グループの提供するサービスの利用を通じてでなければ入

手することのできない特異性のあるデータであるとは認められず，また，

デジタル広告事業及び特定デジタル広告仲介事業における競争に大き

な影響を与えるようなデータであるとも認められないこと，②両サービ

スの利用者層にはかなりの範囲で重複があると考えられること，③当事

会社グループによれば，両社が現在保有しているデータのフォーマット

は事業ごと・会社ごとに最適化されており異なる形式となっているため，

異なるフォーマットのデータを統合することは技術的に極めて困難で
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あるとしていること等14を考慮すると，当該懸念を踏まえても，当事会

社グループに競争上優位な立場をもたらすほど量が多い又は範囲が広

いものであるとは考えられない。 

 

 当事会社グループが入手するデータの収集頻度について 

当事会社グループが入手することのできる他事業データは，各事業に

係るサービスの利用者が当該サービスを利用する都度，収集されること

となる。しかし，前記イと同様，その収集頻度は，競争事業者における

他事業データの収集頻度と比べて，当事会社グループに競争上優位な立

場をもたらすほど高いものであるとは考えられない。 

 

 他方当事会社グループのデジタル広告事業及び特定デジタル広告仲

介事業に係るサービス等の向上への関連性 

ＬＩＮＥグループが行っているコミュニケーション事業は，月間利用

者数約８４００万人以上という国内トップクラスの利用者を有する。そ

して，ＺＨＤグループは，本件行為によって，このＬＩＮＥグループが

コミュニケーション事業を通じて入手・保有しているデータ（利用者の

メッセージのテキストデータ等）を新たに入手することが可能となる。

その結果，当事会社グループのデジタル広告事業及び特定デジタル広告

仲介事業における競争上の地位に大きな影響を与えるか否かが問題と

なり得る。しかしながら，ＬＩＮＥグループが入手・保有しているユー

ザー間の通信内容には，電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）上

の通信の秘密による保護が及ぶため，法令が許容する例外的場合を除い

て，ＬＩＮＥグループ自身においても閲覧・利用することはできない。

そのため，このようなデータの入手が当事会社グループのデジタル広告

事業及び特定デジタル広告仲介事業における競争上の地位に大きな影

響を与えることにはならない。 

 

 その他の事情 

当事会社グループは，本件行為以前でも自身が行ってきたデジタル広

告事業及び特定デジタル広告仲介事業を行うに当たり，それぞれが有す

る他事業データを用いることが可能な立場にあった。しかしながら，デ

ジタル広告事業及び特定デジタル広告仲介事業においては，当事会社グ

                                                      
14 専門家ヒアリングによれば，ターゲティングの質として，データの規模は一定程度の規模は
必要であるものの，質の高いターゲティングは一定程度の規模があれば十分に可能であって，そ
れ以上にデータが多く集まれば集まるほどターゲティングの質が大きく向上するようなもので
はないという意見も挙げられている。 
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ループの他にも有力な事業者が複数存在している。このことからすれば，

当事会社グループは，自らが保有する他事業データをデジタル広告事業

及び特定デジタル広告仲介事業の競争に大きな影響を与えるほどに有

利に用いるには至っていないと考えられる。 

また，他事業で入手した情報を利用する場合には，前記エで述べた以

外にも，個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）等の

規制によって，その活用が制限されており，ＩｏＴ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ

 ｏｆ Ｔｈｉｎｇｓ）によるデジタル化の進展などを背景として個人

情報やプライバシー情報の重要性が再認識されている現在の状況にお

いては，引き続き厳格な保護・管理体制が求められると考えられる。 

 

 小括 

上記のような事情を踏まえると，当事会社グループは，現在ともにデ

ジタル広告事業及び特定デジタル広告仲介事業を行っているほか，それ

ぞれデジタル広告事業及び特定デジタル広告仲介事業以外の他の事業

も各種行っているが，他事業から入手したデータを考慮しても，競争圧

力が有効に働かなくなるほどに当事会社グループの事業能力が向上す

ることはないと考えられる。 

 

(3) 間接ネットワーク効果の存在について 

当事会社グループは，ニュース記事，マンガ，動画，ゲーム配信等とい

った様々なコンテンツを通じて，広告枠を広告主・広告代理店に販売して

いる。当事会社グループの各コンテンツを利用する者の数が増えれば増え

るほど，当該利用者が広告を閲覧する機会も増えるため当事会社グループ

のデジタル広告事業の魅力は増加することになる。また，当事会社グルー

プが販売する広告枠への広告の出稿は，通常，当事会社グループが行う特

定デジタル広告仲介事業を介して行われることが多いことから，当事会社

グループの特定デジタル広告仲介事業に対するニーズも増加することに

なる。このことから，各コンテンツ事業とデジタル広告事業及び特定デジ

タル広告仲介事業との間には，間接ネットワーク効果が働いているといえ

る。 

そのため，各コンテンツ配信事業それぞれを一定の取引分野として本件

行為の影響をみた場合に競争の実質的制限が生じない場合であっても，当

事会社グループで競合する，広告事業と関連した複数のコンテンツサービ

スが本件行為によって統合されることに伴い，当事会社グループのデジタ

ル広告事業及び特定デジタル広告仲介事業における事業能力が向上し，競

争上の地位に影響を与えるおそれがある。したがって，デジタル広告事業



  Ｚホールディングス㈱／ＬＩＮＥ㈱ 

 

１１９ 

及び特定デジタル広告仲介事業における競争上の影響を検討するに当た

っては，多面的な間接ネットワーク効果の存在を踏まえることが適切であ

る。 

前記(1)で述べた有力な競争事業者が有するデジタル広告事業及び特定

デジタル広告仲介事業以外のサービス（動画共有サイト，ＳＮＳサイト，

写真投稿サイト等）は，いずれも，当事会社グループの有するコンテンツ

配信事業と同様に，デジタル広告事業及び特定デジタル広告仲介事業に対

する間接ネットワーク効果が働く有力なサービスであると考えられる。そ

のため，少なくとも，当事会社グループの有する各コンテンツ配信事業が

統合された場合に生ずる間接ネットワーク効果が，これら競争事業者の提

供する有力なサービスが有する間接ネットワーク効果を凌駕するほどに

強い間接ネットワーク効果を有するものであると判断すべき材料はない。 

したがって，本件では，上記のような多面的な間接ネットワーク効果を

加味したとしても，前記(1)及び(2)に記載のとおり，有力な競争事業者が

存在することによる競争圧力の強さ等に係る評価を弱める事情があると

はいえないと考えられる。 

 

(4) 結論 

以上のことから，本件行為により，当事会社グループが，単独行動又は

協調的行動によって，非検索連動型広告事業並びに広告主・広告代理店及

び媒体社の双方を需要者とする特定デジタル広告仲介事業において，競争

を実質的に制限することとなるとはいえない。 

 

第６  コード決済事業 

 キャッシュレス決済及び当事会社グループの提供するサービスの概要 

キャッシュレス決済とは，物理的な現金（紙幣・硬貨）以外の決済手段を

利用して決済を行うことをいい，①クレジットカード決済，②デビットカー

ド決済，③カード型電子マネー決済15，④モバイル型電子マネー決済，⑤コ

ード決済等に大別される（各種キャッシュレス決済サービスの主要な特徴は

【表１】参照）。 

これらのキャッシュレス決済サービスのうち，ＳＢＫ・ＺＨＤグループに

おいては，「ＰａｙＰａｙ」を提供している。また，ＮＡＶＥＲ・ＬＩＮＥ

グループにおいては，「ＬＩＮＥ Ｐａｙ」を提供している。これらのサー

ビスは⑤コード決済サービスに位置付けられることから，以下ではコード決

済事業について詳細に記載する。 

                                                      
15 電子マネーとは，一般的に，利用する前にチャージを行うプリペイド方式の電子的な決済手
段を指す（日本銀行ＨＰより）。 
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  【表１】各種キャッシュレス決済サービスの概要一覧 

サービス名 サービスの主な概要 
主な特徴 

支払形態 支払方法 支払時期 

① クレジットカード

決済 

購入者の信用力によって後

払いが可能になるキャッシ

ュレス決済方法。クレジッ

トカード決済の利用にあた

っては，事前にクレジット

カード会社の与信審査に通

る必要がある。 

カード型 スワイプ方式等16 後払い 

② デビットカード 

決済 

決済と同時に購入者の銀行

口座から引き落とし（即時

決済）がされる決済方法。 
カード型 スワイプ方式等 決済と同時 

③ カード型電子 

マネー決済  

ＩＣカード等に記録された

消費者の決済情報を非接触

型読取機に読み取らせるこ

とにより行う決済方法。 

カード型 非接触方式17 
プリペイド 

方式18 

④ モバイル型電子 

マネー決済 

スマートフォンのアプリケ

ーション上に記録された消

費者の決済情報を非接触端

型読取機に読み取らせるこ

とにより行う決済方法。 

モバイル型 非接触方式 

プリペイド 

方式 

又は 

後払い 

⑤ コード決済 

 下記２のとおり モバイル型 コード方式 

プリペイド 

方式 

又は 

後払い 

※主要な特徴を示したものである。 

 

 コード決済サービスの概要 

コード決済サービスとは，スマートフォン上の決済アプリを利用してバー

コード又はＱＲコード（以下単に「コード」という。）の形式で記録された

消費者の決済情報を電子的に読み取ることにより決済を行う手段を消費者

                                                      
16 磁気ストライプ又は磁気カード等に貼付されたＩＣチップを端末の読取り部に接触させて
磁気ストライプ又はＩＣチップに記録された消費者の決済情報の読取りを行うことにより決済
を行う方式 
17 ＮＦＣと呼ばれる近距離通信の技術を用いることにより電子的にタッチによる決済が可能
な機器（以下「非接触型読取機器」という。）に磁気カード等（主としてＩＣカード）又はスマ
ートフォンのアプリケーション上に記録された消費者の決済情報を読み取らせることにより決
済を行う方式 
18 先に現金により又は銀行口座やクレジットカードからの入金により積み立てた残高を利用
し，商品やサービスを購入する方式 
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及び加盟店に提供するサービスをいう19。 

コード決済サービスの利用方法としては，①加盟店が提示したコードを消

費者が自らのスマートフォンで読み取ることにより決済を行う方法（店舗提

示方式〔ＭＰＭ：Ｍｅｒｃｈａｎｔ－Ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ Ｍｏｄｅ〕）又

は②消費者がスマートフォンの決済アプリ上の画面で提示したコードを加

盟店がコードリーダー等でスキャンして読み取る方法（利用者提示方式〔Ｃ

ＰＭ：Ｃｏｎｓｕｍｅｒ－Ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ Ｍｏｄｅ〕）がある。両者

の特徴として，①店舗提示方式の場合には，コードを表示した板紙等を店舗

に設置するのみで足りるため，初期費用が掛からないことが多く20，中小規

模の店舗に比較的多く利用されているのに対し，②利用者提示方式の場合に

は，ＰＯＳシステムなどの改修が必要な場合があることから，コンビニエン

スストアや大手チェーン店などで利用されることが多い。 

 

店舗提示方式 

（ＭＰＭ ： 

 Ｍｅｒｃｈａｎ

ｔ－Ｐｒｅｓｅｎ

ｔｅｄ Ｍｏｄｅ） 
 

加盟店が提示したコードを利用者が自

らのスマートフォンで読み取る方式。 

加盟店が提示したコードに決済金額の

情報が含まれるもの（動的コード），利用

者が加盟店店頭のコードを読み取り，金

額を入力することで決済を行うもの（静

的コード）が存在する。 

利用者提示方式 

（ＣＰＭ ： 

 Ｃｏｎｓｕｍｅ

ｒ－Ｐｒｅｓｅｎ

ｔｅｄ Ｍｏｄｅ） 
 

利用者が自らのスマートフォンの決済

アプリ上にコードを表示させ，これをコ

ード決済事業者の加盟店がコードリーダ

ー等でスキャンして読み取る方式。 

 

 コード決済サービスを巡る市場の状況 

コード決済サービスに係る市場規模は，平成３０年の約１５００億円から

令和元年には３倍以上の約５０００億円へと急激に成長しており，令和７年

には９．７兆円に達するとする予測もある21など，今後も大きく増加してい

くことが見込まれている。また，我が国における民間最終消費支出に占める

コード決済支払額の割合をみても，平成３０年の０．０５％から令和元年に

                                                      
19 オンライン決済で使用できるサービスもある。 
20 店舗提示方式の場合であっても，動的コード方式の場合には，加盟店においてＱＲコードを
作成するタブレット等の機器が必要となるため，当該機器等を有しない事業者は一定の初期費
用を要することとなる。 
21 カード・ウェーブ「電子決済総覧２０１９－２０２０」 
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は０．３１％へと，１年で約６倍に伸びている22。これらの事情を踏まえる

と，コード決済サービスを巡る競争環境は数年で急激に変化する可能性があ

るといえる。 

 

 一定の取引分野 

(1) 需要者層が複数存在する場合の一定の取引分野の画定について 

コード決済サービスを提供する事業者は，消費者と加盟店という２つの

異なる需要者層に対してサービスを提供しており23，その役務範囲につい

ては，消費者を需要者とする役務範囲及び加盟店を需要者とする役務範囲

の両方の画定及び検討が必要となる。 

 

 役務範囲 

 消費者を需要者としたコード決済事業 

 需要の代替性 

当事会社グループが取得した民間のリサーチデータ24や当事会社

が所有するデータ等を用い，当事会社グループにおいて集計・加工・

分析を行った上で，当委員会に提出されたデータ（以下「本件提出

データ」という。）によれば，消費者が用いるコード決済以外のキ

ャッシュレス決済手段としては，クレジットカードの利用が大半を

占めている25。 

消費者を需要者としたコード決済事業では，消費者はコード決済

サービスを無料で利用することができるが，クレジットカードの場

合には一定の年会費が徴収されることもあるという違いがあり，ま

た，クレジットカードには入会時に与信審査が必要である点も異な

る。さらに，本件提出データによれば，クレジットカードはコード

決済と比較してより高額の支払に利用されることが多く（【図１】

参照。），消費者は支払金額に応じてある程度両者の使い分けを行

                                                      
22 経済産業省「キャッシュレス決済の中小店舗への更なる普及促進に向けた環境整備検討会」
第二回資料（令和２年６月２３日）。また，加盟店ヒアリングにおいても，導入当初のコード決
済比率と比較して１年間で２倍程度まで成長しているとの話もあった。 
23 コード決済事業は，コード決済サービス提供事業者が，①消費者に対して無料でキャッシュ
レス決済手段（コード決済）を提供する取引（消費者を需要者とする取引），及び，②加盟店手
数料を徴収して加盟店に対してキャッシュレス決済手段（コード決済）を提供する取引（加盟店
を需要者とする取引）という２つの取引から成り立っている。 
24 当該データは，１５～５９歳（一部６０代以上も含む）の男女約３万人を対象として，日々
の個別の家計データを追跡した調査から得られたものである。取得したデータに含まれる商品
カテゴリーは，「食品・日用品」「外食」「家電」「美容・健康・医療衛生」及び「衣服・ファッシ
ョン」であり，一般消費者が日常的に購買する分野を幅広く含めたものとなっている。 
25 本件提出データによれば，キャッシュレス決済手段に占めるクレジットカードの割合は，令
和元年１０月時点で支払金額ベースでは５９％，支払回数ベースでも３５％となっている。 
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っていることが認められる26。これらのことから，コード決済とクレ

ジットカード決済との需要の代替性は限定的であると考えられる。 

 

【図１】合計決済額に占める少額決済（２０００円以下）の割合27 28 
 

 

他方，コード決済サービスとクレジットカード以外のキャッシュ

レス決済サービス（カード型電子マネー決済等）についてみると，

例えばコード決済ではスマートフォン等の決済アプリで支払を行う

のに対し，カード型電子マネーでは支払に際しカードが必要となる

などといった相違は存在するものの，消費者が基本的に無料で使用

することができる点や決済手段として用いられる際の決済金額の水

準（クレジットカードと比較するとより少額の決済において用いら

れる。）という点も共通している。このため，コード決済サービス

とクレジットカード以外のキャッシュレス決済サービスとの需要の

代替性は一定程度認められると考えられる。 

 

 供給の代替性 

コード決済事業で提供するサービスとそれ以外のキャッシュレス

決済事業で提供するサービスは，決済データの読み取り方法や決済

システムが大きく異なっており，供給の代替性は限定的である。 

 

                                                      
26 この傾向については，加盟店ヒアリングによっても確認された。 
27 決済手段ごとに，（各決済手段により２０００円以下の決済が行われた決済額）／（各決済手
段により決済が行われた合計決済額）という割合を計算したもの。 
28 本件提出データに基づき公正取引委員会作成。 
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 小括 

以上に加えて，当事会社グループはいずれもコード決済事業で競

合していること，また，当事会社グループの内部資料によれば，当

事会社グループは専らコード決済事業者のみを競争相手と認識して

利用者数の拡大に向けて戦略を決定していること，及びキャッシュ

レス決済のうち特にコード決済の比率が近年大きく伸びていること

等を踏まえ，本件では，需要者層が消費者である場合の役務範囲を

「消費者を需要者としたコード決済事業」として画定した。 

なお，コード決済事業以外のキャッシュレス決済手段については，

同一の市場とは認められないものの，一定の競争圧力として評価し

得る可能性があると考えられることから，後記６において，隣接市

場からの競争圧力として評価することとした。 

 

 加盟店を需要者としたコード決済事業 

 需要の代替性 

加盟店が新しくキャッシュレス決済を導入する際には，一般的に

①初期費用（導入費用）及び②決済手数料の支払が必要となる。①

初期費用という点では，例えばクレジットカード決済を導入する際

にはクレジットカードを読み取り決済情報を送受信するための端末

が必要となるなど，キャッシュレス決済手段の多くは何らかの機器

を導入する初期費用が必要となる。これに対してコード決済を導入

する場合には，加盟店が提示したコードを消費者が読み取ることに

より決済を行う方法（店舗提示方式）であれば初期費用がほとんど

かからないため，需要者である加盟店にとっては，他のキャッシュ

レス決済手段と比較して導入しやすいという点が大きな特徴として

挙げられる。②決済手数料という点でも，例えばコード決済事業へ

の参入としては後発であるＳＢＫ・ＺＨＤグループのＰａｙＰａｙ

では，加盟店の数を増加させるため，平成３０年１０月のサービス

提供開始時から現在に至るまで，一定の条件を満たす加盟店につい

て決済手数料を０円とするキャンペーンを行っている。また，競争

事業者及び加盟店ヒアリングによれば，加盟店手数料を徴収してい

るコード決済サービスであっても，一般的にコード決済サービスの

加盟店手数料は他のキャッシュレス決済サービスと比較してやや低

く設定されているとのことであった。このため，加盟店からのヒア

リングにおいては，コード決済事業で提供するサービスの決済手数

料が多少引き上がった程度では，特段他の決済手段に切り替えよう

とは考えないという意見が多く聞かれた。したがって，コード決済
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事業とコード決済以外のキャッシュレス決済事業との間の需要の代

替性は限定的である。 

 

 供給の代替性 

また，加盟店を需要者とした場合であっても，消費者を需要者と

した場合（前記(ｱ)b参照）と同様，コード決済事業とコード決済以

外のキャッシュレス決済事業との間の供給の代替性は限定的である。 

 

 小括 

以上に加えて，消費者を需要者とするコード決済事業の場合と同

様，当事会社グループはいずれもコード決済事業で競合しているこ

と，また，当事会社グループの内部資料によれば，当事会社グルー

プは専らコード決済事業者のみを競争相手と認識して加盟店数の拡

大に向けて戦略を決定していること，及びキャッシュレス決済のう

ち特にコード決済の比率が近年大きく伸びていること等を踏まえ，

需要者層が加盟店である場合の本件役務範囲を「加盟店を需要者と

したコード決済事業」として画定した。 

なお，コード決済事業以外のキャッシュレス決済手段については，

同一の市場とは認められないものの，一定の競争圧力として評価し

得る可能性があると考えられることから，後記６において，隣接市

場からの競争圧力として評価することとした。 

 

 地理的範囲 

コード決済事業は，日本国内において特段の地理的制限を設けること

なく営まれており，地域によって役務の価格が大きく異なるといった事

情もないことから，「消費者を需要者としたコード決済事業」及び「加

盟店を需要者としたコード決済事業」のいずれについても，地理的範囲

を「日本全国」として画定した。 

 

 一定の取引分野におけるセーフハーバー基準の該当性 

当事会社グループはいずれも消費者及び加盟店を需要者としたコード決

済事業を営んでおり，競争関係にあることから，本件は，水平型企業結合に

該当する。利用金額でみた場合のコード決済事業における当事会社グループ

のシェアは【表２】のとおりであり，令和２年１月時点のシェアによれば，

本件行為後における当事会社グループの合算市場シェアは約６０％（第１
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位），本件行為後のＨＨＩ29は約４０２５，ＨＨＩの増分は約８７７である

ことから，水平型企業結合のセーフハーバー基準には該当しない。 

 

  【表２】コード決済事業市場シェア（利用金額ベース）30 

サービス名 

市場シェア31 

平成３１年 

４月 
順位 

令和元年 

９月 
順位 

令和２年 

１月 
順位 

ＳＢＫ・ＺＨＤ 

グループ 
約５０％ １位 約５０％ １位 約５５％ １位 

ＮＡＶＥＲ・ＬＩＮＥ

グループ 
約２５％ ２位 約１０％ ４位 約５％ ５位 

Ａ社 約１０％ ３位 約１５％ ２位 約１０％ ３位 

Ｂ社 約５％ ４位 約１０％ ３位 約１５％ ２位 

Ｃ社 約５％ ５位 約５％ ５位 約５％ ４位 

Ｄ社 約０‐５％ ６位 約５％ ５位 約５％ ６位 

Ｅ社 約０‐５％ ６位 約０‐５％ ７位 約０‐５％ ７位 

その他 約５％ - 約５％ - 約５％ - 

合計 １００％  １００％  １００％  

合算市場シェア 

（ＨＨＩ） 
順位 

約７５％ 

（５８５０） 
１位 

約６０％ 

（４０２５） 
１位 

約６０％ 

（４０２５） 
１位 

 

 競争の実質的制限の検討 

前記４のとおり，コード決済事業については，①消費者を需要者としたコ

ード決済事業及び②加盟店を需要者としたコード決済事業という２つの取

引分野が画定される。両取引分野は，取引分野①において特定のコード決済

サービスを利用する消費者が多くなればなるほど，取引分野②において加盟

店が当該コード決済サービスを導入するインセンティブが増加する。また，

逆に，取引分野②において特定のコード決済を導入する加盟店が多くなれば

なるほど，取引分野①において消費者が当該コード決済サービスを導入する

インセンティブが増加する。このように，両取引分野は相互に間接ネットワ

ーク効果が働く関係にあるため，本件行為が競争に与える影響については，

このような市場の特性を踏まえて検討を行った。 

さらに，公正取引委員会は，本件行為により，特に，消費者側のコード決

                                                      
29 ハーフィンダール・ハーシュマン指数（市場の集中度を表す指標で，一定の取引分野におけ
る各事業者の市場シェアの二乗の総和によって算出される。） 
30 本件提出データに基づき公正取引委員会作成。 
31 市場シェアについては，例えば４７．５％以上５２．５％未満を「約５０％」とするなど，
５％単位で記載している。そのため，合計値は必ずしも１００になるとは限らない。以下同じ。 
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済事業の取引分野において当事会社グループが市場支配力を得て，消費者側

からの間接ネットワーク効果を通じて，加盟店側において加盟店手数料の引

上げが可能となるか否かを評価することとした。そして，消費者側と加盟店

側それぞれの需要の価格弾力性及び間接ネットワーク効果の大きさを推定

するための構造推定モデルを構築し，その分析に必要となるデータを求めた

ところ，当事会社グループは，分析に必要となるデータの一部を所持してい

ない旨を報告するとともに，その代替策として，本件提出データを用いて，

消費者側に焦点を当てた決済サービスの経済分析（以下「当事会社グループ

経済分析」という。）を行い，当委員会に提出している。当委員会は，本件

審査に当たっては，当事会社グループ経済分析の評価・検証を行う方法によ

り，当委員会としての経済分析を実施した。 

 

(1) 消費者を需要者としたコード決済事業 

 当事会社グループの地位 

前記３のとおり，コード決済事業に係る市場はこの１年で急激に成

長・変化しており，当事会社グループの提供するサービスについても，

この１年余りで会員数，加盟店数等は大きく増加している（例えば，総

決済回数では，ＰａｙＰａｙは，平成３１年１月～３月には２１６０万

回であった総決済回数が，令和２年１月～３月では３億７５００万回ま

で増加している。）。このようなコード決済事業に係る市場自体，また，

当事会社グループによる事業活動の急激な成長を反映して，市場シェア

についても大きな変動がみられる（前記５【表２】参照）。 

 

 ＳＢＫ・ＺＨＤグループの地位 

ＳＢＫ・ＺＨＤグループの提供するコード決済サービスであるＰａ

ｙＰａｙは平成３０年１０月にサービスを開始したばかりであるが，

利用者に対して１００億円を還元する大規模キャンペーンを実施する

ことなどにより急速に利用者数及び加盟店数を増加させ，６か月後の

平成３１年４月には約５０％の市場シェアを占めるに至った。同サー

ビスはその後も繰り返し利用者に対する大規模な還元キャンペーンを

実施するなどしており，令和２年１月には約５５％の市場シェアを占

めている（第１位）。さらに，ＰａｙＰａｙは総会員数や加盟店数を

みても当事会社グループ以外の競争事業者のそれを大きく上回ってい

る。コード決済事業については，消費者を需要者としたコード決済事

業，及び加盟店を需要者としたコード決済事業という２つの取引分野

の間で相互に間接ネットワーク効果が働くことを踏まえれば，現に市

場シェアが第１位であるというだけでなく，他の競争事業者と比べて
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総会員数においても加盟店数においても大きく上回るＳＢＫ・ＺＨＤ

グループが有する競争上の地位は，極めて有力であると考えられる。 

 

 ＮＡＶＥＲ・ＬＩＮＥグループの地位 

一方，平成２６年１２月にサービスを開始したＮＡＶＥＲ・ＬＩＮ

Ｅグループの提供するコード決済サービスであるＬＩＮＥ Ｐａｙは，

平成３１年４月には約２５％，第２位の市場シェアを占めていたが，

同年７月以降急激に市場シェアを低下させており，令和２年１月には

市場シェアは約５％，第５位となっている。このため，現在の市場シ

ェアだけをみれば，コード決済事業に係る市場におけるＮＡＶＥＲ・

ＬＩＮＥグループの競争上の地位は，他の競争事業者に比べて相当に

低いようにもみえる。 

しかしながら，以下の諸点を考慮すると，現在の利用金額ベースで

算出した市場シェアだけでＮＡＶＥＲ・ＬＩＮＥグループの競争上の

地位を評価することは適当ではないと考えられる。 

 

① アクティブユーザー数・決済回数ベースでみるとＬＩＮＥ Ｐａ

ｙの利用は着実に伸びていること 

  平成３１年（令和元年）１年間における当事会社グループの提供

するコード決済サービスの月間アクティブユーザー数をみると，市

場シェアの低下から受ける印象に反して，ＬＩＮＥ Ｐａｙも着実

に利用者を増やしている。 

また，ＰａｙＰａｙは，平成３０年１０月にサービスを開始した

当初はアクティブユーザー数が約１万人程度であったにもかかわら

ず，約３か月後には１００万人，令和元年末には１０００万人と大

幅に増加している。 

さらに，【表３】のとおり，取扱金額で算出したＬＩＮＥ Ｐａｙ

の市場シェアは，平成３１年４月に約２５％，令和元年９月に約１

０％，令和２年１月に約５％と一貫して低下し続けているのに対し，

同期間における取扱金額そのもの及び決済回数の推移をみると，取

扱金額については，平成３１年４月と比べると減少してはいるもの

の一貫して減少し続けているというわけではなく，令和２年１月の

取扱金額は令和元年９月の水準を維持している。また，決済回数ベ

ースでみれば，むしろ平成３１年４月よりも利用回数は伸びている

ことが分かる。 
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【表３】ＬＩＮＥ Ｐａｙの市場シェア，取扱金額及び決済回数の推移32 

 平成３１年４月 令和元年９月 令和２年１月 

市場シェア 約２５％ 約１０％ 約５％ 

取扱金額 ※ １００ 約７８ 約７８ 

決済回数 ※ １００ 約１０８ 約１０４ 

※取扱金額及び決済回数は平成３１年４月の数値を１００として計算している。 

 

② ＬＩＮＥ Ｐａｙの潜在的利用者数は多いと考えられること，総

会員数及び加盟店数において他の競争事業者を大きく上回っている

こと 

当事会社グループのコード決済サービスに係る総会員数をみた場

合，ＬＩＮＥ Ｐａｙの総会員数は，市場シェア第１位のＰａｙＰ

ａｙよりもはるかに多い会員数を有している。さらに，ＮＡＶＥＲ・

ＬＩＮＥグループの提供するＬＩＮＥアプリの月間アクティブユー

ザー数は約８４００万人以上であり，今後これらのユーザーがＬＩ

ＮＥ Ｐａｙの会員あるいはアクティブユーザーとなっていく可能

性も高いと考えられる。 

また，同じく加盟店数についても，ＬＩＮＥ Ｐａｙの加盟店数

は，市場シェア第１位のＰａｙＰａｙと同程度の加盟店数を確保し

ている。 

こうしたＬＩＮＥ Ｐａｙの総会員数及び加盟店数は，ＮＡＶＥ

Ｒ・ＬＩＮＥグループよりも大きな市場シェアを有する競争事業者

と比べても，非常に大きなものであると考えられる。 

前記のとおり，コード決済事業については，消費者を需要者とし

たコード決済事業，及び加盟店を需要者としたコード決済事業とい

う２つの取引分野の間で相互に間接ネットワーク効果が働くことを

踏まえれば，他の競争事業者と比べて総会員数においても加盟店数

においても大きく上回るＮＡＶＥＲ・ＬＩＮＥグループが有する競

争上の地位は，現在の利用金額ベースの市場シェアに表れている以

上に有力なものであると考えられる。 

 

③ 市場シェアの変動は還元キャンペーンの影響による部分が大きい

と考えられること 

コード決済事業に係る市場においては，各コード決済事業者によ

                                                      
32 本件提出データに基づき公正取引委員会作成。 
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る大規模な還元キャンペーンの展開が１～２年ほど続いており，消

費者もコード決済事業者を利用する際に「還元キャンペーン」の規

模を重要視していることが窺える。 

例えば，ＳＢＫ・ＺＨＤグループが平成３０年１２月４日から１

３日までの間「ＰａｙＰａｙ １００億円あげちゃうキャンペーン

（第１弾）」33と称する還元キャンペーンを実施したところ，Ｐａｙ

Ｐａｙのアクティブユーザー数はキャンペーン開始前日から急増し，

キャンペーン終了時には爆発的に利用者が増加したとする調査があ

る。 

同様の傾向はＬＩＮＥ Ｐａｙの場合にもみられ，ＬＩＮＥグル

ープが平成３１年３月に実施した「春の超Ｐａｙトク祭！」34と称す

る還元キャンペーンの際には，前月（平成３１年２月）比で，利用

者数，利用金額及び決済件数のいずれも大幅に増加している。 

このように，還元キャンペーンの実施が市場シェアに与える影響

は相当に大きいと考えられるにもかかわらず，ＮＡＶＥＲ・ＬＩＮ

Ｅグループは，令和元年７月以降，ＬＩＮＥ Ｐａｙの還元キャン

ペーンの原資となるマーケティング費用を大幅に削減しており35，こ

れと時期を同じくしてＬＩＮＥ Ｐａｙの市場シェアは急激に低下

していった。 

このことを踏まえると，ＬＩＮＥ Ｐａｙの市場シェアが大きく

減少したのは，ＬＩＮＥ Ｐａｙが比較的他社より早い段階で大規

模なキャンペーンを実施しなくなったことが原因である可能性があ

り，逆にいえば，ＬＩＮＥ Ｐａｙが再び大規模な還元キャンペー

ンを実施すれば，速やかに市場シェアを回復させることも可能であ

るとも考えられる。 

以上のとおり，一見すれば，ＬＩＮＥ Ｐａｙはここ１年間で大

きくシェアを落とし，コード決済事業に係る市場における競争上の

地位も大きく低下しているようにみえるが，上記①から③までに述

べた事情を踏まえると，ＮＡＶＥＲ・ＬＩＮＥグループが有する競

争上の地位は，現在の利用金額ベースの市場シェアに表れている以

上に有力なものであると考えられる。 

                                                      
33 利用者全員に利用金額の２０％（月上限２５万円のうち最大５万円）を，さらに，抽選に当
選した者には利用金額の全額をキャッシュバックするキャンペーン。 
34 利用者全員に利用金額の２０％を還元（上限１人５０００円），さらに，当選すれば最大２，
０００円相当が貰えるキャンペーン。 
35 ＬＩＮＥグループの令和元年第３四半期（７月～９月）の決算資料によれば，ＬＩＮＥグル
ープは，同期のマーケティング費用を前期（平成３１年〔令和元年〕４月～６月期）比９２％減
としている。 
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 当事会社グループ間の競合の程度 

従来からＰａｙＰａｙとＬＩＮＥ Ｐａｙの間における競争が活発

に行われており，一方の市場シェアの拡大が他方の市場シェアの減少に

つながっていたような関係にある場合（当事会社グループ間の競合関係

が強い場合）には，本件行為が競争に及ぼす影響は大きいと考えられる。 

当事会社グループは，当事会社グループ経済分析において，当事会社

グループ間のサービスの競合の程度を評価するために「転換率」36の分

析を行い，当事会社グループ間の競合関係（ＰａｙＰａｙとＬＩＮＥ 

Ｐａｙとの競合関係）の強さは，ＰａｙＰａｙと他のコード決済サービ

スと同程度かそれ以下であると主張した。当事会社グループ経済分析に

おける転換率は，ＳＢＫ・ＺＨＤグループが令和元年１０月５日に１日

限りで行った「ＰａｙＰａｙ１周年記念『ＰａｙＰａｙ感謝デー』キャ

ンペーン37」（以下「ＰａｙＰａｙ１周年キャンペーン」という。）に焦

点を当て，同日におけるＰａｙＰａｙの需要（決済金額）の増加と各コ

ード決済サービスの需要（決済金額）の減少とを比較したイベント分析

により算定されている。ただし，ＰａｙＰａｙ１周年キャンペーンは，

その還元額を期待値で評価すれば，購入額５０００円の場合には２１．

６％の値下げ，購入額１００００円の場合には約１２％の値下げに相当

する１日限りのイベントであり，他の決済手段を利用している消費者の

中には一時的に１日限りでＰａｙＰａｙを利用しただけである（利用す

る決済手段を切り替えたとまではいえない）者が数多く含まれている可

能性も排除されない。このため，当事会社グループによる転換率分析の

結果は過大に算出されているおそれがあり，評価に当たってはその点を

踏まえる必要がある。 

そのことを前提に，当事会社グループの主張について検証したところ，

ＰａｙＰａｙ１周年キャンペーンが行われた日におけるＬＩＮＥ Ｐ

ａｙからＰａｙＰａｙへの転換率は，競争事業者の提供する他のコード

決済サービスからＰａｙＰａｙへの転換率と比べておおむね同程度か

それ以下であり，その限りにおいて，当事会社グループのＰａｙＰａｙ

とＬＩＮＥ Ｐａｙ間の競争関係が特に強いわけではないという主張

には合理性があると認められる。ただし，前記ア(ｲ)③で述べたとおり，

ＬＩＮＥ Ｐａｙは，令和元年７月以降は大規模な還元キャンペーンを

                                                      
36 転換率は，差別化されている２つの商品について，一方の商品の価格上昇に伴って失われた
当該商品の需要のうち，もう一方の商品に移った需要の割合のことをいい，企業間あるいは商品
間の競合の程度を定量的に評価する指標の１つである。 
37 利用者全員に最大で利用金額の２０％を還元（１回の最大還元額１０００円等の制約あり），
さらに，５０分の１の確率で全額を還元（上限１０万円）するキャンペーン。 
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実施しなくなっており，ＰａｙＰａｙ１周年キャンペーン時点において，

ＬＩＮＥ ＰａｙからＰａｙＰａｙへの転換率が低くなりやすい状況

が既に生じていた可能性は排除できない。 

また，ＮＡＶＥＲ・ＬＩＮＥグループは，同年９月にはその市場シェ

アを約１０％まで低下させていたことから，コード決済市場でのＬＩＮ

Ｅ Ｐａｙの地位（プレゼンス）が低く，ＰａｙＰａｙに対して強い競

争圧力を有していないことも併せて主張している。しかしながら，ＮＡ

ＶＥＲ・ＬＩＮＥグループが有する競争上の地位が，市場シェアに表れ

ている以上に有力なものであると考えられることは，前記アのとおりで

ある。 

 

 競争事業者の地位 

前記５【表２】のとおり，コード決済市場においては，Ａ社やＢ社な

どの有力な競争事業者が存在しているため，一定程度の競争圧力は認め

られる。 

しかしながら，後記(2)イのとおり，当事会社グループそれぞれが，加

盟店に対して，排他的な取引条件（他のコード決済事業者との間で加盟

店契約を締結することを禁止する取引条件。以下同じ。）を課して加盟

店契約を締結している又は締結するよう要請している例が確認された。

当事会社グループが加盟店に対して排他的な取引条件を要請又は課し

ている状況の下で，また，今後においても加盟店に対して排他的な取引

条件を課した加盟店契約が締結されるおそれがある状況の下で，統合に

よって排他的な取引条件を要請又は課される加盟店の数が多くなれば，

競争事業者が提供するコード決済事業を利用できる加盟店数が少なく

なる。加えて，コード決済事業については，消費者を需要者としたコー

ド決済事業，及び加盟店を需要者としたコード決済事業という２つの取

引分野の間で相互に間接ネットワーク効果が働くことを踏まえると，競

争事業者が提供するコード決済事業を利用できる加盟店数が少なくな

れば，消費者にとっての当該競争事業者が提供するコード決済サービス

の魅力が低下することとなる。 

このため，現時点では一定程度の競争圧力は認められるものの，統合

によって排他的な取引条件を要請又は課される加盟店の数が多くなれ

ば，消費者を需要者とするコード決済市場における競争事業者の競争圧

力は低下すると考えられる。 

 

 参入  

コード決済市場においては，ここ数年の政府によるキャッシュレス推
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進政策の動きを受けて，平成２９年以降新規参入が活発に行われていた

（平成３０年から令和元年までの間に，「ＰａｙＰａｙ」を提供するＳ

ＢＫ・ＺＨＤグループのほか，複数の主要な競争事業者が参入してい

る。）。 

しかしながら，令和元年後半以降その動きは落ち着いていると認めら

れるほか，既に主要なコード決済事業者においては１０００万人以上の

会員数を確保している状況にあるところ，間接ネットワーク効果の存在

を前提とすれば，今後コード決済市場へ参入して一定の存在感を有する

ためには，大規模な還元キャンペーンを実施するなど非常に大きな資金

力を有する必要があると考えられる。 

これらを踏まえると，今後においては，コード決済事業への新規参入

は必ずしも容易であるとはいえない。 

 

 隣接市場からの競争圧力 

 クレジットカードからの競争圧力 

 前記４(1)ア(ｱ)aで述べたとおり，クレジットカードはコード決済と

比較して高額の支払に利用されることが多く，消費者は支払金額に応

じてある程度両者の使い分けを行っている。しかしながら，仮に，コ

ード決済サービスの利用の増加に伴いクレジットカードの利用が低下

する（又はその逆にクレジットカードの利用の増加に伴いコード決済

サービスの利用が低下する）という現象がみられるのであれば，クレ

ジットカードの存在はコード決済サービスに対する競争圧力（隣接市

場からの競争圧力）となっているものと考えられる。 

このため，本件提出データに基づき，平成３１年４月以降における

毎月の決済総額に占める各決済手段による決済額の割合（各決済手段

の利用率）の推移を確認したところ，平成３１年４月から令和２年１

月までの間，基本的に，コード決済サービスの利用率は増加し続けて

いるにもかかわらず，クレジットカードの利用率は低下しておらず，

むしろコード決済サービスと同様に増加し続けている（【表４】）。

このことからすれば，クレジットカードとコード決済サービスは互い

に顧客を積極的に奪い合っているとはいえず，クレジットカードによ

る競争圧力は決して強いとはいえない。 
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   【表４】各決済手段の利用割合の推移（利用金額ベース）38 

 
２０１９年 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

現金 ５２．６４％ ５１．１４％ ５０．０７％ ５０．５６％ ５０．４２％ ４６．０７％ 

クレジット 

カード 
３０．９０％ ３１．９０％ ３２．６１％ ３１．３７％ ３１．８０％ ３５．２６％ 

コード決済 

サービス 
１．７６％ １．７８％ ２．４７％ ３．０９％ ３．３０％ ４．０４％ 

 

 
２０１９年 ２０２０年 ２０１９年４月期と 

の比較 １０月 １１月 １２月 １月 

現金 ４４．６４％ ４２．９９％ ４２．４１％ ４１．５８％ （－１１．０６％） 

クレジット 

カード 
３１．６０％ ３４．３４％ ３４．７３％ ３４．６７％ （＋３．７７％） 

コード決済 

サービス 
６．８７％ ６．２９％ ６．７３％ ７．３０％ （＋５．５４％） 

 

 なお，当事会社グループは，ＰａｙＰａｙ１周年キャンペーン時に

おける転換率の算定結果に基づき，①クレジットカードからＰａｙＰ

ａｙへの転換率が大きいことから，クレジットカードによる競争圧力

は大きいこと，また，②クレジットカードからＰａｙＰａｙへの転換

率が他のコード決済サービスからＰａｙＰａｙへの転換率よりも断然

に大きいことから，当事会社グループ間の競合関係や他のコード決済

サービスとの競合関係よりも，クレジットカードとの間の競合関係の

方が強い旨を主張している。 

しかしながら，転換率の高さは需要の代替性の高さと同じであると

理解することも可能であるところ，これまでみた各考慮要素に係る判

断からすれば，そもそもＰａｙＰａｙと他のコード決済サービスとの

競合関係よりもＰａｙＰａｙとクレジットカードとの競合関係の方が

強い（クレジットカードとの代替性の方が高い）という主張の合理性

には疑問が残る。また，前記イのとおり，当事会社グループによる転

換率分析の対象となったＰａｙＰａｙ１周年キャンペーンは１日限り

                                                      
38 本件提出データに基づき公正取引委員会作成。 
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で高額な還元を行うものであったということを踏まえると，クレジッ

トカードとコード決済とを使い分けている消費者であっても，その日

に限っては，普段はクレジットカードを使うような比較的大きな買い

物をＰａｙＰａｙで決済するという購買行動を採っていた可能性も否

定できない。 

したがって，当事会社グループの転換率に係る主張を踏まえてもな

お，クレジットカードによる競争圧力が強いとは認められない。 

 

 他のキャッシュレス決済サービスの存在による競争圧力 

クレジットカード以外の他のキャッシュレス決済手段（カード型電

子マネー決済等）は，消費者が基本的に無料で使用することができる

点や決済手段として用いられる際の決済金額の水準（比較的少額の決

済において用いられる）等においてコード決済と共通していることか

ら，コード決済との間で一定程度の競合関係があるものと考えられる。 

しかし，当事会社グループ経済分析による転換率分析の結果をみる

と，ごく一部の例外を除き，クレジットカード以外の他のキャッシュ

レス決済手段からＰａｙＰａｙへの転換が生じたことを示す結果は得

られていない。また，他のキャッシュレス決済サービス事業者へのヒ

アリングによれば，他のキャッシュレス決済サービス事業者の中には，

自社グループの提供する他のサービスの利用者の利便性の向上のため

に決済サービスを提供しており，コード決済事業者を競合相手として

認識したことはないとする者もみられた。これらのことからすれば，

コード決済とクレジットカード以外の他のキャッシュレス決済手段と

の間の競合関係が強いとは評価できない。 

また，当事会社グループは，消費者側においてマルチホーミング（複

数のキャッシュレス決済手段を併用している状態にあることをいう。

以下同じ。）が進んでいると主張する。実際，当事会社グループ経済

分析の結果からも，当事会社グループのコード決済サービスを利用す

る消費者は，一定程度，クレジットカード以外の他のキャッシュレス

決済を利用していることが確認された。ただし，消費者におけるマル

チホーミングの程度としては，クレジットカード以外の他のキャッシ

ュレス決済サービスを併用するＰａｙＰａｙユーザーの割合は３割前

後，ＬＩＮＥ Ｐａｙユーザーについても同様であり，その程度は高

いとはいえない。 

したがって，クレジットカード以外の他のキャッシュレス決済サー

ビスによる競争圧力は一定程度認められるが，それほど強いものでは

ない。 
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 需要者からの競争圧力 

 取引先変更の容易性 

消費者が各コード決済サービスを利用するためには，自らのスマー

トフォンに専用アプリをインストールし，自らのアカウント残高を増

加させる（チャージをする）ための銀行口座又はクレジットカードを

登録する等の手続を行えばよいため，消費者が複数のコード決済サー

ビスを利用することは比較的容易である（実際，消費者において一定

程度のマルチホーミングが行われているとみられることは前記オのと

おり。）。 

他方，当事会社グループから提出されたデータによれば，令和２年

５月末時点における，令和２年５月にＰａｙＰａｙを１回以上利用し

たユーザー１人当たりのＰａｙＰａｙの平均アカウント残高（ポイン

トを含む）のうち約７割は，銀行口座に払出し（出金）を行い現金化

することができない（すなわち，ＰａｙＰａｙ決済により買い物を行

うことでしか使用できない）残高とされているほか，出金可能なアカ

ウント残高についても，払出しを行う際には特定の金融機関を介さな

い限り一定の手数料が必要となるため，消費者は結局ＰａｙＰａｙ決

済による買い物を行うことを選ぶ可能性がある。また，ＰａｙＰａｙ

１周年キャンペーン前後におけるＰａｙＰａｙの決済金額（少額決済）

の推移をみると，同キャンペーンを契機にＰａｙＰａｙの利用金額が

大きく増大する，あるいは同キャンペーンをきっかけにＰａｙＰａｙ

を利用し始めた消費者が引き続きＰａｙＰａｙを利用し続けるという

構造変化が生じているように見受けられる（【図２】参照）。これら

を踏まえると，コード決済（特にＰａｙＰａｙ）の利用においては，

一定程度，消費者をロックインさせる効果が生じていることが考えら

れる。 

このため，需要者からの競争圧力は一定程度働くものと考えられる

が，その程度は必ずしも強いものであるとはいえない。 
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【図２】本件提出データに基づく，ＰａｙＰａｙ１周年キャンペーンが実施され

た際における少額取引に係るＰａｙＰａｙの決済金額の日次推移39 

 

 代替的決済手段としての現金の存在 

消費者の決済手段には，現金も存在する。現金は，法律40により強制

通用力（額面で表示された価値で決済の最終手段として認められる効

力をいう。）が付与された法貨であり，クレジットカードその他のキ

ャッシュレス決済手段とは支払決済手段としての汎用性が根本的に異

なっている。コード決済サービスとの対比において，現金は，消費者

が自ら有する代替的な決済手段であると考えられることから，本件審

査においては，需要者（消費者）からの競争圧力として評価する。 

当事会社グループが行った転換率分析によれば，現金からＰａｙＰ

ａｙへの転換率は極めて高い。また，平成３１年４月以降における毎

月の各決済手段の利用率の推移をみると，コード決済サービスの利用

率が一貫して増加しているのに対し，現金の利用率は一貫して低下し

ている（前記オ(ｱ)【表４】参照）。したがって，少なくとも現在の市

場環境の下では，コード決済サービスが一方的に現金から利用者を獲

得している状況にあり，代替的な決済手段としての現金の存在は，コ

ード決済サービスに対する競争圧力として機能しているとは言い難い。

さらに，下記キで述べるような市場の状況を踏まえると，今後とも現

金の利用は低下していくことが予想されるため，近い将来を想定して

                                                      
39 本件提出データに基づき公正取引委員会作成。 
40 日本銀行法（平成９年法律第８９号）第４６条第２項，通貨の単位及び貨幣の発行等に関す
る法律（昭和６２年法律第４２号）第７条 
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も，現金の存在による需要者からの競争圧力は更に低下していくこと

が予想される。 

 

 コード決済市場の著しい成長について 

 前記３で述べたとおり，コード決済市場はここ１年で急激な成長を遂

げており，平成３１年（令和元年）の市場規模で平成３０年比約２．３

倍，平成３１年（令和元年）のコード決済比率で平成３０年比約６倍と

なっている。さらに，令和２年に入ってからは，新型コロナウイルス感

染症拡大の影響によるキャッシュレス決済への需要増加も相まって，引

き続きコード決済の利用が増加しているといわれており，平成３１年

（令和元年）と比較しても令和２年は更にコード決済に係る市場規模及

びコード決済比率が伸びることが予想される。 

また，加盟店からのヒアリングによれば，コード決済の利用者数は，

政府による令和元年１０月の「キャッシュレス・消費者還元事業」開始

時から急増したとのことである（当事会社グループ提出データでも，コ

ード決済の利用率が，令和元年の８月と比較して，同年１０月には２倍

程度に急激に増加していることが読み取れる41。）。同事業は令和２年６

月末に終了したが，同月からは新たに決済用統一コードである「ＪＰＱ

Ｒ」の普及事業が開始され，また，同年９月にはマイナンバーカードの

普及とともにキャッシュレス決済の拡大を図る「マイナポイント事業」

が開始される。「成長戦略フォローアップ」（令和２年７月１７日閣議

決定）でも，「２０２５年６月までに、キャッシュレス決済比率を倍増

し，４割程度とすることを目指す」とされており，政府においては今後

も積極的にコード決済を含めたキャッシュレス推進政策が実施される

ものと考えられる。 

これらの事情を踏まえれば，コード決済事業に係る市場は，引き続き

大きく成長していくことが予想される。 

 

 小括 

以上を踏まえると，現時点において，当事会社グループが市場支配力

を有するような状況となるおそれがあるという懸念を払拭することは

困難と考える。 

 

(2) 加盟店を需要者としたコード決済事業 

                                                      
41 現金を含めた支払手段として，支払金額ベースでは，令和元年８月に３．３０％程度だった
コード決済の利用率が，同年９月には４．０４％に，同年１０月には６．８７％まで増加してい
る。 



  Ｚホールディングス㈱／ＬＩＮＥ㈱ 

 

１３９ 

 当事会社グループの地位 

加盟店は，コード決済事業者の選択基準として，加盟店手数料の次に

利用者数の多さを重視しているとのデータが得られている。そのため，

当事会社グループの地位は，消費者を需要者とした市場における場合と

同様に極めて有力なものであると考えられる。また，実際にも当事会社

グループの加盟店数は，他の競争事業者と比べても，非常に多い状況に

ある。 

 

 競争事業者の地位 

加盟店を需要者とした場合においても，前記(1)ウと同様，コード決済

市場においては，Ａ社やＢ社などの有力な競争事業者が存在しており，

一定程度の競争圧力は認められる。 

しかしながら，ヒアリングにおいて，当事会社グループが加盟店に対

して排他的な取引条件を課していることに関する懸念が寄せられ，実際

にも，当事会社グループそれぞれが，加盟店に対して，排他的な取引条

件を課して加盟店契約を締結している又は締結するよう要請している

例が確認された。したがって，現時点では一定程度の競争圧力は認めら

れるものの，当事会社グループが加盟店に対して排他的な取引条件を要

請又は課している状況の下で，また，今後においても加盟店に対して排

他的な取引条件を課した加盟店契約が締結されるおそれがある状況の

下で，統合によって排他的な取引条件を要請又は課される加盟店の数が

多くなれば，競争事業者が提供するコード決済事業の加盟店数が減少す

ることによって，競争事業者の競争圧力は低下すると考えられる。 

 

 参入 

前記(1)エで述べたとおり，直近１年間でその動きは落ち着いている

と認められ，また，今後における新規参入は必ずしも容易であるとはい

えない。 

 

 隣接市場からの競争圧力 

前記(1)オで述べた事情は，加盟店を需要者とした場合においても同

様である。 

加えて，加盟店からのヒアリング等によれば，加盟店は，取引するコ

ード決済事業者の選択基準として加盟店手数料を最も重視していると

述べている。特に，クレジットカードの手数料を下回るかどうかが大き

な要因となるとの意見が多数挙げられた。このため，加盟店を需要者と

するコード決済事業においては，クレジットカードは，コード決済にお
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いて設定される加盟店手数料の水準に一定の上限をもたらす（クレジッ

トカードの手数料の水準以上には引き上げられない）という点では競争

圧力として評価することができる。しかしながら，現実には，コード決

済事業者間での手数料の価格競争は，クレジットカードの手数料水準を

相当程度下回る水準で行われている。 

また，当事会社グループの決済事業は後記(3)イのとおり，令和３年７

月又は９月頃まで一定の条件を満たせば，手数料無料で利用できるとこ

ろ，クレジットカード及びその他のキャッシュレス決済手段は加盟店手

数料を徴収しているところが多く，少なくとも加盟店手数料が無料の加

盟店にとっては，隣接市場からの競争圧力はほとんど働いていないと考

えられる。 

したがって，加盟店を需要者とした場合においても，隣接市場からの

競争圧力は一定程度認められるが，強いとまでは認められない。 

 

 需要者からの競争圧力 

 取引先変更の容易性 

前記のとおり，加盟店を需要者としたコード決済市場については，

消費者を需要者としたコード決済市場からの間接ネットワーク効果が

働くことを踏まえれば，加盟店は，総会員数において他の競争事業者

を大きく上回るＰａｙＰａｙ及びＬＩＮＥ Ｐａｙから他のコード決

済サービスへ切り替えることが困難となり得る。その場合，加盟店と

しては当事会社グループのコード決済手段を利用せざるを得なくなり，

加盟店手数料が引き上げられたとしてもそれを受け入れざるを得なく

なる。 

また，加盟店からのヒアリングによれば，特に小売店については，

加盟店手数料が一定程度値上げされたとしても，顧客のクレームのお

それなどがあるため，基本的には，加盟店手数料がクレジットカード

のそれよりも高くならない限りは，一度導入した決済サービスについ

て解約することは事実上難しいとの意見が聞かれた。 

なお，当事会社グループは，消費者側におけるマルチホーミングの

程度が大きいならば，加盟店側で特定の決済手段を選ぶメリットが小

さくなることから，加盟店が当事会社グループのコード決済サービス

にロックインされることとはならないとし，消費者側においてマルチ

ホーミングが生じている旨を主張している。しかし，前記(1)オ(ｲ)で

述べたとおり，消費者側において一定程度のマルチホーミングがみら

れるものの，その程度は高いとはいえず，また，消費者側においては

一度利用を開始したコード決済にロックインされる可能性もある（前
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記(1)カ(ｱ)）。 

以上のとおり，現時点においては加盟店を需要者とした場合におけ

る需要者からの競争圧力は限定的である。 

 

 代替的決済手段としての現金の存在 

前記(1)カ(ｲ)で記載したような市場の状況を踏まえると，今後現金

を利用する消費者は低下していくことが予想されるため，今後需要者

からの競争圧力は低下していくことが予想される。 

 

 小括 

以上を踏まえると，現時点において，当事会社グループが市場支配力

を有するような状況となるおそれがあるという懸念を払拭することは

困難と考える。 

 

(3) その他競争を実質的に制限するか否かを検討する際に重要となる考慮

要素 

 競争事業者の減少による加盟店手数料の引上げを検討している内部

資料の存在 

本件では，当事会社グループに対し，取締役会，経営会議等の各種会

議資料・議事録や役員及び従業員の電子メール等の多くの内部資料の

提出を求め，当該内部資料を精査したところ，当事会社グループが本件

行為によって競争事業者が減少することに伴う加盟店手数料率の引上

げの余地を検討しようとしていると評価できる資料が確認された。 

このことから，当事会社グループにおいては，加盟店を需要者とした

コード決済市場において加盟店手数料を引き上げるインセンティブは

存在すると考えられる。 

 

 コード決済市場が未成熟であること等 

政府によりキャッシュレス決済の普及に向けた政策が採用されたこ

とのほか，コード決済市場がこれほど短期間で大きく成長した理由の

一つとして，各コード決済事業者が，大規模な還元キャンペーンを実施

し，消費者及び加盟店の獲得に向けた激しい競争を繰り広げたことが

挙げられる。その結果，主要なコード決済事業者においては，いずれも

営業費用に多くの赤字を抱えることとなった。 

また，各コード決済事業者が設定する決済手数料も，大規模な小売事

業者に対しては一定程度の加盟店手数料を徴収している場合もあるも

のの，多くの加盟店に対して手数料０％としていることが多く，各コー
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ド決済事業者においては利益を得られていないような状況にある。特

に，ＳＢＫ・ＺＨＤグループのＰａｙＰａｙでは，総加盟店数のうち決

済手数料を無料としている加盟店がほとんどであり，これらの加盟店

に対する決済手数料は令和３年９月３０日まで引き続き無料とするこ

とが予定されている。また，ＮＡＶＥＲ・ＬＩＮＥグループのＬＩＮＥ

 Ｐａｙにおいても，決済手数料無料の加盟店が総加盟店数の相当数

を占めており，これらの加盟店に対する決済手数料は令和３年７月末

まで無料とされている。 

このように，コード決済市場は，現時点において，いまだ市場が十分

に成熟していない状況にあり，市場の成長や環境変化も極めて激しい

ことから，現時点での審査資料を前提として将来的な市場の状況を正

確に予想するのは困難な状況といえる。 

 

 データに関する評価 

 現状のデータの評価 

当事会社グループが行うコード決済事業においては，当事会社グル

ープそれぞれが提供するプラットフォームサービスの共通ＩＤに係る

情報（性別，電話番号等）が用いられることがあるものの，広告事業

とは異なり，基本的にはコード決済事業で得たデータのみを利用して

サービスの向上に活用しており，他の事業で得たデータを活用してい

る状況にはない。さらに，他事業で入手した情報を利用する場合には，

前記第５の４(2)エ及びオで述べたとおり，引き続き厳格な保護・管理

体制が求められると考えられる。 

また，データの種類については，当事会社グループの提供するサー

ビスの利用を通じてでなければ入手することのできない特異性のある

データは特段存在しないと考えられる。しかしながら，広告関連事業

に係る競争事業者は，その市場において当事会社グループに匹敵する

かそれ以上の有力な地位を有していたのに対し，コード決済事業に係

る競争事業者がコード決済市場において有する地位は，当事会社グル

ープが有する地位と比べて大きな開きがある。このことを踏まえると，

データの量や範囲及び収集頻度という観点からは，競争事業者が入手

することのできるデータの量や範囲及び収集頻度と比べて，当事会社

グループが競争上有利となり，コード決済事業における競争に影響を

与える可能性は否定できない。 

 

 統合後におけるデータの評価 

当事会社グループによれば，統合後において，他の事業で得たデー
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タをどのようにコード決済事業に利活用するか（又はコード決済事業

で得たデータをどのように他の事業に利活用するか）など，統合後の

データの統合・共有・活用についての具体的な見通しは立っていない

とのことである。 

コード決済事業においては，統合後の当事会社グループの市場にお

ける地位は相当に大きなものとなると考えられるところ，今後の市場

の状況の変化に加えて，当事会社グループによる今後のデータの統合・

共有・活用方法によっては，更に当事会社グループの事業能力が向上

する可能性があることは否定できないと考えられる。 

 

(4) 協調的行動による競争の実質的制限について 

当事会社グループの地位を踏まえても，競争事業者の数がそれなりに多

いこと等を踏まえると，協調的行動によって，競争を実質的に制限するこ

ととなるとはいえないと考える。 

 

(5) 独占禁止法上の評価 

以上のことからすれば，消費者を需要者とした又は加盟店を需要者とし

たコード決済市場において，現時点において，単独行動又は協調的行動に

よって，直ちに競争を実質的に制限することとなるとまではいえないとし

ても，前記(1)～(3)で記載したような事情を踏まえると，排他的な取引条

件の取り扱い，データの利活用等の統合後における当事会社グループの行

動や今後の市場の状況等によっては，当事会社グループが，ある程度自由

に，価格等の条件を左右することができる状態が容易に現出し得るおそれ

があるという懸念を払拭しきれないと考える。 

 

 当事会社グループによる措置の申出 

当事会社グループに対し，前記６(5)のとおり指摘を行ったところ，当事

会社グループから，下記の措置（以下「本件措置」という。）の申出があっ

た。 

 

(1) 定期報告及び必要な措置の検討 

当事会社グループ42は，本件行為後３年間，１年に１回，下記の内容を

報告する。また，当事会社グループは，本件報告の内容に対して，当委員

会よりコード決済事業における実質的な競争が制限され，又は公正な競争

が阻害されるおそれに関する指摘を受けた場合，当該指摘の内容に応じ，

                                                      
42 本件行為後において，ＺＨＤ及びＬＩＮＥはいずれもソフトバンクの連結子会社となること

から，本件措置に係る申出の主体にＮＡＶＥＲグループは含まれていない。 
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公正取引委員会との間で協議し，対応策を検討する。 

 

 コード決済事業の市場規模，当事会社グループの地位，競争状況等 

 

 報告会社43が設定している加盟店手数料に関する事項 

 

 コード決済事業に関連するデータの利活用に関する事項 

 コード決済サービスの利用に際して報告会社が利用者から入手す

るデータを当事会社グループがコード決済事業以外の事業のために

利活用した場合における当該データの内容及び利活用方法 

 

 コード決済サービスの利用に際して報告会社が利用者から入手す

るデータを当事会社グループがコード決済事業のために利活用した

場合における当該データの内容及び利活用方法 

 

 コード決済事業以外の事業において当事会社グループが利用者か

ら入手するデータを報告会社がコード決済事業のために利活用した

場合における当該データの内容及び利活用方法 

 

(2) 排他的な取引条件の撤廃 

本件統合の実行日までに，加盟店との間の取引条件を排他的な取引条件

（加盟店が報告会社以外のコード決済事業者との間で加盟店契約を締結

することを禁止する条件を指す）を含まない内容とする。ただし，排他的

な取引条件の設定について合理的な理由があると報告会社が思料する契

約については，当該取引条件を維持することにつき，公正取引委員会との

間で個別に協議することを妨げない。また，本件統合の実行日から３年が

経過するまで，加盟店に対し，排他的な取引条件を課さない。ただし，排

他的な取引条件の設定について合理的な理由があると報告会社が思料す

る取引関係については，当該取引条件を設定することにつき，公正取引委

員会との間で事前かつ個別に協議することを妨げない。 

さらに，本件対応の実施状況に関して，前記(1)の報告と併せて報告す

る。 

 

 本件措置に対する評価 

                                                      
43 ＰａｙＰａｙ株式会社及びＬＩＮＥ Ｐａｙ株式会社（ＰａｙＰａｙ株式会社及びＬＩＮＥ 
Ｐａｙ株式会社がそれらの運営するコード決済事業を当事会社グループの別会社に譲渡・承継
した場合は当該会社）を指す。以下同じ。 
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(1) 定期報告及び必要な措置の検討について 

定期報告は，それ自体が企業結合によって失われる競争を回復すること

ができる措置とは評価できないが，当委員会が統合後における当事会社グ

ループの行動や今後の市場の状況を把握するという観点からは適切な措

置と考えられる。 

また，定期報告の結果を踏まえ，当委員会よりコード決済事業における

競争が実質的に制限され，又は公正な競争が阻害されるおそれに関する指

摘を受けた場合，当該指摘の内容に応じ，公正取引委員会との間で協議し，

対応策を検討するとの申出もなされていることから，データの利活用等の

統合後における当事会社グループの行動や今後の市場の状況等によって

生じ得る競争上の懸念への対応についても一定の実効性が担保されてい

る。 

さらに，一定の条件を満たす加盟店に対する加盟店手数料は，令和３年

７月又は９月頃まで０円とされる予定であるところ，当該期間を過ぎた後

も一定の報告期間が確保されていることや，統合後のデータの利活用等の

検討には統合後一定の期間がかかると考えられることを踏まえると，３年

という期間も適切であると考える。 

 

(2) 排他的な取引条件の撤廃について 

当事会社グループは，本件統合の実行日までに，加盟店との間の取引条

件を排他的な取引条件を含まない内容とするとともに，本件行為後，３年

が経過するまで排他条件を内容とする取引を課さないこととなるため，将

来的に競争圧力が有効に機能しなくなるのではないかという懸念が払拭

されることとなる。したがって，当事会社グループが将来的に市場支配力

を行使することを防止するための措置として実効性が認められることか

ら，適切な措置であると認められる。また，本件措置の実施状況について，

当委員会への定期報告を行うことは，本件措置の履行監視の観点から適切

であると認められる。 

 

 小括 

以上のとおり，当事会社グループが本件措置を講じることを前提とすれば，

本件行為により，コード決済事業における競争を実質的に制限することとな

るとはいえないと認められる。 

 

第７  結論 

当事会社グループが本件措置を講じることを前提とすれば，本件行為が 

一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるとはいえない
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と判断した。
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企業結合審査について 

 

企業結合（株式保有，役員兼任，合併，分割，共同株式移転，事業譲受け

等）によって競争が実質的に制限されることとなる場合には，①需要者の選

択肢が狭まり需要者が不利益を被るだけでなく，②需要に適切に対応しよ

うとする当事会社のインセンティブが失われ，その結果当事会社が更に成

長する機会を逸することとなり，ひいては経済の活性化を妨げることとな

る。 

このため，独占禁止法は，一定の取引分野における競争を実質的に制限す

ることとなる企業結合を禁止し，公正取引委員会は，独占禁止法の規定に従

って，企業結合審査を行っている。 

 

１ 企業結合審査の流れ 

(1) 届出を要する企業結合計画 
以下の表１のような一定の条件を満たす会社が企業結合を行う場合は，

あらかじめ公正取引委員会に届出を行わなければならない。 

届出のあった企業結合について，公正取引委員会が届出受理の日から

３０日以内に独占禁止法の規定に照らして問題がないと判断した場合は，

この期間内に審査が終了する（第１次審査）。 

また，詳細な審査を行う必要があると判断した場合は，届出会社に対し

て必要な報告等を求める（第２次審査）。そして，全ての報告等を受理し

た日から９０日以内に，この企業結合が独占禁止法の規定に照らして

問題があるかどうかを判断する。 

企業結合が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとな

ると判断された場合でも，当事会社が一定の適切な措置（問題解消措置）

を講ずることで，その問題を解消することができる場合には，この企業結

合は独占禁止法上問題とならないと判断される（この企業結合を行うこ

とができる）。 

 

(2) 届出を要しない企業結合計画 

届出を要しない企業結合を計画している会社から，公正取引委員会に

対し，当該企業結合計画に関して，具体的な計画内容を示して相談があっ

た場合には，公正取引委員会は，届出を要する企業結合計画について届出

が行われた場合に準じて対応する。 

また，当事会社のうち実質的に買収される会社の国内売上高等に係る

金額のみが届出基準に満たさないために届出を要しない企業結合計画の

(参考)
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うち，買収に係る対価の総額が大きく，かつ，国内の需要者に影響を与え

ると見込まれる場合には，公正取引委員会は，当事会社に資料等の提出を

求め，企業結合審査を行う。 
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表１ 類型別の届出を要する場合の概要 

（注１）国内売上高合計額とは，企業結合集団（届出会社の「最終親会社」及びその子会社から成

る集団）内の会社等の国内売上高を合計した額をいう。 

（注２）議決権保有割合とは，企業結合集団に属する会社等が保有する議決権の割合をいう。 

 

表２ 企業結合審査のフローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

類型（関係法条） 届出を要する場合の概要 

株式取得（第１０条） 

① 国内売上高合計額（注１）２００億円超の会社が 
② 株式発行会社とその子会社の国内売上高を合計した額が５０億円
超の株式発行会社の株式を取得し 

③ 議決権保有割合（注２）が２０％又は５０％を超えることとなる場合 

合併（第１５条），  
共同株式移転（第１５条の３） 

① 国内売上高合計額２００億円超の会社と 
② 国内売上高合計額５０億円超の会社が  
③ 合併（又は共同株式移転）をする場合 

分割 
（第１５条の２） 

共同新設 
分割 

① 国内売上高合計額２００億円超の会社と 
② 国内売上高合計額５０億円超の会社が  
③ 共同新設分割により設立する会社に事業の全部を承継させる場合
 等 

吸収分割 

① 国内売上高合計額２００億円超の会社が 
② 国内売上高合計額５０億円超の会社に  
③ その事業の全部を承継させる場合               
等 

事業等譲受け（第１６条） 

① 国内売上高合計額２００億円超の会社が 
② 国内売上高３０億円超の会社から事業の全部の譲受けをする場合 
        又は           
① 国内売上高合計額２００億円超の会社が  

② 国内売上高３０億円超の事業の重要部分（又は事業上の固定資産の
全部若しくは重要部分）の譲受けをする場合 

※このほか，公正取引委員会が適当と判断した場合には，独占禁止法違反の疑いについ

て，当委員会と事業者（事業者団体等を含む。）との間の合意により自主的に解決するた

めの独占禁止法第 48 条の２から第 48 条の９までに規定する手続（確約手続）に係る独

占禁止法第 48 条の２の規定による通知（確約手続通知）を行う場合がある。 
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２ 企業結合審査の基本的な考え方 

公正取引委員会が企業結合審査を行う際の考え方は，「企業結合審査に関

する独占禁止法の運用指針」（いわゆる「企業結合ガイドライン」）として公

表されている。 

まず，需要者がどの範囲の供給者から商品・役務を調達できるかという観

点から一定の取引分野（市場）の範囲を画定した上で，この企業結合によっ

て競争が実質的に制限されることとなるかどうか，つまり，需要者にとって

十分な選択肢が確保できなくなるような状況になるかどうかという観点か

ら独占禁止法上問題となるかどうかが検討される。 

 

(1) 一定の取引分野は，企業結合により競争が制限されることとなるかど

うかを判断するための範囲（「商品範囲」と「地理的範囲」）を示すもので

ある。 

この一定の取引分野は，基本的には，需要者にとっての代替性の観点か

ら，また，必要に応じて供給者にとっての代替性の観点から画定される。 

需要者にとっての代替性は，ある地域で，ある事業者が，ある商品・役

務を独占して供給しているという仮定の下で，その独占事業者が，利潤最

大化を図る目的で，「小幅ではあるが実質的かつ一時的ではない価格引上

げ」をした場合に，需要者がその商品・役務の購入を他の商品・役務や他

の地域に振り替える程度を考慮して判断される。 

・ 一定の取引分野（市場）を画定する際の上記のような考え方は，SSNIP

（スニップ）（Small but Significant and Non-transitory Increase 

in Price）テストと呼ばれている。 

・ SSNIP テストは，欧米においても用いられている考え方である。 

・ 「小幅ではあるが実質的かつ一時的ではない価格引上げ」とは，通

常，引上げの幅については５％～１０％程度，期間については１年程

度のものを指す。 

   

(2) 競争の実質的制限 

ア セーフハーバー基準 

(ｱ) 水平型企業結合のセーフハーバー基準 

企業結合後のＨＨＩ（注３）が次の①から③までのいずれかに該当す

る市場では，水平型企業結合が一定の取引分野における競争を実質

的に制限することとなるとは通常考えられない（直ちに「白」と判断

される）。 

① 企業結合後のＨＨＩが１，５００以下である場合 

② 企業結合後のＨＨＩが１，５００超２，５００以下であって，か

つ，ＨＨＩの増分（注４）が２５０以下である場合 

③ 企業結合後のＨＨＩが２，５００を超え，かつ，ＨＨＩの増分が
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１５０以下である場合 

（注３）ＨＨＩは，この一定の取引分野での各事業者の市場シェアの２乗の総和によっ

て算出される。 

（注４）企業結合によるＨＨＩの増分は，当事会社が２社であった場合，当事会社の

それぞれの市場シェアを乗じたものを２倍することによって計算できる。 

（ｲ）垂直型企業結合と混合型企業結合のセーフハーバー基準 

企業結合後の当事会社グループが次の①又は②に該当する場合に

は，垂直型企業結合や混合型企業結合が一定の取引分野における競

争を実質的に制限することとなるとは通常考えられない（直ちに「白」

と判断される）。 

① 当事会社が関係する全ての一定の取引分野において，企業結合後

の当事会社グループの市場シェアが１０％以下である場合 

② 当事会社が関係する全ての一定の取引分野において，企業結合後

のＨＨＩが２，５００以下の場合であって，企業結合後の当事会社

グループの市場シェアが２５％以下である場合 

 

イ セーフハーバー基準に該当しない場合 

セーフハーバー基準に該当しない場合には，①当事会社グループの

単独行動により一定の取引分野における競争を実質的に制限すること

となるかどうか，また，②当事会社グループとその競争者が協調的行動

を採ることにより一定の取引分野における競争を実質的に制限するこ

ととなるかどうかが検討される。 

この検討では，①当事会社グループの単独行動による競争の実質的

制限については，ヒアリングやアンケート調査などから判明した市場

や取引の実態に基づき，「当事会社の市場における地位が高まること等

により，企業結合後に当事会社グループによる価格引上げ等が容易に

なるかどうか」，当事会社の価格引上げ等に対し，「競争者からの競争圧

力が働くかどうか」，「輸入品や参入者からの競争圧力が働くかどうか」，

「需要者の対抗的な交渉力に基づく競争圧力が働くかどうか」，「隣接

市場の競合品からの競争圧力が働くかどうか」等について検討の上判

断される。 

同様に，②当事会社グループとその競争者の協調的行動による競争

の実質的制限についても，「企業結合後に当事会社グループと競争者が

協調して価格引上げ等を行いやすくなるかどうか」，当事会社グループ

と競争者の協調的な価格引上げ等に対し，「輸入品や参入者からの競争

圧力が働くかどうか」，「需要者の対抗的な交渉力に基づく競争圧力が

働くかどうか」，「隣接市場の競合品からの競争圧力が働くかどうか」等

について検討の上判断される。 
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(3) 問題解消措置 

企業結合が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとな

る場合でも，当事会社が一定の適切な措置（問題解消措置）を講ずること

により，その問題を解消することができる場合がある。 

問題解消措置としてどのような措置が適切かは，個々の企業結合に応

じて，個別具体的に検討される。 

問題解消措置は，企業結合によって失われる競争を回復することがで

きるものであることが基本であり，事業譲渡等構造的な措置が原則であ

るが，技術革新等により市場構造の変動が激しい市場では，むしろ，一

定の行動に関する措置を採ることのほうが妥当な場合もある。 



 

令和３年度における企業結合関係届出の状況及び主要な企業結合事例について 

 

令 和 ４ 年 ６ 月 2 2日  

公 正 取 引 委 員 会  

 

株式保有、役員兼任、合併、分割、共同株式移転又は事業譲受け等（以下「企業結合」

という。）が、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合、その

企業結合は、独占禁止法に基づいて禁止される。一定の要件を満たす企業結合計画につ

いては、それを実行する前に公正取引委員会に届け出なければならない（事前届出の義

務）。公正取引委員会は、届出のあった企業結合計画等について、「企業結合審査に関

する独占禁止法の運用指針（企業結合ガイドライン）」（平成16年５月31日公正取引委

員会）に示された考え方に基づき、需要者にとって十分な選択肢が確保できなくなるよ

うな状況になるかどうか、つまり、競争が実質的に制限されることとなるかどうかとい

う観点から審査（企業結合審査）を行っている。仮に当初の企業結合計画では競争を実

質的に制限することとなると判断される場合であっても、当事会社が一定の適切な措置

を採ることを公正取引委員会に申し出、当事会社が当該措置を講ずることにより、その

問題を解消することができる場合がある。 

令和３年度における企業結合関係届出の状況と主要な企業結合事例の概要は、以下の

とおりである（詳細は、別添１及び別添２を参照。）。 

 

第１ 令和３年度における企業結合関係届出の状況（別添１） 

１  企業結合関係届出の状況 

令和３年度において、企業結合計画の届出を受理した案件は337件（対前年度比

26.7％増）であり、このうち、「第１次審査の結果、独占禁止法上問題ないとして、

排除措置命令を行わない旨の通知をしたもの」は328件、「より詳細な審査が必要で

あるとして、第２次審査に移行したもの」は１件、「第１次審査中に取下げがあっ

たもの」は８件であった。 

また、令和３年度において審査を終了した案件のうち、届出を要しない企業結合

計画（当事会社からの相談があったもの又は公正取引委員会が審査を開始したもの）

に関するものは、14案件であった。 

 

 

 

 

   問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課 

           電話 ０３－３５８１－３７１９（直通） 

   ホームページ https://www.jftc.go.jp/ 



以上の令和３年度に審査が終了した案件のうち、当事会社が申し出た措置を前提

として独占禁止法上の問題がないと判断したものは３案件であった。 

 

２  最近におけるデジタル分野の企業結合審査への対応（参考２） 

経済のデジタル化の進展を踏まえた最近におけるデジタル分野の企業結合審査

への対応について取りまとめるとともに、「企業結合審査における内部文書の提出

に係る公正取引委員会の実務」について取りまとめた。 

 

第２ 令和３年度における主要な企業結合事例（別添２） 

令和３年度に公正取引委員会が審査を終了した事例のうち，企業結合を計画して

いる事業者の参考に資すると思われる10事例について、その審査内容を別添２のと

おり、公表することとした。 

別添２に記載した10事例のうち、①当事会社が申し出た措置を前提として独占禁

止法上の問題はないと判断した事例は１事例（事例３）、②経済分析結果を紹介し

ている事例は３事例（事例２、３及び６）である。 
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令和３年度における企業結合関係届出の状況 
 

令和４年６月 22 日  

公 正 取 引 委 員 会  

 

 

第１ 株式取得等の届出受理及び審査の状況 

令和３年度において、企業結合計画の届出を受理した件数は 337 件（対前年度

比 26.7％増）であり、その内訳は、株式取得に係る届出が 288 件、合併に係る届

出が 10 件、分割に係る届出が 17 件、共同株式移転に係る届出が３件、事業譲受

け等に係る届出が 19 件であった。 

令和３年度に届出を受理した件数 337 件のうち、「第１次審査の結果、独占禁

止法上問題がないとして、排除措置命令を行わない旨の通知をしたもの」は 328

件、「より詳細な審査が必要であるとして、第２次審査に移行したもの」は１件、

「第１次審査中に取下げがあったもの」は８件であった。 

また、令和３年度に審査を終了した案件のうち、当事会社が申し出た措置を前

提として独占禁止法上の問題はないと判断したものは３案件、デジタル分野に関

するものを含め届出を要しない企業結合計画に関するもの（当事会社からの相談

があったもの又は公正取引委員会が審査を開始したもの）は 14 案件であった（最

近におけるデジタル分野の企業結合審査への対応について参考２を参照。）。 

 

過去３年度の届出受理及び審査の状況は第１表、第２表及び第３表のとおりで

ある。 

 

第１表 過去３年度に受理した届出の処理状況 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

届出件数 310 266 337 

第１次審査で終了したもの（注１） 300 258 328 

うち禁止期間の短縮を行ったもの (217) (199) (248) 

第１次審査終了前に取下げがあったもの 9 7 8 

第２次審査に移行したもの 1 1 1 

（注１） 第１次審査の結果、独占禁止法上問題がないとして、排除措置命令を行わない旨の通知を

したもの。 

  

別添１ 
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第２表 過去３年度における第２次審査の処理状況（注２） 

  令和元年度 令和２年度 
令和３年度

（注４） 

第２次審査で終了したもの（注３） 0 1 1 

当事会社が申し出た措置を前提に問題なしとしたもの 0 1 0 

第２次審査終了前に取下げがあったもの 0 0 1 

排除措置命令を行ったもの 0 0 0 

（注２） 当該年度に受理したか否かにかかわらず、当該年度において処理したものについて記載し

ている。 

（注３） 第２次審査の結果、独占禁止法上問題がないとして、排除措置命令を行わない旨の通知をし

たもの。 

（注４） 令和３年度において第２次審査で終了したもの及び第２次審査終了前に取下げがあったも

のは、参考３のとおり。 

 

第３表 外国企業を当事会社に含む企業結合計画に係る届出の推移（注５） 

  令和元年度 令和２年度 令和３年度 

日本企業と外国企業の統合計画に係る届出 12 6 11 

外国企業同士の統合計画に係る届出 39 14 33 

合計 51 20 44 

（注５） 第１表に記載している届出件数のうち、外国企業を当事会社に含む企業結合計画に係る届

出の推移について記載している。 
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第２ 行為類型別の件数 

１ 株式取得 

⑴ 国内売上高合計額別の件数（第４表） 

 

第４表 国内売上高合計額別株式取得届出受理件数 
株式発行会社の 

国内売上高 

合計額 

 

株式取得会社の 

国内売上高合計額 

50 億円以上 
200 億円未満 

200 億円以上 
500 億円未満 

500 億円以上 
1000 億円未満 

1000 億円以上 
5000 億円未満 

5000 億円以上 合計 

200 億円以上 
500 億円未満 32 5 1 0 0 38 
500 億円以上 
1000 億円未満 40 5 5 1 0 51 
1000 億円以上 

5000 億円未満 60 20 12 9 2 103 
5000 億円以上 
１兆円未満 30 7 1 8 1 47 
１兆円以上 
５兆円未満 13 9 2 3 0 27 

５兆円以上 
10 3 5 4 0 22 

合計 
185 49 26 25 3 288 

 

⑵ 議決権取得割合別の件数（第５表） 

 

第５表 議決権取得割合別の株式取得届出受理件数 

20％超 
50％以下 

50％超 合 計 

72 216 288 

（注６） 議決権取得割合とは、株式発行会社の株式を取得しようとする場合において、届出会社が
取得の後において所有することとなる当該株式発行会社の株式に係る議決権の数と届出会社
の属する企業結合集団に属する当該届出会社以外の会社等が所有する当該株式発行会社の株
式に係る議決権の数とを合計した議決権の数の株式発行会社の総株主の議決権の数に占める
割合である。 
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２ 合併 

⑴ 態様別の件数 

合併に係る届出を態様別にみると、吸収合併が 10 件であり、新設合併はな

かった。 

 

⑵ 国内売上高合計額別の件数（第６表） 

 

第６表 国内売上高合計額別合併届出受理件数 
消滅会社の 

国内売上高 

合計額 

存続会社の 

国内売上高合計額 

50 億円以上 

200 億円未満 

200 億円以上 

500 億円未満 

500 億円以上 

1000 億円未満 

1000 億円以上 

5000 億円未満 
5000 億円以上 合計 

50 億円以上 

200 億円未満 0 1 0 3 0 4 
200 億円以上 

500 億円未満 2 0 0 0 1 3 
500 億円以上 

1000 億円未満 0 0 0 2 0 2 
1000 億円以上 

5000 億円未満 1 0 0 0 0 1 
5000 億円以上 

１兆円未満 0 0 0 0 0 0 
１兆円以上 

５兆円未満 0 0 0 0 0 0 

５兆円以上 
0 0 0 0 0 0 

合計 
3 1 0 5 1 10 

（注７） ３社以上の合併、すなわち消滅会社が２社以上である場合には、国内売上高合計額が最も大
きい消滅会社を基準とした 
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３ 分割 

⑴ 態様別の件数 

分割に係る届出を態様別にみると、共同新設分割が２件であり、吸収分割が

15 件であった。 

 

⑵ 国内売上高合計額別の件数（第７表及び第８表） 

 

第７表 国内売上高合計額別共同新設分割届出受理件数 
分割する会社２の国内売 

上高合計額（又は 

分割対象部分に 

係る国内売 

上高） 

分割する会社 1 

の国内売上高合計 

額（又は分割対象 

部分に係る国内売上高 

30 億円以上 

200 億円未満 

200 億円以上 

500 億円未満 

500 億円以上 

1000 億円未満 

1000 億円以上 

5000 億円未満 
5000 億円以上 合計 

50 億円以上 

200 億円未満 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 
200 億円以上 

500 億円未満 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 
500 億円以上 

1000 億円未満 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 
1000 億円以上 

5000 億円未満 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 
5000 億円以上 

１兆円未満 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 
１兆円以上 

５兆円未満 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

５兆円以上 
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

合計 
0(2) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) 

（注８） 共同新設分割をする会社のうち、国内売上高合計額又は分割対象部分に係る国内売上高が
最も大きい会社を「分割する会社１」、その次に大きい会社を「分割する会社２」とした。 

（注９） 括弧外は事業の全部を承継する会社に係る国内売上高合計額による届出受理の件数であり、
括弧内は事業の重要部分を承継する会社の分割対象部分に係る国内売上高による届出受理の
件数である（内数ではない。）。 
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第８表 国内売上高合計額別吸収分割届出受理件数 
分割する会社の国内売 

上高合計額（又は 

分割対象部分に 

係る国内売 

上高） 

承継する会社の 

国内売上高合計額 

30 億円以上 

200 億円未満 

200 億円以上 

500 億円未満 

500 億円以上 

1000 億円未満 

1000 億円以上 

5000 億円未満 
5000 億円以上 合計 

50 億円以上 

200 億円未満 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 
200 億円以上 

500 億円未満 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 
500 億円以上 

1000 億円未満 0(2) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) 
1000 億円以上 

5000 億円未満 0(3) 0(0) 0(1) 0(2) 0(0) 0(6) 
5000 億円以上 

１兆円未満 0(1) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) 
１兆円以上 

５兆円未満 0(4) 0(0) 0(1) 0(0) 0(0) 0(5) 

５兆円以上 
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

合計 
0(10) 0(1) 0(2) 0(2) 0(0) 0(15) 

（注 10） 括弧外は事業の全部を承継する会社に係る国内売上高合計額による届出受理の件数であり、
括弧内は事業の重要部分を承継する会社の分割対象部分に係る国内売上高による届出受理の
件数である（内数ではない。）。 
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４ 共同株式移転 

⑴ 共同株式移転に係る届出は３件であった。 
 

⑵ 国内売上高合計額別の件数（第９表） 

 

第９表 国内売上高合計額別共同株式移転届出受理件数 
株式移転会社２の 

国内売上高 

合計額 

 

株式移転 

会社１の 

国内売上高合計額 

50 億円以上 

200 億円未満 

200 億円以上 

500 億円未満 

500 億円以上 

1000 億円未満 

1000 億円以上 

5000 億円未満 
5000 億円以上 合計 

200 億円以上 
500 億円未満 0 1 0 0 0 1 
500 億円以上 

1000 億円未満 0 2 0 0 0 2 
1000 億円以上 
5000 億円未満 0 0 0 0 0 0 
5000 億円以上 
１兆円未満 0 0 0 0 0 0 
１兆円以上 

５兆円未満 0 0 0 0 0 0 

５兆円以上 
0 0 0 0 0 0 

合計 
0 3 0 0 0 3 

（注 11） 共同株式移転をする会社のうち，国内売上高合計額が最も大きい会社を「株式移転会社１」，
その次に大きい会社を「株式移転会社２」とした。 
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５ 事業譲受け等 

⑴ 態様別の件数 

事業譲受け等に係る届出を態様別にみると、事業譲受けが 10 件であり、事

業上の固定資産の譲受けが９件であった。 

 

⑵ 国内売上高合計額別の件数（第 10 表） 

 

第 10 表 国内売上高合計額別事業譲受け等届出受理件数 

譲受け対象部分 

に係る国内 

売上高 

譲受会社の 

国内売上高合計額 

30 億円以上 

200 億円未満 

200 億円以上 

500 億円未満 

500 億円以上 

1000 億円未満 

1000 億円以上 

5000 億円未満 
5000 億円以上 合計 

200 億円以上 

500 億円未満 3 0 1 0 0 4 
500 億円以上 

1000 億円未満 3 0 0 0 0 3 
1000 億円以上 

5000 億円未満 4 1 0 0 0 5 
5000 億円以上 

１兆円未満 2 0 0 0 0 2 
１兆円以上 

５兆円未満 2 0 0 0 0 2 

５兆円以上 
3 0 0 0 0 3 

合計 
17 1 1 0 0 19 

（注 12） ２社以上からの事業譲受け等、すなわち譲渡会社が２社以上である場合には、譲受け対象
部分に係る国内売上高が最も大きい譲渡会社を基準とした。  
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第３ 業種別届出受理件数（第 11 表） 

１ 株式取得 

株式取得に係る届出 288 件のうち、「その他」を除けば、「卸・小売業」が 41 件

と最も多く、以下、「製造業」が 36 件、「運輸・通信・倉庫業」が 18 件と続いて

いる。 

 

２ 合併 

合併に係る届出 10 件のうち、「その他」を除けば、「製造業」が３件と最も多

く、「卸・小売業」及び「運輸・通信・倉庫業」が各１件であった。 

 

３ 分割 

共同新設分割に係る届出２件について、「製造業」及び「卸・小売業」が各１件

であった。 

吸収分割に係る届出 15 件のうち、「製造業」が６件と最も多く、以下、「卸・

小売業」が５件、「サービス業」が２件と続いている。  

 

４ 共同株式移転 

共同株式移転に係る届出３件について、「卸・小売業」、「サービス業」及び「金

融・保険業」が各１件であった。 

 

５ 事業譲受け等 

事業譲受け等に係る届出 19 件のうち、「製造業」が６件と最も多く、「その他」

を除けば、以下、「卸・小売業」が４件と続いている。 
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第 11 表 業種別届出受理件数 

業 種 別 株式取得 合併 
共同新 
設分割 

吸収分割 
共同株 
式移転 

事業譲 
受け等 

合計 

農 林 ・ 水 産 業 0 0 0 0 0 0 0 

鉱 業 0 0 0 0 0 0 0 

建 設 業 10 0 0 0 0 1 11 

製 造 業 36 3 1 6 0 6 52 

卸 ・ 小 売 業 41 1 1 5 1 4 53 

不 動 産 業 11 0 0 0 0 0 11 

運輸・通信・倉庫
業 

18 1 0 0 0 3 22 

サ ー ビ ス 業 17 0 0 2 1 1 21 

金 融 ・ 保 険 業 11 0 0 1 1 0 13 

電 気 ・ ガ ス 
熱供給・水道業 

6 0 0 1 0 0 7 

そ の 他 138 5 0 0 0 4 147 

合  計 288 10 2 15 3 19 337 

（注 13） 会社がどの業種に属するかは、株式取得においては株式取得会社の業種、合併においては
合併後の存続会社の業種、共同新設分割及び吸収分割においては事業を承継した会社の業種、
共同株式移転においては新設会社の業種、事業譲受け等においては事業等を譲り受けた会社
の業種による。 
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第４ 形態別届出受理件数（第 12 表） 

１ 株式取得 

株式取得に係る届出 288 件のうち、水平関係を含むものが 157 件と最も多く、

以下、垂直関係（前進）及び混合関係（純粋）、が各 73 件と続いている。 

（注 14） 形態別とは、次の分類による。以下同じ。 

⑴ 水平関係：当事会社グループ同士が同一の一定の取引分野において競争関係にある

場合 

⑵ 垂直関係：当事会社グループ同士が取引段階を異にする場合 

前  進：株式取得会社、存続会社、被承継会社又は譲受会社が最終需要者の

方向にある会社と企業結合を行う場合 

後  進：前進の反対方向にある会社と企業結合を行う場合 

⑶ 混合関係：水平・垂直のいずれにも該当しない場合 

地域拡大：同種の商品又は役務を異なる市場へ供給している場合 

商品拡大：生産あるいは販売面での関連性のある異種の商品又は役務を供給し

ている場合 

純  粋：上記のいずれにも該当しない場合 

（注 15） 形態別の件数については、複数の形態に該当する企業結合の場合、該当する形態を全
て集計している。そのため、件数の合計は、届出受理件数と必ずしも一致しない。以下同
じ。 

 

２ 合併 

合併に係る届出 10 件のうち、混合関係（商品拡大）を含むものが４件と最も

多く、以下、水平関係及び混合関係（純粋）を含むものが各３件と続いている。 

 

３ 分割 

共同新設分割に係る届出は２件であり、いずれも水平関係を含むものであった。 

吸収分割に係る届出 15 件のうち、水平関係を含むものが 13 件と最も多く、以

下、垂直関係（前進）及び垂直関係（後進）を含むものが各５件と続いている。 

 

４ 共同株式移転 

共同株式移転に係る３件全てが水平関係であった。 

 

５ 事業譲受け等 

事業譲受け等に係る届出 19 件のうち、水平関係を含むものが 10 件と最も多

く、以下、垂直関係（後進）を含むものが８件、垂直関係（前進）を含むものが

３件と続いている。 
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第 12 表 形態別届出受理件数 

形 態 別 株式取得 合併 
共同新 
設分割 

吸収分割 
共同株 
式移転 

事業譲 
受け等 

水 平 関 係 157 3 2 13 3 10 

垂 直
関 係 

前 進 73 2 0 5 0 3 

後 進 71 1 0 5 0 8 

混 合
関 係 

地 域 拡 大 38 0 0 3 0 1 

商 品 拡 大 41 4 0 0 0 0 

純 粋 73 3 0 0 0 1 

届出受理件数 288 10 2 15 3 19 

（注 16） 形態別の件数については、複数の形態に該当する企業結合の場合、該当する形態を全て
集計している。そのため、形態別の件数の合計は、届出受理件数と必ずしも一致しない。 

 
 

第 13 表 過去３年度における水平型、垂直型及び混合型企業結合の届出の推移 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

水 平 型 企 業 結 合 187  (60%) 176  (66%) 188  (56%) 

垂 直 型 企 業 結 合 128  (41%) 118  (44%) 139  (41%) 

混 合 型 企 業 結 合 135  (44%) 125  (47%) 142  (42%) 

届出受理件数 310 (100%) 266 (100%) 337 (100%) 

（注 17） 複数の水平型、垂直型及び混合型に該当する企業結合の場合、該当するものを全て集計
している。そのため、割合の合計は 100％とならず、また合計は届出受理件数と必ずしも
一致しない。 
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資料 企業結合関係の届出・報告件数の推移（注１）   

年  度 
第９条の  
事業報告書 
（注２） 

第９条の  
設立届出書
（注２） 

株式取得 
届出 

（注３） 

役員兼任 
届出 

（注４） 

会 社 以 外 の  
者 の株 式 所 有 

 報 告 書 
（注５） 

合併届出 
（注６） 

分割届出 
（注７） 

共同株式 
移転届出 
（注８） 

事業譲受 
け等届出 
（注９） 

昭和22   （2）  （0） （23）   （22） 

23   （31）  （0） （309）   （192） 

24   （13）  （0） （123）   （53） 

   2,373  0 448   143 

25   3,840  0 420   207 

26   4,546  0 331   182 

27   4,795  0 385   124 

28   3,863 268 0 344   126 

29   2,827 328 0 325   167 

30   3,033 268 0 338   143 

31   3,080 457 0 381   209 

32   3,069 375 0 398   140 

33   3,316 557 0 381   118 

34   3,170 466 0 413   139 

35   2,991 644 0 440   144 

36   3,211 675 1 591   162 

37   3,231 804 0 715   193 

38   3,844 758 0 997   223 

39   3,921 527 4 864   195 

40   4,534 487 1 894   202 

41   4,325 462 0 871   264 

42   4,075 458 2 995   299 

43   4,069 480 3 1,020   354 

44   4,907 647 0 1,163   391 

45   4,247 543 2 1,147   413 

46   5,832 552 0 1,178   449 

47   5,841 501 1 1,184   452 

48   6,002 874 0 1,028   443 

49   5,738 794 0 995   420 

50   5,108 754 9 957   429 

51   5,229 925 6 941   511 

52   5,085 916 1 1,011   646 

53   5,372 1,394 0 898   595 

54   5,359 3,365 0 871   611 

55   5,759 2,556 2 961   680 

56   5,505 2,958 1 1,044   771 

57   6,167 2,477 1 1,040   815 

58   6,033 3,389 4 1,020   702 

59   6,604 3,159 2 1,096   790 

60   6,640 3,504 6 1,113   807 

61   7,202 2,944 1 1,147   936 

62   7,573 3,776 1 1,215   1,084 

63   6,351 3,450 0 1,336   1,028 

平成元   8,193 4,420 0 1,450   988 

2   8,075 4,312 0 1,751   1,050 

3   8,034 6,124 2 2,091   1,266 

4   8,776 5,675 0 2,002   1,079 

5   8,036 6,330 3 1,917   1,153 

6   8,954 5,137 18 2,000   1,255 

7   8,281 5,897 1 2,520   1,467 

8   9,379 5,042 0 2,271   1,476 

9 0 0 8,615 5,955 7 2,174   1,546 

10 2 0 7,518 447 0 1,514   1,176 

11 1 1 1,029   151   179 

12 5 1 804   170   213 

13 7 7 898   127 20  195 

14 16 7 899   112 21  197 
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年  度 
第９条の  
事業報告書 
（注２） 

第９条の  
設立届出書
（注２） 

株式取得 
届出 

（注３） 

役員兼任 
届出 

（注４） 

会 社 以 外 の  
者 の株 式 所 有 

 報 告 書 
（注５） 

合併届出 
（注６） 

分割届出 
（注７） 

共同株式 
移転届出 
（注８） 

事業譲受 
け等届出 
（注９） 

15 76 4 959   103 21  175 

16 79 1 778   70 23  166 

17 80 5 825   88 17  141 

18 87 2 960   74 19  136 

19 93 2 1,052   76 33  123 

20 92 4 829   69 21  89 

21 93 5 840   48 15 3 79 

22 92 2 184   11 11 5 54 

23 100 0 224   15 10 6 20 

24 99 1 285   14 15 5 30 

25 
26 

100 
103 

0 
0 

218 
231 

  8 
12 

14 
20 

3 
7 

21 
19 

27 104 2 222   23 17 6 27 

28 108 2 250   26 16 3 24 

29 105 0 259   9 13 3 22 

30 107 2 259   16 15 2 29 

令和元 112 0 264   12 12 3 19 

２ 114 1 223   16 7 0 20 

３ 114 3 288   10 17 3 19 

 

（注１） 括弧内は認可件数である。 

 

（注２） 独占禁止法第９条の規定に基づく事業報告書の提出及び設立の届出制度は、平成９年独占

禁止法改正法により新設されたものであり、それ以前の件数はない。 

なお、平成 14 年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法では、一定の総資産額基準を

超える持株会社について事業報告及び設立の届出を行わなければならないこととされていた

が、改正後の独占禁止法では、持株会社に加え、一定の総資産額基準を超える金融会社及び一

般事業会社についても事業報告及び設立の届出を行わなければならないこととされた。 

 

（注３） 株式所有報告書の裾切り要件（総資産額）は次のとおり改正されている。 

 

改正年 裾切り要件（総資産額） 

昭和 24 500 万円超 

28 1 億円超 

40 5 億円超 

52 20 億円超 

 

平成10年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法では、総資産が20億円を超える国内

の会社（金融業を営む会社を除く。）又は外国会社（金融業を営む会社を除く。）は、国内の

会社の株式を所有する場合には、毎事業年度終了後３か月以内に株式所有報告書を提出しな

ければならないこととされていたが、改正後の独占禁止法では、総資産が20億円を超えかつ

総資産合計額が100億円を超える会社が、総資産が10億円を超える国内の会社又は国内売上

高が10億円を超える外国会社の株式を10％、25％又は50％を超えて取得し、又は所有するこ

ととなる場合には、株式所有報告書を提出しなければならないこととされた。 

また、平成21年独占禁止法改正法による改正によって届出基準が見直され、国内売上高合

計額が200億円を超える会社が、子会社の国内売上高を含む国内売上高が50億円超の会社の

株式を取得しようとする場合であって、議決権保有割合が20％、50％（２段階）を超えるも

のについて、合併等と同様にあらかじめ届け出なければならないこととされた。 

 

（注４） 平成 10 年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法では、会社の役員又は従業員は、国

内において競争関係にある国内の会社の役員の地位を兼ねる場合において、いずれか一方の
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会社の総資産が 20 億円を超えるときは届け出なければならないこととされていたが、改正後

の独占禁止法では廃止された。 

 

（注５） 平成 10 年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法では、会社以外の者は、国内におい

て相互に競争関係にある２以上の国内の会社の株式をそれぞれの発行済株式総数の 10％を超

えて所有することとなる場合には株式所有報告書を提出しなければならないこととされてい

たが、改正後の独占禁止法では廃止された。 

 

（注６） 平成 10 年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法では、会社が合併しようとする場合

には、全てあらかじめ届け出なければならないこととされていたが、改正後の独占禁止法で

は、当事会社の中に総資産合計額が 100 億円を超える会社と総資産合計額が 10 億円を超える

会社がある場合等に届け出なければならないこととされた。 

     また、平成 21 年独占禁止法改正法による改正によって届出基準が見直され、国内売上高合

計額が200億円超の会社と同 50億円超の会社の合併について届け出なければならないことと

された。 

 

（注７） 分割の届出は、平成 12 年商法改正に伴い新設されたものであり、平成 12 年度までの件数

はない。 

     また、平成 21 年独占禁止法改正法による改正によって届出基準が見直され、当事会社の中

に国内売上高合計額が 200 億円を超える全部承継会社（事業の全部を承継させようとする会

社をいう。）と国内売上高合計額が 50 億円を超える事業を承継しようとする会社がある場合

等には、分割に関する計画について届け出なければならないこととされた。 

 

（注８） 共同株式移転の届出は、平成 21 年独占禁止法改正法により新設されたものであり、平成 20

年度までの件数はない。 

 

（注９） 平成 10 年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法では、会社が事業の全部又は重要部

分の譲受け等をしようとする場合には、全てあらかじめ届け出なければならないこととされ

ていたが、改正後の独占禁止法では、総資産合計額が 100 億円を超える会社が、総資産額 10

億円超の国内会社の事業の全部を譲り受ける場合等に届け出なければならないこととされた。 

     また、平成 21 年独占禁止法改正法による改正によって届出基準が見直され、国内売上高合

計額が 200 億円を超える会社が、国内売上高 30 億円超の会社の事業の全部を譲り受ける場合

等に事業譲受け等に関する計画について届け出なければならないこととされた。 

  



 １６ 

企業結合審査について 

 

 

企業結合（株式保有、役員兼任、合併、分割、共同株式移転、事業譲受け等）

によって競争が実質的に制限されることとなる場合には、①需要者の選択肢が狭

まり需要者が不利益を被るだけでなく、②需要に適切に対応しようとする当事会

社のインセンティブが失われ、その結果当事会社が更に成長する機会を逸するこ

ととなり、ひいては経済の活性化を妨げることとなる。 

このため、独占禁止法は、一定の取引分野における競争を実質的に制限するこ

ととなる企業結合を禁止し、公正取引委員会は、独占禁止法の規定に従って、企

業結合審査を行っている。 

 

１ 企業結合審査の流れ 

⑴ 届出を要する企業結合計画 

以下の表１のような一定の条件を満たす会社が企業結合を行う場合は、あら

かじめ公正取引委員会に届出を行わなければならない。 

届出のあった企業結合について、公正取引委員会が届出受理の日から 30 日

以内に独占禁止法の規定に照らして問題がないと判断した場合は、この期間内

に審査が終了する（第１次審査）。 

また、公正取引委員会が詳細な審査を行う必要があると判断した場合は、届

出会社に対して必要な報告等を求める（第２次審査）。そして、全ての報告等

を受理した日から 90 日以内に、この企業結合が独占禁止法の規定に照らし

て問題があるかどうかを判断する。 

企業結合が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなると

判断された場合でも、当事会社が一定の適切な措置（問題解消措置）を講ずる

ことで、その問題を解消することができる場合には、この企業結合は独占禁止

法上問題とならないと判断される（この企業結合を行うことができる。）。 

 

⑵ 届出を要しない企業結合計画 

届出を要しない企業結合を計画している会社から、公正取引委員会に対し、

当該企業結合計画に関して、具体的な計画内容を示して相談があった場合には、

公正取引委員会は、届出を要する企業結合計画について届出が行われた場合に

準じて対応する。 

また、当事会社のうち実質的に買収される会社の国内売上高等に係る金額の

みが届出基準に満たさないために届出を要しない企業結合計画のうち、買収に

係る対価の総額が大きく、かつ、国内の需要者に影響を与えると見込まれる場

合には、公正取引委員会は、当事会社に資料等の提出を求め、企業結合審査を

行う。 

  

（参考１） 
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表１ 類型別の届出を要する場合の概要 

（注１） 国内売上高合計額とは、企業結合集団（届出会社の「最終親会社」及びその子会社から成る集

団）内の会社等の国内売上高を合計した額をいう。 

（注２） 議決権保有割合とは、企業結合集団に属する会社等が保有する議決権の割合をいう。 

  

類型（関係法条） 届出を要する場合の概要 

株式取得（第10条） 

① 国内売上高合計額（注１）200億円超の会社が 
② 株式発行会社とその子会社の国内売上高を合計した額が50億円超の株

式発行会社の株式を取得し 
③ 議決権保有割合（注２）が20％又は50％を超えることとなる場合 

合併（第15条）、  
共同株式移転（第15条の３） 

① 国内売上高合計額200億円超の会社と 
② 国内売上高合計額50億円超の会社が  
③ 合併（又は共同株式移転）をする場合 

分割 
（第15条の２） 

共同新設 
分割 

① 国内売上高合計額200億円超の会社と 
② 国内売上高合計額50億円超の会社が  
③ 共同新設分割により設立する会社に事業の全部を承継させる場合 等 

吸収分割 
① 国内売上高合計額200億円超の会社が 
② 国内売上高合計額50億円超の会社に  
③ その事業の全部を承継させる場合               等 

事業等譲受け（第16条） 

① 国内売上高合計額200億円超の会社が 
② 国内売上高30億円超の会社から事業の全部の譲受けをする場合    
     又は           
① 国内売上高合計額 200 億円超の会社が  

② 国内売上高30億円超の事業の重要部分（又は事業上の固定資産の全部若
しくは重要部分）の譲受けをする場合 
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表２ 企業結合審査のフローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 企業結合審査の基本的な考え方 

公正取引委員会が企業結合審査を行う際の考え方は「企業結合審査に関する独

占禁止法の運用指針（企業結合ガイドライン）」（平成 16 年５月 31 日公正取引委

員会）として公表されている。 

まず、需要者がどの範囲の供給者から商品・役務を調達できるかという観点か

ら一定の取引分野（市場）の範囲を画定した上で、この企業結合によって競争が

実質的に制限されることとなるかどうか、つまり、需要者にとって十分な選択肢

が確保できなくなるような状況になるかどうかという観点から独占禁止法上問

題となるかどうかが検討される。 

 

⑴ 一定の取引分野は、企業結合により競争が制限されることとなるかどうかを

判断するための範囲（「商品範囲」と「地理的範囲」）を示すものである。 

この一定の取引分野は、基本的には、需要者にとっての代替性の観点から、

また、必要に応じて供給者にとっての代替性の観点から画定される。 

需要者にとっての代替性は、ある地域で、ある事業者が、ある商品・役務を

独占して供給しているという仮定の下で、その独占事業者が、利潤最大化を図

る目的で、「小幅ではあるが実質的かつ一時的ではない価格引上げ」をした場

合に、需要者がその商品・役務の購入を他の商品・役務や他の地域に振り替え

る程度を考慮して判断される。 

※このほか、公正取引委員会が適当と判断した場合には、独占禁止法違反の疑いについ

て、当委員会と事業者（事業者団体等を含む。）との間の合意により自主的に解決する

ための独占禁止法第 48 条の２から第 48 条の９までに規定する手続（確約手続）に係

る独占禁止法第 48 条の２の規定による通知（確約手続通知）を行う場合がある。 
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・ 一定の取引分野（市場）を画定する際の上記のような考え方は、SSNIP（ス

ニップ）（Small but Significant and Non-transitory Increase in Price）

テストと呼ばれている。 

・ SSNIP テストは、欧米においても用いられている考え方である。 

・ 「小幅ではあるが実質的かつ一時的ではない価格引上げ」とは、通常、引

上げの幅については５％～10％程度、期間については１年程度のものを指

す。 

   

⑵ 競争の実質的制限 

ア セーフハーバー基準 

(ｱ) 水平型企業結合のセーフハーバー基準 

企業結合後のＨＨＩ（注３）が次の①から③までのいずれかに該当する市

場では、水平型企業結合が一定の取引分野における競争を実質的に制限す

ることとなるとは通常考えられない（直ちに「白」と判断される）。 

① 企業結合後のＨＨＩが 1,500 以下である場合 

② 企業結合後のＨＨＩが 1,500 超 2,500 以下であって、かつ、ＨＨＩの

増分（注４）が 250 以下である場合 

③ 企業結合後のＨＨＩが 2,500 を超え、かつ、ＨＨＩの増分が 150 以下

である場合 

（注３）ＨＨＩは、この一定の取引分野での各事業者の市場シェアの２乗の総和によって算

出される。 

（注４）企業結合によるＨＨＩの増分は、当事会社が２社であった場合、当事会社のそれぞ

れの市場シェアを乗じたものを２倍することによって計算できる。 

 

(ｲ) 垂直型企業結合と混合型企業結合のセーフハーバー基準 

企業結合後の当事会社グループが次の①又は②に該当する場合には、垂

直型企業結合や混合型企業結合が一定の取引分野における競争を実質的

に制限することとなるとは通常考えられない（直ちに「白」と判断される）。 

① 当事会社が関係する全ての一定の取引分野において、企業結合後の当

事会社グループの市場シェアが 10％以下である場合 

② 当事会社が関係する全ての一定の取引分野において、企業結合後のＨ

ＨＩが 2,500 以下の場合であって、企業結合後の当事会社グループの市

場シェアが 25％以下である場合 

 

イ セーフハーバー基準に該当しない場合 

セーフハーバー基準に該当しない場合には、①当事会社グループの単独行

動により一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるかど

うか、また、②当事会社グループとその競争者が協調的行動を採ることによ

り一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるかどうかが

検討される。 

この検討では、①当事会社グループの単独行動による競争の実質的制限に
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ついては、ヒアリングやアンケート調査などから判明した市場や取引の実態

に基づき、「当事会社の市場における地位が高まること等により、企業結合

後に当事会社グループによる価格引上げ等が容易になるかどうか」、当事会

社の価格引上げ等に対し、「競争者からの競争圧力が働くかどうか」、「輸入

品や参入者からの競争圧力が働くかどうか」、「需要者の対抗的な交渉力に基

づく競争圧力が働くかどうか」、「隣接市場の競合品からの競争圧力が働くか

どうか」等について検討の上判断される。 

同様に、②当事会社グループとその競争者の協調的行動による競争の実質

的制限についても、「企業結合後に当事会社グループと競争者が協調して価

格引上げ等を行いやすくなるかどうか」、当事会社グループと競争者の協調

的な価格引上げ等に対し、「輸入品や参入者からの競争圧力が働くかどうか」、

「需要者の対抗的な交渉力に基づく競争圧力が働くかどうか」、「隣接市場の

競合品からの競争圧力が働くかどうか」等について検討の上判断される。 

 

⑶ 問題解消措置 

企業結合が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合

でも、当事会社が一定の適切な措置（問題解消措置）を講ずることにより、そ

の問題を解消することができる場合がある。 

問題解消措置としてどのような措置が適切かは、個々の企業結合に応じて、

個別具体的に検討される。 

問題解消措置は、企業結合によって失われる競争を回復することができるも

のであることが基本であり、事業譲渡等の構造的な措置が原則であるが、技術

革新等により市場構造の変動が激しい市場では、むしろ、一定の行動に関する

措置を採ることのほうが妥当な場合もある。 
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最近におけるデジタル分野の企業結合審査への対応について 

 

令和４年６月 

 

公正取引委員会は、デジタル分野の企業結合案件について、以前から、無料サー

ビスや間接ネットワーク効果といった特徴を踏まえた審査を実施してきている1が、

最近における経済のデジタル化の進展を踏まえ、令和元年 12 月、「企業結合審査に

関する独占禁止法の運用指針（企業結合ガイドライン）」（平成 16 年５月 31 日公正

取引委員会）及び「企業結合審査の手続に関する対応方針（手続対応方針）」（平成

23 年６月 14 日公正取引委員会）を改定するなど、デジタル分野の企業結合審査に

ついての対応を以下のとおり進めている。 

 

１ 企業結合ガイドライン及び手続対応方針の改定 

令和元年に改定した企業結合ガイドラインでは、審査の内容面について、品質競

争、多面市場、ネットワーク効果等のデジタルサービスの特徴を踏まえた市場画定

や競争制限効果の検討を行うことに加え、スタートアップ企業のような、現時点で

は規模は小さいもののデータ・知的財産権等の競争上重要な資産等を有している

企業が買収される場合の競争制限効果についての考え方を明示した。さらに、垂直

型・混合型企業結合の審査における競争制限のメカニズムを整理して示した。 

また、同時に改定した手続対応方針では、審査の手続面について、売上高は小さ

いものの高い潜在的競争力を有する会社が買収される企業結合は、届出基準を満

たさない場合であっても、買収に係る対価の総額が大きいなど、一定の場合には企

業結合審査を行う旨を示したほか、審査の中で当事会社の内部文書の提出を求め

ることがある旨を明らかにした。 

公正取引委員会は、手続対応方針の改定を踏まえ、届出基準を満たさない案件に

ついても必要な審査を実施しており、令和３年度においては、例えば、マイクロソ

フト・コーポレーション及びニュアンス・コミュニケーションズ・インクの統合、

アマゾン・ドットコム・インク及び MGM ホールディングス・インクの統合、グーグ

ル・インターナショナル・エルエルシーによる株式会社ｐｒｉｎｇの株式取得、ペ

イパル・ホールディングス・インクによる株式会社Ｐａｉｄｙの株式取得といった

案件について審査を行ったところ、いずれも独占禁止法上の問題はなかった。 

 

２ 企業結合審査に係るエンフォースメント（執行）の強化 

⑴ 体制の強化 

公正取引委員会は、令和３年４月、官房審議官（企業結合担当）の設置及び上

席企業結合調査官の増員等によって、デジタル分野の企業結合に対する審査体制

を強化している。続いて、令和４年４月には、経済分析体制の強化を企図して、

独占禁止法違反被疑事件審査、企業結合審査、各種実態調査等における経済分析

                                                   
1 株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ及び株式会社ドワンゴによる共同株式移転（平成 26 年度）、ヤフー㈱に

よる㈱一休の株式取得（平成 27 年度）等 

（参考２） 
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業務を専門に担当する経済分析室を新設した。 

⑵ エンフォースメントの強化 

公正取引委員会は、デジタル分野の企業結合案件について、デジタル市場の特

性を踏まえ、以下のような取組により迅速かつ的確なエンフォースメントを推進

していく2。 

 

ア 個別案件に係る情報・意見の募集 

企業結合審査については、これまでも第２次審査を開始した案件について、

第２次審査開始と同時に第三者から意見聴取する旨公表し、広く意見を求めて

きたところであるが、デジタル分野の案件を中心に、複雑かつ急速に変化する

市場状況において、より広く第三者からの意見を収集する必要があると考えら

れるような企業結合案件については、第２次審査の開始の如何を問わずに、必

要に応じて、第三者から意見聴取する旨公表し、情報・意見を募集する。 

 

イ 企業結合審査における内部文書の活用 

迅速かつ的確な企業結合審査を実施するためには、当該企業結合に関連する

事実関係の正確な把握が極めて重要であり、そのために当事会社グループ（企

業結合を行う会社及びそれと結合関係を有する会社の集団をいう。）や利害関係

者から内部文書の提出を求めることがある。特にデジタル市場の企業結合案件

については、急速に市場状況が変化する中で、当該当事会社グループがどのよ

うな意図・目的をもって企業結合を計画しているのか、企業結合の結果、需要

者や競争事業者等の様々な利害関係者にどのような影響が生じると予測してい

るのか、市場の将来をどのように予測しているのかなどを把握する必要がある

ため、審査の初期段階から取締役会における資料や社内の競争分析に係る資料

などの内部文書の提出を求め、企業結合審査を実施していく（公正取引委員会

が内部文書の提出を求める場合の実務がどのようなものであるかについては、

別添の資料を参照されたい。）。 

 

ウ 経済分析の活用 

企業結合審査においては、これまでも積極的に経済分析を活用してきたが、

引き続き、新たに設立された経済分析室が中心となって実施する、より洗練さ

れた経済分析を活用して、競争への影響や措置の有効性等を把握する。 

 

３ 個別案件における企業結合審査の内容に係る公表 

公正取引委員会は、デジタル分野の個別案件について、改定した企業結合ガイド

ライン等で示した考え方に沿って企業結合審査を実施しているが、その具体的な内

容については、Ｚホールディングス株式会社及びＬＩＮＥ株式会社の経営統合（令

                                                   
2 こうした取組に関して、公正取引委員会は、令和４年６月、「デジタル化等社会経済の変化に対応

した競争政策の積極的な推進に向けて―アドボカシーとエンフォースメントの連携の強化―」を公表

した。 



 ２３ 

和２年８月４日公表）、グーグル・エルエルシー及びフィットビット・インクの統合

（令和３年１月１４日公表）及びセールスフォース・ドットコム・インク及びスラ

ック・テクノロジーズ・インクの統合（令和３年７月１日公表）の各個別案件にお

ける審査内容を公表し、明らかにしてきている。 

 



 ２４ 

企業結合審査における内部文書の提出に係る公正取引委員会の実務 

 

 企業結合が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるか否かに

ついての審査（以下、この審査を「企業結合審査」という。）においては、企業結合に

関する事実確認のため、企業結合を行う会社及びそれと結合関係を有する会社（以下、

併せて「当事会社グループ」という。）等に対して内部文書（取締役会資料、経営会議

資料等の事業者内部で作成・利用された文書）の提出を求める場合1がある（「企業結

合審査の手続に関する対応方針（手続対応方針）」（平成 23 年６月 14 日公正取引委員

会））別添（注１）参照）。 

 迅速かつ的確な企業結合審査を実施する上では、企業結合計画に関する正確な事実

関係の把握が極めて重要であり、内部文書は、そのための重要な資料の一つとなるも

のである。公正取引委員会が内部文書の提出を求める場合の実務は以下のようなもの

となっている。 

 

１ 企業結合審査における内部文書の提出の意義 

  企業結合審査においては、届出書の記載事項及び添付書類のほか、企業結合の内

容に応じて様々な資料を参考としている（手続対応方針別添参照）。企業結合審査

において参考とする資料には、内部文書が含まれる場合があり、そのような場合に

は、公正取引委員会から当事会社グループのほか、必要に応じて、当事会社グルー

プが供給する商品・役務の需要者や当事会社グループの競争者等（以下「第三者」

という。）に対して内部文書の提出を求めることがある。 

  当事会社グループや第三者が公正取引委員会に内部文書を提出することにより、

当事会社グループがどのような意図・目的をもって企業結合を計画しているのか、

企業結合の結果、第三者にどのような影響が生じると予測しているのか、市場の将

来をどのように予測しているのかなどについて、公正取引委員会も詳細かつ正確に

把握できるようになり、迅速かつ的確な企業結合審査に資すると考えられる。特に、

デジタル分野の企業結合案件については、急速に市場状況が変化する中で、これら

の内部文書が競争への影響を判断する際に必要となる場合が多く、こうした内部文

書の活用が国際的にも標準的な審査手法となっている。 

 

２ 提出を求める内部文書の範囲 

  公正取引委員会は、前記１の企業結合審査における内部文書の提出の意義を前提

として、内部文書の確認が必要と判断した場合、まず、企業結合の内容や市場の状

況に応じて、企業結合審査に必要と考える範囲で、主に以下に例示した内部文書の

中から必要と考えるものの提出を求めることとなる。その後、案件における内部文

書の確認の必要性の程度に応じて、当事会社グループ等からの相談に応じた上で、

提出を受ける具体的な内部文書の範囲について特定を行う。その際、組織図や従業

員リスト等の一部の文書の提出を受けた上で、当該内部文書の内容を踏まえ、他に

提出を求める内部文書の範囲について検討を行う場合がある。 

                                                   
1 経済分析を行う場合には、別途、各種データの提出を求めることがある。 

（参考２の別添） 



 ２５ 

提出を求める内部文書の対象期間については、案件により様々だが、多くの案件

では内部文書の提出を求めた時点より２年程度以前からの文書について提出を求

めている。また、当該内部文書の作成の時期について特段の指定のないものについ

ては、企業結合の検討段階以降に作成したものに限らず、それ以前に作成した内部

文書の提出を求める場合がある。 

 

  企業結合に関連する当事会社グループの取締役会等の各種会議等で使用された

資料や議事録等 

  当事会社グループが、企業結合の検討及び決定に当たり企業結合の目的・効果

等について検討・分析した資料や企業結合の検討を開始した経緯を示す資料 

  企業結合の検討に関与した当事会社グループの役員又は従業員の電子メール

（企業結合に関するもの） 

  企業結合の対象となる事業に係る組織・部署における、策定した事業計画や事

業上の各種戦略又は事業報告に関して作成した文書 

  企業結合の対象となる事業に係る競争者・新規参入者の事業計画・参入計画に

関して当事会社が検討・分析した際に作成した文書や競争者の範囲、競争力、競

合の程度についての当事会社の認識や評価を示す資料 

  企業結合の対象となる事業に係る商品・役務の価格、数量又は市場研究、市場

予測、市場調査等のマーケティングに関する報告書（当事会社又は調査会社等が

作成したもの） 

  当事会社グループの組織図、各組織・部署の業務内容を示す資料及び従業員リ

スト（会社全体及び企業結合に関連する一定の取引分野における商品・役務の提

供、価格決定又はマーケティングに従事する組織又は部署ごと） 

 

  提出する内部文書について、当事会社グループ等が一定の抽出・選定作業を行う

ことを希望する場合には、公正取引委員会は提出範囲などに関する相談に先立って

又はその過程において、当事会社グループ等に対して当該抽出・選定の方法等につ

いて説明を求め、対応について協議を求めている。説明を求める主な事項の例は以

下のとおりである。 

 

  抽出・選定作業を行う必要性・合理性の有無 

  抽出・選定作業を行う場合、その範囲（対象部署・対象者等の人的範囲のほか、

電子メールサーバー、ローカルフォルダ、共有フォルダ、外部メモリ等の物的範

囲や対象期間の範囲を含む。）及び当該範囲とする理由 

  検索ワード等による抽出・選定の場合、使用する検索条件、使用するツール（フ

ォレンジック業者を利用する場合にはその概要を含む。）、抽出・選定された内部

文書について更に絞込みを行う場合には、当該絞込み作業の体制、絞込みの基準、

使用するツール等 

  抽出・選定対象となり得る内部文書の保全状況（破棄等が行われていないこと

の確認） 
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また、公正取引委員会が企業結合審査を行い、内部文書の提出を求める場合、抽

出・選定対象となり得る内部文書については、公正取引委員会が内部文書の提出を

求めた時点から破棄することを避け、企業結合審査が終了するまで、保全・保存を

求めている。また、後記３のとおり、公正取引委員会が内部文書の提出を求める前

に当事会社グループにおいて内部文書を示す形で企業結合の目的等について説明

を実施した場合においても、当該時点から内部文書の保全・保存をお願いしている。 

 

３ 内部文書の提出時期 

公正取引委員会は、第２次審査に至らない案件についても内部文書の提出を求め

る場合がある。また、公正取引委員会からの求めを受ける前の段階から、当事会社

グループにおいて、内部文書を示す形で企業結合の目的等について説明を実施する

ことは、迅速かつ的確な企業結合審査に資する場合がある。 

 

４ 内部文書の提出方法 

内部文書を提出する方法については、公正取引委員会と当事会社等との間で最適

な方法を検討している。具体的な方法としては、主に、以下の方法の中から当事会

社グループ等のシステム、内部文書の種類や量等に応じて最も適当なものを選択し

ている。 

 

 電子メールへの添付（メール本文を含めて 50 メガバイトを超える容量となる

場合、分割送付をしていただいている。） 

 ハードディスクやＤＶＤ等の記録媒体での提出 

 公正取引委員会の指定するファイル転送サービスでのデータの提出 

   

また、提出の際には必要に応じて以下の点についても対応を求めている。 

 

 パスワード等のセキュリティ措置の解除 

 文書内の文字列を検索可能な形式での提出 

 メタデータの提出 

 添付文書・引用文書等の関連文書の提出 

 重複する文書の削除 

 記録媒体の返却要否等についての連絡 

 必要な範囲での和訳の提出又は日本語での説明 

 提出時のデータの分類・整理 

 



 ２７ 

令和３年度において第２次審査で終了した案件 

及び第２次審査終了前に取下げがあった案件の審査の経緯等 

 

１ グローバルウェーハズ・ゲーエムベーハーによるシルトロニック・アーゲーの株

式取得 

 ⑴ 概要 

本件は、シリコンウェーハの製造販売業を営むグローバルウェーハズ・ゲー

エムベーハーが、シリコンウェーハの製造販売業を営むシルトロニック・アー

ゲーの株式に係る議決権の 70.0％以上を取得すること（以下「本件行為」とい

う。）を計画しているものであった。 

 

 ⑵ 経緯 

令和３年 ５月 17 日 株式取得に関する計画の届出の受理（第１次審査

の開始） 

 ６月 15 日 報告等の要請（第２次審査の開始） 

 10 月４日 全ての報告等の受理 

（意見聴取の通知期限：令和４年１月３日） 

 11 月 26 日 排除措置命令を行わない旨の通知 

   

 ⑶ 結論 

公正取引委員会は、本件行為が一定の取引分野における競争を実質的に制限

することとなるとはいえないと判断した。 

 

  （参考）海外当局との連絡調整 

本件については、海外競争当局も審査を行っており、公正取引委員会は、

シンガポール競争・消費者委員会及び米国連邦取引委員会との間で情報交換

を行いつつ審査を進めた。 

 

 

２ 韓国造船海洋株式会社による大宇造船海洋株式会社の株式取得 

 ⑴ 概要 

本件は、韓国造船海洋株式会社（以下「韓国造船海洋」という。）が大宇造船

海洋株式会社（以下、韓国造船海洋と併せて「当事会社」という。）の株式に係

る議決権の 50.0％を超えて取得すること（以下「本件株式取得」という。）を計

画しているものであった。 

 

 ⑵ 経緯 

平成 31 年 １月 31 日 現代重工業持株株式会社（韓国造船海洋の最終親

会社）が本件株式取得に関する計画を公表 

令和２年 ２月 25 日 本件株式取得に関する計画の届出の受理（第１次

審査の開始） 

 ３月 19 日 報告等の要請（第２次審査の開始） 

令和４年 １月 14 日 韓国造船海洋による届出の取下げ 

（参考３） 



 ２８ 

 ３月８日 当事会社らが本件株式取得に係る契約を解除 

 

 ⑶ 結論 

当事会社らが本件株式取得に係る契約を解除したことから、公正取引委員会

は審査を終了した。 

 

  （参考）海外当局との連絡調整 

本件については、海外競争当局も審査を行っており、公正取引委員会は、

シンガポール競争・消費者委員会、欧州委員会、韓国公正取引委員会及び中

国市場監督管理総局との間で情報交換を行いつつ審査を進めた。 



  

 

 

 

令和３年度における主要な企業結合事例について 

 

 

令和４年６月２２日 

公 正 取 引 委 員 会 

 

 公正取引委員会は、企業結合審査の透明性を確保し、予見可能性の向上を図る観点

から、これまで、企業結合審査における独占禁止法の適用の考え方を「企業結合審査

に関する独占禁止法の運用指針（企業結合ガイドライン）」（平成１６年５月３１日

公正取引委員会）として策定・公表するとともに、各年度における主要な企業結合事

例の審査結果を取りまとめ、公表してきたところである。 

 令和３年度についても主要な企業結合事例の審査結果を公表することとした。 

 

企業結合を計画する会社におかれては、企業結合ガイドラインとともに、今回公表

する主要な企業結合事例を併せて活用していただきたい。 

  

別添２ 



 

令和３年度における主要な企業結合事例 

 

番 

号 

事 例 

（主な検討分野） 

主な特徴 

頁 

 
 

水
平 

 
 

垂
直 

 
 

混
合 

問 題 解
消 措 置 

経済 
分析 

海外当局
との情報

交換 

結合 
関係 

１ 日本製鉄㈱による東京製綱㈱の株式取得       ○ １ 

２ 

グローバルウェーハズ・ゲーエムベーハー

によるシルトロニック・アーゲーの株式取

得（シリコンウェーハ） 

（令和３年１１月２６日公表） 

○    ○ ○  ６ 

３ 

神鋼建材工業㈱による日鉄建材㈱の鋼製

防護柵及び防音壁事業の吸収分割 

（ガードレール） 

○   ○ ○ 

 

 17 

４ 
日本電産㈱による三菱重工工作機械㈱の

株式取得（歯車機械） 
 ○    

 

 33 

５ 

ＥＮＥＯＳ㈱によるジャパン・リニューア

ブル・エナジー㈱の株式取得 

（再生可能エネルギー） 

○     

 

 45 

６ 

セールスフォース・ドットコム・インク及

びスラック・テクノロジーズ・インクの統

合（顧客管理ソフトウェア） 

（令和３年７月１日公表） 

  ○  ○ ○  51 

７ 

㈱メルコホールディングスによる㈱セゾ

ン情報システムズの株式取得 

（ファイル転送サービス） 

  ○   

 

 88 

８ 
東京青果㈱による東一神田青果㈱の株式

取得（青果卸売） 
○     

 

 100 

９ 
イオン㈱による㈱フジの株式取得 

（スーパーマーケット、ドラッグストア） 
○     

 

○ 110 

10 

ＧＭＯフィナンシャルホールディングス

㈱によるワイジェイＦＸ㈱の株式取得 

（ＦＸ取引） 

○     

 

 
○ 117 



 

（注１）事例の掲載順は、企業結合審査の対象となった商品・役務に係る事業の日本標準産業分

類上の順序による。 

（注２）各事例では、当事会社に関する秘密情報や競争事業者名等を伏せている。競争事業者に

ついては、任意のアルファベットを用いている。 

（注３）各事例に記載している市場シェア、行為後のＨＨＩ（ハーフィンダール・ハーシュマン

指数をいう。以下同じ。）の水準、行為によるＨＨＩの増分等の計数は、当事会社から提出

された資料等に基づいて算出したものを、公正取引委員会において概数として表記してい

る。その際、市場シェアについては、例えば３７．５％以上４２．５％未満を「約４０％」

とするなど、原則として５％単位で表記している。このため合計値は必ずしも１００にな

るとは限らない。 

（注４）各事例において、水平型企業結合とは、同一の一定の取引分野において競争関係にある

会社間の企業結合をいい、垂直型企業結合とは、例えば、メーカーとその商品の販売業者

との間の合併など取引段階を異にする会社間の企業結合をいい、混合型企業結合とは、例

えば、異業種に属する会社間の合併、一定の取引分野の地理的範囲を異にする会社間の株

式保有など水平型企業結合又は垂直型企業結合のいずれにも該当しない企業結合をいう。 

（注５）令和３年度に審査を終了した主要な企業結合事例として、このほかに、㈱福井銀行によ

る㈱福邦銀行の株式取得の件がある。本件は、令和３年６月１６日に公表するとともに、

「令和２年度における主要な企業結合事例」（令和３年７月７日公表）の事例９として掲載

しているため、ここには掲載していない。



事例１ 日本製鉄㈱／東京製綱㈱ 

 

１ 

 

事例１ 日本製鉄㈱による東京製綱㈱の株式取得 

 

第１  当事会社 

日本製鉄株式会社（法人番号3010001008848）（以下「日本製鉄」という。）は、

主に鉄鋼製品の製造販売業を営んでいる。 

   東京製綱株式会社（法人番号7010001034997）（以下「東京製綱」という。）は、

主にワイヤーロープやスチールコードの製造販売事業等を営んでいる。 

   以下では、日本製鉄を最終親会社として既に結合関係が形成されている企業の

集団を「日本製鉄グループ」と、東京製綱を最終親会社として既に結合関係が形

成されている企業の集団を「東京製綱グループ」といい、日本製鉄グループと東

京製綱グループを併せて「当事会社グループ」という。 

 

第２  本件の概要及び関係法条 

本件は、日本製鉄が、公開買付けの方法により、東京製綱の株式に係る議決権

を１０％取得し、その結果、日本製鉄の議決権保有比率が１９.９１％となった

ものである（以下「本件行為」という。）。 

関係法条は独占禁止法第１０条である。 

 

第３  本件行為に係る経緯 

本件行為に係る経緯は以下のとおりである。 

 

令和３年１月 ・日本製鉄が本件行為に係る公開買付け（以下「本件ＴＯＢ」

という。）の開始を公表。 

・公表文において、日本製鉄は、本件ＴＯＢ終了後、東京製綱

の経営体制及びガバナンス体制の再構築に向けて、新たに社

内人材を同社の取締役として選任することや独立性及び多様

性を確保した取締役会の構成等について協議を行い、当該協

議を踏まえた必要な提案を行っていく意向を表明。 

同年２月 ・東京製綱が本件ＴＯＢに対する反対を表明。 

同年３月 ・本件ＴＯＢが成立。 

同年６月 ・東京製綱定時株主総会において、東京製綱は会社提案として

全取締役及び監査役の選任議案を上程。 

・提案された取締役候補及び監査役候補は全て新任であり、そ

の構成は、上記公表文において示された日本製鉄の意向に沿

うものであった 

・東京製綱定時株主総会において、上記会社提案が賛成多数に

より可決。日本製鉄の意向に沿う形で取締役及び監査役が交

代することとなった。 
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第４  日本製鉄と東京製綱との間の結合関係の有無 

 問題の所在 

本件ＴＯＢの開始が公表された時点において、日本製鉄は東京製綱の株式に係

る議決権の９.９１％を保有する筆頭株主であった。企業結合審査に関する独占

禁止法の運用指針（平成１６年５月３１日公正取引委員会。（以下「企業結合ガ

イドライン」という。）第１の１(1)イにおいては、議決権保有比率が１０％以下

の場合は、「複数の企業が株式保有、合併等により一定程度又は完全に一体化し

て事業活動を行う関係」、すなわち結合関係が形成・維持・強化されず、企業結

合審査の対象とはならないとされている。 

しかしながら、本件行為が実行された場合（本件ＴＯＢが成功した場合）には、

日本製鉄の議決権保有比率は１９.９１％となることから、本件行為により、日

本製鉄と東京製綱との間に結合関係が形成・維持・強化されることとなるか否か

が問題となる。 

なお、本件行為実行後においても日本製鉄の議決権保有比率は２０％に満たな

いことから、本件行為は、独占禁止法第１０条第２項に規定する事前届出の対象

とはならないものであった。 

 

 結合関係に係る検討 

(1) 議決権保有比率、当事会社間の取引関係、役員兼任関係等 

企業結合ガイドライン第１の１(1)イにおいては、株式取得会社単体の議決

権保有比率が１０％を超え、かつ、議決権保有比率の順位が第３位以内の場合
1には、議決権保有比率の程度、議決権保有比率の順位、一方当事会社の役員又

は従業員が他方当事会社の役員となっているか否かの関係、当事会社間の取引

関係、当事会社間の業務提携等の関係等の事情を考慮して、結合関係の有無を

判断することとされている。 

前記のとおり、本件行為が実行された場合（本件ＴＯＢが成立した場合）に

は、日本製鉄の議決権保有比率は１９.９１％となる。また、議決権保有比率の

順位は本件ＴＯＢの開始前と同じ第１位であるが、第２位以下の株主は信託銀

                                                      
1 企業結合ガイドライン第１の１(1)アにおいては、 

(ｱ) 株式所有会社の属する企業結合集団（独占禁止法第１０条第２項に規定する企業結合集団をい

う。以下同じ。）に属する会社等が保有する議決権の割合の合計が５０％を超える場合、又は 

(ｲ) 株式所有会社の属する企業結合集団に属する会社等が保有する議決権の割合の合計が２０％を

超え、かつ、株主順位が単独で第１位の場合 

には、株式所有会社と株式発行会社との間に結合関係が認められるとされている。また、企業結合ガ

イドライン第１の１(1)イのただし書においては「議決権保有比率が１０％以下の場合又は議決権保

有比率の順位が第４位以下」の場合は、結合関係が形成・維持・強化されず、企業結合審査の対象と

ならないとされている。 

したがって、本文でいう「株式取得会社単体の議決権保有比率が１０％を超え、かつ、議決権保有

比率の順位が第３位以内の場合」とは、上記(ｱ)又は(ｲ)に該当せず、かつ、上記ただし書にも該当し

ない場合を意味する。 
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行等であり、その議決権保有比率は数％にとどまっていることから、他の株主

との間の議決権保有比率の格差は大きく広がることとなる。 

また、日本製鉄は、東京製綱に対し、東京製綱の主要製品であるワイヤロー

プ等の原料である線材等を供給する母材メーカーとしての取引関係を有して

いたほか、東京製綱との間で、スチールコード関連事業に関する製品共同開発

の実施や鋼索鋼線関連事業に関する共同研究開発等を行う関係にあった。 

なお、本件ＴＯＢの開始前において、日本製鉄の役員若しくは従業員が東京

製綱の役員となっている、又は東京製綱の役員若しくは従業員が日本製鉄の役

員となっているという関係はなかった。 

 

(2) 本件ＴＯＢの目的及び本件ＴＯＢ成立後における東京製綱経営陣の交代 

本件ＴＯＢの開始に際して、日本製鉄は、本件ＴＯＢの目的は東京製綱の長

年にわたる業績不振の改善による企業価値の向上にあるとした。 

日本製鉄は、東京製綱の長年にわたる業績不振の原因は、同社の経営陣によ

る経営方針の誤り及び同社のガバナンス体制に係る機能不全にあるとした。 

また、日本製鉄は、これまでも継続的に東京製綱の経営陣に対して経営方針

の変更を促すとともに、毎年開催される東京製綱の定時株主総会においては継

続して東京製綱の複数の取締役の選任議案に反対票を投じてきたにもかかわ

らず、東京製綱においては問題の改善が図られなかったとした。 

日本製鉄は、本件ＴＯＢにより東京製綱の経営体制及びガバナンス体制の再

構築を促すとし、本件ＴＯＢが成立した場合には、新たに社内人材を取締役と

して選任することや独立性・多様性を確保した取締役会の構成等について東京

製綱と協議を行い、当該協議を踏まえた必要な提案を行っていく予定であると

した。 

東京製綱は、当初、日本製鉄による本件ＴＯＢ開始に対して反対の意見を表

明したが、本件ＴＯＢが成立した後、取締役会において全取締役及び監査役の

交代を内定するとともに、その選任議案を会社提案として定時株主総会に上程

した。提案された取締役候補及び監査役候補は全て新任であり、その構成は、

日本製鉄が本件ＴＯＢの開始に際して公表した意向に沿うものであった（ただ

し、当該提案に係る候補の中に、日本製鉄の役員若しくは従業員、又は日本製

鉄の退職者は含まれていなかった。）。 

令和３年６月に開催された東京製綱の定時株主総会において、上記会社提案

は賛成多数により可決し、日本製鉄の意向に沿う形で東京製綱の取締役及び監

査役が交代することとなった。 

 

(3) 小括 

前記(1)のとおり、本件行為により日本製鉄の東京製綱に対する議決権保有

比率は１９.９１％となること、その順位は第１位であり、第２位以下の他の
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株主との間の議決権保有比率の格差は大きいこと、両当事会社間には原料の取

引関係があること、両当事会社間には共同研究開発等を行う関係があることと

いった事情に加え、前記(2)のとおり、日本製鉄はこれまで継続的に東京製綱

の経営陣の交代による経営方針の変更を促してきたにもかかわらずそれが実

現されなかったことから、本件ＴＯＢを通じて東京製綱の経営陣を交代させて

その経営方針を変更させるべく本件行為を行い、実際に東京製綱の定時株主総

会において自らの意向どおりに経営陣の交代を実現させたという事情を総合

的に考慮すると、本件行為の結果、当事会社グループには結合関係が形成され

るに至ったと認められる。 

このため、当委員会は、日本製鉄に対して、本件行為により当事会社グルー

プに結合関係が形成されるに至ったことから、本件行為について企業結合審査

を行う旨を伝えた。 

 

第５  当事会社による措置の申出 

 措置の内容 

当委員会が前記第４の２(3)のとおり伝えたところ、日本製鉄から、当事会社

グループ間の結合関係を解消するべく、以下の内容を含む措置（以下「本件措置」

という。）の提案があった。 

 

① 日本製鉄は東京製綱の議決権保有比率を１０％以下とすべく、１,６２５,

５００株相当分を市場等で売却する（売却完了後、日本製鉄の議決権保有比

率は本件ＴＯＢ開始直前と同じ９.９１％となる。）。 

② 上記①の売却は、本件行為の買付価格（１株１,５００円）以上となる価格

で、かつ東京製綱の企業価値の回復・向上という本件ＴＯＢの最終的な目的

が果たされたとの評価をステークホルダー及び証券市場から受けられるタ

イミングかつ数量で、可及的速やかに行う。 

③ 日本製鉄は、上記①の売却が完了するまでの間、東京製綱の株主総会にお

いて、その保有する東京製綱の普通株式のうち、議決権保有比率が１０％を

超える部分については議決権を行使しない。ただし、株式売却後、新たな株

主が基準日の関係で議決権を行使できない場合に、新たな株主の指示に従っ

て議決権を行使することは妨げられない。 

④ 日本製鉄は、上記①の売却が完了するまでの間、自社の役員及び従業員を

して東京製綱の役員と兼務させず、自社出身者を東京製綱の役員に推薦し

ない。 

⑤ 上記①の売却が完了するまでの間、東京製綱の株式の売却状況及び保有状

況について、当委員会に対して年１回の定期報告を行う。 
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 本件措置に対する評価 

(1) 本件措置①について 

本件措置①は、当事会社グループ間の結合関係を解消するための措置として

適当であると評価できる。 

 

(2) 本件措置②について 

東京製綱株式の売却は、可能な限り速やかに行われることが望ましいものの、

売却のタイミングについて一定の条件を設けることはやむを得ないと考えら

れる。また、日本製鉄は本件措置を実施することを自ら公表しているため、条

件を充足していると考えられるにもかかわらず東京製綱株式の売却が行われ

なければ資本市場からの批判を受けることが想定されること、そもそも議決権

行使ができない株式は資産的価値に乏しいため、早期に売却を行わなければ日

本製鉄経営陣は同社株主からの批判に晒されることが予想されることなどか

らすれば、日本製鉄に殊更東京製綱株式の売却のタイミングを引き延ばすイン

センティブは乏しいと考えられる。さらに、売却が完了するまでの間は下記の

とおり本件措置③が適用されるため、売却までに一定の期間を要したとしても

大きな実害は生じないと考えられる。 

 

(3) 本件措置③について 

本件措置③の内容は、可及的速やかに９.９１％を超える部分について株式

を売却することを前提に、それまでの過渡的な措置として、議決権保有比率１

０％を超える部分について東京製綱に対する日本製鉄の影響力を行使させな

いことを担保し、売却完了までの間、東京製綱株式の売却を行ったのと同等の

状況を作出するものとして適当であると評価できる。 

 

(4) 本件措置案④について 

本件措置案④の内容は、他の本件措置と併せて評価すれば、日本製鉄に東京

製綱に対する影響力を行使させないことを担保するものとして適当であると

評価できる。 

 

(5) 本件措置⑤について 

本件措置⑤の内容は、本件措置①から④までの履行状況を把握するための措

置として適当であると考えられる。 

 

第６  結論 

当事会社が申し出た措置を講ずることを前提とすれば、当事会社グループ間の

結合関係は解消されることから、本件行為に係る企業結合審査は要しないと判断

した。
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事例２ グローバルウェーハズ・ゲーエムベーハーによるシルトロニック・アーゲー

の株式取得 

 

第１  当事会社グループ 

グローバルウェーハズ・ゲーエムベーハー（GlobalWafers GmbH。以下「ＧＷ」

といい、同社の最終親会社であり台湾に本社を置くシノアメリカン・シリコン・

プロダクツ・インクと結合関係が形成されている企業の集団を「ＧＷグループ」

という。）は、ドイツに本社を置き、ＧＷグループは、シリコンウェーハの製造

販売業を営んでいる。 

シルトロニック・アーゲー（Siltronic AG。以下「シルトロニック」といい、

シルトロニック及びシルトロニックと結合関係が形成されている企業の集団を

「シルトロニックグループ」という。）は、ドイツに本社を置き、シルトロニッ

クグループは、シリコンウェーハの製造販売業を営んでいる。  

以下、ＧＷグループとシルトロニックグループを併せて「当事会社グループ」

という。 

 

第２  本件の概要及び関係法条 

本件は、ＧＷがシルトロニックの株式に係る議決権について、５０％を超えて

（１３.７％→７０.０％以上）取得すること（以下「本件行為」という。）を計

画しているものである2。 

関係法条は、独占禁止法第１０条である。 

 

第３  本件審査の経緯等 

 本件審査の経緯 

当事会社グループは、令和２年１２月以降、本件行為が競争を実質的に制限す

ることとはならないと考える旨の意見書及び資料を自主的に公正取引委員会に

提出し、当委員会は、当事会社グループの求めに応じて、当事会社グループとの

間で数次にわたり意見交換を行った。その後、令和３年５月１７日に、ＧＷから、

独占禁止法の規定に基づき本件行為に関する計画届出書が提出されたため、当委

員会はこれを受理し、第１次審査を開始した。当委員会は、上記届出書及び当事

会社グループから提出された意見書や資料を踏まえつつ、競争事業者のヒアリン

グを実施するなどして、第１次審査を進めた結果、より詳細な審査が必要である

と認められたことから、同年６月１５日にＧＷに対し報告等の要請を行い、第２

次審査を開始するとともに、同日、第２次審査を開始したこと及び第三者からの

                                                      
2 ＧＷグループは、令和４年２月１日、シルトロニックに対する公開買付けが令和４年１月３１日の

期限までに条件を満たさなかった旨公表している。 
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意見書を受け付けることを公表した3。 

第２次審査において、当委員会は、当事会社グループとの間で数次にわたり意

見交換を行い、論点等の説明及び議論を行った。ＧＷに対する報告等の要請につ

いては、令和３年１０月４日に提出された報告等をもって、全ての報告等が提出

された。 

また、ＧＷから順次提出された報告等のほか、需要者及び競争事業者に対する

ヒアリング、書面調査、経済分析の結果等を踏まえて、本件行為が競争に与える

影響について審査を進めた。 

加えて、本件行為については海外競争当局も審査を行っており、当委員会は、

シンガポール競争・消費者委員会及び米国連邦取引委員会との間で情報交換を行

いつつ審査を進めた。 

 

 審査結果の概要 

公正取引委員会は、当事会社グループが競合する各取引分野のうち、競争に与

える影響が大きいと考えられた５つの取引分野について重点的な審査を行った

ところ、後記第４から第７までのとおり、いずれも本件行為により競争を実質的

に制限することとはならないと判断した。 

 

第４  シリコンウェーハ 

 概要 

ウェーハとは、厚さ１㎜程度の円形の薄板であり、ダイオード、トランジスタ、

集積回路といった半導体デバイスの回路を搭載する基板として使用されるもの

である。需要者は半導体デバイスを製造する半導体デバイスメーカーである。 

ウェーハには、①シリコンを原材料とするシリコンウェーハ、②シリコンを含

まないウェーハ、③シリコンとそれ以外の原材料が含まれるウェーハがあり（以

下、②及び③を併せて「シリコン以外を原材料とするウェーハ」という。）、シ

リコンウェーハはさらに、単結晶シリコンの製造方法、口径、加工方法等、ドー

パント及び結晶方位の各要素の組合せにより、導電性等の特性が異なる（以下、

上記各要素を組み合わせて製造されたシリコンウェーハを「シリコンウェーハの

種類」という。）。 

各要素の詳細は、以下のとおりである。 

 

(1) 単結晶シリコンの製造方法 

シリコンウェーハメーカーは、多結晶シリコンから単結晶シリコンを製造し、

それを加工して、シリコンウェーハを製造する。 

単結晶シリコンの製造方法には、ＣＺ法、ＭＣＺ法及びＦＺ法があり、製造

                                                      
3 意見書提出期限までに第三者からの意見書は提出されなかった。 
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方法の違いにより、製造可能となるシリコンウェーハの大きさや導電性などが

異なる。 

ＣＺ法は、多結晶シリコンを石英るつぼで溶かし、溶けたシリコンの中に細

い棒状の単結晶シリコン（種結晶）を浸し、その種結晶を回転させゆっくりと

引き上げることにより、必要な大きさの単結晶シリコンを製造する方法であり、

ＭＣＺ法は、ＣＺ法と同様の方法で単結晶シリコンを製造し、種結晶の引上げ

の際に磁場発生装置を使用する方法である。 

ＦＺ法は、円柱状の多結晶シリコンを誘導コイルの上に設置してその下に単

結晶シリコン（種結晶）を設置し、高周波の電磁場により多結晶シリコンの下

部にあるシリコンを溶かし、誘導コイルで下にある単結晶にシリコンが流れる

量を調整しながら、必要な大きさの単結晶シリコンを製造する方法である。 

 

(2) 口径 

シリコンウェーハの口径には、５０mm、７５㎜、１００㎜、１２５㎜、１５

０㎜、２００㎜及び３００㎜がある4。 

 

(3) 加工方法等 

シリコンウェーハの加工方法等及び当該違いによるシリコンウェーハの特

徴は、表１のとおりである。 

 

【表１ 加工方法等5】 

加工方法等 特徴 

ノンポリッシュド 
表面を研磨しないシリコンウェーハ。他のシリコン

ウェーハに比べて表面が粗い。 

ポリッシュド 

片面又は両面を鏡面に研磨したシリコンウェーハ。

表面が極めて平らであり、最も標準的なものであ

る。 

エピタキシャル 

研磨の工程を終えたシリコンウェーハの上に、非常

に薄い単結晶シリコン層を堆積させたもの。製造過

程で生じたシリコンウェーハの損傷を修復できる。 

 

(4) ドーパント 

ドーパントとは、半導体デバイスの導電性等の特性に差異を生じさせるため

にシリコンウェーハに添加する不純物のことである。 

                                                      
4 これら口径は、SEMI（国際半導体製造装置材料協会）が定めた商業用の規格である。 
5 加工方法には、この他にもアニールや拡散があるが、これらの加工をしたシリコンウェーハは、当

事会社間において競合していない。 
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ドーパントには、リン、ヒ素、アンチモン、ホウ素があり、これらの種類や

量によってシリコンウェーハの特性が変化する。 

 

(5) 結晶方位 

結晶方位とは、単結晶シリコンに含まれるシリコン結晶の表面の切断面の仕

様のことであり、「１００」、「１１１」、「１１０」の３種類がある。 

 

 一定の取引分野 

(1) 商品範囲 

 シリコンウェーハとシリコン以外を原材料とするウェーハ 

シリコンウェーハとシリコン以外を原材料とするウェーハは、シリコン以

外を原材料とするウェーハの方がより高性能であり価格が高いことから、代

替的に使用することはできず、需要の代替性は認められない。 

また、シリコンウェーハとシリコン以外を原材料とするウェーハは、製造

設備が異なり、製造設備の導入のための費用と期間を要するほか、シリコン

ウェーハの需要者と新たに取引を開始するためには需要者によるシリコン

ウェーハの品質等についての審査（以下「認定審査」という。）が必要とな

り、これにも一定の期間を要することから、供給の代替性も認められない。 

したがって、シリコンウェーハとシリコン以外を原材料とするウェーハは、

商品範囲が異なる。 

 

 シリコンウェーハの種類 

需要者は、単結晶シリコンの製造方法、口径、加工方法等、ドーパント及

び結晶方位という各要素の組合せを指定し、シリコンウェーハを調達してい

るところ、需要者が必要とする特性を有するシリコンウェーハの種類が複数

存在する場合と、１種類しか存在しない場合があり、シリコンウェーハの種

類間の需要の代替性は限定的である。 

シリコンウェーハの種類間における供給の代替性について、要素ごとに検

討すると次のとおりである。 

 

 単結晶シリコンの製造方法 

単結晶シリコンの製造方法は、ＣＺ法、ＭＣＺ法及びＦＺ法に分類され

るところ、シリコンウェーハメーカーは、通常、ＣＺ法の製造設備を導入

する際は磁場発生装置も設置しており、磁場発生装置のスイッチを切り替

えることによりＣＺ法とＭＣＺ法の切替えが可能であるため、ＣＺ法から

ＭＣＺ法への切替えに新たな製造設備の導入は必要なく、需要者の認定審

査のための期間のみ必要であり、短期間のうちに切り替えることが可能と

考えられることから、ＣＺ法とＭＣＺ法の間の供給の代替性が認められる。 
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他方、ＣＺ法・ＭＣＺ法とＦＺ法では必要な装置が異なり、新たに製造

設備を導入するためには一定の費用と期間が掛かることから、供給の代替

性は認められない。 

したがって、ＣＺ法・ＭＣＺ法で製造される単結晶シリコンを用いたシ

リコンウェーハとＦＺ法で製造される単結晶シリコンを用いたシリコン

ウェーハは商品範囲が異なる。 

 

 口径 

前記１(2)のとおり、シリコンウェーハの口径は５０㎜、７５㎜、１００

㎜、１２５㎜、１５０㎜、２００㎜及び３００㎜に分類される。 

シリコンウェーハの製造設備は、口径ごとに異なるところ、通常は、異

なる口径の製造設備を用いることはない。 

ただし、１５０㎜以下のシリコンウェーハについては、製造数量が少な

いことから１５０㎜の製造設備で１５０㎜より小さい口径のシリコンウ

ェーハも製造しているという実態にある。よって、５０㎜、７５㎜、１０

０㎜、１２５㎜及び１５０㎜のシリコンウェーハの間は供給の代替性が認

められる。 

以上のことから、「１５０㎜以下」、「２００㎜」及び「３００㎜」は

商品範囲が異なる。 

 

 加工方法等 

シリコンウェーハメーカーは、スライスからポリッシングまでの工程を

一連の製造設備で行っており、ノンポリッシュドとポリッシュドの切替え

は容易である。 

エピタキシャルについては、ポリッシング後に必要な加工装置を設置す

る必要があるところ、それら加工装置の導入には一定の費用と期間が必要

になることに加え、新たな種類のシリコンウェーハを取引するための需要

者の認定審査のための期間が必要であるため、短期間で新たにエピタキシ

ャルを行ったシリコンウェーハを供給することは困難である。 

したがって、ノンポリッシュドとポリッシュドの間については供給の代

替性が認められるが、ノンポリッシュド・ポリッシュドとエピタキシャル

との間の供給の代替性は認められない。 

しかしながら、ノンポリッシュドとポリッシュドは異なる商品範囲とし

た方がより競争に与える影響が大きいと考えられるため、慎重を期す観点

から、本件では「ノンポリッシュド」、「ポリッシュド」及び「エピタキ

シャル」が異なる商品範囲を構成するものとする。 
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 ドーパント 

シリコンウェーハメーカーが、異なる種類のドーパントに切り替える場

合、製造装置の洗浄等が必要となるが、新たな設備を導入する必要はない

ことから、供給の代替性が認められる。 

したがって、シリコンウェーハに異なる種類のドーパントが用いられた

としても、同一の商品範囲を構成する。 

 

 結晶方位 

シリコンウェーハメーカーが、異なる結晶方位のシリコンウェーハを製

造するためには、単結晶シリコンの製造時に使用する種結晶を変えるだけ

でよく、同一の製造設備で製造することが可能であることから、供給の代

替性が認められる。 

したがって、異なる結晶方位のシリコンウェーハであっても、同一の商

品範囲を構成する。 

 

 小括 

以上を踏まえ、単結晶シリコンの製造方法（「ＣＺ法」（ＭＣＺ法含む。

以下同じ。）、「ＦＺ法」）、口径（「１５０㎜以下」、「２００㎜」、

「３００㎜」）、加工方法等（「ノンポリッシュド」、「ポリッシュド」、

「エピタキシャル」）の各要素の組合せによるシリコンウェーハの種類ご

とに、商品範囲として画定した。 

 

(2) 地理的範囲 

現在、世界で取引されているシリコンウェーハは、日本国内外に所在するメ

ーカーにより性能・品質が大きく異なるものではなく、供給者は需要者の所在

する国を問わず取引しており、需要者も国内外の供給者を差別することなく取

引している。 

また、経済分析の結果からも日本国内市場で画定するべきという結果は得ら

れていない6 。 

したがって、地理的範囲を「世界全体」として画定した。 

 

 

 

                                                      
6 具体的には地理的範囲の候補となる地域に対する商品等の流出量・流入量を定量的に評価する経済

分析手法であるエルジンガ・ホガーティ・テスト（詳細は Elzinga, K. G, and T. F. Hogarty 

(1973) “The Problem of Geographic Market Delineation in Antimerger Suits,” Antitrust 

Bulletin, Vol. 18(1), 45-82 等。）を日本国内市場について実施したところ、流出量・流入量に係る

指標がいずれも閾値を下回った商品はなかった（流出量・流入量に係る指標の閾値は１０％を用い

た。）。 
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第５  一定の取引分野におけるセーフハーバー基準の該当性 

 当事会社グループの地位及び競争状況 

当事会社グループは、以下の１０分野において競合しているところ、１５０㎜

以下の後記の取引分野⑥から⑩までについては、他の取引分野と比べて一定程度

のシェアを有する競争事業者が多く存在していることから、本件では、取引分野

①から⑤までについて、重点的に審査することとした。 

 
単結晶シリコ
ンの製造方法 

口径 加工方法 取引分野 

ＣＺ法 

１５０㎜以下 

ノンポリッシュド ⑥ 

ポリッシュド ⑦ 

エピタキシャル ⑧ 

２００㎜ 
ポリッシュド ① 

エピタキシャル ② 

３００㎜ 
ポリッシュド ③ 

エピタキシャル ④ 

ＦＺ法 
１５０㎜以下 

ノンポリッシュド ⑨ 

ポリッシュド ⑩ 

２００㎜ ポリッシュド ⑤ 

 

取引分野①から⑤までの市場シェアの状況は表２から表６までのとおりであり、

水平型企業結合のセーフハーバー基準には該当しない。 

 

【表２ 令和２年 取引分野①のシェア】   【表３ 令和２年 取引分野②のシェア】 

順位 会社名 市場シェア  順位 会社名 市場シェア 

１ ＧＷグループ 約２５％  １ ＧＷグループ 約２５％ 

２ Ａ社 約２５％  ２ Ｅ社 約２０％ 

３ Ｂ社 約２０％  ３ Ｆ社 約２０％ 

４ Ｃ社 約１０％  ４ シルトロニックグループ 約１５％ 

５ シルトロニックグループ 約５％  ５ Ｇ社 約１０％ 

６ Ｄ社 ０－５％  ６ Ｈ社 約５％ 

－ その他 約５％  － その他 ０－５％ 

合計 １００％  合計 １００％ 

株式取得後ＨＨＩ（最大）：２３７２.０ 

ＨＨＩ増分：３６４.０ 

 株式取得後ＨＨＩ（最大）：２４２８.０  

ＨＨＩ増分：６５０.０ 
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【表４ 令和２年 取引分野③のシェア】   【表５ 令和２年 取引分野④のシェア】 

順位 会社名 市場シェア  順位 会社名 市場シェア 

１ Ｉ社 約３０％  １ Ｌ社 約３５％ 

２ Ｊ社 約２０％  ２ Ｍ社 約３０％ 

３ Ｋ社 約２０％  ３ シルトロニックグループ 約１５％ 

４ ＧＷグループ 約１５％  ４ Ｎ社 約１５％ 

５ シルトロニックグループ 約１５％  ５ ＧＷグループ 約１０％ 

－ その他 ０－５％  － その他 ０－５％ 

合計 １００％  合計 １００％ 

株式取得後ＨＨＩ（最大）：２４５２.０ 

ＨＨＩ増分：４１６.０ 

 株式取得後ＨＨＩ（最大）：２７６４.０ 

ＨＨＩ増分：２５２.０ 

 

 

【表６ 令和２年 取引分野⑤の市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ シルトロニックグループ 約５０％ 

２ Ｏ社 約２５％ 

３ Ｐ社 約１５％ 

４ ＧＷグループ 約５％ 

－ その他 ０－５％ 

合計 １００％ 

株式取得後ＨＨＩ（最大）：３９４６.０ 

ＨＨＩ増分：７００.０ 

 

第６  独占禁止法上の評価 

 単独行動による競争の実質的制限 

(1) 当事会社グループの地位及び競争者の状況 

取引分野①から⑤までには、複数の有力な競争事業者を含め、多数の競争事

業者が存在している。 

さらに、半導体デバイスの需要の高まりを受け、シリコンウェーハの需要も

大きく伸びていることから、シリコンウェーハメーカーの供給余力に関する懸

念があると考えられるところ、各取引分野における供給余力が全くないという

状況にはなく、また、シリコンウェーハメーカーは生産能力を拡大させるため

の投資を行っていることなどからすれば、一定期間のうちに、競争事業者の供

給余力がより増加するものと考えられる。 

したがって、競争者からの競争圧力が認められる。 
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(2) 参入 

シリコンウェーハを製造するための原材料の調達は容易であり、必要な許認

可等や知的財産権等の参入障壁はなく、主に１５０㎜のシリコンウェーハを製

造しているシリコンウェーハメーカーが、取引分野①から⑤までについて参入

している実態にあるため、参入圧力が働くものと考える。 

しかしながら、新たに製造設備を整備してシリコンウェーハの供給を開始す

る場合、既存の製造設備を改築して新たな種類のシリコンウェーハの供給を開

始する場合のいずれの場合であっても、製造設備の導入及び認定審査のための

期間が必要になり、参入には一定の期間が必要となる。 

以上のことから、参入圧力は一定程度認められる。 

 

(3) 隣接市場 

需要者が、異なるシリコンウェーハの種類を代替的に使用するためには、半

導体デバイス製造設備の改修等が必要であり、基本的には困難であるが、技術

的に不可能ではなく、代替的に使用した具体的な事例もある。 

ただし、例えば、３００㎜の大口径のシリコンウェーハを用いた方が、それ

より小口径の２００㎜、１５０㎜といったシリコンウェーハを用いるよりも半

導体デバイスの製造コストを低くすることができるので、口径の小さいシリコ

ンウェーハを大きいものの代用として使用することはコストの観点から通常

行われない。 

これらを踏まえると、隣接市場からの競争圧力は限定的である。 

 

(4) 需要者からの競争圧力 

シリコンウェーハの需要者である半導体デバイスメーカーは多数存在し、活

発に競争しており、強い価格交渉力を有している。 

また、需要者は調達するシリコンウェーハの種類ごとに複数購買しているた

め、認定審査を受けている調達先からの調達数量を増減させることは頻繁に行

われている。 

以上のことから、需要者からの競争圧力が認められる。 

 

(5) 経済分析 

経済分析の実施に当たっては、シリコンウェーハメーカー間で製品差別化の

程度が乏しいことなどから同質財クールノー競争（数量競争）を前提としたモ

デルを重視するのが適切と判断した7。その上で、２０１９年及び２０２０年

                                                      
7 製品差別化ベルトラン競争（価格競争）を前提としたモデルとして、GUPPI（Gross Upward Pricing 

Pressure Index。詳細は、Farrell, J. and C. Shapiro (2010) “Antitrust evaluation of 

horizontal mergers: An economic alternative to market definition,” B.E. Journal of 

Theoretical Economics: Policies and Perspectives, 10(1)。）、ベルトラン競争（価格競争）を前
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の、市場シェア、会計データから推計した限界費用及び価格のデータを用い、

クールノー競争を前提としたＣＭＣＲ（Compensating Marginal Cost Reduct

ion。以下「クールノーＣＭＣＲ」という。）8という、現時点の価格を維持す

るためには何％の限界費用の削減が理論上必要となるかを評価する指標を計

算した9。 

Ｘ社とＹ社が統合する場合におけるクールノーＣＭＣＲは、次の式で表され

る10。 

クールノー

= ２ × 社の市場シェア × 社の市場シェア

[需要の価格弾力性 × 社の市場シェア＋ 社の市場シェア

         ―（ 社の市場シェアの二乗＋ 社の市場シェアの二乗）]
 

クールノーＣＭＣＲは、一般に、５％を超えると競争制限の可能性が生じ、

１０％を超えると競争上の実質的な懸念が生じることが示唆される11ところ、

取引分野①及び取引分野④については、２０１９年はそれぞれ３.８％及び４.

８％、２０２０年はそれぞれ２.４％及び４.５％となり、いずれも５％を下回

った。それに対して、取引分野②、取引分野③及び取引分野⑤は、２０１９年

はそれぞれ６.１％、７.９％及び４.２％、２０２０年はそれぞれ６.３％、６.

８％及び７.８％となり、取引分野⑤の２０１９年を除くと、５％を超えたが、

１０％は超えなかった。 

この結果、取引分野②、③及び⑤については、クールノーＣＭＣＲの値の大

                                                      
提としたＣＭＣＲ（Compensating Marginal Cost Reduction。詳細は Werden, G. J. (1996) “A 

robust test for consumer welfare enhancing mergers among sellers of differentiated 

products,” Journal of Industrial Economics, 44(4), 409–413。）及び等価格弾力性の需要関数を

前提とした場合の価格引上げ率（詳細は、Shapiro, C. (1996) “Mergers with differentiated 

products,” Antitrust Magazine, Spring, 23–30 等。）も計算したところ、モデルごと商品ごとに程

度の差はあるものの競争制限が生じる可能性が強く示唆される結果が得られている。しかしながら、

あくまでも本件では同質財クールノー競争（数量競争）を前提としたモデルを重視するのが適切と判

断し、これらの結果は重視していない。 
8 クールノーＣＭＣＲは、Froeb, L. M., and Werden, G. J. (1998) “A robust test for consumer 

welfare enhancing mergers among sellers of a homogeneous product,” Economics Letters, 58(3), 

367-369 によって開発されたものであり、簡易な分析手法ではあるが、需要関数や費用関数の関数形に

ついて、仮定を置いておらず、一般的なモデルとなっている。 
9 このほか企業の供給制約を考慮に入れたクールノー競争モデルである Perry, M. K., and Porter, 

R. H. (1985) “Oligopoly and the incentive for horizontal merger,” American Economic Review, 

75(1), 219-227.の特殊ケースのモデルについて、McAfee, R. P., and Williams, M. A, (1992) 

"Horizontal mergers and antitrust policy," Journal of Industrial Economics, 181-187.の手順

に従って推計し、統合後の価格引上げ率を計算したが、価格が下落する商品があったり、極端な価格引

上げが生じる商品があったりするなど、合理的と思われる結果が得られなかった。 
10 需要の価格弾力性は、クールノーモデルから導き出される、各企業のプライスコストマージンに係

る関係式
価格 社の限界費用

価格
= 社の市場シェア

需要の価格弾力性
から、需要の価格弾力性 = 社の市場シェア

(価格 社の限界費用)／価格
を導出して、当

事会社ごとに推計したものを加重平均した。 
11 Werden, G. J. and Froeb, L. M., (2011) “Choosing among tools for assessing unilateral 

merger effects,” European Competition Journal, 7(2), 155-178.にその旨記載されている。 
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きさから、競争上の問題が生じる可能性はあると評価できるものの、本分析の

みをもってその可能性が強く示唆されるとまでいえるものではなく、他の判断

要素と併せて判断するのが適切であると評価した。 

 

(6) 小括 

以上のとおり、本件行為後の当事会社のシェアは、一定程度の割合を占める

ことになり、経済分析の結果からは取引分野②、③及び⑤について競争上の問

題が生じる可能性があるという結果が得られたものの、その可能性が強く示唆

されるとまでいえるものではなく、いずれの市場においても有力な競争事業者

が存在しており、需要者からの競争圧力が働いているものと認められる。また、

参入圧力も一定程度認められる。 

したがって、単独行動により、競争を実質的に制限することとはならないと

考えられる。 

 

 協調的行動による競争の実質的制限 

取引分野①から⑤までのいずれにおいても複数の有力な競争事業者を含め、多

数の競争事業者が存在すること、需要者圧力が認められること、参入圧力も一定

程度認められることから、協調的行動により、競争を実質的に制限することとは

ならないと考えられる。 

 

第７  結論 

本件行為が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるとは

いえないと判断した。 
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事例３ 神鋼建材工業㈱による日鉄建材㈱の鋼製防護柵及び防音壁事業の吸収分割 

 

第１  当事会社 

神鋼建材工業株式会社1（法人番号7140001049116）（以下「神鋼建材工業」と

いう。）は、主に鉄鋼製建材の製造販売業を営む会社である。 

日鉄建材株式会社（法人番号9010601024974）（以下「日鉄建材」という。）は、

主に鉄鋼製建材の製造販売業を営む会社である。 

以下では、神鋼建材工業と日鉄建材を併せて「当事会社」という。また、神鋼

建材工業と既に結合関係が形成されている企業の集団を「神鋼建材工業グループ」

と、日鉄建材と既に結合関係が形成されている企業の集団を「日鉄建材グループ」

といい、神鋼建材工業グループと日鉄建材グループを併せて「当事会社グループ」

という。 

 

第２  本件の概要及び関係法条 

本件は、神鋼建材工業が日鉄建材の鋼製防護柵及び防音壁製造販売事業を吸収

分割の方法により承継すること（以下「本件行為」という。）を計画したもので

ある。 

関係法条は、独占禁止法第１５条の２である。 

なお、当事会社グループが製造販売する商品等の間で競合又は取引関係にある

ものは多数存在するところ、これらについて検討したもののうち、以下は、競争

に与える影響が比較的大きいと考えられたガードレール、ガードパイプ及びガー

ドケーブルの製造販売業の水平型企業結合について詳述したものである。 

 

第３  一定の取引分野 

 商品の概要 

(1) 車両用防護柵 

車両用防護柵は、道路からの自動車の逸脱・転落を避けるために設置される

柵であり、形状等の違いによりガードレール、ガードパイプ、ガードケーブル、

高欄、コンクリート製防護柵等の形式に分かれる。このうち、ガードレール、

ガードパイプ及びガードケーブルは鉄を材料にしていることから、以下、これ

らをまとめて「車両用鋼製防護柵」という。 

 

(2) 車両用鋼製防護柵 

 構造 

車両用鋼製防護柵は、丸鋼管等の支柱を一定距離ごとに設置し、その支柱

間を「ビーム」といわれる構造物でつないで構成されている。形式ごとにビ

                                                      
1 令和３年１２月１日に「日鉄神鋼建材株式会社」に商号変更を行った。 
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ームに使われるものが異なっており、ガードレールには薄板鋼板、ガードパ

イプには丸鋼管、ガードケーブルにはワイヤーロープが用いられている。 

 

 種別 

車両用防護柵の種別は道路の区分、設計速度及び設置する区間に応じた強

度によって分けられており、「防護柵の設置基準」2によって強度の高い順か

らＳＳ、ＳＡ、ＳＢ、ＳＣ、Ａ、Ｂ、Ｃと定められている3。当該種別に対応

する車両用防護柵であれば、いずれの形式を設置しても問題ない。 

「防護柵の設置基準」により定められている各種別の適用区間は表１のと

おりである。 

 

【表１ 種別ごとの適用区間】 

道路の区分 設計速度 
一般 

区間 

重大な被害が

発生するおそ

れのある区間4 

新幹線などと

交差又は近接

する区間 

高速自動車国道、 

自動車専用道路 

８０ｋｍ／ｈ以上 
Ａ 

ＳＢ ＳＳ 

６０ｋｍ／ｈ以下 ＳＣ ＳＡ 

その他の道路 
６０ｋｍ／ｈ以上 Ｂ Ａ 

ＳＢ 
５０ｋｍ／ｈ以上 Ｃ Ｂ5 

 

また、種別ごとの車両用鋼製防護柵の形式のラインナップは表２のとおり

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 平成１６年３月３１日付け国土交通省道路局長通達。 
3「防護柵の設置基準」では、設置箇所に応じて各種別の後ろに添え字が付く場合があるが（例えば、

Ａ種の分離帯用は「Ａｍ」、歩車道境界用は「Ａｐ」となる。路側用は添え字が設定されていないため、

単に「Ａ」となる。）、同じ強度であれば種別に違いはないことから、本件においては添え字の部分を省

略して検討する。 
4 大都市近郊鉄道・地方幹線鉄道との交差近接区間、高速自動車国道・自動車専用道路などとの交差近

接区間、分離帯に防護柵を設置する区間で走行速度が特に高く、かつ、交通量が多い区間、その他重大

な二次被害の発生するおそれのある区間又は乗員の人的被害の防止上、路外の危険度が極めて高い区

間のこと。 
5 設計速度４０ｋｍ／ｈ以下の道路では、Ｃ種を使用することができる。 
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【表２ 種別ごとの車両用鋼製防護柵の形式の製造状況】 

 ガードレール ガードパイプ ガードケーブル 

ＳＳ ○   

ＳＡ ○   

ＳＢ ○   

ＳＣ ○ ○  

Ａ ○ ○ ○ 

Ｂ ○ ○ ○ 

Ｃ ○ ○ ○ 

なお、車両用鋼製防護柵の形式ごとの製造方法は、種別によって異なるも

のではなく、同じ製造設備で厚みなどを変えることで強度を変えているもの

である。 

 

 商品範囲 

防護柵メーカーにとっての直接の販売先は施工業者等であるところ、どの道路

にどの防護柵を設置するかについて決定しているのは施工業者等ではなく、高速

道路会社、国土交通省、地方公共団体といった道路管理者であるため、各防護柵

間の需要の代替性は道路管理者の観点からみて検討するのが適当である。 

 

(1) 車両用防護柵と歩行者自転車用柵 

防護柵には、歩行者等を対象とした歩行者自転車用柵もあるところ、その設

置目的は、歩行者等の路外への転落や横断を防止するものである。一方で、車

両用防護柵は自動車を対象としており、設置目的は自動車の路外への逸脱を防

止するものである。これらの違いにより、必要となる強度も異なることから、

両者間に需要の代替性はない。 

また、車両用防護柵には、ガードレール、ガードパイプ及びガードケーブル

という車両用鋼製防護柵のほかに、コンクリート製防護柵及び高欄があるとこ

ろ、歩行者自転車用柵の構造は丸鋼管で出来た支柱の間に丸鋼管製のビームを

つなぐものであり、車両用防護柵のうちガードパイプは、支柱及びビーム部分

に丸鋼管が使われているため、構造については歩行者自転車用柵と共通してい

るが、ガードパイプに用いられる丸鋼管の径や厚みは、歩行者自転車用柵に用

いられる丸鋼管よりも大きいため、歩行者自転車用柵の製造に使用する切断機

や穴開け機では製造することができない。したがって、ガードパイプと歩行者

自転車用柵との間の供給の代替性は限定的である。 

さらに、車両用防護柵のうちガードパイプ以外のもの（ガードレール、ガー

ドケーブル、コンクリート製防護柵及び高欄）は、材質や形状の違いから、歩

行者用防護柵とは製造方法が異なっているため、車両用防護柵のうちガードパ

イプ以外のものと歩行者用防護柵との間には供給の代替性はない。 
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したがって、車両用防護柵と歩行者自転車用柵は、異なる商品範囲を構成す

る。 

 

(2) 車両用鋼製防護柵とコンクリート製防護柵 

車両用防護柵にはコンクリート製防護柵もあるところ、その材質はコンクリ

ートであり、剛性（ほとんど変形しない性質）を有している。一方で、車両用

鋼製防護柵の材質は鉄であり、たわみ性（弾む性質）を有している。この点、

「防護柵の設置基準」において「車両用防護柵は原則としてたわみ性防護柵を

選定するものとする。ただし、橋梁、高架などの構造物上に設置する場合、幅

員の狭い分離帯など防護柵の変形を許容できない区間などに設置する場合に

おいては、必要に応じて剛性防護柵を選定することができる。」と規定されて

いる。これは、仮に自動車が防護柵に衝突した場合、剛性が強いと自動車自体

への衝撃度が強くなり、自動車内の乗員に甚大な被害が生じることとなる一方、

たわみ性があるとそれにより自動車への衝撃度が抑えられて自動車乗員への

被害を最小限にとどめることができ、かつ、自動車が正常な進行方向に復元し

やすいため、車両用防護柵は緩衝性に優れるたわみ性防護柵を原則とし、道路

の構造上、自動車の路外への逸脱を防止することを最優先とする必要のある区

間や、たわんだ防護柵の修繕のための交通規制を頻繁に行うと通行上の支障が

大きくなるような交通量の多い区間については、例外的に剛性防護柵を選定す

ることができるとされているものである。このため、剛性防護柵であるコンク

リート製防護柵とたわみ性防護柵である車両用鋼製防護柵とは設置場所や目

的が異なることから需要の代替性は限定的である。また、使用されている材質

や製造方法も異なるために供給の代替性はない。 

したがって、車両用鋼製防護柵とコンクリート製防護柵は、異なる商品範囲

を構成する。 

 

(3) 車両用鋼製防護柵と高欄 

高欄とは、橋梁・高架などの高い位置にある構造物上に設置される車両用防

護柵である。仮に自動車が高い位置から転落するようなことがあれば落下地点

において甚大な被害が生じることから、高欄の設置目的は、自動車の転落を防

止することにあり、たわみ性防護柵の中では強い剛性が必要とされている。一

方で、車両用鋼製防護柵は構造物上に設置されない上に、前記(2)のとおり、自

動車乗員への被害最小化や自動車の進行方向復元のために剛性よりもたわみ

性を重視しているものである。このため、高欄と車両用鋼製防護柵は設置場所

や目的が異なることから需要の代替性は限定的である。また、高欄の一部には

鋼製のものもあるものの、このような特性の差に対応するためにアルミニウム、

鋳鉄、ステンレスといった他の材質の高欄も多く存在しており、車両用鋼製防

護柵とは製造設備や方法も異なっており、製造の転換も容易ではないことから
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供給の代替性も限定的である。 

したがって、車両用鋼製防護柵と高欄は、異なる商品範囲を構成する。 

 

(4) 車両用鋼製防護柵の形式間 

道路管理者は、表１の道路の区分や設計速度等を基準に設置する車両用鋼製

防護柵の強度種別を決定し、その強度種別内で各車両用鋼製防護柵の価格、設

置箇所における道路の形状や維持修繕の難易性等を総合的に判断して、どの形

式の車両用鋼製防護柵を設置するか選定しているため、同じ強度であれば異な

る形式の車両用鋼製防護柵を代替的に選択することができる。しかしながら、

表２のとおり、強度種別によっては製造されていない車両用鋼製防護柵の形式

もあるため、道路管理者は各形式を完全に代替的に選択することはできないこ

とから、車両用鋼製防護柵の形式間の需要の代替性は限定的である。 

さらに、各車両用鋼製防護柵のビーム部分の形状はそれぞれ異なっており、

製造設備も塗装工程以外は異なっており、製造の転換も容易ではないことから、

車両用鋼製防護柵の形式間の供給の代替性もない。 

したがって、各車両用鋼製防護柵は、形式ごとに異なる商品範囲を構成する。 

 

(5) 小括 

以上のことから、本件では「ガードレール」、「ガードパイプ」及び「ガー

ドケーブル」を商品範囲として画定した。 

以下では、ガードレール、ガードパイプ及びガードケーブルを併せて「３商

品」という。 

 

 地理的範囲 

前記２で画定した３商品の需要者は、日本全国のメーカーから３商品を購入し

ている。また、３商品のメーカーは、日本全国において販売していることに加え、

地域によって価格が異なる事情もない。したがって、本件では３商品について「日

本全国」を地理的範囲として画定した。 

 

第４  本件行為が競争に与える影響 

当事会社はいずれも日本全国において３商品の製造販売業を営んでいること

から、本件行為は、水平型企業結合に該当する。 

 

 ガードレール 

(1) 当事会社の地位及び競争事業者の状況 

ガードレールにおける市場シェアは下表のとおりであり、本件行為後のＨＨ

Ｉは約５,９００、ＨＨＩの増分は約２,４００であることから、水平型企業結

合のセーフハーバー基準に該当しない。 
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【令和２年度におけるガードレールの市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ 日鉄建材 約４０％ 

２ 神鋼建材工業 約３０％ 

３ Ａ社 約３０％ 

４ Ｂ社 ０－５％ 

合計 １００％ 

合算市場シェア・順位：約７０％・第１位 

 

本件行為後における当事会社の市場シェアは約７０％（第１位）となり、有

力な競争事業者として市場シェア約３０％のＡ社が存在するが、有力な競争事

業者は１社のみであり、当事会社の市場シェアとの格差も大きい等の事情を踏

まえると、競争事業者からの競争圧力は限定的である。 

 

(2) 輸入 

ガードレールについて、日本への輸出を念頭に置いている海外メーカーの存

在は認められ、輸入に際しての障壁は低い又はないものと考えられる。 

他方、需要者からのアンケートにおいては、輸入品のガードレールの品質に

不安がある、海外メーカーからの安定的・継続的な供給に問題があると考えら

れるなどの理由から、仮に、近い将来に相当量のガードレールが輸入され、そ

れが国内品と同等の品質を有する輸入品であったとしても、価格水準に関係な

く検討しないと回答した者が大半であった。このことから、輸入品が国内品に

比べて価格優位性があったとしても、国内品の価格引上げに対する牽制力を有

するほどの販売量は見込めないと考えられる。 

以上のことから、輸入圧力は認められない。 

 

(3) 参入 

法制度上の参入障壁はないが、ガードレールの製造には新たな製造設備の導

入や性能確保のために相当なコストが必要となるところ、ガードレールの需要

は長期的に減少傾向にあり、今後の需要増加が見込めない中で相当のコストを

負担して参入する意欲を有する事業者は確認できず、また、十分な製造設備を

有していないと当事会社と同等の品質や品揃えで製造・販売をすることは困難

であることから、参入圧力は認められない。 

 

(4) 隣接市場からの競争圧力 

ガードレールの代わりに、景観性に優れた縁石、ボラード6、植樹帯といった

他の設備を設置することも考えられるが、ガードレールとこれらの設備とでは

                                                      
6 自動車の通行・進入を制限するために道路に設置する杭 
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役割や安全性で異なる部分も大きく、ガードレールからこれらの設備への置換

えは限定的であり、今後も積極的に置換えが進むとは認められない。 

以上のことから、隣接市場からの競争圧力は限定的である。 

 

(5) 需要者からの競争圧力 

需要者である施工業者等は、道路管理者が行う入札等を落札することにより

施工を行っていることから、需要者間の価格競争は活発であるとは考えられる。

しかしながら、需要者からのアンケートにおいては、ガードレールが値上がり

した場合にその値上がり分を顧客に転嫁できると答えた需要者が多く存在し、

また、メーカー間のガードレールの品質に差はないと考えられるものの、価格

差や取引ルートの有無などの理由から他メーカーに変更することは容易であ

ると答えた需要者は一定数にとどまるものであった。 

以上のことから、需要者からの競争圧力は限定的である。 

 

(6) 経済分析 

後記４のとおり、ガードレールについてはおおむねいずれの分析においても

競争上の懸念が生じ得るという結果が得られた。 

 

(7) 小括 

以上のとおり、本件行為によって当事会社の市場シェアは約７０％（第１位）

となり、輸入圧力及び参入圧力が認められないことに加えて、競争事業者から

の競争圧力、隣接市場からの競争圧力及び需要者からの競争圧力も限定的であ

ることや競争上の懸念が生じ得ることを示唆する経済分析の結果から、本件行

為により、当事会社の単独行動又は協調的行動により、ガードレールに係る取

引分野における競争を実質的に制限することとなるおそれがある。 

 

 ガードパイプ 

(1) 当事会社の地位及び競争事業者の状況 

ガードパイプにおける市場シェアは下表のとおりであり、本件行為後のＨＨ

Ｉは約５,２００、ＨＨＩの増分は約２,３００であることから、水平型企業結

合のセーフハーバー基準に該当しない。 
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【令和２年度におけるガードパイプの市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ 神鋼建材工業 約３５％ 

２ 日鉄建材 約３０％ 

３ Ｃ社 約２０％ 

４ Ｄ社 約１５％ 

合計 １００％ 

合算市場シェア・順位：約７０％・第１位 

 

本件行為後における当事会社の市場シェアは約７０％（第１位）となり、有

力な競争事業者として市場シェア約２０％のＣ社及び市場シェア約１５％の

Ｄ社が存在するが、有力な競争事業者は２社のみであり、当事会社の市場シェ

アとの格差も大きいなどの事情を踏まえると、競争事業者からの競争圧力は限

定的である。 

 

(2) 参入 

参入の状況は前記１(3)と同様であり、ガードパイプにおいても、参入圧力

は認められない。 

 

(3) 隣接市場からの競争圧力 

隣接市場からの競争圧力の状況は前記１(4)と同様であり、ガードパイプに

おいても、隣接市場からの競争圧力は限定的である。 

 

(4) 需要者からの競争圧力 

需要者からの競争圧力の状況は前記１(5)と同様であり、ガードパイプにお

いても、需要者からの競争圧力は限定的である。 

 

(5) 経済分析 

後記４のとおり、ガードパイプについては、経済分析のモデルや使用するデ

ータによって競争上の懸念が生じ得るか否かについて異なる結果が得られた。

そのため、本分析結果に強く依拠することはできないと判断した。 

 

(6) 小括 

以上のとおり、本件行為によって当事会社の市場シェアは約７０％（第１位）

となり、参入圧力が認められないことに加えて、競争事業者からの競争圧力、

隣接市場からの競争圧力及び需要者からの競争圧力も限定的であることから、

本件行為により、当事会社の単独行動又は協調的行動により、ガードパイプに

係る取引分野における競争を実質的に制限することとなるおそれがある。 
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 ガードケーブル 

(1) 当事会社の地位及び競争事業者の状況 

ガードケーブルにおける市場シェアは下表のとおりであり、本件行為後のＨ

ＨＩは約４,６００、ＨＨＩの増分は約１,８００であることから、水平型企業

結合のセーフハーバー基準に該当しない。 

 

【令和元年度におけるガードケーブルの市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ 神鋼建材工業 約３５％ 

２ 日鉄建材 約２５％ 

３ Ｅ社 約２５％ 

４ Ｆ社 約１５％ 

合計 １００％ 

合算市場シェア・順位：約６０％・第１位 

 

本件行為後における当事会社の市場シェアは約６０％（第１位）となり、有

力な競争事業者として市場シェア約２５％のＥ社及び市場シェア約１５％の

Ｆ社が存在するが、有力な競争事業者は２社のみであり、当事会社の市場シェ

アとの格差も大きいなどの事情を踏まえると、競争事業者からの競争圧力は限

定的である。 

 

(2) 参入 

参入の状況は前記１(3)と同様であり、ガードケーブルにおいても、参入圧

力は認められない。 

 

(3) 需要者からの競争圧力 

需要者からの競争圧力の状況は前記１(5)と同様であり、ガードケーブルに

おいても、需要者からの競争圧力は限定的である。 

 

(4) 経済分析 

後記４のとおり、いずれの分析においても競争上の懸念が生じ得るという結

果が得られた。 

 

(5) 小括 

以上のとおり、本件行為によって当事会社の市場シェアは約６０％（第１位）

となり、参入圧力が認められないことに加えて、競争事業者からの競争圧力及

び需要者からの競争圧力も限定的であること、さらに、経済分析の結果からも

競争上の懸念が生じ得ることが示唆されていることから、本件行為により、当

事会社の単独行動又は協調的行動により、ガードケーブルに係る取引分野にお
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ける競争を実質的に制限することとなるおそれがある。 

 

 経済分析 

市場シェア、当事会社から取得したデータを基に算出した限界費用及び価格並

びに需要者からのアンケートから計算した転換率等を用いて、経済分析を実施し

た。３商品は前記第３の１のとおり規格化されており、事業者間で製品の品質や

性能等に大きな差異のない同質財であると考えられるため、同質財の競争を前提

としたモデルによって得られる指標を用いるのが適切であると考えられるもの

の、事業者ごとのブランドイメージ等によって差別化が生じている可能性もある

ことから、製品差別化財の競争を前提としたモデルによって得られる指標に関す

る分析も併せて実施した。 

なお、市場シェア、価格及び限界費用については平成２９年度分、平成３０年

度分及び令和元年度分の年次データを使用し、後記(1)から(4)までの指標を用い

て、それぞれの年度ごとの指標の値を求めた。また、後記(2)から(4)までの指標

については、頑健性の確認、つまり、一部のデータを別のものに変更しても同様

の結果が得られるかについての確認のため、アンケート調査から計算した転換率

の代わりに、それぞれの年度に対応する、市場シェアを用いて計算した転換率を

用いて値を求めた。 

 

(1) 同質財クールノー競争（生産量競争）を前提としたＣＭＣＲ 

一般に、同質財クールノー競争が行われていて参入圧力等が生じていない場

合には、理論上、市場における事業者数が減少すると必ず価格上昇が生じると

ころ、３商品に関する理論上の企業結合後の価格上昇の生じやすさを把握する

目的で、同質財クールノー競争を前提としたＣＭＣＲ（Compensating Margina

l Cost Reduction。以下「クールノーＣＭＣＲ」という。）という、同質財ク

ールノー競争を前提としたときに、企業結合後に現時点の価格を維持するため

には何％の限界費用の削減が理論上必要となるかを評価する指標を計算した7
 

8。 

クールノーＣＭＣＲは、一般に、５％を超えると競争上の懸念が生じる可能

性があり、１０％を超えると競争上の懸念が生じる可能性が高いことが示唆さ

                                                      
7 クールノーＣＭＣＲについては、Froeb, L. M., and Werden, G. J. (1998) “A robust test for 

consumer welfare enhancing mergers among sellers of a homogeneous product,” Economics 

Letters, 58(3), 367-369 を参照のこと。 

8 X 社と Y 社が統合する場合におけるクールノーＣＭＣＲは、次の式で表される。 

クールノー = ２ × 社の市場シェア × 社の市場シェア

[需要の価格弾力性 × 社の市場シェア＋ 社の市場シェア

         ―（ 社の市場シェアの二乗＋ 社の市場シェアの二乗）]
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れる9ところ、ガードレールについては９～１２％、ガードパイプについては

６～９％、ガードケーブルについては２４～３６％という結果となった。 

したがって、ガードレール及びガードケーブルについては、いずれの年度の

データを用いてもおおむね一貫して競争上の懸念が生じる可能性が高いこと

を示唆する結果が得られ、ガードパイプについては、いずれの年度のデータを

用いても競争上の懸念が生じる可能性があることを示唆する結果が得られた。 

 

(2) 差別化された財及びベルトラン競争（価格競争）を前提としたＣＭＣＲ 

次に、製品差別化された財のベルトラン競争（価格競争）を前提としたとき

に、前記(1)と同様に３商品に関する理論上の企業結合後の価格上昇の生じや

すさを把握する目的で、現時点の価格を維持するためには何％の限界費用の削

減が理論上必要となるかを評価する指標（以下「ベルトランＣＭＣＲ」という。）

を計算した10 11。 

クールノーＣＭＣＲと同様に、ベルトランＣＭＣＲも、５％を超えると競争

上の懸念が生じる可能性があり、１０％を超えると競争上の懸念が生じる可能

性が高いことが示唆されるところ、需要者からのアンケートから得られた転換

率を用いるとガードレールについては約９～１２％、ガードパイプについては

約２％、ガードケーブルについては約１２～１８％という結果となった。また、

それぞれの年度についての市場シェアから得られた転換率を用いるとガード

レールについては約１４～１８％、ガードパイプについては約６～１２％、ガ

ードケーブルについては約２０～２８％という結果となった。 

 したがって、ガードレール及びガードケーブルについては、いずれのデータ

を用いてもおおむね一貫して競争上の懸念が生じる可能性が高いことを示唆

する結果が得られ、ガードパイプについては、使用するデータによって競争上

の懸念について異なる結果が得られた。 

 

(3) ＧＵＰＰＩ 

ＧＵＰＰＩ（Gross Upward Pricing Pressure Index）とは、製品差別化が

                                                      
9 Werden, G. J. and Froeb, L. M., (2011) “Choosing among tools for assessing unilateral 

merger effects,” European Competition Journal, 7(2), 155-178.にその旨記載されている。 
10 ベルトランＣＭＣＲについては、Werden, G. J. (1996) “A robust test for welfare enhancing 

mergers among sellers of differentiated products,” Journal of Industrial Economics, 44(4), 

409–413.を参照のこと。 
11 X 社と Y 社が統合する場合におけるベルトランＣＭＣＲは、次の式で表される。 

社のベルトラン = 

社の利益率 × 社から 社への転換率 × 社から 社への転換率

+ 社の利益率 × 社から 社への転換率 × 社の価格

社の価格

1 − 社の利益率 1− 社から 社への転換率 × 社から 社への転換率
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行われている製品について、企業結合によってもたらされる値上げインセンテ

ィブの有無・程度を分析するために開発された手法である12。 

    ＧＵＰＰＩは５％を超えると競争上の懸念が生じる可能性があるとされて

いるところ、需要者からのアンケートから得られた転換率を用いるとガードレ

ールについては約４～６％、ガードパイプについては約１～２％、ガードケー

ブルについては約６～９％という結果となった。また、それぞれの年度につい

ての市場シェアから得られた転換率を用いるとガードレールについては約５

～６％、ガードパイプについては約２～４％、ガードケーブルについては約９

～１２％という結果となった。 

したがって、ガードレール及びガードケーブルについては、おおむねいずれ

のデータを用いても、競争上の懸念が生じる可能性があることを示唆する結果

が得られ、ガードパイプについては、いずれのデータを用いても、競争制限が

生じないことを示唆する結果が得られた。 

 

(4) 需要関数について等価格弾力性を仮定した場合の価格引上げ率 

 需要の価格弾力性が一定であると仮定した場合において、企業結合後、会社

がどれだけ価格引上げを行うか簡易な合併シミュレーションにより評価する

手法を用いた分析を行った13 14。 

この手法を用いた分析においては、通常、５％以上の価格引上げが生じると、

競争上の懸念を生じる可能性があるとされるところ、需要者からのアンケート

から得られた転換率を用いるとガードレールについては約１０～１４％、ガー

ドパイプについては約２～３％、ガードケーブルについては約１３～２２％の

価格引上げが生じるという結果となった。また、それぞれの年度についての市

場シェアから得られた転換率を用いるとガードレールについては約１４～１

７％、ガードパイプについては約７～１２％、ガードケーブルについては約１

８～２５％の価格引上げが生じるという結果となった。 

                                                      
12 ＧＵＰＰＩは、次の式で算出することができる。 

社から 社への  

= 社の価格− 社の限界費用

社の価格
× 社の価格

社の価格
× 社から 社への転換率 

13 需要関数について等価格弾力性を仮定した場合の価格引上げ率については Shapiro, C. (1996) 

“Mergers with differentiated products,” Antitrust, spring, 23-30.を参照のこと。 
14 スルツキー対称性（商品 A と商品 B の交差価格弾力性が対称的となっていること）が満たされてい

ると仮定すると、X 社の価格引上げ率は、次の式で算出することができる。 

社の価格引上げ率 =

社の利益率 × 社から 社への転換率 × 社から 社への転換率

+ 社から 社への転換率 × 社の利益率 × 社の価格

社の価格

1− 社から 社への転換率 × 社から 社への転換率− 社の利益率

− 社から 社への転換率 × 社の利益率 × 社の価格

社の価格

 



事例３ 神鋼建材工業㈱／日鉄建材㈱ 

 

２９ 

 

 したがって、ガードレール及びガードケーブルについては、いずれの年度の

データを用いても、また、いずれの転換率を用いても一貫して競争上の懸念が

生じる可能性があることを示唆する結果が得られ、ガードパイプについては、

使用するデータによって異なる結果が得られた。 

 

(5) 小括 

前記(1)から(4)までのとおり、経済分析の結果から、ガードレール及びガー

ドケーブルについては４つのモデルについておおむね一貫して競争上の懸念

が生じ得るという結果が得られ、前記１又は３における評価と整合的な結果と

なった。 

他方、ガードパイプについては、モデルや使用するデータによって競争上の

懸念が生じ得るか否かについて異なる結果が得られた。そのため、本分析結果

に強く依拠することはできないと判断した。 

 

第５  当事会社による問題解消措置の申出 

当事会社に対し、前記第４のとおり本件行為により３商品に係る一定の取引分

野における競争を実質的に制限することとなるおそれがある旨の指摘を行った

ところ、当事会社から、以下の問題解消措置（以下「本件問題解消措置」という。）

の申出があった。 

 

 設備譲渡 

本件行為後の神鋼建材工業（以下「統合会社」という。）の尼崎製造所におけ

る３商品の成形・加工設備に係る持分の４５％を、主としてグレーチング15製造

販売業を営む株式会社ダイクレ（法人番号1240001026093）（以下「ダイクレ」と

いう。）に譲渡する。 

 

 ３商品の操業生産受託 

統合会社は、３商品の全種別について、当事会社のうち市場シェアの低い方の

会社の直近事業年度の販売数量に相当する数量を上限として、統合会社の製造コ

スト相当額でダイクレに供給するという操業生産受託を無期限に行う。また、本

件行為直後にダイクレが３商品の市場において早期に存在感を発揮することが

できるよう、本件行為後５年間は製造コスト相当額を下回る価格でダイクレに対

して供給する。 

なお、具体的な供給価格の考え方については、本件行為前までに公正取引委員

会の承認を得ることとする。また、ダイクレが供給価格の検証を行う必要がある

と判断するときは、統合会社と協議の上、統合会社から独立した公認会計士その

                                                      
15 排水、通気等を目的として金属等で作られた格子状の板 
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他の財務に関する専門家を１名選任し、当該専門家をして供給価格を検証するこ

とができるようにし、当該専門家の選任に当たっては、当委員会の承認を得るこ

ととする。当該検証の結果、本製品の供給価格と検証した価格との間に乖離があ

る場合は、統合会社とダイクレにおいて協議の上、原則として当該専門家の検証

した価格に基づき、必要な精算を行うものとする。 

 

 営業・技術支援 

当事会社は、本件行為までにダイクレに対し、顧客リストの開示、技術・品質

情報等の提供を行い、ダイクレ社員向けの研修などを実施する。また、統合会社

内にダイクレ専属となる技術サービススタッフを配置し、当該スタッフが工事図

面の作成補助の際における需要者からの特殊仕様等の技術的な問い合わせ対応、

クレーム対応等を行うなどする。 

 

 情報遮断措置 

３商品の操業生産受託に伴ってダイクレの競争機微情報（コスト情報、納入量、

納入先、物件名等）が統合会社の営業部門に共有されないよう、自社内に適切な

情報遮断措置を講じる。統合会社において当該情報遮断措置の不遵守が発覚した

場合は、公正取引委員会に報告を行う。 

 

 ダイクレによる製造工程の一部の単独対応化 

ダイクレは、３商品の製造工程のうち、めっき処理工程等について、今後、自

社（ダイクレと資本関係のある会社を含む。）で単独で対応することを検討して

おり、ダイクレから当該製造工程の一部単独対応化の提案を受けた場合、統合会

社は半製品の操業生産受託を行えるよう真摯に対応することとする。 

 

 定期報告 

統合会社は、公正取引委員会に対し、本件問題解消措置の実施状況について、

本件行為後最初に終了する事業年度を１回目として、７事業年度にわたり報告を

行う。当該定期報告期間以降も、本件問題解消措置が継続している間は、当委員

会から求めがあれば、本件問題解消措置の実施状況について必要な報告を行う。 

 

第６  本件問題解消措置に対する評価 

 本件問題解消措置の引受先 

ダイクレは車両用防護柵の一つである高欄の製造販売をしているところ、ダイ

クレは、３商品を新たに販売することに必要な一定の知識は既に有していると考

えられ、そのことは３商品の販売力向上に寄与するものと考えられる。また、ダ

イクレは総合建材メーカーを目指す姿勢を打ち出しているため、現在のラインナ

ップに加えて３商品を取り扱うこととなった場合に、営業・技術支援を受けなが
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ら取引ルートを開拓するなど積極的に販売促進活動を行うものと考えられる。こ

れに加えて、当事会社グループとダイクレの間には資本関係や役員兼任関係はな

く、当事会社グループと結合関係が形成されている会社ではないという状況に鑑

みると、本件問題解消措置の引受先としてダイクレは適切であると認められる。 

 

 設備譲渡 

問題解消措置は事業譲渡等の構造的な措置が原則とされているため、事業全体

や設備の全部を譲渡することが望ましいが、統合会社の尼崎製造所では３商品以

外の商品も製造しており、また、仮に設備を譲渡すると統合会社の工場内にダイ

クレの製造設備が点在することになるため、設備の管理等の面で設備全体又は設

備の一部を切り出して譲渡することは困難といえる。そのため、第三者に対して

製造設備の持分を譲渡するという方法は、新たな競争事業者を参入させて統合会

社に対し有効な牽制力を働かせる構造的な措置として、採り得る方法である。 

また、ダイクレは持分の取得に際して設備に係る固定費を負担することになる

ため、ダイクレにとっては、統合会社に生産を委託する量を増やせば増やすほど

単位当たりの固定費の負担を減らすことができ、利益の増加につながることから、

積極的な販売活動を行おうとするインセンティブが働くと考えられる。 

さらに、尼崎製造所の製造量の４５％は、当事会社のうち市場シェアの低い方

の会社の直近事業年度の販売数量に相当する数量であり、前記第５の２における

操業生産受託の上限数量と同等となることから、製造設備の４５％の持分を譲渡

することにより当事会社のうち市場シェアの低い方の会社と同等程度の製造が

できる競争事業者になり得ると評価できることから、持分の比率についても適切

な水準であると考えられる。 

以上のことから、かかる設備譲渡は適切であると認められる。 

 

 ３商品の操業生産受託 

当事会社の片方の年間販売実績を基に上限数量を設定することについては、当

該数量をダイクレが販売した場合、当事会社の一方と同等の取扱数量を有する事

業者が市場に参入することと同義になるため、適切である。 

また、操業生産受託の価格は、統合会社の製造コスト相当額であり、３商品の

製造に係る知見や経験を有する統合会社と同じコストで新規参入することがで

きるようになり、さらに、本件行為後５年間は統合会社の製造コスト相当額を更

に下回る価格で供給することになるため、新規参入者であるダイクレが価格政策

を採りやすくなる。この点、統合会社の製造コスト相当額で供給を受けることか

ら統合会社とダイクレとの間のコスト共通化は避けられない面もあるが、ダイク

レにおいては自社の利益を勘案して自らの意思で価格を決めることができ、また、

前記２のとおり、ダイクレは統合会社に生産を委託する量を増やせば増やすほど

単位当たりの固定費の負担を減らすことができ、利益の増加につながることから、
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積極的な販売活動を行おうとするインセンティブが働くと考えられるため、統合

会社とは異なった価格戦略を採る可能性は十分あるものと評価できる。さらに、

具体的な供給価格については本件行為実行までに公正取引委員会の承認を得る

としていることに加え16、ダイクレが供給価格の検証を行う際に選任する統合会

社から独立した専門家についても当委員会の承認を得るとしており、評価できる

ものと考えられる。 

このほか、操業生産受託の対象を３商品の全種別とすることは、ダイクレのラ

インナップが統合会社と同等となるものであり、適切なものと考えられる。 

 

 営業・技術支援 

ダイクレは３商品を新規に取り扱うこととなるところ、営業・技術支援を受け

ることにより、ダイクレが営業力・技術力を獲得することにつながるものであり、

これによって統合会社に対する十分な競争単位となり得ることから、適切である。 

 

 情報遮断措置 

   統合会社がダイクレの営業情報等を取得すること等により協調的行動の問題

が生じることを防止する観点から、また、統合会社がダイクレから取得した情報

を不当に有利に利用することを防止する観点から適切である。 

 

 ダイクレによる製造工程の一部の単独対応化 

自社において処理を行うことにより価格面での競争力を持つことの一因には

なると考えられるものの、３商品のうちめっき処理が行われる商品の割合は多く

はないことからその評価は限定的となる。 

 

 定期報告 

本件問題解消措置の履行監視の観点から、定期報告は有効な措置である。 

 

 小括 

本件問題解消措置を前提とすれば、３商品の市場において新たに有力な競争事

業者としてダイクレが参入することで、本件行為以前と同程度の競争環境が維持

されるものと評価できることから、本件行為により、３商品の取引分野における

競争を実質的に制限することとはならないと考えられる。 

 

第７  結論 

当事会社が本件問題解消措置を講ずることを前提とすれば、本件行為により、

一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと判断した。

                                                      
16 当事会社から具体的な供給価格の考え方についての説明があり、公正取引委員会において検討した

ところ適切と判断したしために本件行為の実行までに承認をしている。 
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事例４ 日本電産㈱による三菱重工工作機械㈱の株式取得 

 

第１  当事会社 

日本電産株式会社（法人番号9130001002387）（以下「日本電産」という。）は、

主に精密小型モータの製造販売業を営む会社である。 

三菱重工工作機械株式会社1（法人番号8160001013969）（以下「三菱重工工作

機械」という。）は、主に工作機械の製造販売業を営む会社である。 

以下、日本電産と既に結合関係が形成されている企業の集団を「日本電産グル

ープ」といい、三菱重工工作機械と既に結合関係が形成されている企業の集団を

「三菱重工工作機械グループ」という。また、日本電産グループ及び三菱重工工

作機械グループを併せて「当事会社グループ」という。 

 

第２  本件の概要及び関係法条 

本件は、日本電産が三菱重工工作機械の株式に係る議決権の全部を取得するこ

と（以下「本件行為」という。）を計画したものである。 

関係法条は、独占禁止法第１０条である。 

なお、当事会社グループが製造販売する商品等の間で取引関係にあるものは多

数存在するところ、これらについて検討したもののうち、以下は、競争に与える

影響が比較的大きいと考えられた歯車機械（ホブ盤、ギヤシェーパ及び歯車研削

盤）とｅアクスル事業の垂直型企業結合について詳述したものである。 

 

第３  一定の取引分野 

 商品の概要 

(1) 歯車機械2 

 歯車機械の概要 

歯車機械とは、主に金属を高精度な切削などの加工方法により、歯車（ギ

ヤ）形状に成形する加工（歯車加工）を行う工作機械のことである。歯車機

械で成形される歯車は、自動車、産業機械、建設機械、家電等の機械の内部

の動力部等で使用される。歯車機械の主な需要者は、自動車メーカー、自動

車部品メーカー、産業機械メーカー等であり、自動車関係の需要が歯車機械

全体の７～８割を占めている。 

歯車機械の耐用年数は、需要者の使用頻度等によって異なるが、おおむね

１０年程度である。 

 

 

                                                      
1 令和３年８月２日に「日本電産マシンツール株式会社」に商号変更を行った。 

2 歯車工作機械又は歯車加工機械ともいう。 
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 歯車機械の種類 

歯車の加工工程及び用途によって使用する歯車機械は異なっている。 

歯車の加工工程は、金属素材から切削工具を用いて歯車を削り出す「歯切

り加工」3と、歯切りされた歯車を研磨等して仕上げる「仕上げ加工」に分け

られる。工具精度と加工条件を調整することにより、歯切り加工と仕上げ加

工の両方ができる歯車機械もある。 

歯車機械の種類としては、主に、ホブ盤、ギヤシェーパ（歯車形削り盤）、

スカイビング盤、シェービング盤、歯車研削盤及び歯車ホーニング盤がある。

これら各種類の歯車機械の用途、機能等の特徴は表１のとおりである。需要

者は、歯車の形状、精度、生産性等により、使用する歯車機械を選択してい

る。 

 

【表１ 歯車機械の機能等の特徴】 

商品 機能等の特徴 

ホブ盤 ・歯切り加工及び仕上げ加工が可能だが、主に歯切り

加工に用いられる。 

・外歯車（外側に歯がある形状のもの）加工用。 

・歯切り加工が可能なものの中で最も生産性が高い。 

ギヤシェーパ 

（歯車形削り盤） 

・歯切り加工及び仕上げ加工が可能だが、主に歯切り

加工に用いられる。 

・外歯車加工及び内歯車（内側の穴の表面に歯がある

形状のもの）加工が可能だが、主に内歯車加工に用

いられる。 

・歯切り加工が可能なものの中で最も生産性が低い。 

スカイビング盤 ・歯切り加工及び仕上げ加工が可能だが、主に歯切り

加工に用いられる。 

・外歯車加工及び内歯車加工が可能だが、主に内歯車

加工に用いられる。 

・生産性はホブ盤よりやや劣るが、ギヤシェーパより

高い。 

・精度は低い。 

・現時点では国内需要は少ない。 

シェービング盤 ・仕上げ加工に用いられる。 

・焼入れ（熱処理）前に使用。 

・仕上げ加工精度は歯車研削盤より低い。 

・歯車研削盤に置き換わりつつあり、国内需要は減少

傾向。 

                                                      
3 粗加工、粗切り又は切削加工ともいう。 
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商品 機能等の特徴 

歯車研削盤 ・仕上げ加工に用いられる。 

・焼入れ（熱処理）後に使用。 

・生産性が高い。 

・国内需要は増加傾向。 

歯車ホーニング盤 ・仕上げ加工に用いられる。 

・焼入れ（熱処理）後に使用。 

・歯車の種類によっては歯車研削盤よりも精度が高

い。 

・歯車研削盤よりも生産性は低い。 

 

 歯車機械の製造方法及び生産能力 

歯車機械は、歯車機械の種類ごとに製造ラインを分けて製造されているも

のではなく、建屋内の組立エリアにおいて、顧客ニーズに合わせた歯車機械

が製造される。 

これまでに複数の種類の歯車機械を製造している歯車機械メーカーは、そ

れらのうち特定の種類の歯車機械の需要が増えた場合、他の歯車機械の生産

能力を当該特定の歯車機械の製造に切り替えることで、容易に当該特定の歯

車機械を増産することができる。 

 

 需要者との仕様調整 

歯車機械の基本的な構造は共通であるものの、歯車機械で加工する対象物

（歯車）は、加工対象ごとに素材や形状が異なり、かつ、加工対象に応じた

精度が要求されることから、加工対象ごとに切削工具や冶具4等を調整する

必要がある。このため、需要者から歯車機械の引き合い・見積り依頼があっ

た場合、需要者と歯車機械メーカーとの間で加工対象に合わせた仕様調整を

行い、受注後、製作までの間に仕様が決定される。需要者は仕様調整のため

に歯車機械メーカーに技術情報、納期・予算・発注プロセス情報を提供して

いる。需要者は、これらの情報について歯車機械で加工する対象物を変更す

る際の仕様調整（以下「転用調整」という。）の際にも提供している。 

 

(2) ギヤ複合加工機 

近年、ホブ切り、ギヤシェーパ加工等の従来の歯車機械でできる加工に加え、

穴あけやフライス（工具を回転させながら固定した工作物を削る加工）等、よ

り多くの加工を１台でできる歯車加工用工作機械（以下「ギヤ複合加工機」と

いう。）が登場している。ギヤ複合加工機は、自動車メーカーや建機メーカー

において採用実績がある。 

                                                      
4 加工物を工作機械に取り付け、刃物を正しく当てるために使う道具。 
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(3) ｅアクスル 

 ｅアクスルの概要 

ｅアクスルとは、電気自動車（以下「ＥＶ」という。）の車両を動かすた

めに必要なモータ、減速機、インバータ等を組み合わせた駆動部品ユニット

のことであり、日本電産グループにおいては「Ｅ－Ａｘｌｅ」という名称で

製造販売している。ｅアクスルは、ＥＶの駆動を一製品で完結させることが

できる利便性から、自動車メーカーにＥＶの開発において採用されており、

内製のみならず、製造販売も行われているほか、自動車部品メーカーにも製

造販売されている。 

 

 ｅアクスルの種類 

ｅアクスルには、内蔵されるモータの出力、トルク、重量が異なる商品が

ある。これは、ｅアクスルの需要者である自動車メーカーが、ＥＶの車格、

求める性能、想定する需要者の選好などの観点からｅアクスルを選択し、採

用しているためである。自動車メーカーは、基本的に自社が製造するＥＶの

車格5に適合する種類のｅアクスルを採用するが、車格を問わず、自社が製

造する車種に求める性能を有する種類を採用する場合もある。 

 

 ｅアクスルの製造方法 

ｅアクスルは、モータ、減速機、インバータ等を組み合わせることによっ

て製造されるが、製造コストや品質維持等の観点から、メーカーによって、

部品の一部を外部調達して製造する場合や全ての部品を自社グループ内で

製造する場合がある。 

ｅアクスルの製造において、歯車機械が使用されるのは、ｅアクスル用の 

減速機部分であり、主にホブ盤、ギヤシェーパ、スカイビング盤及び歯車研

削盤が使用される6。 

なお、近年、ＥＶの需要が増加していることに伴い、一部の自動車メーカ

ーや自動車部品メーカーは、他の自動車部品の歯車の製造に使用する歯車機

械をｅアクスルに使用する歯車の製造用に転用調整を行った上で転用する

ことを検討している。通常、当該歯車機械を製造した歯車機械メーカーが需

要者の依頼に応じて転用調整を行っている。 

 

 

 

 

                                                      
5 車格とは、自動車の全長等によって、区分した自動車の分類である。 
6 必ずしも全ての種類が使用されるわけではなく、歯車の形状等によって使用される歯車機械の種類

が限定される場合がある。 
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 商品範囲 

(1) 歯車機械 

 歯車機械の種類間の代替性 

歯車機械の中には、歯切り加工も仕上げ加工もできるもの、また、外歯車

加工も内歯車加工もできるものがあるが、需要者は、自身が製造する歯車の

形状や精度、また、生産性により、必要な歯車機械や、歯車機械の使用方法

（歯切り加工に用いるのか仕上げ加工に用いるのか）を使い分けていること

から、各歯車機械の間の需要の代替性は限定的である。 

また、当事会社グループによれば、歯車機械メーカーは、十分な技術や人

員、生産設備を有していることから、いずれの種類の歯車機械も製造するこ

とは容易であるとしている。しかしながら、他の歯車機械メーカーによれば、

歯車機械は種類ごとに製造技術やノウハウが異なり、開発には数年を要する

とのことであった。 

以上から、歯車機械の種類間の商品範囲について、歯車機械の種類ごとに

異なる商品範囲を構成するとも同一の商品範囲を構成するとも考えられる

ものの、現時点において当事会社グループ間で取引関係がある又は取引関係

が生じる可能性がある歯車機械は「ホブ盤」、「ギヤシェーパ」及び「歯車

研削盤」であることを踏まえ、本件においては、より慎重に審査する観点か

ら、歯車機械のうち「ホブ盤」、「ギヤシェーパ」及び「歯車研削盤」につ

いて検討する7。 

 

 ギヤ複合加工機と歯車機械との代替性 

当事会社グループによれば、ギヤ複合加工機は、ホブ盤及びギヤシェーパ

の代替機になってきており、自動車メーカーや建機メーカーでも調達実績が

あるとしている。しかしながら、ギヤ複合加工機を使用している自動車メー

カーによれば、ホブ切りやギヤシェーパ加工等の歯車加工の工程単体でみれ

ば、ギヤ複合加工機はホブ盤、ギヤシェーパ等の歯車機械と比較すると生産

性が低く、現時点において、歯車機械単体をギヤ複合加工機に置き換えるこ

とは困難とのことであった。 

したがって、ギヤ複合加工機と歯車機械との間の需要の代替性は限定的で

ある。 

また、当事会社グループによれば、ギヤ複合加工機メーカーは、歯車機械

の開発に必要な技術や人員、生産設備を有していることから、ホブ盤、ギヤ

シェーパ等を製造することは容易であるとしている。他方、他の歯車機械メ

                                                      
7 現時点において当事会社グループ間で取引関係がある又は取引関係が生じる可能性がある歯車機械

は「ホブ盤」、「ギヤシェーパ」、「歯車研削盤」及び「スカイビング盤」であるところ、スカイビング

盤については、三菱重工工作機械グループの直近５年間の売上実績がないことから、検討を省略す

る。 
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ーカーによれば、歯車機械とギヤ複合加工機では製造技術やノウハウが異な

り、ギヤ複合加工機の開発には数年を要するとのことであった。 

実際にギヤ複合加工機メーカーと歯車機械メーカーでは、事業者の顔ぶれ

が異なっていることから、ギヤ複合加工機と歯車機械との間の供給の代替性

はない。 

以上から、ギヤ複合加工機と歯車機械は、異なる商品範囲を構成する。 

 

 小括 

以上から、本件では歯車機械について、「ホブ盤」、「ギヤシェーパ」及

び「歯車研削盤」をそれぞれ商品範囲として検討する。 

 

(2) ｅアクスル 

ｅアクスルの需要者は、各種ｅアクスルについて、自社が製造するＥＶの車

格に適合する性能のものや、自社が製造する車種に求める性能のものを選択し

ているが、特定の種類のｅアクスルに替えて、複数の種類のｅアクスルを組み

合わせて使用することも可能であるため、各種ｅアクスルの間には需要の代替

性があるとも考えられる。他方で、低出力のｅアクスルで足りる車格や車種に

は高出力のｅアクスルは選択されることはなく、このような場合には各種ｅア

クスル間の需要の代替性が限定的なものであると考えられる。 

他方で、後記第４の２の垂直型企業結合の検討においては、各種ｅアクスル

を製造販売するメーカーの顔ぶれがおおむね同じであることから、ｅアクスル

全体で検討しても、各種ｅアクスルで検討しても、垂直型企業結合として検討

する内容に大きな変わりはないと考えられることから、ｅアクスル全体で検討

すれば足りる。 

以上のことから、商品範囲を「ｅアクスル」として画定した。 

 

 地理的範囲 

(1) 歯車機械 

歯車機械は、日本国内での輸送上の制約等の特段の事情がなく、地域によっ

て価格が異なることもない。いずれのメーカーも、日本全国を事業地域として

おり、直接又は流通業者経由で、日本全国の需要者に対して販売している。ま

た、需要者も日本全国のメーカーから調達していることから、いずれも地理的

範囲を「日本全国」と画定した。 

 

(2) ｅアクスル 

ｅアクスルの需要者である日本国内の自動車メーカーは、海外のｅアクスル

メーカーも調達先の候補としており、日本国内のｅアクスルメーカーも、海外

への販促活動を積極的に行っている状況にある。しかしながら、日本国内の自
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動車メーカーは、現状では、自社でｅアクスルを内製するか、自社系列の自動

車部品メーカーからの調達が主流となっている。また、日本国内のｅアクスル

メーカーのｅアクスルは、一部の中国のＥＶメーカー等において採用実績があ

るものの、海外での採用実績は少ない。 

したがって、ｅアクスルについては、地理的範囲を「日本全国」と画定した。 

 

第４  本件行為が競争に与える影響 

現時点において、日本電産グループは、ホブ盤について、三菱重工工作機械グル

ープから購入していないが、日本電産グループは、今後、内製を本格化するに当た

り、三菱重工工作機械グループから歯車機械を購入する可能性がある。 

また、ギヤシェーパ及び歯車研削盤について、日本電産グループは、三菱重工

工作機械グループから購入している。 

以上のことから、以下の垂直型企業結合に該当する。 

 

川上市場 

（三菱重工工作機械グループ） 

川下市場 

（日本電産グループ） 

ホブ盤 

ギヤシェーパ 

歯車研削盤 

ｅアクスル 

 

 垂直型企業結合（川上市場を各歯車機械、川下市場をｅアクスルとする垂直型

企業結合）当事会社の地位及び競争事業者の状況 

(1) ホブ盤、ギヤシェーパ及び歯車研削盤（川上市場） 

本件行為後のホブ盤、ギヤシェーパ及び歯車研削盤について、平成２８年～

令和２年度平均の市場シェアは以下のとおりであり、川上市場における三菱重

工工作機械グループの市場シェアは２５％以上であることから、垂直型企業結

合のセーフハーバー基準に該当しない。 

 

 

【ホブ盤の市場シェア（平成２８年～令和２年度平均）】 

順位 会社名 市場シェア 

１ Ａ社 約４５％ 

２ 三菱重工工作機械グループ 約３０％ 

３ Ｂ社 約２０％ 

４ Ｃ社 約５％ 

５ Ｄ社 ０－５％ 

合計 １００％ 
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【ギヤシェーパの市場シェア（平成２８年～令和２年度平均）】 

順位 会社名 市場シェア 

１ 三菱重工工作機械グループ 約７５％ 

２ Ｅ社 約２０％ 

３ Ｆ社 ０－５％ 

４ Ｇ社 ０－５％ 

合計 １００％ 

 

【歯車研削盤の市場シェア（平成２８年～令和２年度平均）】 

順位 会社名 市場シェア 

１ 三菱重工工作機械グループ 約７０％ 

２ Ｈ社 約１５％ 

３ Ｉ社 ０－５％ 

４ Ｊ社 ０－５％ 

４ Ｋ社 ０－５％ 

６ Ｌ社 ０－５％ 

７ Ｍ社 ０－５％ 

合計 １００％ 

 

(2) ｅアクスル（川下市場） 

本件行為後のｅアクスル全体の市場における正確な市場シェアは不明であ

ることから、垂直型企業結合のセーフハーバー基準に該当しないものとして検

討する。 

 

 競争の実質的制限に係る検討 

(1) 単独行動による競争の実質的制限 

 川上市場をホブ盤、川下市場をｅアクスルとする垂直型企業結合 

 投入物閉鎖 

三菱重工工作機械グループは、複数のｅアクスルメーカーに対しホブ盤

を販売しているが、川上市場には、市場シェア約４５％のＡ社（１位）、

同約２０％のＢ社（３位）という、市場シェア２０％超の有力な競争事業

者２社が存在する。また、これらを含むヒアリングを行った競争事業者３

社には、供給余力がある。 

このため、仮に、川下市場にいる当事会社グループ以外のｅアクスルメ

ーカーに対して、当事会社グループによるホブ盤の供給拒否等が行われた

としても、当該当事会社グループ以外のｅアクスルメーカーは、調達先を

容易に他のホブ盤メーカーに切り替えることができることから、当事会社

グループには投入物閉鎖を行う能力はない。 

したがって、投入物閉鎖により川下市場において市場の閉鎖性・排他性

の問題は生じない。 
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 顧客閉鎖 

日本電産グループは、現在、三菱重工工作機械グループからはホブ盤を

購入しておらず、他の複数のホブ盤メーカーからホブ盤を購入しているこ

とから、本件行為後、日本電産グループが三菱重工工作機械グループ以外

の歯車機械メーカーに対してホブ盤の購入拒否等を行うことにより、川上

市場において市場の閉鎖性・排他性の問題が生じるおそれがある。 

しかしながら、川下市場におけるホブ盤の需要者には、有力な事業者と

考えられる自動車メーカーや自動車部品メーカーが存在する。また、ホブ

盤の需要者は自動車メーカーや自動車部品メーカーに限られず、減速機メ

ーカー、産業機械メーカー等も存在する。これらのことから、仮に購入拒

否等が行われたとしても、他のホブ盤メーカーは、容易に他の自動車メー

カー等に販売先を切り替えることができることから、当事会社グループに

は顧客閉鎖を行う能力はない。 

したがって、顧客閉鎖により川上市場において市場の閉鎖性・排他性の

問題は生じない。 

 

 川上市場をギヤシェーパ、川下市場をｅアクスルとする垂直型企業結合 

 投入物閉鎖 

三菱重工工作機械グループは、複数のｅアクスルメーカーに対しギヤシ

ェーパを販売しているが、川上市場には、競争事業者として市場シェア約

２０％のＥ社（２位）が存在し、また、競争事業者には供給余力がある。 

このため、仮に、川下市場にいる当事会社グループ以外のｅアクスルメ

ーカーに対して、当事会社グループによるギヤシェーパの供給拒否等が行

われたとしても、当該当事会社グループ以外のｅアクスルメーカーは、調

達先を容易に他のギヤシェーパメーカーに切り替えることができること

から、当事会社グループには投入物閉鎖を行う能力はない。 

したがって、投入物閉鎖により川下市場において市場の閉鎖性・排他性

の問題は生じない。 

 

 顧客閉鎖 

日本電産グループは、現在、三菱重工工作機械グループ以外のギヤシェ

ーパメーカーからギヤシェーパを購入していないことから、川上市場にお

いて市場の閉鎖性・排他性の問題は生じない。 

 

 川上市場を歯車研削盤、川下市場をｅアクスルとする垂直型企業結合 

 投入物閉鎖 

三菱重工工作機械グループは、複数のｅアクスルメーカーに対し、歯車

研削盤を販売しており、三菱重工工作機械グループが、日本電産グループ
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以外のｅアクスルメーカーに対して、歯車研削盤の供給拒否等を行うこと

により、川下市場において市場の閉鎖性・排他性の問題が生じるおそれが

ある。 

川上市場の競争事業者である国内の歯車機械メーカーの中には、シェア

が小さいメーカーも存在するものの、歯車機械メーカーは、既に生産して

いる種類の歯車機械であれば歯車機械の種類を切り替えて製造すること

は容易であり、製造を歯車研削盤に集中させた場合には、一定程度の供給

余力が生じると考えられる。 

また、川上市場における競争事業者の中には、海外の歯車機械メーカー

も存在するところ、海外メーカー製の歯車研削盤は国内メーカー製と比較

すると価格が一定程度高いことから、仮に三菱重工工作機械グループが供

給拒否等を行った場合、ｅアクスルメーカーは、調達先を海外メーカー製

に切り替えることが困難とも考えられる。しかしながら、歯車研削盤を含

む歯車機械の耐用年数は１０年程度と長いことから、歯車研削盤１台で大

量の歯車を加工することも踏まえると、海外メーカー製に切り替えたとし

ても耐用年数の間に製造する歯車のコストに与える影響はほとんどない

と考えられる。さらに、海外の歯車機械メーカーによれば、各歯車機械に

ついて即座に生産量を増加させることが可能であり、技術サポートや修

理・保全サービスについても即時対応可能な体制を整えているとのことで

あった。 

以上のとおり、歯車研削盤については、競争事業者に供給余力があり、

また、競争事業者からの圧力もあると考えられることから、仮に供給拒否

等が行われたとしても、ｅアクスルメーカーは、調達先を容易に他の歯車

研削盤の競争事業者に切り替えることができることから、当事会社グルー

プには投入物閉鎖を行う能力はない。 

したがって、投入物閉鎖により川下市場において市場の閉鎖性・排他性

の問題は生じないと考えられる。 

 

 顧客閉鎖 

日本電産グループは、現在、三菱重工工作機械グループ及び海外メーカ

ーから歯車研削盤を購入しているところ、川下市場においては、有力な事

業者と考えられるｅアクスルメーカーが存在する。また、歯車研削盤の需

要者はｅアクスルメーカーに限られず、自動車メーカー、自動車部品メー

カー、産業機械メーカー等も存在する。これらのことから、仮に日本電産

グループが歯車研削盤の購入拒否等を行ったとしても、歯車研削盤の競争

事業者は、容易に他の自動車メーカー等に販売先を切り替えることができ

ることから、当事会社グループには顧客閉鎖を行う能力はない。 

したがって、顧客閉鎖により川上市場において市場の閉鎖性・排他性の
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問題は生じない。 

 

(2) 秘密情報の入手に関する懸念に対する考え方 

 歯車機械の新規購入時における懸念 

ｅアクスルメーカーが、歯車機械の新規購入時の仕様調整の際に三菱重工

工作機械グループに開示する技術情報、納期・予算・発注プロセス情報等を

日本電産グループが入手し、当該情報を日本電産グループが自己に有利に用

いることにより、川下市場の競争事業者が競争上不利な立場に置かれる可能

性がある。 

しかしながら、川下市場の競争事業者は、日本電産グループによる秘密情

報の入手に懸念がある場合は、前記(1)のとおり、各歯車機械の競争事業者

の供給余力や競争事業者からの競争圧力が認められることから、他の歯車機

械の競争事業者に調達先を変更することが可能である。 

したがって、川下市場の日本電産グループが競争事業者の秘密情報を入手

することにより、競争事業者が川下市場から退出し、又はこれらの競争事業

者からの牽制力が弱まることとは認められず、川下市場において市場の閉鎖

性・排他性の問題は生じない。 

 

 歯車機械の転用時における懸念 

三菱重工工作機械グループの歯車機械の転用時の転用調整においても、前

記アと同様に川上市場の競争事業者が競争上不利な立場に置かれる可能性

がある。 

しかしながら、転用調整の内容によっては、他の歯車機械メーカーであっ

ても対応が可能と考えられ、また、歯車機械の転用を検討しているｅアクス

ルメーカーにおいては、三菱重工工作機械グループの歯車機械の転用を行う

代わりに、前記ア同様、他の歯車機械メーカーから新規購入することが可能

である。 

この点に関しては、歯車機械の転用ではなく新規購入することで、ｅアク

スル製造用の歯車機械の調達コストが増加する可能性があるものの、前記第

３の１(1)アのとおり、歯車機械の耐用年数は１０年程度と長いことから、

歯車機械１台で大量の歯車を加工することも踏まえると、転用の場合と新規

購入の場合の価格差が耐用年数の間に製造する歯車のコストに与える影響

は軽微と考えられる。また、昨今のＥＶの需要増加に伴い、ｅアクスルの需

要が増加している現状に鑑みれば、ｅアクスルメーカーが歯車機械の転用分

につき、新規購入への切替えに伴い一時的にコストが増加したとしても、当

該ｅアクスルメーカーがｅアクスル市場からの撤退を余儀なくされたり、当

該負担が当該ｅアクスルメーカーの牽制力を削ぐことになるとは考えにく

い。 
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したがって、川下市場において市場の閉鎖性・排他性の問題は生じないと

考えられる。 

 

(3) 協調的行動による競争の実質的制限 

本件株式取得により、川上市場の三菱重工工作機械グループが、川下市場の

日本電産グループを通じて、川上市場の他の歯車機械メーカーの販売価格等の

情報を入手することにより、川上市場における協調的行動による競争の実質的

制限の問題が生じる可能性がある。 

しかしながら、海外の歯車機械メーカーは、各歯車機械について即座に輸入

を増加させることが可能とのことであり、協調的行動に対する競争事業者から

の競争圧力があると考えられる。 

したがって、本件株式取得によって、川上市場における協調的行動による一

定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと考えられ

る。 

 

(4) 小括 

以上のことから、本件行為によって、当事会社グループの単独行動又は競争

事業者との協調的行動により、歯車機械及びｅアクスルの製造販売業の市場に

閉鎖性・排他性の問題を生じさせ、一定の取引分野における競争を実質的に制

限することとはならないと考えられる。 

 

第５  結論 

以上のとおり、本件行為は、一定の取引分野における競争を実質的に制限する

こととはならないと判断した。 
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事例５ ＥＮＥＯＳ㈱によるジャパン・リニューアブル・エナジー㈱の株式取得 

 

第１  当事会社 

ＥＮＥＯＳ株式会社（法人番号4010001133876）（以下「ＥＮＥＯＳ」という。）

は、主に石油精製販売事業を営んでいる。 

ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社1（法人番号5010401101449）（以

下「ＪＲＥ」という。）は、匿名組合等への出資事業を営んでいる。 

以下、ＥＮＥＯＳの最終親会社であるＥＮＥＯＳホールディングス株式会社と

既に結合関係を有する企業の集団を「ＥＮＥＯＳグループ」と、ＪＲＥを最終親

会社として既に結合関係を有する企業の集団を「ＪＲＥグループ」といい、ＥＮ

ＥＯＳグループとＪＲＥグループを併せて「当事会社グループ」という。 

 

第２  本件の概要及び関係法条 

本件は、ＥＮＥＯＳがＪＲＥの株式に係る議決権の５０％を超えて取得するこ

と（以下「本件行為」という。）を計画したものである。 

関係法条は、独占禁止法第１０条である。 

 

第３  一定の取引分野 

 当事会社グループの事業概要 

(1) ＥＮＥＯＳグループ 

ＥＮＥＯＳグループは、ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社及び関係会社

から構成されている。主要な事業会社として、ＥＮＥＯＳが存在し、主な事業

（製品・サービス）は、石油製品、基礎化学品、電力、潤滑油、機能材、ガス、

再生可能エネルギーである。 

 

(2) ＪＲＥグループ 

ＪＲＥグループは、ＪＲＥが、発電所を保有する特別会社（ＳＰＣ）である

合同会社に対する匿名組合出資又は合同会社の社員持分の保有により、間接的

に発電所を保有することにより、主に再生可能エネルギー発電事業を行ってい

る。 

 

 役務の概要 

(1) 電力事業 

電力はエネルギーとして様々な分野で用いられているところ、火力や水力等

を利用した発電所において発電され、各変電所において徐々に電圧を下げられ

                                                      
1 ＪＲＥは、ザ・ゴールドマン・サックス・グループが管理・運用するファンド及びシンガポール政 

府投資公社がそれぞれ議決権の７５％及び２５％を保有するジーエス・リニューアブル・ホールディ

ングス合同会社の完全子会社である。 
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た上で、送配電線や引込線等を通じて需要家に供給されている。 

電力供給に係る主な商流は図１のとおりであり、 

① 発電事業者が発電所で発電した電力を自社の小売部門（又は卸売部門）

に供給又は日本卸電力取引所や小売電気事業者と取引を行い（発電事業）、 

② 小売（卸）電気事業者が発電事業者から又は日本卸電力取引所から調達

した電力を別の小売電気事業者に販売し（卸電気事業）、 

③ 小売電気事業者が最終需要者に電力を販売し（小売電気事業）、 

④ 送配電（託送供給）事業者が変電及び送配電を行うことにより（送配電

事業）2、需要者に電力が供給されている。 

   

【 図１ 】電力供給に係る主な商流 

事業者A
（発電部門）

事業者B
（発電部門）

日本卸電力取引所
（JEPX）

事業者C
（卸売事業者）

事業者A
（小売部門）

事業者B
（小売部門）

需要者
（大規模工場）

需要者
（中規模工場）

需要者
（一般家庭）

発電事業 卸電気事業 小売電気事業

事業者D
（小売事業者）

 

(2) 発電事業 

発電事業とは、火力、水力、原子力、太陽光等の様々な電源を用いて発電を

行い、発電した電力を小売電気事業者等に供給する事業である。 

また、発電事業のうち太陽光、風力、地熱、水力、バイオマス等の再生可能

エネルギーを利用して発電を行う事業を特に再生可能エネルギー発電事業と

いう。再生可能エネルギー発電事業では、発電事業者によって固定価格買取制

                                                      
2 本件においては当事会社グループのいずれも当該事業を営んでいない（旧一般電気事業者の送配電部

門がそれぞれの供給区域において独占的に事業を行うことが認められている。）ことから、図１におい

ては送配電事業に係る記載を省略している。 
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度3（以下「ＦＩＴ制度」という。）が利用されている。発電事業者は、発電し

た電力を主に送配電事業者である旧一般電気事業者4に供給し、又は、例外的に

ＦＩＴ制度の下の特定卸供給契約5に基づき小売電気事業者に供給している。 

 

【 図２ 】ＦＩＴ制度に係る主な商流 

 
 

 役務範囲 

(1) 発電事業 

そもそも発電された電力は、発電方法の違いによって品質等に差が生じるも

のではなく、少なくとも現時点においては、需要者である卸電気事業者及び小

売電気事業者は、電力の調達に当たって発電事業者を区別することなく代替的

                                                      
3 固定価格買取制度の概要については、資源エネルギー庁のウェブサイト

（https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/surcharge.html）に

以下のとおりに記載されている。 

「再生可能エネルギーの固定価格買取制度は、再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一

定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度です。電力会社が買い取る費用の一部を電気をご

利用の皆様から賦課金という形で集め、今はまだコストの高い再生可能エネルギーの導入を支えてい

きます。この制度により、発電設備の高い建設コストも回収の見通しが立ちやすくなり、より普及が

進みます。」 
4 ただし、平成２９年４月１日より前に買取契約が締結された分については、小売電気事業者が買取

義務者となっている。 
5 特定卸供給契約とは、買取義務者（送配電事業者）と小売電気事業者が、再生可能エネルギー発電

事業者の同意を得た上で締結される契約であり、当該再生可能エネルギー発電事業者が発電し、買取

義務者が買い取った再生可能エネルギー由来の電力を、ＪＥＰＸを経由することなく、当該小売電気

事業者が相対で調達できる制度である。 
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な選択肢として検討し、最も有利な取引条件の提示があった先から調達をして

いる場合が多いと考えられる。したがって、各発電方法の間における需要の代

替性が認められることから、本件の役務範囲を、「発電事業」全体として画定

することが考えられる6。一方で、再生可能エネルギー発電事業について、近時

の再生可能エネルギーに対する需要者の考え方の変化等も踏まえた場合、単独

の役務範囲として画定することも考えられることから、以下この点について検

討する。 

 

(2) 再生可能エネルギー発電事業 

これまで、電力の需要者の多くは、品質等に差がない再生可能エネルギー由

来の電力に特段の価値を見出してはこなかった。しかし、近時はＳＤＧｓや脱

炭素の意識の高まりから、火力を中心とした化石燃料を用いて発電した電力で

はなく、再生可能エネルギーを用いて発電した電力を特に求める最終需要者が

出現している。そして、発電事業の直接の需要者である小売電気事業者におい

ても、そのような最終需要者をターゲットとして再生可能エネルギーを用いて

発電した電力を販売する者が現れており、そうした事業者は再生可能エネルギ

ーを指定して調達を行っている。 

こうした動きは現時点においてはまだ萌芽的であるものの、国際的な動き7

に呼応する形で、政府が２０５０年までに温室効果ガスの排出量を実質的にゼ

ロにする「カーボンニュートラル」を２０２０年１０月に宣言8し、当該宣言の

実現に向けた様々な政策を打ち出していることから、今後、再生可能エネルギ

ーを用いて発電した電力を特に求める最終需要者は増加することが見込まれ

る。そして、こうした最終需要者をターゲットにした電力供給を行おうと考え

る小売電気事業者にとっては、火力を中心とした化石燃料を用いて発電した電

力は、再生可能エネルギーを用いて発電した電力の代替とはなり得ないと考え

られる。 

このような再生可能エネルギーに対する需要者の考え方の変化等があるこ

とに鑑みれば、需要者にとって、発電事業と再生可能エネルギー発電事業との

間における需要の代替性は限定的になりつつあり、今後その傾向はますます強

                                                      
6 なお、卸電気事業者及び小売電気事業者は、発電事業者以外に他の卸電気事業者から直接電力を調

達することも可能であるため、卸電気事業者を発電事業者の競争事業者として同一の取引分野に含め

ることも考えられるが、本件では慎重に検討する観点から、発電事業者のみから成る「発電事業」を

役務範囲とした。 
7 ２０１５年にパリで開かれた、温室効果ガス削減に関する国際的取決めを話し合う「国連気候変動

枠組条約締約国会議（通称ＣＯＰ）」における合意（パリ協定）。 
8 さらに、２０２１年４月２２－２３日に開催された米国主催気候サミットにおいて、菅総理大臣

（当時）は、２０５０年カーボンニュートラルの長期目標と整合的で、野心的な目標として、我が国

が、２０３０年度において、温室効果ガスの２０１３年度からの４６％削減を目指すことを宣言する

とともに、さらに、５０％の高みに向け、挑戦を続けていく決意を表明している。 
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くなるものと考えられる9。 

したがって、本件では、より慎重に検討する観点から発電事業のうち、再生

可能エネルギー発電事業を特に区別し、役務範囲を「発電事業全体」と「再生

可能エネルギー発電事業」を重層的に画定する。 

 

 地理的範囲 

前記のとおり、電力は発電所から送配電線等を通じて供給されているところ、

異なる供給区域の系統設備を相互に接続する送電線である地域間連系線により、

各旧一般電気事業者の供給区域を越えて電力を供給することも可能であるため、

「発電事業全体」及び「再生可能エネルギー発電事業」の地理的範囲を各旧一般

電気事業者の供給区域より広く画定することも考えられるが、他方で、現状にお

いては、各旧一般電気事業者の供給区域における発電の大半は当該旧一般電気事

業者が行っていることや、地域間連系線の制約がある場合があることなどを踏ま

え、「発電事業全体」及び「再生可能エネルギー発電事業」の地理的範囲を各旧

一般電気事業者の供給区域ごとに画定した。 

 

 小括 

以上により、本件においては、旧一般電気事業者の供給区域ごとに、発電市場

と再生可能エネルギー発電市場が重層的に画定される。 

本件では、発電市場について概括的に検討するとともに、特に競争に与える影

響が生じると考えられる、東北地区（旧東北電力供給区域）、関東地区（旧東京

電力供給区域）、北陸地区（旧北陸電力供給区域）、中部地区（旧中部電力供給

区域）、関西地区（旧関西電力供給区域）、四国地区（旧四国電力供給区域）、

九州地区（旧九州電力供給区域）の各地区（以下「検討対象地域」という。）に

おける再生可能エネルギー発電市場について検討することとする。 

 

第４  本件行為が競争に与える影響について 

当事会社グループはいずれも検討対象地域において発電事業及び再生可能エ

ネルギー発電事業を営んでいることから、本件は検討対象地域における発電事業

及び再生可能エネルギー発電事業に係る水平型企業結合に該当する。 

このうち、発電事業全体の市場については、検討対象地域において旧一般電気

事業者が存在しており、高いシェアを有している。 

また、再生可能エネルギー発電の市場については、検討対象地域における再生

可能エネルギー発電事業に係る当事会社グループの市場シェアはいずれも５％

未満である。 

                                                      
9 他方、再生可能エネルギー間の代替性（太陽光、地熱、バイオマス、洋上風力等）については、本文

記載の需要者の考え方の変化を考慮しても、それぞれで異なる需要があるわけではなく代替性が認め

られると考えられるため、再生可能エネルギーごとの細分化は不要であると考えられる。 
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したがって、検討対象地域における発電事業及び再生可能エネルギー発電事業

に係る競争を実質的に制限することとはならないと認められる。 

 

第５  結論 

以上のとおり、本件行為により、一定の取引分野における競争を実質的に制限

することとはならないと判断した。 
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事例６ セールスフォース・ドットコム・インク及びスラック・テクノロジーズ・イ

ンクの統合 

 

第１  当事会社グループ 

セールスフォース・ドットコム・インクは、米国に本社を置き、主にＣＲＭ

（Customer Relationship Management（顧客関係管理））ソフトウェアの提供事

業を営む会社である。スラック・テクノロジーズ・インクは、米国に本社を置き、

主にビジネスチャットサービスの提供事業を営む会社である。以降は下表の左欄

の用語は右欄のとおり記載することとする。 

 

左欄 右欄 

セールスフォース・ドットコム・インク セールスフォース社 

セールスフォース社を最終親会社として既に結合関係が

形成されている企業の集団 

セールスフォース 

グループ 

スラック・テクノロジーズ・インク スラック社 

スラック社を最終親会社として既に結合関係が形成され

ている企業の集団 

スラックグループ 

セールスフォース社及びスラック社を併せた企業の集団 当事会社 

セールスフォースグループ及びスラックグループを併せ

た企業の集団 

当事会社グループ 

ビジネスチャットサービスとしてのSlack スラック 

 

第２  本件の概要及び関係法条 

本件は、当事会社グループが、株式取得及び合併によってセールスフォース社

及びスラック社の統合（以下「本件行為」という。）を計画しているものである。 

関係法条は独占禁止法第１０条及び第１５条である。 

 

第３  本件審査の経緯等 

 本件審査の経緯 

当事会社は、令和２年１２月１日に、本件行為の計画について公表し、同日以

降、本件行為が競争を実質的に制限することとなるとはいえないと考える旨の意

見書及び資料を自主的に公正取引委員会に順次提出し、当委員会は、当事会社グ

ループの求めに応じて、当事会社との間で数次にわたり、意見交換を行った。 

当委員会は、当該意見書の内容や資料を精査したほか、競争事業者及び需要者

に対するヒアリングを実施した。また、当委員会から当事会社グループに対し提

出を求めた取締役会等の各種会議で実際に使用された本件行為に関する資料一

式、議事録、当事会社グループ内部における競争分析に係る資料等についても精

査した。 

その後、令和３年６月２日に、当事会社グループから、独占禁止法の規定に基

づき本件行為に関する計画届出書が提出されたため、当委員会はこれを受理し、
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第１次審査を開始した。当委員会は、上記計画届出書及び当事会社グループから

提出された意見書や資料等のほか、競争事業者及び需要者に対するヒアリング、

経済分析の結果等を踏まえて、本件行為が競争に与える影響について審査を進め

た。また、本件行為については海外競争当局も審査を行っており、当委員会は、

豪州競争・消費者委員会及び米国司法省との間で情報交換を行いつつ審査を進め

た。 

 

 本件行為に係る企業結合審査の視点及び審査結果の概要 

本件では、セールスフォース社が主にＣＲＭソフトウェアの提供事業を行い、

スラック社がビジネスチャットサービスの提供事業を行っており、いずれの商

品・役務も、企業を需要者として、業務やコミュニケーションの効率化という共

通の目的で使用されるものであるため、相互に一定の補完性を有する。また、両

商品・役務は、ＡＰＩ1を通じてそれぞれの商品・役務とその他のアプリ（ＣＲＭ

ソフトウェアにとってのビジネスチャットサービス及びビジネスチャットサー

ビスにとってのＣＲＭソフトウェアを含む。）とを統合する機能を提供しており、

かかる統合機能を利用することにより、両商品・役務の需要者は、自社のニーズ

に最適化された、より効率的な業務環境を構築することが可能である。これらの

事情からすれば、本件行為後に、当事会社グループがＣＲＭソフトウェア及びビ

ジネスチャットサービスにおける競争事業者に対してかかる統合機能を提供し

ない、又は当事会社グループを競争事業者に比して有利に扱うなどの行為により

競争事業者を排除するという、市場の閉鎖性・排他性の問題が生じる余地がある。 

以上のことから、当委員会は、当事会社グループの提供する商品・役務のうち、

ＣＲＭソフトウェアとビジネスチャットサービスについて、混合型企業結合に対

する審査の観点（統合のためのＡＰＩの提供拒否等、組合せ供給、秘密情報の交

換等）から審査を行った。 

その結果、後記第４から第８までのとおり、本件行為が競争を実質的に制限す

ることとなるとはいえないと判断した。 

 

第４  商品・役務の概要等 

 ＣＲＭソフトウェア（セールスフォース社が提供する商品・役務）の概要等 

(1) ＣＲＭソフトウェアの概要 

ＣＲＭソフトウェアとは、Customer Relationship Management（顧客関係管

                                                      
1 ＡＰＩ（Application Programming Interface）とは、あるソフトウェアの機能、データ等を他のソ

フトウェアからでも利用可能にするための仕組みである。ＡＰＩの主な利用者は、アプリ等のソフト

ウェア開発者及びウェブサイト運営者である。ＡＰＩ利用者は、規約に従って必要な機能の関数を入

力することでＡＰＩを利用できることから、自らプログラミングすることなく当該機能を利用したア

プリ等のソフトウェアを作成することが可能となり、アプリ開発効率の向上や開発費用の低減が期待

できる。また、ＡＰＩ提供者としては、オープンイノベーションの促進や既存ビジネスの拡大といった

効果が期待できる。 
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理）のためのソフトウェアであり、マーケティングから営業、カスタマーサポ

ートに至るまでのあらゆる顧客接点について、関連する情報（顧客の連絡先、

購入履歴、商談状況等）を一元的に管理し、閲覧性に優れたユーザーインター

フェース上に表示することによって、関連部門の全ての人員がかかる情報に容

易にアクセスすることを可能にするツールである。また、ＣＲＭソフトウェア

は、顧客とのコミュニケーションの自動化機能、次に行うべき施策の提案機能、

受注の確度の予想機能等の各種機能を通じて業務の効率化を可能にする。 

上記のように、ＣＲＭソフトウェアは様々な機能を有しており、これら機能

がそれぞれ実装されたＣＲＭソフトウェアがパッケージとして又は個別に提

供されている（具体的な種類は後記(2)参照。）。ＣＲＭソフトウェアの導入形

態は需要者によって異なり、例えば営業部門、マーケティング部門、コールセ

ンター等の部門が分かれている比較的規模が大きい企業のように、部門ごとに

特定の機能を有する種類のＣＲＭソフトウェアを個別に導入するケースもあ

れば、各部門が明確に分かれていない比較的中小規模の企業のように、一つの

ＣＲＭソフトウェア供給者から複数の機能を有するＣＲＭソフトウェアのパ

ッケージを導入するケースもある。 

民間調査会社によると、ＣＲＭソフトウェアに係る日本国内の市場規模は拡

大し続けており、かかる拡大は今後も続いていくと予測されるとのことである。 

そのため、ＣＲＭソフトウェアをめぐる市場の状況は非常に活発であり、同

市場は今後も大きく成長・変容することが予想される市場と考えられる。 

 

(2) ＣＲＭソフトウェアの種類 

ＣＲＭソフトウェアは、営業向け、カスタマーサービス向け、マーケティン

グ向け、コマース向け等、使用される場面に応じて、機能別に異なる種類が提

供されている。多くの有力なＣＲＭソフトウェア供給者は、これらの異なる機

能を持つ各種類のＣＲＭソフトウェアを複数ラインナップにそろえて提供し

ているが、中には特定の機能を持つ種類のＣＲＭソフトウェアのみを提供する

供給者も存在する。 

以下、各種類のＣＲＭソフトウェアの概要とそれらの有する主たる機能を詳

述する。 

 

 営業向けＣＲＭソフトウェア 

営業活動は、マーケティング活動により購買需要が顕在化した見込顧客に

対して行う活動であり、要求事項等の聴取り、適切な商品の選定、見積りの

提示、契約内容の交渉を経て、最終的に成約に至るというプロセスを経るの

が一般的である。もっとも、こうしたプロセスには複数の人員が関与するの

が通常であり、また同じ顧客でも商品によって担当者が異なる等の事情によ

り、当該顧客に関する情報の集約がなされていない、されていても不十分で
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あるといった状況に陥りやすく、これによって営業活動上の非効率（誰がど

の情報を持っているのか分からない、案件の進捗が見えづらく、進捗管理が

煩雑になる等）が生じることも多い。 

営業向けＣＲＭソフトウェアは、こうした営業活動の非効率を解消するた

めのソフトウェアであり、セールス・フォース・オートメーション（ＳＦＡ）

とも呼ばれる。営業向けＣＲＭソフトウェアの有する機能には、以下のよう

なものがある。 

 

 顧客情報や営業情報の一元管理機能 

顧客情報や営業情報を一つのプラットフォームに集約し、閲覧性の高い

ユーザーインターフェースから容易に呼び出すことができる。かつては口

頭、メール、文書ファイル、スプレッドシート等の様々な形式で散在して

いた情報が集約され、部門内で共有されるため、情報の偏在化が解消され

る。 

 

 案件進捗状況の見える化機能 

各顧客との商談について、営業プロセスのうちどの段階にあるのか（例

えば初回訪問、要求事項等の聴取り、商品の選定、見積りの提示、契約交

渉中、調印等）を視覚的に確認可能にする。それに伴い、上長も容易に各

営業活動の進捗を把握することが可能となる。 

 

 顧客ごとの情報交換ツールの提供機能 

顧客にひも付く形で、社内の関係者間においてコミュニケーションを取

ることが可能なツール（ＳＮＳ、チャット等）が用意されており、容易に

自社内で情報交換や必要情報のリクエストが可能となる。 

 

 次のステップや成約見込みの提案機能 

過去のデータをＡＩが分析し、次にとるべきステップや案件成約の見込

みを自動的に提案する。 

 

 カスタマーサービス向けＣＲＭソフトウェア 

カスタマーサービスは、主に商品を販売した後のサポート、クレーム対応

等、商品に関する顧客の相談に応じ、問題を解決していく業務である。従来、

ある事業者が顧客に商品を販売した後、当該商品を購入した顧客がコールセ

ンターにコンタクトしてきた場合、その顧客がどのような商品を購入したの

か、これまでどのようなやり取りがあったのか、過去にどのような商品を購

入し、どのようなサポートを受けてきたのか等の情報が、必ずしも容易に把



事例６ セールスフォース・ドットコム・インク／スラック・テクノロジーズ・インク 

 

５５ 

 

握できる体制にはなってはいなかった2。また、現在、商品を購入した顧客か

ら商品を販売した事業者への連絡方法は様々であり（メール、電話等の従来

の方法のほか、近時はメッセージアプリや各種ＳＮＳにおけるダイレクトメ

ッセージ等を使用する顧客も多くなっている。）、顧客が用いるツールに関

係なく対応を行えること（「オムニチャネル」と呼ばれる。）の重要性が増

している状況にある。 

カスタマーサービス向けＣＲＭソフトウェアは、こうしたカスタマーサー

ビスにおけるニーズに応え、カスタマーサービスを効率化するためのソフト

ウェアである。カスタマーサービス向けＣＲＭソフトウェアの有する機能に

は、以下のようなものがある。 

 

 カスタマーサポートの顧客単位での管理機能 

これまでの購入履歴、対応履歴等が顧客を軸にした一つのデータベース

に集約され、カスタマーサービス向けＣＲＭソフトウェアのユーザーは統

一的なユーザーインターフェース上でこれらのデータを閲覧しつつ、サポ

ートを提供することが可能となる。 

 

 顧客に対する応答の自動化・効率化機能 

チャットボット3等を通じた回答の自動化や、質問内容に応じた回答例

の自動提案を行う。 

 

 オムニチャネルのツールの提供機能 

カスタマーサービス向けＣＲＭソフトウェアのユーザーである事業者

から商品を購入した顧客の使用するツールに関係なく、一元的に対応する

ことが可能となる。 

 

 マーケティング向けＣＲＭソフトウェア 

マーケティングは、潜在的な顧客に対して自社の商品の周知・販促を行い、

自社商品の購買に結び付ける活動全般をいう。マーケティングを効果的に行

うに当たっては、見込顧客の関心をつなぎとめ、購買意欲が高まった時期に

適切に自社商品の具体的な購買行動に結び付ける必要があるため、継続的な

ダイレクトメールの送信、クーポンの配信等のキャンペーン活動の展開、並

びにその継続的な効果測定及び改善を行うことが重要とされている。 

従来、そうした活動は営業担当者やマーケティング担当者によって人力で

行われてきた。しかし、各顧客に応じた効果的なキャンペーンの内容及びタ

                                                      
2 例えば、従来のカスタマーサポートはいわゆるチケット制が主流であり、発生したインシデントごと

に割り振られたチケットを軸に管理されていることが多い。 
3 チャットによるリアルタイムコミュニケーションの自動化を支援する商品又はサービス。 
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イミングの策定、継続的なコンタクト等を限られたリソースの中で徹底する

ことは、その見込顧客が多くなればなるほど困難になる。 

マーケティング向けＣＲＭソフトウェアは、マーケティングを自動化する

ことによって上記のような課題を解決するソフトウェアであり、マーケティ

ング・オートメーション（ＭＡ）とも呼ばれる。マーケティング向けＣＲＭ

ソフトウェアの有する機能には、以下のようなものがある。 

 

 キャンペーン内容の自動策定機能 

データベースに登録された顧客一人一人について、その動き（どのウェ

ブサイトから自社のウェブサイトにジャンプしてきたか、自社ウェブサイ

トのうちどのページを閲覧しているか、自社以外にどういったウェブサイ

トを閲覧しているか）等を分析し、それぞれに適切なキャンペーンの内容

（キャンペーンに含める商品の選定、クーポンの配布有無、内容等）を自

動的に策定し、提案する。 

 

 キャンペーンの送信タイミングの自動策定機能 

見込顧客のデータを分析し、いつどのタイミングでコンタクトを取るべ

きかのプランを自動で策定する。 

 

 自動かつ継続的なキャンペーンの送付機能 

決定された内容のキャンペーンを、適切なタイミングで、自動かつ継続

的に見込顧客に通知する。 

 

 継続的な効果測定及び改善機能 

実施されたキャンペーンの効果測定を行い、その結果を次回以降のキャ

ンペーンの内容や通知タイミングに自動的に反映し、提案する。 

 

 Ｅコマース向けＣＲＭソフトウェア 

Ｅコマース（電子商取引）とは、インターネット上で商品を販売し、消費

者がパソコンやスマートフォン等を用いてインターネット上で注文した商

品を指定の場所に宅配するサービスのことである。現在、Ｅコマースでは、

食料品、日用品、書籍、電子機器、衣料品、家具、医療品等、幅広い商品が

取り扱われている。このようなＥコマースでの販売事業者（供給者）におけ

る課題として、消費者の注文に関する業務全般の最適化や集客方法等が挙げ

られる。 

Ｅコマース向けＣＲＭソフトウェアは、上記のような課題を解決し、Ｅコ

マースの業務を効率化するためのソフトウェアである。Ｅコマース向けＣＲ

Ｍソフトウェアの有する機能には、以下のようなものがある。 
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 受注から配送までの最適化機能 

Ｅコマースの販売事業者によるマーチャンダイジング（商品をいつ、ど

こに、どのように陳列するか）をサポートし、また商品在庫をリアルタイ

ムで確認できるようにすることによって、在庫の有効活用や拠点単位での

注文処理が可能となる。これらの機能によって、受注から配送までの最適

化を可能にする。 

 

 キャンペーンやプロモーションの作成機能 

消費者行動、流通経路、販売地域等に基づいて効果的なキャンペーンや

プロモーションの時期及び内容を策定し、提案する。 

 

 消費者のパーソナライズ機能 

消費者がクリックした項目に応じてパーソナライズされたお勧め商品

を自動的に提案することが可能となる。 

 

(3) ＣＲＭソフトウェアの統合機能 

セールスフォース社を始めとして、主要なＣＲＭソフトウェア供給者は、関

連するＡＰＩをアプリの開発者である第三者や需要者に対して開放すること

により、第三者が開発したアプリ及び需要者が自ら開発したシステム4（以下

「第三者アプリ等」という。）と当該ＣＲＭソフトウェアとを連携・統合する

機能（以下「統合機能」という。）を備えている。例えば、ビデオ通話機能を

有するアプリと統合させることによって、ユーザー（需要者の従業員）はＣＲ

Ｍソフトウェアの画面を離れることなく（すなわち、別画面でビデオ通話機能

アプリを起動することなく、当該ＣＲＭソフトウェアのインターフェース上で）

ビデオ通話機能を呼び出し、相手方と通話できるようになる。このように、需

要者は、統合機能を活用することによって、ＣＲＭソフトウェアと自社の使用

する第三者アプリ等とを自由に組み合わせて統合し、自社のニーズに最適化さ

れた、より効率的な業務環境を構築することができる。以下、第三者と需要者

それぞれにおける統合機能の利用について詳述する。 

まず、第三者のアプリ開発事業者は、ＣＲＭソフトウェア供給者が公開して

いるＡＰＩを用いて、自由に自社のアプリに当該ＣＲＭソフトウェアとの統合

機能を付加することができる。統合機能を付加したアプリは、例えばアプリ開

発事業者が自身のウェブサイトを通じて配信する等、任意の方法で配布される。

また、ＣＲＭソフトウェア供給者の中には、第三者のアプリ開発事業者が統合

機能を有するアプリを頒布しやすいように、またユーザーがそういった第三者

のアプリを容易に検索・導入することができるように、自社のサービス向けの

                                                      
4 需要者が独自にシステムを開発する手段としては、社内のＩＴチームが開発を行う方法のほか、SIer

（エスアイアー、System Integrator の略）と呼ばれる外部業者に委託する方法が考えられる。 
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アプリ市場を運営しているものもいる。例えば、セールスフォース社は、自社

のサービス向けのアプリ市場である「AppExchange」を運営しており、セールス

フォース社のＣＲＭソフトウェアの需要者は、「AppExchange」上に公開された

アプリから自社のニーズに合うものを選択・導入し、同社のＣＲＭソフトウェ

アと統合することができる5。 

また、需要者は、①第三者のアプリ開発事業者が作成した統合機能を有する

アプリを利用する、②自社で統合機能を有するプログラム（以下「カスタムコ

ード」という。）を独自に構築する、③複数のサービス及びアプリ6を連携・統

合させるアプリ（一般にｉＰａａＳ7と呼ばれる。）を使用する等の方法により、

統合機能を実現することが可能である。このうち、②及び③の方法による統合

については、第三者のアプリ開発事業者がＣＲＭソフトウェアとの統合機能を

実装したアプリを提供していない場合であっても、ＡＰＩが需要者向けに開放

されている限り行うことができる。 

 

(4) ＣＲＭソフトウェアの実装方法 

ＣＲＭソフトウェアの実装方法には、主にオンプレミス（自社でサーバー環

境を構築した上でシステムを運用・管理する。）、ＳａａＳ（他社が構築した

サーバー環境（クラウド）上でシステムが運用・管理され、ユーザーは当該サ

ーバーにアクセスする形でソフトウェアを使用する。）又は両者を組み合わせ

たハイブリッド方式といった方法がある8。 

 

 

 

 

                                                      
5 これらのアプリ市場は当該ＣＲＭソフトウェアとの統合機能を付加したアプリのみを公開しており、

その他の一般的なアプリの配信等は行っていない。そのため、これらのアプリ市場はあくまでＣＲＭ

ソフトウェアの付随的なサービスにすぎないと考えられる。 
6 オンプレミスであるかＳａａＳであるかを問わない。 
7 ｉＰａａＳ（Integration Platform as a Service）とは、「コネクタ」と呼ばれる、クラウド間やク

ラウドとオンプレミスを連携させるためのプログラムを提供するサービスである。 
8 一般に、オンプレミスでの実装は、自社でのサーバー構築等が必要になることから初期導入時に多額

の費用が発生する代わりに、ランニングコストは比較的安価な保守管理費用のみとなるとされる（た

だし、自社のＩＴ部門が中心となってソフトウェアアップデート等に対応する必要がある。）。また、デ

ータの重要性に応じてセキュリティ等を自社の裁量で決定できる点等にも利点がある。他方、Ｓａａ

Ｓでの実装は、自社サーバーの構築等を要しないため初期費用が低廉で済み、また自社でソフトウェ

アアップデート等に対応する必要がない代わりに、ランニングコストとしてサブスクリプション・フ

ィーを支払い続ける必要がある。このサブスクリプション・フィーは使用するデータ量に比例して単

価が上がるため、一つの契約において使用するユーザー数が増えれば増えるほど利用料金が高額にな

る傾向にある。また、セキュリティ環境はＳａａＳの提供事業者に依存することになるため、オンプレ

ミスの場合と比較して、自社の要望に応じた柔軟なセキュリティ環境の構築は困難な場合が多い。こ

のように、オンプレミスとＳａａＳでは主に料金体系、保守管理面及びセキュリティ設計の柔軟性等

に違いがある。 
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(5) セールスフォース社が提供するＣＲＭソフトウェア、同社が収集・保存して

いるデータ及び同社によるデータの利用 

 セールスフォース社が提供するＣＲＭソフトウェア 

セールスフォース社は、主に、営業向けＣＲＭソフトウェアとして「Sales 

Cloud」、カスタマーサービス向けＣＲＭソフトウェアとして「Service 

Cloud」、マーケティング向けＣＲＭソフトウェアとして「Marketing Cloud」、

Ｅコマース向けＣＲＭソフトウェアとして「Commerce Cloud」を提供してい

る。これらのＣＲＭソフトウェアはいずれも第三者アプリ等との統合機能を

備えている。 

また、セールスフォース社のＣＲＭソフトウェアはいずれもＳａａＳ型で

提供されており、オンプレミス型での提供はされていない。 

 

 セールスフォース社が収集・保存しているデータ及びデータの管理方法 

セールスフォース社は、大きく分けて「顧客データ」と「利用データ」と

いう２種類のデータを収集・保存している。 

「顧客データ」とは、需要者が同社のＣＲＭソフトウェアを利用する過程

で入力するデータであり、例えば需要者がSales Cloudを利用している場合

には、需要者が入力した需要者の顧客、見込顧客及び販売活動に関するデー

タが、需要者がMarketing Cloudを利用している場合には、需要者の電子メ

ールを受信するためにサインアップ（アカウントを作成）した者に関するデ

ータや、需要者と需要者の顧客との間で行われたメールのやり取りに関する

データがこれに該当する。 

また、「利用データ」とは、需要者によるセールスフォース社のサービス

の利用に関するデータである。例えば、Marketing Cloudで一定期間に送信

された電子メールの数、特定のウェブページや機能で発生したエラーの数、

セールスフォース社のサービスのどの機能が需要者によって最も頻繁に使

用されているか等のデータがこれに該当する。 

セールスフォース社は、こうした２種類のデータを保護し、需要者固有の

利用情報を秘密情報として扱っている。また、これらのデータのうち需要者

のデータについてはアクセス制限を付しており、セールスフォース社の従業

員であっても、需要者のデータにアクセスする必要のある者以外は当該デー

タにアクセスすることができないようになっている。 

 

 セールスフォース社によるデータの利用 

セールスフォース社は、需要者との契約上、需要者から取得した顧客デー

タの利用を厳格に制限されている。すなわち、セールスフォース社は、その

サービス及び関連システムの適切な運営を提供及び確保するために必要な

場合を除き、需要者の同意なく、収集した顧客データを自社の事業目的のた



事例６ セールスフォース・ドットコム・インク／スラック・テクノロジーズ・インク 

 

６０ 

 

めに利用することは認められていない。換言すれば、需要者の同意がない限

り、当該需要者の顧客データが、別の需要者へのサービス提供やセールスフ

ォース社の製品全般の改善のために使用されることはない。 

また、セールスフォース社は、新たなサービスの設計や既存サービスの改

善を目的として、需要者のデータを利用してＡＩアルゴリズムの教育等を行

うこともあるが、これについても需要者の同意を得た上で行っている。 

 

(6) ＣＲＭソフトウェアをめぐる市場におけるネットワーク効果 

前記(3)のとおり、多くのＣＲＭソフトウェア供給者は第三者アプリ等との

統合機能を提供している。そのため、一般的には、特定のＣＲＭソフトウェア

を利用する需要者（ＣＲＭソフトウェアの利用者である事業者）が多ければ多

いほど、第三者のアプリ開発事業者としては当該ＣＲＭソフトウェアとの統合

機能を有するアプリを提供するインセンティブが増加する。また、そうして当

該ＣＲＭソフトウェアとの統合機能を有するアプリが多く提供されればされ

るほど、翻って需要者にとって当該ＣＲＭソフトウェアが一層魅力的になると

いう関係にあり、いわゆる双方向の間接ネットワーク効果が働く市場と考えら

れる。このような二面性を持つ市場においては、ＣＲＭソフトウェアの供給に

係る限界費用が低く、供給余力が問題となりづらいことにも照らすと、特定の

事業者が急速にシェアを増加させる可能性がある。このように、ＣＲＭソフト

ウェアをめぐる市場について競争上の影響を検討するに当たっては、かかる間

接ネットワーク効果についても考慮する必要がある。 

 

 ビジネスチャットサービス（スラック社の提供する商品・役務）の概要等 

(1) ビジネスチャットサービスの概要 

ビジネスチャットサービスとは、インターネットを利用し、主に企業内9にお

いて、１対１や１対多、又は多対多によるテキストベースのリアルタイムコミ

ュニケーションを行うためのサービスであり、ビデオ・音声通話機能を持つサ

ービスや、第三者アプリ等との統合機能を持つサービスも存在する。ビジネス

チャットサービスの導入形態は需要者によって異なり、全社的に一つのサービ

スを導入する場合もあれば、部門ごとに異なるサービスを導入する場合もある。

また、外部とのやり取りはＥメール、社内のやり取りはビジネスチャットサー

ビスといった形で、用途に応じて両サービスが使い分けられているケースが多

く、また社内でも複数のビジネスチャットサービスを並行して導入しているケ

ースもある。 

民間調査会社によると、ビジネスチャットサービスに係る日本国内の市場規

                                                      
9 従来、ビジネスチャットサービスは企業の社内コミュニケーションのために用いられるツールとして

提供されてきたが、後記(4)アのとおり、スラック社がスラック・コネクトの提供を開始する等、社外

とのコミュニケーションにも利用が拡大する兆しも出てきている。 



事例６ セールスフォース・ドットコム・インク／スラック・テクノロジーズ・インク 

 

６１ 

 

模は拡大しており、近年大きく成長しているとのことである。 

加えて、スラック社によると、ビジネスチャットサービスに係る市場は未成

熟であって、継続的に大きなイノベーションが生じており、この傾向は新型コ

ロナ感染症の拡大を受けて企業のリモートワークが推進される中で、より一層

強まっているとのことであり、同市場は今後も大きく成長・変容することが見

込まれる。 

 

(2) ビジネスチャットサービスの特徴 

ビジネスチャットサービスは、これまで企業向けのコミュニケーション手段

として一般的であったＥメールに代わるものとして登場し、その利用が拡大し

ている。Ｅメールと比較した際のビジネスチャットサービスの大きな特徴とし

ては、以下の点が挙げられる。 

 

 簡便性 

ビジネスチャットサービスは、ユーザー同士が会話をしているかのような

ユーザーインターフェースを採用しており、それまでのやり取りを踏まえな

がらコミュニケーションが積み重なっていくことが想定されている。そのた

め、基本的には一度の発信で情報が完結していることが求められるＥメール

等とは異なり、チャットでのやり取りは短文になる傾向にあり、また口語に

近いカジュアルな表現を用いることに対する違和感も相対的に小さいこと

から、コミュニケーションのハードルが低くなるという利点がある。 

 

 即時性 

上記のとおり、ビジネスチャットサービスは、会話のように短文でカジュ

アルなやり取りが可能であることから、Ｅメール以上に即時的なやり取りが

行われやすいという特徴がある。また、ビジネスチャットサービスの中には、

ＳＮＳにあるいわゆる「いいね！」機能のように、投稿に対してワンクリッ

クで様々なリアクションを絵文字（例えばスラックではこれに相当するもの

を「リアク字」と呼んでいる。）で表示できる機能を備えているものもある

等、即時的なコミュニケーションが重視されている。 

 

 検索容易性 

ビジネスチャットサービスの多くは、過去のやり取りが全て保存されてお

り、検索機能を用いてチャットの内容を容易に検索することが可能である10。

また、かかる検索機能は（管理者による設定次第ではあるものの）自身が参

加していないチャットグループ（後記エ参照。）に対しても有効であり、ま

                                                      
10 検索対象については、チャットグループごとや全てのチャットグループを横串にする形等、ユーザ

ーが任意に選択できる。 
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た参加済みのチャットグループにおける、自身が参加する前のやり取りに対

しても検索を行うことができる。そのため、例えば既存プロジェクトに新た

なメンバーが加入した場合、従来は既存メンバーが関連する複数のＥメール

を転送し、新規メンバーはそれを読み解いてプロジェクトの状況を把握する

という作業が必要だったのに対し、ビジネスチャットサービスでは、当該プ

ロジェクトのチャットグループに加入すれば過去のやり取りをそのまま時

系列で確認できるほか、必要な内容について過去に遡って検索すれば、既存

メンバーの手を借りることなく容易にプロジェクトの状況を把握すること

が可能という特徴がある。 

 

 チャットグループを中心としたコミュニケーション 

ビジネスチャットサービスでは、部署、業務グループ、役職別、プロジェ

クトチーム、関心のある話題が共通しているグループ等、一定の共通点を持

った集団ごとにチャット参加者のグループ（ビジネスチャットサービスごと

に、チャットルーム、チャンネル、チャットグループ等の様々な呼称がある。

以下「チャットグループ」という。）を容易に作成でき、各ユーザーはこれ

をコミュニケーションの基本単位とすることになる。特定のチャットグルー

プに参加したユーザーは、当該グループに自由にメッセージを投稿して他の

参加者とコミュニケーションを取ることができる11。従来のＥメールにおい

ても必要なメンバーを宛先に含めて送信することで同様の目的を達成する

ことは可能であったものの、同じメンバーに連絡を取るために再度当該メー

ルチェーンを検索したり、話題が変わるごとにメールの件名や過去のやり取

りを削除したりする必要があるほか、前記ウに記載のとおり、新規に加入し

たメンバーについては過去のやり取りを確認することが難しいといった点

がある等、ビジネスチャットサービスと同様の使い勝手を実現することは難

しい。 

 

 他のアプリとの統合 

後記(3)に記載のとおり、ビジネスチャットサービスの多くは第三者アプ

リ等との統合機能を備えており、統合済みの第三者アプリ等についてはチャ

ット画面から直接その機能を呼び出すことができる。 

 

(3) ビジネスチャットサービスの統合機能 

主要なビジネスチャットサービスは、関連するＡＰＩを第三者のアプリ開発

                                                      
11 ユーザーはチャットグループに自由に参加できる場合もあれば、参加に当たって管理者の承認を得

る必要がある場合もある。また、メッセージを投稿するためにはチャットグループに参加する必要が

あるものの、当該チャットグループ内でのやり取りの閲覧にはチャットグループへの参加は不要な場

合もある等、チャットグループの提供形態はビジネスチャットサービスの供給者や管理者の設定によ

り様々である。 
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事業者や需要者に対して開放することにより、第三者アプリ等との統合機能を

実装している。例えば、ファイルストレージサービスやテレビ電話会議アプリ

と統合させることによって、ユーザーはビジネスチャットサービスの画面を離

れることなく（別画面で当該統合済みアプリを起動することなく）別サービス

の機能を呼び出して利用することが可能になる。 

同様に、ビジネスチャットサービスのユーザーは、自ら構築したチャットボ

ット等を統合することにより、自動通知機能や自動応答機能を有するチャット

グループを作成することも可能である12。このように、需要者は、統合機能に

よって、ビジネスチャットサービスと第三者アプリ等とを自由に組み合わせて

統合して、自社のニーズに最適化された、より効率的な業務環境を構築するこ

とができる。 

前記第４の１(3)と同様に、第三者のアプリ開発事業者は、ビジネスチャッ

トサービス供給者が公開しているＡＰＩを用いて、自由に自社のアプリに当該

ビジネスチャットサービスとの統合機能を付加し、当該アプリ開発事業者のウ

ェブサイト等を通じて配信することができる。また、ビジネスチャットサービ

ス供給者の中には自社のサービス向けのアプリ市場を提供する者も存在し、例

えばスラック社は自社のサービス向けのアプリ市場である「App Directory」

を運営している。スラックの需要者は「App Directory」上に公開されたアプリ

から自社のニーズに合うものを選択・導入し、スラックと統合することができ

る。 

また、需要者は、①上記のとおり第三者のアプリ開発事業者が作成した統合

機能を有するアプリを利用する方法のほか、②カスタムコードを独自に構築す

る、③ｉＰａａＳを使用する等の方法により、統合機能を実現することが可能

である。 

 

(4) スラック社が提供するビジネスチャットサービス、同社が収集・保存してい

るデータ及び同社によるデータの利用 

 スラック社が提供するビジネスチャットサービス 

スラック社は、社内向けのビジネスチャットサービスであるスラックを提

供している。スラックの需要者はそれぞれ「ワークスペース」と呼ばれる作

業領域を割り当てられる。顧客はワークスペースにおいてチャンネルと呼ば

れるチャットグループを任意の数だけ作成することができ、チャンネルをベ

ースとしたチャット機能、ビデオ・音声通話機能、第三者アプリ等との統合

機能等を利用することができる。また、スラック社は、令和２年６月に、ス

ラックを社外とのコミュニケーションにも利用できる「スラック・コネクト」

                                                      
12 自動通知機能を活用する例としては、人事関連のチャットグループにおいて勤怠関連事項の入力期

限を自動的に通知するプログラムの統合が、自動応答機能を活用する例としては、社内サポートのチ

ャットグループにおいて従業員からの質問に自動応答を行うプログラムの統合が、それぞれ挙げられ

る。 
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と呼ばれるサービスをリリースし、これによりスラックのユーザーは社内の

ほか、社外の組織（最大２０社）との間でもスラック上でコミュニケーショ

ンを取ることが可能となっている13。 

 

 スラック社が収集・保存しているデータ及びデータの管理方法 

スラック社は、そのプライバシーポリシー上、大きく分けて需要者から「顧

客データ」と「その他の情報」という２種類のデータを収集・保存している。 

「顧客データ」とは、需要者に所属する個人が提供した全てのデータであ

る。例えば、チャンネル上のメッセージ、ダイレクトメッセージ、アップロ

ードされたファイル、プロフィール情報等がこれに該当する。 

また、「その他の情報」とは、スラックの使用等から派生したデータであ

る。例えば、ワークスペース及びアカウント情報14、サービスのメタデータ
15、ログデータ、デバイス情報、位置情報、App Directory経由で使用してい

る第三者アプリ等の情報、連絡先情報、サードパーティのデータ16、Cookie

情報がこれに該当する。 

なお、スラック社は、緊急時の対応のため、特定のエンジニアグループに

限定して顧客データへのアクセス権限を与えており、エンジニアが顧客デー

タを閲覧するために実行するシステムコマンドは全てログに記録されるこ

ととなっている。また、業務上必要がないにもかかわらず、顧客データを閲

覧しようとする不正な操作（内部の者か否かを問わない。）が行われた場合、

このような操作は検出されるようになっている。さらに、スラック社は四半

期ごとにアクセスレビューを実施して、定期的に従業員の業務上の必要性に

基づいたアクセス許可が行われていることを確認している。加えて、権限を

与えられていた従業員が退職した場合、スラック社は通常２４時間以内に、

全てのシステムへのアクセス権を取り消している。 

 

 スラック社によるデータの利用 

スラック社のプライバシーポリシー及び利用規約上、スラック社は収集・

保存した「顧客データ」について、スラックのサービスの履行に必要な場合

又は顧客の指示がない限り利用することができない。 

                                                      
13 ただし、スラック・コネクトを利用するためには、コミュニケーションを行う当事者双方がスラック

を利用している必要がある。 
14 これには、Ｅメールアドレス、電話番号、パスワード、クレジットカード情報、銀行口座情報、請求

先情報等が含まれる。 
15 これには、個人がやり取りするワークスペース、チャンネル、人々、機能、コンテンツ及びリンク、

共有するファイルの種類並びに（もしあれば）使用されているサードパーティのサービスに関する情

報が含まれる。 
16 これには、親会社、関連会社、子会社、スラック社のパートナー等から入手する組織、業界、ウェブ

サイト訪問者、マーケティングキャンペーン及びその他スラック社の業務に関連するデータであって、

スラック社自身の情報をより有益なものにするために利用するデータが含まれる。 
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他方、スラック社は収集・保存した「その他の情報」について、主に法令

遵守、需要者への連絡、サービスの向上（例えばチャンネルネームやリアク

字の自動提案等）、事務作業、不正防止に必要な場合等の目的で使用するこ

とがあるとのことである。 

 

(5) ビジネスチャットサービスをめぐる市場におけるネットワーク効果 

スラック社を始めとして、ビジネスチャットサービス供給者の中には、社外

とのコミュニケーションが可能なビジネスチャットサービスの提供を開始し

た事業者が存在する。こうした社外組織間のビジネスチャットサービスは、特

定のビジネスチャットサービスを利用する需要者（ビジネスチャットサービス

の利用者となる事業者）が増えれば増えるほど、当該ビジネスチャットサービ

スがより需要者にとって魅力的になるという関係にあり、いわゆる直接ネット

ワーク効果が働く市場と考えられる。かかる市場においては、ビジネスチャッ

トサービスの供給に係る限界費用が低く、供給余力が問題となりづらいことに

も照らすと、特定の事業者が急速にシェアを増加させる可能性がある。このよ

うに、ビジネスチャットサービスに係る市場において競争上の影響を検討する

に当たって、社外組織間のコミュニケーションを可能にするサービスの存在及

び当該サービスに関して生じる直接ネットワーク効果を考慮する必要がある。 

また、前記(3)のとおり、多くのビジネスチャットサービスは第三者アプリ

等との統合機能を提供している。そのため、一般的には、特定のビジネスチャ

ットサービスを利用する需要者が多ければ多いほど、第三者のアプリ開発事業

者としては当該ビジネスチャットサービスとの統合機能を有するアプリを提

供するインセンティブが増加する。また、そうして当該ビジネスチャットサー

ビスとの統合機能を有するアプリが多く提供されればされるほど、翻って需要

者にとって当該ビジネスチャットサービスが一層魅力的になるという関係に

あり、いわゆる双方向の間接ネットワーク効果が働く市場と考えられる。かか

る市場においては、ビジネスチャットサービスの供給に係る限界費用が低く、

供給余力が問題となりづらいことにも照らすと、特定の事業者が急速にシェア

を増加させる可能性がある。このように、ビジネスチャットサービスをめぐる

市場において競争上の影響を検討するに当たっては、上記の直接ネットワーク

効果に加え、かかる間接ネットワーク効果についても考慮する必要がある。 

 

第５  一定の取引分野の画定 

 ＣＲＭソフトウェア 

(1) 商品・役務範囲 

 種類の異なるＣＲＭソフトウェア間の代替性 

 需要の代替性 

ＣＲＭソフトウェアの需要者は、例えば営業プロセスの最適化のために
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顧客情報や営業情報を一元管理する機能を有するＣＲＭソフトウェアを

導入する等、自社の事業活動に必要な機能を有する種類のＣＲＭソフトウ

ェアを選択して導入している。また、前記第４の１(2)のとおり、ＣＲＭソ

フトウェアはその目的に応じて種類ごとに主要な機能が異なっており、例

えば営業向けＣＲＭソフトウェアと同等の目的を達成するためにマーケ

ティング向けＣＲＭソフトウェアやカスタマーサービス向けＣＲＭソフ

トウェアを利用することはできない。 

したがって、異なる種類のＣＲＭソフトウェア間における需要の代替性

は認められない。 

他方で、ＣＲＭソフトウェアは複数の種類をまとめたパッケージとして

も提供されており、こうしたパッケージのＣＲＭソフトウェアを導入する

場面では、需要者は種類ごとではなくＣＲＭソフトウェアを全体として見

て選択している場合もある。例えば、部門別の業務の分担が明確化されて

いない中小規模の需要者が複数の機能を有するＣＲＭソフトウェアを導

入する場合等の一定のケースでは、パッケージのＣＲＭソフトウェアに対

する需要も存在する。商品・役務範囲の画定に当たっては、かかる市場の

実態も考慮する必要がある。 

 

 供給の代替性 

各種類のＣＲＭソフトウェア間に共通するノウハウは少なく、特定の種

類のＣＲＭソフトウェアのみを提供している事業者も存在することから

すれば、異なる機能を有する種類のＣＲＭソフトウェアを多大な追加的コ

ストやリスクを負うことなく開発して提供することは必ずしも容易では

ない。 

したがって、異なる機能を有する種類のＣＲＭソフトウェア間における

供給の代替性は限定的である。 

もっとも、主要なＣＲＭソフトウェア供給者は、既に異なる機能を有す

る種類のＣＲＭソフトウェアを複数提供しており、それらをパッケージで

提供する場合もあるため、商品・役務範囲の画定に当たっては、かかる市

場の実態も考慮する必要がある。 

 

 ＣＲＭソフトウェアの統合機能の有無による代替性 

 需要の代替性 

統合機能の有無にかかわらず、同じ機能を有する種類のＣＲＭソフトウ

ェアが提供する基本的な機能は同一であり、需要者は統合機能を有するＣ

ＲＭソフトウェアと有しないＣＲＭソフトウェアのいずれからも代替的

に選択することが可能である。 

もっとも、前記第４の１(3)のとおり、ＣＲＭソフトウェアの需要者は、
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ＣＲＭソフトウェアの統合機能を利用することによって、ＣＲＭソフトウ

ェアと第三者アプリ等を自由に組み合わせて統合し、より効率的な業務環

境を構築することができる。実際、セールスフォース社のＣＲＭソフトウ

ェアの需要者の８５％超が１以上の第三者アプリ等を、同社のアプリ市場

であるAppExchangeを通じてインストールしており、需要者ヒアリングに

おいても、多くの需要者が実際にＣＲＭソフトウェアと第三者アプリ等を

統合して利用しているとのことであった。このように、需要者にとってＣ

ＲＭソフトウェアが統合機能を備えていることは重要であると考えられ

る。 

したがって、需要の代替性は限定的である。 

 

 供給の代替性 

ＣＲＭソフトウェア供給者は、需要者のニーズの高さから統合機能を備

えることを重要視しており、実際、多くの主要な供給者は統合機能を備え

たＣＲＭソフトウェアを提供している。 

また、仮に統合機能を備えていなかったとしても、自社のＡＰＩを開放

することによって統合機能を実装することは可能であり、多大な追加的コ

ストやリスクを負うことにはならないと考えられる17。 

したがって、供給の代替性は認められる。 

 

 実装方法（オンプレミス又はＳａａＳ）の間の代替性 

前記第４の１(4)のとおり、ＣＲＭソフトウェアの実装方法にはオンプレ

ミス、ＳａａＳ又は両者のハイブリッド方式等がある。そして、ＣＲＭソフ

トウェアの需要者は、料金や取り扱われるデータ等の重要性に応じて、オン

プレミス、ＳａａＳのいずれか又は両者のハイブリッド方式での提供を選択

している。この点、実装方法による料金体系の違いについて、競争事業者ヒ

アリングによれば、一定以上の規模を有する需要者にとっては中長期的に支

払う費用総額はいずれの実装方法を選択しても大きな差はないとの意見も

あった。しかし、特に大企業ほどの資力を有しない中小企業にとっては、オ

ンプレミスでの導入に際して必要となる初期費用（サーバーの購入・設置等）

が大きくなる場合には、事実上、ＳａａＳしか選択肢とならない場合もある

と考えられる。 

他方で、需要者ヒアリングによれば、既に自社に一定のデータ資産がある

場合や、たとえ短時間であってもサーバー障害等でアクセスできなくなるリ

スクを避けたいと考えるデータを取り扱う場合にはオンプレミスを選択す

る傾向にあるとのことである。ただし、近年のＳａａＳの普及状況やセキュ

                                                      
17 現時点においてＡＰＩを開放していない事業者であっても、既にＡＰＩを開放している競争事業者

のＡＰＩを参考にすることで、比較的短時間で新たにＡＰＩの開放を行うことができると考えられる。 
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リティの向上に照らせば、こうしたニーズは流動的なものであり、当初オン

プレミスを好んでいた需要者であっても、その選択が恒久的に維持されると

は限らない。 

このように、ＣＲＭソフトウェアの実装方法による違いは相対的かつ流動

的なものになりつつあるとも考えられ、現に当事会社から提出された内部文

書においても、需要者がセールスフォース社の提供するＣＲＭソフトウェア

（ＳａａＳ）とその他のオンプレミスのＣＲＭソフトウェアを比較検討して

いる例が複数存在する。 

したがって、実装方法の異なるＣＲＭソフトウェア間における需要の代替

性は一定程度認められる。また、近時は多くの主たるＣＲＭソフトウェア供

給者がオンプレミス及びＳａａＳの双方でＣＲＭソフトウェアを供給して

いるという実態が認められるため、商品・役務範囲の画定に当たっては、か

かる市場の実態も考慮する必要がある。 

 

 需要者の規模及び業種による代替性 

ＣＲＭソフトウェアには、需要者の規模、業種に応じたものがあるが、こ

れに求められる基本的な機能は需要者の規模及び業種によって差異はなく、

需要の代替性が認められる。 

 

 小括 

以上のことから、統合機能の有無並びに需要者の規模及び業種の間には代

替性が認められる。他方で、前記ア(ｱ)のとおり、ＣＲＭソフトウェアの各種

類の間の代替性は基本的に認められないものの、一定のケースでは、異なる

種類間の代替性が意識されずにＣＲＭソフトウェア全体として選択される

場合があり、また、前記ア(ｲ)のとおり、主要なＣＲＭソフトウェア供給者は

既に異なる種類のＣＲＭソフトウェアを複数提供し、それらをパッケージで

提供しているといった競争実態がある。そのため、商品・役務範囲について

は、ＣＲＭソフトウェアの種類別、すなわち「営業向けＣＲＭソフトウェア」、

「カスタマーサービス向けＣＲＭソフトウェア」、「マーケティング向けＣ

ＲＭソフトウェア」及び「Ｅコマース向けＣＲＭソフトウェア」で画定する

とともに、これらの機能をパッケージとした「ＣＲＭソフトウェア全体」に

ついても重層的に画定することが適当であると考えられる。 

また、実装方法の異なるＣＲＭソフトウェアについては互いに一定の代替

性が認められるため、同一の商品・役務範囲であるとも考えられる。しかし、

後記第７の２のとおり、セールスフォース社がＳａａＳ型ＣＲＭソフトウェ

アにおいて高い市場シェアを有するため、慎重に審査する観点から、上記の

商品・役務範囲を、更に実装方法、すなわち「オンプレミス型」及び「Ｓａ

ａＳ型」に細分化して画定することが適当であると考えられる。 
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したがって、本件の商品・役務範囲は「ＳａａＳ型ＣＲＭソフトウェア全

体」、「ＳａａＳ型営業向けＣＲＭソフトウェア」、「ＳａａＳ型カスタマ

ーサービス向けＣＲＭソフトウェア」、「ＳａａＳ型マーケティング向けＣ

ＲＭソフトウェア」及び「ＳａａＳ型Ｅコマース向けＣＲＭソフトウェア」

で画定した。 

なお、オンプレミス型ＣＲＭソフトウェア全体及びオンプレミス型各種類

別（営業向け、カスタマーサービス向け、マーケティング向け及びＥコマー

ス向け）ＣＲＭソフトウェアについては、後記第７において隣接市場からの

競争圧力として評価することとした。 

 

(2) 地理的範囲 

ＣＲＭソフトウェアは、需要者に提供される機能自体は多くの国で共通であ

るため、地理的範囲を「世界全体」とすることも考えられる。しかし、ＣＲＭ

ソフトウェアの供給に当たっては国ごとに言語等のローカライズの必要があ

るほか、ＣＲＭソフトウェア供給者の中には、世界全体で事業を展開している

事業者がいる一方、日本を含む特定の国・地域を中心に事業展開している事業

者も多数存在し、世界全体で事業を展開している事業者であっても国・地域に

よって、市場シェアが異なる状況にある。 

したがって、特に日本の需要者に対する影響を検討する観点から、「日本国

内」を地理的範囲として画定した。 

 

 ビジネスチャットサービス 

(1) 商品・役務範囲 

 消費者向けコミュニケーションサービスとの間の代替性について 

メッセージアプリであるLINEに代表される、いわゆる消費者向けコミュニ

ケーションサービス及びビジネスチャットサービスは、チャット機能、ビデ

オ・音声通話機能等、共通する機能が多々ある。以下では、両サービスの間

の代替性について検討する。 

 

 需要の代替性 

上記のとおり、消費者向けコミュニケーションサービスとビジネスチャ

ットサービスは、チャット機能、ビデオ・音声通話機能等、基本的な機能

の面では共通している。しかし、ビジネスチャットサービスの需要者は、

セキュリティの観点から、自社のＩＴ管理部門等がアクセス制御、データ

バックアップ、トラッキング、自社ＩＤ認証基盤との連携といった管理を

行うことができる機能を必要としているのに対し、通常、消費者向けコミ

ュニケーションサービスではそのような機能は実装されていない。そのた

め、ビジネスチャットサービスの需要者にとっては、消費者向けコミュニ
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ケーションサービスでは、自社のセキュリティポリシー（アクセス制御、

ユーザーの利用ポリシー設定、ファイルのアップロード制御等）に合致し

た利用ができない。 

また、消費者向けコミュニケーションサービスでは、チャットの内容や

やり取りされたデータが必ずしもユーザーごとに分別されることなく当

該サービスの供給者のサーバー内に保存・管理されるのが一般的である。

これに対し、ビジネスチャットサービスでは、セキュリティ上の観点から

需要者ごとに分別される形でデータが当該サービスの供給者のサーバー

内に保存・管理されることが多い。このように、データの保存形態という

観点からも、両サービスではセキュリティ上の差異がある。 

現に需要者ヒアリングによれば、消費者向けコミュニケーションサービ

スは上記のとおりデータの管理方法に差異があることから検討対象に入

らないとする需要者が存在する。 

したがって、需要の代替性は認められない。 

 

 供給の代替性 

ビジネスチャットサービスは、消費者向けコミュニケーションサービス

と多くの機能が共通しているものの、両サービスは、セキュリティ面や管

理機能面を含め異なる機能が多々あり、仮に消費者向けコミュニケーショ

ンサービスの供給者がビジネスチャットサービスと同等のセキュリティ

と管理機能を実装しようとすれば、多大な追加的コストやリスクを伴う。 

また、通常、消費者向けコミュニケーションサービスは消費者に対して

無償で提供される代わりに広告を掲載することによって収益化が図られ

るのに対し、ビジネスチャットサービスは顧客から直接利用料金を得るこ

とで収益化を行っている等、両者のビジネスモデルは大きく異なっており、

仮に一方から他方のビジネスモデルに転換する場合には、多大な追加的コ

ストやリスクを伴うと考えられる。 

したがって、供給の代替性は認められない。 

 

 Ｅメールとの間の代替性について 

Ｅメールとビジネスチャットサービスは、テキスト情報でコミュニケーシ

ョンを取るという点で共通している。以下では、両サービスの間の代替性に

ついて検討する。 

 

 需要の代替性 

前記第４の２(2)のとおり、ビジネスチャットサービスにはコミュニケ

ーションの簡便性、即時性、検索容易性等、Ｅメールとは異なる特有の機

能がある。また、ビジネスチャットサービスの需要者は、外部とのコミュ
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ニケーションには基本的にＥメールを利用する一方、内部や継続してコミ

ュニケーションを取る必要がある特定の外部組織との間のコミュニケー

ションにはビジネスチャットサービスを利用するといった形で、用途に応

じて両サービスを使い分けている。 

したがって、需要の代替性は限定的である。 

 

 供給の代替性 

Ｅメールとビジネスチャットサービスでは、ユーザーインターフェース

やユーザーエクスペリエンス（効用）が大きく異なっており、チャットツ

ールとして最適化を行うには一定のノウハウが必要であると考えられる。 

また、Ｅメールは統一規格となるプロトコルが定まっている（ＳＭＴＰ、

ＰＯＰ３、ＩＭＡＰ等）のに対し、ビジネスチャットサービスは各供給者

が独自の方式を用いているため、少なくともＥメールクライアント等を提

供している事業者が新たにビジネスチャットサービスを開発する場合に

は、一定の追加的コストやリスクを伴うと考えられる。 

したがって、供給の代替性は限定的である。 

 

 企業向け音声通話・ビデオ会議サービスとの間の代替性の有無 

 需要の代替性 

ビジネスチャットサービスの中には、その機能の一部として音声通話や

ビデオ会議機能を実装しているものも存在する。もっとも、需要者は、ビ

ジネスチャットサービスを主にチャット機能を用いるコミュニケーショ

ンツールとして利用している。この点、企業向け音声通話・ビデオ会議サ

ービスもチャット機能を実装するものが存在するが、その機能は限定的な

ものとなっており、ビジネスチャットサービスと代替的なものとはなって

いない。実際にも、需要者ヒアリングによれば、スラックを含む音声通話・

ビデオ会議機能を有するビジネスチャットサービスを使用している場合

でも、異なる音声通話・ビデオ会議サービスを利用しているとする需要者

がほとんどであるとのことであり、需要者はビジネスチャットサービスと

音声通話・ビデオ会議サービスを使い分けていると考えられる。 

したがって、需要の代替性は限定的である。 

 供給の代替性 

ビジネスチャットサービスにおける音声通話やビデオ会議機能はチャ

ット機能に付随する補助的な機能にとどまり、その基幹的な機能ではない。

また、音声通話・ビデオ会議サービスも、ビジネスチャットサービスのよ

うにチャットでのコミュニケーションに主眼をおいたサービスではない。

このように、両者は一部機能が重複している部分はあるものの、それぞれ

が主眼としているサービスやその機能には大きな違いがある。 
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そのため、音声通話・ビデオ会議サービスを提供する事業者が、前記第

４の２(2)に記載されているような簡便性、即時性、検索容易性等に特徴

を持つビジネスチャットサービスを短期間で多大な追加的コストやリス

クなく提供することは困難である。 

また、ビジネスチャットサービスを提供する事業者が、外部者を含めた

多人数との連携を念頭に置いた機能を持つ音声通話・ビデオ会議サービス

を短期間で多大な追加的コストやリスクなく提供することも困難である。 

さらに、当事会社グループの内部文書においても、音声通話・ビデオ会

議サービスは自社のビジネスチャットサービスと補完的な関係にあると

している等、両者が代替的な関係に立たないことが示唆されている。 

したがって、供給の代替性は限定的である。 

 

 ビジネスチャットサービスの統合機能の有無の間の代替性 

需要者の中には、ビジネスチャットサービスと第三者アプリ等を連携させ

て自社の事業に合うようにカスタマイズすることに積極的な者もいれば、Ｉ

Ｔリテラシが高くなく第三者アプリ等との統合に消極的な者や社内のセキ

ュリティポリシーによって統合機能を利用していない者も存在する。 

しかし、スラックの有料プランを利用している需要者の多くが統合機能を

用いた何らかのアプリケーションを利用しており、また現在統合機能を利用

していない需要者の中にも、将来的に統合機能を利用したいとしている者も

いる。こうした市場の状況に鑑みれば、一般的には、ビジネスチャットサー

ビス市場の統合機能に対するニーズ自体はそれなりに高いと考えられる。そ

のため、需要者は自社の統合機能に対する要望に応じて、導入するビジネス

チャットサービスを選択している可能性がある。 

もっとも、現在提供されているビジネスチャットサービスの多くは、既に

ＡＰＩを開放しており、第三者アプリ等との統合が可能な状況である。また、

仮に自社のビジネスチャットサービスに統合機能を実装していない場合で

あっても、例えばスラックのＡＰＩを参考に作成して公開すれば、比較的短

期間かつ多大な追加的コストやリスクを負うことなく統合機能を実装でき

ると考えられる。 

したがって、統合機能の有無によって商品・役務範囲を細分化する必要性

は乏しい。 

 

 実装方法の間の代替性 

実装方法の間の代替性については、主要なビジネスチャットサービスは全

てＳａａＳ型で提供されており、一部オンプレミスでも提供されているにす

ぎず、需要者にとってＳａａＳが基本的な選択肢となっている。 

このような市場の実態に照らせば、実装方法によって商品・役務範囲を細
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分化する必要性は乏しい。 

 

 需要者の規模及び業種の間の代替性 

ビジネスチャットサービスは需要者の規模や業種によって機能は異なら

ない。また、需要者がビジネスチャットサービスに対して求める基本的な機

能も規模及び業種によって異なるものではない。 

 

 小括 

以上のことから、消費者向けコミュニケーションサービス、Ｅメール及び

企業向け音声通話・ビデオ会議サービスの間には代替性が認められない。他

方で、統合機能の有無、実装方法並びに需要者の規模及び業種によって商品・

役務範囲を細分化する必要性は乏しい。 

したがって、本件の商品・役務範囲は「ビジネスチャットサービス」で画

定した。 

 

(2) 地理的範囲 

ビジネスチャットサービスは、ユーザーに提供される機能自体は多くの国で

共通であるため、地理的範囲を「世界全体」とすることも考えられる。しかし、

ビジネスチャットサービスの提供に当たっては国ごとに言語等のローカライ

ズの必要があるほか、ビジネスチャットサービス供給者の中には、世界全体で

事業を展開している事業者がいる一方、日本を含む特定の国・地域を中心に事

業展開している事業者も多数存在し、世界全体で事業を展開している事業者で

あっても国・地域によって、市場シェアが異なる状況にある。 

したがって、特に日本の需要者に対する影響を検討する観点から、地理的範

囲を「日本全国」として画定した。 

 

第６  一定の取引分野におけるセーフハーバー基準の該当性 

セールスフォース社が提供するＣＲＭソフトウェアとスラック社が提供する

ビジネスチャットサービスは競合関係になく、また両者の提供するサービス間に

川上・川下という垂直関係もないことから、本件は混合型企業結合に該当する。 

ＣＲＭソフトウェアに係る市場シェアは後記第７の２の表１のとおりであり、

またビジネスチャットサービスに係る市場シェアの正確な数値の把握は困難で

あるものの、参考までに示すと後記第７の２の表２のとおりである。他方で、両

市場はいずれもイノベーションが活発であり今後一層の成長・変容が見込まれる。 

以上を踏まえ、混合型企業結合のセーフハーバー基準18に該当しないものとし

                                                      
18 「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」（平成１６年５月３１日公正取引委員会）第６の１

（2）においては、①当事会社が関係するすべての一定の取引分野において、企業結合後の当事会社グ

ループの市場シェアが１０％以下である場合、②当事会社が関係するすべての一定の取引分野におい

て、企業結合後のハーフィンダール・ハーシュマン指数（市場の集中度を表す指標で、一定の取引分野
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て、本件行為が競争を実質的に制限することとなるかを後記第７において検討す

る。 

 

第７  競争の実質的制限の検討 

 本件の競争制限のメカニズム（セオリーオブハーム） 

本件の主な競争制限のメカニズム（セオリーオブハーム）は以下の図のとおり

である。すなわち、以下の図の①及び②については、セールスフォース社（又は

スラック社）がスラック社以外のビジネスチャットサービス供給者（又はセール

スフォース社以外のＣＲＭソフトウェア供給者）に対して、ＡＰＩ接続を遮断し

若しくはＡＰＩの相互接続性を低下させ（以下「ＡＰＩ遮断等」という。）、又

は需要者に対して、自社のＣＲＭソフトウェア（又はスラック）にスラック（又

はセールスフォース社のＣＲＭソフトウェア）を組み合わせて供給することによ

って、ビジネスチャットサービス市場（又はＣＲＭソフトウェア市場）において

市場の閉鎖性・排他性が生じる可能性がある（後記３及び４）19。また、以下の

図の③については、当事会社グループ間で競争事業者の秘密情報が共有されて、

これを当事会社グループが自己に有利に用いれば、当該競争事業者は競争上不利

な立場に置かれる可能性があり、それによって、市場の閉鎖性・排他性の問題が

生じる可能性がある（後記５）。それ以外にも、本件行為後のデータ集積によっ

て当事会社グループが競争上優位な立場に立つ等の弊害が生じる可能性があり

得る（後記６）。 

  

                                                      
における各事業者の市場シェアの二乗の総和によって算出される。以下「ＨＨＩ」という。）が２，５

００以下の場合であって、企業結合後の当事会社グループの市場シェアが２５％以下である場合には、

混合型企業結合が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるとは通常考えられない

としている（このような基準を「セーフハーバー基準」と呼んでいる。）。 
19 後記３(1)ア(ｳ)に記載のとおり、セールスフォース社製のＣＲＭソフトウェアの需要者のうち、

AppExchange を介してビジネスチャットサービスと統合させている需要者は僅かにすぎない。また、後

記４(1)ア(ｲ)に記載のとおり、スラックの需要者についても、App Directory を介してＣＲＭソフトウ

ェアと統合させている需要者は僅かである。このように、現時点ではＣＲＭソフトウェア及びビジネ

スチャットサービスを統合している需要者が少ない状況であるため、そもそもＡＰＩ遮断等や組合せ

供給による競争上の懸念は生じる余地がないとも考えられる。しかし、現時点では自社のセキュリテ

ィポリシーと整合しない等の理由により両サービスの統合は実現できていないものの、今後そういっ

た課題をクリアして統合を進めていきたいと希望する需要者が複数存在することから、今後更に両サ

ービスを統合する需要者数が増加し、両サービスの補完性が高くなることも考えられるため、本件で

は後記のとおり慎重に審査した。 
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【図】本件の競争制限のメカニズム（セオリーオブハーム）の概要図 
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 当事会社グループの地位及び競争事業者の状況 

日本国内におけるＳａａＳ型ＣＲＭソフトウェア（全体及び種類別）の市場シ

ェアは以下の表１のとおりである。 

 

【表１日本国内におけるＳａａＳ型ＣＲＭソフトウェア市場シェア20（売上高ベ

ース）】 

 

                                                      
20 公正取引委員会作成。 

事業者名 

日本国内のＳａａＳ型ＣＲＭソフトウェア市場シェア（令和２年１月～１２月） 

全体 営業向け 
カスタマーサービス

向け 

マーケティング

向け 
Ｅコマース向け 

数値 順位 数値 順位 数値 順位 数値 順位 数値 順位 

セールス

フォース

社 

約３０％ １位 約７５％ １位 約５５％ １位 約３５％ １位 約４５％ １位 

Ａ社 約１５％ ２位         

Ｂ社 約５％ ３位     約２５％ ２位   

Ｃ社 約５％ ３位 約１０％ ２位   約１５％ ３位   

Ｄ社 約５％ ３位 約０‐５％ ４位 約１５％ ２位 約５％ ５位 約１０％ ２位 

Ｅ社   約５％ ３位       

Ｆ社   約０‐５％ ４位       

Ｇ社     約１０％ ３位     

Ｈ社     約１０％ ３位     

Ｉ社     約５％ ５位     

Ｊ社       約１０％ ４位   

Ｋ社         約５％ ３位 

Ｌ社         約５％ ３位 

Ｍ社         約５％ ３位 

その他 約３５％ 約５％ 約５％ 約１０％ 約３０％ 

合計 １００％ １００％ １００％ １００％ １００％ 

ＨＨＩ １，５２５ ５，６９８ ３，６８０ ２，１５６ ２，６７７ 
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また、日本国内におけるビジネスチャットサービスの市場シェアの正確な把握は

困難であるものの、参考までに示すと以下の表２のとおりである。ただし、同表

には無料で提供されているビジネスチャットサービスは含まれていない等、必ず

しも正確なシェアを反映しているとまではいえない点に留意する必要がある。 

 

【表２（参考）日本国内におけるビジネスチャットサービス市場シェア21 

（売上高ベース）】 

事業者名 

日本国内のビジネスチャットサービス市

場シェア（令和元年度（平成３１年

度）） 

数値 順位 

Ａ社 約２５％ １位 

スラック社 約１５％ ２位 

Ｂ社 約１０％ ３位 

Ｃ社 約１０％ ３位 

Ｄ社 約５％ ５位 

その他 約３５％  

合計 １００％  

ＨＨＩ 約１,１４８  

 

 ビジネスチャットサービス市場の閉鎖性・排他性の検討 

前記第４の１(5)アのとおり、セールスフォース社が提供するＣＲＭソフトウ

ェアには第三者アプリ等との統合機能が実装されているため、セールスフォース

社が、スラック社以外のビジネスチャットサービス供給者に対して、ＡＰＩ遮断

等を行ったり、自社のＣＲＭソフトウェアにスラックを組み合わせて供給したり

すること（以下「スラックの組合せ供給」という。）によって、ビジネスチャッ

トサービス市場において市場の閉鎖性・排他性が生じる可能性について検討する。 

 

(1) 能力 

 競争状況及び間接ネットワーク効果の影響（ＡＰＩ遮断等及びスラックの

組合せ供給） 

 市場シェアの状況 

セールスフォース社の日本国内におけるＳａａＳ型ＣＲＭソフトウェ

ア全体及び種類別のＳａａＳ型ＣＲＭソフトウェアに係る市場シェアは

前記２の表１のとおりである。このうち、ＳａａＳ型ＣＲＭソフトウェア

全体及びＳａａＳ型マーケティング向けＣＲＭソフトウェアについては、

セールスフォース社は市場において第１位の事業者ではあるものの、その

市場シェアはいずれも約３５％以下にとどまり、いずれの市場においても

有力な競争事業者が複数存在する。 

他方で、セールスフォース社は、日本国内におけるＳａａＳ型営業向け

                                                      
21 公正取引委員会作成。 
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ＣＲＭソフトウェア市場においては約７５％、ＳａａＳ型カスタマーサー

ビス向けＣＲＭソフトウェア市場においては約５５％、ＳａａＳ型Ｅコマ

ース向けＣＲＭソフトウェア市場においては約４５％と高いシェアを有

している。この点、前記第４の１(6)に記載したＣＲＭソフトウェア市場

に働く間接ネットワーク効果に照らせば、このような高い市場シェアは、

一般論としては、第三者のアプリ開発事業者に対して、セールスフォース

社のＣＲＭソフトウェアと自社のアプリ等を統合したいという強い動機

付けを与えるため、ＡＰＩ遮断等によってかかる統合が不可能になること

の影響は大きくなることも考えられる。また、同様に、同社の高いシェア

からすれば、一般論としてはセールスフォース社がスラックの組合せ供給

を行った場合に市場に与える影響は大きくなると考えられる。 

 

 競争事業者及び隣接市場からの競争圧力 

前記(ｱ)のとおり、市場シェアの状況からすれば、ＡＰＩ遮断等は一般

論としては第三者のアプリ開発事業者に対して大きな影響を与え得ると

考えられ、またセールスフォース社によるスラックの組合せ供給が市場に

与える影響も大きくなると考えられる。しかしながら、ＳａａＳ型営業向

けＣＲＭソフトウェア市場については市場シェア約１０％の競争事業者

が存在する。その上、隣接市場であるオンプレミス型営業向けＣＲＭソフ

トウェア市場においては有力な事業者が複数存在し、現にセールスフォー

ス社とも具体的な商談において競合する等、隣接市場からの競争圧力を及

ぼしている状況にある。 

また、ＳａａＳ型カスタマーサービス向けＣＲＭソフトウェア市場につ

いても市場シェア約１５％又は約１０％の競争事業者が存在する。その上、

隣接市場であるオンプレミス型カスタマーサービス向けＣＲＭソフトウ

ェア市場においては有力な事業者が存在し、現にセールスフォース社とも

具体的な商談において競合する等、隣接市場からの競争圧力を及ぼしてい

る状況にある。 

さらに、ＳａａＳ型Ｅコマース向けＣＲＭソフトウェア市場についても

市場シェア約１０％の競争事業者が存在する。その上、隣接市場であるオ

ンプレミス型Ｅコマース向けＣＲＭソフトウェア市場においては有力な

事業者が存在し、現にセールスフォース社とも具体的な商談において競合

する等、隣接市場からの競争圧力を及ぼしている状況にある22。 

                                                      
22 当事会社から、セールスフォース社の Win/Loss データ（一般に「営業担当者等によって入力された、

個別の営業案件ごとの、顧客名、金額、競合先企業名、受注／失注等の営業の結果等が記載されたデー

タ」を意味し、企業結合審査における経済分析においては、主に、水平型企業結合における当事会社間

の競合の程度及び当事会社と競争事業者との間の競合の程度を把握する目的で用いられることが多い

が、本件のように非水平型企業結合であっても有益な情報をもたらす場合がある。）を用いた経済分析
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 ＣＲＭソフトウェア及びビジネスチャットサービスの統合状況、統合機

能の重要性の程度等 

ＣＲＭソフトウェア及びビジネスチャットサービスは互いに不可欠な

機能を提供するものではなく、それぞれ統合することなく単独で利用でき

るサービスである。現にセールスフォース社製のＣＲＭソフトウェアの需

要者のうちAppExchangeを介してスラックのようなビジネスチャットサー

ビスと統合させている需要者は僅かである。このように、統合機能を備え

たビジネスチャットサービスの利用が進んでいないことからすれば、ビジ

ネスチャットサービス供給者にとってＣＲＭソフトウェアとの統合機能

を備えたアプリを提供したいという動機付けが強く働く状況にはない。そ

うすると、前記第４の１(6)のとおり、セールスフォース社のＣＲＭソフ

トウェアと第三者が開発したアプリ一般との間には間接ネットワーク効

果が働くと考えられるものの、少なくとも現時点におけるＣＲＭソフトウ

ェア及びビジネスチャットサービスの間における統合機能の重要性は低

いため、セールスフォース社のＣＲＭソフトウェア市場における地位がビ

ジネスチャットサービスの市場における競争に与える影響は限定的であ

ると考えられる。 

 

 ＡＰＩ遮断等による排除効果の及ぶ範囲 

ＡＰＩ遮断等によって生じる排除効果が及ぶ範囲を検討すると、特定の種

類のＣＲＭソフトウェアを使用するのは需要者である企業のうち営業部門、

カスタマーセンター等、当該需要者の中でも更に一部の部門に限られている。

これに対し、前記第４の２(1)のとおり、ビジネスチャットサービスは部門

ごとに複数のサービスや異なるサービスが採用される場合がある（すなわち、

ビジネスチャットサービスは必ずしも全社で一つのサービスを利用しなけ

ればならないものではなく、部門によって、全社で利用されるものとは異な

る独自のビジネスチャットサービスを利用することもある。）。 

そうすると、セールスフォース社が特定の種類のＣＲＭソフトウェアとの

関係でスラック以外のビジネスチャットサービスに対してＡＰＩ遮断等を

行ったとしても、その影響を受けるのは各需要者の特定の部門に限られるた

め、当該ＡＰＩ遮断等に対応して、需要者である企業が（より全社的に影響

が及び得る）利用するビジネスチャットサービスを全てスラックに切り替え

る必要は生じない。 

また、仮に当該部門についてのみ、利用するビジネスチャットサービスが

スラックに変更される可能性があるとしても、経理、総務、法務等、数多く

存在する他の部門では引き続きスラック以外のビジネスチャットサービス

                                                      
が提出されており、当委員会において評価を行ったところ、当該分析結果から、一定程度の競争圧力が

存在することが示唆された。この点は、本文記載の判断を補強する要素となる。 
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が利用されることになるため、競合するビジネスチャットサービスが排除さ

れるまでに至る事態は想定し難いと考えられる。 

同様に、前記ア(ｳ)のとおり、セールスフォース社製のＣＲＭソフトウェ

アの需要者のうちAppExchangeを介してスラックのようなビジネスチャット

サービスと統合させている需要者は僅かであることからすれば、セールスフ

ォース社のＡＰＩ遮断等によってビジネスチャットサービスのスイッチン

グを検討することになる需要者は、ＣＲＭソフトウェアとビジネスチャット

サービスを統合しているごく一部の需要者にとどまる（換言すれば、両サー

ビスを統合していない大部分の需要者にとっては、ＡＰＩ遮断等の有無は、

利用するビジネスチャットサービスの選択にさしたる影響を与えない。）。 

そのため、セールスフォース社によるＡＰＩ遮断等によってスラック以外

のビジネスチャットサービス供給者に排除効果が及ぶ範囲は、極めて限定的

なものにとどまると考えられる。 

 

 ＡＰＩ遮断等を行った場合に需要者がＣＲＭソフトウェア及びビジネス

チャットサービスを統合する方法 

前記第４の１(3)のとおり、需要者は、AppExchangeを通じて導入する方法

以外にも、セールスフォース社が需要者向けにＡＰＩを開放している限り、

カスタムコードを構築するか、ｉＰａａＳ等の統合アプリを利用することに

よって、ＣＲＭソフトウェアと第三者アプリ等を統合させることが可能であ

る。この点、セールスフォース社は、需要者がカスタムコードや統合アプリ

を用いてどのような第三者アプリ等をセールスフォース社のＣＲＭソフト

ウェアと統合させているかを把握することはできず、また現に把握していな

いとのことである。そのため、仮にセールスフォース社がスラック以外のビ

ジネスチャットサービスについてＡＰＩ遮断等を行ったとしても、需要者は

自社でカスタムコードを構築する、統合アプリを利用する等、その他の手段

でスラック以外のビジネスチャットサービスとの統合を行うことが引き続

き可能であり、セールスフォース社はかかる統合を把握して遮断することは

できない状況にある。 

 

 小括 

以上のことから、セールスフォース社はＡＰＩ遮断等及びスラックの組合

せ供給を行うことにより市場の閉鎖性・排他性の問題を生じさせる能力を有

しないと考えられる23。もっとも、前記２の表１のとおり、セールスフォー

                                                      
23 需要者ヒアリングによれば、需要者の中には提供される機能やデータの保存形式が供給者ごとに異

なる可能性があることから、ＣＲＭソフトウェアをセールスフォース社製から他社製のものに切り替

えるには一定のハードルがあると述べる者が存在する。一方で、例えば特定の部門でのみＣＲＭソフ

トウェアを導入している場合等、導入状況によってはスイッチングのハードルは必ずしも高くないと

述べる者も存在する。このように、ＣＲＭソフトウェアのスイッチングの容易性についてはいずれの
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ス社はＳａａＳ型営業向け、ＳａａＳ型カスタマーサービス向け及びＳａａ

Ｓ型Ｅコマース向けＣＲＭソフトウェア市場において特に高い市場シェア

を有すること、また同市場はイノベーションが活発であり今後一層の成長・

変容が見込まれることから、念のため後記(2)において排除のインセンティ

ブについても検討することとする。 

 

(2) インセンティブ 

前記(1)に記載したとおり、各種類のＣＲＭソフトウェアを使用するのは需

要者である企業のうち一部の部門にすぎない上、ＣＲＭソフトウェアとビジネ

スチャットサービスを統合している需要者は僅かである。かかる状況において

は、仮にＡＰＩ遮断等を行ったとしてもその影響を受けるビジネスチャットサ

ービスの需要者は全体のうち僅かにすぎない。 

他方、競争事業者ヒアリング及び需要者ヒアリングによれば、ＣＲＭソフト

ウェアの需要者は、可能な限り多くの第三者アプリ等との統合を可能にするこ

とにより高い利便性を実現できること（「Best of Breed」と呼ばれる。）がセ

ールスフォース社の事業の中心的な価値の一つであると認識しており、仮にセ

ールスフォース社がＡＰＩ遮断等及びスラックの組合せ供給を行えば同社の

ビジネスの根幹が棄損されることになるとのことである。かかる意見を踏まえ

れば、セールスフォース社がＡＰＩ遮断等及びスラックの組合せ供給を行うこ

とは、その排除効果が極めて限定的であるばかりでなく、同社の事業の根幹で

ある「Best of Breed」の理念について需要者に疑念を生じさせ、それまで多

くの第三者アプリ等の統合を可能にすることにより享受してきた間接ネット

ワーク効果を失うことにもなりかねないため、ＡＰＩ遮断等及びスラックの組

合せ供給を行うことには事業継続上及びレピュテーション上多大なリスクが

あると考えられる。 

したがって、セールスフォース社がＡＰＩ遮断等及びスラックの組合せ供給

を行うことにより市場の閉鎖性・排他性の問題を生じさせるインセンティブは

認められない。 

 

(3) ビジネスチャットサービス市場における閉鎖性・排他性について 

以上のことから、当事会社が本件行為後にＡＰＩ遮断等及びスラックの組合

せ供給を行うことによって、ビジネスチャットサービス市場における閉鎖性・

                                                      
意見もある。しかし、セールスフォース社製のＣＲＭソフトウェアに関していえば、ユーザーは自身の

データを一括してＣＳＶファイルという汎用的なデータ形式でエクスポートすることを可能とする機

能が実装されており、セールスフォース社製のＣＲＭソフトウェア上に保存されたデータを他社製の

ＣＲＭソフトウェアに移行することが可能となっている。このことからすれば、一般的に、需要者がセ

ールスフォース社製のＣＲＭソフトウェアから他社製のものにスイッチングすることがおよそ困難で

あるとまでは直ちには言い難いと思われる。 
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排他性の問題が生じる可能性は認められない24。 

 

 ＣＲＭソフトウェア市場の閉鎖性・排他性の検討 

前記第４の２(3)のとおり、スラックについても第三者アプリ等との統合機能

が実装されているため、スラック社が、セールスフォース社以外のＣＲＭソフト

ウェアの供給者に対して、ＡＰＩ遮断等を行ったり、自社のビジネスチャットサ

ービスにセールスフォース社のＣＲＭソフトウェアを組み合わせて供給したり

すること（以下「ＣＲＭソフトウェアの組合せ供給」という。）によって、ＣＲ

Ｍソフトウェア市場において市場の閉鎖性・排他性が生じる可能性について検討

する。 

 

(1) 能力 

 競争状況及び間接ネットワーク効果の影響（ＡＰＩ遮断等及びＣＲＭソフ

トウェアの組合せ供給） 

 市場シェア及び競争状況 

スラック社のビジネスチャットサービス市場に係る正確な市場シェア

は不明であるものの、前記２の表２のとおり、その市場シェアは最大でも

約１５％と高い市場シェアを有しているとまではいえない上、同表には含

まれていない競争事業者も存在するため、実際のスラック社の市場シェア

は同表よりも低いと考えられる25 26。 

また、ビジネスチャットサービスは全社レベルではなく部門ごとに導入

している需要者も多い上、需要者は用途や連絡先に合わせて複数のビジネ

スチャットサービスを併用すること（マルチホーミング）が可能であり、

実際に併用している需要者が存在する。 

 

 

                                                      
24 セールスフォース社によるＡＰＩ遮断等やビジネスチャットサービスの組合せ供給に係るインセン

ティブの有無について、当事会社から提出された内部データ及び公表情報から得られる当事会社の利

益率等を用いて、「市場閉鎖によって得られる利益」と「市場閉鎖によって失うことになる利益」をそ

れぞれ算定して比較を行うことによって当事会社に市場閉鎖を行うインセンティブがあるか否かを評

価する、垂直計算という手法を応用した経済分析の実施を検討したが、データの制約等により当該分

析は実施しなかった。 
25 前記第４の２(4)アのとおり、スラック社は令和２年６月に外部組織とのコミュニケーションが可能

となるスラック・コネクトをリリースしており、同サービスが普及すれば、直接ネットワーク効果によ

り（前記第４の２(5)参照）、その市場シェアが急速に増加する可能性がある。もっとも、現時点におい

てはスラック・コネクトがリリースされて１年未満しか経過しておらず、その効果が顕著に表れてい

るとはいえない上、今後競争事業者も同様のサービスをリリースすることにより競争が活発化する可

能性も考えられることから、少なくとも現時点においてかかる直接ネットワーク効果を過大に評価す

べきではない。 
26 当事会社から、スラック社の Win/Loss データを用いた経済分析が提出されており、当委員会におい

て評価を行ったところ、当該分析結果から、一定程度の競争圧力が存在することが示唆された。この点

は、本文記載の判断を補強する要素となる。 
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 ビジネスチャットサービス及びＣＲＭソフトウェアの統合状況、統合機

能の重要性の程度等 

ビジネスチャットサービス及びＣＲＭソフトウェアは互いに不可欠な

機能を提供するものではなく、それぞれ統合することなく単独で利用でき

るサービスであり、現にスラックの需要者のうちApp Directoryを介して

ＣＲＭソフトウェアと統合させている需要者は僅かである。このように、

統合機能を備えたＣＲＭソフトウェアの利用が進んでいないことからす

れば、ＣＲＭソフトウェア供給者にとってビジネスチャットサービスとの

統合機能を備えたアプリを提供したいという動機付けが強く働く状況に

はない。そうすると、前記第４の２(5)のとおり、スラックと第三者が開発

したアプリ一般との間には間接ネットワーク効果が働くと考えられるも

のの、少なくとも現時点におけるビジネスチャットサービス及びＣＲＭソ

フトウェアの間においては統合機能の重要性は低いため、仮にスラック社

の需要者向けのビジネスチャットサービス市場における市場シェアが高

いとしても、その地位がＣＲＭソフトウェアの市場における競争に与える

影響は限定的であると考えられる。 

 

 ＡＰＩ遮断等による排除効果の及ぶ範囲 

前記アのような状況においては、ビジネスチャットサービスの需要者のう

ちＣＲＭソフトウェアを利用していない多くの需要者はスラック社のＡＰ

Ｉ遮断等による影響は受けない。また、セールスフォース社以外の供給者の

ＣＲＭソフトウェアを利用し、かつ、スラックを含む複数のビジネスチャッ

トサービスを併用している需要者の場合、ＣＲＭソフトウェアのスイッチン

グに一定のコストが掛かることを考慮すれば、ＡＰＩ遮断等が行われた際の

対応としては、ＣＲＭソフトウェアをセールスフォース社のものに切り替え

るよりも、ビジネスチャットサービスについてスラックの利用を中止して既

に利用しているスラック以外のサービスに切り替えることを選択する可能

性の方が高いと考えられる。さらに、ＣＲＭソフトウェア及びビジネスチャ

ットサービスの双方を利用し、かつ単一のビジネスチャットサービスのみを

利用している需要者に関しても、スラック社のＡＰＩ遮断等によってＣＲＭ

ソフトウェアのスイッチングを検討することになるのは、ビジネスチャット

サービスとＣＲＭソフトウェアを統合しているごく一部の需要者にとどま

る。 

以上からすれば、スラック社によるＡＰＩ遮断等によってセールスフォー

ス社製以外のＣＲＭソフトウェア供給者に排除効果が及ぶ範囲は、極めて限

定的なものにとどまると考えられる。 
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 ＡＰＩ遮断等を行った場合に需要者がビジネスチャットサービス及びＣ

ＲＭソフトウェアを統合する方法 

前記第４の２(3)のとおり、App Directoryを通じて導入する方法以外にも、

需要者は、スラック社が需要者向けにＡＰＩを開放している限り、カスタム

コードを構築するか、ｉＰａａＳ等の統合アプリを利用することによって、

ビジネスチャットサービスと第三者のアプリを統合させることが可能であ

る。この点、スラック社は、需要者がカスタムコードや統合アプリを用いて

どのような第三者アプリ等をスラックと統合させているかを把握すること

はできず、また現に把握していないとのことである。そのため、仮にスラッ

ク社がセールスフォース社製以外のＣＲＭソフトウェアについてＡＰＩ遮

断等を行ったとしても、需要者は自社でカスタムコードを構築する、統合ア

プリを利用する等、その他の手段でセールスフォース社製以外のＣＲＭソフ

トウェアとの統合を行うことが引き続き可能であり、スラック社はかかる統

合を把握して遮断することはできない状況にある。 

 

 小括 

以上のことから、スラック社はＡＰＩ遮断等及びＣＲＭソフトウェアの組

合せ供給を行うことにより市場の閉鎖性・排他性の問題を生じさせる能力を

有しないと考えられる27。もっとも、前記２の表２のとおり、スラック社の

ビジネスチャットサービス市場における正確な市場シェアの把握が困難で

あること、また同市場はイノベーションが活発であり今後一層の成長・変容

が見込まれることから、念のため後記(2)において排除のインセンティブに

ついても検討することとする。 

 

                                                      
27 需要者ヒアリングによれば、需要者の中には、日常的に使用するコミュニケーションの手段を変え

ることのコストが大きいとして、使用するビジネスチャットサービスの切替えは容易でないと述べる

者が存在する。また、ビジネスチャットサービスはビジネスを行う上で不可欠の（すなわち「must have」

の）ソフトウェアではないことから、基本的な機能が共通し、かつ既に広く利用されている E メール

に戻すという選択肢も考えられるが、需要者の中には「一度ビジネスチャットサービスを使用してし

まうと、Ｅメールのみの環境に戻すことは考えられない」と述べてそのような選択肢に疑問を呈する

者が存在する。一方で、ビジネスチャットサービスは過去に遡って全ての会話内容を引き継ぐ必要性

は高くないこと（かかる必要性が乏しい点については、多くの企業においてＥメールが過去数年分し

か保存されないことと同様と考えられる。）、ビジネスチャット内でやり取りされるファイルやデータ

は、通常は統合済みの第三者アプリを含むスラック以外の領域にも保存されると考えられること等か

ら、スラックから他社のビジネスチャットサービスへのスイッチングは比較的容易であると述べる者

が存在する等、ビジネスチャットサービスのスイッチングの容易性についてはいずれの意見もある。

しかし、スラックに関していえば、需要者は自身のデータを一括してＪＳＯＮファイル（JavaScript 

Object Notation の略であり、人間が読めるテキストを有し、他のビジネスチャットサービスによって

分析・インポートを容易に行うことができる汎用的なファイル形式）という汎用的なデータ形式でエ

クスポートすることを可能とする機能が実装されており、スラック上で保存されたデータを他社のビ

ジネスチャットサービスに移行することが可能となっている。このことからすれば、一般的に、需要者

がスラックから他社製のものにスイッチングすることがおよそ困難であるとまでは直ちには言い難い

と思われる。 
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(2) インセンティブ 

前記２の表２のとおり、ビジネスチャットサービス市場にはスラック社以外

にも有力な競争事業者が複数存在しており、また需要者は複数のビジネスチャ

ットサービスを並行して利用している場合があるため、仮に、かかる状況にお

いてスラック社がセールスフォース社製以外のＣＲＭソフトウェアとの統合

についてＡＰＩ遮断等を行ったり、ＣＲＭソフトウェアの組合せ供給を行った

りすれば、セールスフォース社製以外のＣＲＭソフトウェアの需要者は、スラ

ック以外のビジネスチャットサービスに切り替える可能性が相当程度あると

考えられる。 

また、ビジネスチャットサービスは需要者である企業が全社的にではなく部

門ごとに導入する場合もある上、スラックの需要者のうちApp Directoryを介

してＣＲＭソフトウェアと統合させている需要者は僅かである。かかる状況に

おいては、仮にＡＰＩ遮断等を行ったとしてもその影響を受けるＣＲＭソフト

ウェアの需要者は全体のうち僅かにすぎない。 

他方、競争事業者ヒアリング及び需要者ヒアリングによれば、ビジネスチャ

ットサービスの需要者は、セールスフォース社の場合と同様に、スラック社に

ついても「Best of Breed」が同社の事業の中心的な価値の一つであると認識

しており、仮にスラック社がＡＰＩ遮断等及びＣＲＭソフトウェアの組合せ供

給を行えば同社のビジネスの根幹が棄損されることになるとのことである。か

かる意見を踏まえれば、ＡＰＩ遮断等及びＣＲＭソフトウェアの組合せ供給を

行うことは、その排除効果が極めて限定的であるばかりでなく、スラック社の

事業の根幹である「Best of Breed」の理念について需要者に疑念を生じさせ、

それまで多くの第三者アプリ等の統合を可能にすることにより享受してきた

間接ネットワーク効果を失うことにもなりかねないため、ＡＰＩ遮断等及びＣ

ＲＭソフトウェアの組合せ供給を行うことには事業継続上及びレピュテーシ

ョン上多大なリスクがあると考えられる。 

したがって、スラック社がＡＰＩ遮断等及びＣＲＭソフトウェアの組合せ供

給を行うことにより市場の閉鎖性・排他性の問題を生じさせるインセンティブ

は認められない。 

 

(3) ＣＲＭソフトウェア市場における閉鎖性・排他性について 

以上のことから、当事会社が本件行為後にＡＰＩ遮断等及びスラックの組合

せ供給を行うことによって、ＣＲＭソフトウェア市場における閉鎖性・排他性

の問題が生じる可能性は認められない28。 

                                                      
28 スラック社によるＡＰＩ遮断等やＣＲＭソフトウェアの組合せ供給に係るインセンティブの有無に

ついて、当事会社から提出された内部データ及び公表情報から得られる当事会社の利益率等を用いて、

「市場閉鎖によって得られる利益」と「市場閉鎖によって失うことになる利益」をそれぞれ算定して比

較を行うことによって当事会社に市場閉鎖を行うインセンティブがあるか否かを評価する、垂直計算
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 当事会社グループ間において競争事業者の秘密情報が共有される可能性の有

無 

これまで論じてきたとおり、当事会社グループがそれぞれ供給するＣＲＭソフ

トウェア及びビジネスチャットサービスは互いに統合することが可能である。そ

して、かかる統合は単にＡＰＩを開放すれば実現可能であるため、その過程にお

いて競争上の重要な秘密情報の交換が行われることは通常考え難い。したがって、

セールスフォース社が自社のＣＲＭソフトウェアとスラック以外のビジネスチ

ャットサービスを統合するに当たり、当該ビジネスチャットサービスの秘密情報

を当然に取得することは考え難い。同様に、スラック社が自社のビジネスチャッ

トサービスとセールスフォース社以外のＣＲＭソフトウェアを統合するに当た

り、当該ＣＲＭソフトウェアに係る秘密情報を当然に取得することも考え難い。 

したがって、当事会社グループ間で競争事業者の秘密情報が共有されることは

ないと考えられる。 

 

 収集・保存されたデータの利用可能性 

前記第４の１(5)イ及びウ並びに第４の２(4)イ及びウのとおり、当事会社は、

それぞれ一定の需要者のデータを収集・保存し、新たなサービスの設計や既存サ

ービスの改善のため、ＡＩアルゴリズムの教育等に利用している。そうした情報

の中には、需要者の営業データやチャットにおける会話データ、その過程で添付

されたファイル等、機微性が高くＡＩアルゴリズムの教育に資するユニークかつ

大量のデータが含まれ得るため、かかるデータの集積により、当事会社グループ

が競争上優位な立場に立つ等の弊害が生じないかが問題となる。 

この点、前記第４の１(5)イ及びウ並びに第４の２(4)イ及びウのとおり、当事

会社はいずれも、特に機微性の高い内容を含む「顧客データ」と呼ばれるデータ

を利用するためには、契約上又は利用規約上、需要者の同意や指示が必要とされ

ている。また、当該データは暗号化やアクセス制限等、恣意的な利用ができない

ように一定の措置が施されている。こうした状況に加えて、そもそもＣＲＭソフ

トウェア及びビジネスチャットサービスで収集・保存されたデータを組み合わせ

て使用することによって、事業上大きな価値が生まれるとして現時点において具

体的に想定されるものもない。 

したがって、本件行為後のデータ集積によって、当事会社グループが競争上優

位な立場に立つ等の弊害が生じるとは考え難い。 

 

第８  結論 

本件行為が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるとは

                                                      
という手法を応用した経済分析の実施を検討したが、データの制約等により当該分析は実施しなかっ

た。 
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いえないと判断した。 
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事例７ ㈱メルコホールディングスによる㈱セゾン情報システムズの株式取得 

 

第１  当事会社 

株式会社メルコホールディングス（法人番号6180001048602）（以下「メルコホ

ールディングス」といい、メルコホールディングスの最終親会社であるマキスホ

ールディング・ビーブイ（本社オランダ）と既に結合関係を有する企業の集団を

「マキスグループ」という。）は純粋持株会社であり、マキスグループは、ＮＡ

Ｓ製品等のデジタル家電・ＰＣ周辺機器の製造販売事業を営んでいる。 

株式会社セゾン情報システムズ（法人番号7013301005882）（以下「セゾン情報

システムズ」といい、セゾン情報システムズと既に結合関係を有する企業の集団

を「セゾン情報グループ」という。さらに、マキスグループとセゾン情報グルー

プを併せて「当事会社グループ」という。）は、システム間ファイル転送ツール

の提供事業を営んでいる。 

 

第２  本件の概要及び関係法条 

本件は、メルコホールディングスがセゾン情報システムズの株式に係る議決権

の２０％を超えて取得すること（以下「本件行為」という。）を計画したもので

ある。 

関係法条は、独占禁止法第１０条である。 

 

第３  一定の取引分野

 商品の概要 

(1) ＮＡＳ製品 

ＮＡＳ（Network Attached Storage）製品とは、通称「ネットワーク対応ハ

ードディスクドライブ1（ＨＤＤ）」と呼ばれる、ネットワークに直接接続する

ことができるＨＤＤである。通常、外付けＨＤＤはＰＣ等のデバイスと１対１

で使用されるところ、ＮＡＳ製品はネットワークに接続することにより、複数

のデバイスを通じて複数人が同時に利用することができる。 

ＮＡＳ製品間には容量や処理速度について様々なバリエーションの製品が

展開されているものの、いずれもネットワークに接続可能なＨＤＤという基本

的な機能は共通である。需要者は、自らの用途に適した容量や処理速度のＮＡ

Ｓ製品を選択している。例えば、法人向けのＮＡＳ製品は、個人向け・一般家

庭向けのＮＡＳ製品と比較して、フォルダへのアクセスを制限するための管理

機能のほか、高性能のＲＡＩＤ2を搭載することでデータの復旧面における高

                                                      
1 データやプログラムなどを電磁的に書き込んだり読み出したりすることができる記憶装置のこと。 
2 ＲＡＩＤ（Redundant Arrays of Inexpensive Disks）は、複数のＨＤＤを一つのドライブのように

認識・表示させる技術であり、ＨＤＤ故障時にデータ復旧・アクセスを可能にする安全性の向上や、

複数ＨＤＤへの分散書き込みによるデータ保存の高速化を行うことができる。 
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機能化が図られているものが多い。 

また、ＮＡＳ製品は１００人程度までの人数が同時に利用することを想定し

た容量や機能となっていることから、従業員数が１００名未満の中・小規模の

事業者で使用されるほか、大規模な事業者の各部署において、共有ストレージ

又は基幹システム用サーバーのバックアップとして使用される。 

 

(2) システム間ファイル転送ツール 

ファイル転送ツールは、ユーザー間、又はシステム間で、大量又は大容量の

ファイルの転送・管理を安全かつ高速に行うためのソフトウェアである。ファ

イル転送ツールの特長としては、暗号化による安全なファイル転送、文字コー

ド変換やデータ整合性の検証等の処理の標準装備、誰もが直感的に使える操作

性等が挙げられる。ファイル転送ツールは、システム間でファイルを転送する

ためのシステム間ファイル転送ツールとユーザー間でファイルを転送するた

めのユーザー間ファイル転送ツールの２種類があり、両方に対応するツールは

存在しない。セゾン情報システムズの販売するファイル転送ツールは、このう

ちシステム間ファイル転送ツールに該当する。 

 

【図】システム間ファイル転送ツールのイメージ 
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 商品範囲 

(1) ＮＡＳ製品 

 ＮＡＳ製品とファイルサーバーの代替性 

 需要の代替性 

ＮＡＳ製品と同様に複数のデバイスに接続してデータを管理・提供する

ものとして、いわゆるファイルサーバーが存在する。ＮＡＳ製品は上記１

(1)のとおり同時に使用可能な人数が１００名程度までである一方、ファ

イルサーバーは１００名以上の大規模な人数が同時に使用可能である。こ

のように、ＮＡＳ製品の需要者は従業員数が１００名未満の中・小規模の

事業者又は大規模な事業者における各部署が想定されるため、ファイルサ

ーバーとは使用される人数の規模において区別される。 

また、ファイルサーバーはファイルの容量が増えてきた場合、ストレー

ジを増設することができる一方、導入に当たっては専用ソフトウェア及び

ＯＳのライセンスの購入、ファイルサーバーの保守・管理をするための人

件費といった費用が必要となる。ＮＡＳ製品はストレージの増設はできな

いが、専用ソフトウェア及びＯＳのライセンスの購入や管理のための追加

的費用が不要であり、ファイルサーバーと比較して安価かつ容易に導入す

ることができる。 

よって、需要者はこれらの違いを踏まえて、ＮＡＳ製品とファイルサー

バーを一定程度使い分けていることから、ＮＡＳ製品製造販売事業とファ

イルサーバー製造販売事業の需要の代替性は限定的である。 

 

 供給の代替性 

ＮＡＳ製品は外付けＨＤＤとしてファイルの保存や共有に特化してい

る一方、ファイルサーバーはファイルの保存や共有機能のほか、ストレー

ジの増設など利用者の好みに応じてカスタマイズできる拡張性、閲覧・編

集の権限付与における詳細な設定やアクセスログの確認のための高度な

管理機能を備えている。 

ファイルサーバー開発で得たノウハウをＮＡＳ製品の製造にも生かせ

る部分がある一方、ＮＡＳ製品製造販売事業者がファイルサーバーを開発

するにはファイルサーバーの拡張性や高度な管理機能等を構築できる技

術やノウハウが新たに必要となると考えられることからすれば、ＮＡＳ製

品製造販売事業とファイルサーバー製造販売事業の供給の代替性は限定

的と考えられる。 
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 ＮＡＳ製品とクラウドストレージの代替性 

 需要の代替性 

ＮＡＳ製品、ファイルサーバーと類似したデータ管理・提供の方法とし

てクラウドストレージが存在する。ＮＡＳ製品はハードウェアであり、顧

客がハードウェアを保有・管理することで、インターネットを経由しない

ローカルエリアネットワークを使用して各デバイスと接続する。一方、ク

ラウドストレージを利用する顧客は、自身の手元にはハードウェアを有さ

ず、ハードウェアの代わりに、インターネットを経由してクラウドストレ

ージ提供業者等が提供するデータセンター3において割り当てられたスト

レージを使用する。 

ＮＡＳ製品とクラウドストレージでは、セキュリティ体制の構築の考え

方が異なる。すなわち、ＮＡＳ製品は、ローカルエリアネットワーク内の

みでの利用に限定する、扱うデータの秘匿性や重要性に応じたセキュリテ

ィレベルをコントロールするなど、需要者においてリスク管理を行うこと

ができる範囲が広い一方、需要者が自己の費用と責任でセキュリティ体制

を構築する必要がある。これに対し、クラウドストレージはセキュリティ

対策もクラウドストレージ提供事業者に依存し、需要者でセキュリティレ

ベルをコントロールできる範囲に限界があるため、取り扱う情報の秘匿性

が高い需要者にとっては選択することは難しい場合がある一方、需要者が

セキュリティ体制を一から構築する必要がない。 

また、ＮＡＳ製品を利用する場合とクラウドストレージを利用する場合

とでは、長期的なコストの面に大きな差はないとされているものの、ＮＡ

Ｓ製品は導入時にハードウェアの購入費用を負担するのみで済む場合が

多いのに対して、クラウドストレージを利用する場合には月額利用料とい

う形で継続的に費用を負担する必要がある上、データの利用量に応じて価

格が変動するなど、その費用負担の形態は大きく異なっている。よって、

需要者はこれらの違いを踏まえて、ＮＡＳ製品とクラウドストレージを一

定程度使い分けているものと考えられることから、ＮＡＳ製品製造販売事

業とクラウドストレージ提供事業の需要の代替性は限定的である。 

 

 供給の代替性 

ＮＡＳ製品を製造販売するためには、ＮＡＳ製品を設計する技術、製造

するための設備、在庫の保管に係る場所等が必要となる。一方、クラウド

ストレージの提供は、大規模なデータセンターを構築し、需要者側と供給

者側のサーバーとをインターネットを介して接続する技術のほか、インタ

ーネット接続を用いてクラウドストレージを提供することから、外部から

                                                      
3 ファイルサーバー機器等を顧客に代わって収容し、クラウドストレージを安定的に運用できるよう

管理する施設のこと。 
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のアクセスを念頭に置いた高度なセキュリティ環境の構築、アクセス管理

のノウハウ等も必要となる。 

したがって、ＮＡＳ製品の製造販売事業とクラウドストレージ提供事業

に必要となる設備や技術・ノウハウが異なることから、ＮＡＳ製品製造販

売事業とクラウドストレージ提供事業の供給の代替性は認められない。 

 

 法人向けＮＡＳ製品と個人向け・一般家庭向けＮＡＳ製品の代替性 

 需要の代替性 

前記第３の１(1)のとおり、法人向けＮＡＳ製品は、個人向け・一般家庭

向けＮＡＳ製品と比較して大規模な人数が一度にアクセスしてもデータ

転送に遅延が生じないことのほか、データ保存の安全性を求められる。そ

のため、法人向けＮＡＳ製品は、高い処理能力、フォルダのアクセスを制

限するための管理機能及びデータの復旧面における、より高度な機能を備

えているほか、大容量となっている。 

一方、個人向け・一般家庭向けＮＡＳ製品は、典型的には、家庭で録画

した動画や音楽を共有するほか、外出先からインターネット経由でＮＡＳ

に保存した動画を楽しむために使用され、法人向けＮＡＳ製品ほど高い機

能や容量は求められていない。そのため、個人向け・一般家庭向けＮＡＳ

製品は、法人向けＮＡＳ製品ほど高度な機能を備えておらず、容量も小さ

い。また、法人向けＮＡＳ製品は高機能であることに比例して高価である

一方、個人向け・一般家庭向けＮＡＳ製品は比較的安価となっている。 

よって、安全性等について高い水準を求める事業者が個人向け・一般家

庭向けＮＡＳ製品を選択することは考え難く、他方、個人が家庭で使用す

るために法人向けＮＡＳ製品を選択することも考え難いことから、法人向

けＮＡＳ製品製造販売事業と個人向け・一般家庭向けＮＡＳ製品製造販売

事業との間に需要の代替性は限定的である。 

 

 供給の代替性 

ＮＡＳ製品の性能の差は、搭載されるＣＰＵやＲＡＩＤ等の性能による

ため、法人向けＮＡＳ製品と個人向け・一般家庭向けＮＡＳ製品の構造に

大きな違いはない。このため、法人向けＮＡＳ製品製造販売事業と個人向

け・一般家庭向けＮＡＳ製品製造販売事業については、技術、ノウハウは

共通しており、実際にマキスグループのほか、多くのＮＡＳ製品製造販売

事業者が法人向けＮＡＳ製品と個人向け・一般家庭向けＮＡＳ製品の双方

を製造販売している。 

したがって、法人向けＮＡＳ製品製造販売事業と個人向け・一般家庭向

けＮＡＳ製品製造販売事業との間に供給の代替性が認められる。 
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 小括 

以上のことから、ＮＡＳ製品製造販売事業はファイルサーバー製造販売事

業及びクラウドストレージ提供事業とは異なる商品範囲として画定した。 

また、法人向けＮＡＳ製品と個人向け・一般家庭向けＮＡＳ製品との間に

おける供給の代替性は認められることから、一般論としては「ＮＡＳ製品製

造販売事業」を商品・役務範囲として画定することが適当である。もっとも、

後記第４の２(1)アのとおり、本件においてシステム間ファイル転送ツール

との組合せ供給の問題が現実的に生じ得るのは法人向けＮＡＳ製品に限ら

れる4 5ことを踏まえると、本件行為により競争に生じる影響について、より

慎重に審査を行う観点から、「法人向けＮＡＳ製品製造販売業」のみを検討

することとする。 

 

(2) システム間ファイル転送ツール 

 システム間ファイル転送ツールとユーザー間ファイル転送ツールの代替

性 

 需要の代替性 

システム間ファイル転送ツールは、データベースから特定のレコードを

抜き出して集約したファイルを作成し、当該ファイルをシステム間で自動

的に同期するなどにより、システム間の連携を実現するソフトウェアであ

る。例えば、大規模な事業者が社内部署間や取引先とのデータの連携を自

動化し、業務の効率化を図るために利用されている。システム間ファイル

転送ツールは社内システムから社外システムなど、ファイルの送信操作を

行う主体及びファイルを受け取って利用する主体がシステムである（すな

わち、ユーザーによる逐次の操作が介在しない。）という点に特徴がある。 

他方、ユーザー間ファイル転送ツールはユーザーが自身の作業環境から

取引先等の第三者にファイルを送信する際に用いられるツールである。ユ

ーザー間ファイル転送ツールは、電子メールの添付による容量制限や誤送

信のリスク、記録媒体の受渡しによる紛失のリスクを避け、安全にファイ

ルを転送する用途で利用されている。例えば、電子メールにファイルを添

付する代わりにＵＲＬリンクを添付し、ＵＲＬリンクに保存したファイル

をダウンロードさせるなど、主に電子メールの添付ファイル、又はＵＳＢ

メモリやＣＤ－ＲＯＭなどの外部メディアの郵送や手渡しの代替として

                                                      
4 当事会社グループは、マキスグループが販売する法人向けＮＡＳ製品である「TeraStation（ＴＳ６

０００シリーズ）」とセゾン情報グループが販売するシステム間ファイル転送ツールである「HULFT 

Iot」を組み合わせた商品を共同開発する旨を令和３年９月１５日付けプレスリリースにおいて公表

している。 
5 システム間ファイル転送ツールは、比較的規模の大きい企業が所有する複数の基幹システム同士を連

携させる機能を提供するものであるため（後記第４の２(1)ア参照）、個人向け・一般家庭向けＮＡＳ製

品とシステム間ファイル転送ツールを組み合わせて販売することに需要はないと考えられる。 
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利用されている。ユーザー間ファイル転送ツールは、ファイルの送信操作

を行う主体及びファイルを受け取って利用する主体がユーザーであると

いう点で、システムを主体とするシステム間ファイル転送ツールと異なっ

ている。 

よって、システム間ファイル転送ツールとユーザー間ファイル転送ツー

ルはその用途が異なり、代替的に使用することができないと考えられるこ

とから、システム間ファイル転送ツールの提供事業とユーザー間ファイル

転送ツールの提供事業の需要の代替性はないと考えられる。 

 

 供給の代替性 

システム間ファイル転送ツールは、上記(3)のとおり社内におけるシス

テム間又は企業間のシステム間で発生するデータの連携を自動化する機

能を備えており、異なるシステム間を連携し、大容量のデータを安全かつ

高速に処理するシステムの構築が求められる。他方、ユーザー間ファイル

転送ツールはユーザーの操作により安全にファイルを送信する機能を備

えており、ユーザーごとの権限を細かに管理し、誤送信を防ぐためのシス

テムの構築が求められる。システム間ファイル転送ツールの提供事業とユ

ーザー間ファイル転送ツールの提供事業に必要となる設備や技術・ノウハ

ウは異なると考えられる。現に、システム間ファイル転送ツールの提供事

業とユーザー間ファイル転送ツールの提供事業の供給者の顔ぶれも異な

っている。 

よって、システム間ファイル転送ツールの提供事業とユーザー間ファイ

ル転送ツールの提供事業の供給の代替性は認められないと考えられる。 

 

 実装方法（オンプレミス・ＳａａＳ）間の代替性 

ソフトウェアの提供方法には、オンプレミス6によるものとＳａａＳ（クラ

ウド）7によるものがあるが、システム間ファイル転送ツールはファイルサー

バー8内に保存されている特定のファイルを送信する方法によりデータ連携

を行うため、オンプレミス型のみの提供方法となっている。 

したがって、システム間ファイル転送ツールについては実装方法ごとに市

場を細分化する必要はない。 

 

 

                                                      
6 需要者のデータが保存されているファイルサーバー等にインストールして運用する方法。 
7 需要者のデータが保存されているファイルサーバー等を供給者のファイルサーバー等に接続して運

用する方法。 
8 ここでいうファイルサーバーは、自社で管理運用しているサーバーの場合もあれば、クラウド事業

者から割当てを受けているファイルサーバーの場合もある。 



事例７ ㈱メルコホールディングス／㈱セゾン情報システムズ 

 

９５ 

 

 小括 

以上のことから、「システム間ファイル転送ツールの提供事業」を商品範

囲として画定した。 

 

 地理的範囲 

法人向けＮＡＳ製品の製造販売事業は、地理的制約を受けることなく全国の需

要者に対して販売を行うことが可能である。また、システム間ファイル転送ツー

ルの提供事業についても、地理的制約を受けることなく全国の需要者から委託を

受けて事業を営むことが可能である。さらに、いずれも販売コストが異なるなど、

事業地域によって商品役務の価格に差がある等の事情も存在しない。したがって、

地理的範囲は、前記２で画定した各商品役務について、「日本全国」として画定

した9。 

 

第４  本件行為が競争に与える影響 

本件の企業結合類型については、マキスグループが営む法人向けＮＡＳ製品製

造販売事業とセゾン情報グループが営むシステム間ファイル転送ツールは異な

る商品・役務範囲であるから、水平型企業結合には該当しない。また、法人向け

ＮＡＳ製品とシステム間ファイル転送ツールは取引段階を異にする商品・役務で

はないことから、垂直型企業結合にも該当しない。したがって、本件は法人向け

ＮＡＳ製品製造販売事業及びシステム間ファイル転送ツールの提供事業に係る

混合型企業結合（商品拡大）に該当する。 

 

 当事会社の地位及び競争事業者の状況 

法人向けＮＡＳ製品製造販売事業の正確なシェアは不明である。また、システ

ム間ファイル転送ツールの提供事業に係る市場シェアは、下表のとおり、セゾン

情報グループの市場シェアは約６０％である。したがって、混合型企業結合のセ

ーフハーバー基準に該当しないものとして、後記２で検討する。 

なお、参考までにＮＡＳ製品製造販売事業の日本全国における市場シェアは下

表のとおりである。 

  

                                                      
9 システム間ファイル転送ツール提供事業はソフトウェアの販売であることから、世界中のどこからで

も取引がなされる可能性はあるが、アフターサポート等継続的な管理体制が必要であることから、本

件の地理的範囲については、世界全体ではなく日本全国と画定した。 
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【（参考）令和２年度におけるＮＡＳ製品製造販売事業の市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ マキスグループ 約６０％ 

２ Ａ社 約４０％ 

３ Ｂ社 ０－５％ 

 その他 ０－５％ 

合計 １００％ 

 

 

 

【令和２年度におけるシステム間ファイル転送ツールの提供事業の市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ セゾン情報グループ 約６０％ 

２ Ｃ社 約２０％ 

３ Ｄ社 ０－５％ 

 その他 約２０％ 

合計 １００％ 

 

 競争の実質的制限に係る検討 

前記脚注４のとおり、当事会社グループは、マキスグループが販売する法人向

けＮＡＳ製品である「TeraStation（ＴＳ６０００シリーズ）」とセゾン情報グル

ープが販売するシステム間ファイル転送ツールである「HULFT IoT」を組み合わ

せた商品を共同開発する旨を公表済みである。当事会社グループは、マキスグル

ープが法人向けＮＡＳ製品製造販売事業において一定程度のシェアを有すると

考えられること、セゾン情報グループがシステム間ファイル転送ツールの提供事

業について日本全国で約６０％の市場シェアを有することからすれば、本件行為

後、結合関係を有する事業者の集団として上記の組合せ供給等を行うことで、当

事会社グループが日本全国における法人向けＮＡＳ製品製造販売事業又はシス

テム間ファイル転送ツールの提供事業に係る競争において優位となり、当該市場

に閉鎖性・排他性の問題を生じさせる可能性も考えられる。 

そこで、日本全国における法人向けＮＡＳ製品製造販売事業と、システム間フ

ァイル転送ツールの提供事業の混合型企業結合（商品拡大）に係る判断要素を検

討する。 

 

(1) 市場の閉鎖性・排他性を生じさせる能力の有無 

 補完性の程度 

法人向けＮＡＳ製品の需要者は、①従業員数１００名未満の中・小規模の

事業者、②基幹システム用サーバーのバックアップや部署ごとの共有ストレ
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ージとして使用する従業員数１００名以上の大規模な事業者である。他方、シ

ステム間ファイル転送ツールの需要者は、複数の部署やデバイス間における

データの連携が必要となる、従業員数１００名以上の大規模な事業者となっ

ている10。したがって、少なくとも中小規模の事業者にとっては法人向けＮ

ＡＳ製品とシステム間ファイル転送ツールとの補完性の程度は低いと考え

られる。 

また、大規模な事業者については、法人向けＮＡＳ製品とシステム間ファ

イル転送ツールとの補完性は一定程度あると考えられるものの、補完性が生

じるケースはＮＡＳ製品をバックアップ用途で利用する場合に限られ、後記

ウのとおり、当該用途として利用される商品としてはＮＡＳ製品のほかファ

イルサーバーやクラウドストレージ等の代替的な商品が存在することも考

慮すると、法人向けＮＡＳ製品とシステム間ファイル転送ツールとの間に補

完性が生じる場面は限定的なものにとどまる。 

 

 競争状況 

上記参考のとおり、日本全国におけるＮＡＳ製品製造販売事業においては、

市場シェア約４０％を有する有力な競争事業者としてＡ社が存在する。 

また、上記表のとおり、日本全国におけるシステム間ファイル転送ツール

の提供事業においては、市場シェア約２０％を有する有力な競争事業者とし

てＣ社が存在する。 

 

 隣接市場からの競争圧力 

大規模な事業者が法人向けＮＡＳ製品を基幹システム用サーバーのバッ

クアップや部署ごとの共有ストレージの用途等で利用するケースとしては、

法人向けＮＡＳ製品以外にもファイルサーバーの増設やクラウドストレー

ジの利用も考えられることから、隣接市場からの競争圧力が一定程度認めら

れる。 

 

 直接ネットワーク効果の影響 

システム間ファイル転送ツールは、転送する側の需要者と受信する側の需

要者の双方においてインストールすることで、異なるシステム間のファイル

                                                      
10 令和元年度におけるシステム間ファイル転送ツール市場における需要者の従業員規模別の売上金額

のシェアは、従業員数１００人未満が０％、１００〜３００人未満が８.４％、３００人〜１,０００

人未満が１８.１％、１,０００人〜５,０００人未満が３２.７％、５,０００人〜１０,０００人未満

が２６.３％、１０,０００人以上は１４.５％となっている。 
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の転送・管理を行うことができる11。このため、利用する需要者（事業者）

が多ければ多いほど、需要者としてはファイルの転送できる先が増加し、シ

ステム間ファイル転送ツールが一層魅力的になるという関係にあり、いわゆ

る直接ネットワーク効果が働く市場であると考えられる。直接ネットワーク

効果が存在する場合には、組み合わせ供給による市場の閉鎖性・排他性の効

果が大きくなり得る。 

もっとも、システム間ファイル転送ツールは社内におけるシステム間連携

の際に利用されることが主であるため、かかる直接ネットワーク効果が働く

のは、社外との連携を行う場合等、システム間ファイル転送ツールの利用場

面の一部に限られる。また、需要者の中には、システム間ファイル転送ツー

ルを全社レベルではなく生産管理システムや在庫管理システムといった一

部のシステムに限って導入している者も存在するほか、需要者は用途や連携

先に合わせて複数のシステム間ファイル転送ツールを併用すること（マルチ

ホーミング）も可能である。さらに、一般的に、新たにシステム間ファイル

転送ツールを導入する際の費用も比較的低廉であり、スイッチングや追加的

な導入のハードルも低い。 

したがって、システム間ファイル転送ツールに関して直接ネットワーク効

果が認められるとしても、その影響は限定的なものにとどまると考えられる。 

 

 小括 

以上のとおり、法人向けＮＡＳ製品とシステム間ファイル転送ツールとの

補完性は限定的な場面でのみ認められるにすぎず、また、競争事業者からの

競争圧力が認められ、隣接市場からの競争圧力が一定程度認められる上、シ

ステム間ファイル転送ツールに認められる直接ネットワーク効果も限定的

なものにとどまることからすれば、当事会社グループが、本件行為後、法人

向けＮＡＳ製品とシステム間ファイル転送ツールを組み合わせて供給する

ことにより市場の閉鎖性・排他性の問題を生じさせる能力は有していないと

認められる。 

 

(2) 当事会社グループ間において競争事業者の秘密情報が共有されることによ

る市場への影響 

マキスグループが自社の法人向けＮＡＳ製品とセゾン情報グループ以外の

システム間ファイル転送ツールとを組み合わせて供給している場合、セゾン情

報グループがマキスグループを通じて競争事業者の供給するシステム間ファ

イル転送ツールに関する価格や技術情報等の競争上の秘密情報を入手できる

                                                      
11 システム間ファイル転送ツールを使用して異なるシステム間のファイルの転送・管理を行うために

は、転送する側の需要者と受信する側の需要者は同一の事業者が提供するシステム間ファイル転送ツ

ールを使用する必要がある。 
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可能性がある。また、同様の可能性は、セゾン情報グループが自社のシステム

間ファイル転送ツールとマキスグループ以外の法人向けＮＡＳ製品とを組み

合わせて提供している場合にも生じ得る。そのため、本件行為後、当事会社グ

ループが当該情報を自己に有利に用いることにより、競争事業者が競争上不利

な立場におかれ、日本全国における法人向けＮＡＳ製品市場又はシステム間フ

ァイル転送ツール市場における市場の閉鎖性・排他性の問題が生じないかが問

題となり得る。しかしながら、日本市場において法人向けＮＡＳ製品とシステ

ム間ファイル転送ツールを組み合わせて提供するのは当事会社グループが初

めてであるため、当事会社グループが本件行為後に競争事業者の競争上の秘密

情報を取得できる状況になるとはいえない。 

また、法人向けＮＡＳ製品の製造販売事業者は自社の商品を需要者に販売し

た後、当該ＮＡＳ製品に保存されたデータの内容を知ることはできず、また、

システム間ファイル転送ツールの製造販売事業者も自社の商品を需要者のシ

ステムに組み込んだ後、当該システム間ファイル転送ツールによってやり取り

されるデータの内容を知ることはできないため、当事会社グループが本件行為

後に競争事業者の競争上の秘密情報を入手できる状況になるとはいえない。 

以上より、当事会社グループ間において競争事業者の秘密情報が共有される

ことによって市場の閉鎖性・排他性の問題が生じるとはいえない。 

 

(3) 小括 

したがって、本件行為によって、当事会社グループの単独行動又は競争事業

者との協調的行動により、法人向けＮＡＳ製品製造販売事業又はシステム間フ

ァイル転送ツールの提供事業の市場に閉鎖性・排他性の問題を生じさせ、一定

の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと考えられる。 

 

第５  結論 

以上のとおり、本件行為は、一定の取引分野における競争を実質的に制限する

こととはならないと判断した。 
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事例８ 東京青果㈱による東一神田青果㈱の株式取得 

  

第１  当事会社グループ 

東京青果株式会社（法人番号2010801007777）（以下「東京青果」という。）及

び東一神田青果株式会社1（法人番号4010801007759）（以下「神田青果」という。）

は、いずれも東京都中央卸売市場大田市場（以下「大田市場」という。）におい

て青果物の市場内卸売業を営む会社である。 

以下、東京青果と既に結合関係が形成されている企業の集団を「東京青果グル

ープ」といい、東京青果グループと神田青果を併せて「当事会社グループ」とい

う。 

 

第２  本件の概要及び関係法条 

本件は、東京青果が、神田青果の株式に係る議決権の５０％を超えて取得する

こと（以下「本件行為」という。）を計画したものである。 

関係法条は、独占禁止法第１０条である。 

なお、当事会社グループが営む事業の間で競合関係にあるものは複数存在する

ところ、これらについて検討したもののうち、以下は、競争に与える影響が比較

的大きいと考えられた小口需要者向け青果物の市場内卸売業及び青果物の集荷

事業の水平型企業結合について詳述したものである。 

 

第３  一定の取引分野 

 卸売市場の概要 

卸売市場とは、生鮮食料品等の卸売のために開設される市場であって、卸売場、

自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて

継続して開場されるものをいう（卸売市場法第２条第２項）。 

このうち、農林水産大臣の認定を受けた卸売市場を中央卸売市場といい、都道

府県知事の認定を受けた卸売市場を地方卸売市場という。大田市場はこの中央卸

売市場に属する。 

本件行為の検討に関連する卸売市場の取引主体は次のとおりである。 

① 市場内卸売業者とは、卸売市場に出荷される生鮮食料品等について、その

出荷者から卸売のための販売の委託を受け、又は買い受けて、当該卸売市場

において卸売をする業務を行う者をいう（同法第２条第４項）。大田市場に

は当事会社グループを含め３社の青果物の市場内卸売業者が存在する。 

② 仲卸業者とは、卸売市場において卸売を受けた生鮮食料品等を当該卸売市

場内の店舗において販売する者をいう（同法第２条第５項）。大田市場には

                                                      
1 東一神田青果株式会社は、届出された当初は東京神田青果市場株式会社という商号であったが、令

和４年１月２６日付けで東一神田青果株式会社に商号変更された。 
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１００社を超える青果物の仲卸業者が存在する。 

③ 売買参加者とは、大田市場を含む東京都中央卸売市場の場合、東京都知事

の承認を受けて、せり（詳細は後述）・入札の参加資格を有し、仲卸業者と

同様に市場内卸売業者から直接、相対取引又はせりによって品物を買う者を

いう。大田市場には１,０００を超える青果物の売買参加者が存在する。 

 

 大田市場における青果物の取引方法 

市場内卸売業者は、①受託販売（市場内卸売業者が農業協同組合（以下「農協」

という。）等の出荷者から委託を受けて青果物を販売し販売手数料収入を得てい

るもの）又は②買付販売（市場内卸売業者が出荷者から買い取って青果物を販売

しているもの）の方法で出荷者から青果物を集荷して販売している。卸売市場法

上、大田市場を含む中央卸売市場の市場内卸売業者は、出荷者から①受託販売の

申込みがあった場合には、正当な理由がなければ、その引受けを拒むことはでき

ない（卸売市場法第４条第５項第５号）。 

当事会社グループは、集荷した青果物を、相対取引又はせりの方法で仲卸業者、

売買参加者等に販売している。 

 

 役務範囲 

当事会社グループは、大田市場において販売する青果物について、出荷者から

販売を受託するなどして集荷し、大田市場内で仲卸業者、売買参加者等に卸売販

売を行っており、集荷・販売いずれの面でも他の市場内卸売業者と競争している。 

大田市場は中央卸売市場及び地方卸売市場の中で青果物の取扱高2が最も大き

い卸売市場であり、その中でも東京青果の取扱高は群を抜いている。本件行為に

よって当事会社グループの規模が拡大することで、青果物の販売面のみならず、

青果物の集荷の面でも需要者たる出荷者及び競争事業者に対する影響が懸念さ

れる。このため、青果物の市場内での販売分野に加え、青果物の集荷分野につい

ても一定の取引分野を以下のとおり画定した。 

 

(1) 小口需要者向け青果物の市場内卸売業 

青果物の市場内卸売業の販売先としては、仲卸業者、スーパーマーケット等

の大口需要者及び八百屋、飲食店等の小口需要者があるところ、青果物の市場

内卸売業としての取引実態にはこれら向けの事業の間に明確な差はない。ただ

し、需要者ヒアリングの結果、大口需要者と小口需要者とでは買い回り範囲が

異なることが判明したため、青果物の市場内卸売業について大口需要者向けと

小口需要者向けを分けて画定した。 

                                                      
2 取扱高は、受託販売及び買付販売について、いずれも需要者に対する販売金額を合計したものであ

る。 
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また、後記４(1)のとおり地理的範囲を画定すると、当事会社グループの競

争事業者が１社しか存在しないため、以下では、本件行為が競争に与える影響

が比較的大きいと考えられた「小口需要者向け青果物の市場内卸売業」につい

て検討する。 

 

(2) 青果物の集荷事業 

青果物の市場内卸売業者は、農協や個人農家といった出荷者等から青果物の

販売を受託するか、又は、これらから買い取ることによって集荷していること

から、「青果物の集荷事業」を役務範囲として画定した。 

 

 地理的範囲 

(1) 小口需要者向け青果物の市場内卸売業 

当事会社グループと取引している小口需要者の多くは東京都に所在してい

るところ、必ずしも大田市場のある大田区ばかりに所在しているわけではなく、

大田区以外の東京都２３区に所在する者の方が数は多い。大田区以外の東京都

２３区や隣接する他県にも複数の卸売市場が存在しているが、本件においてヒ

アリングを行った大田市場の小口需要者は、大田区以外に所在している者でも

大田市場のみから青果物を調達していた。また、他市場の市場内卸売事業者の

ヒアリングにおいて、小口需要者の高年齢化等により他市場への買い回りは難

しいという回答があり、実際に、小口需要者向け取引で当事会社グループと競

争していると回答した他市場の市場内卸売業者はほとんどなかった。 

以上から、地理的範囲を「大田市場」と画定した。 

 

(2) 青果物の集荷事業 

集荷事業の取引先である青果物の出荷者は、日本全国の卸売市場に青果物を

出荷していることから、地理的範囲を「日本全国」と画定した。 

 

 水平型企業結合のセーフハーバー基準の該当性 

(1) 小口需要者向け青果物の市場内卸売業 

小口需要者向け青果物の市場内卸売業に係る市場規模を把握できないため、

小口需要者向け青果物の市場内卸売業における当事会社グループの正確なシ

ェアは不明である。ただし、大口需要者・小口需要者向けを併せて算出した当

事会社グループのシェアが非常に大きいため、小口需要者向けに限っても東京

青果が相当のシェアを占めると考えられることや、大田市場内に競争事業者が

１社しか存在しないことを踏まえ、セーフハーバー基準に該当しないものとし

て、本件行為が競争を実質的に制限することとなるかを後記第４で検討する。 
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(2) 青果物の集荷事業 

小口需要者向け青果物の市場内卸売業と同様に、青果物の集荷事業における

市場規模を把握できないため、青果物の集荷事業における当事会社グループの

シェアは不明である。したがって、セーフハーバー基準に該当しないものとし

て、本件行為が競争を実質的に制限することとなるかを後記第４で検討する。 

 

第４  本件行為が競争に与える影響 

 小口需要者向け青果物の市場内卸売業 

(1) 単独行動による競争の実質的制限 

 当事会社グループの地位及び競争事業者の状況 

東京青果は農協及び全国農業協同組合連合会が出荷する青果物（いわゆる

「系統品」）を中心に取り扱っている一方、神田青果は農業法人、個人農家

等の比較的出荷量の小さい出荷者が出荷する青果物（いわゆる「系統外品」）

を中心に取り扱っている。 

他方、大田市場では、当事会社グループのほかに競争事業者１社が小口需

要者向け青果物の市場内卸売業を行っており、当該競争事業者には神田青果

を上回る規模の取扱高がある。 

当該競争事業者の供給余力について検討すると、他市場の市場内卸売業者

に対するヒアリングにおいて、青果物の調達先とは需要量を踏まえて交渉す

るため、需要増に応じて供給量を増やすことは可能という説明があり、競争

事業者も同様の趣旨の説明をしている。一方、青果物の保管という観点から

は、市場内卸売業者が大田市場内で利用できるスペースには限りがある。し

かしながら、競争事業者は需要量が増えるなどして外部倉庫が必要となれば

今後検討すると説明しており、東京青果及び複数の仲卸業者が既に外部倉庫

を借りて対応していることなどを踏まえれば、競争事業者に供給余力は存在

すると考えられる。 

以上から、仮に本件実行後に当事会社グループが青果物の価格を引き上げ

た場合、小口需要者は容易に競争事業者に取引先を変更することが可能と考

えられ、競争事業者からの競争圧力が認められる。 

 

 参入 

卸売市場法改正前は、中央卸売市場において卸売の業務を行おうとする者

は、農林水産大臣の許可を得る必要があった。卸売市場法の改正によりこの

条文は削除され、現在は開設者が卸売業者を決定することとなっている3。 

                                                      
3 卸売市場法第４条のとおり、農林水産大臣から中央卸売市場と称する認定を受けようとする開設者

は、農林水産大臣に申請書を提出して認定の申請をする必要がある。この申請書には「卸売業者に関
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大田市場の開設者は東京都であるところ、現在、東京都では市場内卸売業

者を増やす予定はない。したがって、参入圧力は認められない。 

 

 隣接市場からの競争圧力 

 大田市場の青果物の仲卸業者からの競争圧力 

大田市場には１００社を超える青果物の仲卸業者が存在している。仲卸

業者は、青果物を小分けにして販売するなど小口需要者にとっては利便性

が高い。そのため、小口需要者は、市場内卸売業者である当事会社グルー

プに加え、仲卸業者とも取引している。 

仲卸業者に対するヒアリング等によると、大田市場の仲卸業者は、大田

市場の市場内卸売業者からの調達を主としつつ、その他にも①他市場の市

場内卸売業者及び仲卸業者、②転送業者4、③生産者、④市場外流通業者（輸

入商社等）といった多様なルートから青果物を調達している。 

仲卸業者の調達力及び価格競争力については、他市場の市場内卸売業者

や転送業者が、定期的に大田市場と他市場とをトラックで行き来している

ことから、仲卸業者は、自ら追加的な輸送コストを負担することなく多様

な青果物を調達することができる。また、仲卸業者も青果物の市場内卸売

業と同様に外部倉庫を借りてスペースを拡大することが可能であり、供給

余力はあると認められる。 

前記のとおり、大田市場には１００社を超える青果物の仲卸業者が存在

していることから、仮に本件実行後に当事会社グループが青果物の価格を

引き上げた場合、小口需要者は容易に大田市場の仲卸業者に取引先を変更

することが可能と考えられる。 

以上のことから、大田市場内の青果物の仲卸業者からの競争圧力が認め

られる。 

 

 地理的隣接市場からの競争圧力 

大田市場がある東京都内だけでも、青果物に係る中央卸売市場が９市場

存在するなど、多数の卸売市場がある。当事会社グループと取引のある小

口需要者のほとんどは大田市場の所在する東京都大田区以外に所在して

いるため、大田市場よりも他の中央卸売市場が近隣に存在するという小口

需要者が相当程度存在すると考えられる。 

例えば、東京都中央卸売市場の場合、売買参加者の資格を得るには東京

                                                      

する事項」という項目があり、これを開設者が記載することから、卸売業者の決定権は開設者に移行

している。 

4 転送業者は、多数の卸売市場において売買参加者の承認を受けており、その時において安い市場の青

果物を購入して、より高く売れる市場に転売するなどの取引を行っている。 
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都知事の承認が必要であるが、いずれの市場についても、一定の事業経験

及び資金力に関する要件を満たせば申請からおおよそ１か月以内に承認

を得られる実態にあることなどから、小口需要者が大田市場以外の中央卸

売市場で売買参加者の承認を得るのに大きな支障があるとは認められな

い。したがって、大田市場以外の青果物の中央卸売市場が近隣にある小口

需要者については、これらの近隣の別の中央卸売市場からの調達に切り替

えることも可能と考えられる。 

また、大田市場の周辺には地方卸売市場も複数存在している。 

以上から、地理的隣接市場からの競争圧力が一定程度認められる。 

 

 その他卸売市場に特有の事情 

 せりの存在 

大田市場の青果物の市場内卸売業者は、大田市場の青果物の荷置場で、

仲卸業者・売買参加者に価格を競い合わせ、一番高い価格を付けた者に販

売する方法であるせりを実施している。実際に小口需要者はせりでも青果

物を調達しており、ヒアリングによると、小口需要者の中には半数以上を

せりによって調達しているという者もいた。 

せりは固定せりと移動せりに大別され、市場内卸売業者の売場にある固

定のせり台で実施されるせりを固定せり、各青果物の荷置場で実施されて

いるせりを移動せりという。 

固定せりの対象となる青果物の品目・数量は、小口需要者にとって必要

と考えられる一通りの青果物が揃うように、各市場内卸売業者が次月のせ

りにかける品目・数量の案を提示し、取扱品目別取引委員会（東京都、市

場内卸売業者３社、仲卸業者、売買参加者の各商業協同組合によって構成

されている。）で議論した上で、東京都知事が決定する（東京都中央卸売

市場条例施行規則第１１条第２項）ため、当事会社グループにはこれを決

定する権限がない。 

一方の移動せりには品目・数量に関する特段の定めはない。移動せりの

対象は個人選別により出荷された系統外品が中心であり、一定の規格に沿

って選別される系統品が対象の固定せりとは異なり、生産者ごとに品質が

異なる。当事会社グループにとっては、こうした品質の異なる青果物につ

いて、現物を確認できない相対取引で購入希望者を募り、それぞれと交渉

して販売先や販売価格を決めていくよりは、現物を確認できる移動せりに

かけた方が効率的であり、当事会社グループには、移動せりをやめて相対

取引に切り替えるインセンティブはないと考えられる。 

せりの対象となる青果物の品目・数量が相対取引よりも限られることな

どから、小口需要者が必要とする青果物全量の調達を、当事会社グループ

との相対取引からせりのみによる調達に切り替えることは困難である。 
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他方、せりにおいては、販売価格を当事会社グループが決定することは

できず、せりにおける開始価格についてもこれを当事会社グループが主体

的に決定しているという事実はない。また、せりにかける青果物の品目・

数量を当事会社グループが絞る能力又はインセンティブはない。さらに、

実際にせりでは相対取引よりも安く調達できることもある。 

以上から、小口需要者にとって、せりは当事会社グループとの相対取引

からの切替え先になり得ると考えられる。 

 

 不当な差別的取扱いの禁止等 

卸売市場法第４条は、農林水産大臣が中央卸売市場を認定するに当たり、

同市場に関する業務規程において、市場内卸売業者が出荷者又は仲卸業者

その他の買受人に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない旨を規

定していることを要件の一つとしている。また、東京都中央卸売市場条例

第２４条は、市場内卸売業者による、出荷者又は仲卸業者、売買参加者そ

の他の買受人に対する不当な差別的取扱いを禁止している。 

大口需要者に対するヒアリングによると、大口需要者は、小口需要者と

は異なり、大田市場の近隣に所在する他の中央及び地方卸売市場の市場内

卸売業者からも青果物を調達している。実際に、競争事業者に対するヒア

リングにおいて、大口需要者向けで大田市場と競争関係にあるとする他市

場の市場内卸売業者がいた。また、大口需要者は、生産者や全国農業協同

組合連合会の販売会社といった他業態の事業者からの調達も可能である。

このように、当事会社グループと大口需要者との関係については、上記の

多様な競争圧力が存在するため、当事会社グループは、大口需要者に対し

て青果物の価格を引き上げることは困難であると考えられる。 

一方、当事会社グループと小口需要者との関係については、上記の大口

需要者向けほどの圧力は認められないものの、前記の不当な差別的取扱い

を禁止する諸規定からすると、当事会社グループが大口需要者と小口需要

者を差別し、小口需要者のみを対象として青果物の価格を引き上げること

も困難であると考えられる。 

 

 当事会社グループは同じ青果物であれば購入量の多寡にかかわらず、原

則として同じ価格で販売していること 

当事会社グループは、前記(ｲ)の規定の趣旨に鑑み、産地・等級・銘柄が

同じ青果物であれば購入量の多寡にかかわらず、原則として同じ価格で販
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売している5。 

 

 日々の価格公表等による差別的な対価への抑止力があること 

市場内卸売業者には売買取引の条件及び結果を公表する義務がある（卸

売市場法第４条第５項）ため、当事会社グループは、大田市場における青

果物の販売価格を、当日中にインターネット上で公表している。仮に当事

会社グループが小口需要者に対して大口需要者より高い価格で販売した

場合は、直ちに小口需要者の知るところとなり、小口需要者には、前記ア

及びウのとおり、他の市場内卸売業者や大田市場内の仲卸業者等の切替先

が存在するため、価格を日々公表する義務のある当事会社グループが対価

を差別的に設定することはしにくい構造となっている。 

 

 大田市場の仲卸業者による調整が働き得ること 

仮に当事会社グループが小口需要者に対して大口需要者である仲卸業

者よりも高い価格で販売した場合、仲卸業者は、当事会社グループ（又は

他市場）から、小口需要者よりも安く仕入れて小口需要者に販売すること

が可能であり、また、そのインセンティブもあると考えられる。したがっ

て、大田市場の仲卸業者の存在が、当事会社グループの小口需要者に対す

る差別的な対価の設定への牽制力として働いていると考えられる。 

 

 差別的な対価のインセンティブが限定的であること 

当事会社グループは、青果物の鮮度の維持、出荷者に対する速やかな支

払等の理由から、青果物は集荷した当日中に売り切ることを原則としてい

る。そのため、当事会社グループは、毎日、相対取引の営業時間である青

果物の引渡日の前日の午後の間に、大口需要者を含めた数百の取引先との

取引をまとめる必要がある。 

当事会社グループの取引先数に占める小口需要者の割合は４割から５

割程度であるが、取引額に占める小口需要者の割合は１割にも満たない。

つまり、当事会社グループにおいて、多数の小口需要者との交渉の手間を

掛けて、当事会社グループの売上高に占める割合が小さい小口需要者への

販売価格を引き上げるインセンティブは限定的であると考えられる。 

 

 小括 

以上のとおり、競争事業者からの競争圧力が認められること、隣接市場か

                                                      
5 ただし、大口需要者とあらかじめ契約で一定期間の販売価格を定めて行う取引であって、結果とし

て相場よりも販売価格が安くなることや、供給過剰の際に大量に購入する大口需要者に安い価格で販

売する等、例外的な場面では価格差が生じている。 
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らの競争圧力が認められること、卸売市場特有の事情が存在することから、

本件行為を契機として、当事会社グループの単独行動により、小口需要者向

け青果物の市場内卸売業における競争を実質的に制限することとはならな

いと認められる。 

 

(2) 協調的行動による競争の実質的制限 

 競争事業者との協調的行動 

前記(1)ウ(ｱ)のとおり、小口需要者の調達先として、大田市場には１００

社を超える仲卸業者が存在している。この仲卸業者は、大田市場以外の市場

等から青果物を調達することが可能であるため、仲卸業者（隣接する他業態）

からの競争圧力が認められる。 

さらに、前記(1)エ(ｳ)のとおり、当事会社グループは、産地・等級・銘柄

が同じ青果物であれば購入量の多寡にかかわらず、原則として同じ価格で販

売している。つまり、大口需要者向けの販売価格を小口需要者にも適用して

いることから、大口需要者向けで競争圧力となっている他市場の多数の競争

事業者からの競争圧力が、小口需要者向けにも間接的に働いていると考えら

れる。 

 

 出荷者との協調的行動 

青果物の受託販売においては、一般に、青果物の出荷者である販売委託者

は青果物を高く売ること、市場内卸売業者である販売受託者も青果物を高く

売り、高い販売手数料収入6を得ることを志向するという点で一致している。

大田市場は青果物の取扱高が最も大きい卸売市場であり、その中でも東京青

果の取扱高は群を抜いていることから、本件行為を契機に、当事会社グルー

プと出荷者とが協調して受託販売における需要者に対する販売価格を引き

上げることも想定されるものの、以下の事情に鑑みれば、本件行為を契機と

した当事会社グループと出荷者との協調的行動は生じないと考えられる。 

① 各青果物には日本全国に複数の産地があり、出荷者は多数存在している。

また、前記(1)アのとおり、大田市場には競争事業者が１社存在するほか、

前記(1)ウ(ｱ)のとおり、大田市場内には仲卸業者が１００社を超えて存在

しており、仲卸業者は大田市場以外にも様々な青果物の調達先を有してい

ることから、これらからの競争圧力が認められる。 

② 当事会社グループは、市場内卸売業者に期待されていることは需給バラ

ンスを踏まえた適切な価格形成であり、需給バランスを無視して卸売価格

を意図的に引き上げる行為は、出荷者及び需要者からの信頼を失うことに

                                                      
6 当事会社グループは、販売価格に一定の料率を乗じた金額を出荷者から販売手数料として受け取る

ため、販売手数料収入は販売金額に比例する。 
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なり、結果として当事会社グループの取扱高を減らすことが予想されるた

め、そのような行為は行えないと説明している。 

 

 小括 

以上のことから、本件行為により、当事会社グループの競争事業者及び出

荷者との協調的行動により、大田市場の小口需要者向け青果物の市場内卸売

業における競争を実質的に制限することとはならないと認められる。 

 

 青果物の集荷事業 

日本全国には、当事会社グループの競争事業者である市場内卸売業者が多数存

在する。競争事業者に対するヒアリングにおいて、本件行為を契機に特に系統品

について当事会社グループに出荷が集中し、他の青果物卸売業者が集荷できなく

なるなどの懸念が示されたものの、以下の点から、その懸念が具体化することは

ないと考えられることから、競争事業者からの競争圧力が認められる。 

① 系統品を主として取り扱う東京青果と系統外品を主として取り扱う神田青

果では、出荷者の重複は限定的であり、競合の程度は限定的であるため、本件

行為を契機として当事会社グループが取り扱う系統品の量に大きな変化が生

じるわけではない。 

② 系統品の出荷者に対するヒアリングによると、各市場への出荷量を各市場の

需要量やその日の相場等を踏まえて決定しており、取引量を安定させる観点か

ら卸売業者とは継続的に取引を行うことを重視しているため、本件行為を契機

として取引先及び出荷量を変更する予定はないとしている。 

このような中で、当事会社グループが販売手数料率を引き上げたりする場合、

出荷者は当事会社グループの競争事業者への出荷量を増やし、当事会社グルー

プの販売手数料収入が減少したりすると考えられることから、当事会社グルー

プが単独で販売手数料率を引き上げるなど出荷者に対する取引条件を自由に

コントロールすることは困難であると考えられる。 

また、前記のとおり競争事業者が多数存在する以上、協調的行動による懸念

も生じないと考えられる。 

以上のことから、本件行為により、当事会社グループの単独行動又は競争事

業者との協調的行動により、青果物の集荷事業における競争を実質的に制限す

ることとはならないと認められる。 

 

第５  結論 

本件行為により、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはな

らないと判断した。 
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事例９ イオン㈱による㈱フジの株式取得 

 

第１  当事会社 

イオン株式会社（法人番号6040001003380）（以下「イオン」という。）は、ス

ーパーマーケット業等を営む会社の最終親会社である。 

株式会社フジ（法人番号9500001003505）（以下「フジ」という。）は、スーパ

ーマーケット業等を営む会社である。 

以下、イオンと既に結合関係が形成されている企業の集団を「イオングループ」

といい、フジと既に結合関係が形成されている企業の集団を「フジグループ」と

いう。また、イオングループとフジグループを併せて「当事会社グループ」とい

う。 

 

第２  本件の概要及び関係法条 

本件は、イオンが、フジの株式に係る議決権の５０％を超えて取得すること（以

下「本件行為」という。）を計画したものである1。 

関係法条は、独占禁止法第１０条である。 

なお、当事会社グループが営む事業の間で競合関係又は取引関係にあるものは

複数存在するところ、これらについて検討したもののうち、以下は、競争に与え

る影響が比較的大きいと考えられたスーパーマーケット業及びドラッグストア

業の水平型企業結合について詳述したものである。 

 

第３  本件で審査対象とした結合関係の範囲について 

フジは、中国・四国地方においてドラッグストア業を営む株式会社レデイ薬局

（以下「レデイ薬局」という。）の株式に係る議決権４９.０％（議決権保有順位

第２位）を保有しているところ、フジとレデイ薬局の結合関係の有無が問題とな

る。 

レデイ薬局の株式に係る議決権保有割合の第１位は株式会社ツルハホールデ

ィングス（５１.０％）（以下「ツルハ」という。）であり、レデイ薬局の事業に

対するフジグループの実質的な関与は限定的であるとも考えられるものの、フジ、

ツルハ及びレデイ薬局との間で資本提携契約を締結しているほか、フジグループ

からレデイ薬局に対して不動産賃貸を行っているといった取引関係、役員の状況

等を踏まえ、レデイ薬局はフジと結合関係を有するものとしてフジグループに含

めて審査した。 

 

 

                                                      
1 本件は、本件行為と同時に、フジが、イオンの子会社で、スーパーマーケット業を営む会社であるマ

ックスバリュ西日本株式会社（法人番号3140001057907）の株式に係る議決権の５０％を超えて取得す

ることを計画したものであったことから、これについても本件行為と併せて検討を行った。 
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第４  一定の取引分野 

 スーパーマーケット業 

(1) 役務範囲 

スーパーマーケットには、食料品、日用品、衣料品等の幅広い商品を取り扱

う総合スーパー（以下「ＧＭＳ」という。）と、食料品を中心に取り扱う食品

スーパーがあるところ、当事会社グループはいずれもＧＭＳ及び食品スーパー

の両方を展開している。ＧＭＳ及び食品スーパーはいずれも、生鮮食料品を中

心とした食料品の品ぞろえを充実させ、食料品をまとめ買いする消費者を主た

るターゲットとして事業を行っている。消費者は、食料品の購入においては、

ＧＭＳと食品スーパーを区別することなく購入店舗を選択している実態にあ

ると認められる。また、ＧＭＳや食品スーパーを営む事業者は、ＧＭＳはＧＭ

Ｓとの間で、また、食品スーパーは食品スーパーとの間で専ら競争しているわ

けではなく、形態がＧＭＳか食品スーパーかにかかわらず競争している実態に

あると認識している。 

スーパーマーケットと同様の商品を取り扱う業態として、ドラッグストア、

ディスカウントストア等があり、近年、これらの業態においても、食料品の取

扱いを増やすなど、業態間の垣根は低くなってきている。しかしながら、これ

らの業態では、スーパーマーケットが強みとしている生鮮食料品等の品ぞろえ

は依然としてスーパーマーケットほど充実していない。また、消費者は、特に

日々の多様な食料品をまとめ買いする場合は専らスーパーマーケットを利用

し、日用品を購入する際に併せて食料品を購入する場合はドラッグストアを利

用するなど、目的に応じてスーパーマーケットとこれらの業態とを使い分けて

いると認められる。 

以上から、本件では、ＧＭＳ及び食品スーパーを併せた「スーパーマーケッ

ト業」を役務範囲として画定した。 

 

(2) 地理的範囲 

スーパーマーケット業を営む事業者間の競争は店舗ごとに行われていると

認められるところ、各店舗の形態や規模、自動車が主たる移動手段となってい

るといった立地状況、当事会社グループが実際に設定している商圏を踏まえ、

「店舗から半径２～７ｋｍ」の範囲を地理的範囲として画定した。 

 

 ドラッグストア業 

(1) 役務範囲 

 ドラッグストアと調剤薬局との代替性 

ドラッグストアは、一般用医薬品及び要指導医薬品（以下、併せて「一般

用医薬品等」という。）や化粧品のほか、家庭用品、飲食料品等を消費者に

販売する業態の店舗である。ドラッグストアと調剤薬局は、いずれも一般用
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医薬品等を取り扱うものの、調剤薬局は医師の処方箋を必要とする処方箋医

薬品の取扱いを主とするのに対し、ドラッグストアは、規制上、処方箋医薬

品の取扱いはできず、一般用医薬品等を主として取り扱うほか、化粧品、家

庭用品、飲食料品といった様々なカテゴリーの商品を取り扱っている。その

ため、両者の間の需要の代替性は限定的である。 

また、供給面においても、処方箋医薬品の調剤は原則として薬剤師のみが

行うことができ、調剤を行うことができる場所は原則として調剤薬局のみで

あることから、ドラッグストアでは処方箋医薬品を販売することができず、

調剤薬局では化粧品、飲食料品等の多様な商品を陳列するための店舗スペー

スや陳列等に係るノウハウの確保が困難であり、両者の間の供給の代替性は

限定的である。 

 

 ドラッグストアと他業態の小売店舗との代替性 

ドラッグストアが主に取り扱う商品カテゴリーである一般用医薬品等及

び化粧品については、それぞれ、調剤薬局又は化粧品店においても取扱いが

あるものの、調剤薬局又は化粧品店はそれぞれ医薬品又は化粧品に特化して

おり、家庭用品等、ドラッグストアであれば通常販売しているその他のカテ

ゴリーの商品の取扱いは限定的である。一方、スーパーマーケット、ディス

カウントストア等は幅広いカテゴリーの商品を取り扱うものの、一般用医薬

品等及び化粧品が商品全体に占める割合は限定的である。これらのことから、

消費者はドラッグストアと他業態の店舗とを目的に応じて使い分けており、

両者の間の需要の代替性は限定的である。 

また、供給面においても、ドラッグストアが主に取り扱う商品カテゴリー

である一般用医薬品等を取り扱うには薬剤師等の有資格者の確保が必要で

あり、これは他業態との大きな違いであることから、両者の間の供給の代替

性は限定的である。 

 

 小括 

以上から、本件では、「ドラッグストア業」を役務範囲として画定した。 

 

(2) 地理的範囲 

ドラッグストア業を営む事業者間の競争は店舗ごとに行われていると認め

られる。徒歩での来店が想定される店舗等であれば、より狭い地理的範囲が画

定され得るが、本件では、当事会社グループの店舗が競合する地域が、自動車

を主な来店手段とするエリアに多く所在することなどを踏まえ、「店舗から半

径２ｋｍ」の範囲を地理的範囲として画定した。 
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第５  本件行為が競争に与える影響 

当事会社グループはいずれもスーパーマーケット業及びドラッグストア業を

営んでいることから、本件行為は、スーパーマーケット業及びドラッグストア業

における水平型企業結合に該当する。 

 

 スーパーマーケット業 

(1) 競争事業者の状況 

前記第４の１(2)で画定した地理的範囲内に当事会社グループのスーパーマ

ーケットがいずれも存在する地域は、８４地域存在する。 

上記８４地域においては、本件行為により、競合関係にあるスーパーマーケ

ット事業者の数が一つずつ減少することとなる。 

このうち、本件行為後もスーパーマーケット事業者の数が３以上となる７８

地域に関しては、引き続き活発な競争が行われると認められる。 

他方、残りの６地域は、本件行為によりスーパーマーケット事業者の数が３

から２に減少する５地域及び２から１に減少する１地域であり、これらの地域

においては、本件行為が競争に与える影響が比較的大きいと考えられる。そこ

で、以下では、これらの６地域（以下、当該６地域を単に「６地域」という。）

について、本件行為により一定の取引分野における競争を実質的に制限するこ

ととなるか否かについて詳述する。 

 

(2) ６地域に係る競争の実質的制限に関する検討 

 当事会社グループの店舗間の従来の競争の状況 

 一方の店舗は住宅地に、他方の店舗は商業施設内に立地しているなどの当

事会社グループの店舗の立地状況、一方の店舗は大規模で広い範囲から集客

しているが、他方の店舗は小規模で周辺の狭い範囲からのみ集客しているな

どの店舗の規模や来店者の違い、相互に競争の程度が弱いといった当事会社

グループの認識から、従来から当事会社グループの店舗間における競合の度

合いが低いと認められる地域が１地域あった。 

 

イ 同一市場内の競争事業者からの競争圧力 

店舗間の行き来に地理的な支障がなく、買い回りが容易と考えられるなど

の競争事業者の店舗の立地状況、当事会社グループ店舗の来店者が、競争事

業者の当該店舗も利用すると回答しているといった当事会社グループが提

出した来店客調査結果、当事会社グループの店舗と競争事業者の店舗の間で

相互に競争しているなどの当事会社グループ及び競争事業者の認識等によ

り、当事会社グループの店舗に対する競争事業者の店舗からの競争圧力が認

められる地域が５地域あった。 
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ウ 隣接市場からの競争圧力 

スーパーマーケットの来店者は、実際には、道路状況等により、前記第４

の１(2)で画定した地理的範囲外の隣接地域に所在するスーパーマーケット

を利用することもある。このような隣接地域に所在するスーパーマーケット

について、当事会社グループの店舗から自動車による買い回りが可能な位置

にあり駐車場が併設されている、当事会社グループの店舗との行き来に地理

的な支障がなく買い回りが容易と考えられるなどの立地状況、当事会社グル

ープの店舗の来店者が、隣接地域に所在する当該店舗にも来店すると回答し

ているといった当事会社による来店客調査結果、隣接地域に所在する当該店

舗を当該地域における競合店として認識しているなどの当事会社グループ

の認識等により、当事会社グループの店舗と隣接地域に所在する店舗との間

でも競争が行われていることが認められ、地理的隣接市場からの競争圧力が

認められる地域が２地域あった。 

 

エ 小括 

６地域における競争上の評価については、前記アからウまでの検討を踏

まえると以下のとおりであることから、本件行為が競争に及ぼす影響は限

定的であると認められる。 

 

 各地域の状況 商圏数 

１ 

当事会社グループの店舗間の競合

の度合いが低い（前記ア）と認め

られる地域 

１地域（当該地域は、スーパー

マーケット事業者の数が２から

１に減少する地域である。） 

２ 

同一商圏内（前記イ）に所在する

競争事業者の店舗からの競争圧力

がある地域 

３地域（いずれも、スーパーマ

ーケット事業者の数が３から２

に減少する地域である。） 

３ 

同一商圏内（前記イ）及び地理的

隣接市場（前記ウ）に所在する店

舗からの競争圧力がある地域 
２地域（同上） 

 計 ６地域 

 

 ドラッグストア業 

(1) 競争事業者の状況 

前記第４の２(2)で画定した地理的範囲に当事会社グループのドラッグスト

アがいずれも存在する地域は、７５地域存在する2。 

このうち、本件行為後もドラッグストア事業者の数が３以上となる６６地域

                                                      
2 審査時点において出店予定であった店舗を含む。 
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に関しては、引き続き活発な競争が行われると認められる。 

他方、残りの９地域は、本件行為により、ドラッグストア事業者の数が３か

ら２に減少する７地域又は２から１に減少する２地域であり、これらの地域に

おいては、本件行為が競争に与える影響が比較的大きいと考えられる。そこで、

以下では、これらの９地域（以下、当該９地域を単に「９地域」という。）に

ついて、本件行為により一定の取引分野における競争を実質的に制限すること

となるか否かについて詳述する。 

 

(2) ９地域に係る競争の実質的制限に関する検討 

 当事会社グループの店舗間の従来の競争の状況 

 店舗間に渋滞する箇所があり、来店客の買い回りは限定的と考えられるな

どの当事会社グループの店舗の立地状況、相互に競合店として認識していな

いなどの当事会社グループの認識等からみて、一方の店舗と他方の店舗との

競合の度合いが低く、従来から当事会社グループの店舗間での競争は不活発

であると推測される地域が１地域あった。 

 

 同一市場内の競争事業者からの競争圧力 

 店舗間の行き来に地理的な支障がなく、買い回りが容易と考えられるなど

の競争事業者の店舗の立地状況、当該地域における競合店として認識してい

るなどの当事会社グループ及び競争事業者の認識等からみて、競争事業者の

当該店舗による競争圧力が働いていると認められる地域が６地域あった。 

 

ウ 隣接市場からの競争圧力 

 他業態からの競争圧力 

一般用医薬品、化粧品、日用品等のドラッグストアと共通するカテゴリ

ーの商品を取り扱う他業態であるディスカウントストアからの競争圧力

が働いていると認められる地域が１地域あった。 

 

 地理的隣接市場からの競争圧力 

ドラッグストアの来店者は、実際には、道路状況等により、前記第４の

２(2)で画定した地理的範囲外の隣接地域に所在するドラッグストアを利

用することもある。このような隣接地域に所在するドラッグストアについ

て、当事会社グループの店舗から自動車による買い回りが可能な位置にあ

り駐車場が併設されている、同じ国道沿いにあり買い回りが容易と考えら

れるなどの立地状況等、隣接地域に所在する当該店舗は当事会社グル－プ

店舗周辺の住民の主な通勤先に当たる市街地に所在するなどの来店者の

一致、当事会社グループの店舗と隣接地域に所在するドラッグストア事業

者の店舗の間で相互に競合店として認識しているなどの当事会社グルー
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プ及び隣接地域に所在するドラッグストア事業者の認識等により、当事会

社グループの店舗とこれら隣接地域に所在する店舗との間でも競争が行

われ、地理的隣接市場からの競争圧力が認められる地域が１地域、一定程

度認められる地域が１地域あった。 

 

エ 小括 

９地域における競争上の評価については、前記の検討を踏まえると以下

のとおりであることから、本件行為が競争に及ぼす影響は限定的であると

認められる。 

 

 各地域の状況 商圏数 

１ 

当事会社グループの店舗間の競合

の度合いが低い（前記ア）と認め

られ、同一商圏内に所在する競争

事業者（前記イ）及び他業態（前

記ウ(ｱ)）の店舗からの競争圧力が

ある地域 

１地域（ドラッグストア事業者

の数が３から２に減少する地域

である。） 

２ 

同一商圏内に所在する競争事業者

（前記イ）の店舗からの競争圧力

がある地域 

６地域（いずれもドラッグスト

ア事業者の数が３から２に減少

する地域である。） 

３ 

他業態（前記ウ(ｱ)）の店舗からの

競争圧力があり、地理的隣接市場

（前記ウ(ｲ)）に所在する店舗から

の競争圧力が一定程度認められる

地域 

１地域（ドラッグストア事業者

の数が２から１に減少する地域

である。） 

４ 
地理的隣接市場（前記ウ(ｲ)）に所

在する店舗の競争圧力がある地域 

１地域（ドラッグストア事業者

の数が２から１に減少する地域

である。） 

 計 ９地域 

 

 小括 

前記第４で画定した各取引分野における前記の各判断要素を踏まえると、本件

行為により、当事会社グル－プの単独行動又は当事会社グル－プと他の競争事業

者との協調的行動によって、一定の取引分野における競争を実質的に制限するこ

ととはならないと判断した。 

 

第６  結論 

前記のとおり、本件行為により、一定の取引分野における競争を実質的に制限

することとはならないと判断した。 
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事例１０ ＧＭＯフィナンシャルホールディングス㈱によるワイジェイＦＸ㈱の株

式取得 

 

 当事会社 

 ＧＭＯフィナンシャルホールディングス株式会社（法人番号 9011001072077）

（以下「ＧＭＯＦＨ」という。）は、金融商品取引業を営む複数の事業会社を傘

下に持つ持株会社である。 

ワイジェイＦＸ株式会社1（法人番号 1011001041056）（以下「ＹＪＦＸ」とい

う。）は、外国為替証拠金取引（以下「ＦＸ」という。）事業、通貨バイナリー

オプション（以下「通貨ＢＯ」という。）事業、投資信託販売業等を営む会社で

ある。 

以下、ＧＭＯＦＨと既に結合関係が形成されている企業の集団を「ＧＭＯＦＨ

グループ」といい、ＹＪＦＸとＹＪＦＸの子会社を併せて「ＹＪＦＸグループ」

という。また、ＧＭＯＦＨグループとＹＪＦＸグループを併せて「当事会社グル

ープ」という。 

 

 本件の概要及び関係法条 

本件は、ＧＭＯＦＨが、ＦＸ事業、通貨ＢＯ事業、投資信託販売業等を営むＹ

ＪＦＸの株式に係る議決権の全部を取得すること（以下「本件行為」という。）

を計画したものである。 

関係法条は、独占禁止法第１０条である。 

 

 ＧＭＯＦＨグループの範囲 

 問題の所在 

本件における株式取得会社であるＧＭＯＦＨが既に議決権を保有している他

の会社であって、ＹＪＦＸと競合するＦＸ事業等を営む会社として、ＧＭＯあお

ぞらネット銀行株式会社（法人番号 9010001025425。以下「ＧＭＯあおぞらネッ

ト銀行」という。）がある。このため、本件の検討に当たっては、ＧＭＯＦＨと

ＧＭＯあおぞらネット銀行との間に既に結合関係が認められるか否かが問題と

なる。 

企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針（平成１６年５月３１日公正取引

委員会。以下「企業結合ガイドライン」という。）第１の１(1)アにおいては、 

(ｱ) 株式所有会社の属する企業結合集団（独占禁止法第１０条第２項に規定す

る企業結合集団をいう。以下同じ。）に属する会社等が保有する議決権割合の

合計が５０％を超える場合、又は 

(ｲ) 株式所有会社の属する企業結合集団に属する会社等が保有する議決権割合

                                                      
1 令和３年９月２７日、商号を「外貨ｅｘ ｂｙＧＭＯ株式会社」に変更している。 
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１１８ 

 

の合計が２０％を超え、かつ、株主順位が単独で第１位の場合 

には、株式所有会社と株式発行会社との間に結合関係が認められるとされている。 

ＧＭＯあおぞらネット銀行の株主構成は下表のとおりであるところ、ＧＭＯＦ

Ｈ及び同社の親会社であるＧＭＯインターネット株式会社（法人番号

6011001029526）（以下「ＧＭＯインターネット」という。）が保有するＧＭＯあ

おぞらネット銀行の議決権の割合は合計で約１５％であり、同割合は５０％を超

えておらず、また、２０％を超えてもいない。さらに、ＧＭＯＦＨ及びＧＭＯイ

ンターネットの議決権保有比率の順位はそれぞれ単独でみた場合であっても合

計でみた場合であっても第２位である。 

 

【ＧＭＯあおぞらネット銀行の株主構成】 

株主名 議決権保有比率 

株式会社あおぞら銀行 約８５％ 

ＧＭＯインターネット 約７．５％ 

ＧＭＯＦＨ 約７．５％ 

 

 企業結合ガイドライン第１の１(1)イにおいては、上記(ｱ)及び(ｲ)以外の場合

には、議決権保有比率の程度、議決権保有比率の順位、一方当事会社の役員又は

従業員が他方当事会社の役員となっているか否かの関係等の事項を考慮して結

合関係の有無を判断することとされている。 

 

 役員又は従業員の兼任状況 

 ＧＭＯあおぞらネット銀行の取締役８名（うち社外取締役は４名）のうち４名

がＧＭＯＦＨグループに属する会社の役員を兼任しているところ、当該４名の主

な兼任状況は下表のとおりである。 
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役員又は
従業員 

ＧＭＯあおぞらネッ

ト銀行における役職 
ＧＭＯＦＨグループにおける役職 

Ａ 代表取締役会長 

ＧＭＯインターネット取締役 
ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社2取
締役 
ＧＭＯＦＨ取締役 

Ｂ 社外取締役 ＧＭＯＦＨ取締役 兼 代表執行役会長 

Ｃ 社外取締役 
ＧＭＯインターネット取締役副社長 
ＧＭＯＦＨ取締役 

Ｄ 社外取締役 
ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社社外
取締役 

 

 また、ＧＭＯあおぞらネット銀行の監査役４名（うち社外監査役は３名）のう

ち２名がＧＭＯＦＨグループに属する会社の役員又は従業員であるところ、当該

２名の兼任状況は下表のとおりである。 

 

役員又は
従業員 

ＧＭＯあおぞらネッ

ト銀行における役職 
ＧＭＯＦＨグループにおける役職 

Ｅ 社外監査役 ＧＭＯＦＨ取締役 兼 常務執行役 

Ｆ 社外監査役 ＧＭＯインターネット従業員 

 

 結合関係に係る検討 

 前記１のとおり、ＧＭＯインターネット及びＧＭＯＦＨは、それぞれ、ＧＭＯ

あおぞらネット銀行の議決権の約７.５％を保有し、両社の議決権保有比率は同

率で２位であり、議決権保有比率の合計は約１５％となっている。 

 加えて、前記２のとおり、ＧＭＯあおぞらネット銀行の取締役８名のうち、半

数に当たる４名はＧＭＯＦＨグループに属する会社の役員を兼任しており、当該

４名のうち、１名はＧＭＯあおぞらネット銀行の代表権を有し、別の１名はＧＭ

ＯＦＨの代表権を有している。また、ＧＭＯあおぞらネット銀行の監査役の半数

はＧＭＯＦＨグループに属する会社の役員又は従業員である。 

 以上のことからすれば、ＧＭＯあおぞらネット銀行は、ＧＭＯインターネット

及びＧＭＯＦＨと既に結合関係があるといえ、ＧＭＯあおぞらネット銀行はＧＭ

ＯＦＨグループに属する者であると認められる。 

 したがって、以下では、ＧＭＯあおぞらネット銀行がＧＭＯＦＨグループに含

まれていることを前提に、本件行為に係る検討を行う。 

                                                      
2 ＧＭＯインターネットが議決権の約４０％を保有し、かつ、議決権保有比率が単独で第１位である

ことから、ＧＭＯＦＨと結合関係にある会社（ＧＭＯＦＨグループに属する者）であると認められ

る。 



事例１０ ＧＭＯフィナンシャルホールディングス㈱／ワイジェイＦＸ㈱ 

 

１２０ 

 

 一定の取引分野 

以下では、当事会社グループが提供する役務のうち、競争に与える影響が比較

的大きいと考えられたＦＸ事業及び通貨ＢＯ事業について記載する。 

 

 役務の概要 

 ＦＸの概要 

ＦＸとは、需要者が証拠金をＦＸ事業者に預託し、差金決済（取引で生じた損

益分のみの決済3）により通貨の売買を行う為替デリバティブ取引である。需要

者は、証拠金の最大２５倍の外貨を売買できる一方、証拠金の額を超える損失

を被る可能性がある。 

需要者は、各ＦＸ事業者の取引用口座に証拠金を入金し、米ドル／円、ユー

ロ／円といった通貨ペアの為替レートの騰落を予測して為替売買の注文を行

う。 

ＦＸ事業を営むためには、第一種金融商品取引業の登録が必要である。 

 

 通貨ＢＯの概要 

通貨ＢＯは、特定の通貨ペアについて、一定時間経過後の為替レートが設定

した目標レート以上となるか否かを予測し、目標レート以上となった場合又は

当該レート未満となった場合に一定額の支払を受けることができる権利を購

入する為替デリバティブ取引である4。 

通貨ＢＯ事業を営むためには、第一種金融商品取引業の登録が必要である。 

 

 役務範囲 

 ＦＸと通貨ＢＯの関係 

ＦＸと通貨ＢＯは、いずれも為替デリバティブ取引の一種であり、需要者から

みると、対象通貨ペアの騰落を予測して取引を行うという共通点があり、両者の

間には一定程度の需要の代替性が認められる。 

通貨ＢＯ事業において行われる、価格の設定、業務フローの整備、需要者の

約定管理、資金管理、決済管理システムの整備、アプリケーションソフトウェ

                                                      
3 例えば１米ドル＝１００円で米ドルを買い、１米ドル＝１１０円で米ドルを売ったとすれば、１０

円の為替差益が生ずる。他方、１米ドル＝１００円で米ドルを買い、１米ドル＝９０円で米ドルを売

ったとすれば、１０円の為替差損が生ずる。この１０円分の為替差益・差損のみを決済することを差

金決済という。 
4 例えば、通貨ペアが「米ドル／円」で、目標レートが１米ドル１１０円の場合、需要者は、以下の

いずれかを選択して取引を行う（下記の金額は一例）。 

① １米ドルが１１０円以上となった場合に１，０００円の支払を受ける権利を９００円で購入す

る。 

② １米ドルが１１０円未満となった場合に１，０００円の支払を受ける権利を９００円で購入す

る。 
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アの整備等に必要な情報やノウハウは、ＦＸ事業で用いられるものと類似して

いるため、ＦＸ事業者は容易かつ短期間のうちに通貨ＢＯ事業を開始すること

が可能である。このため、ＦＸと通貨ＢＯについては供給の代替性が認められ

る。 

以上のことから、ＦＸと通貨ＢＯは同一の役務範囲を構成する。 

 

 ＦＸ及び通貨ＢＯとその他の商品役務との関係 

ＦＸ及び通貨ＢＯ以外の商品役務のうち、ＦＸ以外の差金決済取引5（以下「Ｃ

ＦＤ」という。ＦＸは外国為替を対象とするＣＦＤであり、ほかに、商品先物、

株価指数等を対象とするＣＦＤがある。）及び暗号資産は、短期間のうちに多額

の利益が得られる可能性があるという点で、需要者からみて、ＦＸ及び通貨ＢＯ

と類似性があり、一定程度の需要の代替性があることから、ＦＸ及び通貨ＢＯと

同じ役務範囲を構成する可能性がある。 

しかし、本件では、より慎重に審査を行うため、ＦＸ以外のＣＦＤ及び暗号

資産については、ＦＸ及び通貨ＢＯとは異なる役務範囲に属するものとする。 

 

 小括 

以上より、ＦＸ及び通貨ＢＯを役務範囲として画定した。 

 

 地理的範囲 

ＦＸ及び通貨ＢＯは、インターネットを通じて日本全国に供給されていること

から、地理的範囲は日本全国として画定した。 

 

 本件行為が競争に与える影響 

ＧＭＯＦＨグループ及びＹＪＦＸは、いずれも、ＦＸ及び通貨ＢＯを取り扱っ

ていることから、本件行為は、ＦＸ及び通貨ＢＯについて水平型企業結合に該当

する。 

 

 当事会社グループの地位及び競争事業者の状況 

本件役務に係る市場シェアの状況は下表のとおりであり、本件行為後のＨＨＩ

は約１，７００、ＨＨＩの増分は約４００であることから、水平型企業結合のセ

ーフハーバー基準に該当しない。 

  

 

 

                                                      
5 差金決済取引とは、取引した商品の受渡しを行わず、売買価格差等に相当する金額のみを差金決済

する取引をいう。 
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【令和２年におけるＦＸ及び通貨ＢＯの市場シェア】 

順位 会社名 シェア（％） 

１ ＧＭＯＦＨグループ 約２５％ 

２ Ａ社 約２０％ 

３ Ｂ社 約１５％ 

４ ＹＪＦＸ 約１０％ 

５ Ｃ社 約５％ 

６ Ｄ社 約５％ 

７ Ｅ社 約５％ 

８ Ｆ社 ０－５％ 

 その他 約１５％ 

合算市場シェア・順位：約３０％・第１位 

 

 本件行為後における当事会社グループの市場シェアは約３０％（第１位）とな

るが、有力な競争事業者として市場シェア約２０％のＡ社及び市場シェア約１

５％のＢ社が存在する。 

 

 競争事業者の供給余力 

競争事業者は、情報システムを増強することにより、特に高額な費用を要する

ことなく、短期間で容易にＦＸ及び通貨ＢＯの供給能力を増加させられる状況に

あることなどから、十分な供給余力を有すると認められる。 

 

 隣接市場からの競争圧力 

前記第４の２(2)のとおり、需要者からみてＦＸ及び通貨ＢＯと類似性がある

商品役務として、ＦＸ以外のＣＦＤ及び暗号資産があり、これらについては、そ

れぞれ多数の競争者が存在し、需要者がＦＸ及び通貨ＢＯから取引を切り替える

ことも容易であることから、隣接市場からの競争圧力が一定程度認められる。 

 

 過去の競争状況 

需要者がＦＸ及び通貨ＢＯに係る取引先を容易に切り替えられることもあり、

競争事業者各社は、役務提供の対価を引き下げるなどして積極的に取引を奪い合

っている状況にあり、市場シェアや順位についても過去２年程度の間に変動がみ

られることから、競争事業者はＦＸ及び通貨ＢＯについて競争的な行動を採って

きたと認められる。 
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 小括 

有力な競争事業者が複数存在すること、競争事業者は十分な供給余力を有する

こと、隣接市場からの競争圧力が一定程度働いていることから、本件行為により、

当事会社グループの単独行動又は競争事業者との協調的行動により、ＦＸ及び通

貨ＢＯに係る取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと認

められる。 

 

 結論 

本件行為により、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはな

らないと判断した。 



 

１２４ 

 

 

企業結合審査について 

 

 

企業結合（株式保有、役員兼任、合併、分割、共同株式移転、事業譲受け等）

によって競争が実質的に制限されることとなる場合には、①需要者の選択肢が狭

まり需要者が不利益を被るだけでなく、②需要に適切に対応しようとする当事会

社のインセンティブが失われ、その結果当事会社が更に成長する機会を逸するこ

ととなり、ひいては経済の活性化を妨げることとなる。 

このため、独占禁止法は、一定の取引分野における競争を実質的に制限するこ

ととなる企業結合を禁止し、公正取引委員会は、独占禁止法の規定に従って、企

業結合審査を行っている。 

 

１ 企業結合審査の流れ 

⑴ 届出を要する企業結合計画 

以下の表１のような一定の条件を満たす会社が企業結合を行う場合は、あら

かじめ公正取引委員会に届出を行わなければならない。 

届出のあった企業結合について、公正取引委員会が届出受理の日から３０日

以内に独占禁止法の規定に照らして問題がないと判断した場合は、この期間内

に審査が終了する（第１次審査）。 

また、公正取引委員会が詳細な審査を行う必要があると判断した場合は、届

出会社に対して必要な報告等を求める（第２次審査）。そして、全ての報告等

を受理した日から９０日以内に、この企業結合が独占禁止法の規定に照ら

して問題があるかどうかを判断する。 

企業結合が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなると

判断された場合でも、当事会社が一定の適切な措置（問題解消措置）を講ずる

ことで、その問題を解消することができる場合には、この企業結合は独占禁止

法上問題とならないと判断される（この企業結合を行うことができる。）。 

 

⑵ 届出を要しない企業結合計画 

届出を要しない企業結合を計画している会社から、公正取引委員会に対し、

当該企業結合計画に関して、具体的な計画内容を示して相談があった場合には、

公正取引委員会は、届出を要する企業結合計画について届出が行われた場合に

準じて対応する。 

また、当事会社のうち実質的に買収される会社の国内売上高等に係る金額の

みが届出基準に満たさないために届出を要しない企業結合計画のうち、買収に

係る対価の総額が大きく、かつ、国内の需要者に影響を与えると見込まれる場

合には、公正取引委員会は、当事会社に資料等の提出を求め、企業結合審査を

行う。 

  

（参考） 



 

１２５ 

 

表１ 類型別の届出を要する場合の概要 

（注１） 国内売上高合計額とは、企業結合集団（届出会社の「最終親会社」及びその子会社から成る集

団）内の会社等の国内売上高を合計した額をいう。 

（注２） 議決権保有割合とは、企業結合集団に属する会社等が保有する議決権の割合をいう。 

  

類型（関係法条） 届出を要する場合の概要 

株式取得（第１０条） 

① 国内売上高合計額（注１）２００億円超の会社が 
② 株式発行会社とその子会社の国内売上高を合計した額が５０億円超の

株式発行会社の株式を取得し 
③ 議決権保有割合（注２）が２０％又は５０％を超えることとなる場合 

合併（第１５条）、  
共同株式移転（第１５条の３） 

① 国内売上高合計額２００億円超の会社と 
② 国内売上高合計額５０億円超の会社が  
③ 合併（又は共同株式移転）をする場合 

分割 
（第１５条の２） 

共同新設 
分割 

① 国内売上高合計額２００億円超の会社と 
② 国内売上高合計額５０億円超の会社が  
③ 共同新設分割により設立する会社に事業の全部を承継させる場合 等 

吸収分割 
① 国内売上高合計額２００億円超の会社が 
② 国内売上高合計額５０億円超の会社に  
③ その事業の全部を承継させる場合               等 

事業等譲受け（第１６条） 

① 国内売上高合計額２００億円超の会社が 
② 国内売上高３０億円超の会社から事業の全部の譲受けをする場合   
      又は           
① 国内売上高合計額２００億円超の会社が  

② 国内売上高３０億円超の事業の重要部分（又は事業上の固定資産の全部
若しくは重要部分）の譲受けをする場合 
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表２ 企業結合審査のフローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 企業結合審査の基本的な考え方 

公正取引委員会が企業結合審査を行う際の考え方は「企業結合審査に関する独

占禁止法の運用指針（企業結合ガイドライン）」（平成１６年５月３１日公正取引

委員会）として公表されている。 

まず、需要者がどの範囲の供給者から商品・役務を調達できるかという観点か

ら一定の取引分野（市場）の範囲を画定した上で、この企業結合によって競争が

実質的に制限されることとなるかどうか、つまり、需要者にとって十分な選択肢

が確保できなくなるような状況になるかどうかという観点から独占禁止法上問

題となるかどうかが検討される。 

 

⑴ 一定の取引分野は、企業結合により競争が制限されることとなるかどうかを

判断するための範囲（「商品範囲」と「地理的範囲」）を示すものである。 

この一定の取引分野は、基本的には、需要者にとっての代替性の観点から、

また、必要に応じて供給者にとっての代替性の観点から画定される。 

需要者にとっての代替性は、ある地域で、ある事業者が、ある商品・役務を

独占して供給しているという仮定の下で、その独占事業者が、利潤最大化を図

る目的で、「小幅ではあるが実質的かつ一時的ではない価格引上げ」をした場

合に、需要者がその商品・役務の購入を他の商品・役務や他の地域に振り替え

る程度を考慮して判断される。 

※このほか、公正取引委員会が適当と判断した場合には、独占禁止法違反の疑いについ

て、当委員会と事業者（事業者団体等を含む。）との間の合意により自主的に

解決するための独占禁止法第４８条の２から第４８条の９までに規定する手

続（確約手続）に係る独占禁止法第 48 条の２の規定による通知（確約手続通

知）を行う場合がある。 
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・ 一定の取引分野（市場）を画定する際の上記のような考え方は、ＳＳＮＩ

Ｐ（スニップ）（Small but Significant and Non-transitory Increase in 

Price）テストと呼ばれている。 

・ ＳＳＮＩＰテストは、欧米においても用いられている考え方である。 

・ 「小幅ではあるが実質的かつ一時的ではない価格引上げ」とは、通常、引

上げの幅については５％～１０％程度、期間については１年程度のものを

指す。 

   

⑵ 競争の実質的制限 

ア セーフハーバー基準 

(ｱ) 水平型企業結合のセーフハーバー基準 

企業結合後のＨＨＩ（注３）が次の①から③までのいずれかに該当する市

場では、水平型企業結合が一定の取引分野における競争を実質的に制限す

ることとなるとは通常考えられない（直ちに「白」と判断される）。 

① 企業結合後のＨＨＩが１,５００以下である場合 

② 企業結合後のＨＨＩが１,５００超２,５００以下であって、かつ、Ｈ

ＨＩの増分（注４）が２５０以下である場合 

③ 企業結合後のＨＨＩが２,５００を超え、かつ、ＨＨＩの増分が１５

０以下である場合 

（注３）ＨＨＩは、この一定の取引分野での各事業者の市場シェアの２乗の総和によって算

出される。 

（注４）企業結合によるＨＨＩの増分は、当事会社が２社であった場合、当事会社のそれぞ

れの市場シェアを乗じたものを２倍することによって計算できる。 

 

(ｲ) 垂直型企業結合と混合型企業結合のセーフハーバー基準 

企業結合後の当事会社グループが次の①又は②に該当する場合には、垂

直型企業結合や混合型企業結合が一定の取引分野における競争を実質的

に制限することとなるとは通常考えられない（直ちに「白」と判断される）。 

① 当事会社が関係する全ての一定の取引分野において、企業結合後の当

事会社グループの市場シェアが１０％以下である場合 

② 当事会社が関係する全ての一定の取引分野において、企業結合後のＨ

ＨＩが２,５００以下の場合であって、企業結合後の当事会社グループ

の市場シェアが２５％以下である場合 

 

イ セーフハーバー基準に該当しない場合 

セーフハーバー基準に該当しない場合には、①当事会社グループの単独行

動により一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるかど

うか、また、②当事会社グループとその競争者が協調的行動を採ることによ

り一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるかどうかが

検討される。 

この検討では、①当事会社グループの単独行動による競争の実質的制限に
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ついては、ヒアリングやアンケート調査などから判明した市場や取引の実態

に基づき、「当事会社の市場における地位が高まること等により、企業結合

後に当事会社グループによる価格引上げ等が容易になるかどうか」、当事会

社の価格引上げ等に対し、「競争者からの競争圧力が働くかどうか」、「輸入

品や参入者からの競争圧力が働くかどうか」、「需要者の対抗的な交渉力に基

づく競争圧力が働くかどうか」、「隣接市場の競合品からの競争圧力が働くか

どうか」等について検討の上判断される。 

同様に、②当事会社グループとその競争者の協調的行動による競争の実質

的制限についても、「企業結合後に当事会社グループと競争者が協調して価

格引上げ等を行いやすくなるかどうか」、当事会社グループと競争者の協調

的な価格引上げ等に対し、「輸入品や参入者からの競争圧力が働くかどうか」、

「需要者の対抗的な交渉力に基づく競争圧力が働くかどうか」、「隣接市場の

競合品からの競争圧力が働くかどうか」等について検討の上判断される。 

 

⑶ 問題解消措置 

企業結合が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合

でも、当事会社が一定の適切な措置（問題解消措置）を講ずることにより、そ

の問題を解消することができる場合がある。 

問題解消措置としてどのような措置が適切かは、個々の企業結合に応じて、

個別具体的に検討される。 

問題解消措置は、企業結合によって失われる競争を回復することができるも

のであることが基本であり、事業譲渡等の構造的な措置が原則であるが、技術

革新等により市場構造の変動が激しい市場では、むしろ、一定の行動に関する

措置を採ることのほうが妥当な場合もある。 
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令和４年度における企業結合関係届出の状況及び主要な企業結合事例について 

 

令 和 ５ 年 ６ 月 2 8日  

公 正 取 引 委 員 会  

 

株式保有、役員兼任、合併、分割、共同株式移転又は事業譲受け等（以下「企業結合」

という。）が、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合、その

企業結合は、独占禁止法に基づいて禁止される。一定の要件を満たす企業結合計画につ

いては、それを実行する前に公正取引委員会に届け出なければならない（事前届出の義

務）。公正取引委員会は、届出のあった企業結合計画等について、「企業結合審査に関

する独占禁止法の運用指針（企業結合ガイドライン）」（平成16年５月31日公正取引委

員会）に示された考え方に基づき、需要者にとって十分な選択肢が確保できなくなるよ

うな状況になるかどうか、つまり、競争が実質的に制限されることとなるかどうかとい

う観点から審査（企業結合審査）を行っている。仮に当初の企業結合計画では競争を実

質的に制限することとなると判断される場合であっても、当事会社が一定の適切な措置

を採ることを公正取引委員会に申し出、当事会社が当該措置を講ずることにより、その

問題を解消することができる場合がある（企業結合審査についての詳細は、参考１を参

照。）。 

令和４年度における企業結合関係届出の状況と主要な企業結合事例の概要は、以下の

とおりである（詳細は、別添１及び別添２を参照。）。 

 

第１ 令和４年度における企業結合関係届出の状況（別添１） 

１  企業結合関係届出の状況 

令和４年度において、企業結合計画の届出を受理した案件は306件（対前年度比

9.2％減）であり、このうち、「第１次審査の結果、独占禁止法上問題ないとして、

排除措置命令を行わない旨の通知をしたもの」は299件、「第１次審査中に取下げが

あったもの」は７件であり、「より詳細な審査が必要であるとして、第２次審査に

移行したもの」はなかった。 

また、令和４年度において審査を終了した案件のうち、届出を要しない企業結合

計画（当事会社からの相談があったもの又は公正取引委員会が職権で審査を開始し

たもの）に関するものは、15件であった。 

 

 

 

   問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課 

           電話 ０３－３５８１－３７１９（直通） 

   ホームページ https://www.jftc.go.jp/ 
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以上の令和４年度に審査が終了した案件のうち、当事会社が申し出た措置を前提

として独占禁止法上の問題がないと判断したものは１件であった。 

 

２  デジタル化等に対応した企業結合審査の実施について（参考２） 

「デジタル化等社会経済の変化に対応した競争政策の積極的な推進に向けて―

アドボカシーとエンフォースメントの連携・強化―」（令和４年６月16日公表）に

おいて、デジタル市場等における企業結合案件について、第三者からの情報・意見

の募集、内部文書の活用及び経済分析の活用といった取組により、迅速かつ的確な

エンフォースメントを推進していくことを明らかにした。 

 

第２ 令和４年度における主要な企業結合事例（別添２） 

令和４年度に公正取引委員会が審査を終了した事例のうち、企業結合を計画して

いる事業者の参考に資すると思われる９事例について、その審査内容を別添２のと

おり、公表することとした。 

別添２に記載した９事例のうち、①当事会社が申し出た措置を前提として独占禁

止法上の問題はないと判断した事例は１事例（事例６）、②経済分析結果を紹介し

ている事例は２事例（事例４及び事例７）である。 
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令和４年度における企業結合関係届出の状況 
 

令和５年６月 28 日  

公 正 取 引 委 員 会  

 

 

第１ 株式取得等の届出受理及び審査の状況 

令和４年度において、企業結合計画の届出を受理した件数は 306 件（対前年度

比 9.2％減）であり、その内訳は、株式取得に係る届出が 270 件、合併に係る届

出が 11 件、分割に係る届出が７件、共同株式移転に係る届出が３件、事業譲受

け等に係る届出が 15 件であった。 

令和４年度に届出を受理した件数 306 件のうち、「第１次審査の結果、独占禁

止法上問題がないとして、排除措置命令を行わない旨の通知をしたもの」は 299

件、「第１次審査中に取下げがあったもの」は７件であり、「より詳細な審査が必

要であるとして、第２次審査に移行したもの」はなかった。 

また、令和４年度に審査を終了した案件のうち、当事会社が申し出た措置を前

提として独占禁止法上の問題はないと判断したものは１件、デジタル分野に関す

るものを含め届出を要しない企業結合計画に関するもの（当事会社からの相談が

あったもの又は公正取引委員会が職権で審査を開始したもの）は 15 件であった

（デジタル化等に対応した企業結合審査の実施について参考２を参照。）。 

 

過去３年度の届出受理及び審査の状況は第１表、第２表及び第３表のとおりで

ある。 

 

第１表 過去３年度に受理した届出の処理状況 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

届出件数 266 337 306 

第１次審査で終了したもの（注） 258 328 299 

うち禁止期間の短縮を行ったもの (199) (248) (243) 

第１次審査終了前に取下げがあったもの 7 8 7 

第２次審査に移行したもの 1 1 0 

（注） 第１次審査の結果、独占禁止法上問題がないとして、排除措置命令を行わない旨の通知をし

たもの。 

  

別添１ 
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第２表 過去３年度における第２次審査の処理状況（注１） 

  令和２年度 令和３年度 令和４年度 

第２次審査で終了したもの（注２） 1 1 0 

当事会社が申し出た措置を前提に問題なしとしたもの 1 0 0 

第２次審査終了前に取下げがあったもの 0 1 0 

排除措置命令を行ったもの 0 0 0 

（注１） 当該年度に受理したか否かにかかわらず、当該年度において処理したものについて記載し

ている。 

（注２） 第２次審査の結果、独占禁止法上問題がないとして、排除措置命令を行わない旨の通知を

したもの。 

 

第３表 外国企業を当事会社に含む企業結合計画に係る届出の推移（注） 

  令和２年度 令和３年度 令和４年度 

日本企業と外国企業の統合計画に係る届出 6 11 9 

外国企業同士の統合計画に係る届出 14 33 28 

合計 20 44 37 

（注） 第１表に記載している届出件数のうち、外国企業を当事会社に含む企業結合計画に係る届出

の推移について記載している。 

 

 

（参考） 過去３年度における届出を要しない企業結合計画の審査状況 

  令和２年度 令和３年度 令和４年度 

当該年度内に審査を終了した案件のうち届出を

要しない企業結合計画に関するもの 
9 14 15 
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第２ 株式取得・合併・分割・共同株式移転・事業譲受け等の動向 

令和４年度に届出を受理した企業結合を国内売上高合計額等別、議決権保有割

合別、業種別及び形態別でみると、第４表から第 13 表までのとおりである。 

 

第４表 国内売上高合計額別株式取得届出受理件数 
株式発行会社の 

国内売上高 

合計額 

 

株式取得会社の 

国内売上高合計額 

50 億円以上 
200 億円未満 

200 億円以上 
500 億円未満 

500 億円以上 
1000 億円未満 

1000 億円以上 
5000 億円未満 

5000 億円以上 合計 

200 億円以上 
500 億円未満 31 7 0 1 0 39 
500 億円以上 
1000 億円未満 22 5 0 2 0 29 
1000 億円以上 

5000 億円未満 55 13 5 3 0 76 
5000 億円以上 
１兆円未満 31 15 5 7 0 58 
１兆円以上 
５兆円未満 21 14 4 2 2 43 

５兆円以上 
10 6 5 4 0 25 

合計 
170 60 19 19 2 270 

 

第５表 議決権取得割合（注）別の株式取得届出受理件数 

20％超 
50％以下 

50％超 合 計 

65 205 270 

（注） 議決権取得割合とは、株式発行会社の株式を取得しようとする場合において、株式取得会社

が当該取得の後において所有することとなる当該株式発行会社の株式に係る議決権の数と、当

該株式取得会社の属する企業結合集団に属する当該株式取得会社以外の会社等が所有する当該

株式発行会社の株式に係る議決権の数とを合計した議決権の数の当該株式発行会社の総株主の

議決権の数に占める割合である。 
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第６表 国内売上高合計額別合併届出受理件数（注） 

消滅会社の 

国内売上高 

合計額 

存続会社の 

国内売上高合計額 

50 億円以上 

200 億円未満 

200 億円以上 

500 億円未満 

500 億円以上 

1000 億円未満 

1000 億円以上 

5000 億円未満 
5000 億円以上 合計 

50 億円以上 

200 億円未満 0 2 0 1 1 4 
200 億円以上 

500 億円未満 0 1 0 3 0 4 
500 億円以上 

1000 億円未満 1 0 0 0 0 1 
1000 億円以上 

5000 億円未満 0 0 1 0 0 1 
5000 億円以上 

１兆円未満 0 0 0 0 0 0 
１兆円以上 

５兆円未満 0 0 0 0 1 1 

５兆円以上 
0 0 0 0 0 0 

合計 
1 3 1 4 2 11 

（注） ３社以上の合併、すなわち消滅会社が２社以上である場合には、国内売上高合計額が最も大

きい消滅会社を基準とする。 
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第７表 国内売上高合計額等別共同新設分割届出受理件数（注） 

分割する会社２の国内売 

上高合計額（又は 

分割対象部分に 

係る国内売 

上高） 

分割する会社 1 

の国内売上高合計 

額（又は分割対象 

部分に係る国内売上高 

30 億円以上 

200 億円未満 

200 億円以上 

500 億円未満 

500 億円以上 

1000 億円未満 

1000 億円以上 

5000 億円未満 
5000 億円以上 合計 

50 億円以上 

200 億円未満 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 
200 億円以上 

500 億円未満 0(0) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 
500 億円以上 

1000 億円未満 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 
1000 億円以上 

5000 億円未満 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 
5000 億円以上 

１兆円未満 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 
１兆円以上 

５兆円未満 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

５兆円以上 
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

合計 
0(0) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 

（注） 共同新設分割をする会社のうち、国内売上高合計額又は分割対象部分に係る国内売上高が最

も大きい会社を「分割する会社１」、その次に大きい会社を「分割する会社２」とした。また、

（ ）外は事業の全部を承継させようとする会社に係る国内売上高合計額による届出受理の件

数であり、（ ）内は事業の重要部分を承継させようとする会社の分割対象部分に係る国内売上

高による届出受理の件数である（内数ではない。）。 
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第８表 国内売上高合計額等別吸収分割届出受理件数（注） 
分割する会社の国内売 

上高合計額（又は 

分割対象部分に 

係る国内売 

上高） 

承継する会社の 

国内売上高合計額 

30 億円以上 

200 億円未満 

200 億円以上 

500 億円未満 

500 億円以上 

1000 億円未満 

1000 億円以上 

5000 億円未満 
5000 億円以上 合計 

50 億円以上 

200 億円未満 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 
200 億円以上 

500 億円未満 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 
500 億円以上 

1000 億円未満 0(1) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) 
1000 億円以上 

5000 億円未満 0(2) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) 
5000 億円以上 

１兆円未満 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 
１兆円以上 

５兆円未満 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 

５兆円以上 
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

合計 
0(5) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(6) 

（注） （ ）外は事業の全部を承継させようとする会社に係る国内売上高合計額による届出受理の

件数であり、（ ）内は事業の重要部分を承継させようとする会社の分割対象部分に係る国内売

上高による届出受理の件数である（内数ではない。）。 

 

第９表 国内売上高合計額別共同株式移転届出受理件数（注） 
株式移転会社２の 

国内売上高 

合計額 

 

株式移転 

会社１の 

国内売上高合計額 

50 億円以上 

200 億円未満 

200 億円以上 

500 億円未満 

500 億円以上 

1000 億円未満 

1000 億円以上 

5000 億円未満 
5000 億円以上 合計 

200 億円以上 
500 億円未満 1 0 0 0 0 1 
500 億円以上 

1000 億円未満 0 0 0 0 0 0 
1000 億円以上 
5000 億円未満 0 0 1 1 0 2 
5000 億円以上 
１兆円未満 0 0 0 0 0 0 
１兆円以上 

５兆円未満 0 0 0 0 0 0 

５兆円以上 
0 0 0 0 0 0 

合計 
1 0 1 1 0 3 

（注） 共同株式移転をする会社のうち、国内売上高合計額が最も大きい会社を「株式移転会社１」、

その次に大きい会社を「株式移転会社２」とした。 



 ７ 

第 10 表 国内売上高合計額等別事業譲受け等届出受理件数（注） 

譲受け対象部分 

に係る国内 

売上高 

譲受会社の 

国内売上高合計額 

30 億円以上 

200 億円未満 

200 億円以上 

500 億円未満 

500 億円以上 

1000 億円未満 

1000 億円以上 

5000 億円未満 
5000 億円以上 合計 

200 億円以上 

500 億円未満 3 0 0 0 0 3 
500 億円以上 

1000 億円未満 2 1 0 0 0 3 
1000 億円以上 

5000 億円未満 5 0 0 0 0 5 
5000 億円以上 

１兆円未満 2 0 1 1 0 4 
１兆円以上 

５兆円未満 0 0 0 0 0 0 

５兆円以上 
0 0 0 0 0 0 

合計 
12 1 1 1 0 15 

（注） ２社以上からの事業譲受け等、すなわち譲渡会社が２社以上である場合には、譲受け対象部

分に係る国内売上高が最も大きい譲渡会社を基準とする。  
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第 11 表 業種別届出受理件数（注） 

業 種 別 株式取得 合併 
共同新 
設分割 

吸収分割 
共同株 
式移転 

事業譲 
受け等 

合計 

農 林 ・ 水 産 業 0 0 0 0 0 0 0 

鉱 業 1 0 0 0 0 0 1 

建 設 業 5 0 0 0 0 0 5 

製 造 業 42 4 1 2 0 9 58 

卸 ・ 小 売 業 43 1 0 0 2 3 49 

不 動 産 業 8 0 0 0 0 1 9 

運輸・通信・倉庫業 17 1 0 0 1 1 20 

サ ー ビ ス 業 11 2 0 1 0 1 15 

金 融 ・ 保 険 業 15 1 0 0 0 0 16 

電 気 ・ ガ ス 
熱供給・水道業 

2 0 0 2 0 0 4 

そ の 他 126 2 0 1 0 0 129 

合  計 270 11 1 6 3 15 306 

（注） 業種は、株式取得の場合は株式を取得する会社の業種に、合併の場合は合併後の存続会社の

業種に、共同新設分割の場合は分割する会社の業種に、吸収分割の場合には事業を承継する会

社の業種に、共同株式移転の場合には新設会社の業種に、事業譲受け等の場合には事業等を譲

り受ける会社の業種によった。 
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第 12 表 形態別届出受理件数（注１）（注２） 

形 態 別 株式取得 合併 
共同新 
設分割 

吸収分割 
共同株 
式移転 

事業譲 
受け等 

水 平 関 係 169 7 0 4 1 11 

垂 直
関 係 

前 進 95 1 0 3 0 4 

後 進 80 5 0 0 0 4 

混 合
関 係 

地 域 拡 大 37 1 0 1 2 1 

商 品 拡 大 42 3 0 2 0 1 

純 粋 30 0 0 0 0 0 

届出受理件数 270 11 1 6 3 15 

（注１） 形態別とは、次の分類による。 

⑴ 水平関係：当事会社グループ同士が同一の一定の取引分野において競争関係にある場合 

⑵ 垂直関係：当事会社グループ同士が取引段階を異にする場合 

前  進：株式取得会社、存続会社、被承継会社又は譲受会社が最終需要者の方向にある

会社と企業結合を行う場合 

後  進：前進の反対方向にある会社と企業結合を行う場合 

⑶ 混合関係：水平・垂直のいずれにも該当しない場合 

地域拡大：同種の商品又は役務を異なる市場へ供給している場合 

商品拡大：生産あるいは販売面での関連性のある異種の商品又は役務を供給している場合 

純  粋：上記のいずれにも該当しない場合 

（注２） 形態別の件数については、複数の形態に該当する企業結合の場合、該当する形態を全て集

計している。そのため、形態別の件数の合計は、届出受理件数と必ずしも一致しない。 
 

第 13 表 過去３年度における水平型、垂直型及び混合型企業結合の届出の推移 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

水 平 型 企 業 結 合 176  (66%) 188  (56%) 192  (63%) 

垂 直 型 企 業 結 合 118  (44%) 139  (41%) 158  (52%) 

混 合 型 企 業 結 合 125  (47%) 142  (42%) 106  (35%) 

届出受理件数 266 (100%) 337 (100%) 306 (100%) 

（注） 複数の形態に該当する企業結合の場合、該当するものを全て集計している。そのため、割合

の合計は 100％とならず、また、合計は届出受理件数と必ずしも一致しない。 
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第３ 独占禁止法第９条の事業報告・設立届出の動向 

独占禁止法第９条第４項の規定に基づき提出された事業報告書の件数は 116

件であった（第 14 表）。また、第９条第７項の規定に基づき提出された会社設立

届出書の件数は５件であった。 
（注） 総資産の額が一定規模以上の会社は、毎事業年度終了の日から３か月以内に事業に関する報

告書を公正取引委員会に提出しなければならないとされている。また、一定の要件を満たす新

たに設立された会社は、その設立の日から 30 日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なけ

ればならないとされている。 

     

第 14 表 独占禁止法第９条第４項の規定に基づく報告会社及びその子会社の総資産合計額の規模別･会社態様別件数 

      会社態様別 

 

総資産規模別 

持株会社 

（総資産基準額 6000 億円） 

第９条第４項第１号 

金融会社 

（総資産基準額８兆円） 

第９条第４項第２号 

一般事業会社 

（総資産基準額２兆円） 

第９条第４項第３号 

計 

８兆円以上 20 10 34 64 

５兆円以上８兆円未満 7 - 13 20 

２兆円以上５兆円未満 4 - 21 25 

１兆円以上２兆円未満 7 - - 7 

6000 億円以上１兆円未満 - - - - 

合計 38 10 68 116  

 

 

第４ 銀行又は保険会社の議決権保有に関する認可の動向 

  独占禁止法第 11 条の規定に基づく認可件数は 21 件であり、このうち、同条第

１項の規定に基づくものが 20 件（銀行に係るもの 14 件、保険会社に係るもの

６件）であり、同条第２項の規定に基づくものが１件(銀行に係るもの)であった。

また、令和４年度末現在において、認可によって議決権の保有が認められている

件数は 73 件であった（第 15 表）。 

 

第 15 表 独占禁止法第 11 条の規定に基づく認可件数 

 令和４年度末現在において 

認可によって議決権の保有が 

認められている件数 

 

うち、令和４年度に 

おける認可件数 

銀行 66 15 

保険会社 ７ ６ 

計 73 21 

 

 
 

  



 １１ 

 

資料 企業結合関係の届出・報告件数の推移（注１）   

年  度 
第９条の  
事業報告書 
（注２） 

第９条の  
設立届出書
（注２） 

株式取得 
届出 

（注３） 

役員兼任 
届出 

（注４） 

会 社 以 外 の  
者 の株 式 所 有 

 報 告 書 
（注５） 

合併届出 
（注６） 

分割届出 
（注７） 

共同株式 
移転届出 
（注８） 

事業譲受 
け等届出 
（注９） 

昭和22   （2）  （0） （23）   （22） 

23   （31）  （0） （309）   （192） 

24   （13）  （0） （123）   （53） 

   2,373  0 448   143 

25   3,840  0 420   207 

26   4,546  0 331   182 

27   4,795  0 385   124 

28   3,863 268 0 344   126 

29   2,827 328 0 325   167 

30   3,033 268 0 338   143 

31   3,080 457 0 381   209 

32   3,069 375 0 398   140 

33   3,316 557 0 381   118 

34   3,170 466 0 413   139 

35   2,991 644 0 440   144 

36   3,211 675 1 591   162 

37   3,231 804 0 715   193 

38   3,844 758 0 997   223 

39   3,921 527 4 864   195 

40   4,534 487 1 894   202 

41   4,325 462 0 871   264 

42   4,075 458 2 995   299 

43   4,069 480 3 1,020   354 

44   4,907 647 0 1,163   391 

45   4,247 543 2 1,147   413 

46   5,832 552 0 1,178   449 

47   5,841 501 1 1,184   452 

48   6,002 874 0 1,028   443 

49   5,738 794 0 995   420 

50   5,108 754 9 957   429 

51   5,229 925 6 941   511 

52   5,085 916 1 1,011   646 

53   5,372 1,394 0 898   595 

54   5,359 3,365 0 871   611 

55   5,759 2,556 2 961   680 

56   5,505 2,958 1 1,044   771 

57   6,167 2,477 1 1,040   815 

58   6,033 3,389 4 1,020   702 

59   6,604 3,159 2 1,096   790 

60   6,640 3,504 6 1,113   807 

61   7,202 2,944 1 1,147   936 

62   7,573 3,776 1 1,215   1,084 

63   6,351 3,450 0 1,336   1,028 

平成元   8,193 4,420 0 1,450   988 

2   8,075 4,312 0 1,751   1,050 

3   8,034 6,124 2 2,091   1,266 

4   8,776 5,675 0 2,002   1,079 

5   8,036 6,330 3 1,917   1,153 

6   8,954 5,137 18 2,000   1,255 

7   8,281 5,897 1 2,520   1,467 

8   9,379 5,042 0 2,271   1,476 

9 0 0 8,615 5,955 7 2,174   1,546 

10 2 0 7,518 447 0 1,514   1,176 

11 1 1 1,029   151   179 

12 5 1 804   170   213 
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年  度 
第９条の  
事業報告書 
（注２） 

第９条の  
設立届出書
（注２） 

株式取得 
届出 

（注３） 

役員兼任 
届出 

（注４） 

会 社 以 外 の  
者 の株 式 所 有 

 報 告 書 
（注５） 

合併届出 
（注６） 

分割届出 
（注７） 

共同株式 
移転届出 
（注８） 

事業譲受 
け等届出 
（注９） 

13 7 7 898   127 20  195 

14 16 7 899   112 21  197 

15 76 4 959   103 21  175 

16 79 1 778   70 23  166 

17 80 5 825   88 17  141 

18 87 2 960   74 19  136 

19 93 2 1,052   76 33  123 

20 92 4 829   69 21  89 

21 93 5 840   48 15 3 79 

22 92 2 184   11 11 5 54 

23 100 0 224   15 10 6 20 

24 99 1 285   14 15 5 30 
25 
26 

100 
103 

0 
0 

218 
231   

8 
12 

14 
20 

3 
7 

21 
19 

27 104 2 222   23 17 6 27 

28 108 2 250   26 16 3 24 

29 105 0 259   9 13 3 22 

30 107 2 259   16 15 2 29 

令和元 112 0 264   12 12 3 19 

２ 114 1 223   16 7 0 20 

３ 114 3 288   10 17 3 19 

４ 116 5 270   11 7 3 15 

 

（注１） 括弧内は認可件数である。 

 

（注２） 独占禁止法第９条の規定に基づく事業報告書の提出及び設立の届出制度は、平成９年独占

禁止法改正法により新設されたものであり、それ以前の件数はない。 

なお、平成 14 年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法では、一定の総資産額基準を

超える持株会社について事業報告及び設立の届出を行わなければならないこととされていた

が、改正後の独占禁止法では、持株会社に加え、一定の総資産額基準を超える金融会社及び一

般事業会社についても事業報告及び設立の届出を行わなければならないこととされた。 

 

（注３） 株式所有報告書の裾切り要件（総資産額）は次のとおり改正されている。 

 

改正年 裾切り要件（総資産額） 

昭和 24 500 万円超 

28 1 億円超 

40 5 億円超 

52 20 億円超 

 

平成10年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法では、総資産が20億円を超える国内

の会社（金融業を営む会社を除く。）又は外国会社（金融業を営む会社を除く。）は、国内の

会社の株式を所有する場合には、毎事業年度終了後３か月以内に株式所有報告書を提出しな

ければならないこととされていたが、改正後の独占禁止法では、総資産が20億円を超えかつ

総資産合計額が100億円を超える会社が、総資産が10億円を超える国内の会社又は国内売上

高が10億円を超える外国会社の株式を10％、25％又は50％を超えて取得し、又は所有するこ

ととなる場合には、株式所有報告書を提出しなければならないこととされた。 

また、平成21年独占禁止法改正法による改正によって届出基準が見直され、国内売上高合

計額が200億円を超える会社が、子会社の国内売上高を含む国内売上高が50億円超の会社の

株式を取得しようとする場合であって、議決権保有割合が20％、50％（２段階）を超えるも

のについて、合併等と同様にあらかじめ届け出なければならないこととされた。 
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（注４） 平成 10 年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法では、会社の役員又は従業員は、国

内において競争関係にある国内の会社の役員の地位を兼ねる場合において、いずれか一方の

会社の総資産が 20 億円を超えるときは届け出なければならないこととされていたが、改正後

の独占禁止法では廃止された。 

 

（注５） 平成 10 年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法では、会社以外の者は、国内におい

て相互に競争関係にある２以上の国内の会社の株式をそれぞれの発行済株式総数の 10％を超

えて所有することとなる場合には株式所有報告書を提出しなければならないこととされてい

たが、改正後の独占禁止法では廃止された。 

 

（注６） 平成 10 年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法では、会社が合併しようとする場合

には、全てあらかじめ届け出なければならないこととされていたが、改正後の独占禁止法で

は、当事会社の中に総資産合計額が 100 億円を超える会社と総資産合計額が 10 億円を超える

会社がある場合等に届け出なければならないこととされた。 

     また、平成 21 年独占禁止法改正法による改正によって届出基準が見直され、国内売上高合

計額が200億円超の会社と同 50億円超の会社の合併について届け出なければならないことと

された。 

 

（注７） 分割の届出は、平成 12 年商法改正に伴い新設されたものであり、平成 12 年度までの件数

はない。 

     また、平成 21 年独占禁止法改正法による改正によって届出基準が見直され、当事会社の中

に国内売上高合計額が 200 億円を超える全部承継会社（事業の全部を承継させようとする会

社をいう。）と国内売上高合計額が 50 億円を超える事業を承継しようとする会社がある場合

等には、分割に関する計画について届け出なければならないこととされた。 

 

（注８） 共同株式移転の届出は、平成 21 年独占禁止法改正法により新設されたものであり、平成 20

年度までの件数はない。 

 

（注９） 平成 10 年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法では、会社が事業の全部又は重要部

分の譲受け等をしようとする場合には、全てあらかじめ届け出なければならないこととされ

ていたが、改正後の独占禁止法では、総資産合計額が 100 億円を超える会社が、総資産額 10

億円超の国内会社の事業の全部を譲り受ける場合等に届け出なければならないこととされた。 

     また、平成 21 年独占禁止法改正法による改正によって届出基準が見直され、国内売上高合

計額が 200 億円を超える会社が、国内売上高 30 億円超の会社の事業の全部を譲り受ける場合

等に事業譲受け等に関する計画について届け出なければならないこととされた。 
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企業結合審査について 

 

 

企業結合（株式保有、役員兼任、合併、分割、共同株式移転、事業譲受け等）

によって競争が実質的に制限されることとなる場合には、①需要者の選択肢が狭

まり需要者が不利益を被るだけでなく、②需要に適切に対応しようとする当事会

社のインセンティブが失われ、その結果当事会社が更に成長する機会を逸するこ

ととなり、ひいては経済の活性化を妨げることとなる。 

このため、独占禁止法は、一定の取引分野における競争を実質的に制限するこ

ととなる企業結合を禁止し、公正取引委員会は、独占禁止法の規定に従って、企

業結合審査を行っている。 

 

１ 企業結合審査の流れ 

⑴ 届出を要する企業結合計画 

以下の表１のような一定の条件を満たす会社が企業結合を行う場合は、あら

かじめ公正取引委員会に届出を行わなければならない。 

届出のあった企業結合について、公正取引委員会が届出受理の日から 30 日

以内に独占禁止法の規定に照らして問題がないと判断した場合は、この期間内

に審査が終了する（第１次審査）。 

また、公正取引委員会が詳細な審査を行う必要があると判断した場合は、届

出会社に対して必要な報告等を求める（第２次審査）。そして、全ての報告等

を受理した日から 90 日以内に、この企業結合が独占禁止法の規定に照らし

て問題があるかどうかを判断する。 

企業結合が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなると

判断された場合でも、当事会社が一定の適切な措置（問題解消措置）を講ずる

ことで、その問題を解消することができる場合には、この企業結合は独占禁止

法上問題とならないと判断される（この企業結合を行うことができる。）。 

 

⑵ 届出を要しない企業結合計画 

届出を要しない企業結合を計画している会社から、公正取引委員会に対し、

当該企業結合計画に関して、具体的な計画内容を示して相談があった場合には、

公正取引委員会は、届出を要する企業結合計画について届出が行われた場合に

準じて対応する。 

また、当事会社のうち実質的に買収される会社の国内売上高等に係る金額の

みが届出基準に満たさないために届出を要しない企業結合計画のうち、買収に

係る対価の総額が大きく、かつ、国内の需要者に影響を与えると見込まれる場

合には、公正取引委員会は、当事会社に資料等の提出を求め、企業結合審査を

行う。 

  

（参考１） 
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表１ 類型別の届出を要する場合の概要 

（注１） 国内売上高合計額とは、企業結合集団（届出会社の「最終親会社」及びその子会社から成る集団）内

の会社等の国内売上高を合計した額をいう。 

（注２） 議決権保有割合とは、企業結合集団に属する会社等が保有する議決権の割合をいう。 

  

類型（関係法条） 届出を要する場合の概要 

株式取得（第10条） 

① 国内売上高合計額（注１）200億円超の会社が 

② 株式発行会社とその子会社の国内売上高を合計した額が50億円超の株式

発行会社の株式を取得し 

③ 議決権保有割合（注２）が20％又は50％を超えることとなる場合 

合併（第15条）、  

共同株式移転（第15条の３） 

① 国内売上高合計額200億円超の会社と 

② 国内売上高合計額50億円超の会社が  

③ 合併（又は共同株式移転）をする場合 

分割 

（第15条の２） 

共同新設 

分割 

① 国内売上高合計額200億円超の会社と 

② 国内売上高合計額50億円超の会社が  

③ 共同新設分割により設立する会社に事業の全部を承継させる場合 等 

吸収分割 

① 国内売上高合計額200億円超の会社が 

② 国内売上高合計額50億円超の会社に  

③ その事業の全部を承継させる場合               等 

事業譲受け等（第16条） 

① 国内売上高合計額200億円超の会社が 

② 国内売上高30億円超の会社から事業の全部の譲受けをする場合    

     又は           

① 国内売上高合計額 200 億円超の会社が  

② 国内売上高30億円超の事業の重要部分（又は事業上の固定資産の全部若

しくは重要部分）の譲受けをする場合 
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表２ 企業結合審査のフローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 企業結合審査の基本的な考え方 

公正取引委員会が企業結合審査を行う際の考え方は「企業結合審査に関する独

占禁止法の運用指針（企業結合ガイドライン）」（平成 16 年５月 31 日公正取引委

員会）として公表されている。 

まず、需要者がどの範囲の供給者から商品・役務を調達できるかという観点か

ら一定の取引分野（市場）の範囲を画定した上で、この企業結合によって競争が

実質的に制限されることとなるかどうか、つまり、需要者にとって十分な選択肢

が確保できなくなるような状況になるかどうかという観点から独占禁止法上問

題となるかどうかが検討される。 

 

⑴ 一定の取引分野は、企業結合により競争が制限されることとなるかどうかを

判断するための範囲（「商品範囲」と「地理的範囲」）を示すものである。 

この一定の取引分野は、基本的には、需要者にとっての代替性の観点から、

また、必要に応じて供給者にとっての代替性の観点から画定される。 

需要者にとっての代替性は、ある地域で、ある事業者が、ある商品・役務を

独占して供給しているという仮定の下で、その独占事業者が、利潤最大化を図

る目的で、「小幅ではあるが実質的かつ一時的ではない価格引上げ」をした場

合に、需要者がその商品・役務の購入を他の商品・役務や他の地域に振り替え

る程度を考慮して判断される。 

※このほか、公正取引委員会が適当と判断した場合には、独占禁止法違反の疑いについ

て、当委員会と事業者（事業者団体等を含む。）との間の合意により自主的に解決する

ための独占禁止法第 48 条の２から第 48 条の９までに規定する手続（確約手続）に係

る独占禁止法第 48 条の２の規定による通知（確約手続通知）を行う場合がある。 
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・ 一定の取引分野（市場）を画定する際の上記のような考え方は、SSNIP（ス

ニップ）（Small but Significant and Non-transitory Increase in Price）

テストと呼ばれている。 

・ SSNIP テストは、欧米においても用いられている考え方である。 

・ 「小幅ではあるが実質的かつ一時的ではない価格引上げ」とは、通常、引

上げの幅については５％～10％程度、期間については１年程度のものを指

す。 

   

⑵ 競争の実質的制限 

ア セーフハーバー基準 

(ｱ) 水平型企業結合のセーフハーバー基準 

企業結合後のＨＨＩ（注３）が次の①から③までのいずれかに該当する市

場では、水平型企業結合が一定の取引分野における競争を実質的に制限す

ることとなるとは通常考えられない。 

① 企業結合後のＨＨＩが 1,500 以下である場合 

② 企業結合後のＨＨＩが 1,500 超 2,500 以下であって、かつ、ＨＨＩの

増分（注４）が 250 以下である場合 

③ 企業結合後のＨＨＩが 2,500 を超え、かつ、ＨＨＩの増分が 150 以下

である場合 

（注３）ＨＨＩは、この一定の取引分野での各事業者の市場シェアの２乗の総和によって算

出される。 

（注４）企業結合によるＨＨＩの増分は、当事会社が２社であった場合、当事会社のそれぞ

れの市場シェアを乗じたものを２倍することによって計算できる。 

 

(ｲ) 垂直型企業結合と混合型企業結合のセーフハーバー基準 

企業結合後の当事会社グループが次の①又は②に該当する場合には、垂

直型企業結合や混合型企業結合が一定の取引分野における競争を実質的

に制限することとなるとは通常考えられない。 

① 当事会社が関係する全ての一定の取引分野において、企業結合後の当

事会社グループの市場シェアが 10％以下である場合 

② 当事会社が関係する全ての一定の取引分野において、企業結合後のＨ

ＨＩが 2,500 以下の場合であって、企業結合後の当事会社グループの市

場シェアが 25％以下である場合 

 

イ セーフハーバー基準に該当しない場合 

セーフハーバー基準に該当しない場合には、①当事会社グループの単独行

動により一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるかど

うか、また、②当事会社グループとその競争者が協調的行動を採ることによ

り一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるかどうかが

検討される。 

この検討では、①当事会社グループの単独行動による競争の実質的制限に
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ついては、ヒアリングやアンケート調査などから判明した市場や取引の実態

に基づき、「当事会社の市場における地位が高まること等により、企業結合

後に当事会社グループによる価格引上げ等が容易になるかどうか」、当事会

社の価格引上げ等に対し、「競争者からの競争圧力が働くかどうか」、「輸入

品や参入者からの競争圧力が働くかどうか」、「需要者の対抗的な交渉力に基

づく競争圧力が働くかどうか」、「隣接市場の競合品からの競争圧力が働くか

どうか」等について検討の上判断される。 

同様に、②当事会社グループとその競争者の協調的行動による競争の実質

的制限についても、「企業結合後に当事会社グループと競争者が協調して価

格引上げ等を行いやすくなるかどうか」、当事会社グループと競争者の協調

的な価格引上げ等に対し、「輸入品や参入者からの競争圧力が働くかどうか」、

「需要者の対抗的な交渉力に基づく競争圧力が働くかどうか」、「隣接市場の

競合品からの競争圧力が働くかどうか」等について検討の上判断される。 

 

⑶ 問題解消措置 

企業結合が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合

でも、当事会社が一定の適切な措置（問題解消措置）を講ずることにより、そ

の問題を解消することができる場合がある。 

問題解消措置としてどのような措置が適切かは、個々の企業結合に応じて、

個別具体的に検討される。 

問題解消措置は、企業結合によって失われる競争を回復することができるも

のであることが基本であり、事業譲渡等の構造的な措置が原則であるが、技術

革新等により市場構造の変動が激しい市場では、むしろ、一定の行動に関する

措置を採ることのほうが妥当な場合もある。 
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デジタル化等に対応した企業結合審査の実施について 

 

令和５年６月 
 
 

公正取引委員会は、令和４年６月、「デジタル化等社会経済の変化に対応した競

争政策の積極的な推進に向けて―アドボカシーとエンフォースメントの連携・強

化―」において、デジタル市場等における企業結合案件について、次のような取組

により迅速かつ的確なエンフォースメントを推進していくことを明らかにした。 

 

１ 第三者からの情報・意見の募集 

  公正取引委員会は、従来から第２次審査を開始した案件について、第２次審査開

始と同時に第三者から意見聴取する旨公表し、広く意見を求めてきた。しかし、デ

ジタル分野の案件を中心に、複雑かつ急速に変化する市場状況において、より広く

第三者からの意見を収集する必要があると考えられるような案件もあり得ること

から、当委員会は、個別の案件について、第２次審査の開始の如何を問わず、必要

に応じて、第三者から情報・意見を募集することとした。 

  令和４年度においては、令和４年６月 16 日から７月 15 日にかけて、①グーグ

ル・エルエルシー及びマンディアント・インクの統合並びに②マイクロソフト・コ

ーポレーション及びアクティビジョン・ブリザード・インクの統合について、第三

者からの情報・意見の募集を行った。 

 

２ 内部文書の活用 

  公正取引委員会は、デジタル市場等における企業結合案件の審査を迅速かつ的確

に実施するため、当事会社等の内部文書を活用する方針を明らかにした。また、内

部文書の提出を求めるに当たって、当事会社等と当委員会との円滑なやり取りに資

するよう、「企業結合審査における内部文書の提出に係る公正取引委員会の実務」

を令和４年６月 22 日に公表し、内部文書の提出を求める場合の実務（提出を求め

る内部文書の範囲、提出方法等）を明らかにした。 

  令和４年度においては、例えば、別添２の主要な企業結合事例に掲載した事例（デ

ジタル分野以外の分野の企業結合事例を含む。）のうち、日清製粉㈱による熊本製

粉㈱の株式取得並びにマイクロソフト・コーポレーション及びアクティビジョン・

ブリザード・インクの統合について、当委員会から当事会社グループに対し提出を

求めた取締役会議事録等の内部文書を精査し審査を行った。 

 

３ 経済分析の活用 

 企業結合審査においては、これまでも積極的に経済分析を活用してきたが、引き

続き、令和４年４月に設置された経済分析室が中心となって実施する、より洗練さ

れた経済分析を活用して、競争への影響や措置の有効性等を把握することとしてい

る。 

令和４年度においては、例えば、古河電池㈱による三洋電機㈱のニカド電池事業

の譲受け並びにマイクロソフト・コーポレーション及びアクティビジョン・ブリザ

ード・インクの統合について、経済分析を行った。 

（参考２） 



 

 

 

令和４年度における主要な企業結合事例について 

 

 

令 和 ５ 年 ６ 月 2 8日  

公 正 取 引 委 員 会  

 

   公正取引委員会は、企業結合審査の透明性を確保し、予見可能性の向上を図る観点

から、これまで、企業結合審査における独占禁止法の適用の考え方を「企業結合審査

に関する独占禁止法の運用指針」（平成１６年５月３１日公正取引委員会。以下「企

業結合ガイドライン」という。）として策定・公表するとともに、各年度における主

要な企業結合事例の審査結果を取りまとめ、公表してきたところである。 

   令和４年度についても主要な企業結合事例の審査結果を公表することとした。 

 

企業結合を計画する会社におかれては、企業結合ガイドラインとともに、今回公表

する主要な企業結合事例を併せて活用していただきたい。 

 

 

  

別添２ 



令和４年度における主要な企業結合事例 

 

番 

号 

事 例 

（主な検討分野） 

企業結合形態等 

頁 
水平 垂直 混合 

問題解 
消措置 

経済 
分析 

海外
当局
との
情報
交換 

１ 
日清製粉㈱による熊本製粉㈱の株式取得 

（小麦粉） 
○ - - - - - １ 

２ 
㈱リケンによるＪＦＥ継手㈱の株式取得 

（可鍛継手） 
○ - - - - - 11 

３ 
㈱リケンと日本ピストンリング㈱による共

同株式移転（ピストンリング） 
○ - - - - - 18 

４ 
古河電池㈱による三洋電機㈱のニカド電池

事業の譲受け（円筒形ニカド素電池等） 
○ ○ - - ○ - 35 

５ 

ペガサス・ホールディングス・スリー・エル

エルシーによるテネコ・インクの株式取得

（自動車の排気処理装置） 

- ○ - - - - 53 

６ 

今治造船㈱及び日立造船㈱による大型舶用

エンジン事業に係る共同出資会社の設立 

（船舶用エンジン） 

- ○ - ○ - - 63 

７ 

マイクロソフト・コーポレーション及びア

クティビジョン・ブリザード・インクの統

合（ゲームコンソール向けゲーム等） 

（令和５年３月２８日公表） 

○ ○ ○ - ○ ○ 91 

８ 
㈱横浜銀行による㈱神奈川銀行の株式取得 

（中小企業向け事業性貸出し） 
○ - - - - - 130 

９ 

㈱三井住友フィナンシャルグループ及び三

井住友カード㈱によるＣＣＣＭＫホール

ディングス㈱の株式取得（共通ポイント） 

○ - ○ - - - 136 

 



（注１）事例の掲載順は、企業結合審査の対象となった商品・役務に係る事業の日本標準産

業分類上の順序による。 

（注２）各事例では、当事会社に関する秘密情報や競争事業者名等を伏せている。競争事業

者については、任意のアルファベットを用いている。 

（注３）各事例に記載している市場シェア、行為後のＨＨＩ（ハーフィンダール・ハーシュ

マン指数をいう。以下同じ。）の水準、行為によるＨＨＩの増分等の計数は、当事会社

から提出された資料等に基づいて算出したものを、公正取引委員会において概数とし

て表記している。その際、市場シェアについては、例えば３７．５％以上４２．５％未

満を「約４０％」とするなど、原則として５％単位で表記している。このため合計値は

必ずしも１００になるとは限らない。 

（注４）各事例において、水平型企業結合とは、同一の一定の取引分野において競争関係に

ある会社間の企業結合をいい、垂直型企業結合とは、例えば、メーカーとその商品の

販売業者との間の合併など取引段階を異にする会社間の企業結合をいい、混合型企業

結合とは、例えば、異業種に属する会社間の合併、一定の取引分野の地理的範囲を異

にする会社間の株式保有など水平型企業結合又は垂直型企業結合のいずれにも該当し

ない企業結合をいう。 
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事例１ 日清製粉㈱による熊本製粉㈱の株式取得 

 

第１  当事会社 

日清製粉株式会社（法人番号 2010001074767）（以下「日清製粉」という。）

及び熊本製粉株式会社（法人番号 7330001001453）（以下「熊本製粉」という。）

は、いずれも主に小麦粉の製造販売業を営む会社である。 

以下、日清製粉の最終親会社である株式会社日清製粉グループ本社（法人番号

8010001008736）と既に結合関係が形成されている企業の集団を「日清製粉グルー

プ」と、熊本製粉と既に結合関係が形成されている企業の集団を「熊本製粉グルー

プ」といい、日清製粉グループと熊本製粉グループを併せて「当事会社グループ」

という。 

 

第２  本件の概要及び関係法条 

本件は、日清製粉が熊本製粉の株式に係る議決権の５０％を超えて取得するこ

と（以下「本件行為」という。）を計画したものである。 

関係法条は、独占禁止法第１０条である。 

なお、当事会社グループが営む事業の間で競合関係又は取引関係にあるものは

複数存在するところ、これらについて検討したもののうち、以下は、競争に与え

る影響が比較的大きいと考えられた九州地区での小麦粉の製造販売業における

水平型企業結合の検討結果について詳述したものである。 

 

第３  本件審査の経緯 

公正取引委員会は、当事会社グループから提出された資料を精査し、競争事業

者及び需要者に対するアンケート・ヒアリングを実施したほか、当委員会から当

事会社グループに対し提出を求めた取締役会等の各種会議で実際に使用された

本件行為に関する資料一式、議事録等についても精査した。 

 

第４  一定の取引分野 

１  商品の概要 

(1) 小麦粉 

小麦粉は、小麦から製造される穀粉であり、菓子、パン、麺等の原料として

使用される。小麦の粒は、胚乳、表皮及び胚芽の３つの部分に分類され、小麦

粒の約８０％を構成する胚乳が小麦粉となる1。 

小麦粉は、含まれるたんぱく質（グルテン）の質及び量によって、強力粉、

中力粉及び薄力粉の３つに分類されるところ、例えば、パン等に使用される強

                         
1 小麦粉の製造過程においては、表皮に近い胚乳部分を粉末とした「末粉」や表皮部分を粉末とした「ふ

すま」という副産物が不可避的に生じる。これらは食用小麦粉とは異なり、主に飼料用や合板の接着剤

として使用されることが多い。 
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力粉の原料となっている小麦（以下「原料小麦」という。）である硬質小麦は

グルテンの含有量が多く、ケーキ等に使用される薄力粉の原料小麦である軟質

小麦はグルテンの含有量が少ない。他方で、強力粉、中力粉及び薄力粉は原料

小麦の種類・銘柄が異なるが、製造設備・工程に違いはない。 

国内における小麦粉の生産量は、平成２２年（２０１０年）に４７２万５０

００トンであったものが令和２年（２０２０年）に４４８万２０００トンへと

減少しており、今後も減少傾向が見込まれる。 

原料小麦の国内流通量全体のうち、海外から輸入された小麦（以下「輸入小

麦」という。）が４８８万トン、国内で生産された小麦（以下「国産小麦」と

いう。）が８２万トンであり2、国内で流通している小麦粉の約８６％が輸入小

麦を原料としている。 

輸入小麦は、商社を通じて国（農林水産省）が調達し、小麦粉を製造販売す

る事業者（以下「製粉会社」という。）に販売している。国（農林水産省）は

「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律（平成６年法律第１１３号。（以

下「食糧法」という。））第４２条第２項」により、政府売渡価格に基づき各

製粉会社に輸入小麦を販売しており、各製粉会社は自社が希望する数量分の輸

入小麦を国（農林水産省）から購入することが可能である3。 

小麦粉は、業務用小麦粉及び家庭用小麦粉に大別される。ただし、両者の品

質は同じである。製造設備・工程もほぼ同一であり、異なるのは家庭用小麦粉

では小詰め包装が行われるという点のみである。製粉会社が販売する小麦粉の

ほとんどが業務用小麦粉である。 

商流についてみると、業務用小麦粉は、製粉会社から直接又は食品卸売業者

（製粉会社のグループ内の事業者を含む。以下同じ。）等を経由して、最終需

要者である食品メーカーや飲食店等に販売される。家庭用小麦粉は、製粉会社

から直接又は食品卸売業者等を経由して小売業者に販売され、小売業者から最

終需要者である消費者に販売される。 

アンケート・ヒアリングを実施した食品メーカーを始めとする需要者のほと

んどは、ＢＣＰ（事業継続計画）等の観点から異なる製粉会社の小麦粉を複数

購買している。また、需要者アンケート・ヒアリングの結果によれば、製粉会

社間で小麦粉の品質自体に差異はなく、需要者が自社向けの仕様で製造委託し

ている小麦粉についても基本的には他の製粉会社で製造することは可能であ

る。 

                         
2 農林水産省「麦をめぐる事情について（小麦）令和４年３月」１頁。 

なお、流通量は過去５年（平成２８年度～令和２年度）の平均数量である。 
3 国産小麦の調達方法についてみると、製粉会社は、生産者団体である全国農業協同組合連合会等から

直接調達しており、需要に応じて計画的に生産できるよう播種前契約に基づき取引されている。主要

な銘柄は、一般社団法人全国米麦改良協会が実施する入札に上場され、播種前に各銘柄の年間販売予

定数量の約３割について入札が行われる。残りの約７割についても播種前に相対取引により取引され

る。 
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製粉会社が販売する小麦粉の価格は、基本的には、年２回（４月及び１０月）

の輸入小麦の政府売渡価格の改定・公表が行われた後のタイミングで、製粉会

社と需要者との間で交渉し、改定される。 

熊本製粉グループの主な事業地域は福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分

県、宮崎県及び鹿児島県の７県（以下「九州地区」という。）であり、同グルー

プの本社及び製粉工場は熊本県に所在している。また、日清製粉グループの製

粉工場は、九州地区では福岡県に所在している。 

 

(2) プレミックス粉及びその他穀粉 

プレミックス粉とは、小麦粉等の粉類に、最終製品に応じて糖類、油脂、脱

脂粉乳、卵粉、膨張剤、食塩、香料等を配合した調整粉であり、菓子、パン、

麺、惣菜等の原料として使用され、用途としては小麦粉と重複している部分が

ある。そのため、小麦粉の代わりとして使用することも一定程度可能である。 

他方、小麦粉の場合は需要者自身で小麦粉及び各原料を配合する必要がある

のに対して、プレミックス粉は、あらかじめ原料が均一に配合されており、こ

れにより最終製品の品質が安定し、需要者による原料の調達や配合の手間を省

くことができるなどの特徴がある。プレミックス粉の価格は小麦粉よりも高く、

当事会社グループでは相当程度の価格差がある。さらに、プレミックス粉の製

造工程は配合される原料の計量及び配合が中心であり、小麦粉と製造設備・工

程が異なる。 

このほか、小麦粉と同様に、穀粉であって菓子、パン、麺等の原料として使

用されるものとして、米粉やライ麦粉等（以下「その他穀粉」という。）があ

る。しかし、小麦粉とその他穀粉とでは、グルテンの含有量等の成分が異なり、

例えば小麦粉を使用したパンとライ麦粉を使用したパンとでは食感や風味が

異なる。また、小麦粉とその他穀粉とでは製造設備・工程が異なる。 

 

２  商品範囲 

以下の(1)ないし(5)を踏まえ、「小麦粉」を商品範囲として画定した。 

 

(1) 小麦粉とプレミックス粉との間の代替性 

前記１(2)のとおり、プレミックス粉は、小麦粉の代わりとして使用するこ

とも一定程度可能である。実際に、小麦粉及び各原料を配合する手間が省ける

利便性、各原料の配合比率が一定であるため最終製品の品質が安定すること、

各原料を自ら調達した場合のコスト、小麦粉とプレミックス粉の価格差等を考

慮して使い分けていると述べる需要者が存在する。他方で、プレミックス粉は、

上記で説明したような付加価値が小麦粉の価格に上乗せされている分、小麦粉

よりも価格が高く、また、小麦粉に各原料を配合せずに使用する需要者はそも

そも用途が異なるため代替することができないと述べる需要者も存在するこ



事例１ 日清製粉㈱／熊本製粉㈱ 

 

４ 

 

とから、需要の代替性は限定的である。 

また、小麦粉とプレミックス粉とでは製造設備・工程が異なることから、供

給の代替性は限定的である。 

上記を踏まえると、小麦粉とプレミックス粉は異なる商品範囲を構成する。 

 

(2) 小麦粉とその他穀粉との間の代替性 

前記１(2)のとおり、小麦粉とその他穀粉は、いずれも菓子、パン、麺等の原

料として使用されているものの、小麦粉を使用した食品とその他穀粉を使用し

た食品とでは食感や風味が異なる。そのため、食品メーカー等の需要者は小麦

粉とその他穀粉を相互に代替することはできないと述べていることから、需要

の代替性は限定的である。 

また、小麦粉とその他穀粉とでは製造設備・工程が異なり、供給の代替性は

認められない。 

上記を踏まえると、小麦粉とその他穀粉は異なる商品範囲を構成する。 

 

(3) 国産小麦を使用した小麦粉と輸入小麦を使用した小麦粉との間の代替性 

国産小麦を使用した小麦粉と輸入小麦を使用した小麦粉は、いずれも菓子、

パン、麺等の原料として使用されており、いずれの原料小麦を使用した小麦粉

でも相互に代替できると述べている需要者が存在する。しかし、食品メーカー

等の需要者の中には、国産であること自体に付加価値があると考え、国産小麦

を使用した小麦粉を原料とした最終製品を製造する者がおり、このような需要

者は、国産小麦を使用した小麦粉を、輸入小麦を使用した小麦粉で代替するこ

とはできない。また、前記１(1)のとおり輸入小麦を使用した小麦粉の流通量

の方が圧倒的に多いため、国産小麦を使用した小麦粉によって代替するには限

界があることから、需要の代替性は限定的である。 

他方で、これらは原料小麦の産地が異なるのみであり、調達費について銘柄

による差はあるものの、輸入小麦と国産小麦の調達費の差は、当事会社グルー

プではそれほど大きくはなく、また、国産小麦を使用した小麦粉と輸入小麦を

使用した小麦粉の製造設備・工程は同一であり、供給者の顔ぶれもほとんど同

じであることから供給の代替性は認められる。 

上記を踏まえると、国産小麦を使用した小麦粉と輸入小麦を使用した小麦粉

は同一の商品範囲を構成する。 

 

(4) 小麦粉の種類間の代替性 

小麦粉は、前記１(1)のとおり、含まれるたんぱく質（グルテン）の質及び量

によって強力粉、中力粉及び薄力粉に分類され、それぞれ用途が異なっており、

食品メーカー等の需要者は使用を切り替えることはできないと述べているた

め、需要の代替性は認められない。 
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他方で、強力粉、中力粉及び薄力粉は原料小麦の銘柄・品種が異なるだけで

あり、製造設備・工程は同一であり、また、供給者の顔ぶれもほとんど同じで

あることから供給の代替性は認められる。 

上記を踏まえると、強力粉、中力粉及び薄力粉は同一の商品範囲を構成する。 

 

(5) 家庭用小麦粉と業務用小麦粉との間の代替性 

家庭用小麦粉と業務用小麦粉は、前記１(1)のとおり、品質自体に差異があ

るわけではないものの、需要者、価格、容量、流通経路、取引単位等に違いが

あることから、需要の代替性は限定的である。 

他方、家庭用小麦粉と業務用小麦粉は、製造設備・工程は基本的に同一であ

り、包装設備・工程が異なるのみである。また、当事会社グループによれば、

製粉会社は、通常、業務用小麦粉のための包装設備を保有しているところ、家

庭用小麦粉のための包装設備を新たに導入しようとする場合、包装能力や自動

化の程度によるものの、多額の費用を要することなく導入できると述べている。

さらに、当事会社グループ及び本件についてアンケート・ヒアリングを実施し

た競争事業者の多くが家庭用小麦粉及び業務用小麦粉のいずれも製造してお

り、製造を切り替えることは可能と述べている。加えて、家庭用小麦粉の包装

設備を保有していない場合であっても、食品の小分け及び小詰め包装を行う事

業者に家庭用小麦粉の包装工程を委託することが可能であり、他の製粉会社に

自社製品のＯＥＭ供給を委託することも可能である。したがって、供給の代替

性は認められる。 

上記を踏まえると、家庭用小麦粉と業務用小麦粉は同一の商品範囲を構成す

る。 

 

３  地理的範囲 

小麦粉は、製品の性質として劣化しにくく一定期間の保存が可能であることか

ら長距離輸送が可能である。実際に長距離輸送が行われる製品も存在しており、

当事会社グループ及び競争事業者のほとんどが、自社製品の販売可能な地域を日

本全国と述べている。 

他方で、前記１(1)のとおり、熊本製粉グループは九州地区に本社・工場を有

し、同グループの主な事業地域である九州地区の販売量が小麦粉の全販売量のう

ちの多くを占めている。また、ほかにも九州地区に本社・工場を有している地場

の競争事業者が存在する。加えて、日清製粉グループも九州地区に工場を有して

おり、同グループが九州地区で販売する小麦粉のほとんどが九州地区の工場で製

造されたものである。 

小麦粉は、販売価格に占める原料費（原料小麦の調達費）の割合が大きく、当

事会社グループにおいても実際に販売価格の大半を占めている。また、前記１(1)

のとおり、原料小麦の約８６％を占めている輸入小麦については、商社を通じて
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国（農林水産省）が調達し、国（農林水産省）は「食糧法第４２条第２項」によ

り、政府売渡価格に基づき各製粉会社に輸入小麦を販売している。したがって、

各製粉会社間の小麦粉の販売価格の差は当該原料費以外の要因によって生じて

いると考えられる。 

当事会社グループの販売価格に占める輸送費の割合は１０％に満たない程度

であるが、上記で説明した状況を踏まえ原料費を除くと、販売価格に占める輸送

費の割合については決して小さいとはいえないと考えられる。 

また、競争事業者によれば、小麦粉は付加価値が少ないコモディティ商品（差

別化が少ない商品）であるため輸送費等の影響を受けるものであり、九州地区の

需要者が購入する小麦粉は九州地区に工場を有する製粉会社からの調達が大半

を占めるものと考えられると述べている。また、別の競争事業者も、輸送費に差

が出るため、九州地区の需要者は可能な限り需要地から近距離の範囲内に工場を

有する製粉会社から調達していると考えられると述べている。実際に、原則とし

て自社工場に近い製粉会社から調達するようにしていると述べている需要者が

存在する。 

以上のことから、小麦粉について本件の検討対象とする地理的範囲を、当事会

社グループが競合する「九州地区」と画定した。 

 

第５  本件行為が競争に与える影響 

当事会社グループは、いずれも九州地区において小麦粉の製造販売業を営んで

いることから、本件行為は、九州地区での小麦粉の製造販売業における水平型企

業結合に該当する。 

 

１  単独行動による競争の実質的制限 

(1) 当事会社グループの地位及び競争事業者の状況 

ア  当事会社グループの地位 

小麦粉の市場シェアは下表のとおりであり、本件行為後のＨＨＩは約３，

１００、ＨＨＩの増分は約７００であることから、水平型企業結合のセーフ

ハーバー基準に該当しない。 
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【令和３年度における小麦粉の市場シェア（九州地区）】 

順位 会社名 市場シェア 

１ 日清製粉グループ 約３５％ 

２ Ａ社 約３０％ 

３ 熊本製粉グループ 約１０％ 

４ Ｂ社 約１０％ 

５ Ｃ社 約５％ 

６ Ｄ社 約５％ 

７ Ｅ社 ０－５％ 

８ Ｆ社 ０－５％ 

９ Ｇ社 ０－５％ 

 その他 ０－５％ 

合計 １００％ 

合算市場シェア・順位：約４５％・第１位 

 

上記のとおり、九州地区において、日清製粉グループは市場シェア第１位

（約３５％）、熊本製粉グループは同第３位（約１０％）であり、当事会社

グループの本件行為後における市場シェアは約４５％となる。 

 

イ  競争事業者の状況 

(ｱ) 市場シェア 

小麦粉の九州地区における競争事業者として、前記アに記載のＡ社ない

しＧ社等１０社以上が存在しており、特に、市場シェア第２位のＡ社は約

３０％の市場シェアを有する。 

 

(ｲ) 供給余力 

a  工場 

各製粉会社の製粉工場の令和元年における稼働率は、大手製粉会社で

８８．０％、中小製粉会社で４５．６％とされており4、一定程度の供給

余力を有していると考えられる。 

また、競争事業者からのアンケート・ヒアリングの回答を踏まえ、①

競争事業者が有する九州地区所在の工場及び②競争事業者が有する他

地区所在の工場（九州地区に小麦粉を現に供給している又は供給が可能

であると回答があった工場のみ。）の直近１年間の稼働率を算出したと

ころ、必ずしも当該供給余力の全てを九州地区への供給に充てることは

                         
4 農林水産省「令和４年度麦の参考資料：麦の需給に関する見通し（動向編）」１６頁。 
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できないと思われるものの、当該事情を踏まえたとしても、当事会社グ

ループの九州地区における販売数量と比較して十分な供給余力が認め

られる。 

 

b  原料 

前記第４の１(1)のとおり、小麦粉の原料は小麦であり、その大部分

が輸入小麦であるところ、各製粉会社が必要とする数量を調達するに当

たって制度上の支障はない。また、各製粉会社は自社の年間需要量の２．

３か月分の輸入小麦の備蓄を行っており、急な需要への対応が必要な場

合であっても、当該備蓄で対応が可能であるため、すぐに原料小麦が不

足することはない。国産小麦については、播種前に契約されており、追

加的な調達は難しいものの、各社、一定程度の在庫を保有しており、他

の製粉会社から融通を受けることも可能である。 

以上を踏まえると、原料小麦の調達によって競争事業者の供給能力が

制約されるとは認められない。 

 

(ｳ) 小括 

以上を踏まえると、競争事業者からの競争圧力が認められる。 

 

(2) 輸入 

現在、小麦粉に関しては１キログラム当たり９０円と高水準の関税が課され

ているため、海外からの輸入は僅かである5。 

したがって、輸入圧力は認められない。 

 

(3) 参入 

当事会社グループ及び競争事業者によれば、小麦粉の国内需要は今後減少し

ていくと見込まれている。また、前記(1)イ(ｲ)a のとおり各製粉会社に供給余

力が認められる状況の中、設備投資して新規参入する事業者は想定されない。 

したがって、参入圧力は認められない。 

 

(4) 隣接市場からの競争圧力 

前記第４のとおり、小麦粉と同様、菓子、パン、麺等の原料として使用され

るものとしてプレミックス粉があるものの、プレミックス粉の主たる原料は小

麦粉であるため、製粉会社がプレミックス粉のメーカーでもあることが多いこ

とから、小麦粉とは別の新規の競争圧力とは必ずしもいえないと考えられる。

                         
5 令和５年度には、「いった小麦、小麦粉等」について、日ＥＵ経済連携協定で４，４００トン、ＴＰ

Ｐ１１で１７，５００トンの枠数量内の関税が撤廃されることとなるものの、国内で製造される小麦

粉の流通量（約４５０万トン）に比べると僅かである。 
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また、プレミックス粉は小麦粉よりも価格が高く、そもそも用途が異なるため

代替することができないと述べる需要者も存在する。 

このほか、同じく菓子、パン、麺等の原料として使用されるものとしてその

他穀粉があるものの、需要者は小麦粉の代替品として使用することはできない

と述べている。 

したがって、隣接市場からの競争圧力は認められない。 

 

(5) 需要者からの競争圧力 

前記第４の１(1)のとおり、輸入小麦の政府売渡価格が年２回公表されてい

ることから、需要者は自らが購入する小麦粉の原料小麦（輸入小麦）の政府売

渡価格を把握できる状況にあり、実際に把握している需要者もいる。そのため、

仮に当事会社グループが輸入小麦の政府売渡価格の変動幅と異なる小麦粉の

販売価格の引上げを行った場合、需要者には理由の説明が必要となる。した

がって、需要者にとって不利な価格改定が行われにくい市場環境となっている。

実際、小麦粉の販売価格は輸入小麦の政府売渡価格と連動して変動しており、

また、アンケート・ヒアリングを実施した需要者のほとんどが、本件行為を契

機とした小麦粉の販売価格の引上げについて懸念を示さなかった。 

加えて、アンケート・ヒアリングを実施した需要者のほとんどは、ＢＣＰ等

の観点から、異なる製粉会社の小麦粉を複数購買しているところ、実際に、自

社が購入している小麦粉の価格に妥当性があるのか、複数の製粉会社の販売価

格を比較検討することで価格面において最適な購入条件を引き出すようにし

ていると述べている需要者や、複数の製粉会社から仕入れている理由として安

定調達及び製粉会社に競争意識を持たせて優位な交渉ができる環境を構築す

るためと述べている需要者も存在する。 

以上のことから、需要者の中には、 

・ 本件行為による小麦粉の販売価格の引上げはない。 

・ 製粉会社間で小麦粉の品質自体に差異があるわけではなく、自社向け

に製造してもらっている小麦粉についても他の製粉会社で製造するこ

とは可能である。 

・ 仮に当事会社グループが販売価格の引上げを行った場合には新規取引

先との取引開始や既存取引先からの調達数量を増加させることを検討

する。 

と述べる者が存在した。 

したがって、需要者からの競争圧力が認められる。 

 

(6) 小括 

以上のとおり、①有力な競争事業者が存在し（約３０％の市場シェアを有す

る事業者が１社存在する。）、これを含む競争事業者は供給余力を有しており、
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競争事業者からの競争圧力が認められること、②需要者が原料小麦の政府売渡

価格を把握できる状況で、実際に把握している需要者もいること、また、製粉

会社間で小麦粉の品質差は小さく、需要者は複数購買を行っていることを背景

に需要者からの競争圧力が認められることから、単独行動により九州地区での

小麦粉の製造販売業における競争を実質的に制限することとなるとは認めら

れない。 

 

２  協調的行動による競争の実質的制限 

前記１(1)アのとおり、本件行為の結果、上位２社で市場シェアの約７５％を

占めることとなる。また、小麦粉は同質的な製品であることに加えて、販売価格

に占める原料費（原料小麦の調達費）の割合が大きく、かつ、原料小麦の約８６％

を占めている輸入小麦については、商社を通じて国（農林水産省）が調達し、国

（農林水産省）は「食糧法第４２条第２項」により、政府売渡価格に基づき各製

粉会社に輸入小麦を販売していることから、費用条件が類似している。 

他方で、前記１(5)のとおり、小麦粉の販売価格は輸入小麦の政府売渡価格と

連動して変動しており、需要者にとって不利な価格改定が行われにくい市場環境

となっている。また、前記１(1)イ(ｱ)のとおり、競争事業者が１０社以上存在し

ていることも踏まえれば、本件行為を契機として、協調的行動により九州地区で

の小麦粉の製造販売業における競争を実質的に制限することとなるとは認めら

れない。 

 

第６  結論 

本件行為により、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる

とは認められないと判断した。 
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事例２ ㈱リケンによるＪＦＥ継手㈱の株式取得 

 

第１  当事会社 

株式会社リケン（法人番号3010001032014）（以下「リケン」という。）は、主

に内燃機関（エンジン）周辺の自動車部品のほか、配管継手等の製造販売業を営

む会社である。 

ＪＦＥ継手株式会社1（法人番号7120101037360）（以下「ＪＦＥ継手」という。）

は、主に配管継手の製造販売業を営む会社である。 

以下、リケンとＪＦＥ継手を併せて「当事会社」という。 

 

第２  本件の概要及び関係法条 

本件は、リケンがＪＦＥ継手の株式に係る議決権の５０％を超えて取得するこ

と（以下「本件行為」という。）を計画したものである。 

関係法条は、独占禁止法第１０条である。 

 

第３  一定の取引分野 

１  商品の概要 

配管継手とは、水、油、空気、蒸気等を輸送するための管と管を接続する際に

用いられる部品であり、金属継手（鉄製、黄銅製等）と樹脂製継手（塩ビ製等）

に分類される。日本金属継手協会によれば、金属継手は、その材料や形状により、

①可鍛継手2、②溶接継手3、③フランジ継手4、④高圧継手5及び⑤排水鋼管継手6

                         
1 令和５年５月９日に「日本継手株式会社」に商号変更を行った。 
2 可鍛継手は、熱処理等を加えることにより、可鍛性（延性）を与えた鋳鉄（可鍛鋳鉄）を用いて製造

される継手であり、主に給水給湯配管、冷温水配管、冷却水配管、消火配管、空気配管、ガス配管、蒸

気配管、油配管等様々な配管の接続に使用されている。 
3 溶接継手は、管と管を接合する際に、溶接して使用する継手で、特殊な環境にも対応が可能な接合方

式とされており、ねじ込み式より強度が高く、信頼性の高い配管接合が可能であることから、給水給湯

配管や冷温水配管等の一般配管に加えて、発電所、ガスプラント、製油所、石油・化学プラント、浄水

場、造船、水処理施設等の配管にも数多く使用されている。 
4 フランジ継手は、管の両端部に溶接又はねじ込みにて円盤状の板（フランジ）を取り付け、そのフラ

ンジ同士の間にゴムシール（パッキン）を挟み、フランジ穴にボルトを通してナットで固定する継手

で、シール性・強度が高く、分解・組立てが容易である。給水給湯配管や冷温水配管等の一般配管のほ

かに、パッキンの種類によっては、高温・高圧の配管にも使用される。 
5 高圧継手は、鋼製の鍛造継手であり、油圧配管、ガス配管、消火配管等に使用される。なお、比較的

使用圧力の低い配管では、可鍛鋳鉄製のねじ込み継手（２０Ｋ継手（Ｋは圧力を表す単位））が使用さ

れることもある。 
6 排水鋼管継手は、屋内配管用継手で、主に中高層階ビル等の汚水・雑用水の配管に使用される。排水

鋼管継手には、ドレネジ継手と呼ばれるねじ込み継手と、ゴムシール（パッキン）等の密着によって接

続部の止水を行うメカニカル継手（ＭＤ継手）の２種類が存在するところ、ＭＤ継手は、ねじ切りや溶

接等が不要で、施工が省力化できるため、一般的にはＭＤ継手が使用されることが多く、建物の層間変

位を吸収する可とう性、伸縮性を備えている。 
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に分類され、更に①可鍛継手は、ねじ込み継手とハウジング継手に細分類される。 

本件についてみれば、リケンは金属継手を製造する一方、ＪＦＥ継手は金属継

手及び樹脂製継手の両方の製造販売を行っており、当事会社は、具体的には金属

継手のうち、上記①可鍛継手について競合している。 

 

(1) ねじ込み継手 

ねじ込み継手は、継手にめねじ（又はおねじ）が切られている製品で、おね

じ（又はめねじ）が切られた管（パイプ）を継手に差し込み締めることにより

両者を接続する製品であり、給水給湯配管、冷温水配管、冷却水配管、消火配

管、空気配管、ガス配管、蒸気配管、油配管等様々な配管の接続に使用されて

いる。 

 

(2) ハウジング継手 

ハウジング継手とは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化された配管

継手であり、接続管の両端部に特殊形状のガスケット7をはめ込み、その上から

ハウジング8をかぶせ、ボルト、ナット等で締め付ける接合方式の継手である。

溶接工事技術を要する溶接継手や重量の重いその他の継手に比べて施工方法

が比較的簡単であるという特徴がある。また、ねじ込み継手と同様に給水給湯

配管、冷温水配管、冷却水配管、消火配管、空気配管、油配管等様々な配管の

接続に使用されている。 

 

２  商品範囲 

(1) 可鍛継手とその他の継手（溶接継手、フランジ継手、高圧継手及び排水鋼管

継手）の間の代替性 

ア  可鍛継手と溶接継手 

可鍛継手と溶接継手は、小口径（１５Ａ9～５０Ａ）において選択的に使用

されることは少ないが、特に中口径（６５Ａ～１５０Ａ）の消火配管や空調

配管等で、可鍛継手（ハウジング継手）と溶接継手は選択的に使用されてお

り、また、造船分野やプラント分野等で配管に振動が加わる場合には、小口

径であっても溶接継手が使用されるケースがあることから、可鍛継手（ねじ

込み継手）と溶接継手は選択的に使用されている。したがって、可鍛継手と

溶接継手の間に需要の代替性は一定程度認められる。 

しかし、可鍛継手の製造設備は鋳造設備やねじ加工設備（専用のねじ切り

                         
7 ガスケットは、接続部分の密閉に使用されるシール材のことである。 
8 ハウジングは、ガスケットなどを包んで保護する覆いの部品のことである。 
9 「Ａ」は呼び径（配管の内径）を表すｍｍ単位での表示であり、１５Ａは呼び径が１５ｍｍの意味で

ある。 
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機及びＮＣマシン10）等が中心となる一方で、溶接継手はねじ加工が不要で

あり、製造設備は鋼管の切断、曲げ加工等を行う設備が中心であり、可鍛継

手と溶接継手では製造工程・設備が大きく異なる。したがって、可鍛継手と

溶接継手の間に供給の代替性は認められない。 

 

イ  可鍛継手とフランジ継手 

可鍛継手とフランジ継手は、小口径（１５Ａ～５０Ａ）において選択的に

使用されることは少ないが、中口径（６５Ａ～１５０Ａ）から大口径（２０

０Ａ～３００Ａ）の範囲では、主に空調配管やプラント配管において選択的

に使用されている。したがって、可鍛継手とフランジ継手の間に需要の代替

性は一定程度認められる。 

しかし、フランジ継手には鋼製と鋳鉄製があるところ、①鋼製フランジ継

手の製造工程は丸棒材を切断、加熱、プレス、加工するもので、可鍛継手と

は必要となる製造設備が大きく異なり、また、②鋳鉄製フランジ継手は、基

本的には可鍛継手と同様の設備で製造が可能ではあるものの、鋳鉄製フラン

ジ継手メーカーがねじ込み継手の製造に参入するには、継手の材質が異なる

ため熱処理炉やねじ加工機（ＮＣマシンによっては対応可能。）が追加的に

必要となるほか、材質が同様のハウジング継手の製造に参入するにも塗装ラ

インや金型を用意する必要があり、少なくとも一定程度の額の設備投資が新

たに必要となり、可鍛継手とは製造工程・設備が異なる。したがって、可鍛

継手とフランジ継手の間の供給の代替性は限定的である。 

 

ウ  可鍛継手と高圧継手 

可鍛継手は、高圧継手の中でも比較的使用圧力の低い配管に使用されるも

のとは、選択的に使用され得るが、油圧配管やガス配管等で鋼製の高圧継手

が使用される場合は、使用圧力が非常に高いため、選択的に使用されること

はない。したがって、可鍛継手と高圧継手の間の需要の代替性は限定的であ

る。 

また、高圧継手は、一般に鋼製で、鉄を切削加工して製造するものであり、

鋳鉄製の可鍛継手とは製造工程・設備ともに大きく異なるため、可鍛継手と

の間に供給の代替性は認められない。 

 

エ  可鍛継手と排水鋼管継手 

排水鋼管継手は、ごみや汚物が継手内部に残らないように特殊な形状と

なっており、可鍛継手とは形状が大きく異なるため、可鍛継手との間に需要

の代替性は認められない。 

                         
10 ＮＣマシンは、数値制御（数値によってコントロール）されるＮＣ装置を備えた工作機械のことで

ある。 
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また、排水鋼管継手メーカーには、過去に可鍛継手（ねじ込み継手）を製

造していた事業者もおり、鋳造設備等の製造設備の共通性はあるように考え

られるが、排水鋼管継手メーカーが、可鍛継手の製造に参入するには追加の

設備投資等が必要となり、少なくとも一定程度の額の費用が掛かるため、供

給の代替性は限定的である。 

 

オ  小括 

以上から、可鍛継手とその他の継手（溶接継手、フランジ継手、高圧継手

及び排水鋼管継手）は異なる商品範囲を構成する。 

 

(2) ねじ込み継手とハウジング継手の間の代替性 

ねじ込み継手とハウジング継手は、いずれも給水給湯配管、冷温水配管、冷

却水配管、消火配管、空気配管、油配管等様々な配管の接続に用いられるもの

であり、共通又は類似の用途・機能を有している。これは、ハウジング継手が、

伝統的な商品であるねじ込み継手に代替する、施工の容易な新たな商品として

開発されたものであることからも裏付けられる。 

また、ねじ込み継手とハウジング継手は、商品自体の価格及び施工に掛かる

費用という点でも類似している。 

したがって、ねじ込み継手とハウジング継手の間に需要の代替性は認められ

るため、ねじ込み継手とハウジング継手は同一の商品範囲を構成する。 

 

(3) 小括 

以上から、「可鍛継手」を商品範囲として画定した。 

 

３  地理的範囲 

可鍛継手の製造販売業者はいずれも、日本全国を事業地域としているところ、

商品の特性や輸送上のコスト等につき、特段の事情は認められず、また可鍛継手

の需要者であるゼネコンやサブコン（工事業者）等は、日本全国において同等の

条件で可鍛継手を調達することができることから、「日本全国」を地理的範囲と

して画定した。 

 

第４  一定の取引分野におけるセーフハーバー基準の該当性 

当事会社はいずれも日本全国において可鍛継手製造販売業を営んでいるため、

本件は日本全国における可鍛継手製造販売業に係る水平型企業結合に該当する。 

日本全国における可鍛継手製造販売市場に係る市場シェアの状況は下表のと

おりであり、本件行為後のＨＨＩは約２,７００、ＨＨＩの増分は約７００であ

ることから、水平型企業結合のセーフハーバー基準に該当しない。 

したがって、本件行為が競争を実質的に制限することとなるかを、後記第５に
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おいて検討する。 

 

【令和３年度における可鍛継手製造販売業の市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ Ａ社 約３０％ 

２ ＪＦＥ継手 約２０％ 

３ リケン 約１５％ 

４ Ｂ社 約１５％ 

５ Ｃ社 約１０％ 

６ Ｄ社 ０―５％ 

７ Ｅ社 ０―５％ 

８ Ｆ社 ０―５％ 

９ Ｇ社 ０―５％ 

１０ Ｈ社 ０―５％ 

１１ Ｉ社 ０―５％ 

合計 １００％ 

合算市場シェア・順位：約３５％・第１位 

 

第５  本件行為が競争に与える影響 

１  当事会社の地位及び競争事業者の状況 

本件行為後における当事会社の市場シェアは約３５％（第１位）となるが、有

力な競争事業者として市場シェア約３０％のＡ社が存在し、Ａ社を含め競争事業

者が９社存在する。 

また、現時点の市場シェア第１位であるＡ社は、金属継手で長い歴史があるこ

とから、現場の職人の世界ではＡ社の金属継手について厚い信頼感が得られてい

る。 

さらに、可鍛継手の需要及び生産量が年々減少していることに伴い、継手メー

カーの多くは、過去には三直体制にて稼働させていた工場を、現在は１日８時間

の生産を基本とする一直体制にて稼働させていることから、継手メーカーは、生

産体制を元の三直体制に戻すだけで供給量を増加させられるため、当事会社の競

争事業者である継手メーカーには供給余力が認められる。 

したがって、Ａ社という有力な競争事業者を始め、競争事業者が複数存在し、

当該競争事業者は十分な供給余力を有していると考えられることから、競争事業

者からの競争圧力が認められる。 

 

２  隣接市場からの競争圧力 

(1) 溶接継手からの競争圧力 

前記第３の２(1)アのとおり、溶接継手は、特に中口径（６５Ａ～１５０Ａ）
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の消火配管、空調配管等で可鍛継手（ハウジング継手）と選択的に使用されて

おり、また造船分野やプラント分野等で配管に振動が加わる場合には、小口径

（１５Ａ～５０Ａ）であっても溶接継手が使用されるケースがあり、可鍛継手

（ねじ込み継手）とも選択的に使用されている。 

また、溶接継手の価格は、可鍛継手と比べれば高いものの、万一事故が起き

た場合の被害が抑えられるという利点もある。 

したがって、仮に可鍛継手の価格が高くなった場合、溶接継手が選択される

と考えられるため、溶接継手からの競争圧力が一定程度認められる。 

 

(2) フランジ継手からの競争圧力 

前記第３の２(1)イのとおり、フランジ継手は、小口径（１５Ａ～５０Ａ）に

おいては可鍛継手と選択的に使用されることは少ないが、中口径（６５Ａ～１

５０Ａ）から大口径（２００Ａ～３００Ａ）の範囲では、主に空調配管やプラ

ント配管において可鍛継手と選択的に使用されていると考えられる。 

また、フランジ継手の価格は、可鍛継手と比べればかなり高いものの、フラ

ンジ継手は、万一事故が起きた場合の被害が抑えられるという利点もある。 

したがって、仮に可鍛継手の価格が高くなった場合、フランジ継手も選択さ

れると考えられるため、フランジ継手からの競争圧力が一定程度認められる。 

 

(3) 樹脂製継手からの競争圧力 

樹脂製継手は、樹脂製配管の接続に使用されるもので、金属継手よりも安価

であるが、金属製配管の接続に使用されることはない（同様に樹脂製配管の接

続に金属継手が使用されることもない。）。また、従来、金属製配管が耐久性、

耐火性の観点で、樹脂製配管に比べて性能が高かったため、より高耐久性、高

耐火性が求められる用途（ホテルや事務所ビル等の共用部における配管、消火

配管等の接続）には、金属製配管及び金属継手が広く使用されていた。 

しかし、近年、樹脂製配管の性能が向上したことにより、上記のような高耐

久性、高耐火性が求められる用途についても、建物の設計段階で、樹脂製配管

及び樹脂製継手が使用されるようになっている。これは、実際、金属製配管及

び金属継手の生産量が減少している一方、樹脂製配管及び樹脂製継手の生産量

は増加していることからも裏付けられる。 

したがって、建物の設計段階で金属製配管について樹脂製配管からの競争圧

力が一定程度認められるといえることから、金属継手である可鍛継手について

も、樹脂製継手からの競争圧力が一定程度認められる。 

 

(4) 小括 

以上から、隣接市場からの競争圧力が一定程度認められる。 
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３  需要者からの競争圧力 

配管継手は、継手メーカーから、一次店（問屋）又は二次店（販売店）を通じ

て11、ゼネコンやサブコン（工事業者）等に販売されるところ、近年の建材費高

騰により建物の建築費全体が高騰していることを受け、ゼネコンやサブコン（工

事業者）等は、施主からの強い価格引下げ圧力を受けている。 

また、前記１のとおり、可鍛継手製造販売市場には、Ａ社という有力な競争事

業者を始め、競争事業者が複数存在し、当該競争事業者は十分な供給余力を有し

ていると考えられることから、最終需要者であるゼネコンやサブコン（工事業者）

等は取引先を容易に当事会社から競争事業者に変更することができると考えら

れる。 

さらに、各継手メーカーは、ほぼ専属に流通業者（一次店（問屋）又は二次店

（販売店））と取引していることから、当該流通業者に対する交渉力も高いとは

考えられない。 

したがって、当事会社に対して、施主からの強い価格引下げ圧力を受けたゼネ

コンやサブコン（工事業者）等から、流通業者を通じて、価格上昇を抑えようと

する圧力が働いていると考えられるため、需要者からの競争圧力が一定程度認め

られる。 

 

４  小括 

以上のとおり、①競争事業者からの競争圧力が認められ、②隣接市場からの競

争圧力及び③需要者からの競争圧力が一定程度認められることから、本件行為に

より、当事会社の単独行動又は競争事業者との協調的行動により、日本全国にお

ける可鍛継手製造販売業に係る取引分野における競争を実質的に制限すること

とはならないと認められる。 

 

第６  結論 

本件行為により、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはな

らないと判断した。 

 

                         
11 一次店は、原則として系列取引が多く、また二次店も一定程度特定の一次店と取引している。 
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事例３ ㈱リケンと日本ピストンリング㈱による共同株式移転 

   

第１  当事会社 

株式会社リケン（法人番号3010001032014）（以下「リケン」という。）及び日

本ピストンリング株式会社（法人番号8030001006457）（以下「日本ピストンリン

グ」という。）は、いずれもエンジン部品の製造販売業を営んでいる。 

以下、リケンを最終親会社として既に結合関係が形成されている企業の集団を

「リケングループ」と、日本ピストンリングを最終親会社として既に結合関係が

形成されている企業の集団を「日本ピストンリンググループ」といい、リケング

ループと日本ピストンリンググループを併せて「当事会社グループ」という。 

 

第２  本件の概要及び関係法条 

本件は、リケンと日本ピストンリングが共同株式移転により新たに設立した持

株会社の完全子会社となること（以下「本件行為」という。）を計画したもので

ある。 

関係法条は、独占禁止法第１５条の３である。 

なお、当事会社グループが営む事業の間で競合関係にあるものは多数存在する

ところ、以下は、競争に与える影響が比較的大きいと考えられた自動車用ピスト

ンリングのうち四輪用のＯＥＭ1・ＯＥＳ2用ピストンリング製造販売業並びに舶

用ピストンリングのうち２ストローク用ＭＡＮブランドのＯＥＭ・ＯＥＳ用及び

ＯＥＳ用（ブランド品）ピストンリング製造販売業における水平型企業結合の検

討結果について詳述したものである。 

 

第３  商品・役務の概要等 

ピストンリングとは、エンジンのシリンダー内部のピストン外周に装着するリ

ングのことである。ピストンリングには「トップリング」、「セカンドリング」

及び「オイルリング」の３種類があり、一般的にはこれら３種類のピストンリン

グを組み合わせて使用する。ピストンリングの主な機能は、①エンジンが燃焼ガ

スの膨張でピストンを押し下げて動力を発生する際に燃焼ガスの気密性を保つ

機能、②熱を冷却されたシリンダー壁に逃がす機能及び③潤滑油をコントロール

して磨耗や焼き付けを抑える機能の三つである。 

なお、ピストンリングはエンジン部品であるところ、これを装着するエンジン

の違いによって、①自動車用、②舶用及び③汎用に分かれる。 

 

１  自動車用ピストンリングの概要 

自動車用ピストンリングは、(ｱ)四輪用（乗用車用）、(ｲ)四輪商用（トラック・

                         
1 Original Equipment Manufacturers の略。 
2 Original Equipment Suppliers の略。 
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バス及び建機用）及び(ｳ)二輪用のピストンリングに分けられる。 

また、自動車用ピストンリングは、後記(1)及び(2)のとおり、「ＯＥＭ・ＯＥ

Ｓ用」と「アフターマーケット用」がある。 

 

(1) ＯＥＭ・ＯＥＳ用 

ＯＥＭ・ＯＥＳ用は、四輪車メーカー、四輪商用車メーカー又は二輪車メー

カー（以下、これらを併せて「自動車メーカー」という。）を経由して流通す

るピストンリングのことである。ＯＥＭ用は新しく製造される自動車エンジン

に搭載されるもの（新設用）である。ＯＥＳ用は自動車メーカー系列の自動車

整備工場が交換用として使用するものであり、自動車メーカーから系列の自動

車整備工場に供給される。ＯＥＭ用とＯＥＳ用はいずれも自動車メーカーを経

由して流通するもので、新設用として使用されるか交換用として使用されるか

の違いしかなく、商品としては全く同じものであることから、以下では両者を

併せて「ＯＥＭ・ＯＥＳ用」という。ＯＥＭ・ＯＥＳ用の需要者は自動車メー

カーである。 

 

(2) アフターマーケット用 

アフターマーケット用は、自動車メーカーを経由しないで流通する交換用の

自動車用ピストンリングである。アフターマーケット用は部品商社が自動車

メーカーの系列でない独立系の自動車整備工場に対して販売している。アフ

ターマーケット用の需要者は部品商社である。 

 

２  舶用ピストンリングの概要 

舶用ピストンリングとは、船舶エンジン用のピストンリングで、そのサイズ（直

径）がおおむね１５０ミリメートルよりも大きいピストンリングをいう。 

 

(1) ２ストローク用と４ストローク用 

舶用エンジンには、１回の燃料燃焼につき、ピストンの運動が２行程（①圧

縮、②膨張）行われる「２ストロークエンジン」と、４行程（①吸入、②圧縮、

③膨張、④排気）行われる「４ストロークエンジン」とがある。 

２ストロークエンジンについては、MAN Energy Solutions（以下「ＭＡＮ」

という。）、Winterthur Gas & Diesel（以下「ＷⅰｎＧＤ」という。）及び株

式会社ジャパンエンジンコーポレーション（以下「ジャパンエンジン」という。）

の３社が設計に関する権利を保有しているため、２ストロークエンジンやその

部品（ピストンリング等）の製造販売を行うには、これらのライセンサーから

ライセンスを取得する必要がある。他方、４ストロークエンジンの設計はエン

ジンメーカーが独自に行っているため、エンジン及びその部品の製造販売につ

いては、２ストロークエンジンのようなライセンスを取得する必要はない。 
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すなわち、２ストローク用ピストンリングの製造販売にはライセンスの取得

が必要である一方、４ストローク用ピストンリングの製造販売についてはライ

センスの取得の必要がないという違いがある。 

 

(2) 舶用ピストンリングの種類 

舶用ピストンリングは、２ストローク用と４ストローク用のいずれも次の種

類がある。 

・ＯＥＭ用 

・ＯＥＳ用（エンジンメーカー供給品）（以下単に「ＯＥＳ用」という。） 

・アフターマーケット用 

また、２ストローク用は以上に加え 

・ＯＥＳ用（ライセンサー供給品）（以下「ＯＥＳ用（ブランド品）」とい

う。） 

がある。 

 

ア  ＯＥＭ用及びＯＥＳ用 

エンジンメーカーが造船会社に製造販売する新規のエンジンに組み込

むピストンリングを「ＯＥＭ用」という。これに対し、エンジンメーカー

が船主又はドック会社（船舶の修理等を行う会社をいう。以下同じ。）向

けに販売する交換用部品としてのピストンリングを「ＯＥＳ用」という。 

ＯＥＳ用は、ドック会社が交換用部品として使用するものである。ＯＥ

Ｍ用もＯＥＳ用もエンジンメーカーの刻印がされており、ピストンリング

に不具合があった場合の保証は基本的にはエンジンメーカーが行う。 

ＯＥＭ用とＯＥＳ用は機能・効用等がおおむね同一のものであり、エン

ジンメーカーが購入したピストンリングを新しく製造するエンジンに装

着した場合は概念的に「ＯＥＭ用」に分類され、交換用として船主等に販

売した場合は概念的に「ＯＥＳ用」と分類されるにすぎないことから、Ｏ

ＥＭ用とＯＥＳ用を別のものとして論じる必要はない。したがって、以下

では両者を併せて「ＯＥＭ・ＯＥＳ用」という。 

なお、船舶は数十年にわたり使用されることが一般的で、エンジンに対

する定期点検（５年ごとのオーバーホール点検及びオーバーホール点検の

２年半～３年後の中間点検）のたびに舶用ピストンリングが交換されるた

め、ＯＥＭ用よりもＯＥＳ用の方が市場規模が相当に大きいと考えられる。 

 

イ  ＯＥＳ用（ブランド品） 

２ストローク用エンジンのライセンサーは、ライセンシーであるピストンリ

ング製造販売業者からピストンリングを購入して、自ら船主又はドック会社に

販売している。このＯＥＳ用（ブランド品）にはライセンサーの刻印がされて
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おり、不具合があった場合の保証は基本的にはライセンサーが行う。ＯＥＳ用

（ブランド品）はエンジンメーカー系列ではない独立系ドック会社が交換用部

品として使用するところ、ＭＡＮが販売するＯＥＳ用（ブランド品）の価格は、

当事会社グループが製造販売するＯＥＭ・ＯＥＳ用の価格よりも安価な傾向に

ある。 

なお、ライセンサーのうち、ＯＥＳ用（ブランド品）の購入を行っているの

はＭＡＮ及びＷⅰｎＧＤのみである。 

 

ウ  アフターマーケット用 

アフターマーケット用は、交換用に用いられるピストンリングで、エンジン

メーカーやライセンサーの保証がないものをいう。アフターマーケット用は保

証がない反面、ＯＥＳ用やＯＥＳ用（ブランド品）よりも価格が安い。アフター

マーケット用は、部品商社が船主又は独立系ドック会社に対して販売している。 

 

【２ストローク用の商流】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【４ストローク用の商流】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ピストンリング製造販売業者 

エンジンメーカー ライセンサー 部品商社 

造船会社 

船主又はドック会社 

ＯＥＭ・ＯＥＳ用 
ＯＥＳ用（ブランド品） 

アフターマーケット用 

エンジン 

（ＯＥＭ用） 

ＯＥＳ用 ＯＥＳ用 
（ブランド品） 

アフターマーケット用 

ピストンリング製造販売業者 

エンジンメーカー 部品商社 

造船会社 

船主又はドック会社 

ＯＥＭ・ＯＥＳ用 アフターマーケット用 

エンジン 

（ＯＥＭ用） 

 

ＯＥＳ用 
アフターマーケット用 
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第４  一定の取引分野 

１  自動車用ピストンリング 

(1) 商品・役務範囲 

ア  仕様又は用途が異なるピストンリングの代替性 

(ｱ) 需要の代替性 

ピストンリングは、装着するエンジンの型によって仕様（主にサイズ及

び表面処理）が異なる。需要者はそれぞれのエンジンの型によって各仕様

のピストンリングを使い分けていることから、仕様が異なるピストンリン

グ間における需要の代替性は認められない。 

 

(ｲ) 供給の代替性 

前記第３の１のとおり、自動車用ピストンリングは、四輪用、四輪商用

及び二輪用の用途がある。ピストンリング製造販売業者の製造の実態を踏

まえると、仕様が異なるピストンリングであっても同一の用途のものであ

れば仕様の違いが大きくないため、多大な追加的費用やリスクを負うこと

なく、短期間のうちに供給を行うことができると考えられる。他方、用途

が異なるほど仕様の違いが大きいピストンリングについては、多大な追加

的費用やリスクを負うことなく、短期間のうちに供給を行うことは必ずし

も容易ではないと考えられる。 

したがって、仕様が異なっていても同一の用途であるピストンリングの

間には供給の代替性は認められるが、用途が異なるピストンリング間にお

ける供給の代替性は認められない。 

 

(ｳ) 小括 

以上のとおり、用途が異なるピストンリングの間における供給の代替性

は認められないため、四輪用、四輪商用及び二輪用のピストンリングは異

なる商品・役務と画定される。 

 

イ  ＯＥＭ・ＯＥＳ用とアフターマーケット用 

(ｱ) 需要の代替性 

     四輪用には、ＯＥＭ・ＯＥＳ用とアフターマーケット用がある。前記第

３の１(1)及び(2)のとおり、ＯＥＭ・ＯＥＳ用は自動車メーカーを通じて

流通するものであるため、ピストンリング製造販売業者にとって、ＯＥＭ・

ＯＥＳ用の需要者は自動車メーカーであるが、アフターマーケット用は自

動車メーカーを通じて流通するものではなく、部品商社が購入して自動車

メーカーの系列でない独立系の自動車整備工場に対して販売しているも

のである。このように、ＯＥＭ・ＯＥＳ用とアフターマーケット用では需

要者が異なる。ＯＥＭ・ＯＥＳ用の需要者である自動車メーカーは、ＯＥ



事例３ ㈱リケン／日本ピストンリング㈱ 

２３ 

 

Ｍ・ＯＥＳ用に一定の価格引上げがあったとしても、上記のとおりそもそ

も流通が異なるため、その代わりとしてアフターマーケット用を購入する

ことはしない。また、アフターマーケット用の需要者である部品商社は、

アフターマーケット用に一定の価格引上げがあったとしても、上記のとお

りそもそも流通が異なるため、その代わりとしてＯＥＭ・ＯＥＳ用を購入

することはしない。 

したがって、ＯＥＭ・ＯＥＳ用とアフターマーケット用の間には、需要

の代替性が認められない。 

 

(ｲ) 供給の代替性 

アフターマーケット用の製造販売にはＯＥＭ・ＯＥＳ用ほどの量産能力

が必要でないと考えられる。このため、アフターマーケット用ピストンリ

ングの製造販売ができたとしても、短期間のうちに自動車メーカー向けの

ＯＥＭ・ＯＥＳ用の量産を開始できるとは考えにくい。 

したがって、ＯＥＭ・ＯＥＳ用とアフターマーケット用の間の供給の代

替性は限定的である。 

 

(ｳ) 小括 

以上から、ＯＥＭ・ＯＥＳ用とアフターマーケット用は異なる商品・役

務と画定される。 

 

ウ  小括 

    以上から、商品・役務範囲を「四輪用のＯＥＭ・ＯＥＳ用ピストンリング」

と画定した。 

 

(2) 地理的範囲 

四輪用のＯＥＭ・ＯＥＳ用ピストンリングの需要者である自動車メーカーは、

日本国内のピストンリング製造販売業者からピストンリングを購入している。

また、ピストンリング製造販売業者も、主に国内の自動車メーカーにピストン

リングを販売している。 

以上から、四輪用のＯＥＭ・ＯＥＳ用ピストンリングの地理的範囲を「日本

全国」として画定した。 

 

２  舶用ピストンリング 

(1) 商品・役務範囲 

ア  ２ストローク用と４ストローク用 

(ｱ) 需要の代替性 

前記第３の２(1)のとおり、船舶エンジンには、２ストロークエンジン
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と４ストロークエンジンがある。２ストロークエンジンと４ストロークエ

ンジンは異なる構造を持つエンジンであるため、ピストンリングの仕様が

異なる。このため、２ストロークエンジン用のピストンリングを４スト

ロークエンジンに装着することはなく、その逆も同様である。 

したがって、２ストローク用ピストンリングと４ストローク用ピストン

リングの間には、需要の代替性が認められない。 

 

(ｲ) 供給の代替性 

２ストローク用ピストンリングを製造販売する設備やノウハウがある

事業者であれば、通常、４ストローク用ピストンリングの製造販売もでき

ると考えられる。一方で、２ストローク用ピストンリングを製造販売する

にはライセンスを取得する必要があるため、４ストローク用ピストンリン

グの製造販売業者が、短期間のうちに２ストローク用ピストンリングの製

造販売を開始できるとは考えにくい。 

したがって、２ストローク用ピストンリングと４ストローク用ピストン

リングの間の供給の代替性は限定的である。 

 

(ｳ) 小括 

以上から、２ストローク用ピストンリングと４ストローク用ピストンリ

ングは、異なる商品・役務と画定される。 

なお、以下では２ストローク用について詳述する。 

 

イ  ＯＥＭ・ＯＥＳ用、ＯＥＳ用（ブランド品）及びアフターマーケット用の代

替性（２ストローク用） 

(ｱ) 需要の代替性 

ＯＥＭ・ＯＥＳ用の需要者はエンジンメーカー、ＯＥＳ用（ブランド品）

の需要者はライセンサー、アフターマーケット用の需要者は部品商社であ

るように、需要者はピストンリングの種類ごとに異なっている。これらの

各需要者は、自らが購入するピストンリングの種類に一定の価格引上げが

あったとしても、その代わりとして他の種類を購入することはない。 

したがって、ＯＥＭ・ＯＥＳ用、ＯＥＳ用（ブランド品）及びアフター

マーケット用の間には、需要の代替性が認められない。 

 

(ｲ) 供給の代替性 

２ストローク用の場合、ＯＥＭ・ＯＥＳ用、ＯＥＳ用（ブランド品）及

びアフターマーケット用のいずれもライセンスの取得を要する商品であ

る。このため、ライセンスを取得していれば、これらのいずれも製造する

能力はあると考えられる。 
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したがって、２ストローク用については、ＯＥＭ・ＯＥＳ用、ＯＥＳ用

（ブランド品）及びアフターマーケット用の間には、供給の代替性が認め

られる。 

 

(ｳ) 小括 

以上のとおり、２ストローク用については、ＯＥＭ・ＯＥＳ用、ＯＥＳ

用（ブランド品）及びアフターマーケット用の間に供給の代替性が認めら

れるため、これらは同一の商品役務として画定されるとも考えられる。一

方で、ＯＥＭ・ＯＥＳ用、ＯＥＳ用（ブランド品）又はアフターマーケッ

ト用は需要者が明確に異なっている（ＯＥＭ・ＯＥＳ用の需要者はエンジ

ンメーカー、ＯＥＳ用（ブランド品）の需要者はライセンサー（ＭＡＮ又

はＷｉｎＧＤ）、アフターマーケット用の需要者は部品商社である。）。 

そして、ＯＥＭ・ＯＥＳ用の需要者である日本のエンジンメーカーは主

に国内のピストンリング製造販売業者からピストンリングを購入してい

る一方、ＯＥＳ用（ブランド品）の需要者であるライセンサーは世界中の

ピストンリング製造販売業者からピストンリングを購入しているなど、需

要者によって購買行動に違いがみられる。 

以上を踏まえると、２ストローク用については、より慎重に審査を行う

観点から、需要の代替性を重視して、ＯＥＭ・ＯＥＳ用、ＯＥＳ用（ブラ

ンド品）及びアフターマーケット用はそれぞれ異なる商品・役務として画

定する。 

なお、以下では、２ストローク用のＯＥＭ・ＯＥＳ用及びＯＥＳ用（ブ

ランド品）について詳述する。 

 

ウ  異なるブランド間の代替性（２ストローク用のＯＥＭ・ＯＥＳ用及びＯＥＳ

用（ブランド品）） 

(ｱ) 需要の代替性 

ＯＥＭ・ＯＥＳ用の需要者である２ストロークエンジンのエンジンメー

カーは自らがライセンスを供与されているブランドのピストンリングを、

ＯＥＳ用（ブランド品）の需要者であるライセンサーは自らのブランドの

ピストンリングをそれぞれ購入する必要があるため、例えばＭＡＮブラン

ドのピストンリングに一定の価格引上げがあったとしても、その代わりと

してＷⅰｎＧＤブランドやジャパンエンジンブランドのピストンリング

を購入することはしない。 

したがって、異なるブランドの舶用ピストンリングの間には、需要の代

替性が認められない。 

 

(ｲ) 供給の代替性 
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 あるブランドのピストンリングを製造しようとする場合には、当該ブラ

ンドのライセンサーのライセンスを受ける必要がある。このため、ライセ

ンスを受けていないブランドのピストンリングに一定の価格引上げが

あったとしても、当該ブランドのライセンスを受けていないピストンリン

グ製造販売業者が短期間のうちに当該ブランドのピストンリングの製造

販売を開始することは困難と考えられる。このことは、ＯＥＭ・ＯＥＳ用

及びＯＥＳ用（ブランド品）のいずれにも当てはまる。 

したがって、異なるブランドの舶用ピストンリングの間には、供給の代

替性が認められない。 

 

(ｳ) 小括 

 以上のことから、ブランドが異なる２ストローク用のＯＥＭ・ＯＥＳ用

及びＯＥＳ用（ブランド品）はそれぞれ異なる商品・役務と画定される。 

 

エ  異なるサイズ間の代替性 

前記アからウまでの検討から、次の【表】の①～⑤の２ストローク用舶用

ピストンリングはそれぞれ異なる商品・役務と画定される。ここでは、①～

⑤それぞれの商品・役務の中においてサイズが異なる２ストローク用舶用ピ

ストンリング間の需要の代替性及び供給の代替性について検討する。 

 

【表】 
 

ＯＥＭ・ＯＥＳ用 ＯＥＳ用（ブランド品） 

ＭＡＮ ① ② 

ＷｉｎＧＤ ③ ④ 

ジャパンエンジン ⑤ ― 

  

(ｱ) 需要の代替性 

舶用ピストンリングの需要者は、エンジンのシリンダーの内径に合った

ピストンリングを選択するため、これに合わないピストンリングを選択す

ることはない。 

したがって、サイズの異なる舶用ピストンリングの間には、需要の代替

性が認められない。 

 

(ｲ) 供給の代替性 

舶用ピストンリング製造販売業者は、①～⑤それぞれの商品・役務の中
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においてサイズが異なる舶用ピストンリングについて、大きな追加コスト

を要することなく製造することが可能と考えられる。 

したがって、①～⑤それぞれの商品・役務の中においてサイズが異なる

舶用ピストンリングの間には、供給の代替性が認められる。 

 

(ｳ) 小括 

以上から、①～⑤それぞれの商品・役務の中においてサイズが異なる舶

用ピストンリングは、同一の商品・役務として画定される。 

 

オ  小括 

前記アからエまでの検討のとおり、２ストローク用舶用ピストンリングの

商品・役務を前記【表】の①～⑤ごとに画定した。このうち、当事会社グルー

プが競合関係にある商品・役務は複数あるが、以下では、次の２つの商品・

役務の検討について詳述する。 

 

i.２ストローク用ＭＡＮブランドのＯＥＭ・ＯＥＳ用（前記【表】の①） 

ii.２ストローク用ＭＡＮブランドのＯＥＳ用（ブランド品）（前記【表】

の②） 

 

(2) 地理的範囲 

ア  ２ストローク用ＭＡＮブランドのＯＥＭ・ＯＥＳ用 

需要者である日本の２ストロークエンジンメーカーは、２ストローク用の

ＯＥＭ・ＯＥＳ用ピストンリングを、主に日本国内のピストンリング製造販

売業者から購入している。 

このため、２ストローク用ＭＡＮブランドのＯＥＭ・ＯＥＳ用（前記【表】

の①）の地理的範囲を「日本全国」と画定した。 

 

イ  ２ストローク用ＭＡＮブランドのＯＥＳ用（ブランド品） 

需要者であるライセンサーは、２ストローク用のＯＥＳ用（ブランド品）

ピストンリングを、世界中のピストンリング製造販売業者から購入している。 

このため、２ストローク用ＭＡＮブランドのＯＥＳ用（ブランド品）（前

記【表】の②）」の地理的範囲を「世界全体」と画定した。 

 

第５  一定の取引分野におけるセーフハーバー基準の該当性 

１  四輪用のＯＥＭ・ＯＥＳ用ピストンリング 

四輪用のＯＥＭ・ＯＥＳ用ピストンリングの市場シェアは下表のとおりであり、

水平型企業結合のセーフハーバー基準に該当しない。 
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【令和３年度における四輪用のＯＥＭ・ＯＥＳ用の市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ Ａ社 約４０％ 

２ リケングループ 約３５％ 

３ 日本ピストンリンググループ 約２５％ 

合計 １００％ 

合算市場シェア・順位：約６０％・第１位 

 

２  舶用ピストンリング 

前記第４の２で詳述するとした２つの一定の取引分野の市場シェアはいずれ

も不明であるため、水平型企業結合のセーフハーバー基準に該当しないものとし

てそれぞれ検討する。 

 

第６  競争の実質的制限の検討 

１  四輪用のＯＥＭ・ＯＥＳ用ピストンリング 

(1) 単独行動による競争の実質的制限 

ア  当事会社グループの地位及び競争者の状況 

(ｱ) 市場シェアの状況 

     本件行為後の当事会社グループの市場シェアは約６０％（第１位）、競

争者のＡ社は４０％（第２位）となる。 

 

(ｲ) 競争者の供給余力 

     ピストンリングの主たる受注競争はおおむね新規エンジン開発時の受

注競争であるところ、ピストンリング製造販売業者は、おおむね受注を獲

得してから量産に向けた生産設備等の増強を行うため、たとえ受注の時点

では生産設備等に余剰がないとしても、そのことは供給余力がないことを

意味するものではない。また、当事会社グループとＡ社の過去の市場シェ

アの推移からしても、当事会社グループとＡ社は受注の争奪をしていると

考えられることから、ピストンリング製造販売業者間の受注競争は過去も

現在も活発に行われていると考えられる。 

したがって、Ａ社が競争的な行動を採るために必要な供給余力を保持し

ていないとはいえない。 

 

(ｳ) 商品の同質性 

四輪用のＯＥＭ・ＯＥＳ用ピストンリングは成熟商品であり、技術革新

の余地が少なく、ピストンリング製造販売業者各社の四輪用ピストンリン

グの品質に大きな差はないと考えられる。また、自動車メーカーはエンジ

ンの新規開発のタイミング及びモデルチェンジ等のタイミングに見積り

合わせを実施して、ピストンリング製造販売業者の選定を行っていること
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から、いずれのピストンリング製造販売業者も自動車メーカーから受注を

獲得する可能性があると考えられる。 

したがって、当事会社グループ及びＡ社が供給する四輪用ピストンリン

グは同質的であると考えられる。 

 

(ｴ) 小括 

以上のとおり、Ａ社は約４０％の市場シェアを有しているところ、当事

会社グループとＡ社が供給する四輪用ピストンリングは同質的であると

考えられるため、当事会社グループが価格を引き上げれば、需要者は購入

先を競争者であるＡ社に切り替えると考えられる。また、Ａ社が競争的な

行動を採るために必要な供給余力を保持していないとはいえず、また、ピ

ストンリング製造販売業者間の競争は活発に行われていると考えられる

ことからすれば、自動車メーカーに新規エンジンの開発やエンジンモデル

チェンジ等の際のピストンリング製造販売業者の切替えの動きがみられ

る場合には受注を巡る競争が行われると考えられる。 

以上から、有力な競争者であるＡ社からの競争圧力が働いていると考え

られる。 

 

イ  輸入 

  日本国外にも四輪用ピストンリング製造販売業者は存在するが、国内のピ

ストンリング製造販売業者は自動車メーカーが望む品質・価格でピストンリ

ングを販売するよう努めており、自動車メーカーがあえて輸入品に切り替え

る必要が生じていないと考えられるため、四輪用ピストンリングの輸入はほ

とんど行われていない状況にある。 

しかしながら、海外事業者製品は国内事業者製品に比べると輸送費やリー

ドタイムなどが劣るものの、国内事業者製品と海外事業者製品の間に機能・

効用等の大きな差はないため、海外事業者製品も自動車メーカーの選択肢と

なり得る。 

以上から、コストの削減を重要視する自動車メーカーは、国内のピストン

リング製造販売業者が価格を引き上げた場合には、輸入品に購入を切り替え

る可能性は十分にあると考えられる。 

したがって、輸入による競争圧力は一定程度認められる。 

 

ウ  参入 

  四輪用ピストンリング製造販売業においては、当事会社グループ及びＡ社

が大半の供給を行っており、過去の一定期間に新規参入者はいなかった。 

したがって、参入圧力は認められない。 
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エ  隣接市場からの競争圧力 

  四輪用のＯＥＭ・ＯＥＳ用ピストンリングと機能・効用等が類似している

商品はないため、隣接市場は存在しない。 

 

オ  需要者からの競争圧力 

  自動車メーカーは、新規エンジンの開発時又はモデルチェンジ等のタイミ

ングで、ピストンリング製造販売業者を対象に見積り合わせを実施する競争

的な手法によって購入先を選定している。また、当事会社グループは、生産

の合理化等によってコスト低減を図るなどして、自動車メーカーが望む品

質・価格のピストンリングを販売できるよう努めている。 

   したがって、当事会社グループら四輪用ピストンリング製造販売業者に対

して相当程度の価格交渉力を有する自動車メーカー（需要者）からの競争圧

力が認められる。 

 

カ  小括 

  以上のとおり、本件行為によって、当事会社グループのシェアが高まると

ころ、有力な競争者からの競争圧力が認められるほか、輸入圧力が一定程度

認められることに加え、需要者からの競争圧力が認められることから、単独

行動により、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはなら

ないと考えられる。 

 

(2) 協調的行動による競争の実質的制限 

ア  本件行為により、四輪用のＯＥＭ・ＯＥＳ用ピストンリングの供給者の数は

３社から２社へ減少する。また、当事会社グループと競争者の商品は同質的で

あり、費用構造も類似している。これらの点からすれば、当事会社グループ及

び競争者が共通認識に達することは容易であり、協調的行動から逸脱したかど

うかを他の事業者が監視することは容易であるともいえる。 

また、四輪用のＯＥＭ・ＯＥＳ用ピストンリングは、長期的にみた場合、需

要動向の変化は激しくなく、技術革新も活発ではないため、需要動向の変動や

技術革新を要因とする市場シェアや価格の変動が大きくなるとは認められな

いことから、競争者の行動を予測することが困難とはいえない。 

イ  しかしながら、四輪用のＯＥＭ・ＯＥＳ用ピストンリングについて、本格的

な受注競争はエンジンの新規開発時に集中していることなどから、四輪用ピス

トンリングの取引は大口化していると考えられる。また、四輪用のＯＥＭ・Ｏ

ＥＳ用ピストンリングは、エンジンの新規開発のタイミング又はモデルチェン

ジ等のタイミングで見積り合わせにより採用されることとなるところ、エンジ

ンの新規開発又はモデルチェンジ等のタイミングは不定期である。このため、

ピストンリング製造販売業者は、大口で不定期な取引を積極的に受注するイン
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センティブを有して価格競争を行っている。さらに、四輪用のＯＥＭ・ＯＥＳ

用ピストンリングの取引量は安定的であるとは言い難く、取引量の変動等に伴

う価格改定が行われている。 

したがって、短期的な観点からは、当事会社グループ及びＡ社が互いに行動

を予測することが困難であると考えられ、協調的な行動を採る誘因は小さいと

考えられる。 

さらに、協調的行動を妨げる要因となる、輸入圧力が一定程度認められ、需

要者からの競争圧力も認められる。 

ウ  以上のことから、四輪用ピストンリング製造販売業において、当事会社グルー

プと競争者の協調的行動により競争を実質的に制限することとはならないと考

えられる。 

 

２  舶用ピストンリング 

(1) ２ストローク用ＭＡＮブランドのＯＥＭ・ＯＥＳ用ピストンリング（日本全

国） 

ア  単独行動による競争の実質的制限 

(ｱ) 当事会社グループの地位及び競争者の状況 

当事会社グループは舶用のＯＥＭ・ＯＥＳ用ピストンリング全体（日本

全国）でみても合計市場シェアが９割を超える地位にあることから、２ス

トローク用ＭＡＮブランドのＯＥＭ・ＯＥＳ用ピストンリング（日本全国）

の取引分野における当事会社グループの市場シェアがこれよりも大幅に

小さくなることは考えにくい。このため、当事会社グループは相当程度の

高い市場シェアを有していると考えられる。 

２ストローク用ＭＡＮブランドのＯＥＭ・ＯＥＳ用ピストンリングを製

造販売している当事会社グループの競争者としてＢ社が存在するが、Ｂ社

は世界全体でみた場合に市場シェアが大きい事業者であるため、Ｂ社から

の競争圧力は後記(ｲ)の輸入圧力として検討する。そうすると、Ｂ社以外

の競争者からの競争圧力は認められない。 

 

(ｲ) 輸入 

 全世界の２ストロークエンジンの約９０％を生産する韓国（４５％）、

日本（２６％）及び中国（２３％）のうち、韓国及び中国に対してはＢ社

がほぼ独占的にピストンリングを供給している状態にある。そのため、Ｂ

社は、世界全体でみた場合には、当事会社グループよりも市場シェアが大

きい有力な舶用ピストンリング製造販売業者であると考えられる。 

また、日本の２ストローク用エンジンメーカーの中には既にＢ社からピ

ストンリングを購入している者もいるなど、輸入圧力としてのＢ社の競争

上の地位は高いと考えられる。 
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以上のことから、Ｂ社からの輸入圧力が認められる。 

 

(ｳ) 参入 

日本国内の舶用ピストンリング製造販売業においては、従前から新規参

入がないことから、参入圧力は認められない。 

 

(ｴ) 隣接市場からの競争圧力 

２ストローク用ＭＡＮブランドのＯＥＭ・ＯＥＳ用ピストンリングと機

能・効用等が類似している商品はないため、直接的な隣接市場は存在しな

い。 

他方、２ストロークエンジンメーカーが販売するＭＡＮブランドのＯＥ

Ｓ用と、ＭＡＮが販売するＯＥＳ用（ブランド品）は、直接の需要者が異

なることから異なる一定の取引分野を構成するものの、いずれも最終需要

者は世界の船主又はドック会社であるため、最終需要者の段階では競合し

ている。 

ＭＡＮは世界中のピストンリング製造販売業者から舶用ピストンリン

グを購入していると考えられるところ、前記(ｲ)のとおり、Ｂ社は世界全

体でみた場合には当事会社グループよりも市場シェアが大きい有力な舶

用ピストンリング製造販売業者と考えられることからすれば、ＭＡＮはＯ

ＥＳ用（ブランド品）についても、その多くをＢ社等の当事会社グループ

以外のピストンリング製造販売業者から購入していると考えられる。この

ため、ＭＡＮが購入するＯＥＳ用（ブランド品）に占める当事会社グルー

プ製品の割合は大きくないと考えられる。 

本件行為後、当事会社グループがＭＡＮブランドのＯＥＳ用の価格を引

き上げれば、最終需要者である船主又はドック会社はＯＥＳ用からＯＥＳ

用（ブランド品）に切り替えると考えられる。上記のとおり、ライセンサー

であるＭＡＮはＯＥＳ用（ブランド品）の多くをＢ社等の当事会社グルー

プ以外のピストンリング製造販売業者から購入していると考えられるこ

とからすれば、最終需要者によるＯＥＳ用からＯＥＳ用（ブランド品）へ

の切替えは、当事会社グループのＯＥＳ用の売上を減少させると考えられ

る。このとき、ＯＥＭ用とＯＥＳ用は商品としては同じものであるため同

等の価格引上げがなされていると考えられるが、前記第３の２(2)アのと

おり、ＯＥＳ用の方がＯＥＭ用よりも市場規模が相当に大きいことからす

ると、当事会社グループはＯＥＳ用の売上の減少をＯＥＭ用の売上の増加

で賄うことは難しいと考えられる。 

以上から、ＭＡＮブランドのＯＥＳ用（ブランド品）は当事会社グルー

プのＭＡＮブランドのＯＥＭ・ＯＥＳ用の価格引上げに対する一定の牽制

力になっていると考えられるため、ＭＡＮブランドのＯＥＭ・ＯＥＳ用に
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対しては、間接的な隣接市場であるＭＡＮブランドのＯＥＳ用（ブランド

品）からの競争圧力が認められる。 

 

(ｵ) 需要者からの競争圧力 

需要者であるエンジンメーカーは見積り合わせによってピストンリン

グの購入先を選定している。エンジンメーカーは、海外メーカーからも購

入できる体勢を構築しており、また、ピストンリング以外の部品を海外

メーカーから購入しているものも多くあるため、海外メーカーと取引する

ことは特別なことではなく、ピストンリングについても海外メーカーから

購入可能であると考えられる。このことからすれば、エンジンメーカーは

ピストンリングの購入先を変更することができ、一定程度の価格交渉力を

有していると考えられる。 

したがって、需要者からの競争圧力が一定程度認められる。 

 

(ｶ) 小括 

以上のとおり、２ストローク用ＭＡＮブランドのＯＥＭ・ＯＥＳ用ピス

トンリング製造販売市場においては、当事会社グループの市場シェアが相

当程度あり競争者からの競争圧力が認められず、参入圧力も認められない。 

他方、輸入圧力及び間接的な隣接市場からの競争圧力が認められ、需要

者からの競争圧力も一定程度認められる。 

 したがって、２ストローク用ＭＡＮブランドのＯＥＭ・ＯＥＳ用ピスト

ンリング製造販売市場については、単独行動により競争を実質的に制限す

ることとなるとは認められない。 

 

イ  協調的行動による競争の実質的制限 

現在、２ストローク用ＭＡＮブランドのＯＥＭ・ＯＥＳ用ピストンリング

製造販売市場には、当事会社グループしかおらず、本件行為により当該市場

における競争単位が２つから１つとなることから、協調的行動を採ることは

ない。 

したがって、協調的行動により競争を実質的に制限することとなるとは認

められない。 

 

(2) ２ストローク用ＭＡＮブランドのＯＥＳ用（ブランド品）ピストンリング（全

世界） 

ア  単独行動による競争の実質的制限 

当事会社グループの競争者であるＢ社は、舶用ピストンリングの世界市場

でシェア１位であり、Ｂ社の市場シェアは当事会社グループの合計市場シェ

アを大きく上回ると考えられるため、有力な競争者であるＢ社からの強い競
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争圧力が働いていると考えられる。 

したがって、単独行動により競争を実質的に制限することとなるとは認め

られない。 

 

イ  協調的行動による競争の実質的制限 

Ｂ社の市場シェアは当事会社グループの合計市場シェアを大きく上回ると

考えられるため、Ｂ社の生産量は当事会社グループの生産量を大きく上回る

と考えられる。そうすると、Ｂ社のピストンリング１単位当たりの製造コス

トは当事会社グループよりも大幅に低いと考えられ、Ｂ社と当事会社グルー

プではコスト構造が異なると考えられることから、当事会社グループとＢ社

が協調的行動を採るとは認められない。 

したがって、協調的行動により競争を実質的に制限することとなるとは認

められない。 

 

第７  結論 

本件行為により、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとは

ならないと判断した。 
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事例４ 古河電池㈱による三洋電機㈱のニカド電池事業の譲受け 

   

第１  当事会社 

古河電池株式会社（法人番号7020001010527）（以下「古河電池」という。）及

び三洋電機株式会社（法人番号1120001155854）（以下「三洋電機」という。）は、

いずれもニッケルカドミウム電池（以下「ニカド電池」という。なお、以下では、

ニカド電池の極板等を部材とする素電池を「ニカド素電池」といい、ニカド素電

池等を部材とする組電池を「ニカド組電池」という。）の製造販売業（以下「ニ

カド電池事業」という。）を営む会社である。 

以下、三洋電機の最終親会社であるパナソニック株式会社（法人番号31200012

36504）と既に結合関係が形成されている企業の集団を「パナソニックグループ」

といい、古河電池及びパナソニックグループを併せて「当事会社グループ」とい

う。 

 

第２  本件の概要及び関係法条 

本件は、古河電池が三洋電機からニカド電池事業を譲り受けること（以下「本

件行為」という。）を計画したものである。 

パナソニックグループに属する会社のうち、三洋電機以外にもニカド電池事業

に関連する資産を保有している会社があるが、三洋電機は当該会社から当該資産

を譲り受けた上で、ニカド電池事業を古河電池に譲渡するとしている。 

本件行為は届出要件を満たさないが、古河電池から本件行為に係る具体的な計

画を示されて相談があったことから、公正取引委員会は、届出を要する企業結合

計画について届出が行われた場合に準じて企業結合審査を行ったものである。 

関係法条は、独占禁止法第１６条である。 

なお、当事会社グループが営む事業の間で競合又は取引関係にあるものは多数

存在するところ、以下は、競争に与える影響が比較的大きいと考えられた、①円

筒形ニカド素電池製造販売業、②非常用放送設備用の円筒形ニカド組電池製造販

売業及び③防火シャッター（連動中継器）用の円筒形ニカド組電池製造販売業に

おける各水平型企業結合の検討結果について詳述したものである。 

 

第３  商品・役務の概要等 

１  概要 

(1) ニカド電池の種類等 

ニカド電池は、正極に水酸化ニッケル、負極にカドミウム、電解液にアルカ

リ水溶液を使用し、充電して何度も使うことのできる二次電池である。ニカド

電池は、大きく分けると、小型である「円筒形」と大型である「角形」の２種

類がある。 
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(2) ニカド電池の需要の傾向 

ニカド電池は、環境負荷が高いとされるカドミウムを負極に使用しているた

め、近年の環境意識の高まりを背景に、ニッケル水素電池やリチウムイオン電

池といったニカド電池以外の種類の二次電池への切替えが進んでおり、需要が

縮小傾向にある。 

 

２  円筒形のニカド電池の製造工程、商流等 

(1) 円筒形のニカド電池の製造工程 

円筒形のニカド電池の製造工程は、おおまかに、①極板を製造する工程、②

極板等の部材を組み合わせて円筒形のニカド素電池（「セル」とも呼ばれる単

電池。以下「円筒形ニカド素電池」という。）を製造する工程及び③円筒形ニ

カド素電池をパック加工して円筒形のニカド組電池（以下「円筒形ニカド組電

池」という。）を製造する工程に分かれる。当事会社グループは、上記①ない

し③の全ての工程を行っている。 

古河電池は、自社製（内製品）の極板及びパナソニックグループから購入し

た極板を用いて円筒形ニカド素電池を製造するとともに、自社製（内製品）の

円筒形ニカド素電池及びパナソニックグループから購入した円筒形ニカド素

電池を用いて円筒形ニカド組電池を製造している。 

なお、古河電池は、自社製の極板の外販はしていない。 

一方、パナソニックグループは、自社製（内製品）の極板を用いて円筒形ニ

カド素電池を製造し、この円筒形ニカド素電池を用いて円筒形ニカド組電池を

製造している。 

 

(2) 極板 

ニカド素電池は、極板等の部材を組み合わせて製造される。ニカド素電池の

極板には円筒形用・角形用の区別はない。ニカド素電池の極板を国内で製造す

る事業者は、当事会社グループのみであるが、前記(1)のとおり古河電池は極

板を外販していないため、パナソニックグループは、ニカド素電池の極板を他

の電池メーカーに販売する国内唯一の事業者である。 

 

(3) 円筒形ニカド素電池 

ア  メーカー等 

ニカド素電池には「円筒形」と「角形」があり、寸法等が異なるところ、

円筒形が小型、角形が大型である。円筒形ニカド素電池の国内メーカーは、

当事会社グループのみである。 

 

イ  当事会社グループが製造する円筒形ニカド素電池の型式 

円筒形ニカド素電池は、当事会社グループがそれぞれ設定している型式に
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より、電圧（Ｖ）、容量（ｍＡｈ）、質量（ｇ）、寸法（直径ｍｍ×高さｍ

ｍ）、標準充電（電流ｍＡ×時間ｈｒ）等が異なる。当事会社グループが製

造する円筒形ニカド素電池の型式のうち、同等品と考えられるものは僅かで

ある。 

なお、円筒形ニカド素電池メーカーが、製造していない容量や寸法の円筒

形ニカド素電池を新たに製造する場合には、多額の設備投資費用を要するこ

とに加え、投資決定から生産開始までに数年の期間が掛かる。 

 

(4) 円筒形ニカド組電池 

ア  用途 

前記(1)のとおり、円筒形ニカド組電池は、円筒形ニカド素電池をパック

加工したものである。円筒形ニカド組電池は、非常用放送設備用、防火シャッ

ター（連動中継器）用のほか、ビル非常灯用（小型）・誘導灯用、医療機器

用、民生用、産業機器用等の用途に使用されている。 

円筒形ニカド組電池の大きさや容量等は、円筒形ニカド組電池を搭載する

機器の大きさ、当該機器に円筒形ニカド組電池を収納するスペースの大きさ、

当該機器の用途等により異なっている。このため、円筒形ニカド組電池メー

カーは、円筒形ニカド組電池を搭載する機器に合うように円筒形ニカド素電

池を選択して円筒形ニカド組電池を製造する。このように、円筒形ニカド組

電池は、それを搭載する機器の仕様に合うように製造される特注品である。 

 

イ  メーカー等 

(ｱ) 非常用放送設備用の円筒形ニカド組電池 

非常用放送設備用の円筒形ニカド組電池は、火災等の発生時に建物内の

人々に火災発生の警報及び避難誘導を行うための放送設備に用いられる

円筒形ニカド組電池である。非常用放送設備用の円筒形ニカド組電池の

メーカーは、当事会社グループのみである。 

 

(ｲ) 防火シャッター（連動中継器）用の円筒形ニカド組電池 

防火シャッター（連動中継器）とは、火災時に防火シャッターが自動で

閉鎖する際に人が挟まれる事故を防止する感知装置を搭載したものであ

り、そのバックアップ電源として円筒形ニカド組電池が用いられている。 

防火シャッター（連動中継器）用の円筒形ニカド組電池のメーカーは、

当事会社グループのみである。 

 

(5) 円筒形のニカド電池の商流等 

ア  商流 

円筒形のニカド電池に係る一般的な商流は次のとおりである。 
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パナソニックグループが製造した極板は、円筒形ニカド素電池メーカーで

ある古河電池に販売される。古河電池は自社で内製した極板及びパナソニッ

クグループから購入した極板を用いて、円筒形ニカド素電池を製造している。

一方、パナソニックグループは、自社で製造した極板を用いて円筒形ニカド

素電池を製造している。 

円筒形ニカド素電池メーカーである当事会社グループは、製造した円筒形

ニカド素電池を円筒形ニカド組電池メーカーに販売している。 

円筒形ニカド組電池メーカーは、需要者である機器メーカーの要望に応じ

た円筒形ニカド組電池を製造するため、それに合った円筒形ニカド素電池を

選択して購入し、これをパック加工することによって円筒形ニカド組電池を

製造している。 

円筒形ニカド組電池メーカーは古河電池、パナソニックグループ等である。 

 

イ  価格設定 

極板、円筒形ニカド素電池及び円筒形ニカド組電池のそれぞれに係る価格

交渉は、各取引当事者間において行われている。 

なお、古河電池は、製造コストが安定していたことから、長年、円筒形ニ

カド素電池及び円筒形ニカド組電池について値上げを行っていない。 

パナソニックグループも、上記の古河電池と同様の理由により、大部分の

需要者には、長年、円筒形ニカド素電池及び円筒形ニカド組電池について値

上げを行っていない。 

 

３  ニカド電池以外の種類の二次電池 

ニカド電池以外の種類の二次電池としては、ニッケル水素電池、リチウムイオ

ン電池及び鉛蓄電池がある。二次電池の需要者は、必要とする電圧、放電特性、

大きさ、コスト、安全性等を踏まえて、使用する二次電池の種類を選定している。

円筒形ニカド組電池は、防火シャッター（連動中継器）用、ビル非常灯用（小型）・

誘導灯用、医療機器用及び民生用を中心に、ニッケル水素電池又はリチウムイオ

ン電池への切替えが進んでおり、需要が縮小傾向にある。 

 

第４  一定の取引分野 

１  商品・役務範囲 

(1) 円筒形ニカド素電池と円筒形ニカド組電池の代替性 

ア  需要の代替性 

円筒形ニカド組電池は円筒形ニカド素電池をパック加工したものである

ため、円筒形ニカド素電池は円筒形ニカド組電池を構成する部材の１つとい

える。このため、円筒形ニカド素電池と円筒形ニカド組電池とを別個の商品・

役務として検討するのではなく、円筒形ニカド組電池としてのみ検討すれば
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足りるとも考えられる。 

しかしながら、当事会社グループから円筒形ニカド素電池を購入して円筒

形ニカド組電池の製造を行っている円筒形ニカド組電池メーカーもおり、実

態として、円筒形ニカド素電池はそれ自体が取引の客体となっていることか

ら、円筒形ニカド素電池の需要者は、円筒形ニカド素電池に一定の価格引上

げがあったとしても、その代わりとして円筒形ニカド組電池を購入すること

はないと考えられる。 

したがって、円筒形ニカド素電池と円筒形ニカド組電池の間には、需要の

代替性が認められない。 

 

イ  供給の代替性 

当事会社グループは、円筒形ニカド素電池の製造も円筒形ニカド組電池の

製造も行っているが、円筒形ニカド素電池の製造に必要な設備・ノウハウ等

と円筒形ニカド組電池の製造に必要な設備・ノウハウ等は異なる。このため、

円筒形ニカド組電池メーカーであったとしても、多大な追加的費用やリスク

を負うことなく、短期間のうちに、円筒形ニカド素電池の製造に転換するこ

とは困難と考えられる。 

したがって、円筒形ニカド素電池と円筒形ニカド組電池の間には、供給の

代替性が認められない。 

 

ウ  小括 

以上から、円筒形ニカド素電池と円筒形ニカド組電池は、異なる商品・役

務と画定される。 

 

(2) 円筒形ニカド素電池 

ア  円筒形と角形の代替性 

(ｱ) 需要の代替性 

円筒形ニカド素電池は、小型である円筒形ニカド組電池の製造に用いら

れ、角形のニカド素電池（以下「角形ニカド素電池」という。）は、大型

である角形のニカド組電池（以下「角形ニカド組電池」という。）の製造

に用いられる。このため、需要者は、円筒形ニカド素電池に一定の価格引

上げがあったとしても、その代わりとして角形ニカド素電池を購入するこ

とはないと考えられる。このことは角形ニカド素電池に一定の価格引上げ

があった場合も同様と考えられる。 

したがって、円筒形ニカド素電池と角形ニカド素電池の間には、需要の

代替性が認められない。 

 

(ｲ) 供給の代替性 
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ニカド素電池は、基本的には、容量や寸法が異なると同じ製造設備で製

造することができない。円筒形は小型、角形は大型のニカド素電池であり、

容量や寸法が大きく異なるため、円筒形ニカド素電池のみを製造販売する

事業者が新たに角形ニカド素電池を製造するためには、新たな製造設備を

構築する必要があると考えられる。このことは、角形ニカド素電池のみを

製造販売する事業者が新たに円筒形ニカド素電池を製造する場合も同様

と考えられる。 

したがって、円筒形ニカド素電池と角形ニカド素電池の間には、供給の

代替性が認められない。 

 

(ｳ) 小括 

以上から、円筒形ニカド素電池と角形ニカド素電池は、異なる商品・役

務と画定される。本件において検討対象となる商品・役務は円筒形ニカド

素電池であるため、以下、円筒形ニカド素電池について検討する。 

 

イ  円筒形ニカド素電池とニカド電池以外の種類の二次電池の代替性 

(ｱ) 需要の代替性 

円筒形ニカド組電池を製造するには、部材である円筒形ニカド素電池を

用いる必要がある。ニッケル水素電池などニカド電池以外の種類の二次電

池を用いて円筒形ニカド組電池を製造することはできない。したがって、

円筒形ニカド素電池の需要者である円筒形ニカド組電池メーカーは、円筒

形ニカド組電池を製造するためにニカド電池以外の種類の二次電池を購

入することはない。 

したがって、円筒形ニカド素電池とニカド電池以外の種類の二次電池の

間には、需要の代替性が認められない。 

 

(ｲ) 供給の代替性 

二次電池は、ニカド電池、ニッケル水素電池等の種類によってそれぞれ

特徴が異なるため、円筒形ニカド素電池を製造するために必要な設備・ノ

ウハウ等と、ニカド電池以外の種類の二次電池を製造するために必要な設

備・ノウハウ等は異なる。このため、円筒形ニカド素電池とニカド電池以

外の種類の二次電池は、一方の製造販売ができるとしても、多大な追加的

費用やリスクを負うことなく、短期間のうちに、もう一方の製造販売に転

換できるものではない。 

したがって、円筒形ニカド素電池とニカド電池以外の種類の二次電池の

間には、供給の代替性が認められない。 

 

(ｳ) 小括 
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以上から、円筒形ニカド素電池とニカド電池以外の種類の二次電池は、

異なる商品・役務と画定される。 

 

ウ  型式間の代替性 

(ｱ) 需要の代替性 

当事会社グループは、円筒形ニカド素電池の型式を、電圧（Ｖ）、容量

（ｍＡｈ）、質量（ｇ）、寸法（直径ｍｍ×高さｍｍ）、標準充電（電流

ｍＡ×時間ｈｒ）等の違いによって設定しているが、いずれの型式であっ

ても、円筒形ニカド素電池の機能効用は、必要な電気を継続的に供給する

という点にある。また、円筒形ニカド素電池の需要者である円筒形ニカド

組電池メーカーは、円筒形ニカド組電池の需要者である機器メーカーが要

求する大きさや性能等に合った円筒形ニカド組電池を製造するため、当事

会社グループが製造する様々な型式の円筒形ニカド素電池の中から適切

なものを選択し、複数の円筒形ニカド素電池をパック加工することで円筒

形ニカド組電池を製造している。円筒形ニカド組電池メーカーが、その需

要者の要求を満たす円筒形ニカド組電池を製造しようとする場合、特定の

型式の円筒形ニカド素電池しか選択肢に入らない場合もあると考えられ

るが、需要者の要求を満たし得る円筒形ニカド素電池の組合せは必ずしも

一様ではないと考えられる。 

以上から、円筒形ニカド素電池の型式間の需要の代替性は、一定程度認

められる。 

 

(ｲ) 供給の代替性 

基本的に、現に製造している容量や寸法と異なる円筒形ニカド素電池を

新たに製造するためには、新たな製造設備を構築する必要がある。このた

め、多大な追加的費用やリスクを負うことなく、短期間のうちに、型式の

異なる円筒形ニカド素電池に製造販売を転換することは難しいと考えら

れる。 

以上から、型式の異なる円筒形ニカド素電池の間には、供給の代替性が

認められない。 

 

(ｳ) 小括 

以上のとおり、型式の異なる円筒形ニカド素電池の間には、供給の代替

性が認められないため、円筒形ニカド素電池の一定の取引分野は、個々の

型式ごとに形成されているとも考えられる。 

しかしながら、円筒形ニカド素電池の製造販売市場が個々の型式ごとに

形成されるとした場合、当事会社グループは、ほとんどの型式の市場にお

いて競合しないことになるが、より慎重に検討する観点からは、型式横断
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的に商品・役務範囲を画定して、当事会社グループが同一市場で競合して

いると考えて検討した方が適切と考えられることから、円筒形ニカド素電

池の商品・役務範囲は、型式横断的に画定するのが適当と考えられる。 

なお、型式の違いに着目した場合の当事会社グループ間の競合の程度は、

後記第６の、本件行為が競争を実質的に制限することとなるかの検討にお

いて考慮することとする。 

 

エ  小括 

以上から、商品・役務範囲を「円筒形ニカド素電池」として画定した。 

 

(3) 円筒形ニカド組電池 

ア  円筒形と角形の代替性 

(ｱ) 需要の代替性 

ニカド組電池には、円筒形と角形がある。円筒形ニカド組電池は、非常

用放送設備用、防火シャッター（連動中継器）用のほか、ビル非常灯用（小

型）・誘導灯用、医療機器用、民生用、産業機器用等の用途に使用されて

いる。一方、角形ニカド組電池は、航空機用や鉄道車両用といった用途に

使用されており、円筒形と角形は用途が異なっている。このため、需要者

は、円筒形ニカド組電池に一定の価格引上げがあったとしても、その代わ

りとして角形ニカド組電池を購入することはないと考えられる。このこと

は角形ニカド組電池に一定の価格引上げがあった場合も同様と考えられ

る。 

このように、円筒形ニカド組電池と角形ニカド組電池の間には、需要の

代替性が認められない。 

 

(ｲ) 供給の代替性 

円筒形ニカド組電池と角形ニカド組電池では、ニカド組電池を搭載する

機器の使用条件やニカド組電池の収納スペースの大きさ等が異なる。また、

円筒形ニカド組電池を搭載する機器と、角形ニカド組電池を搭載する機器

では特性等に違いがあるため、円筒形ニカド組電池と角形ニカド組電池で

は求められる性能・仕様が異なると考えられる。円筒形ニカド組電池メー

カーは、円筒形ニカド組電池を搭載する機器の大きさや特性を踏まえて、

当該機器に合った円筒形ニカド素電池を選択して購入し、これをパック加

工することによって円筒形ニカド組電池を製造している。このため、円筒

形ニカド組電池を製造する技術・ノウハウ等があっても、角形ニカド組電

池を製造することが難しい場合もあると考えられる。 

したがって、円筒形ニカド組電池と角形ニカド組電池の間の供給の代替

性は限定的と考えられる。 
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(ｳ) 小括 

以上のことから、円筒形ニカド組電池と角形ニカド組電池は異なる商

品・役務に画定される。 

 

イ  円筒形ニカド組電池とニカド電池以外の種類の二次電池の代替性 

(ｱ) 需要の代替性 

円筒形ニカド組電池の需要者である機器メーカーは、自社が製造する機

器に必要な電圧、放電特性、大きさ、コスト、安全性等を踏まえて、当該

機器に搭載する二次電池の種類（ニカド電池、ニッケル水素電池等）を選

定している。 

ニカド電池とニカド電池以外の種類の二次電池は特徴が異なるが、防火

シャッター（連動中継器）用のほか、ビル非常灯用（小型）・誘導灯用、

医療機器用及び民生用の円筒形ニカド組電池については、ニカド電池以外

の種類の二次電池への切替えが進んでいる。 

他方で、ニカド電池とニカド電池以外の種類の二次電池では性能や価格

等に違いがあるため、非常用放送設備用のようにニカド電池以外の種類の

二次電池への切替えが余り進んでいないものもある。 

以上を踏まえると、円筒形ニカド組電池とニカド電池以外の種類の二次

電池との間の需要の代替性は一定程度認められると考えられる。 

 

(ｲ) 供給の代替性 

ニカド電池とニカド電池以外の種類の二次電池では、特徴が異なるため、

製造に必要な技術・ノウハウ等に一定の違いがあると考えられる。このた

め、円筒形ニカド組電池とニカド電池以外の種類の二次電池は、一方の製

造販売ができるとしても、多大な追加的費用やリスクを負うことなく、短

期間のうちに、もう一方の製造販売に転換できるものではないと考えられ

る。 

したがって、円筒形ニカド組電池とニカド電池以外の種類の二次電池と

の間の供給の代替性は限定的と考えられる。 

 

(ｳ) 小括 

以上を踏まえ、より慎重に検討する観点から、円筒形ニカド組電池とニ

カド電池以外の種類の二次電池を別の商品・役務範囲として画定する。 

また、前記(ｱ)のとおり、防火シャッター（連動中継器）用などの一部の

用途の円筒形ニカド組電池については、ニカド電池以外の種類の二次電池

への切替えが進んでいることを踏まえ、ニカド電池以外の種類の二次電池

については隣接市場からの競争圧力として検討することとする。 
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ウ  用途の異なる円筒形ニカド組電池間の代替性 

(ｱ) 需要の代替性 

円筒形ニカド組電池は、非常用放送設備用、防火シャッター（連動中継

器）用といった用途によって使用条件や収納スペース等が異なるほか、用

いられる円筒形ニカド素電池の容量、質量、使用可能な温度範囲及び寸法

等が異なる。用途の異なる円筒形ニカド組電池は、大きさや性能が異なる

ほか価格にも違いがあるため、需要者は、ある用途向けの円筒形ニカド組

電池に一定の価格引上げがあったとしても、その代わりとして他の用途向

けの円筒形ニカド組電池を購入することはないと考えられる。 

したがって、用途の異なる円筒形ニカド組電池間の需要の代替性は認め

られない。 

 

(ｲ) 供給の代替性 

円筒形ニカド組電池は、用途によって使用条件や収納スペース等が異な

る。また、円筒形ニカド組電池を搭載する機器は用途によって特性等に違

いがあるため、円筒形ニカド組電池に求められる性能・仕様は用途によっ

て異なると考えられる。円筒形ニカド組電池メーカーは、円筒形ニカド組

電池を搭載する機器の用途等を踏まえて当該機器に合った円筒形ニカド

素電池を選択して購入し、これをパック加工することによって円筒形ニカ

ド組電池を製造している。このため、円筒形ニカド組電池メーカーは、あ

る用途の円筒形ニカド組電池を製造する技術・ノウハウ等があっても、多

大な追加的費用やリスクを負うことなく、短期間のうちに、それ以外の用

途の円筒形ニカド組電池の製造に転換することは難しい場合もあると考

えられる。 

したがって、用途の異なる円筒形ニカド組電池間の供給の代替性は限定

的と考えられる。 

 

(ｳ) 小括 

以上のことから、円筒形ニカド組電池の商品・役務範囲は用途ごとに画

定される。 

 

エ  新設用と交換用の円筒形ニカド組電池の代替性 

新品の機器に搭載される新設用の円筒形ニカド組電池と、交換用の円筒形

ニカド組電池は、同じ電池であるため、需要の代替性も供給の代替性も認め

られる。 

したがって、円筒形ニカド組電池の商品・役務範囲は、新設用も交換用も

同一の商品・役務として画定される。 
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オ  各機器用の円筒形ニカド組電池間の代替性 

前記第３の２(4)アに記載したとおり、円筒形ニカド組電池は、それを搭

載する機器の仕様に合うように製造される特注品であるため、円筒形ニカド

組電池の一定の取引分野は、各機器用の円筒形ニカド組電池ごとに形成され

ているとも考えられる。 

しかしながら、円筒形ニカド組電池の製造販売市場が各機器用の円筒形ニ

カド組電池ごとに形成されるとした場合、当事会社グループは、ほとんどの

市場において競合しないことになるが、より慎重に検討する観点からは、用

途ごとに商品・役務範囲を画定して、当事会社グループが同一市場で競合し

ていると考えて検討した方が適切と考えられる。 

なお、各機器用の円筒形ニカド組電池における当事会社グループ間の競合

の程度は、後記第６の、本件行為が競争を実質的に制限することとなるかの

検討において考慮することとする。 

 

カ  小括 

以上から、円筒形ニカド組電池は、その用途ごと、すなわち「非常用放送

設備用」及び「防火シャッター（連動中継器）用」として画定した。 

 

２  地理的範囲 

(1) 円筒形ニカド素電池 

円筒形ニカド素電池の需要者である円筒形ニカド組電池メーカーは、我が国

の円筒形ニカド素電池メーカー（当事会社グループのみ）から円筒形ニカド素

電池を購入している。また、当事会社グループは、円筒形ニカド素電池を日本

全国に販売しているが、日本国内の地域の違いによる価格差は特段生じていな

い。 

以上から、円筒形ニカド素電池の地理的範囲は「日本全国」として画定した。 

 

(2) 各用途の円筒形ニカド組電池 

円筒形ニカド組電池の需要者である機器メーカーは、我が国の円筒形ニカド

組電池メーカーから各用途の円筒形ニカド組電池を購入している。また、当事

会社グループは、各用途の円筒形ニカド組電池を日本全国に販売しているが、

日本国内の地域の違いによる価格差は特段生じていない。 

以上から、各用途の円筒形ニカド組電池の地理的範囲は「日本全国」として

画定した。 

 

第５  一定の取引分野におけるセーフハーバー基準の該当性 

①円筒形ニカド素電池製造販売業、②非常用放送設備用の円筒形ニカド組電池
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製造販売業及び③防火シャッター（連動中継器）用の円筒形ニカド組電池製造販

売業の市場シェアの状況は表１から表３までのとおりであり、いずれも水平型企

業結合のセーフハーバー基準に該当しない。 

 

【表１ 令和２年度における円筒形ニカド素電池製造販売業の市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ パナソニックグループ 約７０％ 

２ 古河電池 約３０％ 

合計 １００％ 

合算市場シェア・順位：１００％・第１位 

 

【表２ 令和２年度における非常用放送設備用の円筒形ニカド組電池製造販

売業の市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ パナソニックグループ 約６５％ 

２ 古河電池 約３５％ 

合計 １００％ 

合算市場シェア・順位：１００％・第１位 

 

【表３ 令和２年度における防火シャッター（連動中継器）用の円筒形ニカド

組電池製造販売業の市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ 古河電池 約６０％ 

２ パナソニックグループ 約４０％ 

合計 １００％ 

合算市場シェア・順位：１００％・第１位 

 

第６  独占禁止法上の評価 

１  円筒形ニカド素電池製造販売業 

(1) 単独行動による競争の実質的制限 

ア  当事会社グループの地位及び競争者の状況 

当事会社グループ以外に円筒形ニカド素電池を製造している事業者はお

らず、競争者が存在しないため、競争者からの競争圧力は認められない。た

だし、前記第３の２(3)イのとおり、当事会社グループが製造する円筒形ニ

カド素電池の型式のうち、同等品と考えられるものは僅かしかなく、当事会

社グループ間の競合の程度が限定的であることから、本件行為が円筒形ニカ

ド素電池製造販売市場における競争に及ぼす影響は限定的と考えられる。 
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イ  輸入 

輸入品の円筒形ニカド素電池はほとんど購入されていないため、輸入圧力

は限定的である。 

 

ウ  参入 

前記第３の１(2)及び３のとおり、ニカド電池は、ニッケル水素電池やリ

チウムイオン電池といったニカド電池以外の種類の二次電池への切替えが

進んでおり、需要が縮小傾向にあるため、今後、新規参入を予定している事

業者はない。したがって、参入圧力は認められない。 

 

エ  隣接市場からの競争圧力 

円筒形ニカド組電池を製造するためには、円筒形ニカド素電池を用いなけ

ればならないため、円筒形ニカド素電池には隣接市場が存在しないと考えら

れる。 

しかし、円筒形ニカド素電池の川下市場に当たる円筒形ニカド組電池の製

造販売市場に対しては、ニッケル水素電池等からの競争圧力が働いている。

実際、防火シャッター（連動中継器）用、ビル非常灯用（小型）・誘導灯用

等の円筒形ニカド組電池においてはニッケル水素電池等への切替えが進ん

でおり、需要が縮小傾向にある。また、非常用放送設備用の円筒形ニカド組

電池については、一部のメーカーが既に非常用放送設備用のニッケル水素電

池の開発を完了しているなどの状況がみられる。 

このように、円筒形ニカド組電池について進行しているニカド電池から

ニッケル水素電池等への切替えの動きは、それ自体が当事会社グループによ

る円筒形ニカド素電池の価格引上げに対する牽制力になっていると考えら

れる。 

このため、間接的な隣接市場であるニッケル水素電池等からの競争圧力が

認められる。 

 

オ  需要者からの競争圧力 

円筒形ニカド素電池は当事会社グループしか製造販売しておらず、需要者

からの競争圧力は限定的である。 

 

カ  小括 

以上のとおり、円筒形ニカド素電池は、当事会社グループ以外に製造販売

している事業者がいないため競争者からの競争圧力は認められず、参入圧力

も認められない。また、輸入圧力及び需要者からの競争圧力も限定的である。

 しかし、円筒形ニカド素電池の川下市場である円筒形ニカド組電池につい
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てはニカド電池からニッケル水素電池等への切替えが進んでいることから、

間接的な隣接市場からの競争圧力が認められると考えられる。 

さらに、当事会社グループが製造する円筒形ニカド素電池の型式のうち、

同等品と考えられるものは僅かしかなく、円筒形ニカド素電池における当事

会社グループ間の競合の程度が限定的であることから、本件行為が円筒形ニ

カド素電池製造販売市場における競争に及ぼす影響は限定的と考えられる。 

 

(2) 協調的行動による競争の実質的制限 

現在、円筒形ニカド素電池製造販売市場には当事会社グループしかおらず、

本件行為により当該市場における競争単位が２つから１つとなることから、協

調的行動による競争の実質的制限は生じない。 

 

２  非常用放送設備用の円筒形ニカド組電池製造販売業 

(1) 単独行動による競争の実質的制限 

ア  当事会社グループの地位及び競争者の状況 

当事会社グループ以外に非常用放送設備用の円筒形ニカド組電池を製造

している事業者はおらず、競争者が存在しないため、競争者からの競争圧力

は認められない。 

しかしながら、前記第３の２(4)アのとおり、円筒形ニカド組電池は、それ

を搭載する機器の仕様に合わせて製造される特注品である上、円筒形ニカド

組電池の需要者は、円筒形ニカド組電池の購入先をある程度決めており、当

該購入先以外からは余り購入しない傾向がある。 

これらのことからすると、当事会社グループ間の競合の程度が限定的であ

ることから、本件行為が非常用放送設備用の円筒形ニカド組電池製造販売市

場における競争に及ぼす影響は限定的と考えられる。 

 

イ  輸入 

輸入品の非常用放送設備用の円筒形ニカド組電池はほとんど購入されて

いないため、輸入圧力は限定的である。 

 

ウ  参入 

前記第３の１(2)及び３のとおり、ニカド電池は、ニッケル水素電池やリ

チウムイオン電池といったニカド電池以外の種類の二次電池への切替えが

進んでおり、需要が縮小傾向にあるため、今後、新規参入を予定している事

業者はない。したがって、参入圧力は認められない。 

 

エ  隣接市場からの競争圧力 

非常用放送設備用の円筒形ニカド組電池は、現時点では、ニカド電池以外
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の種類の二次電池への切替えが進んでいないものの、一部のメーカーが既に

非常用放送設備用のニッケル水素電池の開発を完了しているなどの状況が

みられる。また、防火シャッター（連動中継器）用、ビル非常灯用（小型）・

誘導灯用等の円筒形ニカド組電池においてはニッケル水素電池等への切替

えが進んでおり、需要が縮小傾向にある。 

このように、円筒形ニカド組電池について進行しているニカド電池から

ニッケル水素電池等への切替えの動きは、それ自体が当事会社グループによ

る円筒形ニカド組電池の価格引上げに対する牽制力になっていると考えら

れる。 

このため、隣接市場であるニッケル水素電池等からの競争圧力が認められ

る。 

 

オ  需要者からの競争圧力 

需要者からの圧力があると評価できる事情は見当たらないため、需要者か

らの競争圧力は限定的と考えられる。 

 

カ  小括 

以上のとおり、非常用放送設備用の円筒形ニカド組電池は、当事会社グ

ループ以外に製造販売している事業者がいないため競争者からの競争圧力

は認められず、参入圧力も認められない。また、輸入圧力及び需要者からの

競争圧力も限定的である。 

しかし、円筒形ニカド組電池についてはニカド電池からニッケル水素電池

等への切替えが進んでいる状況にあることから、隣接市場からの競争圧力が

認められると考えられる。 

さらに、円筒形ニカド組電池は搭載する機器それぞれの仕様に合わせて製

造される特注品である上、円筒形ニカド組電池の需要者は、円筒形ニカド組

電池の購入先をある程度決めており、当該購入先以外からは余り購入しない

傾向があることからすれば、非常用放送設備用の円筒形ニカド組電池におけ

る当事会社グループ間の競合の程度が限定的であり、本件行為が非常用放送

設備用の円筒形ニカド組電池製造販売市場における競争に及ぼす影響は限

定的と考えられる。 

 

(2) 協調的行動による競争の実質的制限 

現在、非常用放送設備用の円筒形ニカド組電池製造販売市場には当事会社グ

ループしかおらず、本件行為により当該市場における競争単位が２つから１つ

となることから、協調的行動による競争の実質的制限は生じない。 

 

３  防火シャッター（連動中継器）用の円筒形ニカド組電池製造販売業 
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(1) 単独行動による競争の実質的制限 

ア  当事会社グループの地位及び競争者の状況 

当事会社グループ以外に防火シャッター（連動中継器）用の円筒形ニカド

組電池を製造している事業者はおらず、競争者が存在しないため、競争者か

らの競争圧力は認められない。 

しかしながら、前記第３の２(4)アに記載したとおり、円筒形ニカド組電

池は、それを搭載する機器の仕様に合わせて製造される特注品である上、円

筒形ニカド組電池の需要者は、円筒形ニカド組電池の購入先をある程度決め

ており、当該購入先以外からは余り購入しない傾向がある。 

これらのことからすると、当事会社グループ間の競合の程度が限定的であ

り、本件行為が防火シャッター（連動中継器）用の円筒形ニカド組電池製造

販売市場における競争に及ぼす影響は限定的と考えられる。 

 

イ  輸入 

防火シャッター（連動中継器）用の円筒形ニカド組電池の輸入品はないと

考えられるため、輸入圧力は認められない。 

 

ウ  参入 

前記第３の１(2)及び３のとおり、ニカド電池は、ニッケル水素電池やリ

チウムイオン電池といったニカド電池以外の種類の二次電池への切替えが

進んでおり、需要が縮小傾向にあるため、今後、新規参入を予定している事

業者はない。したがって、参入圧力は認められない。 

 

エ  隣接市場からの競争圧力 

防火シャッター（連動中継器）用の円筒形ニカド組電池についてはニッケ

ル水素電池への切替えが進んでおり、需要が縮小傾向にある。 

この防火シャッター（連動中継器）用の円筒形ニカド組電池について進行

しているニカド電池からニッケル水素電池への切替えの動きは、それ自体が

当事会社グループによる同円筒形ニカド組電池の価格引上げに対する牽制

力になっていると考えられる。 

このため、隣接市場であるニッケル水素電池からの競争圧力が認められる。 

 

オ  需要者からの競争圧力 

需要者からの圧力があると評価できる事情は見当たらないため、需要者か

らの競争圧力は限定的と考えられる。 

 

カ  小括 

以上のとおり、防火シャッター（連動中継器）用の円筒形ニカド組電池は、
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当事会社グループ以外に製造販売している事業者がいないため競争者から

の競争圧力は認められず、輸入圧力及び参入圧力も認められない。また、需

要者からの競争圧力も限定的である。 

しかし、防火シャッター（連動中継器）用の円筒形ニカド組電池について

はニカド電池からニッケル水素電池への切替えが進んでいる状況にあるこ

とから、隣接市場からの競争圧力が認められると考えられる。 

さらに、円筒形ニカド組電池は搭載する機器それぞれの仕様に合わせて製

造される特注品である上、円筒形ニカド組電池の需要者は、円筒形ニカド組

電池の購入先をある程度決めており、当該購入先以外からは余り購入しない

傾向があることからすれば、防火シャッター（連動中継器）用の円筒形ニカ

ド組電池における当事会社グループ間の競合の程度が限定的であり、本件行

為が防火シャッター（連動中継器）用の円筒形ニカド組電池製造販売市場に

おける競争に及ぼす影響は限定的と考えられる。 

 

(2) 協調的行動による競争の実質的制限 

現在、防火シャッター（連動中継器）用の円筒形ニカド組電池製造販売市場

には当事会社グループしかおらず、本件行為により当該市場における競争単位

が２つから１つとなることから、協調的行動による競争の実質的制限は生じな

い。 

 

４  経済分析 

当事会社グループから提出された販売実績データ等を用いて、当事会社グルー

プ間の競合の程度等を把握する目的で、水平関係にある円筒形ニカド素電池、非

常用放送設備用の円筒形ニカド組電池及び防火シャッター（連動中継器）用の円

筒形ニカド組電池の価格に関する定量的な分析として、円筒形ニカド素電池及び

各用途の円筒形ニカド組電池ごとに個別製品ごとの価格に関する比較分析等を

実施した。 

その結果、円筒形ニカド素電池については、パナソニックグループのいくつか

の個別製品に関する価格上昇に対して、古河電池の同価格帯の個別製品の価格・

数量が特段反応していないということが観察され、当事会社グループ間の競合の

程度は余り高くない可能性があることが示唆された。他方、非常用放送設備用の

円筒形ニカド組電池及び防火シャッター（連動中継器）用の円筒形ニカド組電池

については、一部の個別製品を除いた全ての個別製品の価格について大きな変動

なく推移しており、当事会社グループ間の競合の程度の大小については判断でき

なかった。 

 

５  小括 

以上のとおり、①円筒形ニカド素電池製造販売業については、その川下市場で
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ある円筒形ニカド組電池において進行しているニッケル水素電池等への切替え

の動きそれ自体が当事会社グループによる円筒形ニカド素電池の価格引上げに

対する牽制力になっていると考えられるため、間接的な隣接市場であるニッケル

水素電池等からの競争圧力が認められる。 

②非常用放送設備用の円筒形ニカド組電池製造販売業及び③防火シャッター

（連動中継器）用の円筒形ニカド組電池製造販売業については、円筒形ニカド組

電池について進行しているニカド電池からニッケル水素電池等への切替えの動

きそれ自体が当事会社グループによる円筒形ニカド組電池の価格引上げに対す

る牽制力になっていると考えられるため、隣接市場であるニッケル水素電池等か

らの競争圧力が認められる。 

また、上記①ないし③における当事会社グループ間の競合の程度が限定的であ

り、本件行為が競争に及ぼす影響は限定的であると考えられる。 

さらに、上記①ないし③のいずれにおいても、本件行為により、当該市場にお

ける競争単位が２つから１つとなることから、協調的行動による競争の実質的制

限は生じない。 

したがって、本件行為により、当事会社グループの単独行動又は協調的行動に

より、上記①ないし③における競争を実質的に制限することとはならないと判断

した。 

 

第７  結論 

本件行為により、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとは

ならないと判断した。 
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事例５ ペガサス・ホールディングス・スリー・エルエルシーによるテネコ・インク

の株式取得 

 

第１  当事会社 

ペガサス・ホールディングス・スリー・エルエルシー（Pegasus Holdings Ⅲ,

LLC。本社米国。以下「ペガサス」といい、同社の最終親会社であり米国に本社を

置くアポロ・グローバル・マネジメント・インクと結合関係が形成されている企

業の集団を「アポログループ」という。）は、傘下に多結晶質アルミナ繊維の製

造販売業及び多結晶質アルミナ繊維を原料とする触媒担体把持
は じ

材（以下「サポー

トマット」という。）の製造販売業を営む会社を有する持株会社である。 

テネコ・インク（Tenneco Inc.。本社米国。以下「テネコ」といい、テネコと

結合関係が形成されている企業の集団を「テネコグループ」という。）は、自動

車用排気処理装置の製造販売業を営んでいる。 

以下、アポログループとテネコグループを併せて「当事会社グループ」という。 

 

第２  本件の概要及び関係法条 

本件は、①ペガサスが新たに子会社を設立し、②当該子会社を消滅会社、テネ

コを存続会社として合併し、③②によってペガサスがテネコの株式に係る議決権

の全部を取得することを計画したものである（以下「本件行為」という。）。 

関係法条は、独占禁止法第１０条及び第１５条である。 

 

第３  一定の取引分野 

１  商品の概要 

(1) 多結晶質アルミナ繊維 

多結晶質アルミナ繊維とは、アルミナ水溶液、シリカゾル等を原料とする液

体を空気中にさらして水分を蒸発させ繊維状になったものを焼成して結晶化

することで製造されるセラミック繊維の一種である。多結晶質アルミナ繊維は、

一般に、繊維を絡み合わせてブランケット状に成型して出荷される。 

多結晶質アルミナ繊維は、高温耐火断熱材、高温クッション材として、製鉄

所などにおいて炉内断熱材ブロックやスペーサーとして使用されるほか、ブラ

ンケット状の多結晶質アルミナ繊維にラテックスを含浸・成型する加工を施し

て、後記(2)に述べるサポートマットとして用いられる。 

 

(2) サポートマット 

自動車の排気処理装置（触媒コンバーター等）には、排気ガス中の窒素酸化

物等を分解する触媒が詰まったセラミック担体が納められている。車の振動で、

自動車の排気処理装置の内壁にセラミック担体が当たって破損するのを防ぐ

ために、自動車の排気処理装置の内壁に取り付けられているのがサポートマッ
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トである。 

サポートマットの供給は、多結晶質アルミナ繊維メーカーが自社製の多結晶

質アルミナ繊維を原料として生産して行うほか、自動車部品メーカー（ティア

ツーサプライヤー 1）が多結晶質アルミナ繊維メーカーから原料を調達して

行っている。サポートマットの供給に当たっては、原料として使用する多結晶

質アルミナ繊維も含めて、需要者である自動車部品メーカー（サポートマット

を調達して排気処理装置を製造するティアワンサプライヤー）や自動車メー

カー（自社向けの排気処理装置を製造するティアワンサプライヤーへの支給材

としてサポートマットを調達する。）から仕様適合性に関する認定を受ける必

要があり、認定の獲得には１年から２年の期間を要する。 

 

(3) 自動車の排気処理装置 

自動車の排気ガス中に含まれる大気汚染物質の排出量を低減させるため、自

動車には排気処理装置が取り付けられている。ガソリンエンジン車には、三元

触媒2と呼ばれる触媒を付着させたセラミック担体を金属製の容器に収めた構

造の「触媒コンバーター」と呼ばれる排気処理装置（以下「触媒コンバーター」

という。）が、ディーゼルエンジン車には、酸化触媒を利用したＤＯＣ3、セラ

ミックフィルターで粒子状物質を除去するＤＰＦ4及び窒素酸化物を還元する

選択式還元触媒を利用したＳＣＲ5を組み合わせた排気処理装置（以下「アフ

タートリートメントシステム」という。）がそれぞれ搭載されている。 

触媒コンバーター並びにアフタートリートメントシステムを構成するＤＯ

Ｃ、ＤＰＦ及びＳＣＲの内部には、サポートマットが取り付けられている。 

テネコグループは、自動車用排気処理装置の世界的な供給者であり、触媒コ

ンバーター及びアフタートリートメントシステムの両方を製造している。

ディーゼル車には、乗用車を中心とした小型車、商用トラック及びオフハイ

ウェイ車6があるが、テネコグループが製造しているアフタートリートメント

システムは、商用トラック用のもの及びオフハイウェイ車用のものに限られて

いる。 

  

                         
1 自動車産業では、自動車部品メーカーのうち、自動車メーカーに直接、素材や製品を供給する者は

「ティアワンサプライヤー」、ティアワンサプライヤーに素材や部品を供給する者は「ティアツーサプ

ライヤー」と呼ばれる。 
2 窒素酸化物、一酸化炭素及び炭化水素の３成分を同時に浄化できる機能を有する触媒のこと。 
3 Diesel Oxidation Catalyst の略。 
4 Diesel Particulate Filter の略。 
5 Selective Catalytic Reduction の略。 
6 舗装されていない道路を走行する能力を持つ車両のこと。建設用車両や産業用車両が該当する。 
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【図】多結晶質アルミナ繊維、サポートマット及び自動車用排気処理装置の供給者

と需要者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  商品範囲 

(1) 多結晶質アルミナ繊維 

多結晶質アルミナ繊維は、非常に高温の環境においても優れた耐熱性と安定

した機能性を有するセラミック繊維であり、その外に代替できる素材はない。 

供給の代替性については、多結晶質アルミナ繊維の製造には固有のノウハウ

や投資が必要であり、他の種類のセラミック繊維を製造する事業者が、多大な

追加的費用やリスクを負うことなく、短期間のうちに製造を転換し得るとは認

められず、他の種類のセラミック繊維との間に供給の代替性は認められない。 

以上から、「多結晶質アルミナ繊維」を商品範囲として画定した。 

 

(2) サポートマット 

サポートマットは、優れた耐熱性やクッション性を有する多結晶質アルミナ

繊維を加工して製造されており、その外に代替できる製品はない。 

また、サポートマットの製造には専門知識を必要とするほか、製造ラインの

設置のために高額な設備投資が必要である。このため、他業種の事業者が、多

大な追加的費用やリスクを負うことなく、短期間のうちに他の製品からサポー

トマットに製造を転換し得るとは認められず、他の製品との間に供給の代替性

は認められない。 

以上から、「サポートマット」を商品範囲として画定した。 

 

(3) 自動車用排気処理装置 

ア  触媒コンバーターとアフタートリートメントシステムとの間の代替性 

多結晶質 

アルミナ繊維 

サポートマット 

自動車用 

排気処理装置 

自動車部品メーカー 

（ティアツーサプライヤー） 

自動車部品メーカー 

（ティアワンサプライヤー） 
 

アポログループ 
多結晶質アルミナ 

繊維メーカー 

テネコグループ 

自動車メーカー 
（支給材） 
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触媒コンバーターとアフタートリートメントシステムは、ガソリンエンジ

ン車用とディーゼルエンジン車用とで用途が異なることに加えて、両者は浄

化できる物質や構造が異なっており、多大な追加的費用やリスクを負うこと

なく、短期間のうちに製造を転換し得るとは認められず、需要の代替性も供

給の代替性も認められない。以上から、触媒コンバーターとアフタートリー

トメントシステムは、異なる商品範囲を構成する。 

なお、テネコグループは、日本国内に触媒コンバーターの製造拠点を保有

しておらず、国内での触媒コンバーターの販売実績は僅少である。触媒コン

バーターの需要者である日本の自動車メーカーは、調達先の選定に際して、

日本国内に製造拠点を有することを重視しており、国内に製造拠点を有しな

いテネコグループの競争力は限定的で、今後、テネコグループが国内でガソ

リンエンジン車用触媒コンバーターの事業を拡大することは想定されない

ため、以下では、ガソリンエンジン車に使われる触媒コンバーターに係る検

討は省略する。 

 

イ  アフタートリートメントシステムの製品間の代替性 

ディーゼル車には、乗用車を中心とした小型車、商用トラック及びオフハ

イウェイ車の３種類があり、それぞれの用途に応じたアフタートリートメン

トシステムがある。前記１(3)のとおり、テネコグループが製造しているの

は、商用トラック用のアフタートリートメントシステムとオフハイウェイ車

用のアフタートリートメントシステムである。 

まず、小型車用のアフタートリートメントシステムと商用トラック用及び

オフハイウェイ車用のアフタートリートメントシステムとの間の代替性に

ついては、排気処理の仕組み自体に違いはないが、商用トラックやオフハイ

ウェイ車は、小型車に比べてエンジンが大きく、大量の排気を濾過するため

より大型のアフタートリートメントシステムが必要となるため、需要の代替

性は認められない。また、より大きな商用トラックやオフハイウェイ車用の

アフタートリートメントシステムの製造には、専用の設備が必要になる場合

があり、供給の代替性も認められない。 

次に、商用トラック用とオフハイウェイ車用のアフタートリートメントシ

ステムの間の代替性については、アフタートリートメントシステムは、それ

が搭載される車両のエンジンの性能、排気ガスに関する規制の状況、車両重

量等に応じて設計されており、需要者アンケートにおいても、各種の法規制

に応じて、エンジン性能と合わせてアフタートリートメントシステムの仕様

を決定しているため、商用トラック用とオフハイウェイ車用とを代替的に使

用することはできないとのことであった。したがって、商用トラック用とオ

フハイウェイ車用のアフタートリートメントシステムの間に需要の代替性

は認められない。 
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一方、商用トラック用とオフハイウェイ車用のアフタートリートメントシ

ステムは同一の技術と設計原理に基づいている上、いずれもＤＯＣ、ＤＰＦ

及びＳＣＲの組合せによる構造であり、寸法も類似している。また、競争事

業者（アフタートリートメントシステムのメーカー）に対するアンケートで

は、商用トラックに搭載されるアフタートリートメントシステムとオフハイ

ウェイ車に搭載されるアフタートリートメントシステムとは、生産ラインは

別々に設置しているものの、製造の転換は容易であると回答があった。 

したがって、商用トラック用とオフハイウェイ車用のアフタートリートメ

ントシステムの間の供給の代替性は認められる。 

 

ウ  小括 

以上から、「商用トラック及びオフハイウェイ車用のアフタートリートメ

ントシステム」を商品範囲として画定した。 

 

３  地理的範囲 

(1) 多結晶質アルミナ繊維 

多結晶質アルミナ繊維の供給者は世界全体で数社のみであり、それら供給者

が製造した製品は世界中に出荷されている。国内の需要者の調達先についてみ

ると、最大の供給者であるアポログループが国内に生産拠点を有しているため、

日本国内での多結晶質アルミナ繊維の調達が中心となっているものの、海外に

生産拠点を有する供給者から調達している需要者もいる。このように、需要者

の買回り範囲に地理的な制約はなく、需要者が世界各地の供給者から主要な購

入先を選定している。また、いずれの供給者も世界中の販売地域において実質

的に同等の価格で販売している。 

したがって、地理的範囲は「世界全体」として画定した。 

 

(2) サポートマット 

アポログループが日本国内の工場で製造したサポートマットは、世界中に出

荷されており、このことからすれば、需要者の買回り範囲に地理的な制約はな

いと考えられる。一方、サポートマットの大手供給者は日本国内外に複数の生

産拠点を置いて事業活動を営んでおり、より狭い、国別又は地域別で地理的範

囲が画定される可能性も否定できない。 

国内のサポートマットの需要者に行ったアンケートによれば、これらの需要

者は、自社の国内の自動車排気装置の生産拠点で使用するサポートマットを国

内の供給者から調達しており、海外の供給者に調達先を代替し得るか否かは明

らかではなかった。 

以上を踏まえ、慎重に検討する観点から、地理的範囲は「日本全国」として

画定した。 
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(3) ディーゼルエンジン車（商用トラック及びオフハイウェイ車）用アフタート

リートメントシステム 

ディーゼルエンジン車（商用トラック及びオフハイウェイ車）用アフタート

リートメントシステムについては、輸送費用の問題があること、国内の生産拠

点の方が納入のリードタイムが短いことやトラブル時に迅速に対応を受けら

れることから、日本の需要者は、国内に生産拠点がある事業者から調達するの

が一般的である。 

したがって、地理的範囲は「日本全国」として画定した。 

 

第４  本件行為が競争に与える影響 

サポートマットを製造販売するアポログループと、アフタートリートメントシ

ステムを製造販売するテネコグループは、サポートマットの供給者と需要者の関

係にあるため、本件行為は、サポートマットを川上市場、ディーゼルエンジン車

（商用トラック及びオフハイウェイ車）用アフタートリートメントシステムを川

下市場とする垂直型企業結合に該当する。 

また、アポログループは、サポートマットの原料となる多結晶質アルミナ繊維

の製造販売業を営んでおり、サポートマットメーカーの原料調達（多結晶質アル

ミナ繊維の調達）及び自動車用排気処理装置メーカーの部品調達（サポートマッ

トの調達）に影響を及ぼし得る立場にある。 

本件行為を契機に、アポログループが、自動車用排気処理装置の製造販売分野

においてテネコグループと競争関係にある事業者にサポートマットを供給して

いる顧客（サポートマットメーカー）に対して、多結晶質アルミナ繊維の供給を

制限したり、価格差別をしたりする場合には、テネコグループと競争関係にある

自動車用排気処理装置メーカーのサポートマットの適正な調達に支障を来し、テ

ネコグループの競争事業者が市場から排除されることにより、自動車用排気処理

装置の市場における競争が制限されることが懸念される。このため、アポログ

ループが多結晶質アルミナ繊維の製造販売においてテネコグループの競争事業

者の排除につながるような販売行動（投入物閉鎖）を採り、市場の閉鎖性・排他

性の問題が生じる可能性についても検討する。 

 

１  サポートマットを川上市場、商用トラック及びオフハイウェイ車用アフタート

リートメントシステムを川下市場とする垂直型企業結合（当事会社グループの地

位及び競争事業者の状況） 

(1) サポートマット（川上市場） 

日本国内における市場シェアの状況は不明であるが、日本国内の自動車生産

台数から推定されるサポートマットの国内需要量、アポログループの国内出荷

量を踏まえると、アポログループの国内シェアは０～１０％と推定され、垂直
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型企業結合のセーフハーバー基準に該当する。 

なお、参考として世界全体における市場シェアの状況をみても、下表のとお

り、アポログループの市場シェアは０～１０％にとどまる。 

 

【令和３年における世界全体のサポートマットの市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ Ａ社 ３０～４０％ 

１ Ｂ社 ３０～４０％ 

３ Ｃ社 １５～２５％ 

― アポログループ ０～１０％ 

― その他 ０～１０％ 

合 計 １００％ 

 

(2) 商用トラック及びオフハイウェイ車用のアフタートリートメントシステム

（川下市場） 

日本国内における商用トラック及びオフハイウェイ車用のアフタートリー

トメントシステムの製造販売分野におけるテネコグループの市場シェアは、下

表のとおりであり、垂直型企業結合のセーフハーバー基準に該当する。 

 

【令和３年における日本国内の商用トラック及びオフハイウェイ車用のアフ

タートリートメントシステムの市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ Ｄ社 ３０～４０％ 

２ Ｅ社 ２０～３０％ 

３ Ｆ社 ２０～３０％ 

－ テネコグループ ５～１５％ 

－ その他 ５～１５％ 

合 計 １００％ 

 

(3) 競争の実質的制限に係る検討 

前記(2)のとおり、テネコグループの市場シェアは、垂直型企業結合のセー

フハーバー基準を辛うじて満たす数値のため、慎重に検討する観点から顧客閉

鎖や協調的行動による競争の実質的制限の問題が生じるか否かを検討したが、

以下のとおり、そのような問題が生じるとは認められない。 

 

ア  単独行動による競争の実質的制限（顧客閉鎖） 

テネコグループは、現在、日本においてアポログループからはサポート

マットを購入しておらず、他のサポートマットメーカーからサポートマット

を購入していることから、本件行為後、テネコグループがアポログループ以
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外のサポートマットメーカーに対してサポートマットの購入拒否等を行う

ことにより、川上市場において市場の閉鎖性・排他性の問題が生じるおそれ

がある。 

しかしながら、川下市場においては、前記(2)のとおり、有力な事業者と考

えられる商用トラック及びオフハイウェイ車用アフタートリートメントシ

ステムの供給者が存在しており、仮に、テネコグループにより購入拒否等が

行われたとしても、他のサポートマットメーカーは、サポートマットの販売

先を失うことにはならない。 

また、商用トラック及びオフハイウェイ車用アフタートリートメントシス

テムに使用されるサポートマットは、需要者から仕様適合性に関する認定を

受ける必要があるため、テネコグループがサポートマットの調達先をアポロ

グループに切り替えるには一定の制約がある。 

したがって、テネコグループには顧客閉鎖を行う能力はなく、顧客閉鎖に

より川上市場において市場の閉鎖性・排他性の問題が生じるとは認められな

い。 

 

イ  協調的行動による競争の実質的制限 

本件行為後、川下市場のテネコグループが、川上市場のアポログループを

通じて、同社と取引関係がある商用トラック及びオフハイウェイ車用アフ

タートリートメントシステムメーカーのサポートマットの調達価格等の秘

密情報を入手することにより、川下市場における協調的行動による競争の実

質的制限の問題が生じる可能性がある。 

しかしながら、商用トラック及びオフハイウェイ車用アフタートリートメ

ントシステムの製造コストに占めるサポートマットの調達コストの割合は

小さい。また、アフタートリートメントシステムは、需要者である自動車メー

カーのニーズや排気ガスに関する規制の状況を踏まえて設計されるもので

あって、仕様や製造コストは一様でないことから、テネコグループが競争事

業者のサポートマットの調達価格等を入手できたとしても、同システムに係

る競争事業者の製造コストや詳細な製品仕様などを把握することは困難で

あり、競争事業者間で互いの行動を高い確度で予測することが容易になるわ

けではない。 

したがって、本件行為によって、川上市場について、協調的行動による一

定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるとは認められな

い。 

 

(4) 小括 

以上のことから、本件行為によって、当事会社グループの単独行動及び競争

事業者との協調的行動により、一定の取引分野における競争を実質的に制限す
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ることとなるとは認められない。 

 

２  アポログループが多結晶質アルミナ繊維の製造販売においてテネコグループ

の競争事業者の排除につながる販売行動を採る懸念についての検討 

(1) 投入物閉鎖を行う能力の有無 

アポログループの多結晶質アルミナ繊維の製造販売分野における市場シェ

アは下表のとおり５５～６５％に上り、アポログループと競争事業者の市場

シェアの差が大きい。 

 

【令和元年度における世界全体の多結晶質アルミナ繊維の市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ アポログループ ５５～６５％ 

２ Ｇ社 ２０～３０％ 

― その他 １０～２０％ 

合 計 １００％ 

 

なお、サポートマットメーカーは、密度や厚さの異なる複数の品番の多結

晶質アルミナ繊維を調達して、複数の品種のサポートマットを製造し、テネ

コグループを始めとする自動車用排気処理装置メーカーに販売しており、ア

ポログループは、自社が販売する多結晶質アルミナ繊維のいずれの品番がテ

ネコグループ又はその競争事業者に販売されるサポートマットに使用される

のかは把握できず、判別もできない。しかし、本件行為を契機に、テネコグ

ループがサポートマットの調達先をアポログループに切り替えれば、テネコ

グループと競争関係にある事業者向けのサポートマットに用いられることと

なる多結晶質アルミナ繊維を判別し、その供給を制限することが可能にな

る。テネコグループがサポートマットの調達先をアポログループへ切り替え

ることは、アポログループのサポートマットの供給能力の面でも可能であ

り、サポートマットの調達先の切替えには自動車メーカー等の認定を受ける

必要があるものの、長期的には切替えは可能と考えられる。 

したがって、アポログループに投入物閉鎖を行う能力が認められる。 

 

(2) 投入物閉鎖を行うインセンティブの有無 

テネコグループの商用トラック及びオフハイウェイ車用アフタートリート

メントシステムの国内製造拠点の生産能力は特定の需要者向けの供給に振り

向けられている。そのため、テネコグループが商用トラック及びオフハイウェ

イ車用アフタートリートメントシステムの国内販売を拡大するためには、国内

の生産能力の拡大が不可欠であるが、それには多大な費用が必要となる。一方、

自動車市場の成熟や動力源の次世代燃料化が模索される中で、需要者が商用ト
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ラック及びオフハイウェイ車用アフタートリートメントシステムの新規調達

先を採用する余地は乏しく、需要者に対するアンケートでも、新規調達先を採

用する意欲は高くなかった。このため、テネコグループが、日本国内における

商用トラック及びオフハイウェイ車用アフタートリートメントシステム事業

を拡大する可能性は低いと考えられる。 

以上を前提とすると、アポログループにとって、多結晶質アルミナ繊維の供

給拒否を行うことによる多結晶質アルミナ繊維に係る売上の喪失分の方が、テ

ネコグループに対するサポートマットの販売増で得られる売上げの増加分よ

りも大きくなるため、アポログループには、テネコグループの競争事業者の排

除を目的とした多結晶質アルミナ繊維の供給拒否を行うインセンティブはな

いと認められる。 

また、アポログループが、テネコグループの競争事業者を排除するためにサ

ポートマットの製造に使われる多結晶質アルミナ繊維の販売価格を引き上げ

る可能性について考えても、商用トラック及びオフハイウェイ車用アフタート

リートメントシステムの製造コストに占めるサポートマットの調達コストの

割合は小さく、サポートマットについてのみテネコグループのコスト競争力が

相対的に向上したとしても、製品全体の製造コストに与える影響は限定的であ

るため、需要者においてそれが理由でテネコグループとの取引を拡大するとは

考えにくい。以上のとおり、アポログループがテネコグループの競争事業者を

排除するという目的は奏功しないため、アポログループが本件行為を契機にテ

ネコグループの競争事業者の排除を目的として多結晶質アルミナ繊維の販売

価格の引上げを行うインセンティブもないと認められる。 

したがって、アポログループには投入物閉鎖を行うインセンティブはないも

のと認められる。 

 

(3) 小括 

以上から、アポログループが、サポートマットメーカーとの多結晶質アルミ

ナ繊維の取引において、テネコグループと競争関係にある商用トラック及びオ

フハイウェイ車用アフタートリートメントシステムメーカーの排除につなが

る販売行動を採る懸念はないものと認められる。 

 

第５  結論 

本件行為により、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる

とは認められないと判断した。 
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事例６ 今治造船㈱及び日立造船㈱による大型舶用エンジン事業に係る共同出

資会社の設立 

 

第１  当事会社 

今治造船株式会社（法人番号7500001011179）（以下「今治造船」という。）

は、主に商船の製造販売業を営む会社である。 

日立造船株式会社（法人番号3120001031541）（以下「日立造船」という。）

は、舶用エンジンの製造販売業を営む会社である。 

以下、今治造船と既に結合関係が形成されている企業の集団を「今治造船

グループ」といい、今治造船グループと日立造船を併せて「当事会社」とい

う。 

 

第２  本件の概要及び関係法条 

本件は、日立造船が新たに設立する完全子会社（日立造船マリンエンジン

株式会社。以下「ＨＺＭＥ」という。）に日立造船の舶用エンジン事業のう

ち大型２ストロークエンジン（後記第３の１(1)ア(ｳ)参照）の製造事業等を

承継させ、ＨＺＭＥの株式に係る議決権の３５％を今治造船が取得するこ

と（以下「本件行為」という。）を計画したものである。 

関係法条は独占禁止法第１０条である。 

なお、舶用エンジンの製造販売業に関連する別の企業結合案件が同時期

に行われることが計画されていたため、本件行為については当該企業結合

案件を踏まえて検討を行った。 

 

第３  一定の取引分野 

１  商品の概要 

(1) 大型２ストロークエンジン 

ア  舶用エンジンの種類 

(ｱ) ２ストロークエンジンと４ストロークエンジン 

舶用エンジンは、船を推進させるための動力源として（推進用）又

は船内電力を確保するため（発電用）に船舶に搭載される機関である。

商船（後記(2)参照）に用いられる舶用エンジンの多くはディーゼル

エンジンであり1、シリンダー内に取り入れた空気を圧縮して高温・

                         
1 船の推進用エンジンには、上記のディーゼルエンジンのほか、①圧縮して高温・高圧となった

空気に燃料を噴射して爆発を起こし、その圧力をタービンに吹き付けて回転させてプロペラ軸

の回転運動につなげる「ガスタービンエンジン」、②発電用エンジンで一旦電気を発電し、その
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高圧となったところに燃料（重油）を噴射して爆発を起こし、その圧

力でピストンを動かして動力を得る仕組みである。ディーゼルエン

ジンには、１回の燃料燃焼につき、ピストンの運動が２行程（①圧縮、

②膨張）行われる「２ストロークエンジン」と、４行程（①吸入、②

圧縮、③膨張、④排気）行われる「４ストロークエンジン」がある。

ピストンが往復する度に燃料を噴射して爆発させる２ストロークエ

ンジンは、ピストンが２往復する間に１度燃料燃焼を行う４スト

ロークエンジンより大きな力を得ることができる。このため、２スト

ロークエンジンは専ら推進用エンジンとして、４ストロークエンジ

ンは発電用エンジンや、内航船などの中小型船の推進用エンジンと

して使われている。 

前記第２のとおり、日立造船からＨＺＭＥに承継されるのは大型

２ストロークエンジンの製造事業等であるため、以下、２ストローク

エンジンについて検討する。 

 

(ｲ) 重油専焼エンジンと二元燃料エンジン 

商船に用いられる２ストロークエンジンは、重油のみを燃料とす

る「重油専焼エンジン」と、重油及び他の燃料を併せて用いる「二元

燃料エンジン」2の二種類に大別される。 

重油専焼エンジンは、運航コストを低減させるため、重油の中でも

石油精製の過程で発生する残渣を中心とするＣ重油（舶用重油とも

呼ばれる。）を燃料として用いるものであり、舶用エンジンに広く用

いられている。 

二元燃料エンジンは、さらに、使用される燃料の種類や燃料の噴射

圧力により分類される。以下、二元燃料エンジンについて詳述する。 

 

a  二元燃料エンジンの概要 

二元燃料エンジンは、液化天然ガス（以下「ＬＮＧ」という。）

を運搬する大型船（以下「大型ＬＮＧ運搬船」という。）において

最初に採用された。大型ＬＮＧ運搬船においては、輸送中に貨物槽

内で気化した天然ガス（以下「ボイルオフガス」という。）を有効

                         
電力でモーターを動かしてプロペラ軸を回す「電気推進エンジン」、③燃料ウランが核分裂する

ときに生じる放射線を利用して作った蒸気でタービンを回してプロペラ回転へつなげる「原子

力推進エンジン」などがあるが、これらのエンジンは軍艦や巡視船、砕氷船などに搭載されてお

り、商船に使われるディーゼルエンジンとは競合関係にない。 
2 デュアルフューエルエンジンとも呼ばれる。 
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利用することが求められてきたところ、２０１０年代にディーゼ

ルエンジンで天然ガスを燃焼させる技術が確立され、ボイルオフ

ガスをディーゼルエンジンで利用することが可能となった。これ

により、二元燃料エンジンが登場した。二元燃料エンジンとして現

在までに実用化されたものには、ＬＮＧを使用するもののほか、液

化石油ガス（以下「ＬＰＧ」という。）、メタノール、エタンを使

用するものがある。 

二元燃料エンジンは、エンジンの基本的な構造は重油専焼エン

ジンと同じであるが、燃料の種類によって適した燃やし方（燃焼方

法）が異なるため、燃料を投入する方法やタイミングを調整して燃

料の種類に応じた燃焼を行えるよう、ＬＮＧ等の他燃料用の燃料

噴射装置が追加されている。このため、二元燃料エンジン本体の価

格は、重油専焼エンジンに比べて高い。また、二元燃料エンジンを

稼働させるための周辺機器類を設置する必要もあるため、二元燃

料エンジンを搭載した船の価格も、重油専焼エンジン搭載船に比

べて高く、後述する高圧式では相当の価格差がある。 

近年、船舶から排出される大気汚染物質を対象とする規制が強

化されており、重油からＬＮＧ等への燃料転換がその対応策の一

つとなっている。ただし、船の種類（以下「船種」という。後記(2)

ア(ｲ)参照。）や船のサイズ（以下「船型」という。後記(2)ア(ｳ)

参照。）によって、船の運航形態（寄港地でＬＮＧ等の燃料を補給

できるか）、積荷（貨物としてのエネルギー資源を燃料に転用可能

か）や複数種の燃料タンクを搭載することの容易性、船価レベル

（二元燃料エンジンの採用による建造コストの増加分を船価に転

嫁することが許容されるか）などに違いがあるため、二元燃料エン

ジンへの転換の容易性が異なる。また、日本の造船会社には、二元

燃料エンジンへの転換が困難な中小型のバルク船を得意船種とし

ている者が多いことや、設計人員等が十分でないことから、二元燃

料エンジンを搭載した船の設計が進んでいない傾向が見られる。

以上の理由から、日本国内で建造される船における二元燃料エン

ジンの採用は、現在のところ、貨物として搭載する液化ガスを燃料

として使用できるＬＰＧ運搬船やメタノール運搬船、荷主や船主

からの環境対応への要請が強い自動車運搬船やコンテナ船が主と

なっている。その結果、令和３年における新造船全体に占める二元

燃料エンジン搭載船の割合は、全世界では２０％に達しているの

に対し、日本では１％にとどまっている。 
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b  二元燃料エンジンで使用される燃料 

二元燃料エンジンには重油と他の燃料が併用されるところ、他

の燃料として、ＬＮＧ、ＬＰＧ、メタノール又はエタンを併用する

二元燃料エンジンが商用化されているが、ＬＰＧ、メタノール又は

エタンを併用する二元燃料エンジンは、それぞれを貨物として輸

送する船（ＬＰＧ運搬船、メタノール運搬船、液化エチレンガス運

搬船）の推進用エンジンとして使われているにとどまり、一般の商

船向けの二元燃料エンジンにはＬＮＧが併用されている。 

ＬＮＧは、環境負荷は重油に比べれば小さいものの、二酸化炭素

の排出は避けられないため、温室効果ガス排出ゼロに向けた新た

な代替燃料が登場するまでのつなぎと考えられている。現在、アン

モニアや水素を燃料とする二元燃料エンジンの開発中であるが、

次世代に主力となる燃料についてのコンセンサスはまだ得られて

いない。 

 

c  低圧式と高圧式 

ＬＮＧ焚き（ＬＮＧを燃料とすること。以下同じ。）の二元燃料

エンジンには、シリンダー内に噴射される燃料の圧力の違いによ

り、「高圧式」と「低圧式」の２種類がある。いずれも商船の推進

用エンジンとして使用されている。 

高圧式は、①燃料を昇圧するコンプレッサーなど、周辺機器等を

高圧に対応させる必要がある、②燃焼方式の特性上、窒素酸化物

（ＮＯｘ）が生成されやすいため排気システムに窒素酸化物の除

去装置が必要であるなどの事情から初期コストが高いが、燃費性

能が高くランニングコストも安い。 

一方の低圧式は、高圧式のような高価な周辺設備が不要で初期

コストが安いことや、ボイルオフガスをそのまま昇圧して燃料と

して使用できるメリットがある一方、燃焼方式の特性上、燃料の燃

え残りが生じやすく、高圧式に比して燃費性能が劣りランニング

コストが高い上、燃え残ったメタン（天然ガスの主成分）が排気中

に排出される「メタンスリップ」が発生する3というデメリットが

ある。 

                         
3 この問題に対応するため、排気ガスをエンジンに再循環させて燃料として再利用し、メタンス

リップの低減と燃費向上を図る装置（Intelligent Control by Exhaust gas Recycling：ＩＣＥ

Ｒ）の導入が進められている。 



 

事例６ 今治造船㈱／日立造船㈱ 

６７ 

 

大型ＬＮＧ運搬船においては、貨物として積載しているＬＮＧ

から大量に発生するボイルオフガスを燃料として有効利用するこ

とが求められるため、ボイルオフガスを含む燃料の使用量を抑え

る必要性は相対的に低い。その結果、エンジンを評価するに当たっ

ては、燃費性能よりも初期コストが重視される傾向にあり、船の建

造コストを抑えやすい低圧式が広く普及している。一方、主として

環境対応上の必要性から二元燃料エンジンの採用が進められてい

る一般の商船については、需要者等を対象としたヒアリングにお

いて、環境性能や燃費性能に優れる高圧式を高く評価する意見が

多く聞かれた。ただし、需要者等からは、環境性能は、エンジン単

体ではなく船全体の温室効果ガスの排出削減量で評価しており、

船種・船型によっては、メタンスリップの発生を考慮しても、低圧

式の方が、船全体の温室効果ガスの発生量を相対的に低く抑えら

れる場合があるとの意見も聞かれた。 

 

(ｳ) エンジンのサイズ 

燃料の燃焼が行われるシリンダー（燃焼室）が大きくなると、一度

に多くの燃料を燃焼させることができ、燃焼により得られるエネル

ギーも増大するため、エンジンの出力が増大する。このため、シリン

ダー径の異なる種々の２ストロークエンジンが製造されており、エ

ンジンのサイズは、シリンダー径の大きさで表現されるのが一般的

である。エンジンのシリンダーの内径をセンチメートル単位で表し

たものを「ボア」という。 

船には、必要な出力数を実現するために適当なボアサイズ4のエン

ジンが搭載される。遠距離を航行し、船体の大きな外航船には５０ボ

ア以上のエンジン（以下「大型２ストロークエンジン」という。）が、

内航船や小型の外航船には５０ボア未満のエンジン（以下「小型２ス

トロークエンジン」という。）が使用されている。 

 

イ  ２ストロークエンジンの供給の特徴 

(ｱ) エンジンの製造販売はライセンス契約に基づき行われていること 

                         
4 ボアサイズが小さくても、シリンダーの数を増やすことにより、より大きな出力を確保するこ

とが可能であるが、船型に応じたボアサイズはおおむね決まっている。船に搭載するエンジンを

選定する場面では、船に必要な出力数を実現するために適当なボアサイズとシリンダー本数の

組み合わせが検討され、ボアサイズを大きくしつつシリンダーの本数を減らしたエンジンと、ボ

アサイズは小さいもののシリンダーの本数を増やしたエンジンの間でいずれを採用するかの検

討が行われる場合もある。 
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a  ライセンサーと日本の舶用エンジンメーカーの関係 

世界で製造販売されている２ストロークエンジンは、MAN Energ

y Solutions（以下「ＭＡＮ」という。）、Winterthur Gas & Die

sel（以下「ＷⅰｎＧＤ」という。）又は株式会社ジャパンエンジ

ンコーポレーション（以下「ジャパンエンジン」という。）のいず

れかのライセンスに基づく製品である。 

国内で２ストロークエンジンを製造している舶用エンジンメー

カーは、自身がライセンサーであるジャパンエンジンを除き、いず

れもＭＡＮ、ＷⅰｎＧＤ又はジャパンエンジンのライセンシー（又

はサブライセンシー）である。 

 

b  ブランド別のエンジンの特徴 

(a) 重油専焼エンジン 

需要者等のヒアリングでは、重油専焼エンジンについては、技

術が成熟しており、ブランド間で目立った性能の違いはないと

の意見が多く聞かれた。 

他方、重油専焼エンジンの世界シェアをみると、ＭＡＮブラン

ドのエンジンが約８０％を占めている。その背景について、需要

者等のヒアリングでは、ＭＡＮブランドのエンジンは、搭載船の

数の多さからメンテナンスを提供する事業者も多数存在してい

ること、そのような利点のあるＭＡＮブランドエンジン搭載船

は中古船市場での評価が高いこと等の指摘があった。 

 

(b) 二元燃料エンジン 

二元燃料エンジンの主流であるＬＮＧ焚きのエンジンに関し

ては、現在、ＭＡＮは高圧式5、ＷⅰｎＧＤは低圧式を供給して

いる。高圧式と低圧式はそれぞれ前記ア(ｲ)ｃに記載の特徴があ

り、ライセンサーによる採用方式の違いが、ライセンシーである

舶用エンジンメーカー間の製品の差別化につながっている。 

 

c  ライセンシーの事業範囲 

２ストロークエンジンのライセンス契約には、ライセンシーが

エンジンを販売・供給できる地域についての規定が設けられてお

り、当該規定により、日本の舶用エンジンメーカーがライセンス製

                         
5 ＭＡＮは、低圧式のエンジンも開発を完了しており、今後は、高圧式と低圧式の両方が供給可

能になる。 
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品を販売できる範囲は、日本及びその外縁地域とされている。外縁

地域に所在する造船会社は当該国内で使用される内航船等を建造

する中小事業者であり、２ストロークエンジンの需要者ではない

ことが多いため、日本の舶用エンジンメーカーの２ストロークエ

ンジンの販売地域は専ら日本国内となっている。また、ライセン

サーと日本国外のライセンシーとの間のライセンス契約では、当

該ライセンシーの販売地域に日本は含まれない。以上から、国内の

需要者に２ストロークエンジンを販売できるのは、原則として国

内の舶用エンジンメーカーのみである。 

他方、ライセンサーと国内外のライセンシーの間のライセンス

契約には、ライセンシーがライセンス地域外の顧客から引合いを

受けた場合、ライセンサーから個別の許可を得ることで、当該顧客

に販売できる旨の規定も置かれている。また、ライセンサーである

ＭＡＮは、公正取引委員会の質問に対して、ライセンス地域外の顧

客から引合いを受けたライセンシーは、ライセンサーを含めたい

かなる第三者の関与も受けず、当該顧客に直接エンジンを販売で

きると回答した。 

 

(ｲ) ２ストロークエンジンの製造に必要な技術や設備 

２ストロークエンジンの開発はライセンサーが行うため、ライセ

ンシーとなる舶用エンジンメーカーが自ら開発等を行う必要はない。

ただし、舶用エンジンメーカーが、ライセンサーから提供を受けた設

計図面を基に、製造に必要な設計を行うための設計人員等は必要で

ある。 

また、設備面では、①大型２ストロークエンジンは４階建ての建物

に相当する高さ（約１５メートル）があり、その製造には、組立作業

を行うのに十分な高さを有し、かつ組立や搬出に用いるクレーンな

どの重量設備を支えることができる構造の建屋や、②エンジンの組

立や試運転を行う「定盤」と呼ばれる設備や、組立後の試運転に使用

する計器類、試運転時の燃料供給に必要な燃料貯蔵設備と配管設備

等を整備する必要がある。 

 

(ｳ) ２ストロークエンジンの製造の態様 

２ストロークエンジンの生産は、需要者からの発注を受けて製造

する受注生産であり、受注の都度、受注機種に応じた部分品を定盤に

運び込んで製造することで、共通の設備で多数の機種を作り分けて
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いる。ただし、定盤の大きさや付帯設備の状況により、製造できるエ

ンジンのサイズや燃料種別は制約される6。また、舶用エンジンメー

カーは、作業効率の観点から、設備配置上、その定盤での製造を想定

するサイズに近似するサイズの製品を連続的に製造するように製造

スケジュールを策定している。一方で、例えば、６０ボアサイズ用の

定盤２台を使って８０ボアサイズのエンジンを製造することもある。 

 

ウ  ２ストロークエンジンの供給者 

国内で２ストロークエンジンを製造する舶用エンジンメーカーは、

専ら大型外航船を建造していた重工系の造船会社の舶用エンジン製造

部門を前身とする者と、内航船や小型外航船を建造する一般の造船会

社向けに舶用エンジンを供給することを目的に事業を開始した者に大

別され、前者は大型２ストロークエンジンを、後者は小型２ストローク

エンジンを扱っていることが多い。 

また、二元燃料の大型２ストロークエンジンについて販売実績があ

るのは、Ａ社とＢ社のみである。 

大型２ストロークエンジンを生産している主要な舶用エンジンメー

カーの概要は以下のとおりである。 

 

(ｱ) 日立造船 

日立造船は、Ａ社に次ぐ国内第２位の舶用エンジンメーカーであ

る。国内で唯一、ＭＡＮとＷⅰｎＧＤの両方のライセンスを有するが、

近年はＷⅰｎＧＤのエンジンを生産しておらず、需要者等にはＭＡ

Ｎブランドのエンジンの供給者として認知されている。 

二元燃料エンジンについては、高圧式のＬＮＧ焚き二元燃料エン

ジンをラインアップしているが、まだ受注に至っていない。 

 

(ｲ) Ａ社 

ＭＡＮからライセンスを受け、ＭＡＮブランドのエンジンを製造

販売している、国内最大手の舶用エンジンメーカーである。 

２０００年代前半の造船市場の好況時に、国内の他の舶用エンジ

                         
6 定盤の大きさや強度が製造できる舶用エンジンのサイズを制約する要因となるほか、サイズが

大きくなると出力が大きくなるため、試運転に使用する水動力計や冷却水の供給能力が出力レ

ベルに対応できるかどうかも制約要因となる。 

燃料種別の点では、例えば、ＬＮＧの供給設備と配管接続がされていない定盤では、ＬＮＧ焚

きの二元燃料エンジンは製造できないため、製造できるのは重油専焼エンジンに限られるといっ

た制約が生じる。 
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ンメーカーが設備増強に後ろ向きな対応を取る中、設備増強を行っ

てエンジン需要の増加に対応できる供給体制を整えた経緯があり、

競合他社に比べて高い生産能力を有する。また、国内の舶用エンジン

メーカーでＬＮＧ焚きの二元燃料エンジンを初めて製造したほか、

現在は、アンモニア焚きの二元燃料エンジンの世界初号機を開発中

であるなど、新技術を搭載した製品の商用化に積極的に取り組んで

いる。 

また、Ａ社は、令和５年４月に、Ｂ社の舶用エンジン事業の一部（大

型２ストロークエンジンの製造販売業等）を譲り受けている。 

 

(ｳ) Ｂ社 

ＷⅰｎＧＤからライセンスを受け、ＷⅰｎＧＤブランドのエンジ

ンを製造している舶用エンジンメーカーである。 

グループの技術力を背景に、新技術を搭載した製品の商用化に取

り組んできた経緯があり、ＷⅰｎＧＤの二元燃料エンジンの開発に

も協力するなど、ＷⅰｎＧＤのライセンシーの中では中心的な存在

である。しかしながら、生産能力が小さく、設計人員も不足しており、

大型２ストロークエンジンの市場シェアは約５％という水準にとど

まっている上、今後、設備投資を行い得る状況にもない。このような

状況から、前記(ｲ)のとおり、Ｂ社は令和５年４月に舶用エンジン事

業の一部（大型２ストロークエンジンの製造販売業等）をＡ社に譲渡

している。 

                               

エ  ２ストロークエンジンの需要者と取引の態様 

(ｱ) ２ストロークエンジンの需要者 

２ストロークエンジンの需要者は造船会社である。ただし、エンジ

ンの性能・品質は船の燃費性能や環境性能に直結し、メーカーのアフ

ターサービス体制は、船の安定的な運航に影響するため、エンジンの

選定は、エンジンを購入する造船会社のみならず、エンジンを搭載し

た船を調達する船主にとっても非常に重要であるため、実際にも造

船会社がエンジンを選定する際には船主とも協議しており、舶用エ

ンジンの選定には、船主の意向が大きく影響する。 

 

(ｲ) 選定プロセス 

造船会社が建造する船には、大きく、 

① 標準的な仕様がある程度定まっている船種であるため、造船会
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社があらかじめ設計（以下「標準船型」という。）を行い、標準

船型を基に船主に対して営業活動を行うもの 

② 船主から引合いを受けた後、船主の要望を踏まえて一から設計

を行うもの 

の２つがあり、いずれの発注方法であるかにより、舶用エンジンが

選定されるまでのプロセスが異なる。 

また、エンジンの安全性・信頼性は、エンジンの構造のみならず、

舶用エンジンメーカーの製造品質にも左右されるため、エンジンの

選定においては、後述する価格のほか、舶用エンジンメーカーの製

造実績が重視される。 

 

a  ①の場合 

①は、荷主が不特定で、輸送ニーズに応じて傭船契約を締結して

使われることが多く、船の仕様が一般化しているバルク船やタン

カーの受注活動で採用されることが多い。 

造船会社は、標準船型の開発を行う際に、搭載するエンジンのブ

ランドと型式を選定する7。標準船型が作成されるのは、ある程度

の数の受注が見込まれる船であり、舶用エンジンメーカーは、将来

的なエンジン受注の可能性を高めるため、標準船型の仕様に自社

のエンジン（自社がライセンス契約している先のブランドのエン

ジン）が盛り込まれるよう営業活動を行う。 

造船会社からの実際の発注は、船舶の新造契約が締結され、船舶

の発注が確定した後に行われる。造船会社と舶用エンジンメー

カーは、改めて価格交渉を行い、エンジンに係る売買契約を締結す

る。標準船型の仕様に採用されているのが、国内にライセンシーが

複数存在しているＭＡＮブランドのエンジンである場合には、造

船会社は、このタイミングで、複数あるライセンシーの中から調達

先を選定する。 

 

                         
7 標準船型に採用するブランドを選定するのと同時期に、船主の要望に応じて選択可能なオプ

ションのエンジン（メーカー）が選定される場合もあるが、日本の造船会社の場合、複数の設計

図面の作成に必要な設計リソースが不足しているところが多く、当初からオプションとして選

択可能なエンジンを用意する造船会社は限られる。 

造船会社が標準船型を基に営業活動を行った際に、船主から、標準仕様とされていないエンジ

ンの採用を希望される（ブランドの変更）場合もある。この場合には、造船会社が、設計変更の

ために必要となるコストや、設計変更に伴う製造期間の延長を考慮した納期を提示し、船主との

間で、標準エンジンとするか他のエンジンとするかを協議する。 
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b  ②の場合 

②は、定期コンテナ船事業者が調達するコンテナ船や、特定の荷

主向けの輸送に従事する船舶（大型ＬＮＧ運搬船や鉄鉱石運搬船、

チップ輸送船など）の受注活動で採用されることが多い。 

コンテナ船を中心に、同一仕様の船が複数隻発注される案件も

あり、舶用エンジンメーカーにとっては、そのような案件で第一船

目の発注の際に採用されれば、複数台のエンジンの受注が期待で

きる。一方で、②では船の仕様策定が船主主導で行われるため、船

主から舶用エンジンメーカーの指定がある場合も多い。 

舶用エンジンメーカーの採用が決まると、造船会社から舶用エ

ンジンメーカーにその旨の連絡がなされる。ただし、造船会社から

の実際の発注は、①と同じく、船舶の新造契約の締結後に行われる。 

 

(ｳ) 価格の決定方法 

前記(ｲ)のとおり、エンジンの発注は、船の建造契約が締結された

後に行われる。このため、先に船価が決まり、船に搭載されるエンジ

ンの価格は、船価が決まった後に、造船会社と舶用エンジンメーカー

との価格交渉を経て決定されることになる。 

造船会社は、過去に同型のエンジンを調達した際の実績価格（標準

船型を策定した場合には、これに加えて、標準船型の開発時に舶用エ

ンジンメーカーが提出した見積価格）を参考に、想定されるエンジン

価格を試算して、建造コストに織り込み、船価を算定している。 

 

オ  環境規制強化が大型２ストロークエンジンの需給に与える影響 

前記ア(ｲ)ａのとおり、環境規制が強化される中で、二元燃料エンジ

ンの需要が世界的に増加している。日本においても、二元燃料エンジン

の需要が拡大することが見込まれている。 

他方、二元燃料エンジンを製造する際には、重油専焼エンジンで行わ

れていた重油を燃料とする燃焼試験に加えて、ＬＮＧ等を燃料とする

燃焼試験を行う必要があることから、エンジンの組立及び試運転を行

う定盤の占有期間が長くなる。このため、二元燃料エンジンの需要が高

まるにつれ、舶用エンジンメーカーの生産能力が低下することが懸念

されている。 

このため、舶用エンジンの生産体制の強化は、日本の海事産業を維持

する上で重要な課題となっており、国土交通省は、２ストロークエンジ

ンを、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に
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関する法律（令和４年法律第４３号）に基づく特定重要物資に指定し、

「2025年までに年産６００万馬力分の２ストロークの船舶用機関の安

定生産体制の確保」（国土交通省「船舶の部品に係る安定供給確保を図

るための取組方針」令和４年１２月２８日）を目標に、事業者が行う設

備の導入等を支援して、ガス燃料の普及に対応したエンジンの安定生

産体制の構築を図ることとしている。 

 

(2) 商船 

ア  商船の概要 

(ｱ) 内航船と外航船 

旅客や貨物の輸送を行う商船には、外国航路に就航する船である

外航船と、国内航路に就航する船である内航船があり、これら２つに

は主に以下の違いがある。 

① 外洋を航行する外航船は、船舶の構造及び設備が国際海事機関

の定める国際条約に適合したものでなければならないのに対し、

内航船は、航行水域が近海区域までに限定され、国際条約を満たす

必要がなく、外航船と船体構造などが異なる。 

② 外航船は、輸送距離の長さゆえ、１航海でできるだけ多くの貨物

を輸送することが重視され、船体が大型であるのに対し、国内の貨

物輸送のみに使用される内航船は、船体が相対的に小型である。 

外航船を建造するのは国内外の大手造船会社、内航船を建造するの

は国内の中小造船会社であり、今治造船グループが建造するのは外航

船及び専ら近海での航行に供されているフェリーである。このため、

以下では、外航船について述べ、これに加えて必要な範囲でフェリー

について検討する。 

 

(ｲ) 商船の種類 

商船には、輸送の対象物の種類や輸送方法に応じて多様な船種が

ある。 

平成２９年から令和３年までの５年間で今治造船グループが建造し

た実績を有する外航商船は、以下の７船種である。 

① 鉄鉱石や石炭、穀物等の様々な資源を、包装せずに大量にそのま

ま輸送する「バルク船」 

② 貨物を収納した国際規格のコンテナを、船内の貨物倉や甲板の

上に積載して輸送する「コンテナ船」 

③ 船倉がタンクになっており、原油や石油精製品、化学品等の液体
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貨物を、容器に入れずに大量にそのまま輸送する「タンカー」 

④ 自動車や建設機械など、自走できる貨物を専門に輸送する「自動

車運搬船」 

⑤ ＬＮＧを運搬するタンカーである「ＬＮＧ運搬船」 

⑥ ブタン・プロパンなどを加圧して液化したＬＰＧを運搬するタ

ンカーである「ＬＰＧ運搬船」 

⑦ 旅客とその自家用車、長距離輸送中の貨物車（トラックやトレー

ラー）を輸送する「フェリー」 

 

(ｳ) 商船の大きさ 

商船には、同一の船種でも様々な船型のものがあり、輸送の対象物

の量や、寄港地の設備規模などに合わせた船が使用されている。 

船型を示す呼称には、その船型の船が使用される主要航路や運航

形態などに由来したものがあるが、呼称や船型の範囲について、明確

な定義はない8。 

例えば、バルク船の代表的な船型の呼称や範囲等は下表１のとお

りである。 

  

                         
8 船型の呼称は船の種類によって異なる。例としてタンカーを挙げると、原油輸送に用いられ後

述する載貨重量トン数が 200,000～300,000ＤＷＴ（後記脚注９参照）のタンカーは「ＶＬＣＣ」

（Very Large Crude Oil Carrier）、ガソリンや灯油などの石油製品の輸送に用いられるタン

カーは「ＭＲ」（Medium Range：55,000ＤＷＴ未満）、「ＬＲ１」（55,000～79,999ＤＷＴ）、「ＬＲ

２」（80,000ＤＷＴ以上）と呼ばれている。また、ＬＰＧ輸送に用いられる大型タンカーは「Ｖ

ＬＧＣ」（Very Large Gas Carrier）と呼ばれている。これらの呼称はタンカー以外の船には用

いられない。 

船型の範囲について公的に定まったものではなく、例えば、ケープサイズのうち、200,000ＤＷ

Ｔを越える超大型の鉄鉱石専用船を区別してＶＬＯＣ（Very Large Ore Carrier）と呼ぶ場合

や、平成２８年の拡張工事以前のパナマ運河を通れるパナマックスよりも大きいものをまとめ

てオーバーパナマックスと呼ぶ場合もある。 
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【表１】バルク船の代表的な船型 

呼 称 範 囲 特 徴 

ケープサイズ 100,000DWT9以上 
パナマ運河を通れずに喜望

峰回りとなる大型船 

ニューパナマックス 
80,000～ 

100,000DWT程度 

平成２８年の拡張工事以降

のパナマ運河を通行できる

船 

パナマックス 
65,000～ 

80,000DWT程度 

平成２８年の拡張工事以前

のパナマ運河を通行できる

船 

ハンディマックス 
40,000～ 

65,000DWT程度 世界中のほとんどの港に入

出港できる大きさの船 
ハンディ 

10,000～ 

40,000DWT程度 

 

(ｴ) 今治造船グループの建造船 

平成２９年から令和３年までの５年間に今治造船グループが建造

した実績を有する船種・船型は、バルク船（５品目）、コンテナ船（５

品目）、タンカー（２品目）、自動車運搬船（２品目）、ＬＮＧ運搬

船（１品目）、ＬＰＧ運搬船（１品目）及びフェリーの１７の船種・

船型（以下「１７品目」という。）である。 

 

 

イ  商船の製造販売業の概要 

商船の製造販売業を営む事業者には、今治造船グループを含む国内

の造船会社のほか、韓国や中国の造船会社が多数存在している。 

船は、設計図面が作成された後、大きく、①鋼材の切断・成形、②中

小組立、③ブロック組立、④先行艤装、⑤搭載、⑥後行艤装の工程を経

て建造される。 

船は、③で製造されるブロックを、「ドック」と呼ばれる設備で組み

立てて船体を建造し（⑤）、岸壁において、船種に合わせて、必要な装

置や設備を船体に取り付ける（⑥）ことによって製造される。このよう

に、どの船種も、その建造に使われる主要な生産設備はドックと岸壁で

あり、様々な船種を建造する場合にも同一の生産設備が使用される。 

しかしながら、船種によって船体の構造や船体内部の構造が異なる

                         
9 Dead Weight Tonnage の略。載貨重量トン数。船舶が積載できる貨物の重量として最大積載量

を意味する。貨物、旅客、船員、燃料、バラスト、食料等の一切が含まれた重さである。 
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ため、造船会社が異なる船種の船を建造するには、設計業務の従事者に

設計図面を作成する技術を習得させる必要があり、おおむね数年の準

備期間を要する。また、船種によって船体を構成するブロックの形状、

船に搭載される装置や設備が異なるため、船種ごとにブロックの製造

や艤装工程の作業内容、作業量、作業員に求められるスキル等が異なる。 

また、ドックでブロックを組み立てて船体を建造するため、造船会社

が製造できる船型は、ドックの大きさ（ドックに収容できる船舶の大き

さ）に制約される。さらに、船型が異なると、建造に要する作業量や期

間にも違いが生じるため、様々な船型を作り分けると工程管理が複雑

化することから、造船会社は、自らが得意とする船種・船型を連続して

受注することで、効率的な生産を行って生産コストを下げ、競争力のあ

る船価を提示できるようにしている。 

上記のような事情から、複数の船種を製造している造船会社では、複

数のドックを有し、ドックごとに製造する船種・船型をある程度固定化

することで、建造船種・船型の多様化と効率的な生産を両立させている。 

 

ウ  商船の需要者と取引の態様 

国内における商船の需要者（船主）には、海上輸送サービスを業とし

ている海運業者（外航海運業者）や、海運業者に船を貸す又は船を転売

することを目的に船舶を保有する船舶貸渡業者（船主会社）、自ら販売

又は購入する貨物の輸送手段として船舶を保有している事業者（荷主）

がある。 

これら需要者が船舶を発注する際には、国内外の造船会社を区別す

ることなく、複数の造船会社から見積りを取り、発注する造船会社を選

定している。ただし、フェリーについては、老朽化した既存船の代替需

要が中心であるため発注機会が限定的で、需要者は、日本国内の造船会

社から取引先を選定している。 

海運会社や船主会社は、景気の好転で海上荷動き量の増加が見込ま

れる場合や、荷主から長期輸送契約を獲得した場合などに、必要となる

輸送力を確保すべく船舶を発注する。 

船の発注形態についてみると、例えばコンテナ船は、一定の輸送キャ

パシティを持つ船隊を組んだ上で定期船（船を定曜日に寄港させて輸

送サービスを提供する。）に使用されることから、新路線の開設に合わ

せて新たに船隊を組んだり、路線需要の増加に合わせて船隊を大型化

するために船隊を構成する船舶を一度に更新したりするため、１回に

複数隻を発注するロット発注が一般的であり、１０隻を超える発注が
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行われることも少なくない。その他の船種でも、例えば、新たに開発し

た油田から産出された原油やＬＮＧを輸送するためのタンカーを調達

する場合ではロット発注が行われる10。 

通常、船の引合いから引渡しまでは２年以上掛かるが、ロット発注で

あっても引渡しまでの期間は延長されないことが多い11。このため、

ロット発注が多い船種の受注は、多数のドックを持ち、並行して複数隻

を建造することが可能な大手造船会社が中心となっている。このよう

に、船種による需要者の発注形態の違いが、船種によって造船会社の顔

ぶれが変わる要因の一つになっている。 

 

２  商品範囲 

(1) 大型２ストロークエンジン 

ア  大型４ストロークエンジンとの代替性 

(ｱ) 需要の代替性 

大型２ストロークエンジンの需要者は、船体が大きい外航船を建

造する造船会社である。 

２ストロークエンジンは専ら推進用エンジンとして、４ストロー

クエンジンは発電用エンジンとして使われている。４ストロークエ

ンジンが推進用エンジンとして使われるのは内航船など中小型の船

舶に限られ、外航船のような大型船舶の推進用エンジンとして４ス

トロークエンジンが用いられることはない。 

したがって、大型２ストロークエンジンと大型４ストロークエン

ジンの間には、需要の代替性は認められない。 

 

(ｲ) 供給の代替性 

２ストロークエンジンと４ストロークエンジンは、エンジン及び

構成部品の寸法・重量が異なり、それぞれの出力や回転数範囲も大き

く異なるため、加工・組立・試験運転に必要な設備も異なる。 

したがって、大型２ストロークエンジンと大型４ストロークエン

ジンの間には、供給の代替性は認められない。 

 

                         
10 他方、バルク船は、貨物を運ぶ必要が生じたときに、荷主が船を借り切って運ぶ不定期船の形

態で運行されることが多く、新造船の需要は、海運会社等が輸送ニーズに応じて不足する分の船

を買い足す形で発生するため、ロット発注が行われることはほとんどない。 
11 コンテナ船は、定期船航路の新設等の計画に合わせて船の調達が行われるため、むしろ納期は

短めに設定されることが多い。 
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(ｳ) 小括 

大型２ストロークエンジンと大型４ストロークエンジンは、異な

る商品範囲を構成する。 

 

イ  重油専焼エンジンと二元燃料エンジンの間の代替性 

(ｱ) 需要の代替性 

船の推進力を得るという機能は、重油専焼エンジンも二元燃料エ

ンジンも変わらない。 

しかしながら、前記１(1)ア(ｲ)ａのとおり、船種や船型によっては、

二元燃料エンジンの搭載が困難であり、その場合、船主や造船会社は

重油専焼エンジンしか選択できない。また、環境負荷の小さいエンジ

ンを志向する船主向けの船の場合には、二元燃料エンジンが選択さ

れる。 

したがって、二元燃料エンジンと重油専焼エンジンとの間の需要

の代替性は限定的である。 

なお、二元燃料エンジンには低圧式と高圧式がある。燃料供給方式

が異なるこれら２つの方式には、前記１(1)ア(ｲ)ｃのとおり、それぞ

れメリットとデメリットがあり、船主や造船会社は、エンジンを搭載

する船の船種・船型との相性や性能などを総合的に判断していずれ

を採用するかを決定していることから、これら２つの方式の間には

需要の代替性が認められる。 

 

(ｲ) 供給の代替性 

二元燃料エンジンは、重油専焼エンジンに、ＬＮＧ等の燃料を補給

するための装置を付加したものであり、エンジン本体の製造技術自

体は大きく異ならない。しかしながら、舶用エンジンメーカーにとっ

て従前から製造している重油専焼エンジンについては、既に手元に

ある設計図面なども活用しながら製造を行うことができるのに対し、

近年登場してきた二元燃料エンジンを製造するには、ライセンサー

から提供された設計図面に基づき製造用の設計図面を起こすための

設計人員等が必要になる。また、燃料タンクやコンプレッサーなど、

製造したエンジンの試運転を行うためのＬＮＧ等の燃料を供給する

ための設備も新たに必要となる。 

したがって、重油専焼エンジンと二元燃料エンジンとの間の供給

の代替性は認められない。 
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(ｳ) 小括 

重油専焼エンジンと二元燃料エンジンは、異なる商品範囲を構成

する。 

なお、現時点では、日本国内における二元燃料エンジンの販売数量

はごく少数であるが、今後、二元燃料エンジンを搭載する船舶が拡大

することが予想されており、二元燃料エンジンの製造販売市場を観

念することは可能と考えられる。 

 

ウ  サイズの異なるエンジン間の代替性 

 重油専焼エンジンと二元燃料エンジンのいずれも様々なサイズが存

在し、いずれのエンジンの需要者も、建造しようとする船に必要な出力

数を実現するために適当なサイズのエンジンを選定している。ただし、

現在までに国内で製造販売された二元燃料エンジンは一部のサイズの

ものに限られており、二元燃料エンジンについては、サイズ別に市場を

画定するか否かは競争上の問題の検討に影響しない。 

このため、重油専焼エンジンに限り、サイズの異なるエンジン間の代

替性を検討する。 

 

(ｱ) 需要の代替性 

需要者は、建造しようとする船に必要な出力数を実現するために

適当なサイズのエンジンを選定しており、隣接するサイズのエンジ

ンの間では一定の代替性が認められるもの、隣接しないサイズのエ

ンジンとの間の代替性は認められない。 

 

(ｲ) 供給の代替性 

舶用エンジンは、受注したエンジンの仕様に合わせて製造した部

分品を定盤に運び込み、それら部分品を定盤上で組み立てることで、

多種の機種の作り分けが行われているが、定盤の大きさや付帯設備

の状況により製造できる舶用エンジンのサイズには制約がある。 

具体的には、５０ボアを境として、５０ボア以上のサイズのエンジ

ンを製造している事業者と、５０ボア未満のサイズのエンジンを製

造している事業者に分かれる。競争事業者ヒアリング等の結果から

も、５０ボア未満のエンジンの製造に特化している事業者が５０ボ

ア以上のエンジンを製造することは、建屋のスペースや強度、定盤や

付帯設備の制約から不可能であると認められる。また、５０ボア未満

の２ストロークエンジンを製造している舶用エンジンメーカーの多
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くは、ライセンス契約上、製造販売できるのは５０ボアまでに限られ

ている。したがって、５０ボアより小さい重油専焼エンジンと、５０

ボア以上の重油専焼エンジンとの間には供給の代替性は認められな

い。 

 

(ｳ) 小括 

５０ボア未満の重油専焼エンジンと５０ボア以上の重油専焼エン

ジンとは、異なる商品範囲を構成する。このため、重油専焼エンジン

については、本件行為の対象である大型２ストロークエンジンに含

まれる５０ボア以上の重油専焼エンジン（以下「重油専焼エンジン

（５０ボア以上）」という。）の範囲で商品範囲を画定する。 

 

エ  小括 

以上のことから、本件では、大型２ストロークエンジンの製造販売に

関する商品範囲を「二元燃料エンジン」及び「重油専焼エンジン（５０

ボア以上）」の範囲で画定した。 

 

(2) 商船 

ア  需要の代替性 

商船には、輸送の対象物の種類や輸送方法に応じて、多様な船種・船

型がある。 

それぞれの船種は、積荷により、化学的・物理的特性や積付け形態な

どが異なるため、船体に取り付ける設備に違いがあり、需要者は、輸送

する積荷に合わせて船種を選択しており、商船の船種間の需要の代替

性はない。 

また、船型についても、需要者は、必要な積載量や航路上の設備面の

制約に応じた大きさの船を選定しており、船型間の需要の代替性も限

定的である。 

 

イ  供給の代替性 

前記１(2)イのとおり、船種によって、船体の設計や船に必要とされ

る装置や設備、それらを取り付ける艤装工程の作業内容などが異なる

ことから、船種間の供給の代替性は限定的と考えられる。 

また、船型についても、異なる船型の船を建造する場合、設備面の制

約を受け得ることに加え、造船会社は、自らが得意とする船種・船型を

連続して受注することで効率性を高めて建造コストの低減を図ってお
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り、特定の船種・船型の船舶を受注している造船会社が、これまで受注

実績がない船種・船型を建造することは、当該船種・船型に短期的・ス

ポット的な需要が見込まれるとしても容易でない場合が多い。 

したがって、各船型間の供給の代替性も限定的と考えられる。 

 

ウ  小括 

以上のことから、商船の製造販売分野においては、船種・船型ごとに

異なる商品範囲を画定するのが適当であり、本件では、今治造船グルー

プが平成２９年から令和３年までの５年間に建造した実績を有する１

７品目を、それぞれ商品範囲として画定した。 

 

３  地理的範囲 

(1) 大型２ストロークエンジン 

ライセンス契約において、日本のエンジンメーカーが２ストロークエ

ンジンを販売できる範囲は、日本及びその外縁地域と定められているこ

と、及び日本国外のライセンシーのライセンス地域には日本は含まれて

いないことから、大型２ストロークエンジンの国内需要者である日本の

造船会社の調達先は、基本的に、日本のエンジンメーカーとなる。 

以上から、二元燃料エンジン及び重油専焼エンジン（５０ボア以上）の

それぞれの地理的範囲を「日本全国」として画定した。 

 

(2) 商船 

商船を建造する主要な造船会社は、日本、韓国及び中国の３か国に集中

している。それら国内外の造船会社は、世界中を販売地域とし、世界全体

の販売地域において実質的に同一の価格で商船を販売している。 

フェリーを除く商船の需要者は、船舶を発注する際には、造船会社が所

在する国や地域を考慮することなく、複数の造船会社から見積りを取っ

た上で、発注する造船会社を選定しており、国内外の造船会社を区別する

ことなく取引している。 

一方、フェリーについては、老朽化した既存船の代替需要が中心で、そ

の供給は日本国内の造船会社によって行われており、船価が少々上がっ

ても需要者が海外の造船会社に発注することは考えにくい。 

以上により、本件では、１７品目のうちフェリーを除く各商品分野に係

る地理的範囲は「世界全体」、フェリーに係る地理的範囲は「日本全国」

と画定した。 
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第４  本件行為が競争に与える影響 

今治造船グループは、自らが建造する商船に搭載する重油専焼エンジン

（５０ボア以上）を日立造船から購入している。 

また、今治造船グループは、二元燃料エンジンを日立造船から購入してい

ないが、本件行為後はＨＺＭＥから二元燃料エンジンを購入する可能性が

ある。 

このため、本件行為は、二元燃料エンジン及び重油専焼エンジン（５０ボ

ア以上）を川上市場、１７品目を川下市場とする垂直型企業結合に該当する。 

 

１  当事会社の地位 

(1) 川上市場 

前記第３の１(1)ウ(ｱ)のとおり、日立造船は二元燃料エンジンの受注

実績がない。ただし、日立造船の大型２ストロークエンジンに係る製品ラ

インナップの中には二元燃料エンジンも含まれており、日立造船も二元

燃料エンジンの販売競争には参加しており、今後、ＨＺＭＥによる二元燃

料エンジンの販売が拡大することも考えられるところ、より慎重に検討

する観点から、垂直型企業結合のセーフハーバー基準に該当しないもの

として検討する。 

重油専焼エンジン（５０ボア以上）の平成２９年から令和３年までの５

年間の受注量合計に基づく市場シェアは下表２のとおりであり、垂直型

企業結合のセーフハーバー基準に該当しない。 

 

【表２】重油専焼エンジン（５０ボア以上）の市場シェア 

（平成２９年～令和３年の受注量合計） 

順位 会社名 市場シェア 

１位 Ａ社及びＢ社 約７５％ 

２位 日立造船 約１５％ 

３位 Ｃ社 ０－５％ 

４位 Ｄ社 ０－５％ 

５位 Ｅ社 ０－５％ 

合計 １００％ 

ＨＨＩ ５，７００ 

 

(2) 川下市場 

今治造船グループが平成２９年から令和３年までの５年間に建造した

１７品目のうち、「コンテナ船のネオパナマックス（大型）」の平成２９
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年から令和３年までの５年間の建造量合計に基づく市場シェアは下表３

のとおりであり、垂直型企業結合のセーフハーバー基準に該当しない。 

また、「フェリー」の平成２９年から令和３年までの５年間の建造量合

計に基づく今治造船グループの市場シェアは約１０％であるが、今治造

船グループ以外の市場シェアは不明であり、ＨＨＩが不明であることか

ら、垂直型企業結合のセーフハーバー基準に該当しないものとして検討

する。 

上記２品目以外の１５品目については、いずれも垂直型企業結合の

セーフハーバー基準に該当する。 

 

【表３】コンテナ船のネオパナマックス（大型）の市場シェア 

（平成２９年～令和３年の建造量合計） 

順位 会社名（所在国） 市場シェア 

１位 Ｆ社（韓国） 約３０％ 

２位 今治造船グループ 約３０％ 

３位 Ｇ社（中国） 約１５％ 

４位 Ｈ社（韓国） 約１０％ 

５位 Ｉ社（中国） 約１０％ 

６位 Ｊ社（台湾） ０－５％ 

７位 Ｋ社（中国） ０－５％ 

 合計 １００％ 

 

 

２  単独行動による競争の実質的制限 

(1) 川下市場における市場の閉鎖性・排他性の問題 

ア  投入物閉鎖 

(ｱ) コンテナ船のネオパナマックス（大型） 

コンテナ船のネオパナマックス（大型）については、今治造船グ

ループは約３０％のシェアを有しており、今治造船グループにとっ

て主要な受注品目になっていることから、今治造船グループが競争

事業者を排除するインセンティブを有する可能性や、今治造船グ

ループの高い購買力を背景に、当事会社において、供給拒否等により

失う利益より大きな利益を得ることができる可能性が考えられ、当

該品目について供給拒否等が行われることが懸念される。 

しかしながら、前記第３の１(1)イ(ｱ)ｃのとおり、日立造船を含む

国内エンジンメーカーの大型２ストロークエンジンの供給先は日本
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（及びその外縁地域）に限られており、日立造船が過去に大型２スト

ロークエンジンを供給したのも国内の造船会社のみである。した

がって、仮にＨＺＭＥが供給拒否等を行った場合に影響が及ぶ範囲

は日本国内に限られる。そして、前記１(2)の表３のとおり、平成２

９年から令和３年までの５年間にコンテナ船のネオパナマックス

（大型）の供給実績のある造船会社は、今治造船グループ以外はいず

れも海外の造船会社であり、これらの競争事業者は、ＨＺＭＥが二元

燃料エンジン及び重油専焼エンジン（５０ボア以上）について供給拒

否等を行ってもその影響を受けることはないため、ＨＺＭＥには投

入物閉鎖を行う能力がない。 

 

(ｲ) コンテナ船のネオパナマックス（大型）以外の１６品目 

１７品目のうち、コンテナ船のネオパナマックス（大型）以外の１

６品目（以下「１６品目」という。）について、ＨＺＭＥの供給拒否

等により市場の閉鎖性・排他性の問題が生じると認められるかにつ

いて検討する。 

現在でも、１６品目に用いられる日立造船の重油専焼エンジン（５

０ボア以上）のほとんどは今治造船グループに販売されており、ＨＺ

ＭＥが供給拒否等を行ったとしても、その影響が及び得る範囲は限

定的である。日立造船の継続的な販売先のうち今治造船グループ又

は日立造船のいずれとも企業結合関係を有しない唯一の造船会社と

してＬ社があるが、Ｌ社は、近年、標準船型に盛り込むエンジンの

メーカーを日立造船から他社に切り替えており、Ｌ社における今後

のエンジンの主な調達先は切替先のメーカーとなる。このような状

況に照らせば、ＨＺＭＥが供給拒否等を行ったとしても、今治造船グ

ループ以外の造船会社の重油専焼エンジン（５０ボア以上）の調達に

影響を及ぼすことは考え難い。 

また、二元燃料エンジンについては、前記１(1)のとおり、日立造

船はこれまで受注実績がなく、日立造船を二元燃料エンジンの調達

先としていた造船会社は存在していないため、ＨＺＭＥが供給拒否

等を行ったとしても、今治造船グループ以外の造船会社の二元燃料

エンジンの調達に影響を及ぼさない。今後、二元燃料エンジンの需要

が拡大したとしても、前記第３の１(1)イ(ｱ)ａのとおり、舶用エンジ

ンはライセンスに基づいて製造されるものであり、ＨＺＭＥが製造

する二元燃料エンジンが他社製品に比べて優れていると認める特段

の事情もなく、造船会社は他社製品を選択可能と考えられることや、
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前記第３の１(1)イ(ｱ)ｃのとおり、ＭＡＮのライセンスに係る舶用

エンジンでは、ライセンス地域外の顧客から引合いを受けたライセ

ンシーは当該顧客に直接エンジンを販売できるとされており、需要

者からの引合いに応じて行う受動的販売については輸入圧力を認め

得ることからすれば、二元燃料エンジンについても、ＨＺＭＥによる

供給拒否等が、今治造船グループ以外の造船会社の二元燃料エンジ

ンの調達に影響を及すことは考え難い。 

したがって、１６品目についても、ＨＺＭＥには投入物閉鎖を行う

能力がないと考えられる。 

 

(ｳ) 小括 

以上のことから、投入物閉鎖により川上市場の閉鎖性・排他性の問

題が生じるとは認められない。 

 

イ  秘密情報の入手 

本件行為を契機に、今治造船グループが、ＨＺＭＥを通じて、１７品

目のそれぞれについて、競争関係にある他の造船会社の仕様や開発に

係る情報を入手できるようになることが考えられる。 

しかしながら、その内容はエンジンの選定に関連する部分に限られ、

船体の設計やドックの空き状況など、新造船の受注に必要なその他の

情報までを得るわけではない。 

また、情報が入手できる先も、ＨＺＭＥと取引が生じ得る造船会社の

範囲、すなわち国内の造船会社に限られ、海外の造船会社との競争には

影響を及ぼさないこと、さらに、前記ア(ｲ)のとおり、日立造船が重油

専焼エンジン（５０ボア以上）を供給している先は、国内造船会社の中

でも一部の事業者に限定されている。 

以上のことからすれば、川下市場の今治造船グループが競争事業者

の秘密情報を入手することにより、競争事業者が排除される効果は認

められず、川下市場において市場の閉鎖性・排他性の問題が生じるとは

認められない。 

 

(2) 川上市場における市場の閉鎖性・排他性の問題 

ア  顧客閉鎖 

今治造船グループが、川上市場である二元燃料エンジンや重油専焼

エンジン（５０ボア以上）について購入拒否等を行った場合に、川上市

場の閉鎖性・排他性の問題が生じるかについて検討する。川下市場は１
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７品目あるものの、二元燃料エンジンや重油専焼エンジン（５０ボア以

上）は１７品目以外の品目をも含めた各種の商船で用いられており、Ｈ

ＺＭＥの競争事業者は、商船全体において造船会社から受注機会があ

れば、取引の機会を失うことにはならないため、検討に際しては、川下

市場の商船の建造事業全体で、二元燃料エンジン及び重油専焼エンジ

ン（５０ボア以上）を販売できるかどうかを検討する。 

今治造船の大型２ストロークエンジンの年間需要量は現在の日立造

船の供給能力を上回っている。今治造船グループは商船の建造で使用

する大型２ストロークエンジンの全量をＨＺＭＥからの調達で賄うこ

とはできないため、ＨＺＭＥ以外の舶用エンジンメーカーとの取引関

係は一定程度維持される。また、ＨＺＭＥ以外の舶用エンジンメーカー

は、今治造船グループ以外の造船会社との間で、二元燃料エンジン及び

重油専焼エンジン（５０ボア以上）の取引の機会があることに加えて、

ＨＺＭＥにおいて、今治造船グループに対する供給が増えて、従前、日

立造船が重油専焼エンジン（５０ボア以上）を販売していた造船会社に

対する供給に支障が生じた場合には、それら造船会社はＨＺＭＥ以外

の舶用エンジンメーカーに調達先を切り替えると考えられることから、

今治造船グループには顧客閉鎖を行う能力がないと考えられる。 

したがって、顧客閉鎖により川上市場の閉鎖性・排他性の問題が生じ

るとは認められない。 

 

イ  秘密情報の入手 

本件行為を契機に、ＨＺＭＥは、川下市場１７品目のそれぞれ向けに

販売される二元燃料エンジン及び重油専焼エンジン（５０ボア以上）に

ついて、今治造船グループを通じて、競争関係にある他の舶用エンジン

メーカーの仕様等を入手できるようになることが考えられる。 

前記第３の１(1)イ(ｱ)ａのとおり、舶用エンジンはライセンスに基

づいて製造されるものであり、同じライセンスに基づいて作られたエ

ンジンであれば、エンジンの出力（エンジンから取り出される仕事量）

自体には差はない。また、エンジンの出力は、ライセンシーである舶用

エンジンメーカーが発行する製品カタログに掲載されており、公知の

ものとなっている。 

他方、燃料から取り出されるエネルギーの一部は、エンジンの冷却や

排気などにより失われるため、最終的に船を推進させるための力とし

て取り出される正味仕事率（燃費）は、エンジンに付帯する機器の能力

や運用方法等によって異なり得る。燃費以外にも、排ガス性能や配置レ
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イアウトなど、各舶用エンジンメーカーの技術やノウハウが反映され

た相違点がある。 

舶用エンジンメーカーが需要者である造船会社に提供する情報には、

見積価格や型番等の営業面での秘密情報のほか、上記のような技術面

の秘密情報も含まれており、ＨＺＭＥが、今治造船を通じて、競争関係

にある舶用エンジンメーカーのこれら秘密情報を入手することが可能

となり、当該情報を自己に有利に用いる場合には、当該他の舶用エンジ

ンメーカーの競争力が減殺されることが懸念される。 

 

３  協調的行動による競争の実質的制限 

(1) 川下市場における協調的行動の容易性 

本件行為を契機に、今治造船グループが、ＨＺＭＥを通じて、１７品目

のそれぞれの市場で競争関係にある他の国内造船会社における二元燃料

エンジン及び重油専焼エンジン（５０ボア以上）の調達価格等の情報を入

手することが可能となることが考えられる。 

しかしながら、今治造船グループが入手可能なのは、ＨＺＭＥが他の造

船会社に示した価格や型番などの情報に限られる。船舶の建造コスト全

体に占める舶用エンジンの価格が占める割合はそれほど大きなものでは

なく、また、船舶の仕様や性能は、どの型番のエンジンを採用するかとい

う点以外にも多様な要素が影響していることから、今治造船グループが

それらの情報を入手したとしても、今治造船グループと他の造船会社が、

１７品目のそれぞれの市場において、協調的に行動することが高い確度

で予想できるようになり、協調的な行動を採りやすくなるとまでは認め

られない。 

したがって、本件行為によって、協調的行動により川下市場における競

争を実質的に制限することとなるとは認められない。 

 

(2) 川上市場における協調的行動の容易性 

本件行為を契機に、ＨＺＭＥが、今治造船グループを通じて、他の舶用

エンジンメーカーの価格に関する情報等の秘密情報を入手することが可

能となることが考えられる。 

ＨＺＭＥが、生産能力の大部分を今治造船グループに割り当てること

になれば、他の造船会社に対する販売量は限定的なものとなるため、今治

造船グループ以外の造船会社に対する舶用エンジンの供給市場における

ＨＺＭＥのポジションは大きなものとはならないとも考えられる。また、

前記第３の１(1)イ(ｱ)ｃのとおり、現時点では海外の舶用エンジンメー
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カーの製品が国内に輸入される例は限定的であるが、輸入自体はライセ

ンス契約で制限されていないことからすれば、輸入圧力も一定程度働い

ていると考えられる。 

しかし、国内の重油専焼エンジン（５０ボア以上）の市場における有力

な事業者は、現状ではＡ社、Ｂ社及び日立造船の３社があるが、前記第３

の１(1)ウ(ｲ)及び(ｳ)で述べたＡ社及びＢ社の企業結合が実施されると、

企業結合したＡ社及びＢ社とＨＺＭＥの２社に限られること、将来的に、

ＨＺＭＥの生産能力が強化されて、Ａ社及びＢ社に対する競争圧力を有

することも考えられることから、今治造船が入手した他の舶用エンジン

メーカーに係る情報がＨＺＭＥに共有されることにより、舶用エンジン

メーカー間で協調的行動が採られやすくなることが懸念される。 

 

第５  当事会社による問題解消措置の申出 

本件行為の審査の過程において、今治造船から、以下の問題解消措置の申

出があった。 

① 今治造船として、舶用エンジンメーカーとの舶用エンジンの取引に関

連して知り得た秘密情報について、ＨＺＭＥへの開示及び目的外利用を

行わない義務を負うことを確認する。 

② 今治造船グループの役職員のうち、当該秘密情報にアクセスする機会

があり、かつ、ＨＺＭＥと接触する機会がある者に、当該秘密情報につい

てＨＺＭＥへの開示及び目的外利用を行わないこと並びにこれに反する

行為を行った場合には懲戒等の事由になることを誓約させる。 

③ 秘密情報にアクセスする必要のない今治造船グループの役職員が、秘

密情報にアクセスすることを防止するための情報管理措置を講じる。 

④ ＨＺＭＥの役員を兼任する今治造船グループの役職員及びＨＺＭＥに

出向する今治造船グループの役職員は、同グループの舶用エンジンの調

達業務を担当する資材部の役職員（過去１年以内に資材部に所属してい

た者を含む。）以外とし、該当する役職員には前記②と同様の誓約をさせ

る。 

⑤ 今治造船グループとＨＺＭＥとによる協業を実施するために設置する

会議体の構成員は、共同調達を議題とする会議体を除き、資材部の役職員

（過去１年以外に資材部に所属していた者を含む。）以外とし、会議体の

構成員となる者には前記②と同様の誓約をさせる。 

⑥ 本件行為実行後５年間は、年に１回、上記措置の履行状況を公正取引委

員会に報告する。 
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第６  申出に係る問題解消措置に対する評価 

申出に係る措置を前提とすれば、ＨＺＭＥは今治造船グループを通じて

競争上の重要な秘密情報を入手することは不可能となり、本件行為を契機

にＨＺＭＥが秘密情報を用いて自己に有利な行動を採ることはないものと

考えられ、秘密情報の入手に係る前記第４の２(2)イ及び３(2)に記載の問

題は解消されると考えられる。 

以上のことから、今治造船が申し出た問題解消措置を前提とすれば、本件

行為によって、当事会社の単独行動又は競争事業者との協調的行動により、

一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるとは認められ

ない。 

 

第７  結論 

今治造船が申し出た問題解消措置が講じられることを前提とすれば、本

件行為により、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとな

るとは認められないと判断した。 
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事例７ マイクロソフト・コーポレーション及びアクティビジョン・ブリザード・

インクの統合 

 

第１  当事会社グループ 

   マイクロソフト・コーポレーションは、米国に本社を置き、主にＰＣ向けＯＳ

（Operating System）提供事業を営む会社である。アクティビジョン・ブリザー

ド・インクは、米国に本社を置き、主にゲームの開発・発行事業を営む会社であ

る。以降は下表の左欄の用語は右欄のとおり記載することとする。 

 

左欄 右欄 

マイクロソフト・コーポレーション マイクロソフト 

マイクロソフトを最終親会社として既に結合関係が形成さ

れている企業の集団 

マイクロソフト 

グループ 

アクティビジョン・ブリザード・インク アクティビジョン 

アクティビジョンを最終親会社として既に結合関係が形成

されている企業の集団 

アクティビジョン 

グループ 

マイクロソフト及びアクティビジョンを併せた２社 当事会社 

マイクロソフトグループ及びアクティビジョングループを

併せた企業の集団 

当事会社グループ 

 

第２ 本件の概要及び関係法条 

本件は、当事会社グループが、株式取得及び合併によって、マイクロソフトと

アクティビジョンを統合すること（以下「本件行為」という。）を計画している

ものである。 

関係法条は、独占禁止法第１０条及び第１５条である。 

 

第３ 本件審査の経緯等 

１  本件審査の経緯 

当事会社は、令和４年１月１９日に、本件行為の計画について公表し、同日以

降、本件行為が競争を実質的に制限することとなるとはいえないと考える旨の意

見書及び資料を自主的に公正取引委員会に順次提出し、当委員会は、当事会社グ

ループの求めに応じて、当事会社グループとの間で数次にわたり、意見交換を

行った。  

当委員会は、当該意見書の内容や資料を精査したほか、競争事業者及び需要者

に対するヒアリングを実施した。また、当委員会から当事会社グループに対し提

出を求めた取締役会等の各種会議で実際に使用された本件行為に関する資料一
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式、当事会社グループ内部における競争分析に係る資料等についても精査した。

 その後、令和５年３月１０日に、当事会社グループから、独占禁止法の規定に基

づき本件行為に関する計画届出書が提出されたため、当委員会はこれを受理し、

第１次審査を開始した。当委員会は、当該計画届出書及び当事会社グループから

提出された意見書や資料等のほか、競争事業者及び需要者に対するヒアリング、

経済分析の結果等を踏まえて、本件行為が競争に与える影響について審査を進め

た。また、本件行為については海外競争当局も審査を行っており、当委員会は、

豪州競争・消費者委員会、英国競争・市場庁、欧州委員会、米国連邦取引委員会

及び韓国公正取引委員会との間で情報交換を行いつつ審査を進めた。 

 

２  第三者からの情報・意見の募集 

   本件では、複雑かつ大きな変化の予想される市場に係る企業結合であることか

ら、令和４年６月１６日から７月１５日までの期間、本件行為について第三者か

らの情報・意見の募集を行った。結果として、事業者及び個人からの情報・意見

が複数寄せられたため、本件行為については、これらの情報・意見を踏まえた審

査を実施した。 

 

３  本件行為に係る企業結合審査の視点及び審査結果の概要 

マイクロソフトグループは、ＰＣ向けのＯＳソフトウェア（Windows）、ゲーム

コンソール1（Xbox）の製造販売をするほか、ＰＣ向け、ゲームコンソール向け及

びモバイル向けのゲームの開発・発行事業を行っており、自社の所有・運営する

オンラインストア（Microsoft Store及びXbox Store）上でゲームの販売・配信

も行っている。また、その他の事業としてクラウドサービス（Microsoft Azure
2）提供事業、デジタル広告事業等を行っている。 

一方、アクティビジョングループは、ＰＣ向け、ゲームコンソール向け及びモ

バイル向けのゲームの開発・発行事業を行っており、自社の所有・運営するオン

ラインストア（Battle.net）上で販売・配信しているほか、マイクロソフトグルー

プ、Sony Interactive Entertainment LLC.（以下「ソニー」という。）、任天堂

株式会社（以下「任天堂」という。）のゲームコンソール等にゲームを提供して

いる。アクティビジョングループが提供するゲームのうち、特に人気が高いゲー

ムとしてコール オブ デューティシリーズがある。 

                         
1 ゲームコンソールはゲーム専用のハードウェアであり、マイクロソフトグループの Xbox Series X/S

やソニーの Play Station 5、任天堂の Nintendo Switch 等がある。 
2 Microsoft Azureはインターネット経由でＩａａＳとＰａａＳの２種類のプラットフォームのクラウ

ドサービスを提供している。ＩａａＳ（Infrastructure as a Service） は、ＣＰＵ、ＯＳ、ストレー

ジ、ハードウェアやネットワーク環境等のインフラ環境全体を仮想環境の中に作成し、インターネッ

ト経由で提供するサービスであり、利用者は自らオンプレミスのサーバーを物理的に増やすことなく

ストレージを拡張すること等が可能である。他方、ＰａａＳ（Platform as a Service）は、アプリケー

ションが動作する環境をインターネット経由で提供するサービスであり、アプリケーションソフトの

開発等に利用することができる。 
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以上のことから、当事会社グループのうち、特にマイクロソフトグループの事

業は多岐にわたるところ、公正取引委員会は、本件行為により競争に与える影響

が大きいと考えられた企業結合の形態として、当事会社グループが競合関係にあ

るゲーム開発・発行事業及びゲーム販売・配信事業に関する水平型企業結合のほ

か、マイクロソフトグループのゲーム用プラットフォーム提供事業、ゲーム販売・

配信事業及びクラウドゲーミングサービス提供事業とアクティビジョングルー

プのゲーム開発・発行事業の関係を踏まえた垂直型企業結合についても重点的に

審査を行った。さらに、マイクロソフトグループのＯＳ提供事業とアクティビ

ジョングループのゲーム開発・発行事業の関係を踏まえた混合型企業結合につい

ても重点的に審査を行った。 

 

【図１】本件の企業結合形態の概要図 

 
なお、本件行為とデータの蓄積について、当事会社グループのサービスを通じ

て得られるデータには、特異性のある種類のデータは存在せず、また、競争事業

者と比較しても、データの量、範囲、収集頻度の観点から当事会社グループが競

争上有利となるとは考えられないことから、本件行為による競争への影響はない

と判断した。 

審査の結果、後記第４から第８までのとおり、本件行為が競争を実質的に制限

することとなるとはいえないと判断した。 

 

第４ 商品・役務の概要等 

１ ゲームコンソール等のゲーム用プラットフォーム提供事業 

(1) ゲーム用プラットフォームの概要 

消費者は、通常、ゲームをプレイする際にゲームコンソール、ＰＣ又はモバ

イル（スマートフォン、タブレット）といったゲーム用プラットフォームを使

用する必要がある。これらのうち、モバイルは、一般的にＰＣ及びゲームコン

ソールほどの計算能力、記憶容量を有しないため、モバイル向けゲームはＰＣ

向け、ゲームコンソール向けのゲームと比較してグラフィクス、サウンドの水

準が低いほか、ゲーム内で利用可能な機能がより限定されている。また、従前、
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ゲームコンソールはＰＣと比較して計算能力が低かったが、最新のゲームコン

ソールはＰＣと同等のＣＰＵが搭載される等により、ＰＣ向けゲームとゲーム

コンソール向けゲームのグラフィクス、サウンド等の差はほとんどなくなって

いる。 

当事会社グループのうちマイクロソフトグループの製造販売するゲームコ

ンソールとしてXbox Series X/S（令和２年１１月１０日発売）がある。 

また、ゲーム用プラットフォーム提供事業者は、ゲームがプラットフォーム

上で動作することを可能とするための機能を備えた各プラットフォーム向け

ＯＳ（後記(2)参照）を自社のプラットフォームに搭載している。 

 

(2) ゲーム用プラットフォームに搭載されるＯＳの概要 

ＯＳは、ゲームを含む多くのアプリケーションソフトが共通して利用する基

本的な機能を提供し、コンピュータシステム全体を管理するソフトウェアであ

る。ＰＣ及びモバイル向けＯＳについては、ＯＳ提供事業者がＯＳを開発し、

自社のＰＣ及びモバイルに搭載するほか、他のＰＣ及びモバイル提供事業者に

無償又は有償でライセンスしている。他方、ゲームコンソール向けＯＳについ

ては、ゲームコンソール提供事業者自身が開発し、自社のゲームコンソールに

のみ搭載している。 

マイクロソフトグループは、ＰＣ向けＯＳ及びゲームコンソール向けＯＳを

開発している。ＰＣ向けＯＳについては、自社のＰＣに搭載するほか、他のＰ

Ｃ提供事業者にもライセンスしている一方、ゲームコンソール向けＯＳについ

ては、自社のゲームコンソールにのみに搭載している。 

 

２ ゲーム開発・発行事業の概要等 

(1) ゲーム開発 

ゲーム開発事業者は、ゲームを開発する際、ゲーム開発ツール（ゲームエン

ジン並びにオーディオ及びビデオミドルウェア等のその他のツールが含まれ

る。）を使用してゲームの設計、プログラミング及びテストを行っている。ゲー

ム開発ツールが提供する機能としては、２Ｄ又は３Ｄグラフィクス用のレンダ

リングエンジン3、衝突判定及び衝突応答を行うための物理エンジン、サウンド、

スクリプト、メモリ管理、ローカリゼーションサポート等がある。各プラット

フォーム上でプレイ可能なゲームを開発するためには、ゲーム用プラット

フォーム提供事業者やＯＳ提供事業者4の提供するゲーム開発ツールを使用す

る必要があり、実際にマイクロソフトグループはゲーム開発に係るライセンス

契約をゲーム開発事業者と締結し、Windows及びXbox用のゲーム開発ツールを

                         
3 画像の描画に係るデータを処理し、具体的なアニメーション等を生成するソフトウェア部品。 
4 ゲームコンソール向けＯＳ提供事業者にはマイクロソフトグループ、ソニー及び任天堂等が、ＰＣ向

けＯＳ提供事業者、モバイル向けＯＳ提供事業者にはマイクロソフトグループ、Apple Inc.、Google 

LLC 等が存在する。 
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提供している。 

当事会社グループは、ＰＣ、ゲームコンソール及びモバイル向けに、様々な

ゲームを開発している。マイクロソフトグループが開発したゲームのタイトル

は、例えば、以下のようなものがある。 

＜ＰＣ及びゲームコンソール向けゲーム＞ 

・Minecraft（サンドボックスゲーム5） 

・Forza Horizon（レーシングゲーム） 

・Halo（アクション・シューティングゲーム） 

＜モバイル向けゲーム＞ 

・Fallout Shelter（シミュレーション） 

・The Elder Scrolls: Blades（アクション・ロールプレイングゲーム） 

一方、アクティビジョングループも、ＰＣ、ゲームコンソール及びモバイル

向けに、様々なゲームを開発している。アクティビジョングループの開発した

ゲームのタイトルとしては、例えば、以下のようなものがある。 

＜ＰＣ及びゲームコンソール向けゲーム＞ 

・コール オブ デューティ（アクション・シューティングゲーム） 

・Overwatch（アクション・シューティングゲーム） 

＜モバイル向けゲーム＞ 

・Candy Crush（パズルゲーム） 

・Hearthstone（ロールプレイング・デッキビルドゲーム） 

 

(2) ゲーム発行 

ゲーム発行事業者は、自社で開発したゲーム又は社外のゲーム開発事業者

（以下「サードパーティデベロッパー」という。）に委託して開発したゲーム

について、家電量販店等における物理的なカートリッジやコンパクトディスク

等のメディア（以下「パッケージ製品」という。）の販売やオンラインストア

における消費者へのデジタル配信のためのライセンス管理をするほか、ゲーム

の広告、マーケティングを行っている。 

ゲーム発行事業者がサードパーティデベロッパーに委託して開発したゲー

ムについて販売する場合、ゲーム発行事業者はサードパーティデベロッパーと

の間で開発・発行契約を締結し、契約に定めたロイヤルティをサードパーティ

デベロッパーに支払っている。 

マイクロソフトグループ及びアクティビジョングループは、いずれも、上記

の自ら開発したゲーム（「ファーストパーティゲーム」と呼ばれる。）のほか、

                         
5 サンドボックスゲームとは、固定の目的やタスクを与えられてクリアを目指すものではなく、ゲーム

内の空間でユーザーが自由にアイテムを集めたり、配置する等操作して遊ぶことができるゲームであ

る。 
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サードパーティデベロッパーが開発したゲームの発行を行っている。 

なお、マイクロソフトグループが開発・発行したゲームについて、一部はXbox

専用のゲームとして販売・配信（独占タイトル6）されているものの、そのゲー

ムのほとんどは他社のゲームコンソール等でもプレイ可能なゲームとして販

売・配信されている。また、アクティビジョングループが開発・発行したＰＣ

向けゲームについても、一部は自社のオンラインストアのみで配信しているも

のの、その多くは他社のオンラインストアでも配信されている。 

 

(3) ゲーム開発とゲーム発行の関係性 

前記(2)のとおり、ゲーム発行事業者は自社においてゲームを開発すること

があり、大手のゲーム発行事業者はゲーム開発事業者を所有していることが多

い。 

パッケージ製品の販売が中心であった従来は、中小規模のサードパーティデ

ベロッパーは、ゲーム発行事業者を通さずに販売する場合、自力での製造や

マーケティングには限界があった。しかしながら、近年、デジタル配信による

販売方法が主流となってきており、パッケージ製品と比較して低コストで販売

することが可能であることから、サードパーティデベロッパーがゲーム発行事

業者を通さずにゲームを販売するいわゆるインディーズゲームも多くなって

きている。 

 

３ ゲーム販売・配信事業 

(1) ゲーム販売・配信事業の概要 

ゲームは、従前、家電量販店等の実店舗において、パッケージ製品で販売さ

れてきたところ、近年はオンラインストアにおいてダウンロード販売7される

ほか、基本プレイは無料で追加的機能は有料とする形でのデジタル配信、定額

のサブスクリプションサービスによるデジタル配信の方法で電子的なデータ

として提供されている。また、近年では、ゲーム本編のパッケージ製品の販売・

デジタル配信に追加して、ゲームの拡張コンテンツやアイテムをダウンロード

販売することも増えてきている。 

パッケージ製品による販売は物理的なメディアの製造のための設備や在庫

保管に係る場所の確保等が必要となる一方、デジタル配信の場合は電子的な

データとしてオンラインストアに直接アップロードされ、そこからゲーム利用

者がダウンロード又はストリーミング再生することが可能である。デジタル配

                         
6 マイクロソフトグループの独占タイトルとして Forza Horizon 5（令和３年発売）、Halo Infinite

（令和３年発売）がある。 
7 ゲームコンソール提供事業者等が運営するオンラインストア上でゲームを購入してダウンロードす

る方法のほか、実店舗において販売されているデジタルダウンロードコードを購入し、当該ダウンロー

ドコードをゲームコンソール提供事業者等が運営するオンラインストア上で入力してダウンロードす

る方法がある。 
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信には、買切り型配信、マルチゲームサブスクリプションサービス及びフリー

ミアムモデルの３種類があり、それぞれの概要は以下のとおりである。 

 

買切り型配信 

 

買切り型配信は、利用者が購入したいゲームを選択し、そ

の料金を支払うことにより、ゲームをネットワークから

端末（ストレージ）に保存、再生できるものである。端末

に保存したゲームファイルを再生するため、一度ダウン

ロードすれば、インターネット環境がない状態でも再生が

可能であり、ダウンロードしたゲームを端末に保存するた

め、端末の記憶容量が必要となる。 

なお、買切り型サービスは、利用者がゲーム等を購入する

都度、料金を支払う個別課金制である。 

ＰＣ向けゲームは一般的にＯＳ提供事業者、ゲーム開発・

発行事業者及び複数のゲーム開発・発行事業者の作品を扱

うオンラインストアを所有・運営する事業者による買切り

型配信が中心となっている。 

また、ゲームコンソール向けゲームは一般的にゲームコン

ソール提供事業者による買切り型配信が中心となってい

る。 

マルチゲームサブス

クリプションサービ

ス 

マルチゲームサブスクリプションサービスは、利用者が毎

月又は毎年一定額の料金を支払うことにより、発売直後の

新作ゲームを含むカタログ内のゲームから、好きなゲーム

に一定期間制限なくアクセスできるものである。マルチ

ゲームサブスクリプションサービスのゲームの配信方法

には、利用者がゲームをネットワークから端末に保存、再

生するダウンロードの方法のほか、利用者がインターネッ

トに接続しながらプレイしたいゲームをクラウドを利用

してストリーミング再生する方法がある。 

各種プラットフォーム向けのマルチゲームサブスクリプ

ションサービスは、一般的にゲームコンソール提供事業

者、ＯＳ提供事業者及びゲーム開発・発行事業者により提

供されている。 

フリーミアムモデル 

（一部課金制） 

フリーミアムモデルは、基本的には利用者に無料で提供さ

れるものであるが、プレイ中に広告が入るといったような

制限が加えられているほか、ゲーム内の一部機能が制限さ

れており、ゲームをより快適にプレイするためやゲーム内

のキャラクター等の見た目の変更のために、ゲーム内のア

イテムを購入することが必要となるものがある。 
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モバイル向けゲームは、一般的にＯＳ提供事業者によるフ

リーミアムモデルの配信が中心となっている。 

 

当事会社グループのうち、マイクロソフトグループは、オンラインストアで

あるMicrosoft Store及びXbox Storeを所有・運営しており、様々なＰＣ、ゲー

ムコンソール向けゲームを買切り型、マルチゲームサブスクリプションサービ

ス及びフリーミアムモデルの方法でデジタル配信している。Microsoft Store

及びXbox Storeはいずれも登録料は無料であり、Microsoft Storeは、ＰＣ上

のアプリ及びウェブブラウザからアクセス可能、Xbox StoreはＰＣ上のアプリ、

ウェブブラウザ及びXbox上からアクセス可能である。また、マイクロソフトグ

ループはマルチゲームサブスクリプションサービスとしてXbox Game Passを提

供しており、Xbox Game Passについては利用可能なプラットフォームの範囲及

び機能によって３種類のプラン（Game Pass Ultimate、PC Game Pass、Console 

Game Pass）を提供している。そのうち、Game Pass Ultimateは、PC Game Pass

及びConsole Game Passで提供しているサービスを全て包含しているほか、マ

ルチプレイ8サブスクリプションサービス（Xbox Live Gold）、クラウドゲーミ

ングサービス（Xbox Cloud Gaming）を提供しており、利用者はクラウドゲー

ミングサービスに対応しているゲームについてアプリ又はウェブブラウザに

アクセスすることで複数のプラットフォーム上で同一のゲームデータをシー

ムレスに共有してプレイすることができる9。 

一方、アクティビジョングループは、ＰＣ向けのファーストパーティゲーム

のみを取り扱うオンラインストアとしてBattle.netを所有・運営しており、

様々なジャンルのゲームを買切り型及びフリーミアムの方法でデジタル配信

している。Battle.netは、登録は無料で、ＰＣ上のアプリ及びウェブブラウザ

からアクセス可能10である。 

 

(2) クラウドゲーミングサービス 

ゲームをゲームコンソール等プラットフォームにダウンロードする場合は、

遠隔サーバーにあるゲームファイルにアクセスし、当該ゲームのローカルデジ

タルコピーを作成、記憶し、ゲームコンソール等プラットフォームへ転送する

こととなる。当該ゲームは、通常ダウンロードを行ったプラットフォーム上で

のみプレイすることができる。他方、クラウドゲーミングサービスは、基本的

                         
8 インターネット上で接続可能な他のユーザーとオンラインで同時にプレイする機能である。 
9 Xbox Cloud Gaming は Game Pass Ultimate に含まれるサービスとしてのみ提供されており、単独の

サービスとしては提供されていない。利用者は、Xbox Cloud Gaming 対応のゲームについて、モバイル

端末にコントローラーを Bluetooth 接続してプレイできるほか、タッチインターフェースに対応して

いるゲームについてコントローラーを接続することなくタッチ操作でゲームをプレイできる。 
10 Battle.net はモバイル向けのアプリからも接続可能であるが、機能はプレイヤー間でのチャット機

能等ソーシャル機能に限定されている。 
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に遠隔サーバー上でゲームを実行し、当該ゲームの映像や音楽等のデータはイ

ンターネットを通じてゲーム利用者のプラットフォーム上でストリーミング

再生され、ゲームはプラットフォーム上ではなくクラウドに保存されている。

そのため、クラウドゲーミングサービスの利用者は、ダウンロードに掛かる時

間を待たずにゲームを再生可能であるほか、ゲームの再生に端末の記憶容量を

使用しないというメリットがある。また、クラウドゲーミングサービスの利用

者は、計算能力及びグラフィック性能がより低いローエンドＰＣやモバイル等

のプラットフォームでもＰＣ向けゲーム、ゲームコンソール向けゲームをプレ

イすることができるようになり、複数の種類のプラットフォーム上で同一の

ゲームデータをシームレスに共有してプレイすることができる。 

インターネットの通信速度の向上により、ここ数年で台頭しつつあるクラウ

ドゲーミングサービスは、単体のサービスとして提供される場合のほか、マル

チゲームサブスクリプションサービスと複合したパッケージとして提供され

ることもあり、日本国内の市場規模は拡大しており、今後も大きく成長・変容

する可能性がある。 

 

４  ゲーム関連事業をめぐる市場におけるネットワーク効果 

ゲーム用プラットフォーム提供事業及びゲーム配信・販売事業においては、商

品（ゲームコンソール等）又は役務（ゲーム配信サービス）を利用する需要者（消

費者）が多ければ多いほど、ゲーム開発・発行事業者としては様々なゲームコン

テンツを提供するインセンティブが増加する。また、そうして様々なゲームコン

テンツが多く提供されればされるほど、需要者にとって、当該商品又は役務が一

層魅力的になるという関係にあり、いわゆる双方向の間接ネットワーク効果が働

く市場と考えられる。このように、ゲーム関連事業をめぐる市場において競争上

の影響を検討するに当たっては、上記の間接ネットワーク効果についても考慮す

る必要がある。 

 

第５ 一定の取引分野の画定 

１ ゲーム用プラットフォーム（ＰＣ・ゲームコンソール・モバイル）提供事業 

(1) 商品・役務範囲 

ア  需要の代替性 

ゲーム用プラットフォームは、ＰＣ、ゲームコンソール及びモバイルの３

種類に分類される。３種類のプラットフォームはいずれもゲームをプレイす

るために必要ということで共通するものの、それぞれ性能、機能又は操作性

に違いがあるほか、こうした違いに対応して、プレイ可能なゲームにも違い

がある。そのため、ゲームをプレイする消費者は、３種類のプラットフォー

ムを一定程度使い分けていると考えられる。よって、異なる種類のゲーム用

プラットフォーム間の需要の代替性は限定的である。 
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イ  供給の代替性 

マイクロソフトグループのように複数の種類のゲーム用プラットフォー

ムを製造している事業者も存在するものの、各種プラットフォームは、その

製造に要する技術、ノウハウ等がそれぞれ異なり、特定の種類のプラット

フォームの製造から別の種類のプラットフォームの製造に容易に転換でき

るものではない。 

したがって、異なる種類のゲーム用プラットフォーム間の供給の代替性は

認められない。 

 

ウ  小括 

以上のことから、異なる種類のゲーム用プラットフォーム間の代替性は認

められない。 

マイクロソフトグループが製造販売するゲーム用プラットフォームには

ＰＣとゲームコンソールが存在する。前記第４の１(2)のとおり、ＰＣにつ

いては、ＯＳ提供事業者がＯＳを開発し、自社のＰＣに搭載するほか、他の

ＰＣ提供事業者にライセンスしており、マイクロソフトグループが開発する

ＯＳは自社のＰＣに搭載するほか他のＰＣ提供事業者に提供している。ＰＣ

提供事業者にはマイクロソフトグループよりも高い市場シェアを有する競

争事業者が多数存在するため、マイクロソフトグループのＰＣ提供事業にお

ける地位がＰＣ提供事業の市場における競争に与える影響は限定的である

と考えられる。他方、後記第７の５(2)のとおり、マイクロソフトグループは

ＰＣ向けＯＳ市場において高い市場シェアを有していることが推認される

ため、ＰＣについて本件により影響を受けるのはＯＳ提供事業と考えられる。

よって、ゲーム用プラットフォームの商品・役務範囲は「ゲームコンソール

提供事業」で画定し、ＯＳ提供事業については後記２で検討する。 

 

(2) 地理的範囲 

国内の需要者の多くは、各種プラットフォームメーカー等の日本語サイトで

のオンライン販売や、日本国内の家電量販店といった実店舗での販売を利用し

て、各種プラットフォームを購入している。よって、各種プラットフォームに

ついて、日本の需要者が買い回る範囲は基本的に日本国内であると考えられる。 

したがって、各種プラットフォームの地理的範囲を「日本全国」で画定する。 

 

２ ＯＳ提供事業 

(1) 商品・役務範囲 

ア  需要の代替性 

ゲーム用プラットフォームに搭載されるＯＳは、前記１(1)のような各種

プラットフォームの性能、機能又は操作性に合わせて各種プラットフォーム
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専用に開発されるものである。よって、需要者である各種プラットフォーム

メーカーにとって、異なる種類のプラットフォーム向けＯＳとの間に需要の

代替性は認められない。 

 

イ  供給の代替性 

前記１(1)のような各種プラットフォームの性能、機能又は操作性に応じ

て、ＯＳが制御する対象となるアプリケーションソフトが異なり、それらの

制御をするためのプログラミング等が必要となることから、異なる種類のプ

ラットフォーム向けＯＳの開発には異なる技術やノウハウが必要となる。

よって、異なる種類のプラットフォーム向けＯＳ間の供給の代替性は認めら

れない。 

 

ウ  小括 

以上のことから、異なる種類のプラットフォーム向けＯＳ間の代替性は認

められない。 

マイクロソフトグループは、ＰＣ向けＯＳを開発・提供していることから、

商品・役務範囲は、「ＰＣ向けＯＳ提供事業」で画定する。 

 

(2) 地理的範囲 

マイクロソフトグループを含むＰＣ向けＯＳ提供事業者は、ＰＣ向けＯＳを

全世界に供給しており、世界中の需要者は、ＰＣ向けＯＳを世界中のＰＣ向け

ＯＳ提供事業者から無差別に調達している。また、ＯＳという商品役務の性質

上、輸送費等も掛からず、ライセンス状況も国内外で大きく異ならない。 

したがって、ＰＣ向けＯＳ提供事業の地理的範囲を「世界全体」で画定する。 

 

３ ゲーム開発・発行事業 

(1) 商品・役務範囲 

ア  ゲーム開発とゲーム発行事業  

前記第４の２(3)のとおり、従来、ゲームの販売はパッケージ製品での販

売がメインであり、ゲームを販売するに当たってパッケージ製品の製造設備、

販路を確保するためのノウハウが必要であり、中小規模のゲーム開発事業者

は製造コストやノウハウの確保のために発行事業者を通じてゲームを販売

することが一般的であった。しかしながら、近年、デジタル配信によりゲー

ムを販売することが可能となり、開発事業者が自らオンラインストアを所

有・運営する事業者及びマルチゲームサブスクリプションサービス提供事業

者に供給することも増えている。 

また、前記第４の４のとおり、オンラインストアを所有・運営する事業者

及びマルチゲームサブスクリプションサービス提供事業者は、ゲーム発行事
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業者が発行しているゲームのみならず、中小規模のゲーム開発事業者が発行

事業者を通さずに販売しているゲームについても、豊富なラインナップを確

保する観点から代替的な選択肢として検討し、これらの事業者から幅広く

ゲームを調達している。 

したがって、ゲーム発行事業者が発行しているゲームとゲーム開発事業者

が発行事業者を通さずに販売しているゲームとの間に需要の代替性は認め

られることから、本件の商品・役務範囲を、ゲーム開発事業及びゲーム発行

事業を併せた「ゲーム開発・発行事業」として画定する。 

 

イ  異なる種類のプラットフォーム（ＰＣ、ゲームコンソール及びモバイル）

向けのゲーム間の代替性 

(ｱ) 需要の代替性 

マイクロソフトグループのオンラインストア及びマルチゲームサブス

クリプションサービスは、ＰＣ向け及びゲームコンソール向けのゲームを

提供しているものの、通常、需要者であるオンラインストアを所有・運営

する事業者及びマルチゲームサブスクリプションサービス提供事業者は、

最終需要者である消費者の需要を踏まえ、異なる種類のプラットフォーム

向けのゲームについて、基本的に、プラットフォームの種類別のオンライ

ンストア及びマルチゲームサブスクリプションサービスを提供している。 

したがって、ＰＣ向け、ゲームコンソール向け及びモバイル向けゲーム

間における需要の代替性は限定的である。 

 

(ｲ) 供給の代替性 

前記第４の１(1)のとおり、最新のゲームコンソールとＰＣはゲームを

プレイする目的においては、グラフィクス、サウンド等の性能の差はほと

んどなくなっており、ＰＣ向けゲームとゲームコンソール向けゲームの開

発のノウハウは共通している。実際に同一のゲームについてＰＣ向け及び

ゲームコンソール向けとして開発されている例も多い。また、ゲーム開発・

発行においては、特定の種類のプラットフォーム用に開発されたゲームを

別の種類のプラットフォームでプレイできるように移植することがある。

ゲームの移植にはプログラミング言語の書き換えやグラフィックの調整、

ゲーム開発に係るライセンス契約の取得等の作業・コストが必要となるも

のの、最初からゲームを制作する場合に比較して少ない投資で可能である。

特に上記のとおり性能差の少ないＰＣとゲームコンソール間、異なる機種

のゲームコンソール間において移植が行われることが多い。 

したがって、ＰＣ向けゲーム、ゲームコンソール向けゲーム間における

供給の代替性が一定程度認められる。 

他方、前記第４の１(1)及び３(1)のとおり、ＰＣ向け及びゲームコン



事例７ マイクロソフト・コーポレーション／アクティビジョン・ブリザード・インク 

１０３ 

ソール向けのゲームはモバイル向けのゲームと比較して、高度なグラフィ

クス、サウンド等をいかし、主に買切り型の販売を前提に操作及び内容が

複雑なものとなっている。また、モバイル向けゲームはＰＣ向け及びゲー

ムコンソール向けのゲームと比較してグラフィクス、サウンドの水準が低

いことが多く、一般的にフリーミアムモデルによる収益化やタッチ操作を

前提にユーザーインターフェース及び内容がシンプルなゲームとして開

発されていることも多い。 

よって、ＰＣ向けゲーム及びゲームコンソール向けゲームとモバイル向

けゲーム間に共通するノウハウは少なく、ＰＣ向けゲーム及びゲームコン

ソール向けゲームの開発・発行事業者がモバイル向けゲームを多大な追加

的コストやリスクを負うことなく開発して提供することは容易ではなく、

同様にモバイル向けゲームの開発・発行事業者がＰＣ向けゲーム及びゲー

ムコンソール向けゲームを多大な追加的コストやリスクを負うことなく

開発して提供することは容易ではない。 

したがって、ＰＣ向けゲーム及びゲームコンソール向けゲームとモバイ

ル向けゲームの間における供給の代替性は限定的と考えられる。 

 

ウ  異なるジャンルのゲーム間の代替性 

ゲームは、ストーリー展開や操作方法などを基にジャンル別に分類される

ことがある。ゲームのジャンルには、アクション、アドベンチャー、ロール

プレイングゲーム、スポーツ、ストラテジー等があり、複数のジャンルの側

面を組み合わせたゲームも存在する。最終需要者である消費者は、一般的に、

特定の範囲のジャンルのゲームのみをプレイするのではなく、複数のジャン

ルのゲームを代替的にプレイしている。そのため、需要者であるオンライン

ストアを所有・運営する事業者及びマルチゲームサブスクリプションサービ

ス提供事業者は、消費者の需要を踏まえた豊富なラインナップを確保する観

点から、全てのジャンルのゲームについてそれぞれ代替的な選択肢として検

討し、幅広いジャンルのゲームを調達している。 

したがって、異なるジャンルのゲーム間における需要の代替性が認められ

る。 

 

エ  異なるタイプのゲーム間の代替性 

ゲームは、ジャンル別のほか、開発及びマーケティングに係るコスト、内

容の複雑さ等を基にタイプ別に分類されることがある。ゲームタイプには、

ＡＡＡ、カジュアル等があり、ＡＡＡゲームは一般的に数年間といった長期

間にわたって大規模な予算・人的コストを掛けて開発され、複数の種類のプ

ラットフォーム用に発売されるゲームである。他方、カジュアルゲームは、

操作方法及びユーザーインターフェース等が比較的シンプルで、開発に掛か
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る予算・人的コストが低いゲームである。ゲームタイプの区別は、開発及び

マーケティングに係るコストの規模、ゲーム内容のほか、売上本数や知名度

等複数の要因を基に判断されており、その区別は流動的で明確ではない。ま

た、最終需要者である消費者は、一般的に、特定のタイプのゲームのみをプ

レイするのではなく、様々なタイプのゲームを代替的にプレイしている。そ

のため、需要者であるオンラインストアを所有・運営する事業者及びマルチ

ゲームサブスクリプションサービス提供事業者は、豊富なラインナップを確

保する観点から、全てのタイプのゲームについてそれぞれ代替的な選択肢と

して検討し、幅広いタイプのゲームを調達している。 

したがって、異なるタイプのゲーム間における需要の代替性が認められる。 

 

オ  小括 

以上のことから、異なるジャンル及び異なるタイプのゲーム間には代替性

が認められる。他方で、前記イ(ｲ)のとおり、ＰＣ向けゲームとゲームコン

ソール向けゲーム間には供給の代替性が一定程度あるものの、前記イ(ｱ)の

とおり異なる種類のプラットフォーム向けのゲーム間の需要の代替性は限

定的であるため、商品・役務範囲については、「ＰＣ向けゲーム開発・発行

事業」、「ゲームコンソール向けゲーム開発・発行事業」、「モバイル向け

ゲーム開発・発行事業」で画定し、「ＰＣ向けゲーム開発・発行事業」と「ゲー

ムコンソール向けゲーム開発・発行事業」については、相互の隣接市場とし

て、競争圧力の有無・程度を検討する。 

 

(2) 地理的範囲 

ゲームは、需要者に提供される内容及び機能自体は多くの国で共通であるた

め、地理的範囲を「世界全体」とすることも考えられる。他方、ゲームの供給

に当たっては、国ごとに言語等のローカライズの必要があるほか、例えば、ア

クティビジョングループの世界的に人気の高いゲームソフトであるコール オ

ブ デューティシリーズについても、日本国内ではより人気の高いゲームソフ

トが多数存在するといったように、ゲームの年間販売本数について国ごとに売

上上位のタイトルの顔ぶれが異なっている11等、各国の需要者の好みは異なっ

ている。実際に世界全体で事業を展開している事業者であっても、国・地域に

                         
11 この点について、例えば、角川アスキー総合研究所の公表する令和４年の家庭用ゲームソフト販売

本数データによれば、上位１０タイトルは以下のとおりであり、アクティビジョングループの世界的

に人気の高いゲームソフトである「コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア II」（令和４年１

０月２８日発売）はこの中に入っていない状況にある。 

１位：ポケットモンスター スカーレット・バイオレット、２位：スプラトゥーン３、３位：Pokémon 

LEGENDS アルセウス、４位：星のカービィ ディスカバリー、５位：Nintendo Switch Sports、６位：

マリオカート８ デラックス、７位：Minecraft、８位：マリオパーティ スーパースターズ、９位：

大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL、１０位：ELDEN RING 

 



事例７ マイクロソフト・コーポレーション／アクティビジョン・ブリザード・インク 

１０５ 

よって市場シェアが異なる状況にある。 

したがって、特に日本の需要者に対する影響を検討する観点から「日本全国」

を地理的範囲として画定する。 

 

４ ゲーム販売・配信事業 

(1) 商品・役務範囲 

ア  パッケージ製品の販売とデジタル配信の代替性 

(ｱ) 需要の代替性 

パッケージ製品とデジタル配信を比較した場合、需要者である消費者に

とって、デジタル配信は、購入したいと考えたときに即時に入手できる点、

保管に場所を取らず持ち運びが容易な点等が利点として挙げられる。他方、

パッケージ製品は、デバイスのストレージを圧迫しない点が利点として挙

げられる。需要者は、これらの違いを踏まえて、パッケージ製品とデジタ

ル配信を一定程度使い分けているものと考えられる。 

したがって、パッケージ製品とデジタル配信の需要の代替性は限定的で

ある。 

 

(ｲ) 供給の代替性 

前記第４の３(1)のとおり、パッケージ製品の販売に当たっては、物理

的なメディアの製造のための設備や在庫保管に係る場所の確保などの体

制を整える必要がある。他方、デジタル配信は物理的なメディアの製造の

ための設備や在庫保管に係る場所の確保は不要であると考えられるもの

の、違法コピーを防止するための処理等デジタルコンテンツに係る処理に

要するノウハウ等が必要となる。そのため、供給の代替性は認められない。 

 

イ  異なる種類のゲーム用プラットフォーム（ＰＣ、ゲームコンソール及びモ

バイル）向けのゲーム販売・配信間の代替性 

(ｱ) 需要の代替性 

需要者である消費者は、自らの所有するゲーム用プラットフォーム向け

のゲームを購入するため、所有しないゲーム用プラットフォーム向けの

ゲーム販売・配信についての需要の代替性はない。また、複数の種類のゲー

ム用プラットフォームを所有する消費者も存在することに加え、新たなプ

ラットフォームを購入する消費者も存在するが、前記３(1)イ(ｲ)のとおり、

３種類のプラットフォームは性能、機能又は操作性に違いがあるほか、こ

うした違いに対応して、プレイ可能なゲームにも違いがあるため、ゲーム

をプレイする消費者は、３種類のプラットフォームを一定程度使い分けて

いると考えられる。 

したがって、異なる種類のプラットフォーム向けのゲーム販売・配信間
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における需要の代替性は限定的である。 

 

(ｲ) 供給の代替性 

各種類のプラットフォーム向けのオンラインストア及びマルチゲーム

サブスクリプションサービスにおいて、それぞれに対応したデジタルファ

イルの配信管理システムやアプリケーション等の新規開発・改修等が必要

となるため、異なる種類のプラットフォーム向けのゲームのオンラインス

トア及びマルチゲームサブスクリプションサービスについて、多大な追加

的コストやリスクを負うことなく開発して提供することは容易ではない。 

したがって、異なる種類のプラットフォーム向けのゲーム販売・配信間

における供給の代替性は限定的である。 

 

ウ  異なる配信方法間（買切り型、マルチゲームサブスクリプションサービス、

フリーミアムモデル）の代替性 

(ｱ) 需要の代替性 

ゲームのデジタル配信については、買切り型、マルチゲームサブスクリ

プションサービス及びフリーミアムモデルの３つの異なる配信方法があ

り、それぞれ前記第４の３(1)のような特徴を有しているため、消費者は

これらの特徴を踏まえ、各サービスを選択的に利用しているものと考えら

れる。 

したがって、買切り型、マルチゲームサブスクリプションサービス、フ

リーミアムモデル間の需要の代替性は限定的である。 

 

(ｲ) 供給の代替性 

ゲーム配信事業者が今まで配信していなかった配信方法で新たに配信

しようとする場合、例えば、マルチゲームサブスクリプションサービスに

おいてはカタログ内のゲームについて配信期間の管理が必要となるほか、

フリーミアムモデルにおいては、ガチャ等のゲーム内課金やゲーム内広告

の表示を行うシステムが必要となるところ、配信管理システムやアプリ

ケーション等の新規開発・改修等が必要となる。 

したがって、買切り型、マルチゲームサブスクリプションサービス、フ

リーミアムモデル間の供給の代替性は限定的である。 

 

エ  小括 

以上のことから、パッケージ製品の販売とデジタル配信の間には代替性は

認められない。また、異なる種類のプラットフォーム向けの販売・配信間、

異なる配信方法間の代替性は限定的である。 

当事会社グループはＰＣ向けゲーム及びゲームコンソール向けゲームに
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ついて、それぞれ買切り型配信、マルチゲームサブスクリプションサービス

及びフリーミアムモデルの方法で提供を行っている。このうち、フリーミア

ムモデルについては、当事会社グループの市場における地位が低く、本件行

為による競争上の影響は軽微であると考えられることから、「ＰＣ向けゲー

ムの買切り型配信事業」、「ゲームコンソール向けゲームの買切り型配信事

業」、「ＰＣ向けマルチゲームサブスクリプションサービス提供事業」、「ゲー

ムコンソール向けマルチゲームサブスクリプションサービス提供事業」の商

品・役務範囲について検討する。 

 

(2) 地理的範囲 

ゲームは、需要者に提供される内容及び機能自体は多くの国で共通であるた

め、地理的範囲を「世界全体」とすることも考えられる。他方、ゲームの供給

に当たっては、国ごとに言語等のローカライズの必要があるほか、前記３(2)

のとおり、ゲームの年間販売本数について国ごとに売上上位のタイトルの顔ぶ

れが異なっている等、各国の需要者の好みは異なっており、実際に世界全体で

事業を展開している事業者であっても、国・地域によって市場シェアが異なる

状況にある。 

したがって、特に日本の需要者に対する影響を検討する観点から「日本全国」

を地理的範囲として画定する。 

 

５  クラウドゲーミングサービス提供事業 

(1) 商品・役務範囲 

前記第４の３(2)のとおり、クラウドゲーミングサービスは、単体のサービ

スとして提供されるほか、マイクロソフトグループの提供するGame Passのよ

うにマルチゲームサブスクリプションサービスと複合したサービスとして提

供されることがあることから、クラウドゲーミングサービスとマルチゲームサ

ブスクリプションサービスと同一の商品・役務範囲であるとも考えられる。し

かし、クラウドゲーミングサービスは近年になって登場したサービスであり、

日本国内の市場規模は拡大しており、今後も大きく成長・変容することが予想

されるため、より慎重に審査する観点から、「クラウドゲーミングサービス」

について、「マルチゲームサブスクリプションサービス」とは区別した別の市

場として画定する。 

また、クラウドゲーミングサービスの利用者は、クラウドゲーミングサービ

スが対応しているゲームについて、前記第４の３(2)のとおりインターネット

に接続可能なゲーム用プラットフォームであれば、所持しているゲーム用プ

ラットフォームの種類にかかわらず、当該ゲームをプレイすることができる。

よって、クラウドゲーミングサービスについては、プラットフォームの種類別

に市場を画定する必要はない。 
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したがって、商品・役務範囲は、「クラウドゲーミングサービス提供事業」

で画定する。 

 

(2) 地理的範囲 

クラウド上で処理したゲームデータを利用者のプラットフォームに転送す

る際、当該転送に掛かる時間が長いと、利用者の操作と画面上の映像に時間差

が生じてしまうため、クラウドゲーミングサービス提供事業者は、国・地域ご

とにデータセンターを設置し、当該データセンターを設置している国・地域の

利用者に対してクラウドゲーミングサービスを提供している。実際に、国・地

域によって、事業者の顔ぶれが異なる状況にある。 

したがって、「日本全国」を地理的範囲として画定する。 

 

第６ 一定の取引分野におけるセーフハーバー基準の該当性 

前記第３の３のとおり、公正取引委員会は、本件行為により競争上の懸念が生

じ得る企業結合の形態として、下表１のとおり水平型企業結合、垂直型企業結合、

混合型企業結合に該当するとして検討する。下表１の１ないし５、８及び１１に

係る市場シェアは表２ないし表７のとおり水平型企業結合及び垂直型企業結合

のセーフハーバー基準12に該当する。他方、下表１の６、７、９、１０及び１２

に係る市場シェアは正確な把握は困難であるものの、参考までに推計値等を示す

と表８ないし表１０のとおりである。 

後記第７のとおり、下表１の６、７、９、１０及び１２に係る市場シェアは、

垂直型企業結合及び混合型企業結合のセーフハーバー基準に該当しないものと

して、本件行為が競争を実質的に制限することとなるかを検討する。 

 

  

                         
12 「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」（平成１６年５月３１日公正取引委員会）第４の１

（3）においては、水平型企業結合について、①企業結合後のハーフィンダール・ハーシュマン指数（市

場の集中度を表す指標で、一定の取引分野における各事業者の市場シェアの二乗の総和によって算出

される。以下「ＨＨＩ」という。）が１，５００以下である場合、②企業結合後のＨＨＩが１，５００

超２，５００以下であって、かつ、ＨＨＩの増分が２５０以下である場合、③企業結合後のＨＨＩが

２，５００を超え、かつ、ＨＨＩの増分が１５０以下である場合のいずれかに該当する場合には、一定

の取引分野における競争を実質的に制限することとなるとは通常考えられないとしている。また、同

運用指針の第５の１（2）、第６の１（2）においては、それぞれ垂直型企業結合及び混合型企業結合に

ついて、①当事会社が関係するすべての一定の取引分野において、企業結合後の当事会社グループの

市場シェアが１０％以下である場合、又は、②当事会社が関係するすべての一定の取引分野において、

企業結合後のＨＨＩが２，５００以下の場合であって、企業結合後の当事会社グループの市場シェア

が２５％以下である場合には、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるとは通常

考えられないとしている。このような基準を「セーフハーバー基準」と呼んでいる。 
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【表１】企業結合形態とセーフハーバー該当性 

企業結合形

態 

商品・役務 セーフハー

バー該当性 

水平型

企業結

合 

 

１ ＰＣ向けゲーム開発・発行事業 ○ 

２ ゲームコンソール向けゲーム開発・発行事業 ○ 

３ モバイル向けゲーム開発・発行事業 ○ 

４ ＰＣ向けゲームの買切り型配信事業 ○ 

 

 川上市場 川下市場  

垂直型

企業結

合 

５ 

ＰＣ向けゲーム開発・発行

事業(Ｍ、Ａ) 

ＰＣ向けゲームの買切

り型配信事業(Ｍ、Ａ) 
○ 

６ 

ＰＣ向けマルチゲーム

サブスクリプション

サービス提供事業(Ｍ) 

× 

７ 
クラウドゲーミング

サービス提供事業(Ｍ) 
× 

８ 

ゲームコンソール向けゲー

ム開発・発行事業(Ｍ、Ａ) 

ゲームコンソール向け

ゲームの買切り型配信

事業(Ｍ) 

○ 

９ 

ゲームコンソール向け

マルチゲームサブスク

リプションサービス提

供事業(Ｍ) 

× 

１

０ 

 

クラウドゲーミング

サービス提供事業(Ｍ) 

 

× 

１

１ 

ゲームコンソール提供

事業(Ｍ) 
○ 

  

混合型

企業結

合 

１

２ 

ＰＣ向けゲーム開発・発行事

業(Ｍ、Ａ) 

ＰＣ向けＯＳ提供事業

(Ｍ) 
× 

※(Ｍ)はマイクロソフトグループ、 (Ａ)はアクティビジョングループが行う事業 
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【表２】令和３年におけるＰＣ向けゲーム開発・発行事業の市場シェア13 

順位 会社名 市場シェア 

１ Ａ社 約２０％ 

２ Ｂ社 約１０％ 

３ Ｃ社 ０－５％ 

４ マイクロソフトグループ ０－５％ 

５ Ｄ社 ０－５％ 

６ Ｅ社 ０－５％ 

７ Ｆ社 ０－５％ 

８ Ｇ社 ０－５％ 

１２ アクティビジョングループ ０－５％ 

― その他 約５５％ 

合計 １００％ 

合算市場シェア・順位：０－５％・４位 

本件行為後ＨＨＩ（最大）：５８９.７ 

ＨＨＩ増分：５.９ 

 

【表３】令和３年におけるゲームコンソール向けゲーム開発・発行事業の市場シェア 

順位 会社名 市場シェア 

１ Ｈ社 約３５％ 

２ Ⅰ社 ０－５％ 

３ マイクロソフトグループ ０－５％ 

４ Ｊ社 ０－５％ 

５ Ｋ社 ０－５％ 

６ Ｌ社 ０－５％ 

７ Ｍ社 ０－５％ 

８ アクティビジョングループ ０－５％ 

― その他 約６０％ 

合計 １００％ 

合算市場シェア・順位：０－５％・３位 

本件行為後ＨＨＩ（最大）：１，１４２.９ 

ＨＨＩ増分：１.７ 

 

 

  

                         
13 ３２．５％以上３７．５％未満を「約３５％」とするなど、５％単位で記載している。そのため、合

計値は必ずしも１００になるとは限らない。以下同じ。 
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【表４】令和３年におけるモバイル向けゲーム開発・発行事業の市場シェア 

順位 会社名 市場シェア 

１ Ｎ社 約１０％ 

２ Ｏ社 約５％ 

３ Ｐ社 約５％ 

４ Ｑ社 約５％ 

５ Ｒ社 約５％ 

６ Ｓ社 ０－５％ 

７ Ｔ社 ０－５％ 

８ Ｕ社 ０－５％ 

不明 マイクロソフトグループ ０－５％ 

不明 アクティビジョングループ ０－５％ 

― その他 約５５％ 

合計 １００％ 

合算市場シェア・順位：０－５％・不明 

本件行為後ＨＨＩ（最大）：４４９.８ 

ＨＨＩ増分：０.２ 

 

【表５】令和３年におけるＰＣ向け買切り型配信事業の市場シェア 

順位 会社名 市場シェア 

１ Ｖ社 約３０％ 

２ Ｗ社 約２５％ 

３ Ｘ社 約１５％ 

４ Ｙ社 約１０％ 

５ Ｚ社 約５％ 

６ ＡＡ社 ０－５％ 

７ マイクロソフトグループ ０－５％ 

８ ＢＢ社 ０－５％ 

９ アクティビジョングループ ０－５％ 

― その他 ０－５％ 

合計 １００％ 

合算市場シェア・順位：０－５％・６位 

本件行為後ＨＨＩ（最大）：２，０５７.０ 

ＨＨＩ増分：５.５ 
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【表６】令和３年におけるゲームコンソール向け買切り型配信事業の市場シェア 

順位 会社名 市場シェア 

１ ＣＣ社 約５０％ 

２ ＤＤ社 約５０％ 

３ マイクロソフトグループ ０－５％ 

４ ＥＥ社 ０－５％ 

合計 １００％ 

ＨＨＩ：４，８０４.６ 

 

【表７】令和３年におけるゲームコンソール提供事業の市場シェア 

順位 会社名 市場シェア 

１ ＦＦ社 約７０％ 

２ ＧＧ社 約３０％ 

３ マイクロソフトグループ ０－５％ 

合計 １００％ 

ＨＨＩ：５，６３０.０ 

 

第７ 競争の実質的制限の検討 

６  ＰＣ向けゲーム開発・発行事業を川上市場、ＰＣ向けマルチゲームサブスクリ

プションサービス提供事業を川下市場とする垂直型企業結合（表１中「６」） 

(1) 単独行動による競争の実質的制限 

ア  当事会社グループの地位 

ＰＣ向けゲーム開発・発行事業の当事会社グループの市場シェアは前記表

２のとおりであり、垂直型企業結合のセーフハーバー基準に該当する。本件

行為後のＰＣ向けマルチゲームサブスクリプションサービス提供事業につ

いての市場シェアの正確な把握は困難であるものの、ゲームコンソール向け

マルチゲームサブスクリプションサービスを含めた市場シェアを参考まで

に示すと以下の表８のとおりである。当事会社グループのＰＣ向けマルチ

ゲームサブスクリプションサービス提供事業の正確な市場シェアは不明で

あるため、垂直型企業結合のセーフハーバー基準に該当しないものとして検

討する。 
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【表８】 （参考）令和３年におけるＰＣ・ゲームコンソール向けマルチゲームサブ

スクリプションサービス提供事業の市場シェア 

順位 会社名 市場シェア 

１ ＨＨ社 約９５％ 

２ ＩＩ社 ０－５％ 

３ マイクロソフトグループ ０－５％ 

４ ＪＪ社 ０－５％ 

合計 １００％ 

ＨＨＩ：約９，４１４.５ 

 

イ  投入物閉鎖 

当事会社グループが、マイクロソフトグループ以外のＰＣ向けマルチゲー

ムサブスクリプションサービス提供事業者に対して、ＰＣ向けゲームの供給

を拒否したり、供給時期を遅らせたり、コンテンツの一部を制限する等（以

下「ＰＣ向けゲームの供給拒否等」という。）を行うことにより、川下市場

において市場の閉鎖性・排他性の問題が生じる可能性がある。 

川上市場には、当事会社グループ以外に当事会社グループよりも市場シェ

アが高い競争事業者が複数存在するほか、市場シェアを１０％以上有する有

力な競争事業者が存在している。また、デジタル形式の配信の性質上、供給

余力が不足することは考え難いことも踏まえると、仮に当事会社グループが

ＰＣ向けゲームの供給拒否等を行ったとしても、マイクロソフトグループ以

外のＰＣ向けマルチゲームサブスクリプションサービス提供事業者は他の

ＰＣ向けゲーム開発・発行事業者から調達することができる。 

また、前記第４の４のとおり、ゲーム関連事業においては間接ネットワー

ク効果が働くと考えられるものの、当事会社グループのＰＣ向けゲーム開

発・発行事業における市場シェアは５％未満にすぎないため、当事会社グ

ループのＰＣ向けゲーム開発・発行事業における地位がＰＣ向けマルチゲー

ムサブスクリプションサービス提供事業の市場における競争に与える影響

は限定的であると考えられる。 

よって、間接ネットワーク効果を踏まえても当事会社グループには投入物

閉鎖を行う能力はないことから投入物閉鎖により川下市場において市場の

閉鎖性・排他性の問題は生じないと認められる。 

 

ウ  顧客閉鎖 

マイクロソフトグループが、当事会社グループ以外のＰＣ向けゲーム開

発・発行事業者に対して、ＰＣ向けマルチゲームサブスクリプションサービ

スのゲームカタログへの掲載拒否をしたり、掲載時期を遅らせたり、掲載場

所を分かり難くしたり等（以下「ＰＣ向けゲームの掲載拒否等」という。）
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を行うことにより、川上市場において市場の閉鎖性・排他性の問題が生じる

可能性がある。 

しかし、川下市場には、競争事業者が複数存在しており、マルチゲームサ

ブスクリプションサービスの性質上、供給余力が不足することは考え難い。

また、隣接市場であり、より市場規模の大きいゲームコンソール向けマルチ

ゲームサブスクリプションサービス提供事業の市場においても複数の競争

事業者が存在するため、当事会社グループ以外のＰＣ向けゲーム開発・発行

事業者は、第５の３(1)イのとおり移植により対応することが可能である。

さらに、ＰＣ向けマルチゲームサブスクリプションサービスへの新規参入が

見込まれる事業者が存在する。 

これらのことを踏まえると、仮にマイクロソフトグループがＰＣ向けゲー

ムの掲載拒否等を行ったとしても、当事会社グループ以外のＰＣ向けゲーム

開発・発行事業者は他のＰＣ向けマルチゲームサブスクリプションサービス

提供事業者等に供給することができるため、マイクロソフトグループには顧

客閉鎖を行う能力はない。 

よって、顧客閉鎖により川上市場において市場の閉鎖性・排他性の問題は

生じないと認められる。 

 

(2) 当事会社グループ間で競争事業者の秘密情報が共有されることによる市場

への影響 

ＰＣ向けゲーム開発・発行事業者とＰＣ向けマルチゲームサブスクリプショ

ンサービス提供事業者の間の取引において共有する情報には、それぞれの商

品・サービスに係る設計、製品計画といった情報が含まれておらず、当事会社

グループが競争事業者の秘密情報を入手し、当該情報を当事会社グループが自

己に有利に用いることにより、川上市場又は川下市場の競争事業者が競争上不

利な立場に置かれるとは認められない。 

 

(3) 協調的行動による競争の実質的制限 

本件行為により、川上市場の当事会社グループが、川下市場のマイクロソフ

トグループを通じて、川上市場の他のＰＣ向けゲーム開発・発行事業者のＰＣ

向けマルチゲームサブスクリプションサービス提供事業者に対する販売価格

等の情報を入手することにより、川上市場における協調的行動による競争の実

質的制限の問題が生じる可能性がある。同様に、川下市場のマイクロソフトグ

ループが、川上市場の当事会社グループを通じて、川下市場の他のＰＣ向けマ

ルチゲームサブスクリプションサービス提供事業者のゲーム開発・発行事業者

に対する手数料等の情報を入手することにより、川下市場における協調的行動

による競争の実質的制限の問題が生じる可能性がある。 

しかしながら、ＰＣ向けマルチゲームサブスクリプションサービス提供事業
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者がＰＣ向けゲーム開発・発行事業者に支払う手数料を差し引いたライセンス

料については、その取引実態を踏まえると、競争事業者の価格情報等を予測す

ることは困難であり、当事会社グループと競争事業者との間で、互いの行動を

高い確度で予測することが容易にはならないと考えられる。 

したがって、本件行為によって、当事会社グループの競争事業者との協調的

行動により、ＰＣ向けゲーム開発・発行事業及びＰＣ向けマルチゲームサブス

クリプションサービス提供事業における競争を実質的に制限することとはな

らないと考えられる。 

 

７  ゲームコンソール向けゲーム開発・発行事業を川上市場、ゲームコンソール向

けマルチゲームサブスクリプションサービス提供事業を川下市場とする垂直型

企業結合（表１中「９」） 

(1) 単独行動による競争の実質的制限 

ア  当事会社グループの地位 

ゲームコンソール向けゲーム開発・発行事業の当事会社グループの市場

シェアは前記表３のとおりであり、垂直型企業結合のセーフハーバー基準に

該当する。本件行為後のゲームコンソール向けマルチゲームサブスクリプ

ションサービス提供事業についての市場シェアの正確な把握は困難である

ものの、ＰＣ向けマルチゲームサブスクリプションサービスを含めた市場

シェアを参考までに示すと前記表８のとおりである。当事会社グループの

ゲームコンソール向けマルチゲームサブスクリプションサービス提供事業

の正確な市場シェアは不明であるため、垂直型企業結合のセーフハーバー基

準に該当しないものとして検討する。 

 

イ  投入物閉鎖 

当事会社グループが、マイクロソフトグループ以外のゲームコンソール向

けマルチゲームサブスクリプションサービス提供事業者に対して、ゲームコ

ンソール向けゲームの供給を拒否したり、供給時期を遅らせたり、コンテン

ツの一部を制限する等（以下「ゲームコンソール向けゲームの供給拒否等」

という。）を行うことにより、川下市場において市場の閉鎖性・排他性の問

題が生じる可能性がある。 

川上市場には、当事会社グループ以外に当事会社グループよりも市場シェ

アが高い競争事業者及び市場シェアを１０％以上有する有力な競争事業者

が存在している。また、デジタル形式の配信の性質上、供給余力が不足する

ことは考え難いことも踏まえると、仮に当事会社グループがゲームコンソー

ル向けゲームの供給拒否等を行ったとしても、マイクロソフトグループ以外

のゲームコンソール向けマルチゲームサブスクリプションサービス提供事

業者は他のゲームコンソール向けゲーム開発・発行事業者から調達すること
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ができる。 

また、前記第４の４のとおり、ゲーム関連事業においては間接ネットワー

ク効果が働くと考えられるものの、当事会社グループのゲームコンソール向

けゲーム開発・発行事業における市場シェアは５％未満にすぎない。また、

アクティビジョングループの世界的に人気の高いゲームソフトであるコー

ル オブ デューティシリーズについても、国内ではより人気の高いゲームソ

フトが多数存在する状況にある14。このため、当事会社グループのゲームコ

ンソール向けゲーム開発・発行事業における地位がゲームコンソール向けマ

ルチゲームサブスクリプションサービス提供事業の市場における競争に与

える影響は限定的であると考えられる。 

よって、間接ネットワーク効果を踏まえても当事会社グループには投入物

閉鎖を行う能力はないことから、投入物閉鎖により川下市場において市場の

閉鎖性・排他性の問題は生じないと認められる15。 

 

ウ  顧客閉鎖 

マイクロソフトグループが、当事会社グループ以外のゲームコンソール向

けゲーム開発・発行事業者に対して、ゲームコンソール向けマルチゲームサ

ブスクリプションサービスのゲームカタログへの掲載を拒否したり、掲載時

期を遅らせたり、掲載場所を分かり難くしたり等（以下「ゲームコンソール

向けゲームの掲載拒否等」という。）を行うことにより、川上市場において

市場の閉鎖性・排他性の問題が生じる可能性がある。 

川下市場には、競争事業者が複数存在しており、マルチゲームサブスクリ

プションサービスの性質上、供給余力が不足することは考え難い。また、隣

接市場であるＰＣ向けマルチゲームサブスクリプションサービス提供事業

者にも複数の競争事業者が存在し、当事会社グループ以外のゲームコンソー

ル向けゲーム開発・発行事業者は、第５の３(1)イのとおり移植により対応

することが可能である。 

これらのことを踏まえると、仮にマイクロソフトグループがゲームコン

ソール向けゲームの掲載拒否等を行ったとしても、当事会社グループ以外の

                         
14 脚注１１参照。 
15 ゲームコンソール向けゲーム開発・発行事業に係る投入物閉鎖のインセンティブに関して、当事会

社から、垂直計算を応用した臨界転換分析（垂直計算とは「投入物閉鎖を行うことによって失うことに

なる利益」と「投入物閉鎖を行うことによって得ることになる利益」を計算し、大小比較するものであ

るところ、臨界転換分析は、両利益が拮抗する場合における、投入物閉鎖により排除される競争事業者

から当事会社への需要者の切替割合（臨界転換率）を計算し、その実現可能性等を評価するものであ

る）の結果が提出されており、当委員会において評価を行った。当事会社経済分析については、主に英

国及び全世界レベルのデータを組み合わせて実施したものであったところ、仮に、当事会社経済分析

と同様の分析を日本市場に限定したデータを用いて実施した場合には、日本における関連市場の状況

を踏まえると臨界転換率はより高い値になる可能性が高いことから、投入物閉鎖のインセンティブが

生じるという結論が得られる可能性は低いと評価した。 
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ゲームコンソール向けゲーム開発・発行事業者は移植により、他のゲームコ

ンソール向けマルチゲームサブスクリプションサービス提供事業者等に供

給することができるため、マイクロソフトグループには顧客閉鎖を行う能力

はない。 

よって、顧客閉鎖により川上市場において市場の閉鎖性・排他性の問題は

生じないと認められる。 

 

(2) 当事会社グループ間で競争事業者の秘密情報が共有されることによる市場

への影響 

ゲームコンソール向けゲーム開発・発行事業者とゲームコンソール向けマル

チゲームサブスクリプションサービス提供事業者の間の取引において共有す

る情報には、それぞれの商品・サービスに係る設計、製品計画といった情報が

含まれておらず、当事会社グループが競争事業者の秘密情報を入手し、当該情

報を当事会社グループが自己に有利に用いることにより、川上市場又は川下市

場の競争事業者が競争上不利な立場に置かれるとは認められない。 

 

(3) 協調的行動による競争の実質的制限 

本件行為により、川上市場の当事会社グループが、川下市場のマイクロソフ

トグループを通じて、川上市場の他のゲームコンソール向けゲーム開発・発行

事業者のゲームコンソール向けマルチゲームサブスクリプションサービス提

供事業者に対する販売価格等の情報を入手することにより、川上市場における

協調的行動による競争の実質的制限の問題が生じる可能性がある。同様に、川

下市場のマイクロソフトグループが、川上市場の当事会社グループを通じて、

川下市場の他のゲームコンソール向けマルチゲームサブスクリプションサー

ビス提供事業者のゲームコンソール向けゲーム開発・発行事業者に対する手数

料等の情報を入手することにより、川下市場における協調的行動による競争の

実質的制限の問題が生じる可能性がある。 

しかしながら、ゲームコンソール向けマルチゲームサブスクリプションサー

ビス提供事業者がゲームコンソール向けゲーム開発・発行事業者に支払う手数

料を差し引いたライセンス料については、その取引実態を踏まえると、競争事

業者の価格情報等を予測することは困難であり、当事会社グループと競争事業

者との間で、互いの行動を高い確度で予測することが容易にはならないと考え

られる。 

したがって、本件行為によって、当事会社グループの競争事業者との協調的

行動により、ゲームコンソール向けゲーム開発・発行事業及びゲームコンソー

ル向けマルチゲームサブスクリプションサービス提供事業における競争を実

質的に制限することとはならないと考えられる。 
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８  ＰＣ向けゲーム開発・発行事業を川上市場、クラウドゲーミングサービス提供

事業を川下市場とする垂直型企業結合（表１中「７」） 

(1) 単独行動による競争の実質的制限 

ア  当事会社グループの地位 

ＰＣ向けゲーム開発・発行事業の当事会社グループの市場シェアは前記表

２のとおりであり、垂直型企業結合のセーフハーバー基準に該当する。他方、

本件行為後のクラウドゲーミングサービス提供事業の市場シェアの正確な

把握は困難であるものの、マイクロソフトグループの推計したクラウドゲー

ミングサービス提供事業の市場シェアを参考までに示すと以下の表９のと

おりである。マイクロソフトグループのクラウドゲーミングサービス提供事

業の正確な市場シェアは不明であることに加え、クラウドゲーミングサービ

ス提供事業に係る日本国内の市場規模は拡大しており、今後も大きく成長・

変容する可能性がある。したがって、慎重に審査する観点から垂直型企業結

合のセーフハーバー基準に該当しないものとして検討する。 
 

【表９】（参考）令和３年におけるクラウドゲーミングサービス提供事業の市場シェ

ア 

順位 会社名 市場シェア 

１ ＫＫ社 約９０％ 

２ マイクロソフトグループ 約１０％ 

合計 １００％ 

ＨＨＩ：約８,４２７.９ 

 

イ  投入物閉鎖 

当事会社グループが、マイクロソフトグループ以外のクラウドゲーミング

サービス提供事業者に対して、ＰＣ向けゲームの供給を拒否したり、供給時

期を遅らせたり、コンテンツの一部を制限する等（以下「ＰＣ向けゲームの

供給拒否等」という。）を行うことにより、川下市場において市場の閉鎖性・

排他性の問題が生じる可能性がある。 

川上市場には、当事会社グループ以外に当事会社グループよりも市場シェ

アが高い競争事業者が複数存在するほか、市場シェアを１０％以上有する有

力な競争事業者が存在している。また、デジタル形式の配信の性質上、供給

余力が不足することは考え難いことも踏まえると、仮に当事会社グループが

ＰＣ向けゲームの供給拒否等を行ったとしても、マイクロソフトグループ以

外のクラウドゲーミングサービス提供事業者は他のＰＣ向けゲーム開発・発

行事業者から調達することができる。 

また、前記第４の４のとおり、ゲーム関連事業においては間接ネットワー

ク効果が働くと考えられるものの、当事会社グループのＰＣ向けゲーム開

発・発行事業における市場シェアは５％未満にすぎないため、当事会社グ
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ループのＰＣ向けゲーム開発・発行事業における地位がＰＣ向けクラウド

ゲーミングサービス提供事業の市場における競争に与える影響は限定的で

あると考えられる。 

よって、間接ネットワーク効果を踏まえても当事会社グループには投入物

閉鎖を行う能力はないことから、投入物閉鎖により川下市場において市場の

閉鎖性・排他性の問題は生じないと認められる。 

 

ウ  顧客閉鎖 

(ｱ) 顧客閉鎖を行う能力 

マイクロソフトグループが、当事会社グループ以外のＰＣ向けゲーム開

発・発行事業者に対して、クラウドゲーミングサービスのゲームカタログ

への掲載の拒否をしたり、掲載時期を遅らせたり、掲載場所を分かり難く

したり等（以下「ＰＣ向けゲームの掲載拒否等」という。）を行うことに

より、川上市場において市場の閉鎖性・排他性の問題が生じる可能性があ

る。 

川下市場には、競争事業者としてＫＫ社が存在しており、クラウドゲー

ミングサービスの性質上、供給余力が不足することは考え難い。また、ゲー

ムの再生はダウンロードの方法でも可能であり、ゲームを再生する目的に

おいて隣接市場である各種プラットフォーム向け買切り型配信事業にお

いて、有力な競争事業者が存在するほか、マルチゲームサブスクリプショ

ンサービス提供事業において競争事業者が複数存在する。よって、仮にマ

イクロソフトグループがＰＣ向けゲームの掲載拒否等を行ったとしても、

当事会社グループ以外のＰＣ向けゲーム開発・発行事業者は他のクラウド

ゲーミングサービス提供事業者や買切り型配信事業者等に供給すること

ができる。 

これらのことを踏まえると、マイクロソフトグループには顧客閉鎖を行

う能力はないと考えられる。もっとも、前記第５の５(1)のとおり同市場

はイノベーションが活発であり今後一層の成長・変容が見込まれることか

ら、念のため後記(ｲ)において顧客閉鎖のインセンティブについても検討

することとする。 

 

(ｲ) 顧客閉鎖を行うインセンティブ 

本件行為により、下記①の利益と②の損失を比較衡量し、①の利益が②

の損失を上回る場合に、マイクロソフトグループがクラウドゲーミング

サービスのゲームカタログへの掲載拒否等を行うインセンティブが認め

られ、市場の閉鎖性・排他性の問題が生じることになる。 

①マイクロソフトグループが当事会社グループ以外のＰＣ向けゲーム

開発・発行事業者に対して、クラウドゲーミングサービスのゲームカタロ
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グへの掲載拒否等を行うことで、競争事業者であるＰＣ向けゲーム開発・

発行事業者のＰＣ向けゲームの販売が減少し、当事会社グループのＰＣ向

けゲームの販売が増加することによる利益 

②マイクロソフトグループが当事会社グループ以外のＰＣ向けゲーム

開発・発行事業者に対して、クラウドゲーミングサービスのゲームカタロ

グへの掲載拒否等を行うことで、当事会社グループの提供するクラウド

ゲーミングサービスの需要者（消費者）が減少することによる損失 

第４の４のとおり、クラウドゲーミングサービスのゲームカタログに掲

載されるゲームが多ければ多いほど、消費者にとって当該クラウドゲーミ

ングサービスが一層魅力的になるという関係にある（間接ネットワーク効

果が働く）。また、ＰＣ向けゲーム開発・発行事業におけるアクティビジョ

ングループの市場シェアは５％未満にすぎない。 

これらを踏まえると、マイクロソフトグループが競争事業者であるＰＣ

向けゲーム開発・発行事業者に対して掲載拒否等を行うことは、マイクロ

ソフトグループのクラウドゲーミングサービスの魅力を大きく減退させ

ることになり、マイクロソフトグループのクラウドゲーミングサービスの

ユーザーが競争事業者のクラウドゲーミングサービスのほか、有力な競争

事業者が存在する買切り型配信等の他の配信方法に流出することが考え

られ、当該流出による損失が上記①の利益よりも大きいと考えられる。 

したがって、マイクロソフトグループが顧客閉鎖を行うインセンティブ

は認められず、市場の閉鎖性・排他性の問題は生じない。 

 

(2) 当事会社グループ間で競争事業者の秘密情報が共有されることによる市場

への影響 

ＰＣ向けゲーム開発・発行事業者とクラウドゲーミングサービス提供事業者

の間の取引において共有する情報には、それぞれの商品・サービスに係る設計、

製品計画といった情報は含まれておらず、当事会社グループが競争事業者の秘

密情報を入手し、当該情報を当事会社グループが自己に有利に用いることによ

り、川上市場又は川下市場の競争事業者が競争上不利な立場に置かれるとは認

められない。 

 

(3) 協調的行動による競争の実質的制限 

本件行為により、川上市場の当事会社グループが、川下市場のマイクロソフ

トグループを通じて、川上市場の他のＰＣ向けゲーム開発・発行事業者のクラ

ウドゲーミングサービス提供事業者に対する販売価格等の情報を入手するこ

とにより、川上市場における協調的行動による競争の実質的制限の問題が生じ

る可能性がある。同様に、川下市場のマイクロソフトグループが、川上市場の

当事会社グループを通じて、川下市場の他のクラウドゲーミングサービス提供
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事業者のＰＣ向けゲーム開発・発行事業者に対する手数料等の情報を入手する

ことにより、川下市場における協調的行動による競争の実質的制限の問題が生

じる可能性がある。 

しかしながら、クラウドゲーミングサービス提供事業者がＰＣ向けゲーム開

発・発行事業者に支払う手数料を差し引いたライセンス料については、その取

引実態を踏まえると、競争事業者の価格情報等を予測することは困難であり、

当事会社グループと競争事業者との間で、互いの行動を高い確度で予測するこ

とが容易にはならないと考えられる。 

したがって、本件行為によって、当事会社グループの競争事業者との協調的

行動により、ＰＣ向けゲーム開発・発行事業及びクラウドゲーミングサービス

提供事業における競争を実質的に制限することとはならないと考えられる。 

 

９  ゲームコンソール向けゲーム開発・発行事業を川上市場、クラウドゲーミング

サービス提供事業を川下市場とする垂直型企業結合（表１中「１０」） 

(1) 単独行動による競争の実質的制限 

ア  当事会社グループの地位 

「ゲームコンソール向けゲーム開発・発行事業」の当事会社グループの市

場シェアは前記表３のとおりであり、垂直型企業結合のセーフハーバー基準

に該当する。他方、本件行為後の「クラウドゲーミングサービス提供事業」

の市場シェアの正確な把握は困難であるものの、マイクロソフトグループの

推計したクラウドゲーミングサービス提供事業の市場シェアを参考までに

示すと前記表９のとおりである。マイクロソフトグループのクラウドゲーミ

ングサービス提供事業の正確な市場シェアは不明であることに加え、クラウ

ドゲーミングサービス提供事業に係る日本国内の市場規模は拡大しており、

今後も大きく成長・変容することが予想される。したがって、慎重に審査す

る観点から垂直型企業結合のセーフハーバー基準に該当しないものとして

検討する。 

 

イ  投入物閉鎖 

当事会社グループが、マイクロソフトグループ以外のクラウドゲーミング

サービス提供事業者に対して、ゲームコンソール向けゲームの供給を拒否し

たり、供給時期を遅らせたり、コンテンツの一部を制限する等（以下「ゲー

ムコンソール向けゲームの供給拒否等」という。）を行うことにより、川下

市場において市場の閉鎖性・排他性の問題が生じる可能性がある。 

川上市場には、当事会社グループ以外に当事会社グループよりも市場シェ

アが高い競争事業者及び市場シェアを１０％以上有する有力な競争事業者

が存在している。また、アクティビジョングループの世界的に人気の高い

ゲームソフトであるコール オブ デューティシリーズについても、国内では
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より人気の高いゲームソフトが多数存在する状況にある16。さらに、デジタ

ル形式の配信の性質上、供給余力が不足することは考え難いことも踏まえる

と、仮に当事会社グループがゲームコンソール向けゲームの供給拒否等を

行ったとしても、マイクロソフトグループ以外のクラウドゲーミングサービ

ス提供事業者は他のゲームコンソール向けゲーム開発・発行事業者から調達

することができる。このため、当事会社グループには投入物閉鎖を行う能力

はない。 

よって、投入物閉鎖により川下市場において市場の閉鎖性・排他性の問題

は生じないと認められる。 

 

ウ  顧客閉鎖 

(ｱ) 顧客閉鎖を行う能力 

マイクロソフトグループが、当事会社グループ以外のゲームコンソール

向けゲーム開発・発行事業者に対して、クラウドゲーミングサービスの

ゲームカタログへの掲載の拒否をしたり、掲載時期を遅らせたり、掲載場

所を分かりづらくしたり等（以下「ゲームコンソール向けゲームの掲載拒

否等」という。）を行うことにより、川上市場において市場の閉鎖性・排

他性の問題が生じる可能性がある。 

川下市場には、競争事業者としてＫＫ社が存在しており、クラウドゲー

ミングサービスの性質上、供給余力が不足することは考え難い。また、ゲー

ムの再生はダウンロードの方法でも可能であり、ゲームを再生する目的に

おいて隣接市場である各プラットフォーム向け買切り型配信事業におい

て、有力な競争事業者が存在するほか、マルチゲームサブスクリプション

サービス提供事業において競争事業者が複数存在する。よって、仮にマイ

クロソフトグループがゲームコンソール向けゲームの掲載拒否等を行っ

たとしても、当事会社グループ以外のゲームコンソール向けゲーム開発・

発行事業者は他のクラウドゲーミングサービス提供事業者や買切り型配

信事業者等に供給することができる。 

これらのことを踏まえると、マイクロソフトグループには顧客閉鎖を行

う能力はないと考えられる。もっとも、前記第５の５(1)のとおり同市場

はイノベーションが活発であり今後一層の成長・変容が見込まれることか

ら、念のため後記(ｲ)において顧客閉鎖のインセンティブについても検討

することとする。 

 

(ｲ) 顧客閉鎖を行うインセンティブ 

本件行為により、下記①の利益と②の損失を比較衡量し、①の利益が②

の損失を上回る場合に、マイクロソフトグループがクラウドゲーミング

                         
16 脚注１１参照。 
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サービスのゲームカタログへの掲載拒否等を行うインセンティブが認め

られ、市場の閉鎖性・排他性の問題が生じることになる。 

①マイクロソフトグループが当事会社グループ以外のゲームコンソー

ル向けゲーム開発・発行事業者に対して、クラウドゲーミングサービスの

ゲームカタログへの掲載拒否等を行うことで、競争事業者のゲームコン

ソール向けゲーム開発・発行事業者のゲームコンソール向けゲームの販売

が減少し、当事会社グループのゲームコンソール向けゲームの販売が増加

することによる利益 

②マイクロソフトグループが当事会社グループ以外のゲームコンソー

ル向けゲーム開発・発行事業者に対して、クラウドゲーミングサービスの

ゲームカタログへの掲載拒否等を行うことで、当事会社グループの提供す

るクラウドゲーミングサービスの需要者（消費者）が減少することによる

損失 

第４の４のとおり、クラウドゲーミングサービスのゲームカタログに掲

載されるゲームが多ければ多いほど、消費者にとって当該クラウドゲーミ

ングサービスが一層魅力的になるという関係にある（間接ネットワーク効

果が働く）。 

また、ゲームコンソール向けゲーム開発・発行事業におけるアクティビ

ジョングループの市場シェアは５％未満にすぎない上、アクティビジョン

グループの世界的に人気の高いゲームソフトであるコール オブ デュー

ティシリーズについても、国内ではより人気の高いゲームソフトが多数存

在する状況にある17。 

これらを踏まえると、マイクロソフトグループが競争事業者であるゲー

ムコンソール向けゲーム開発・発行事業者に対して掲載拒否等を行うこと

は、マイクロソフトグループのクラウドゲーミングサービスの魅力を大き

く減退させることになり、マイクロソフトグループのクラウドゲーミング

サービスのユーザーが競争事業者のクラウドゲーミングサービスのほか、

有力な競争事業者が存在する買切り型配信等の他の配信方法に流出する

ことが考えられ、当該流出による損失が上記①の利益よりも大きいと考え

られる。 

したがって、マイクロソフトグループが顧客閉鎖を行うインセンティブ

は認められず、市場の閉鎖性・排他性の問題は生じない。 

 

(2) 当事会社グループ間で競争事業者の秘密情報が共有されることによる市場

への影響 

ゲームコンソール向けゲーム開発・発行事業者とクラウドゲーミングサービ

ス提供事業者の間の取引において共有する情報には、それぞれの商品・サービ

                         
17 脚注１１参照。 
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スに係る設計、製品計画といった情報が含まれておらず、当事会社グループが

競争事業者の秘密情報を入手し、当該情報を当事会社グループが自己に有利に

用いることにより、川上市場又は川下市場の競争事業者が競争上不利な立場に

置かれるとは認められない。 

 

(3) 協調的行動による競争の実質的制限 

本件行為により、川上市場の当事会社グループが、川下市場のマイクロソフ

トグループを通じて、川上市場の他のゲームコンソール向けゲーム開発・発行

事業者のクラウドゲーミングサービス提供事業者に対する販売価格等の情報

を入手することにより、川上市場における協調的行動による競争の実質的制限

の問題が生じる可能性がある。同様に、川下市場のマイクロソフトグループが、

川上市場の当事会社グループを通じて、川下市場の他のクラウドゲーミング

サービス提供事業者のゲームコンソール向けゲーム開発・発行事業者に対する

手数料等の情報を入手することにより、川下市場における協調的行動による競

争の実質的制限の問題が生じる可能性がある。 

しかしながら、クラウドゲーミングサービス提供事業者がゲームコンソール

向けゲーム開発・発行事業者に支払う手数料を差し引いたライセンス料につい

ては、その取引実態を踏まえると、競争事業者の価格情報等を予測することは

困難であり、当事会社グループと競争事業者との間で、互いの行動を高い確度

で予測することが容易にはならないと考えられる。 

したがって、本件行為によって、当事会社グループの競争事業者との協調的

行動により、ゲームコンソール向けゲーム開発・発行事業及びクラウドゲーミ

ングサービス提供事業における競争を実質的に制限することとはならないと

考えられる。 

 

１０  ＰＣ向けゲーム開発・発行事業とＰＣ向けＯＳ提供事業の混合型企業結合（表

１中「１２」） 

(1) 競争制限のメカニズム 

ＰＣ向けゲーム開発・発行事業とＰＣ向けＯＳ提供事業の混合型企業結合の

競争制限のメカニズム（セオリーオブハーム）は下図のとおりである。すなわ

ち、マイクロソフトグループが、当事会社グループ以外のＰＣ向けゲーム開発・

発行事業者に対して、ＰＣ向けＯＳとの接続を遮断し若しくはＰＣ向けＯＳと

の相互接続性を低下させる（以下「ＯＳ遮断」という。）ことによって、ＰＣ

向けゲーム開発・発行事業において市場の閉鎖性・排他性が生じる可能性があ

る（後記(3)）。 

また、当事会社グループが、マイクロソフトグループ以外のＰＣ向けＯＳ提

供事業者に対して、ＰＣ向けゲームとの接続を遮断し若しくはＰＣ向けゲーム

との相互接続性を低下させる（以下「最適化拒否」という。）ことによって、
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ＰＣ向けＯＳ提供事業において市場の閉鎖性・排他性が生じる可能性がある

（後記(4)）。 

さらに、当事会社グループ間で競争事業者の秘密情報が共有され、これを当

事会社グループが自己に有利に用いれば、当該競争事業者は競争上不利な立場

に置かれる可能性があり、それによって、市場の閉鎖性・排他性の問題が生じ

る可能性がある（後記(5)）。 

 

【図２】本件混合型企業結合の競争制限のメカニズム（セオリーオブハーム）

の概要図 

 
 

(2) 当事会社グループの地位及び競争事業者の状況 

日本国内におけるＰＣ向けゲーム開発・発行事業の市場シェアは前記表２の

とおりである。世界市場におけるＰＣ向けＯＳの市場シェアの正確な把握は困

難であるものの、参考までに推計値を示すと下表１０のとおりである。 

したがって、混合型企業結合のセーフハーバー基準に該当しないものとして

検討する。 

 

【表１０】（参考）令和４年におけるＰＣ向けＯＳの市場シェア 

順位 会社名 市場シェア 

１ マイクロソフトグループ 約７５％ 

２ ＬＬ社 約１５％ 

３ ＭＭ社 ０－５％ 

― その他 約１０％ 

合計 １００％ 

ＨＨＩ：約５，７４８.０ 
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(3) ＰＣ向けゲーム開発・発行事業の閉鎖性・排他性の検討 

マイクロソフトグループが提供するＰＣ向けＯＳにより、ＰＣ上でゲームを

プレイすることが可能となるため、マイクロソフトグループが、当事会社グ

ループ以外のＰＣ向けゲーム開発・発行事業者に対して、ＯＳの遮断を行うこ

と（以下「マイクロソフトグループのＯＳ遮断」という。）によって、ＰＣ向

けゲーム開発・発行事業において市場の閉鎖性・排他性の問題が生じる可能性

について検討する。 

 

ア  能力 

(ｱ) 市場シェアの状況 

マイクロソフトグループの日本国内におけるＰＣ向けＯＳに係る市場

シェアの推計値は前記表１０のとおりであり、マイクロソフトグループは

当該市場において高い市場シェアを有していることが推認される。 

 

(ｲ) 競争事業者及び隣接市場からの競争圧力 

前記(ｱ)のとおり、市場シェアの状況からすれば、マイクロソフトグルー

プのＯＳ遮断は一般論としてはサードパーティのＰＣ向けゲーム開発・発

行事業者に対して大きな影響を与え得ると考えられる。しかしながら、Ｐ

Ｃ向けＯＳ市場については競争事業者が複数存在する。また、隣接市場で

あるゲームコンソール提供市場においては有力な競争事業者が複数存在

することから、サードパーティのＰＣ向けゲーム開発・発行事業者はＰＣ

向けゲームをゲームコンソール向けに移植することも可能であり、実際に

同一のゲームについてＰＣ向け及びゲームコンソール向けとして開発さ

れているほか、ＰＣとゲームコンソール間において移植が行われることが

多い。 

したがって、競争事業者及び隣接市場からの競争圧力が認められる。 

 

(ｳ) 小括 

以上のことから、マイクロソフトグループはＯＳ遮断を行うことにより

市場の閉鎖性・排他性の問題を生じさせる能力を有しないと考えられる。

  もっとも、前記表１０のとおり、マイクロソフトグループはＰＣ向け

ＯＳ市場において特に高い市場シェアを有すると推認されることから、念

のため後記イにおいて排除のインセンティブについても検討することと

する。 

 

イ  インセンティブ 

本件行為により、下記①の利益と②の損失を比較衡量し、①の利益が②の
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損失を上回る場合に、マイクロソフトグループがＯＳ遮断を行うインセン

ティブが認められ、市場の閉鎖性・排他性の問題が生じることになる。 

①マイクロソフトグループが当事会社グループ以外のＰＣ向けゲーム開

発・発行事業者に対して、ＯＳ遮断を行うことで、競争事業者のＰＣ向けゲー

ム開発・発行事業者のＰＣ向けゲームの販売が減少し、当事会社グループの

ＰＣ向けゲームの販売が増加することによる利益 

②マイクロソフトグループが当事会社グループ以外のＰＣ向けゲーム開

発・発行事業者に対して、ＯＳ遮断を行うことでマイクロソフトグループの

提供するＰＣ向けＯＳのユーザー(消費者)が減少することによる当事会社

グループの損失 

この点については、前記表２のとおり、ＰＣ向けゲーム開発・発行事業に

おける当事会社グループの市場シェアは僅少である。また、第４の４のとお

り、ゲーム用プラットフォームにゲームが多く提供されればされるほど、消

費者にとって当該ゲーム用プラットフォームが一層魅力的になるという関

係にある。 

よって、マイクロソフトグループが競争事業者であるＰＣ向けゲーム開

発・発行事業者に対してＯＳ遮断を行うことは、ゲームをプレイするために

ＰＣを使用する消費者にとって、ゲーム用プラットフォームとしてのマイク

ロソフトグループのＯＳを搭載したＰＣの魅力を大きく減退させることに

なり、当該消費者が他のＰＣ向けＯＳや有力な競争事業者の存在するゲーム

コンソールに流出することが考えられ、当該流出による損失が上記①の利益

よりも大きいと考えられる。 

したがって、マイクロソフトグループがＯＳ遮断を行うインセンティブは

認められず、市場の閉鎖性・排他性の問題は生じない。 

 

ウ  ＰＣ向けゲーム開発・発行事業における閉鎖性・排他性について 

以上のことから、当事会社グループが本件行為後にＯＳ遮断を行うことに

よって、ＰＣ向けゲーム開発・発行事業における閉鎖性・排他性の問題が生

じる可能性は認められない。 

 

(4) ＰＣ向けＯＳ提供事業の閉鎖性・排他性の検討 

ＰＣ向けゲームは当該ゲームが最適化されたＰＣ向けＯＳの搭載されたＰ

Ｃ上でゲームをプレイすることが可能となるため、当事会社グループが自社の

ゲームについて、マイクロソフトグループのＰＣ向けＯＳ以外のＰＣ向けＯＳ

への最適化拒否を行うこと（以下「当事会社グループの最適化拒否」という。）

によって、ＰＣ向けＯＳ提供事業において市場の閉鎖性・排他性の問題が生じ

る可能性について検討する。 
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ア  能力 

(ｱ) 市場シェアの状況 

前記表２のとおり、当事会社グループのＰＣ向けゲーム開発・発行事業

に係る市場シェアは５％未満であり、当事会社グループよりも市場シェア

が高い競争事業者が複数存在するほか、市場シェアを１０％以上有する有

力な競争事業者が存在している。 

 

(ｲ) 競争事業者及び隣接市場からの競争圧力 

前記(ｱ)のとおり、市場シェアの状況からすれば、当事会社グループに

よる最適化拒否は、第三者のＰＣ向けＯＳ提供事業に対して影響を与え得

ると考えられない。その上、隣接市場であるゲームコンソール向けゲーム

開発・発行事業においては前記表３のとおり有力な事業者が複数存在する

ことから、ゲームコンソール向けゲームをＰＣ向けに移植することも可能

である。 

したがって、競争事業者及び隣接市場からの競争圧力が認められる。 

 

(ｳ) 小括 

以上のことから、当事会社グループは最適化拒否を行うことにより市場

の閉鎖性・排他性の問題を生じさせる能力を有しないと考えられる。 

 

イ  ＰＣ向けＯＳ提供事業における閉鎖性・排他性について 

以上のことから、当事会社グループが本件行為後に最適化拒否を行うこと

によって、ＰＣ向けＯＳ提供事業における閉鎖性・排他性の問題が生じる可

能性は認められない。 

 

(5) 当事会社グループ間において競争事業者の秘密情報が共有される可能性の

有無 

サードパーティであるＰＣ向けゲーム開発・発行事業者がマイクロソフトグ

ループの提供するＰＣ向けＯＳに適合したゲームを開発する際には、マイクロ

ソフトグループの提供するＰＣ向けＯＳに特化したゲーム開発ツールを確保

するため、当該新規のゲームの開発に係る概要をあらかじめマイクロソフトグ

ループに報告した上で、マイクロソフトグループからゲーム開発ツールの利用

許諾を受ける必要がある。このような情報を当事会社グループがマイクロソフ

トグループを通じて入手し、ゲーム開発・発行事業の競争事業者の新規事業に

対抗する商品開発の検討に利用する場合には、当該競争事業者は競争上不利な

立場に置かれることとなり得る。しかし、当該ゲーム開発・発行事業者により

開示される情報は、初期段階のゲームコンセプト等に過ぎない上、このような

ゲーム開発・発行事業者による新規のゲームの開発に係る情報の開示は、他の



事例７ マイクロソフト・コーポレーション／アクティビジョン・ブリザード・インク 

１２９ 

ゲーム用プラットフォーム提供事業者による開発ツールの提供の際において

も行われており、当事会社グループの入手する情報については、他のゲーム用

プラットフォーム提供事業者の入手する情報と比較して特異なデータは特段

存在しないと考えられる。また、隣接市場であるゲームコンソール提供事業に

係る競争事業者は、その市場において当事会社グループよりも有力な地位を有

しており、当該有力な競争事業者は、開発ツールの提供の際において、当事会

社グループの入手する情報と同等の情報を同等又はそれ以上の数のゲーム開

発・発行事業者から入手し、ゲームコンソール向けゲーム開発・発行事業を行っ

ていることから、隣接市場からの競争圧力として十分な牽制力になり得る。 
このことを踏まえると、競争圧力が有効に働かなくなるほどに当事会社グ

ループの事業能力が向上することはないと考えられる。したがって、当事会社

グループ間で競争事業者の秘密情報が共有されることによる市場の閉鎖性・排

他性の問題は生じない。 

 

第８ 結論 

本件行為が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるとは

いえないと判断した。 
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事例８ ㈱横浜銀行による㈱神奈川銀行の株式取得 

 

第１  当事会社 

   株式会社横浜銀行（法人番号7020001008645）（以下「横浜銀行」という。）は

地方銀行、株式会社神奈川銀行（法人番号7020001011062）（以下「神奈川銀行」

という。）は第二地方銀行であり、いずれも、神奈川県内に本店を置き、主に同

県内で銀行業を営んでいる。 

   以下、横浜銀行の最終親会社である株式会社コンコルディア・フィナンシャル

グループ（法人番号8010001174710）と既に結合関係が形成されている企業の集

団を「コンコルディアグループ」という。同グループは、東京都内に本店を置く

第二地方銀行である株式会社東日本銀行（法人番号9010001034913）（以下「東日

本銀行」という。）を傘下に有する。また、神奈川銀行と既に結合関係が形成さ

れている企業の集団を「神奈川銀行グループ」といい、コンコルディアグループ

と神奈川銀行グループを併せて「当事会社グループ」という。 

 

第２  本件の概要及び関係法条 

   本件は、横浜銀行が、神奈川銀行の株式に係る議決権の５０％を超えて取得す

ること（以下「本件行為」という。）を計画したものである。 

   関係法条は、独占禁止法第１０条である。 

なお、当事会社グループが営む事業の間で競合関係又は取引関係にあるものは

複数存在するところ1、これらについて検討したもののうち、以下は、競争に与え

る影響が比較的大きいと考えられた神奈川県内の５経済圏（横浜・川崎地域、横

須賀三浦地域、県央地域、湘南地域及び県西地域）における事業性貸出し及び非

事業性貸出しにおける水平型企業結合の検討結果について詳述したものである。 

 

第３  一定の取引分野 

１  役務範囲 

   当事会社グループは銀行業で競合関係にあるところ、過去の同様の企業結合事

例2における整理を踏まえ、事業者等を対象に資金を貸し出す「事業性貸出し」と、

一般消費者を対象に資金を貸し出す「非事業性貸出し」に大別した上で、前者に

ついては、取引相手によって取引の実態が異なるという事情を踏まえ、更に「大

企業・中堅企業向け」、「中小企業向け」及び「地方公共団体向け」をそれぞれ

異なる役務範囲として画定した。 

                         
1 当事会社グループにおいては、預金、為替、投資信託販売、公共債販売、保険代理店及び金融商品仲

介に係る各取引分野についても競合しているが、いずれも当事会社グループ以外の銀行（都市銀行や

神奈川県外に本店を置く地方銀行）、信用金庫、大手証券会社等競争事業者が多数存在している。 
2 例えば、「㈱福井銀行による㈱福邦銀行の株式取得」（令和２年度事例集 事例９）や「㈱ふくおかフィ

ナンシャルグループによる㈱十八銀行の株式取得」（平成３０年度事例集 事例１０）といった事例が

ある。 
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２  地理的範囲 

(1) 当事会社グループの店舗の立地状況 

当事会社グループの都府県別の店舗数は下表のとおりである。 

 

  
コンコルディアグループ 

神奈川銀行 
横浜銀行 東日本銀行 

神奈川県 １７０ ８ ３４ 

東京都 ２５ ５５ － 

群馬県 ３ － － 

愛知県 １ － － 

大阪府 １ － － 

茨城県 － １２ － 

埼玉県 － ４ － 

千葉県 － ４ － 

栃木県 － １ － 

 

したがって、当事会社グループがいずれも店舗を置いている都府県は神奈川

県のみであることから、本件行為は、神奈川県における水平型企業結合に該当

する。 

 

(2) 経済圏 

金融機関は需要者を訪問して営業活動を行うことが多く、店舗から一定の範

囲を営業範囲としている。本件における営業範囲は、店舗から自動車又は公共

交通機関で３０分ないし１時間程度で移動できる市町村を構成市町村とする

範囲を営業範囲（以下「経済圏」という。）として設定した。当事会社グルー

プは、神奈川県における事業性貸出し及び非事業性貸出しについて、競争事業

者との間では、主に下表の５つの経済圏ごとの範囲で競争していると考えられ

ることから、下表のとおり５経済圏をそれぞれ地理的範囲として画定した。 

 

経済圏名 構成市町村 

① 横浜・川崎地域 横浜市、川崎市 

② 横須賀三浦地域 横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町 

③ 県央地域 
相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、

綾瀬市、愛川町、清川村 

④ 湘南地域 
平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、

寒川町、大磯町、二宮町 

⑤ 県西地域 
小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、

山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町 
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第４  本件行為が競争に与える影響 

１  中小企業向け事業性貸出し 

当事会社グループは、いずれも神奈川県の中小企業向けに事業性貸出しを行っ

ており、水平型企業結合に該当するところ、５経済圏それぞれについて、令和４

年３月末時点の中小企業向け事業性貸出しの市場シェアは次の各表のとおりで

ある。①ないし④のいずれの経済圏においても、本件行為後のＨＨＩが１，５０

０以下であることから、水平型企業結合のセーフハーバー基準に該当する。また、

⑤の経済圏においても、本件行為後のＨＨＩが２，５００以下であって、かつＨ

ＨＩの増分が２５０以下であることから、水平型企業結合のセーフハーバー基準

に該当する。 

 

①横浜・川崎地域 

順位 金融機関名 市場シェア 

１ コンコルディアグループ 約１５％ 

２ Ａ 約１０％ 

３ Ｂ 約１０％ 

４ Ｃ 約１０％ 

５ Ｄ 約１０％ 

６ Ｅ 約１０％ 

…  …  …  

１３ 神奈川銀行 ０－５％ 

 その他 約３０％ 

合計 １００％ 

合算市場シェア・順位：約２０％・第１位 

統合後のＨＨＩ： 約９００ 

ＨＨＩ増分：約６０ 
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②横須賀三浦地域 

順位 金融機関名 市場シェア 

１ Ｆ 約２０％ 

２ Ｇ 約２０％ 

３ Ｈ 約１５％ 

４ コンコルディアグループ 約１５％ 

５ Ｉ 約１５％ 

…  …  …  

１０ 神奈川銀行 ０－５％ 

 その他 約１５％ 

合計 １００％ 

合算市場シェア・順位：約１５％・第３位 

統合後のＨＨＩ：約１，４８０ 

ＨＨＩ増分：約３０ 

 

③県央地域 

順位 金融機関名 市場シェア 

１ コンコルディアグループ 約１５％ 

２ Ｊ 約１５％ 

３ Ｋ 約１５％ 

４ Ｌ 約１０％ 

５ Ｍ 約１０％ 

…  …  …  

１５ 神奈川銀行 ０－５％ 

 その他 約３５％ 

合計 １００％ 

合算市場シェア・順位：約１５％・第１位 

統合後のＨＨＩ：約１，０００ 

ＨＨＩ増分：約３０ 
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④湘南地域 

順位 金融機関名 市場シェア 

１ コンコルディアグループ 約１５％ 

２ Ｎ 約１５％ 

３ Ｏ 約１０％ 

４ Ｐ 約１０％ 

５ Ｑ 約１０％ 

…  …  …  

１３ 神奈川銀行 ０－５％ 

 その他 約３５％ 

合計 １００％ 

合算市場シェア・順位：約２０％・第１位 

統合後のＨＨＩ：約１，０００ 

ＨＨＩ増分：約６０ 

 

⑤県西地域 

順位 金融機関名 市場シェア 

１ Ｒ 約４０％ 

２ コンコルディアグループ 約２０％ 

３ Ｓ 約１０％ 

４ Ｔ 約１０％ 

５ Ｕ 約１０％ 

…  …  …  

１２ 神奈川銀行 ０－５％ 

 その他 約１５％ 

合計 １００％ 

合算市場シェア・順位：約２５％・第２位 

統合後のＨＨＩ：約２，３００ 

ＨＨＩ増分：約２０ 

 

２  中小企業向け事業性貸出し以外の貸出し 

中小企業向けの事業性貸出し以外の貸出し（大企業・中堅企業向けの事業性貸

出し及び地方公共団体向けの事業性貸出し並びに非事業性貸出し）については、

神奈川県に所在する都市銀行や信用金庫等の競争事業者が多数存在し、①ないし

⑤のいずれの経済圏においても水平型企業結合のセーフハーバー基準に該当す

る。 
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第５  結論 

   本件行為により、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはな

らないと判断した。 
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事例９ ㈱三井住友フィナンシャルグループ及び三井住友カード㈱によるＣＣＣＭ

Ｋホールディングス㈱の株式取得 

 

第１  当事会社 

株式会社三井住友フィナンシャルグループ（法人番号2010001081053）（以下

「ＳＭＦＧ」という。）は、銀行法に基づき銀行等を子会社とする銀行持株会社

である。 

ＳＭＦＧの子会社である三井住友カード株式会社（法人番号3120001082353）

（以下「ＳＭＣＣ」という。）は、クレジットカード事業を営む会社である。 

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（法人番号2120001077107）（以

下「ＣＣＣ」という。）の子会社であるＣＣＣＭＫホールディングス株式会社1（法

人番号8011001091920）（以下「ＣＣＣＭＫＨＤ」という。）は、ポイントアライ

アンス事業及びマーケティング・ソリューション事業を営む会社である。 

以下、ＳＭＦＧを最終親会社として既に結合関係が形成されている企業の集団

を「ＳＭＢＣグループ」と、ＣＣＣを最終親会社して既に結合関係が形成されて

いる企業の集団を「ＣＣＣグループ」といい、ＳＭＢＣグループとＣＣＣグルー

プを併せて「当事会社グループ」という。 

 

第２  本件の概要及び関係法条 

本件は、ＳＭＦＧ及びＳＭＣＣがＣＣＣＭＫＨＤの株式に係る議決権の２０％

を超えて（０％→４０％）取得すること（以下「本件行為」という。）を計画し

たものである。本件行為により、ＣＣＣＭＫＨＤは、ＳＭＢＣグループ及びＣＣ

Ｃグループ（ＣＣＣが残りの６０％の議決権を保有する。）の共同出資会社とな

る。 

関係法条は、独占禁止法第１０条である。 

 

第３  一定の取引分野 

１  役務の概要 

(1) データベースマーケティング事業 

データベースマーケティング事業は、主に消費者の性別、年齢、住所等の情

報や購買履歴、位置情報、閲覧履歴等に関するデータ等を分析し、取引先事業

者における顧客の新規開拓、優良顧客の育成、休眠ユーザーへのアプローチ等

を目的としたソリューションを当該取引先事業者に対して提供するものであ

る。 

データベースマーケティング事業を行う事業者は、主に会員情報と加盟店に

                         
1 令和４年１０月１日、株式会社Ｔポイント・ジャパン（ポイント事業）を存続会社、ＣＣＣマーケティ

ング株式会社（データベースマーケティング事業）を消滅会社とする吸収合併を行い、現商号に変更し

ている。 
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おける会員の購買データ等を保有するクレジットカード会社等の決済事業者、

ＥＣサイト運営事業者、共通ポイント運営事業者等であり、データベースマー

ケティング事業者自らが収集し、蓄積したデータのほか、オープンソースデー

タや他社から提供されるデータを利用して分析等を行っている。データベース

マーケティング事業者が提供するサービス内容は、データの分析に基づく調査

結果やターゲティングによる広告配信、ダイレクトメールや割引クーポンの送

付等の送客ソリューションの提供である。 

 

(2) クレジットカード事業 

クレジットカードは、購入者の信用力によって後払いが可能となるキャッ

シュレス決済の一つである。クレジットカード事業は、①基幹となる決済シス

テムの構築・提供、各種のルールの設定、ブランドの管理等、プラットフォー

ムの構築を行うブランドホルダーを中心とし、②ブランドホルダーからブラン

ドカードを発行する資格（イシュイングライセンス）を付与され、実際にクレ

ジット会員と会員契約を締結し、クレジットカードの発行・管理業務を行うイ

シュア（クレジットカード発行会社）、③ブランドホルダーからブランド加盟

店を管理する資格（アクワイアリングライセンス）を付与され、信用販売代金

の立替払等、加盟店向けに各種の役務を提供するアクワイアラ（クレジット

カード加盟店契約会社）がいる。 

ビジネスモデルによっては、同一の事業者が②イシュア（クレジットカード

発行会社）及び③アクワイアラ（クレジットカード加盟店契約会社）を兼ねる

場合や①ブランドホルダーが自社で②イシュイング業務及び③アクワイアリ

ング業務を営んでいる場合もある。 

 

(3) ポイント事業 

ポイント事業は、会員登録した消費者（以下「会員」という。）による商品

やサービスの購入等に応じてポイントを付与するとともに、当該ポイントを会

員が支払への充当、クーポンや特典の入手等に利用できるようにする事業であ

る（以下、ポイント付与の対象となる商品やサービスを提供する事業者を「加

盟店」といい、ポイント事業の運営主体を「運営事業者」という。）。 

 

ア  ポイントの種類 

ポイント事業には様々な種類のものがあるが、ポイント付与の形態及び加

盟店の範囲に応じて以下の種類に区分できる。ただし、購入付与型ポイント

の中の種類の相違は相対的なものであり、個別のポイントについて必ずしも

明確に区別できるわけではない。 
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運営事業者 

加盟店 

会員（消費者） 

 

ポイント原資 

ポイント発行手数料

ポイント利用 ポイント付与 

ポイント精算 

 

購入付与型ポイント 決済手段にかかわらず購入そのものに対して付与さ

れるもの 

 独自ポイント 自社又は自社グループのみが加盟店となるもの 

（家電量販店のポイント、航空会社のマイレージ等） 

 地域ポイント 特定地域の事業者のみが加盟店となるもの 

（商店街のポイント、商業施設のポイント） 

 共通ポイント 全国規模で様々な業種、様々な事業規模の事業者が加

盟店となるもの 

決済付与型ポイント クレジットカード、前払式支払手段、コード決済等の

特定の決済手段の利用を条件として付与されるもの 

 

加盟店でのポイント付与の場面でみた場合、一般的に、上記の独自ポイン

ト、地域ポイント、共通ポイント及び決済付与型ポイントの４種類は、同時

に異なる種類のポイントが重複して付与され得る。他方、同じ種類で複数の

ブランドのポイントが重複して付与されることは通常ない。 

 

イ  共通ポイント運営事業者の収益構造2 

共通ポイントの加盟店は、運営事業者に対し、下図のとおり、ポイント原

資、ポイント発行手数料等を支払っている。 

 

【図 共通ポイントサービスにおけるポイントと費用等の流れ（イメージ）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                         
2 「共通ポイントサービスに関する取引実態調査報告書」（令和２年６月公正取引委員会。以下「共通

ポイント実態調査報告書」という。）第２の５参照。 
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共通ポイント運営事業者の主たる収益としては、例えば、ポイント発行手

数料、共通ポイントサービスへの加盟金、端末等のレンタル代（以下「ポイ

ント発行手数料等」という。）、加盟店に対するデータベースマーケティン

グサービスの提供による収益、加盟店以外の第三者に対するデータベース

マーケティングサービスの提供による収益などが挙げられる。 

なお、ポイント原資については、基本的にポイント精算に充てられるもの

であり、運営事業者の収益とはならない3。 

このうち、ポイント発行手数料とは、加盟店が消費者に対してポイントを

付与した際に、運営事業者が加盟店から得る手数料であり、運営事業者と加

盟店間の交渉によりあらかじめ定められた料率を関与売上高4又は発行する

ポイント数に乗じて算出されている。 

加盟店に対するデータベースマーケティングサービスの提供による収益

とは、共通ポイントサービスの運営により収集したデータ（後記エ参照）に

基づき、加盟店に対し、キャンペーン企画、アンケート調査、ダイレクトメー

ルの発送支援などの役務を有償で提供5するサービスによる収益である（前

記(1)参照）。また、加盟店以外の第三者に対するデータベースマーケティン

グサービスの提供による収益とは、共通ポイントサービスの運営により収集

したデータに基づき、第三者に対し、提供商品に係る販売戦略支援、ダイレ

クトメールの発送支援などの役務を提供するサービスによる収益である。 

 

ウ  利用の手続 

(ｱ) 共通ポイントの利用手続 

消費者は、共通ポイントサービスの利用を開始するための会員登録を

行った上で、商品・サービスの購入等に当たって会員証を提示してポイン

トを獲得し、同じく会員証を提示して、獲得したポイントを商品・サービ

スの購入代金の支払いに充当するなどして利用する。 

前記イのとおり、共通ポイントサービスの加盟店は、運営事業者との間

で加盟店契約を締結した上で、運営事業者に対し、ポイント原資、ポイン

ト発行手数料等を支払っている。 

 

(ｲ) クレジットカード利用に係る決済付与型ポイントの利用手続 

消費者は、イシュア（クレジットカード発行会社）に対し直接又は代理

店等を通じて申込みを行うと、与信審査を経た上でクレジットカードが

発行される。クレジットカードを利用すると、月次の支払確定日等に、利

用額に応じてポイントが付与される。ポイントの利用方法は様々である

                         
3 共通ポイント実態調査報告書９頁参照。 
4 加盟店が消費者に対してポイントを付与するなど、ポイントが関与する売上高のこと。 
5 無償で提供されるものもある。 
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が、クレジットカードの利用可能店舗全てで同様にポイントが利用でき

るわけではなく、特定の店舗で購入代金の支払への充当に利用できるほ

かは、他の決済手段へのチャージ、クレジットカード請求額の割引、商品

券や物品への交換等に利用することができる。 

なお、ポイントの原資はイシュア（クレジットカード発行会社）が負担

している。 

 

(ｳ) ポイントの統合 

ポイントの付与及び利用に際しては、会員証として、ポイントカードや

スマートフォンアプリで表示されるバーコードの提示が必要となる。例

えば、クレジットカードの券面に共通ポイントの会員番号・バーコードを

印字することにより、購入付与型ポイント及び決済付与型ポイントの機

能が事実上統合される場合がある。特に、主要な共通ポイントの運営事業

者においてこのような動きがみられる。 

 

エ  ポイントサービスの利用に伴い収集されるデータ 

ポイントサービスの利用に伴い、運営事業者によって、消費者の個人情報

等及び商品・サービスの取引情報が収集され、データベースマーケティング

事業に利活用される。 

具体的には、消費者は、共通ポイントサービスの利用を開始するための会

員登録の手続の際に、運営事業者に対して、氏名、性別、生年月日、住所、

電話番号等の個人情報等を登録する必要がある。加盟店において共通ポイン

トカードを提示して取引が行われた際には、取引情報が加盟店から運営事業

者に送信される。当該取引情報には、会員番号（ＩＤ）、取引日時、取引店

舗、取引金額、取引内容（商品、サービス名等）、ポイントの付与数又は利

用数等が含まれる。会員番号（ＩＤ）、取引日時、ポイントの付与数又は利

用数といった消費者にポイントを付与する又は消費者がポイントを利用す

る際の処理に最低限必要な取引情報は、加盟店から運営事業者に対し送信さ

れるものの、具体的にどの取引情報を送信するかについては、加盟店契約に

おいて定められているため、加盟店ごとに異なっている。 

クレジットカード利用に係る決済付与型ポイントの場合は、消費者は、ク

レジットカードの申込みを行う際に、イシュア（クレジットカード発行会社）

に対して、氏名、性別、生年月日、居住地、勤務地、家族構成、職業、年収、

支払い余力等の個人情報等を登録する必要がある。加盟店においてクレジッ

トカードを利用して決済が行われた際には、決済データとして、カード利用

金額、利用時間帯、利用エリア、利用業種等のデータが収集される。 

以下、これらのポイントサービスの利用に伴い収集されるデータを「顧客

データ」という。 
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２  役務の範囲 

(1) データベースマーケティング事業 

 データベースマーケティングは、多種多様なデータに基づいており、提供さ

れるサービス内容も多様であることから、分析に用いるデータの種類ごとに

様々な分類が可能である。しかし、需要者ヒアリングによれば、需要者は自ら

が求める目的や使途に応じて、各種データベースマーケティングサービスを代

替的に利用し、需要の代替性が認められることから、「データベースマーケティ

ング事業」を役務範囲として画定するとともに、「顧客データに基づくデータ

ベースマーケティング事業」についても重層的に役務範囲として画定する。 

以下では、本件行為が競争に与える影響が比較的大きいと考えられる「顧客

データに基づくデータベースマーケティング事業」について検討する。 

 

(2) ポイント事業 

ア  消費者を需要者とした共通ポイント事業 

前記１(3)アのとおり、加盟店でのポイント付与の場面でみた場合、一般

的に、独自ポイント、地域ポイント、共通ポイント及び決済付与型ポイント

の４種類は、同時に重複して付与され得るため、これらは相互に競合してい

ない。また、購入付与型ポイントのうち、独自ポイント、地域ポイント及び

共通ポイントとの間には、加盟店の範囲について大きな違いがある。 

さらに、一般的に、独自ポイント、地域ポイント及び共通ポイントは、購

買時点で決済手段にかかわらずポイントカード等の提示によりポイントが

付与されるのに対して、決済付与型ポイントは、特定の決済サービスを利用

した場合に、クレジットカードの月次の支払確定日にまとめて計算され付与

される又はコード決済処理が完了した際に付与されるなど、付与の条件やタ

イミングについての相違もある6。 

加えて、決済付与型ポイントの場合、消費者がポイントを購入代金の支払

へ充当するに当たって、別途、決済アプリの残高へのチャージ（ポイントの

変換）を要するなど、ポイント付与時とは異なる操作を要する場合もある。

このため、共通ポイントと他の種類のポイント（決済付与型ポイント等）と

の間の需要の代替性は限定的である。 

また、共通ポイント事業を行うためには、幅広い加盟店の獲得が必要であ

ること、当該加盟店での購買時にポイントの付与・利用ができるようにする

ため決済システム等とは異なるシステム環境を整備する必要があることか

ら、共通ポイントと他の種類のポイントとの間の供給の代替性も限定的であ

る。 

                         
6 決済付与型ポイントは、更に具体的な支払手段ごとに細分化が可能であり、クレジットカードのほ

か、コード決済、前払式支払手段等がある。これらはそれぞれに利用方法や利用実態に相違がある。 
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したがって、他の種類のポイントとは区別し、「共通ポイント事業」を役

務範囲として画定する。 

なお、決済付与型ポイントは、クレジットカード等の特定の決済サービス

を提供する事業者が、当該決済サービスの利用に対する特典として、利用者

に対して付随的に提供するものである。すなわち、消費者にとっては、特定

の決済サービスを利用しない限りは取得できないものである。このため、「決

済付与型ポイント」を役務範囲として画定することや、「決済付与型ポイン

ト」を他のポイントと併せて役務範囲として画定することは適当でなく、各

種決済サービスの副次的サービスの一つとして考慮することが適当である。 

また、前記１(3)ウ(ｳ)のとおり、共通ポイント運営事業者においては、自

らクレジットカード等の決済サービスの提供事業を行う又はクレジット

カード事業者と提携するなどして、決済時に共通ポイントと同一のものが決

済付与型ポイントとして付与されるようにする場合もあるが、共通ポイント

と各種決済サービスが組み合わされて提供されている実態については、本件

行為が競争に与える影響の評価の際に考慮する。 

 

イ  加盟店を需要者とした共通ポイント事業 

前記１(3)ウ(ｱ)のとおり、共通ポイントサービスの加盟店は、運営事業者

との間で加盟店契約を締結し、運営事業者から、加盟店の店舗において会員

がポイントサービスを利用するためのサービスの提供を受けている。 

加盟店の観点で見た場合、独自ポイントは自己又は自己のグループ会社

が運営主体となるものであること（そもそも自己のグループ外の事業者との

間で加盟店と運営事業者の取引関係が発生しないこと。）、地域ポイントと

共通ポイントとの間には、加盟店の範囲及び会員の範囲について大きな違い

があること、独自ポイントを運営し又は地域ポイントに加盟していたとして

も、同時に共通ポイントの付与が可能であり、共通ポイントと重複的に付与

されるようにした方が、それぞれに費用負担が発生するものの消費者の誘引

等に資すること、決済付与型ポイントは、前記アのとおり、各種決済サービ

スの副次的サービスの一つとして提供されるものであるところ、共通ポイン

トを導入したとしても、消費者ニーズに応えるため多様な決済手段を用意し

ておく必要があること、反対に、決済付与型ポイントが付与される決済手段

を用意したとしても、決済付与型ポイントに加え共通ポイントが重複的に付

与されるようにした方が、それぞれの費用負担が発生するものの消費者の誘

引等に資することから、共通ポイントと他の種類のポイントとの間の需要の

代替性は限定的である。 

また、前記アのとおり、共通ポイント事業を行うためには、幅広い加盟店

の獲得が必要であること、当該加盟店での購買時にポイントの付与・利用が

できるようにするため決済システム等とは異なるシステム環境を整備する
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必要があることから、共通ポイントと他の種類のポイントとの間の供給の代

替性も限定的である。 

したがって、他の種類のポイントと区別し、「共通ポイント事業」を役務

範囲として画定する。 

 

(3) クレジットカード事業 

ア  消費者を需要者とするクレジットカード事業 

消費者が利用するキャッシュレス決済の手段としては、クレジットカード

のほか、コード決済や前払式支払手段などがある。クレジットカードについ

ては、クレジットカードの場合には一定の年会費が徴収される場合もあり、

入会時に与信審査が必要となる一方、コード決済等はアプリのダウンロード

等により無料で利用できること、コード決済等はチャージ額や１回当たりの

利用額に制限があること、コード決済等の支払手段としてクレジットカード

が用いられる場合があること、クレジットカード決済は店頭購入及びオンラ

イン購入の双方で利用可能ことなどから、クレジットカード決済と他の

キャッシュレス決済との間の需要の代替性は限定的である。 

また、クレジットカードと他のキャッシュレス決済手段とでは、決済デー

タの読み取り方法や決済システムが大きく異なっており、供給の代替性も限

定的である。 

なお、イシュア（クレジットカード発行会社）の行う業務としては、決済

付与型ポイントサービスや付帯保険等の提供も挙げられるが、前記(2)アの

とおり、それらは、あくまでもクレジットカード事業者が利用者に対して付

随的に提供するものであり、クレジットカードサービスの副次的サービスの

一つとして考慮することが適当である。 

したがって、他のキャッシュレス決済手段と区別し、「クレジットカード

事業（イシュイング業務）」として役務範囲を画定する。 

 

イ  加盟店を需要者とするクレジットカード事業 

加盟店を需要者とするクレジットカード事業（アクワイアリング業務）に

ついても、消費者を需要者とするクレジットカード事業と同様、クレジット

カードと他のキャッシュレス決済手段との代替性が問題となる。しかし、加

盟店は、消費者ニーズに応えるため、多様な決済手段を用意しておく必要が

あり、また、クレジットカードと他のキャッシュレス決済手段（コード決済

等）との間では、初期費用、決済手数料等の相違もある。このため、クレジッ

トカードと他のキャッシュレス決済手段との間の需要の代替性は限定的で

あると考えられる。 

さらに、前記アのとおり、クレジットカードと他のキャッシュレス決済手

段とでは、決済データの読み取り方法や決済システムが大きく異なっており、
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供給の代替性も限定的である。 

したがって、他のキャッシュレス決済手段と区別し、「クレジットカード

事業（アクワイアリング業務）」として役務範囲を画定する。 

 

３  地理的範囲 

前記２で画定したいずれの取引分野も、日本国内において特段の地理的制限を

設けることなく営まれており、地域によって役務の価格が大きく異なるといった

事情もないことから、地理的範囲を「日本全国」として画定する。 

 

第４  本件行為が競争に与える影響 

当事会社グループは、顧客データに基づくデータベースマーケティング事業を

それぞれ営んでおり、本件行為は水平型企業結合に該当する。 

また、ＣＣＣグループが共通ポイント事業を、ＳＭＢＣグループがクレジット

カード事業をそれぞれ営んでいるところ、両事業は、ともに商品・サービスの購

買・決済に関するものであり、相互に関連性を有することから、本件行為は混合

型企業結合（商品拡大）に該当する。 

なお、共通ポイント事業及びクレジットカード事業については、①消費者を需

要者とする取引分野と②加盟店を需要者とする取引分野の二面市場であり、さら

に、これらの取引分野の間では、相互に間接ネットワーク効果が働く関係にある。 

すなわち、取引分野①において当該サービスを利用する消費者が多くなればな

るほど、取引分野②において加盟店が当該サービスを導入するインセンティブが

増加する。また、逆に、取引分野②において当該サービスを導入する加盟店が多

くなればなるほど、取引分野①において消費者が当該サービスを利用するインセ

ンティブが増加する。 

本件行為が競争に与える影響については、このような市場の特性を踏まえ、後

記２及び３において、消費者向け共通ポイント事業及びクレジットカード事業に

係る混合型企業結合並びに加盟店向け共通ポイント事業及びクレジットカード

事業に係る混合型企業結合について検討する。 

 

１  顧客データに基づくデータベースマーケティング事業 

(1) 競争制限のメカニズム 

ＳＭＢＣグループは、クレジットカード事業で得た決済データを基にデータ

ベースマーケティング事業を行う一方、ＣＣＣグループは共通ポイント事業で

得た加盟店における購買データという特徴の異なるデータを保有し、当該デー

タを基にデータベースマーケティング事業を行っている（前記第３の１(3)エ

参照）。本件行為後、当事会社グループは、それぞれが保有する顧客データを

活用したマーケティング事業を展開する予定である。 

データベースマーケティング事業においては、データの入手困難性から、自
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社が保有するデータ又は分析に用いるデータの確保が競争上重要な要素であ

ると考えられるところ、本件行為後、当事会社が保有するクレジットカード決

済に関するデータと加盟店における購買データを組み合わせることにより精

度の高いマーケティングを行うことが可能になり、当事会社グループの事業能

力を向上させることが可能となる。 

 

(2) 当事会社の地位及び競争事業者の状況 

顧客データに基づくデータベースマーケティング事業を行う競争事業者は

多数存在するところ、顧客データに基づくデータベースマーケティング事業の

正確な市場シェアは不明であるため、水平型企業結合のセーフハーバー基準に

該当しないものとして検討する。 

 

(3) 当事会社グループが保有することとなるデータを踏まえた競争上の評価 

    本件行為後、当事会社グループは、共通ポイント会員及び決済付与型ポイン

ト会員を併せた延べ９０００万人以上の大規模な顧客データを保有すること

となる。また、ＳＭＢＣグループが保有するデータは、会員の職業や年収等の

機微性の高い会員情報とクレジットカードの利用場所、日時、決済金額等の決

済データである一方、ＣＣＣグループが保有するデータは、年齢、性別、居住

地等の会員情報と会員が購入した商品名や個数等の詳細な購買データであり、

それぞれ、異なる特徴を有しているところ、本件行為後、当事会社グループが

保有することとなるデータは、互いに補完する形で種類が増えることとなる。 

しかしながら、当事会社グループと同様、共通ポイント事業及びクレジット

カード事業の双方を営む競争事業者は複数存在し、これらの競争事業者は、電

子商取引プラットフォーム事業や携帯電話事業等により構築されるいわゆる

「経済圏」を通じて、大規模なデータを保有している。これらの競争事業者が

保有するデータと当事会社グループが保有することとなるデータを比較して

も、競争事業者の方がより大規模で精緻かつ多様な情報を保有していると考え

られ、当事会社グループのみが保有する特異性のあるデータは特段存在しない。 

したがって、競争事業者との関係において、当事会社グループが保有するこ

ととなるデータを活用するなどして得られる事業上の優位性は認められない。 

 

(4) 小括 

当事会社グループよりも大規模かつ種類も多様なデータを保有する複数の

有力な競争事業者を含む多数の競争事業者が存在し、本件行為により当事会社

グループの単独行動又は協調的行動によって、顧客データに基づくデータベー

スマーケティング事業に係る取引分野において、競争を実質的に制限すること

とはならないと認められる。 
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２  消費者向け共通ポイント事業及びクレジットカード事業 

(1) 単独行動による競争の実質的制限 

ア  組合せ供給による市場閉鎖 

本件行為後、当事会社が、共通ポイント及びクレジットカード（決済付与

型ポイント等の副次的サービスを含む。）を組み合わせて消費者に供給する

ことによって、消費者向け共通ポイント事業及びクレジットカード事業のい

ずれか又は両方の取引分野において市場の閉鎖性・排他性の問題が生じる場

合には、競争を実質的に制限することとなるおそれがある。 

当事会社グループは、共通ポイント及びクレジットカード決済付与型ポイ

ントについて、現行の多様な場面での貯める・使う（付与・利用）という機

能を原則として全て継続した上で、両ポイントを新ポイントブランドに置き

換え、ＣＣＣＭＫＨＤにおいて共同運営する予定である。 

ポイントの付与・利用の両面でポイントの統合が実現した場合、双方の顧

客基盤が統合されることで事業能力が強化される。 

また、仮にポイント統合を実施しないとしても、他の事業者が実施してい

るように、例えば、クレジットカードの券面に共通ポイントの会員番号・バー

コードを印字することにより、双方の機能を事実上統合する（カードの統合）

といった組合せ供給も考えられる。 

さらに、加盟店での購買時に、共通ポイント及びクレジットカード決済付

与型ポイントの双方の付与を消費者が選択した場合、ポイント付与率を向上

させるといった特典を導入すること（ポイント付与率を高めること）も考え

られ、このような組合せ供給を行う場合には一層、当事会社グループの事業

能力が強化される。そして、当事会社グループによりそのような共通ポイン

ト及びクレジットカードの組合せ供給が行われた場合、共通ポイント事業及

びクレジットカード事業のいずれか又は両方の取引分野において、当事会社

グループの競争事業者の競争力が減退し、当該競争事業者が市場から退出す

る又は当該競争事業者からの牽制力が弱まる可能性が考えられる。 

加えて、後記３(1)アのとおり、本件行為後、当事会社グループが、共通ポ

イント及びアクワイアリング業務の組合せ供給を行い、加盟店に対して手数

料等の優遇を行うことなどした場合、それによって当事会社グループの加盟

店が増加するため、間接ネットワーク効果が働き、消費者にとって当事会社

グループのサービスを利用するインセンティブが増加する可能性も考えら

れる。 

また、後記３(1)ア(ｳ)のとおり、特に共通ポイントの加盟店は、シングル

ホーミングの傾向が強い状況にあるところ、消費者向けと加盟店向けの２つ

の取引分野の間で相互に間接ネットワーク効果が働くことを踏まえると、当

事会社グループの組合せ供給により、競争事業者が提供する共通ポイントの

加盟店数が少なくなれば、消費者にとっての当該競争事業者が提供する共通
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ポイントの魅力が低下することとなると考えられる。 

そして、そのような加盟店に対する組合せ供給と間接ネットワーク効果に

より、消費者向けの共通ポイント事業及びクレジットカード事業のいずれか

又は両方の取引分野において、当事会社グループの競争事業者の競争力が減

退し、当該競争事業者が市場から退出する又は当該競争事業者からの牽制力

が弱まる可能性が考えられる。 

以上を踏まえ、後記(ｱ)ないし(ｶ)では、本件行為により、消費者向け共通

ポイント事業及びクレジットカード事業について市場の閉鎖性・排他性の問

題が生じるか否か検討する。 

 

(ｱ) 当事会社の地位 

イシュイング業務の市場シェアは、下表のとおりであり、ＳＭＢＣグ

ループの市場シェアは約１０％、ＨＨＩは最大で約８００であるため、混

合型企業結合のセーフハーバー基準に該当するものの、消費者向け共通

ポイント事業の正確な市場シェアは不明であることから、セーフハー

バー基準非該当として検討する。 

 

【令和３年度におけるイシュイング業務の市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ Ａ社 約２０％ 

２ ＳＭＣＣ 約１０％ 

３ Ｂ社 約１０％ 

４ Ｃ社 約１０％ 

５ Ｄ社 約５％ 

６ Ｅ社 約５％ 

７ Ｆ社 約５％ 

８ Ｇ社 ０－５％ 

 その他 約２５％ 

 合計 １００％ 

 

(ｲ) 競争事業者の状況 

共通ポイントの取引分野には、当事会社グループと同等又はそれ以上の

規模で事業を展開している有力な競争事業者が存在する。 

また、上表のとおり、クレジットカード（イシュイング業務）の取引分

野においても当事会社グループと同等又はそれ以上の市場シェアを有す

る競争事業者が存在する。 

特に、これら競争事業者の中には、電子商取引プラットフォーム事業や

携帯電話事業等による強固な顧客基盤を有する競争事業者が存在し、前
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記第３の１(3)ウ(ｳ)のとおり、共通ポイントと決済付与型ポイントを統

合した上で、例えば、加盟店（オンラインショッピングモール）での購買

時に、自社クレジットカード利用者に対してポイント付与率を高くする

特典を導入するなど、訴求力や利便性を高める取組を行っている。このよ

うな要因によって、これら事業者は引き続き市場における有力な競争事

業者となる。 

 

(ｳ) 消費者の状況 

消費者の共通ポイントの利用状況については、共通ポイント実態調査報

告書の調査対象となった４つの共通ポイントカードのいずれかを保有し

ている消費者において、それぞれの保有率は４０～８４％となっている。

また、消費者のクレジットカードの保有状況については、クレジットカー

ドの種類別の平均保有枚数は、無料カード２.１枚、条件付き無料カード

０.４枚、有料カード０.４枚となっている7。 

このように、共通ポイント及びクレジットカードの双方について、消費

者はマルチホーミングの状況にある。 

 

(ｴ)  参入 

共通ポイント事業及びクレジットカード事業ともに、参入障壁となる

ような法規制等は存在せず、会員・加盟店管理や精算等に係るシステムの

導入・運営のためのコストが必要になる程度である。 

実際に、クレジットカード（イシュイング業務）については、これまで

新規参入が活発に行われている状況にあり、今後も継続することが見込

まれる。 

他方で、共通ポイントについては、これまで新規参入は活発に行われ

ていないことに加え、既に主要な共通ポイント事業者において、膨大な会

員数を確保している状況にあることから、間接ネットワーク効果の存在

を前提とすれば、今後、共通ポイントに参入して一定の存在感を有するた

めには、非常に大きな顧客基盤や、他のサービスとの組合せ等により顧客

を獲得することができる事業能力を有する必要がある。 

しかしながら、このような事業能力を有する事業者は複数存在すると

考えられることに加え、実際に、コード決済において大きな顧客基盤を有

し、かつ、総合的な事業能力を有するコード決済事業者が、共通ポイント

事業に参入することを計画していることから、参入圧力は認められる。 

 

(ｵ) 隣接市場からの競争圧力 

共通ポイントについては、同一店舗において他のポイント（独自ポイン

                         
7 「クレジットカードの取引に関する実態調査報告書」（令和４年４月公正取引委員会）第３の１参照。 
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ト、地域ポイント及び決済付与型ポイント）と重複して獲得・利用できる

場合もある一方で、重複して獲得・利用できない場合（共通ポイントの加

盟店でない店舗）も多く、そのような場合、消費者は、特定の商品・サー

ビスを、共通ポイントを獲得・利用できる店舗で購入するか、他のポイン

トのみを獲得・利用できる店舗で購入するかを選択することとなる。その

ため、共通ポイントについては、隣接市場（独自ポイント、決済付与型ポ

イント等を提供するサービス）からの競争圧力が一定程度存在する。 

他方で、クレジットカードについては、コード決済等の他のキャッシュ

レス決済からの競争圧力を受け得ると考えられるものの、前記第３の２

(3)アのとおり、コード決済等はチャージ額や１回当たりの利用額に制限

があること、コード決済等の支払手段としてクレジットカードが用いら

れる場合があること、コード決済等は店頭でのみ利用可能なことなどか

ら、コード決済等による競争圧力は限定的である。 

 

(ｶ) 小括 

共通ポイントについては、当事会社グループのほかに有力な競争事業者

が存在するとともに、隣接市場からの競争圧力及び参入圧力が存在する

こと、クレジットカードについては、当事会社グループのほかに有力な競

争事業者が存在するとともに、参入圧力が存在すること、そして上記(ｳ)

のとおり消費者がマルチホーミングの状況にあることを踏まえれば、当

事会社グループが共通ポイント及びクレジットカードの組合せ供給を通

じて消費者にとっての魅力を高めたとしても、多くの消費者は、ポイント

付与率、キャンペーンの実施状況、店舗における商品・サービス、加盟ポ

イント、決済手段のラインナップ等を考慮しながら、当事会社グループ以

外のポイントサービスやクレジットカードも比較・選択し、使い分けをす

ると考えられる。 

したがって、消費者に対する組合せ供給自体の効果及び前記アの加盟店

に対する組合せ供給を通じた間接ネットワーク効果を加味しても、当事

会社グループは、共通ポイント及びクレジットカードのいずれについて

も市場閉鎖を行う能力を有していないと認められる。 

 

イ  秘密情報の入手 

当事会社グループはそれぞれが運営するポイントを統合することを予定

しているが、これは単に相互のポイントシステムを連携・統合すれば実現可

能であることに加え、そもそも当事会社グループは競争事業者の競争上の重

要な秘密情報を有していないことから、ポイントの統合の過程において、競

争事業者の競争上の重要な秘密情報の交換が行われることはない。 

したがって、当事会社グループ間で競争事業者の秘密情報が共有されるこ
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とはない。 

 

ウ  潜在的競争の消滅 

前記ア（ｴ）のとおり、共通ポイント事業については、間接ネットワーク効

果の存在を前提とすれば、参入して一定の存在感を有するためには、非常に

大きな顧客基盤や、他のサービスとの組合せ等により顧客を獲得することが

できる事業能力を有する必要があると考えられる。 

このような顧客基盤や事業能力の有無という観点からすれば、ＳＭＢＣグ

ループは、約５２００万人のクレジットカード会員を有し、そのうち約２０

００万人のクレジットカード決済付与型ポイントの会員を有していること

などを踏まえると、同グループが共通ポイントに参入した場合には、約７０

００万人の会員を有するＣＣＣグループの有力な競争事業者となり得ると

考えられる。そのため、本件行為により、共通ポイントにおける両当事会社

グループの潜在的競争が消滅することとなる。 

しかしながら、前記ア（ｲ）及び（ｴ）のとおり、共通ポイントの取引分野

においては、ＣＣＣグループと同等又はそれ以上の規模で事業を展開してい

る有力な競争事業者が存在すること、ＳＭＢＣグループ以外の事業者の新規

参入も見込まれることを踏まえれば、本件行為による潜在的競争の消滅が、

共通ポイントの競争に及ぼす影響は軽微である。 

 

エ  小括 

以上のことから、単独行動による一定の取引分野における競争の実質的制

限が生じることとはならない。 

 

(2)  協調的行動による競争の実質的制限 

前記(1)イのとおり、当事会社グループ間で競争事業者の秘密情報が共有され

ることはないと考えられ、また、前記(1)アのとおり、当事会社グループは市場

閉鎖を行う能力を有していないと認められることから、協調的行動による一定

の取引分野における競争の実質的制限が生じることとはならない。 

 

３  加盟店向け共通ポイント事業及びアクワイアリング業務 

(1) 単独行動による競争の実質的制限 

ア  組合せ供給による市場閉鎖 

本件行為後、当事会社グループが、共通ポイント及びアクワイアリング業

務を組み合わせて事業者に供給すること（具体的には、両方のサービスを契

約する加盟店に対して手数料等を低い水準に設定して供給する、契約上組み

合わせて供給する、排他的な取引条件を付すなど）によって、加盟店向け共

通ポイント事業及びクレジットカード事業のいずれか又は両方の取引分野
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において市場の閉鎖性・排他性の問題が生じる場合には、競争を実質的に制

限することとなるおそれがある。 

市場の閉鎖性・排他性の問題については、まず、当事会社グループにより

そのような共通ポイント及びクレジットカードの組合せ供給が行われるこ

とにより、加盟店向けの共通ポイント事業及びクレジットカード事業のいず

れか又は両方の取引分野において、当事会社グループの競争事業者の競争力

が減退し、当該競争事業者が市場から退出する又は当該競争事業者からの牽

制力が弱まる可能性が考えられる。 

また、前記２(1)アのとおり、本件行為後、当事会社グループが、共通ポイ

ント及びイシュイング業務の組合せ供給を行い、消費者に対するポイント付

与率を高めるなどした場合、それによって当事会社グループのサービスの利

用者が増加するため、間接ネットワーク効果が働き、加盟店にとって当事会

社グループのサービスを導入するインセンティブが増加する可能性も考え

られる。 

そして、そのような消費者に対する組合せ供給と間接ネットワーク効果に

より、加盟店向けの共通ポイント事業及びクレジットカード事業のいずれか

又は両方の取引分野において、当事会社グループの競争事業者の競争力が減

退し、当該競争事業者が市場から退出する又は当該競争事業者からの牽制力

が弱まる可能性が考えられる。 

以上を踏まえ、後記(ｱ)ないし(ｶ)では、本件行為により、加盟店向け共通

ポイント事業及びクレジットカード事業について市場の閉鎖性・排他性の問

題が生じるか否か検討する。 

 

(ｱ) 当事会社の地位 

加盟店向け共通ポイント事業及びアクワイアリング業務の正確な市場

シェアは不明であることから、混合型企業結合のセーフハーバー基準非該

当として検討する。 

 

(ｲ) 競争事業者の状況 

共通ポイントの取引分野には、複数の競争事業者が存在し、当該競争事

業者は、加盟店数では当事会社グループに劣るものの、ポイント発行額や

会員数に鑑みれば、当事会社グループと同等又はそれ以上の規模で事業を

展開しているといえる。また、クレジットカードの取引分野においても、

１０％以上の市場シェアを有する可能性のある事業者２社を含む多数の

競争事業者が存在する。 

 

(ｳ) 加盟店の状況 

共通ポイント実態調査報告書によると、近年、加盟店における共通ポイ
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ントサービスのマルチポイント化が進行している一方で、割合としてはシ

ングルホーミングが８２％となっている。 

他方、他の共通ポイントサービスの導入について制限が課されている場

合は少なく（９％）、共通ポイントサービスの契約条件優遇がある場合も、

専属契約によるものというよりボリュームディスカウントによるものと

いう実態にある。また、ＣＣＣグループは、事前承諾条項が導入されてい

るものの、加盟店から申出があれば承諾を行うか当該条項自体を変更・削

除している。しかしながら、共通ポイント実態調査報告書によると、シン

グルホーミングで共通ポイントを導入している事業者のほとんどは、ラン

ニングコスト（ポイント発行手数料、端末レンタル代等）等を考慮し、他

の共通ポイントサービスを追加導入する予定はないとしている。 

クレジットカードの加盟店契約についても、ブランドにもよるが、加盟

店が複数のクレジットカード会社と契約を締結することも可能である。ま

た、ＳＭＢＣグループは、加盟店との契約において排他的な取引条件は設

定していない。 

したがって、加盟店は共通ポイントに関してシングルホーミングの傾向

があるものの、他の共通ポイントサービスへの変更に関して既存の契約に

よる特段の制約があるとはいえない。クレジットカードの加盟店契約に係

るクレジットカード会社の変更に関しても同様である。 

 

(ｴ) 参入 

前記２(1)ア(ｴ)のとおり、共通ポイント事業及びクレジットカード事業

ともに、参入障壁となるような法規制等は存在しない。 

イシュイング業務同様、アクワイアリング業務についても、これまで新

規参入が活発に行われている状況にあり、今後も継続することが見込まれ

る。 

また、共通ポイントについても、前記２(1)ア(ｴ)のとおり、参入圧力は

認められる。 

 

(ｵ) 隣接市場からの競争圧力 

共通ポイントについては、導入により競争店舗との差別化につながる、

来客数が増えるなどのメリットがある一方で、導入により得られる効果、

ポイント原資・ポイント発行手数料等のコストなどを考慮して、共通ポイ

ントの加盟店とはならずに、独自ポイントや地域ポイント、あるいはポイ

ント付与機能を有する決済サービスのみを導入している店舗も数多く存

在している状況がうかがわれる。そのため、共通ポイントについては、隣

接市場（独自ポイント等を提供するサービス）からの競争圧力が一定程度

存在する。 
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他方で、クレジットカードについては、店舗としては、消費者ニーズに

応えるため多様な決済手段を用意しておく必要があり、他の決済手段（前

払式支払手段、コード決済等）を導入したからといってクレジットカード

を導入しなくてよいことにはならない。特に、コード決済等はチャージ額

や１回当たりの利用額に制限があること、コード決済等は店頭でのみ利用

可能なことなどから、高額な商品・サービスの提供やオンライン販売を行

う店舗においては、クレジットカード決済に対応しておく必要があると考

えられる。したがって、コード決済等による競争圧力は限定的である。 

 

(ｶ) 小括 

共通ポイントについては、当事会社グループのほかに有力な競争事業者

が存在するとともに、隣接市場からの競争圧力及び参入圧力が存在するこ

と、アクワイアリング業務については、当事会社グループのほかに有力な

競争事業者が存在するとともに、参入圧力が存在することを踏まえれば、

当事会社グループが共通ポイント及びクレジットカードの組合せ供給を

行ったとしても、多くの店舗は、消費者のニーズ・利便性、サービス導入

による効果、手数料の水準やその他のランニングコスト等を考慮しながら、

当事会社グループ以外のポイントサービスやアクワイアリング業務も選

択すると考えられる。 

したがって、加盟店に対する組合せ供給自体の効果及び前記アの消費者

に対する組合せ供給を通じた間接ネットワーク効果、さらには、前記(ｳ)

のとおり共通ポイントについてはシングルホーミングの傾向が強い状況

であることを加味しても、当事会社グループは、共通ポイント及びクレ

ジットカードのいずれについても市場閉鎖を行う能力を有していないと

認められる。 

 

イ  秘密情報の入手 

前記２(1）イと同様、当事会社グループ間で競争事業者の秘密情報が共有

されることはないと考えられる。 

 

ウ  潜在的競争の消滅 

前記２(1)ア(ｴ）のとおり、共通ポイント事業については、間接ネットワー

ク効果の存在を前提とすれば、参入して一定の存在感を有するためには、非

常に大きな顧客基盤や、他のサービスとの組合せ等により顧客を獲得するこ

とができる事業能力を有する必要があると考えられる。 

このような事業能力の有無という観点からすれば、ＳＭＢＣグループは、

アクワイアリング業務において、正確な市場シェアは不明であるものの第１

位の市場シェアを有するとみられるとともに、約２０００万人の会員を有す
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るクレジットカード決済付与型ポイントを運営していることなどを踏まえ

ると、同グループが共通ポイントに参入した場合には、ＣＣＣグループの有

力な競争事業者となり得ると考えられる。そのため、本件行為により、共通

ポイントにおける両当事会社グループの潜在的競争が消滅することとなる。 

しかしながら、前記ア(ｲ)及び(ｴ)のとおり、共通ポイントの取引分野にお

いては、ＣＣＣグループと同等又はそれ以上の規模で事業を展開している有

力な競争事業者が存在すること、ＳＭＢＣグループ以外の事業者からの新規

参入も見込まれることを踏まえれば、本件行為による潜在的競争の消滅が、

共通ポイントの競争に及ぼす影響は軽微である。 

 

(2) 協調的行動による競争の実質的制限 

前記(1)イのとおり、当事会社グループ間で競争事業者の秘密情報が共有され

ることはないと考えられ、また、前記(1)アのとおり、当事会社グループは市場閉

鎖を行う能力を有していないと認められることから、協調的行動による一定の取

引分野における競争の実質的制限が生じることとはならない。 

 

第５  結論 

本件行為により、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはな

らないと判断した。 

 


